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【第8章 】

第8章 第二者に対する責任

第1節 受託者の責任

第261条 受託者の責任一般

第262条 受託者の契約上の責任

第263条 受託者が責任を負わない旨の合意

第捌 条 不法行為に対する受託者の責任

第265条 所有権者としての受託者の責任

第2節 債権者の信託財産に対する執行権

第266条 普通法上の訴訟による信託財産の執行

第267条 衡平法上の訴訟による信託財産の執行

第268条 受託者が信託財産から求償を受くべき権利を有する場合の信託財産の執行

第269条 信託財産が利益を得た場合の信託財産の執行

第270条 信託条項が財産の責任について規定している場合

第271条 契約によって信託財産を拘束する場合

第271条の2信 託財産からの弁済を許すことが公平と認められる、その他の事由

第272条 第三者に対する義務の特定履行(specificenforce■ent)

第273条 信託財産に対する第三者の権利の保護

第3節 受益者の貴任

第274条 受益者の貴任一般

第275条 受益者の契約上の責任
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受託者は、信託事務処理 に関 して負担 した義務 にっい ては、第三者 に対 して、受託者が信託 とは、無関係 に財

産 を所有 した場合 に負担 すぺき義務 と同一の範囲 にお いて個 人的責任(p6rsonalliabi日ty)を 負 う。

注:

.旦..個人 魁 責任」ヒ代理ム とし工頭 怪豊 童味

訴訟が個人 に対して提起 され、その判決 の満足 のために個人財産 に執行が なされる ときは、その者 は個人的 責
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【第8章 】

任 を負う。

ある者 が、代理人 として責任 を負 う場合 は、代理 人 として所持す る財産 に執行 がな され る。受 託者 という代理

人 に対す る訴 訟については、第267条 ～第271条 の2参 照。

h,.量 悪者 辺砦削袖償

受 託者 が信 託事務処理に関 し、第三者 に対 し個人的 に責任 を負 う場合 で も、その責任が正 当に負担 した もので

ある限 り、受 託者は、信託財産 か ら費用補 償を受 け る権利 を有す る。受託者 の費用補償 につ いては、 第244条 ～

第249条 参 照。本条のルー ルは通常受託者 が費用補償 をみ とめられ るか否 かを問わず適用 される。

C.本 条 の適 用

木条 は、信 託事務の処理上、受託者 が補償 した契約 に関す る責任(第262条 参照)、 不法行為 に対する責 任(第

264条 参 照)、 お よび信託財産 の権利主体 た ることに よって負担す る責 任(第265条 参照)に 適 用 される。 さらに信

託財 産の管理 に よって生 じる他 の責任 について も適用 され る。

d.前 繊

受託者が信託財産か ら費用補償 を受 ける ことの できる要件 については、 第244条 、第245条 参照 。

受託者が、受益者か ら個人 的に費 用補 償 を受 け ることのできる要件 については、第249条 参照 。

第262条 受託者の契約上の責任

第263条 の場合 を除い て、受託 者は、信 託事務の処理 に関 し締結 した契 約にっいて個 人的責任を負 う。

注:

a.受 託者が契約の締結 に際 し、受託者 として義務 を適切 に履行 しているが否 かを問 わず、 信託の存在や受益者

の名が相手に知 られ ているか、受託者が信託事務執行上 、契約 を締結 したか に見 えるか否 かを問わず、信託事務

の処理に関 し受 託者 が締結 した契約 につ いて、受託者 は個 人的責任 を負 う。但 し個人 的責任 を負わない と約 した

場合 はこの限 りではない。

例:

1.Aは 甲地 の受託者であ る。Aは 、 甲地 を売却するために不動産仲介業 者Bを 雇 った。Aは 、売却

の委任 につ いてBに 対 し個人的責任 を負 う。

2.Aは アパ ー トの受託者 である。Aは 、 管理 人 としてBを 雇 った。Aは 、管理 人 としてのBの 報 酬

につ き、Bに 対 して個人的責任 を負 う。

3.Aは 食 料雑貨販売業の受託者 である。Aは 卸売商のBか ら、 「受 託者A」 と署名 した契約 によ り

食料雑貨品 を購入 した。Aは 契約 に もとづき、Bに 対 し個人的責任 を負 う。

L.∫ 苛酷1昔遊 が翼 託越 蜘ll輔 償1を与 えるのに一止:量⊇ 」撮直

その責任 が、正当に負担 したもので あれ ば、信 託財 産か ら補償 を受 ける権利 を有す る。第246条 参照。受託者 は、

信託財産 か ら費用補 償を受 ける権利 を有す るか否 か を問わず、また信託財産 が受 託者 に費用補償 を与 えるに十分
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であ るか否か を問わず 、受 託者は、契約 につ き個人的責 任を負 う。但 し、契約 に別段 の定 めが ある場合 には、 こ

の限 りでな い。

.皇」_弛緩一堂牌

受 託者が信託財産か ら費 用補 償を受 け る権利を付す る要件 につ いては、第246条 参照。

受 託者 が受 益者か ら個人 的に補償 を受け る権利の要件 につ いては、第249条 参照。

第263条 受託者が責任を負わない旨の合意

(1)契 約 によって受託 者が個人的 責任 を負わない 旨が定め られ ている場 合、受託者 は、信託事務 の処 理に関 し

てな された契約 にっ いて、個人的責任 を負 わな い。

(2)受 託 者が信託財産 に責任 を負わせ る契約 を締結 する権限を有す る旨を表示 し、実際 にその契約 を締結 した

場合に、受託者がその ような権限を有 していなか った ときは、受託者 は、保証違反(br6achofmrr加ty)に つ

いて個人的責任 を負 う。

(3)受 託 者が信託財産 に負担を負わせ る契約 を締結 し、かっ 、受託者に よってなされた信託 違反のた めに信託

財産がその契 約 を履行す るために不十分 となった場合、受託者 は不足額について個人 的責任 を負 う。

(1)項 の注:

a.,契 約{薬餌

受託者 とその契約 の相手方 は、受 託者が個人 的責任 を負わ ない 旨を合意 す ることが できる。 そのよ うな合意が

立証 されれ ば、受託者は個人 的責任 を負 わない。 しか し、相手方 が、彼 が受 託者であ ること、 および信 託の事務

処理上、契約 を締結 して いることを知 っているとい う事実 だけ では、受託者 か らその個人的責任 を免 除す ること

にはならな い。受託者 が契 約書 の署名 に続 けて、 「受 託者」、 「受 託者 と して」、指定 された受益者 のための

「受託者 として」、 あるいは、一定 の遺言 ないし信 託証書に もとつ く 「受託 者」 と記載 して も、受託者 が個人的

責任 を負 うことがある。

例:

1.Aは 、Bを 受益者 とす る家屋の受託者 である。受 託者 として の義務 の履行上 、家の修繕の ために

Cと 契 約 を締結 した。彼は、契約書に、rBの ための受 託者 として、個人 と してではない、A」 と署名

した。Aは 、 この契約 につ き、個人的責任 を負 わない。

2.AはBの 受託者 であ る。信託財 産に関す る訴訟 が、Cに よって、Aを 相手 どって提起 された。A

は、弁護士Dと 契約 し、Dが その訴訟に応 訴 し、報酬 は、信託財 産だけ をあてる ことを定めた。Aは 、

Dに 対 して個人的責任 を負 わない。

3.AはBの た めの受託者 である。受託者 として正当 に義 務を履 行 して いる過 程で、AはCと 契約 を

締結 した。 その契約は、以下 の記述が文書 の型 としては っき りなされてい る。rBの 財産。す べての契

約 は、受託者 としてな され るのであ り、A個 人 としてで はない。 」Aは 、その契約 に、 「Bの 財産 の受
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託者 と してのAと サ イ ンした。Aは そ の契約 につ いて、個人的に責任 を負う ことはな い。

⌒

信託証書中 の条項 に、受託者は、信託 の事務処理上 、締結 した契 約 にもとづ き、個人的責任 を負 わない旨を定

めて いた として も、 その ことだけか ら受託者の個人 的責任が免除 され るものではない。契 約の相手方が、 そのよ

うな条項 を知 るべき根拠 がない ときには、 その条項 は、契約の相手方が、 その契約 に もとつ く受託者 の個人 的責

任 を追及す るのを妨 げる ものではな い。 たとえ、 その条項が相手方に知 られ ていた として も、必 ず しも契約 が受

託者の個人責任 なしに、締結 された と解す るとは限 らな い。ゆ えに、 その条項 が必ず受託者の個人 的責任 を免 ず

る ことはない。当該条項 は、受託者が個人的 に責任 は免れ ないと、当事者が解 す る状況にあ ったか とい う事実 を

みて解釈 される。

例:

4.1930年1月1日 付の信託証書 に もとづ き、Aは 、製パ ン業 の受 託者で ある。信託 証書 には、 信託

の事 務処理 上、受託者が負 った債務 につ いては、信託財産 がその責 任を負 い、受託者 が個人 的に責 任を

負 うものではな い、 と規定 されている。Aは 、Bか ら小麦粉 を買 う契約 書に、 「受託者 として、A」 と

サ イ ンした。Bは 、 その信託条項 を知 らず、知 るべ き根拠 もなかった。Aは 、そ の契約 につき、 個人的

責任 を負 う。

5.事 実は例4と 同 じだが、Aが 、 「1930年1月1日 付 の信託 宣言に もとつ く受 託者 としてのA」 と

契約 書 にサ インした ことが異なる。Aは 、 その契約 につき個人的責任 を負わ ない。

(2)項 の注:

皇－L.盟華煎保;正

信 託の事務処理上、受託者 が締結 した契約 条項 によって、受 託者がその契約 に関 し個人 的責任 を負わ ないと定

め られて いる場 合、 たとえ、彼 がその契 約につ き個人 的責 任を負 うことはな いにして も、 信託財産 を拘束す る権

限 を有す るという黙示 の保 証に もとつ く責任 を負 う ことがあ る。

契 約上、受託 者は個人 的責任 を負わな いが、第 三者は信託財産 を引当て にできる ことが定め られ ている場合、

その契約が、信 託の事務処理 上、受託者に よって適 切にな された ものであ ることを前提 として、第三者 は、信託

財 産 に対 し執行 する ことがで きる(第271条 参照)。 もし、受託者が個人的 に責任 を負わな いと契約 したな らば、

通 常第三者 は信 託財産 に執行で きる。 その時 は通 常は受託者は、信託財産 に責任 を負わせ る権限 を有す る。

その契約 が、信託の事務処理上、受託者 によって適 切に なされ た ものでな く、 第三者が信託財産 に執 行する こ

とが できない場 合、通常、受託者 は黙示的保 証につ き責任 を負 う。

例:

6.Aは 、Bの ための受託者 である。Aは 信託違反 をして、信 託財産の一部 をCに 売 却す る契約 を し

た。Cは 、 これが信 託違反 であ ることを知 らない。その契約書 には、 「個人 ではな く、受託者 としての

A」 とサ インした。Aは 、契約 に もとつ くのではな く、売却 の権 限に関す る黙示 の保 証に もとつ いて、

Cに 対 して個人的責 任を負 う。
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7.AはBの ため の受託者 である。Aは 、 信託財産 のために金銭 を借 りる権限 を与え られ てはいな い。

Aは 、 その権 限がな い ことを知 らないCか ら金銭 を借 り、 その返済契約 書には 「Bの ための受託 者 とし

て、A」 とサ イ ンした。Aは 、契約 に もとつ くのではな く、借金 をする権限 に関す る黙示 の保証 に もと

つ いて、Cに 対 し個人的責任 を負 う。

旦,黙 示 的保証が 存在 しな い場合

受託者が、信 託財産 を拘束 する権限 を有する ことを相手方に表示 していない事実が十分 明確 である場合 に は、

受 託者 は、黙示 的保 証につ いて責任 を負わない。

例:

8.Aは 、信 託証書 にもとつ くBの ための受 託者で ある。Aは 、 信託条項 にもとづ き、信託財 産 を売

却 する権 限があ るの かどうか疑 問をもっていた。Aは 、信託財産 の一部をCに 売 る契約 に際 し、信託証

書 を示 し、彼 の疑問 も伝 えた。その契約 書には、 「個人 としてではな く、受託者 としてのA」 とサ イン

した。その後、裁判所 によって、Aに は信 託財産 を売却 する権限がなか ったと決定 された。Aは 、契約

上 か らも、売 却の権限 についての黙示の保 証か らも、Cに 対 して個人的責任 を負 う ことはない。

旦.昂澗 証券 廿{一一1旦暗oU曲1是 』 嵐 山■剛 岨

統一流通 証券法第20条 は、以下 のよ うに規定 してい る。 「本人 のために、 または、本人 の代理人 として署名す

る旨を示す文 字が、証券に示 されているか、または付加 され ている場合、彼は、証券 につ いて責任 を負 わな い。

しか し、本人 を明 らかにせず、 代理人 であ る旨を記載 した文字 が付 加 され るだけでは、個人的責 任 を免 れ ること

はない。1

また、同法 第44条 は、 「何 人かが代 理人 として裏 書す る義務 を負 ってい る場合、彼 はその個 人的責任 を否認 す

る ものと して裏 書す ることがで きる」 と規定 してい る。本条 は、受託者が流通証券 に個人 と してではな く、受託

者 としての意見 を明確に表 示 してサイ ンした場合に もあ てはまる。

(3)項の注:

.L-fa託 財産 を浪 費する こと』塾1宣 る葦 託者 の萱 圧

信託の事務処理⊥、受託者 が締結 した契約の条項 に、受託者 はその契約 に関 して個 人的責任 を負わな い、 ただ

し、相手方は信託財産 のみを引当てにす ることがで きる旨が定 め られ ているときに、受託者 が信託違反 をし、 そ

のために信 託財産が契約 の相手方の債権 を満足 させ るのに十分 でな くなった場合、受 託者は、不足分の額 につい

て、相手方に対 し個人的 責任 を負 う。 このようなケースでは、 信託財産 に損 失を与 える受 託者は、受益者 に対 し

てだけでな く、契約 の相 手方に対 して も違法行為 をなす ものであ り、受益者 が受託 者の責任 を免除す る ことを望

ん でいて も、契約 の相手 方は、受託者の個人的責任 を追 及する ことが できる。受 託者は しか しなが ら、信託違 反

につ いて、二重 の弁済 を強 い られ ることはない。彼が第 三者 に 自己 の財産 を もって弁済 した範 囲 で、委託者 に対

しての信託違反責任 を問 われな い、契約 が信託業務執行 の際に正 当に締結 されていた場合が これ に該当する。

例1

9.Aは 、銀 行 に担保に入れ てある証券 の受 託者であ る。銀行 がその証券 を売 却す るのを防 ぐために、
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Aは 、Bか ら5,㎜ ドル借 り、その金額 の手形 をBに 与 え、 それに 「個人 としてではな く、受 託者 と して

のA」 とサイ ンした。Aは 、 その借 りた金銭 を銀行 に支払 い、 その証 券を取戻 した。 その後、Aは 信託

違反 を して、その証券によ る投機取引 を し、全部 を失 って しまった。Aは 、Bに 対 して、5,㎜ ドルにつ

き個人 的責 任を負 う。

第264条 不法行為 に対する受託者の責任

受託者 は・信託 事務処理に関 して第三者 に対 してな した不法行為 について は、信託 とは無関係 に財産 を保有 す

る場合 と同一 の範囲において、個人的コ任 を第三者 に対 して負 う。

注:

一

本条は、受 託者の故意 または過失 によ り、 あるいは無過失 で不法行為 をな したか どうか を問 わず適 用 される
。

また、受託者 の行為 が作 為か不作為か を問 わず、 さらに受託者が作為 また は不作 為に よって受託者 としての義務

に違反 していたかどうかを問わない。

例:

1.Aは 、家屋 の受 託者 である。Aの 過失 で、その家の階段に氷が積 まれたままにな って いた
。商用

でその家 を訪れ たBは 、階段 ですべって、 けがを した。Aは 、Bに 対 し個人的責任 を負 う。

2.Aは 土地の受託者で ある。信託条項 に よって、Aは 、 その土地 の上にアパ ー トを建 てるよ う指 示

され ていた。アパー トの基 礎 をつ くるために土地 を掘 り下げて いた と ころ、それが原 因で隣接 のBの 空

地の地盤が沈下 した。Aは 、Bに 対 し個人 的責任 を負 う。'

h.代 理 人一ま一た、1ヰ雇△㊨ 為.

上級者責 任(respondeatsuperior)の 原則 に もととづ き、信 託の事務処理 上、受託者 の代理人 または雇人 に よ

ってなされた不法行為につ いては、彼 が受 託者 でなか った場合 に負 うべ き責 任 と同程度 の責任 を負 う
。代理 の リ

ステ イメ ン ト第2巻 第212条 ～第267条 参照 。

例:

3.Aは 、 アパ ー トの受 託者で ある。Aは 一一室をBに 貸 した。Aの 雇 った管理 人の過失 で
、階段 に石

炭バケ ツを置き放 しておいたために、Bが それにひっかかって ころび、足の骨 を折 った。AはBに 対 し、

個人的責任 を負 う。

4.Aは 、材木 を切 り出す土地 の受 託者であ る。材木 を切 るた めにAは 数人の きこ りを雇 い
、彼 らの

過失 に より、Bが 倒れ た木で傷害 を受 けた。Aは 、Bに 対 し個人的責 任を負 う。

.駆 信託財産皇 こ・一塁.鎚音に費用補償圭二与 え_る、の』こ十 分呈.な巳擢桂≧

受託者の過失 なしに責任 を負担 した場 合、受託者 は、信託財産 か ら費用 補償 を受 ける権 利 を有す る
。第247条 参

照 。本条は、受託者が信託財産 から費 用補償を受け る権 利を有 するか否 か を問わず、信託財 産が受託者に費用補
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償 を与 えるのに十分であ るか否 かを問 わず、適用 され る。

例1

5.事 実 は例4と 同じである。その信 託の唯一の 目的財産 であ る山林の価値は10,000ド ルであ る。B

は、Aに 対 し、20,㎜ ドルの損害 ‖音償 の決定 を得た。Bは 、Aに 対 し、20,㎜ ドル を個人的iこ支払 うよ

う請求 できる権利 を有す る。

⌒

信託の事務処理上 な された不法行為 について、受託 者が個人的責任 を負 わない とす る信託条項 の規定 は、受託

者 か ら責任 を免 除す る効 力 を有す る ものではない。

旦⊥.前後参盟

受託者が信託財産か ら費 用補償 を受 ける権限 につ いては、第247条 参照 。

受託者が、受益者 か ら個 人的に費用補償 を受け る権 限については、第249条 参照 。

第265条 所有権者 としての受託者の責任

契 約や不法行為の結果 と してではな く、財産の権利主体 と して第三者 に責任 を負 う場合 、信託財産 に対 する権

利主体と しての受託者 は、信託 財産を もって補償 を受 ける限度1こおいてのみ 、個人 的責任 を負 う。

注:

旦 。_空幕の範 囲

信託条項 に別段の定 めのな い限 り、受託者は、信託 の事務処理 上、受託老 が正 当に負担 した費用につ いて、 信

託財産か ら費用補償 を受 ける権利 を有す る。第244条 参照。本条 の規 定 は、受託者 が信託財産 の権利主体で ある こ

とによって負担 す る責任 に適 用 される。第248条 参照。 しかしなが ら、受託者 が信託財産 の権 利主体 であ る ことに

よ ってのみ責 任 を負 う場合 で、かつ、受託者側に過失 な くして信託財産が受託者 に費 用補償 を与 えるの に十分 で

ない ときは、 受託者は、信託財 産が費用補償 を与 える限度 にお いてのみ、責任 を負 う。信託財 産の権利者 と して

の受 託者 は、従 来の法解釈 では信託財産でな く保 有す る場合 と同 じ範 囲の個人的責任 を負 っていた。普通法 では

普通法上 の所 有者に付随す る忠 実義 務を負 っていた。 その所有 が他人の ため であ った としても、ユース付封譲受

人は譲渡 にっ いての責任 を負 う。

近 時の法解 釈傾向は、信託財 産の権 利者は、 その財産か ら補償 を受け る限度で、第三者 に対 して責任 を負 うも

のである。

⊇

本条 の規定 は、財 産の所得者 が、財 産税 につ いて個人的責任 を負 うか どうかに関係 なく適用 される。受託者 が

受託 者としての名義 で土地 を保 有す る場 合、信託財 産か ら十分 に償還 を受 け られ る限度で、受託 者は、税 につ い

て責任 を負 う。

旦.株 主生 の』‡壷払 込弛 塞」」願紐 聾豊登畦 訂.
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法令に よ り、記名 株式 の所有者に株金払込義務が あ る場合、その株式が受託者 と しての名義で登録 してあると

きは、信託財産 から償還 を受 け られる限度 で、受託 者は責任を負 う。銀行の株式 のよ うに、制定法 で責任 を定 め

る場合、通常受 託者 は受 託者 としてのみ責任 を負 い、個 人的責任 を負わな い。制定法 は、 受託者が その事実 を開

示す ることなしに、個人名 で登録 されて いる場 合、個人責 任を免れないよ うに解釈 されてい る。

」1二」廣注脚 交 る」直接 的莚擦剤

信 託財産 を所有す ることか ら責任 が生ず る場 合、第三者 は、 受託者の有 する償還権 を通 して信託財産に執行で

きるだけでな く、受託者 に対 して提起 された訴訟にお いて、直 接、信託財産 を執行す る ことがで きる。受託者が

信託違反 をお こして、信託財産 に負担 を生 じさせた場合 で、 かつ求償 できない場合 も第三者 は信託財産 に執行で

きる。この場 合第三者は、信託財産 ばか りでな く信託違反 につ いての責任 を、受託者 に問 えるのであ る。

第2節 債権者の信託財産に対する執行権

第266条 普通法上の訴訟 による信託財産の執行

受託者に対 し債権 を有するに至った債権者 は、その債権が適法な信託事務処理 によ り生 じた場合で も、受託 者

に対す る普通法 上の訴訟 によって信 託財産 にっ き執 行する ことはで きない。

注:

且.本 条の苗 晒

受 託者が信託 の事務 処理 上、違法 に責任 を負担 したか どうか を問わず、債権者 は、個人な いし代理人 たる受 託

者 に対す る普通法 上の訴訟によ り、 債権の満足の ために、信託財産につき執行す る ことはで きない。

例:

1.Aは ピルの受 託者であ る。Aは 、 ピルの修理 を させ るためにBを 雇 った。Bは 、Aに 対す る個人

的な契約 に関 し、 普通法上 の訴訟 を提起 し、 判決 を得 た。Bは 、 その ピル を差 し押 えることはで きない。

2.Aは 農場 の受託 者である。Aは 、農場 にある畑 を耕 すためにBを 雇 った。Bは 、Aを 相手 ど り、

Aの 個人的な契約 に もとづ き、普通法 上の訴 訟を提起 し、農場 を差 し押 えた。Aは その差押 えの取消 し

を求め る申立 てをした。そ の差 押えは取消 され る。

3.Aは 土地の受託者で ある。信託条項 に よって、Aは 、 その土地 にアパー トを建 てるよ う指示 され

ていた。アパー トの基礎 をつ くるために土地 を掘 り下 げていたと ころ、そ ろが原 因で、隣接 のB地 の地

盤 が沈下 した。BはA個 人 を相 手 どり、普通法上 の訴訟 を提起 し、判 決 を得 た。Bは その土 地を差 し押

える ことはで きな い。

b.前 参 .

信託事務処理 とは関係な く受託者が負担 した責任 に対す る受託者 の債権者 の権 限につ いて は、第308条 参照 。

第267条 衡平法上の訴訟による信託財産の執行
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受託者が信託事務処理 に関 して債務 を負担 した場合 に、その債 権者 は、第268楽 ない し第271条 の2に 定め られ

てい るところに従い 、そ の債権の弁済 を受 けるため に、衡 平法 上の訴訟 により信託 財産にっ き執 行する ことが で

きる。

注:

旦,.f醐 壌 艮 コ.き執鉦 重皇 女」越 智茎型{上Ω盤薩友慧

既述の ように、受託者 が、信託事務処理 に関 して、第三 者に対 し債務 を負担 した場 合、 その第 三者に は、受 託

者個人に対す る訴訟 による救済方法 が与 え られ、 それ によって、受託者 の個人財産 が債務 の弁 済に あて られ る。

第261条 ～第265条 参照。受 託者が支払能力 を有 している場 合、 この救済方法 は第三 者の利益 を保 護す るに十分 で

ある。一般的な見方 は第 三者は、代理人 としての受託者 に訴訟 し、信託財産 に執行 し、自己の権 利 を満足す る こ

とは認 めな いことである。救 済 は受託者個人に求 めるのみであ る。

しかし、第三者が信託 財産にっ き執行 し、それ を債権 の弁済 に充 てる ことができ る場合が少な くとも四つ あ る。

1.第 三者が、受託者 の個人財産か らは債権の弁済 を受 け られ ない場合、 第三 者は、衡平法 上の訴訟 によ り信

託財産 につ き執行 し、受 託者が信託財産 か ら求償 を受 け られる限度 まで、第 三者 は、信託財 産 を債権の弁済 にあ

てることが できる。第268条 。

2.第 三者が、受託者 の個人財産 からは債権 の弁済 を受 け られ ない場合 で、その債権者が信託財産に対 し利 益

を与 えたときは、当該事 情の もとで、救済方法 を与 える ことが、衡平 の観念 に反 しない限 り、第三者は、衡 平法

上 の訴訟に よ り信託財産 につ き執行 し、信託財産が得 た利 益の限度 で、信託財産 を債権の弁済に あてる ことがで

きる。第269条 参照。

3.信 託条項 に もとついて、衡平法上 の訴訟 によ り信 託財産 につ き執行 できる 旨が定め られて いる場合、第 三

者 は、衡平法上 の訴訟 によ り信託財産 につ き執行 し、 それを債 権の弁済 にあてる ことができ る。第270条 参照 。

4.受 託者が契約 に関 して個人的責任 を負わず、第三 者は信 託財産 についてのみ責任を問 うべ き旨が、第三 者

と受託者の間で合意 された場合、 その契約 が、信託 の事務 処理 上、受託者 によ り適 切に締 結 され た もの である こ

とを前提 として、第 三者 は、衡平法上 の訴 訟によ り信 託財 産につ き執行 し、 それを契 約に関す る彼 の債権 の弁 済

にあてることが できる。第271条 参照 。

上述 の4つ の場合 に限 らず、現在 の傾 向は、受託者 が信託事 務処理上、第 三者 に対 し債務 を負 う他の場合 に も、

第三者 の信託財産 に対 する執行 を認 めよう としている。上記の場合 は、代理 人 としての受託者に対 しての衡平 法

上 の訴訟 の維持 をみ とめ、信託財産 か らの満足 を図 らせている。 この手続 は責任 を負担するべ き受 託者 が承継 的

な受託者 につ いて も維持 され る。 この判決 は、受託者 個人にっ いては執行 で きない。 いくつか のケースでは、代

理人 としての受託者 への請求 と個人 としての受託者 への請求が併合 されうる。

第268条 受託者が信託財産か ら求償 を受 くぺき権利を有する場合の信託財

産の執行
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受託者が信託 事務 の処理によ り個人的 に負担 した責任について・その債権者が 受託者の個人財 産か ら債権 の弁

済 を受 けられ ない場合 には、債権者は、衡平法上 の訴訟に より・信託財産 につ き執行 し・受託者 が信託 財産か ら

求償 を受 けられる限度において、債権の満足 を得 る ことがで きる。

注:

旦」.倒権者.の救 晴山1」{の性質

従来 の法律 で は、受託者が信託 の事務 処理 上負担 した責 任について、債 権者が信託財産 につき執行す るという

救済方法 を認め られ るか ど うか疑問 があった。債権者 は、 受託者個人に対 す る判決 を得 て受託者の個人財産 から

弁済 を受 け られ、受託者 の方 はその債務 が受託者に よ り正当に負担 された もので あ り、受 託者が信託違反 によっ

て信託財 産に対 する責任 を生 じさせ たので ない限 り、受 託者は、信託財産 か らその額 の償 還 を受 ける ことが でき、

通 常、 この救済方法 で十 分であった。 しか し、受託者 が支払不能であ るときに、 困難 な問題が生 じ、 このような

場 合には、受託 者は、信 託財産を債 務の弁済に あてる権限 を持 って いるところか ら、 債権者は衡平法上 の訴 訟に

より、受託者 の衡平法上 の権利にっ き執行 できると考 えられ るようになった。 つま り、受 託者 は単 に債 権者 への

弁済後の求償権 を持 つので はな く、求償権 その もの をもち、信託財産 から直接、 権利 を満足 さそ、債権 者は この

権 利 を強制 で きるのであ る。

受託者が、 信託財産 を用 いて求償 を受 ける権 限を有 し、 その限度 においてのみ、債権者 は、本 条の救 済方法 を

とる ことが で きる。第244条 ～第248条 参照 。

本条の規定 は、契約違反{第262条 参照)、 不法 行為(第264条 参照)、 または信託財産 の権利主体(第265条 参

照)と して受 託者が負担 した責任 につ いて適用 され る。

その後 、第269条 、第270条 、第261条 、 第271条 の2に おいて規 定 されてい るように、債権 者が、信託財産につ

き執行 でき る他 の救済方法 もとれると考 えられ るようにな った。

b.受 託者の支払不能

もし債権者 が受託者 の個人財産か ら弁済 を受け られる場合な らば、債権者は本条 に もとつ いて、信託財産 につ

き執 行 し、 それを債権 の弁済にあてる ことはで きない。

ただ し、受 託者が支払 不能である場 合 には、債権 者は、衡平法上 の訴訟 を提起す る ことが できる。

c.受 託者 の不在

本条 は、受 託者が支払可能な場合で も、裁判所 の管轄 に服 しえない場合な らば、やは り適用 される。た とえば、

受託者が州 を離れ、出廷 しえないときは、債権者 は、信託財産 につき執行 し、 それ を債権 の弁 済にあてるため、

衡平法上 の訴 訟 を提起す る ことがで きる。

d.正 当に負 担 されたの ではない場合 の責任受 託者が、信 託事務 の処理 に関 し正当に責任 を負担 したのでは ない

場合、 その責任 を負担す るに際 し善意 でない限 り、 また、信託財 産が利益 を受 け たの でない限 り、受託者は、求

償 の権利 を有 しない。第245条(2)項 参照 。 この ような場合 、本条 の規定 に もとづ き、受託者 が求償を受け る限度

で、信 託財 産につ き執行 する ことが できる。

例1
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1.Aは 甲地の受託 者であ る。Aは 、 甲地 を売却す る権 限が与 えられ ていないに もかかわ らず、売却

の権限が与え られ ている もの と同 じ、 甲地売却の ため 、不動産仲 介業者 のBを 雇 った。Bは 甲地売却 の

相手 をみつけ、Aは 手 数料 として100ド ル をBに 支払 う債務 を負担 した。Aは 求償 できないだ けで な く、

Bは 信託財産 につ き執 行で きな い。

2.Aは 家屋の受託 者であ る。Aに は、家屋 を増築 する権限が与 え られていないに もかかわ らず 、増

築の権限があ るものと信 じ、増築費用 として、1,000ド ル を大工Bに 支払 う ことを契約 した。Bが 増築

した後、Aは 家屋 を売 却 した。増築の結果、Aは 、増築 な しで受取 れる額 よ りも750ド ル多 く受領 した。

Aは1,000ド ル についてBに 対 し責任 を負 うが、Aは 、750ド ル まで しか免責 されないので、Bは 、750

ドルの限度にお いてのみ信託財産 につ き執行で きる。

cエ{穀 量者の債務壬履行

本条の下では、受託者が、信 託違 反 をお かした ため、彼 が負担 した責任 の総額 に等 しい額、 また はそれ を超 え

る額 を信託財産に返還す る個人的義務 を負 う場合、債権者 は信 託財産 にっ き執行 する ことができな い。受託者 が

信託財産に返 還する個人的義 務 を負 う額が、受託者が 正当に負担 した責任 の額 よ りも小 さい場 合、債権者 は差 額

の限度まで、信託財産 につ き執 行す る ことが できる。第244条e参 照 。

例:

3.Aは アパ ー トの受託者 である。Aは 管理人 と してBを 雇 い、Bに5㏄1ド ル支払 うことに合意 した。

その後、Aは 信 託財産か ら11000ド ルを横領 した。Aは 、信託財産 か ら求償す る権限 を与 えられ ない。

したが って、Aが 支払不能 であっても、Bは 、本条 の もとでは、その債権 をもって信託財産 に対 し強制

す ることがで きない。

4.Aが250ド ルを横領 した点 を除 いて、事実 は例3と 同 じであ る。Aは 信託財産か ら250ド ル の範 囲

で求償す る権 限を有 し、 したがって、Aが 支払不 能の場合 であれば、Bは 、本条に もとづ き、250ド ル

を限度 に、 その債権 を もって信 託財産 に対 し強制する ことが できる。

旦L複 数 の受託者

2人 の共 同受託者 の1人 が信託違反 をなし、他 の受託者 は これに関与せ ず、受益者 に対 しいか なる責任 も負わ

ない場合(第224条 参照)、 受託者 の双方 が信託 の事務 処理 上、第三者 に対 し、正当に責任 を負 うときは、 債務不

履行 をしていない受 託者は、第三者 に対する責任 について、信託財産 か ら求償 を受 ける権限 を有 する(第244条 注

f参 照)。 そ こで、 債権者 は、本条 に基づき、 信託財産 につ き執行 し、 それ を債権の弁済 にあてる ことがで きる。

一 人の受 託者が第三者 に不法行為責任 を負い他の受託者が責任 を負 わず、前者が信託財産 からの求償を否定 され、

後者 が肯定 される ことにな る(244条 注h参 照)。 債権者は信託財産 に執 行が可能で、 この条文 のルールに従 っ て

自己の債権 を満 足する ことが できる。

.臨_∫訂龍 蚤抵 による豊山 補償 坦囎

信託条項 によって、受託者 が信 託財産の一部分だけか ら求償 を受 け る権限が あると されている場合、本条 に も

とづ き、債権者は、 信託財産 のその部分についてのみ執行 できる。第244条 注i参 照 。
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もし、信 託条項に より、求償が事業用信 託財産 の一部 に限 られ ているな らば、そ の部分 のみ債権者は執行 でき

よう。

例:

5.Aは 、全財産 を信託 としてBに 遺 贈 した。その財産 の中には事業が含 まれ てお り、遺言条項に よ

わて、Bが 、 その事業 を継続す べき ことが定 め られていた。その事 業経営の過程 で、Bは 、Cか ら商品

を買入れた。 その事業は不振 で、 同事業 に用 い られる財産 だけでは、Cの 請求額 を支 払 うには十分で な

い。Bは 、破産 したが、信託違反 はおか していない。Cは 、受託者 と して のBを 相手 どり、事業に使わ

れる財産か ら商品 の代金 を支払 うよう請求す る衡平法上 の訴訟を提起 す ることはでき るが、信託設定者

の別 段の意 思表示 を示す証拠が ない限 り、Cは 、信託財産 の他 の部 分か ら、Cに 支払 うようBに 強制す

る ことはで きな い。

6.遺 言書 に、Bに 信託 とし と遺贈 した財産 の他 の部分 を事業 に使用 して良 い 旨が規定 されて いるこ

とを除 き、事実は例5と 同 じである。Cは 、事 業に使 われた財産 か らだけ でなく、 信託財産の今の部分

か らも、商品代金 を支払 うよう請求する衡平法 上の訴訟 を、受託者 として のBに 対 し提起す ることが で

きる。

第269条 信託財産が利益 を得た場合の信託財産の執行

債権者が 信託財産に対 し利益 を与え 、 しかも受託者 の個人財産 をもってはその債権の満足 を得 ることができな

い ときは、債権者は衡平法上 の訴訟 によ り、信託 財産 にっ き執行 し、信託財 産が利益 を受 けた限度において、そ

の債権の満 足 をはか ることがで きる。た だ し、債権者 に、このような救済方 法を与え ることが衡平の観念上、許

すべ きで ない 事情の存す るときは、 この 限 りで ない 。

注:

旦L契 麹

受託者 の要求に もとづ き、第三者が信 託財産 の利益 となるよ うな労 力、金 銭、材料 を提供 す る場合、第三者は、

衡平法上 の訴訟に よ り信託財産 につ き執 行 し、 信託財産 が利益 を受 けた額 を取 り戻す ことが で きる。本条に述べ

られ ている規定に もとづ き、信託財産 につき執 行す る債権者 の権 限は、信託 財産に与 えられ た利益に よるもの で

あ り、 その利益の限度 にお いて執行す る ことがで きる。受託者 の債務 不履行 のため に受託者 が求償権限 を有 しな

い場合 で も、債権者は、信託財産 につ き執 行する ことができる(第244条 注e参 照)。 しか し、利得が信託財産 に

残 った金額 以上には、債権者 は契約 金額 全額 もしくは債 務不履行 による賠償 金全額 を請求 できな い。

例:

1.Aは 、信託 として、 甲地 をBI艶 賭 した。Bは 、地代 の1.㎜ ドル 搬 領 した。Bは その信託のた

めに金銭 を借 り入れ る権限 を与 え られては いない。Bは 、 甲地 の税金 を支払 うために、Cか ら500ド ル借

り、その金は税金 に支払われ た。Bが 支払不能 となった。Cは 、受 託者 としてのBを 相手 ど り、信託財
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産 か ら500ド ルの返還 を受 けるために、衡平法 上の訴訟 を提 起 した。Cは 、返還 を受け る権利 があ る。

2.Aは 、信 託 として、 甲地をBに 遺贈 した。Eは 、地代 の1,㎜ ドル を横領 した。Bは 甲地上1詠 久

的轍 蛙 加 え る権限が与 え られていないに もかかわ らず、 甲地 上に建娠 建て るた めに、5,㎜ ドル を

Cに 支払 う こと を契約 した。Cは 、建物 を建て、その後、Bは 、 建物がなか った場合 よ りも5,㎜ ドル高

く甲地 を売却 した。Bが 支払不能 となった。Cは 、受 託者 と してのBを 相手 どり、信託財産 か ら5,㎜ ド

ルの返還 を受 けるために衡平法上 の訴 訟を提起 した。Cは 、返還 を受 ける権利を有す る。

互_第268条 に もとづ き、債権 者は、受託者が求償 しうる限度 で、信託財産 につき執 行す ることがで きる。

c.'桁 為

受託者が第三者の財産 を横 領 して信託財産の負担 の支払 い、 または信託 の利益 のためにそれを使 う場 合、第三

者は、その利益の範 囲で信 託財産か ら弁済 を受 けることが できる。信託財産 か らの求償 ができない信託違反 を行

って いて、受託者が債務不履行状態 にあ るか否 かは重要 ではない。

例:

3.Aは 、信託 として、 甲地 をBに 遺贈 した。Bは 、地 代の2,㎜ ドル を横領 した。その後 、BはC

の1.㎜ ドルを不法 に取得 し、その金 を甲地の改良 に使 った。Cは 、受託者 としてのBを 相手 どり、信

託財産 に加 え られ た改良費 の1,㎜ ドル分につい て、返還 を請求す る衡平法上 の訴訟 を提起す る ことが

できる。

4.BがCの 金 を甲地 の税金 の支払 い と甲地上の担 保権 の利息 の支払 いに使用 した点 を除 いて、例3

と同じである。Cは 受託者 と してのBを 相手 ど り、支 払わ れた税 金 と利息の金額の返還 を請求す る衡平

法上 の訴訟 を提起 す ることが できる。

ユ 契釣上 の責任お よ」魎 」哩 直」[E

本条は、受託者が第三者 と契約 して いない場合、 または不法 行為 をしていない場合に も適 用 され る。受託 者が、

信託 と関わ りな く信託財産 を保 有す る場合、受託者 に対す る準契約 上 の、 または衡平法上の救 済方法が第三者 に

認 められ る事情があ るときに、 第三者が、信託財産 に対 し利益 を与 えた場合 には、第三者は、 利益の限度 で信 託

財産か ら返還 を受け ることがで きる。錯誤な どによる利益 の回復 がみ とめ られ る状 況の記述 は、 リステイ トメ ン

トの本章の範囲ではな い。 それは原状回復法 リステ イ トメ ン トで扱 われ る。

第270条 信託条項が信託財産上の責任にっいて規定している場合

信託事務の処理に際して、受託者が第三者に対し義務を負担した場合には、第三者は、その権利の満足を受け

るため、衡平法上の訴訟により信託財産に執行できる旨の約款が信託条項1こ定められているときは、第三者は信

託財産につき執行し、これによって債権の満足を受けることができる。

注:

⌒
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信託条項 に よって、信 託事務 の処理上 負担 した責任 につき、信託財産か ら支払われ る ことが定 められて いる場

合 、第 三者は、衡平法上 の訴訟によ り、信託財産につ き執行 し、それによって債権 の満足 をはか ることがで きる。

この条文は、受託者 が、正当な業務執行 に よらないで責任 を負担 した り、債務 を不履 行 した りして、 第268条 に

よれば、求償権 がな く、信託財産に執行 できな い場 合に適用で きる。 また本条 の救 済は利得が信 託財産上 に現 存

しな くて 第269条 に よれば、債権者が信託財産 に執 行で きない場合 にも適用 され る。本条は契約 責任、不法行 為

責任の双方 に適用で きる。

例:

1.Aは 、信託 と して、新 聞業 をBに 遺 贈 した。遺言 書には、信託財 産の管理上生 じた負担 はすべて、

信託財産 か ら受託者が支払 うもの と定 め られ ていた。Bは 、その事務 上、Cを 雇 い、Bの 過 失で安全装

置の設 置を怠 ったために、Cが 負傷を した。Bが 死亡 し、Dが 、 次の受託者 として指 定 されて いた。C

は、受 託者 としてのDを 相 手 ど り、衡平法上 の訴訟 を提起で き、信託財産 か ら、Cの 債権の満足 をはか

る ことができる。

」L」 言託諭1i∫『の解置

受託者が 、信託の事務処理 につ いて、第三者 に対 し責任 を負担 した場合、信託財 産につ き執行 する権 限を与 え

る旨を、委 託者が表示 したかどうか、 あるいは、 どの程度 まで、 その意思 を表示 したか どうかは、解釈 の問題で

ある。

受託者 が、信託の事務処理 上、負担 した費用 を支払 うべ きもの とす る信託 証書の規定 は、必 ず しも、 債権者に

信 託財 産につ き執行 できる 旨を表示 した もの とは いえない。

他方、受託者 は、信託 の事務処理上 、負担 した費 用につ き、個人的責任を負わな い もの とす る旨が、信託証書

に規定 され ている場 合は、通常、債権 者が、信託財産 につ き執行で きるという意思 が表 示 されて いるもの と解釈

され る。信託 が事 業を経 営する ものであ る場合、委 託者の意図は経営上生 じた債務 の弁済に、事業用信託資産 を

引 きあて る もの と解 され る。委託者は事業 用資産 ばか りで はな く、信託財産全部 を引当 とす る ことを意 図する こ

ともある。244条 注i、268条 注g参 照。

c.受 託者 が、信託の事務処理上、第三者 に対 して負担 した責任 について、信 託条項 に第三者 の信託財産 の執行

の権限が規 定 されて いる場合、受託者が、 正当に負担 した責任 にのみ適用 されるのか、 それ とも、不当に負担 し

た責任 に も拡張 され るのかは、解釈 の問 題である。 そ こで、受託者 が無過失 の不法 行為責任 を負担 する時に も適

用 される し、有過失 の不法行為責任 を負担 す る時 に も適 用 される。

第271条 特約が信託財産を拘束する場合

受託者が正当な信託事務処理として第三者と契約を締結し、その契約において、受託者は契約上の業務にっき

個人的責任を負わず、第三者は単に信託財産についてのみ責任を追及する旨約定している場合は、第三者は、そ

の契約上の権利にっき、衡平法上の訴によって、信託財産に対し執行することができる。
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注l

a. 一本条理 範囲

本条に もとつ く救済 は、受託 者の信託処理上な された契約に、受託 者が個人的責任 を負わず、契約 の他 方の当

事 者は、信託財産 のみ を追及 できる もの とする という規定 を入れ る ことを要求す る旨、ま たは その権 限を与え る

旨の規定 が信託条項 に存在す るか どうかにかかわ らず、適 用 され る。

例1

1.Aは 受 託者 である。Aは 、信託財産に関 して生 じた訴 訟で弁護 して もらうために弁護士Bと 契 約

し、AはBへ の支払 いに対 し個人的責任を負わず、Bは 信託財 産か ら支払 いをうけ る ものとした。Bは 、

受託者 としてのAに 対 して、 彼の報酬につき信 託財産か ら支払 を うける訴訟 を提起す る ことが できる。

2.Aは ピルの受託者 である。Aは ピルの修理 をさせ るためBを 雇い、 その費用は信託財産か らBに

支払 うという契約 をした。Bは 受託者 としてのAを 相手 どって、 彼の報酬の支払 いを信託財産か らうけ

る訴訟を提起 で きる。

h_本 条 の救 済は、 その契約が、適法 な信託事務処理上 な された場合 にのみ有効であ る。

旦」_受託 者が、信託違反 に よ り信託財 産に対し債務 不履 行の責任 を負 うため、信託財産か らの求償 をうける権 利

が な くな り、 その結果、 債権者 は、 第268条 に述 べ られて いる原則 に もとづき、信託財産 に対 し執行す ることが

できな くなった場合 で も、本条 に もとつ く救済 は適 用 され る。信託財産 に何 らの利益 ももた らさな いた め、債権

者 が 第269条 に述べ られて いる原則 に もとづき、信 託財産 に対 し執行す る ことがで きない場合に も、本条 に もと

つ く救済 は可能 である。

旦L翌 鞄 の解撤

契約 の当事者 は、当事 者の一方が、信 託財産 についてのみ責任を追及 できる旨の意思表 示をな した場 合、契約

書 にそれ が特別 な文言 で認め られて いるか否 かに拘 らず、 本条 の救済 を受 ける ことができる。受託者が個人的責

任 を負わ ない旨の合意 を して いるか どうかは、解釈 の問題 であ る。 第263条 参照 。上記 の合意のあ る場 合、契約

は契約 の他 の当事者は信 託財産 に補償 を求める ことができる。

圭⊥ 本 条 の掲〔則遊Lウ聞鮎 ⊥保の権限が な くとh適 坦 已]二旦墨金

受託者 が、 その責任 を生 じさせ るにあたって適法 な行為 をな した場合 にかぎ り、 受託者 が、信託財産 上 に、売

渡担保、質権、先取特権 な どを設定す る権限 を有 しな くて も(第191条 参照)、 本条 の救済 は与 えられ る。契約 の

効果 として、第三者が信 託財産に執行 しうると定 め られ ていて も、衡平法上信 託財 産に執 行できて も、 先取特権

を取得 しない。一一人の債権 者は他の債権者 に優先 しない。

第271条 の2信 託財産からの弁済を許すことが公平と認められる、その他

の事由

信託の事務処理上、受託者 がある者に対 し責任 を負った時 は、その者の請求が、第268条 か ら第271条 に述べ ら

L
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れてい る原 則に入 らない として も、信託財産 か らの弁済 を許す ことが衡平で ある場合 には、信託財 産から弁 済を

して、彼の請 求を満足させ ることが認め られ る。

注:

一

その状況 が、第268条 か ら第271条 の一つ に該 当 しな くと も、受託者が、信託 の事務 処理 上、 ある者 に対 して責

任 を負 った場 合、その者の請求の満足 をは かるために信託財産に対 し執行 できるとい う考 え方 が、 次第 に確立 し

て来 ている。代理人が一般的にその権限の範 囲内で行 為 した時、本人 に責任が発生 す ることが認 め られ てきてい

る。 そこで、権 限の範囲内で行為 した受託者 は、 信託財産 に責任 を負担 させ ることができ る。受益者が たとえ、

個人的に は責任 を負わない として も、い くつか の州 では制定法で受託者の行為 は、信 託財産の包括 的な代理人 で、

その権限 の範 囲内であれば、代理人の行為が本人 に責任 を負わせ るのと同 じく、信託 財産に責任 を負わせ る。

この法理 の もとで、債権者は代理 人資格 としての受 託者 に対 して効力があ る信託財 産に対す る直接 の訴 を行 う

ことがで きる。信託財産に責任 を負わせた場合、受 託者が信託違反 をして いるか いないかは、重要 でない。

」L契 麹

受託者が、信 託の事務処理上、第三者 と契約 を締結 したときは、た とえその契約 の前または後 に、受託者 が信

託財産か ら免責 を受 け られな い信託違反 を したために、受託者に免責の権利がな い場 合で も受託者が その権限 内

で契約 を締結 した場 合に限 り、第三者は、信託財産 に対 し執行をす ることが認め られる。 この よ うなケースでは、

第三者は、受託 者と しての能力の範 囲内で、受託者 に対 し訴訟を提起で きるし、 その契約 が個人的責任 を排除 し

て いな いときは、受 託者個人に対 し訴訟を提起す る ことがで きる。第262条 参照。

統一信託法12条 は以下 のよ うに規 定 して いる。受託 者が受託者の権限内で契 約 を結ぶ 時や前任の受託者が その

よ うな契 約 を結 んでいた時で、 訴訟が提 起 された場合 、訴訟の相手方は受 託者 を代理人 と して、訴 を提起 でき、

原 告勝訴の場合 は信 託財産 か ら回収 できる。その訴訟 では原告は、受託者 が原 告 に弁済 した場合、信託財産か ら

償 還 を受け る ことを保 証 されている ことを証明す る必要 はない。

法 は判決前 に受益者 に告知 する ことを定 めて いる。 さらに契約 が受託者 の個 人責任 を除外 す る定 めをして いな

ければ、原告 は個人責任 を負 う契約 を した受託者 に執行 で きる とも定めてい る。

…

受 託者が、信 託の管理上、第 三者 に対 し不法 行為 に もとつ く責任 を負わなければな らない場合、受託者が、 そ

の責 任を負 う前 または後 に、信 託財産 か ら免責 をうける ことができない信託違反 をしたために、受託者が免責 を

うける権 利 を有 していな くと も、第三者 は、信 託財産 に対 し執 行をする ことが認め られ る。 この ことは、た とえ

ば、受託者が信託 の管理上、雇 った者 の不法行為 の ように、受 託者個 人の過失 でな くとも、 妥当す る。統 一信託

法14条 は以下 のように規定 している。

「1.受 託者 またはその前任者が、信 託の管理 の際 に個 人 としての不法行為 責任 を発生 させた場合、代理 人 た

る受 託者が訴 えられ、信託財産 か ら回収 される。裁判所 がその訴訟で、臼)受 託者や その 前任 者が正当に信託財

産 を運営す るための ビジネス活動 に通常付 随す る事件 か ら発生 した不法行為 であ る。(2)た とえ不法 行為 が通常
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活動 にもとつ くもので ないと して も、受託者や 前任者 またはその雇用者が個 人責任 を負わない。(3)不 法 行為 が

(1)、(2)の 範囲 にな くて も、信 託財産の価値 を増加 させ た と決定 した場合。不法 行為が臼)、(2)な らば回収 は証

明 された損害額の全額 とな り、不法 行為が(3)の 場 合、 回収 は財 産増 加額 の範 囲に限 られ る。

2.代 理人た る受託者 が この条文で訴 えられ る場合 は、原告 は受託者が支払 った時に信 託財産か ら償還 を受

け ることを証明 しな くて もよい。

判決前の受益者の告知 の規定 が され ている。 さ らに受託 者やその雇用者が償 還権 をもつ個 人の不法行 為責任 を

負 う こと も定 めている。

第272条 第 三 者 に対 す る義 務 の 特 定履 行(specificenforcement)

(1)受 託者が、正当 な権 限内の行為 と して信託財産 を売却 、賃 貸、売渡担保等 、その他の処 分をなすぺ き契約

を締結 した ときは、その契約 の相手方 は、もし、 その信託財産 が信託 とは無関 係に保有されていれば、受託者 に

対 し特定履行 を求め られ る契 約であ る場合 には、その契約 の特 定履行 を求め るこ とができる。

(2)受 託者 が、第三者 に対 し不法行為 を構成 するよ うな方法で信託財産 を使 用 し、 または使用す るおそれが あ

るときは、第三者 は、 も しその信託財産 が、信託 とは無 関係 に受託者 に保有 されていれば、その差止命令

(enjoin)を 求め ることができ る場合 には、衡平法上 の手続によって、その不 法行 為の差止命令 を求める ことが

で きる。

(1)項 の注:

a.信 託財産 の売却、売 渡担保、賃貸等 に関する受 託者の権限につ いては、 第189条 か ら第191条 参照。

旦 魎

受 託者 が、 信託と して保有 していた土 地 を売却 する ことを第三者 と契約 した場 合 に、信託条項 によって、受 託

者 にその土地の売却 の権限が あた え られ、かつ、その契 約が適法 な ものである ときは、第三者 は、契約 の特定履

行 を求める訴訟 を提起 す ることが できる。

例:

1.Aは 、 信託 としてBに 甲地 を遺 贈 した。信託条項に よって、受託者 には、 甲地売却の権限 が与 え

られて いた。Bは 、 甲地 をCに 、10.000ド ルで売 る契約 をした。契約 の当時、 甲地 は10,㎜ ドル の価値

であった。その後す ぐに、 甲地の価額が15,000ド ルに上が った。CはBを 相手 に、契約 の特定履 行を求

める訴訟を提起す ることがで きる。

C.売 却生る三 とが信 託連星1{三な亘 場丑

受託者によ る売却が信託違反 になる場 合、第三者は、契約の特定履行 を求め る訴訟 を提起す る ことが できない。

また、受託者 に売却の権限 が与え られて いる場合 でも、 その売却 価額 が不当 なものであった り、その契約 が、

信 託違反にな るような条項の もとにな され たものであ る場合に は、第三 者は、契約 の特定履行 を求める訴 訟 を提

起 す ることがで きない。第三者 が、 受託者 にその契約 をなす権限が ない ことを知 っていた かどうか、また、その
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信託 の存在 を知 って いたか どうかは、重 要ではな い。

例:

2,Aは 信託 としてBに 甲地 を遺 贈 した。 信託条項 に よって、受託者が 甲地を売却す ることが禁 じ ら

れ ていた。Bは 甲地 をCに 売却 す る契約 を締 結 した。CはBに 対 し契約 の特 定履 行 を求 める訴訟 を提起

す る ことはで きな い。

3.Aは 信託 としてBに 甲地 を遺贈 した。信託条項に よって、 甲地売却 の権限が、Eに 与 え られてい

た。Bは 、 甲地 をCに10,㎜ ドル で売却 する契約 をした。契約当時、 甲地 は20,000ド ルの価値 があ り、

Bは 、その ことを知 っていたか、 または知 りうべ き状態 にあった。Cは 、Bに 対 し、契約 の特 定履行 を

求め る訴訟 を提起す る ことが できない。

d.裁 判所は、受託者 に信託違反 を強制 する ことがで きない とい う原 則については、第310条 参照 。

凸.斑 撰 約

受 託者が、信託 と して保 有 している土地 を第三者 に賃貸 す る契約 を結んだ場 合、第三者 は、受託者が、正当 に

賃貸契約 をな した場 合に限 り、受託者 に対 し、契約 の特定履行 を求め る訴訟 を提起 する ことが できる。

例:

4.Aは 信託 としてBに 甲地 を遺贈 し、C生 存 中はCに 土地か らの収益 を支払 い、C死 亡後 は、Dに

甲地 を引渡す よう指示 した。BはEと 、 甲地につ き、5年 間 の賃貸契約 を締結 したが、 その賃貸行 為は

受 託者 として適法な行為 であ った。Eは 、Bに 対 し、契約 の特定履行 を求め る訴訟 を提起 する ことがで

き る。

5,Aは 信託 と してBに 甲地 を遺贈 し、C生 存 中はCに 土地か らの 収益 を支払 い、C死 亡後 は、Dに

甲地 を引渡 すよ う指 示 した。BはEと 甲地 につ き、99年 間の賃貸契約 を結ん だが、 この ような賃貸契約

は、受託者 と して信 託違反 になる もので ある。EはBに 対 し、契約 の特定履 行を求め る訴訟 を提起す る

ことはできない。

上⊥」麺 者の個.ム的責 任

受託者が信 託財産の売却、賃貸、売渡担保 その他 の処分 をな した場合、契約違反 に よる損害賠償 請求 に対 し、

受託者は個 人的責任 を負 う。第262条 参照。

』L_受.詮煮.璽鰹 履]丘

本条 に述 べ られて いる原則 は、受託者 によってな された信託違反 の結果 と して、信託財産 に対す る債務不履行

が生 じてい る場合で も、 その契約が受託者 の権限の範 囲でな された ものである場 合適 用され る。た とえば、受託

者 が信託 として保有 している土地を、第 三者に売却す る契約 をな した場合、た とえ、受 託者 が信託財産 を横領 し

ていた ときで も、第 三者は、契 約の特定履 行 を求 める訴訟 を提起す ることがで きる。

」L._杢作為Φ義筋 を負担す]5合 意

(1)項で述べ られて いる原則 は、信託財産 に関 し、特 定 の行為 をな さな いという消極 的捺 印契約(negative

covenants)等 に も適用 され る。
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(2)項 の注l

i」.一抱 瑠1拍 」塾差止黄金

受託者が、第三者に対 し、不法行為 を構成す るような方法で、信 託財産 を使用 するおそれのある ときは、第三

者は、 もし、その信託財産が信 託 とは無関係に受託者 に保有 され ていれば、その差 止命令 を求 め られる場 合に は、

第三者は、衡平法上の手続 によ って、その不法行為 の差止 を求 める ことがで きる。

例:

6.Aは 農場 の受 託者であ る。Aは 堰 を作 ろうとしてお り、それが できる と、Bが 流木を川に流す こ

とがで きな くなる。Bは 、衡平法上の手続 によって、Aを 相手に、堰 の建設の差 止 を求める ことが でき

る。

第273条 信託財産に対する第三者の権利の保護

第三者が信託財産に対 してあ る権利 を有す るときは、この権利 は、その財産が 信託財産 と して保有されてい な

い場合 と同一範囲 におい て保 護 され る。

注:

旦二_第 三者塾 」註説違ば1三上皇王 権刮 を取田上⊇ 宣

本条 に述べ られている原則 は、その権利 が信託 の設定 前に生 じた ものでも、 設定後に生 じたものでも適用 され

る。 たとえば、売渡担保 に入 っている土地 の所 有者 が、 その土地 に信託 を設定 した場合、抵当権者 は、競売 によ

って彼 の権利 を保全す る ことが できる。 同様 に、受 託者 が抵 当権 設定 の権限(191条 参照)を 行使 した場合、抵 当

権者 は、競売 によって彼 の権利 を保全す る ことができる。

上.L麹L這 託遠国 によ っ醐 哩 甚型 一し」麟 蹟

本条 で述べ られている原則は、受託者 が、信 託財 産上の権利 を第三者 に与 えた場合、それが信託違反 になって

も、 第三者が善意有償取 得者で ある限 り、適 用 される。第284条 参照。 たとえば、受託者が信託 として保有 してい

る土 地に売渡担保 を設定 した場合、受託者 にそのよ うな権限がな いとして も、抵 当権者がそ の対価 を支払 い、 受

託者 にそのよ うな権限 がな いことを知 らなかった ときには、抵当権者 は、競売 に よって彼の権利 を保全す る こと

が できる。第284条 注g参 照。

C.権 利 の性質

本 条で述 べ られている原則 は、担保権 のみに限 らず、賃借権、地役 権 とい うような信託財産上 の権利 に も適 用

される。

d.本 条 で述 べ られてい る原則 は、 当事 者間の合意に もとつ いて設定 された権 利 に も、また 当事者 の合意 な しに

法律 によって設定された権利 に も、適用 される。た とえば、税金が、 その財産 上 に先取特権 を具有 している場 合、

税務 当局 は、 信託と しと保有 されている財産上に、税金のための先取 特権 を実行す る ことが できる。

呈」_本条 に述 べ られてい る規定 は、受託 者 により個人的責任 を生 じている場 合に も、 またそ うでない場 合に も、
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適用 され る。た とえば、税務 当局 は、誰 もその税 金につ き個人的責任 を負わな い場合 で も、信託財産 に対 する先

取特権 を実行 す ることが できる。同様 に、禁酒法 違反 な どの法 令違 反 によ って財産が没収 され る場合、 その財産

が たとえ信 託 として保有 されていても、没収 され うる。

第3節 受益者の責任

第274条 受益者の責任一般

受益者 は、受益者 と しての地位においては、信託 事務 処理に関 して生 じた義務 にっ き、第三者 に対 し個 人的責

任 を負うこ とはない 。

注:

.a.本 条の範 囲

本条で述べ られてい る規則は、信託事務処理上、受 託者 によってなされ た契約上 の責任(第275条 参 照)、 受託

者 のな した不法行為 に対す る責任(第276条)、 または信託財産の所有者 として課せ られ る責任(第277条)に 、適

用 される。本条 で述 べ られて いる規則は、信託 事務 処理 上 の準契約(quasi-eontractuaDま たはその他の責任

に も適用 される。

上」 埋 託音 力、叉 益者 の代理人 を雑ね る揚音

受託者が受 益者の代理人 を兼ね ることもある。受 託者 が、受益者 のために行 為 をし、受益 者の指示に従 うこと

を約 した場 合、受託者 は受益者 の代理人 である。第8条 参照。受益 者の代理 人 を兼 ね る受託 者は、信託事務処理

上、生 じた責 任 を代理人 の能力 の範 囲内で、受 益者に負 わせ る ことができる。

第275条 受益者の契約上の責任

受益者 は、受益者 と しての地位 においては、受託 者 が信託事務 の処理に際 して締結 した契 約 にっ き、個人 的責

任 を負 うこ とはない 。

注1

旦.受 益者 の無道堤

受 託者 は、受益者 の代理 人でな く(第8条 参 照)、 したが って受益者 に契約 にもとつ く個人的責任 を負わせ る こ

とはできな い。

b.受 託 者が信 託事 務処理 上、契約 を行 った ことが契約 時 に明 らか だったとして も、受益者 は責任 を負 わない。

信 託の存在お よび受 益者の氏名が、契約 の相手方 に知 られ ているか どうかは、重要 な ことで はない。

一⊆_受 託者 が、受 託者 としての義務 を正当 に履行 して契約 を締結 したかどうかにかかわ りな く、受益者 は、契約

上の責任 を負 うことはな い。

遣._受 益者 は、 た とえ契約にお いて受託者が契約上 個人的責任 を負 わない旨の合 意 をして いて も、責任 を負 うこ

とはな い。
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.e-.舜 旺煮逆 ぱ理ム圭諫 担 る掛 合

受 益者の代理人 を兼ねて いる受託 者は、 その代理権 限の範 囲内にお いて、 その締結 した契約 に もとづ き受益者

に個人的責任を生ぜ しめることができ る.

f.ビ ジネス ・トラ丞上

ビジネス ・トラス トの受益者 が負 うべ き個人的責任 に関 する問題 は、 この リステ イ トメ ン トの範 囲外 であ る。

第1条 注bを 参 照。

.呂..一弛緩鍵皿牡

受 託者 が受 益者か ら個 人的 に責任免 除 を認め られて いる場合に、受 益者 に対 し個人的責任 を追及 できる債権者

の権利 については、 第278条 参 照 。

債権者 が信託 財産 を差押 える権限 を有 している場 合に、受託者が信 託財産 を受益者 に譲渡 した場合、債 権者が

受益者 の責任 を追及 する権 限につ いては、第279条 参照。

第276条 不法行為に対する受益者の責任

受益者 は、信託の管理上 、受託者の おか した不法行為 にっき、第三者 に個 人的責任 を負 うことはない 。

注:

旦,_曇益者.の無 電「E

受託者 は受益者の代理人 ではな く(第8条 参照)、 したがって、その不法行為 に より、受益者に個人的責任 を生

ぜ しめる権限 はない。

上」_受益者は、受託者に責任 を生ず る不法行為が信託違反 となるか否かに かかわ りな く、受託者の犯 した不法行

為 につ き、責任 を負 う ことはない。

例:

1.Aは 、アパ ー トにっきBの ための受託者 である。保 持者はCに 一 室を貸 した。Aに 雇 われ た管理

人 が階段に石炭入れ を放 置 し、Cが それにつ まついて、 その脚を折 った。BはCに 対 し責任 を負 うこと

はな い。

旦._童 託者力t代亘』人 萱_雌担旦 搬

受益者の代理 人を兼 ねて いる受 託者は、 その代理権限 の範 囲内において、 そ のおか した不法 行為に対す る個人

的 責任を受益 者に生ぜ しめ る ことができ る。

⊇ 益 麩f逃 一曄替 禄壬了勘煮で重 重場査

受 託者 の不法 行為を、受益者が扇動 した り、その不法行為に加担 した場 合、受益者 は、 その不法行為上 の責任

を負 う。

旦、Lピ芝ネスニート乏ス 上

ビジネス ・トラス トの受 益者が負 うぺ き個人的責任に関す る問題 は、 この リステ イ トメ ン トの範 囲外 である。
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第1条 注b参 照 。

i-..前後夢 胆

受託者 が受益者か ら個 人的に責任 免除を認め られ ている場合、受益者に個人的責任 を追及 で きる債権者 の権限

につ いては、第278条 参照 。

債権者が信 託財産 を差押 える権限 を有 し、受託者が、 信託財 産を受益者に交付 して いる場合 、受益者 に個人的

責任 を追及 で きる債権者 の権 限につ いては第279条 参照。

第277条 権利主体としての受益者の責任

財産権の信託 の受益者は、受益者 と しての地位 におい ては、 その財産権 の保 持者た る地位 にも とついて負担す

ぺ き責任にっ き、第三者に対 し責任 を負 うことはない。

注:

旦 二塁益者□無 責任

信託財産 に対 する主体 とな っているのは、受託者 であ って、受益者 では ない。法律 上、財産権 の主体 者に課せ

られ る負担 は、 その財産の信託受益者ではな く、受 託者 に課せ られ る もの である。第265条 参照。

b.税

法 令に別段 の定 めがない限 り、受益者は、財産権 の主体者に課せ られ る税負担 の義務 を負 うことはない。

c.排 」三に対 する株金 払込▲胤求

株 券の受益者 は、法 令に別段 の定めがな い限 り、株金 払込請求 ・株主総会の招集通知 ・その他につ いて、個 人

的 責任を負 うことはない。'

遣口 量晶 者が 代理 人 を基 担養蝸一食

受 託者 が受益者 の代理人 も兼 ねている場 合、 受益者 は、信託財産の主体者 として第三者 に対 し義務 を負 う こと

が ある。

たとえば、株式の受 託者 が、株式 を受 託者の名義で保 有 し、受 益者の指 示に従 って株式 を譲渡す ることが義務

である場 合、受益者は、株金払込 請求 ・株 主総 会の招集通知 ・その他について責任 を負 う ことがあ る。

例:

1.AはX会 社 の株 をBに 譲渡 した。AとBと の間 で、Bが 株 を保有 し、Aの 指示 に従って株主権の

行 使を し、Aの 要請が あれ ば株式 をAに 再譲渡 または第 三者 に譲渡 す ることに合意 していた。その株式

は、株 主名簿 に、 「Aの 受託者B」 の名 で登録 してあった。Aは 、その株式の株金払込 請求に対 して個

人 的責 任 を負 う。

貞.前 後毒1風

受託者が受益 者か ら免責 を認め られ ている場合 、受益者 に個人的責任 を追及 できる債権者の権 限につ いては、

第278条 参照。
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債権者 が信託財産差押 えの権限 を有 し、 受託 者が、受益者に信託財産 を引 渡 して いる場合、受益者 に個人 的な

責任 を追及 できる債 権者の権限 につ いては、第279条 参 照。

第278条 受託者が受益者か ら個人的に免責を認められている場合

受託者が信託 事務の処理 に関 し第 三者に対 し個人的 責任 を負 うに至 った場 合 、その第三者 が受託者の固有財産

か らその債権の満足 を受け るこ とが できず 、かっ受託者が 、そ の債務にっき 、受 益者か ら補償 を受ける権利 を有

する ときは、第三者は、衡平 法上の手続 により受託者 の受 益者 に対す るこの補償 を受ける権利 を執行 し、債権 の

満足 をはか ることがで きる。

注:

皇土」受益者が曇晶:」判こ』i茸債主立 す ことを鱈一し一土場 登

第249条 で述 べ られて いるように、受 託者 と受益者の間 に、受益者 が受 託者 に補償す るとい う合意 がない限 り、

受 託者は、信託事務処理 に よ り負担 した責任につき、受益者か ら個人 的に補償 を受 ける権利 を有する ものではな

い。

第279条 受益者が信託財産の交付を受けた場合

受託者の債権者が、そ の債 権の満足 をうけるため衡 平法上の手続 により、直接 信託財産に対 し執行で きる権 利

を有 する場合 、受託者が 、その債権者 に対 する弁済 をなさずに受益者 に信託財 産 を譲渡 した ときは、債権者 は、

衡平 法上 の手続 によ り、受益者 に対 し、譲渡を受けた信託財産の価格 の限度 において債権の弁済 を求 めるこ とが

で きる。但 し、受益 者が善意の場合 、または受益者 に この ような責任 を負 わせ ることが衡平 の観 念に反 するよ う

な事情の変更 が生 じた とき は、 この限 りではない。

注:

旦.」1町1}6財産由壁 益者 に童 トL赴{性丸損古

債権者が、第269条 、270条 、271条 、271条 の2に 述 べ られてい る規則に もとづき、信託財産 に対 し執行 し、 そ

れ によって債権 の満足 をうけ られ る場合 で、かっ、債 権者に弁 済が なされ る前に受託者が信託 財産 を受益者 に交

付 したときは、 受益者 に対 し、譲渡 を受 けた信託財産の価額の限度 において、個人的責任 を負 わせ る ことがで き

る。信託財産 が受益 者に譲渡 されなかったな らば、受託者が受益者 か ら補償 をうける権原 を有 さない場合 であ っ

て も同様であ る。

例:

1.Aは 、Cの ための信託 として甲地 をBに 遺贈 した。Bは 、賃料 の2,㎜ ドル を横領 した。 その後、

Bは 、Dの1,㎜ ドル を違法 に取得 し、 その金 銭を甲地 の手入れ に費 消 して しま った。Bは 、 甲地 を、

これ らの事実 を全 部知 って いるCに 譲渡 した。Dは 、衡平法上の手続 に よ り、 甲地 の手入れ に使 われ た

1,㎜ ドルと法定 利息分にっ いてC{こ 返還 を求め ることが できる。但 し、Cに 譲渡 され舗 託財産 の価
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額 を こえることはできない。第269条 の例2と 比較せ よ。

2.AはCの ための信託 として、Bに 新聞社の事業 を遺贈 した。遺 言書には、信託財産 の管理 上生 じ

た債 務はすべて受託者 によって信託財産 か ら支払われ る ものとす ると規 定 されて いた。Bは 、 事務執行

上、Dを 雇 い、Dは 、他の雇人 の過失 でけが をした。Bは 、 この事実 を知ってい るCに 信託財 産 を譲渡

した。Dは 、衡平法上 の手続 によって、Cに 譲渡 され た信託財産 の価格 の限度で、Cに 対 し損 害賠償の

請求 をする ことが できる。第270条 例1と 比較せ よ。

3.AはBの 受託者 である。Aは 、信 託財産に関 して生 じた訴訟 を遂 行す るために弁護士 のCを 雇 い、

AとCと の間で、Cへ の支払 いは信託財 産か らな され るのであって、AがCへ の支払 いにつ き個人的責

任 を負わない 旨、合意 がなされ ていた。Aは 信託財産 をBに 譲渡 した。Cは 、衡 平法上 の手続 によ り、

Bに 譲渡 された信託財産の価格の限度 において、Cの 請求金額 をBに 求める ことがで きる。 第271条 例

1と 比 較せ よ。

上」_受益{置が 苔庭取 得の買ll三であ る掃吾

受益者が信 託財産の譲渡 を受 けたとき、善意取得者 であ る場合 には、債権 者は、受 益者 か ら個人 的に債権 の弁

済 を受け る ことはで きな い。例 えば、受託者が信 託財産に属す る金銭 を横領 し、 その同額 の第三者 の金銭 を違 法

に取得 して、 自己の受託者 としての口座 に預金 してか ら、 その金銭 を受益者 に支払 った。受 益者が、 この ときそ

の金銭 を受託者 が違 法に取得 したことにっ き善意 であ り、受領 した金銭 を自己が受託 者に対 して有 する債権 を満

足 させ るた めに用いた場 合、受益者は善意取得者 であるか ら第三者に対 して何 ら責任 を負 わな い。第304条 参照 。

C.一 事情の変 更

受 益者が信 託財産 の交付 を受 けた後、受益者 にこのよ うな責任 を負わせ るごとが、衡平 の観念に反す るような

事情の変更が受 益者 側に生 じたときは、受益者 は債権 者に対す る責任 を負わ ない。第292条 と比較せ よ。
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第9章 第三者の責任
第1節 受託者 に対 して不利益 な行為を なした第三者

第280条 受託者 による訴 の提起

第281条 受益者に よる普通法 上の訴の提起

第282条 受益者に よる衡平法上 の訴の提起

第2節 信託財 産の譲受人

第1款 総則

第283条 譲渡が信託違反で ない場 合

第284条 善意 有償取得者

第285条 衡平法 上の権 利の譲渡

第286条 信託財産 に衡 平法 上の権利 を設定 した場合

第287条 善意有償取得 者でな い譲受人か ら善意 有償 取得 者への譲渡

第288条 悪意取得者

第289条 無償取得者(donee)

第290条 違法 行為 による譲受 人

第291条 悪意取得者の責任 の範 囲

第292条 無 償取得者の責任 の範 囲

第293条 違法 行為に よる譲受人 の責任 の範 囲

第294条 訴提 起 をな しうる者

第295条 受託 者お よび譲受 人 に対 する訴提 起の選択

第2款 認識(notice)

第296条 信託 の存在に対す る認識

第297条 信託違 反に対する認識の意義

第3款 対価(value)

第298条 現存す る対価

第299条 譲渡 前にお ける対価 の支払

第300条 譲渡後 にお ける対価 の支払

第301条 信託違反 を認識 した後 におけ る対価の支払

第302条 対価 としての約束

第303条 一部 支払 い

第304条 対価 としての既存債務 の弁済

第305条 対価 としての既存債務に対す る担 保供 与
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第306条 債権者のための譲受人

第307条 破産管財人

第308条 受託者の債権者

第309条 競落人

第4款 信託財産に対する権利の移転

第310条 信託財産譲渡の債権契約

第311条 信託の事実を知った後の譲渡

第312条 譲渡前で受託者が信託違反行為を完了した後の信託の認識

第5款 受益者に対する禁反言(estoppe1)

第313条 受益者が禁反言を受ける場合の債権者の権利

第314条 受益者が禁反言を受ける場合の衡平法上の権利者の権利

第315条 受益者が譲渡に同意した場合の譲受人の権利

第6款 善意有償取得者からの譲渡

第316条 善意有償取得者からの譲受人

第317条 有償による受託者への再譲渡

第318条 善意有償取得者から悪意取得者への再譲渡

第319条 善意有償取得者から無償取得者への再譲渡

第320条 善意有償取得者からの新たな信託としての再譲渡

第3節 信託財産の譲渡を受ける以外の方法による信託違反への関与'

第321条 受託者に対して支払われたものが不当に使用された場合

第322条 受託者による第三者に対する権利の放棄

第323条 第三者の受託者に対する権利の相殺(setoff)

第324条 信託資金の受寄者

第325条 受託者が保有する有価証券の移転の登録

第326条 受託者とのその他の取引

第4節 出訴期限法{StatuteofLi書itation)お よび消滅時効(1aches)の 効果

第327条 受託者が出訴期限法および消滅時効により権利行使を禁じられた場合の受益者の権利

第5節 受益者による義務免除および受益者に対する相殺

第328条 第三者に対する権利の受益者による義務免除

第329条 第三者の受益者に対する債権の相殺

第1節 受託者に対 し不利益な行為をなした第三者
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序論;

本節 では、受託者 が、 信託財産 を、信託 とは関 係な く保有 して いた とす るな らば、その訴訟 が提起 できるよ う

な場合、つ ま り、第 三者に対す る訴訟 につ いて扱 う。その訴訟が信託財産 に関す る不法行為 によるか、 または信

託 として保有 されている契約 に もとつ くもの、 それ とも信託財産 に対す る権原 を保有 して いる ことから生 じる他

の請求権 を強制 するための ものか どうか を問わ ない。 もしその財産が、信託 と して保有 され ていなけれ ば責任 を

負わ ないよ うな第三 者た とえば、信託違反 によって信託財産が譲渡 を受 けた者、 または、信託違反 に参加 した者

に対 する訴 訟の問題 は、第2節 と第3節 で扱 う。

第280条 受託者による訴の提起

受託者 は、 もし信託 財産を信託 とは無 関係に保 有 した場合に、第三者 に対 し提 起 しうぺ き各 種の訴にっい て、

普通法上 の訴たると衡平法上の訴た ると、その他 の訴訟手続た るとを問わず 、すぺて提起す ることがで きる。

注:

旦‥ 王法fL為`己辻す 鑓 皿 謹上1壁班」口提起

第 三者が信託財産に関 して不法行為 をな した場 合、受託者 は、 もし信 託 とは無 関係 に財産 を保有 していれば、

所有 権に もとづ き提起で きる普通法上 の訴訟 を提起す る ことが できる。た とえば、土地 または動産の受 託者 が、

その土地または動産に関 して不法行為 を行な った第三者 を相手 に、土地 または動産 の原状 回復 、または、不法 行

為 に もとつ く損害の賠償 を求 める普通法 上の訴訟 を提起 する ことができる。

例1

1.Aは 甲地の受託者 である。Bは 、不法 に甲地 に侵入 し、 これ を占有 した。Aは 、 もしAが 甲地 を

信託 と関係な く保有 していれば提起で きるような不法侵害(trespass)訴 訟 または不動産回復 訴訟(ej

ec抽ent)、 あ るいはその他 の普通法上の訴訟 を提起す る ことができ る。

2.Aは 公社債 の受 託者であ る。Bは 不法 にその公社 債を取得 した。Aは 、 もし、それを信託 とは無

関係 に保有 していれ ば提起 でき る動産侵害 訴訟(trover)、 動産占有回復訴 訟(replevin)ま たはその他

の普通法上 の訴訟 を提 起する ことができる。

⊃._契 約 に もとづ く普通法上 の訴 訟の提起

契約上の権利 が信託 と して保 有 されて いる場合、受 託者は、その権利が信託 とは無 関係 に保有 され ていれば提

起で きる普通法 上の訴 訟を諾約 者に対 して提起す る ことがで きる。 この規則 は、信託設定時に、信託財産 の一部

につ いて な された契約 上の権 利に も、 また信 託設定 後に受託者に よって取得 された契約 上の権利 に も適用 され、

この 中に は、信 託の事務処理 上、受託者が締結 した契約 か ら生 じた もの も含 まれてい る。

例:

3.Aは 、Cの ための信託 として全財産 をBに 遺 贈 した。その財産 には、Dに よって作成 された手形

(note)が 含まれて いた。Bは 、Dを 相 手に、その手形に関す る訴訟 を提起で きる。
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4.Aは 、Bに1,㎜ ドル支払 うことを約 し、BがCの ための信託 として、 その請求権 を保有すぺ き も

の とす る と規定 された捺印証書 に押印 し、Bに 交付 した。Bは 、 もしその約 束がBの 利益のた めにな さ

れ たとすれ ば提起で きるような訴訟 を、そ の証 書に もとづ き、Aを 相手 どって提起 す ることが できる。

5.Aは 、Cの ための信託 としてBに10,㎜ ドルを遺贈 した。Bは 、 その錨 の一部 を公社債 と担 保

に投資 した。Bは 、公社債 と担保 を強制す るための訴 を提起 できる。

6.Aは 、食料雑貨業 の受託者 である。Aは 食料雑貨 品をBに 売 り、Bは その支払 いを怠 った。Aは

Bに 対 し訴 を提起 できる。

仁_杢 淑'偽 ¢)勘1二ま たは重池 ため己衛jlE法上の藏

第 三者 が信 託財産に関 し不法行為 を した り、 またはす る恐れ がある場合 には、受託者は、 もし信託 とは無 関係

にその財 産を保有 して いれ ば、 所有権 者 として提起 で きるような衡平法上 の訴 を、第三者に対 して提起 で きる。

た とえば、土地 または動産 の受 託者 は、その財 産に関 し不法行為 をおか した り、 またはおかす おそれのあ る第三

者に対 し、 もし受託者 が、 その財産を信託 とは無 関係 に保有 していれば提起で きるような場合 に限 り、衡平法上

の訴訟 を提起す ることがで きる。不法行為がおか され るか、またはそのおそれの ある財産が信 託 として保有 され

て いるという事実 が、 おのず と、受託者 に、不法行為 の差 止や救 済 を求め る衡平法 上の訴訟 を提起する権原 を与

える ものでは ない。たとえば、第三者が信託 として保有 されて いる動産 を横領 した場合、受 託者は受託者 である

という理 由だけで、第 三者に対 し衡平法上 の訴訟 を提起 で きる もの ではな い。 その動産が、特 定物でな い時 は、

通常、受託者 の救 済は、衡平法上の訴で はなく、普通法 上の訴に よる。 しかしなが ら、その動 産が特定物 である

場合 には、 普通法 上の救済方法 では不適 当であ り、受 託者は、 もしそれ を信 託 とは無関係に保有 していれ ば提 起

できるような、特別な損害 の回復 を求 める衡平法上 の訴訟 を提起す る ことができる。

」L」籔 」を強制 ヨ[二る衛 ・じ法二1二豊凶

受託者は、信託の事務処理 上、締結 した契約 につき、 もし、受託者 が信託 とは無関係にその契約 をなした とし

た ら、訴訟提 起がで きるよ うな場合 に限 って、契約 の特定履行 を強制 するための衡平法上の訴訟 を提起 する こと

がで きる。

例:

7.Aは 、Bの ための甲地 の受託者であ る。Aは 、適法 に、Cに 甲地 を売却す る契約 をな し、Cは 、

甲地 を買 う ことに同意 した。Cは その契約 の履行 を拒否 した。土地の売買契約は特定履行 が可 能で ある

以上、Aは 、Cを 相手に、契約 の特定履行 を求 める訴 訟 を提起す ることが できる。

8.Aは 、Cの ための信託 としてBに 全財産 を遺贈 した。 その財産 には、Dの 振 出した手形(note)

も含 まれていた。Bが 手形の受託者であ るとい う事実 は、手形の履行 を強制 するためDを 相 手に衡平法

上の訴 を提起 で きるという権限 を与 えるものではない。

一壁⊥ 」工1E命_令{頂for■aL1旦吐_亀 た」互取消命令{rescis3ion幽 重劉 法_酬 」摺

受託者は、信 託財 産の譲渡の訂正また は取消、あ るいは信託違反 のなされ ていない信託財 産譲渡契約 の訂正 ま

たは取消 を求 める衡 平法 上 の訴訟 を、受 託者が信託 とは無関係に その財産 を保有 するか、 またはそ の契約 をな し
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た ときに訴 訟提起ができ る場合に限 って提起 する ことが できる。訂正命令及 び解除命令に関す る法 は当 りステ イ

トメ ントの範 囲外 である。

」,,.他力 」廿衣桁

信託財産 に対す る権原 を保有 している ことから、 不法 行為または契 約に よる もの以外 の権利が、第三者 に対 し

て生 じた場 合、 それは、受託者 によって行使で きる。 た とえば、 信託 として保有 している財産が、政府 の土地収

用 でと られて しまった場合、受託者 は、補 償 を求め る訴 を提起 する ことがで きる。 同様 に、第 三者が信 託財 産の

犠牲 によって利得 した場合、第三者 の準契約上 の責任 を強制す るための訴 訟を受託者 は提起 で きる。

.圧⊥」{h坦1再訟F齪

本条 で述 べ られてい る原則は、普通法上 の訴 や衡平法上の訴 だけでなく、他 の訴訟手続 にも適 用され る。 た と

えば、信託 として契約 上の権利 を保 有 していたと ころ、諾約者が破産 した場合 には、受託者 は、破産 の訴訟手続

にお いて、契約 に もとつ く請求権 を主張す る ことができ る。

1LL受 託 者 の訴 の方法

木条に述べ られている原則 に したがい、受託者が提 起する訴 訟で、受託者が訴答書 面または他の手続で、受託

者 であ ることを示す ことは必 ず しも必 要でない。受託 者は、あたか も自己が実現 しようと して いる請求権の所有

者 の ように、訴訟 を遂行す る ことが できる。 もし、受 託者 が受託者 である ことを示 して も、 それは、争点の判断

に不 必要な事実の主張 として扱われ る。ただ し、そ の訴訟 でいかに して金銭 や財産が、受託 者に より取戻 された

として も、彼は、信託に従 ってそれ を保有 する もので ある。

ユ.鷲 益一者一む`再悲毒如

受託者 が第 三者を相 手に提起 した普通法上 の訴訟 で、受益者は、必要な当事 者ではない。

受託者 による第三者 に対す る衡平法 上 の訴訟 では、通 常、受益者は適法 な当事者 にはな るが、必要 な当事者 で

はな い。受益者 が当事者 でない と、争 点 の決定が できない場合に限 り、受益者 は必要 な当事者 となる。例 えば、

訴訟が受託者、受益者間 の争いであった り、受益者 同士 の争いであ る場 合がそ うである。

多 くの州で は、特に手続 に関する法 典 を採択 して いる州 では制 定法によ り、利害関係 のあ る真の当事者の名で

全 ての訴訟は遂行 されな くてはならない とされて いるが、 明示信 託の受託者 は、受益者 を参加 させな くて も訴訟

を遂行 す ることがで きるとされ ている。 このよ うな制定法 の下 では、受益者 は当事者 として参 加す ることはでき

るが、受益 者な くしては完全 な紛争解決が できないので ない限 り、受益者の参 加は必要な い。

j二_承 継奨1}E者

受託者が受 託者の任 務 を終了 し、次の受託者 が指名 された場 合、承継受託者 は、最 初の受託者が提起 できた訴

と同 じ訴 を提起 することがで きる。

k.三 の 九

受 託者が、 もし彼が その信託財産 を信 託 とは無関係 に保 有 していれば提起 で きるような訴 訟 を第三者 を相手に

提起 する ことが できるのであるが、第三 者は、その訴訟 に対 し、 もし受託者 がその財産 を信 託 とは無関係に保有

していれば、あ りえなか ったで あろうような抗 弁 を提 出す ることができる。 た とえば、売却 の権 限のない土地の
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受託 者が、 土地の売 却につ いて第三者 と契約 をした場 合、受託者 は、 その第三者 を相手に土地の取得 と代金 支払

を拒絶す る普通 法上 の訴訟、 または衡平法 上の訴 訟を提起す る ことができない。第272条 注cと 比較せ よ。また、

第三者に対 する請求権が信託 として保有 されている場 合、受益者 による免責 は、第三者の債務 を消滅 させ る こと

になる。第328条 参 照。同様に、第三者 に対 する請求権が信託 として保有 されてい る場合、そ の第三者 は、 一定の

事 由によって、 自己の有す る受益者 に対 する債権 と、受託者の保有 している第三者 に対する債権 とを相殺 す るこ

とが できる。第329条 参照。

1.前 後 参 照

受 託者が信 託 として保 有 している請求権 を、受益者 のために強制す る受託 者の義務については、第177条 参照 。

第281条 受益者による普通法上の訴の提起

(1)受 託者が 、信託 財産 を信託 とは無 関係 に保有 していれば、第三者 に対 し、普通法上 または衡平法上の 訴あ

るい はその他 の訴訟手続 を提起で きる場合 には、本条 第2項 の場合 を除き、受益 者は、第 三者 に対 し普通法上 の

訴 を提起す ることが できない。

(2)受 益者が 信託 の目的物 を占有す る場合 には、受 益者は、第三者 に対 しその財産 の占有者 が提起 しうぺ き訴

と同一の訴 を提 起するこ とがで きる。

(1)項 の注1

旦」_受益者 の権 利は、衡 平法上 の権利 であ り、通常、 普通法上の訴 というよ り、 衡平法上 の訴に よって保護 され

る。 これは 、受 託者に対す る受益者の救済 方法 だけでな く(第197条 参照)、 第三 者に対する受 益者の救済方法 に

も妥 当す る。受 益者 の第 三者に対す る衡平法上 の訴 に関 しては、第282条 参照 。

hゴ_.不法行為 に対する請 求権

第三者が、信 託財 産に関 し不法行為 をおかした場合 、その財産 を占有 していない受 益者 は、 第三者に対 し、普

通法上の訴訟 を提起 す ることは できな い。たとえば、 土地が信託 として保有 されて いる場 合、 第三者が違法 に土

地 に入 り、 または損 害 を与 えたときは、土地 を占有 して いない受益者 は、 その第 三者 に対 し普通 法上の訴訟 を提

起す ることはできない。あ るいは、た とえば動産が信 託 として保有 されて いる場 合、 第三者 がその動産 を違法 に

持ち去 り、 またはその助 産に損害 を与 えたときは、動 産 を占有 して いない受益者 はその第三者 に対 し普通法上 の

訴訟 を提起す る ことはできな い。

例:

1.Aは 、甲地 を信託 としてBに 引渡 し、C生 存中はそ の土地 の賃料 お よび収益 をCに 支払 い、C死

亡後 は、甲地 を売却 して、その売却代金 をDに 支払 うよ う指示 した。Eは 、 不法 に甲地に入 り、 甲地 の

占有 を取得 した。CとDも 、Eに 対 し、不法 侵害訴訟、不動産回復訴訟 、または、 その他の普通法上 の

訴訟 を提起 する ことが できな い。

2.Aは 、信 託 としてBに 全財 産を遺贈 し、そ こか らの収益 をCに 支払 うよう指示 した。Dが 、信託
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財 産の一部であ る公社債 をBか ら違法 に取 得 した。Cは 、Dに 対 し、動 産侵害訴訟(trover)ま たは、

動 産 占有回復訴訟(replevin)、 あるいはその他の普通法上の訴訟 を提起 する ことはできない。

受 託者が信託違反に より、第三 者に信 託財産 を譲渡 した場合につ いては、第294条 参照。

上 裂麹LピーQ置越権

契約上 の権利 が、信 託 として保有 され ている場合 、その諾約 者に対 し、受益者 は、 普通 法上 の訴 訟を提起す る

ことがで きない。

例:

3.Aは 、全 財産を信託 としてBに 遺贈 し、そ こか らの収益をCに 支払 うよ う指示 した。そ の財産に

は、Dの 作成 した手形(note)が 含 まれ ていた。Cは 、Dに 対 し、 その手形 に関 し、普通法 上の訴訟 を

提起 する ことができない。

4.Aは 、信 託 として10,㎜ ドル をBに 遺贈 し、その収 益 をCに 支払 うよう指 示 した。Bは 、その金

銭の一・部 を公社債 の購 入に投資 した。Cは 、 その社債上 の権利主張 につ き普通法上 の訴訟 を提 起する こ

とが できな い。

∫1..他の請求権

信託財 産に対す る権原 を保有 する ことか ら、不法行為 または契約 以外 の権 利が、第三者 に対 して生 じた場合、

受 益者は、通常、その権利 を強制す るために普通法 上 の訴訟を提起 できない。た とえば、信託 として保 有 されて

いた財産 が、政府の収用権 によって収用 された場 合、受益 者はその補償 を求 める普通法上 の訴訟を提起 できない。

同様 に、第 三者が信託財産 の犠牲 よって利 得 した場 合、第三者 の準契約上 の責任 を強制す るための普通法 上の訴

訟 を提起 で きな い。 しか し、 この場合、受 託者は訴 を提起 できる。第280章 注f参 照 。

(2)項 の注

旦_」1鍾1堕 描、利がある舜 益者の」1i有.肺{2

土地 または動産が信託 として保有 され受益者 がそれ を占有 してお り、第三者 がその土地 または動産 を侵害 し、

損害 を与 えた場合には、受益者は第三者 に対し普通 法上 の訴訟 を提起で きる。

例:

5.甲 地の賃料 お よび利益 をCに 支払 うか、あ るいはCの 生存中 はCに その 占有 を許可 し、C死 亡後

は甲地 を売却 して、その売却代金 をDに 支 払 うもの として、AはBに 甲地 を信託 として譲渡す る。Cは

甲地 を 占有する。Eは 違法 に甲地 に侵入 し、 占有 した。CはEに 対 して、 占有 の権利が ある者が求償で

きる損 害訴訟 やその他の普通 法の訴訟 を提起 で きる。

第282条 受益者による衡平法上の提起

(1)受 益者が信託財産 を、信託 とは無関係に保有 すれ ば、受託 者が第三者 に対 し、普通法 上 または衡平法上の

訴 もしくはその他の訴訟手続 を提起で きる場合 は、受益 者は、本条(2)項 および(3)項 の場合 を除いては、第三者
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に対 し衡平法上 の訴を提起す ることがで きない。

(2)受 託者が 第三者に対 し訴 を提起 する ことを不当に拒絶 し、 または怠った ときは、受益者 は、受託 者および

第 三者 に対 し衡平法上の訴 を提起 するこ とがで きる。

(3)受 託者 が普通法裁判所 に裁判 を求め るこ とがで きない場合 、または受託者が存在 しない場合 には、受益者

は、受益者の権利を保全す るに必要な限 り、第三者に対 し衡平法上 の訴を提起す ることがで きる。

(1)項 注:

a,通 常、受益者の権利 は、 受益者に よる訴訟手続 ではな く、 受託者 による訴 訟手続 によ り、受 託者に不利益 を

与 える第三者 を相手 とす る訴訟 を通 して保全 され る。受 託者が、その ような第三 者 を相手と して、適法 な訴訟 を

提起す る限 り、受益者 は、その ような第三者 を相手 とする衡平法 上の訴訟 を提起 で きない。

b.弔 法行為 に もとつ く蘭蓮 権

第三者 が信 託財産 に関 し不法行為 をおか した場 合、(2)項 と(3)項 に述べ られて いる場合を除 き、受益者 は、そ

の者 に対 して衡平法 一ヒの訴訟 を提起す る ことができない。 たとえば、土地 が信託 として保有 され ているときに、

第三 者が不法 にその土地に侵入 して損害 を与えた場 合、あ るいは動産 が信 託 として保有 されて いるときに、 第三

者 が不法 にその動産 を持ち去 り、又 は股 損 した場 合、受益者は、第三 者に対 し衡平法上の訴訟 を提起 できな い。

例:

1.Aは 信託 としてBに 甲地 を譲渡 し、C生 存 中はCに 、その賃料お よび収益 を支払 い、C死 亡後 は、

甲地 をDに 引渡す よ う指示 した。Eが 不法に 甲地 に侵入 し占有 して しまった。CもDも 、Eを 相手に訴

訟 を提起で きない。

受託者の信託違反 によ り、信託財 産 を第三者 に譲渡 した場 合の状 況につ いては、 第294条 参 照。

旦_契 麹⊥ の請 求権

契約上の権利が信 託 として保有 され ている場合、 その契約 が、受託者の衡 平法 上の訴訟で強制で きる性質 の も

の であろうとなかろ うと、通常、受益者 は、契約者 に対 し、衡平法上 の訴訟 を提起で きない。

例:

2.Aは 、全財産 をCの ための信託 として、Bに 遺贈 した。その財産にはDに よって発行 され た手形

が含まれて いた。Cは 、Dに 対 してその手形にっ き、衡平法上 の訴訟 を提起 できない。

3.AはBの ための甲地 の受託者であ る。Aは 、適法 に甲地をCに 売却す る契約 をし、Cは 甲地 を買

うことに同意 した。Bは 、Cに 対 し、契約の特定履行 を求め る訴訟 を提起 できない。

止,他 の 継 権

信託財産の権限 を保有 す ることか ら、不法行為 または契約以外 か ら権利が、第三者 に対 して生 じた場 合、受益

者は、通常、 その権利 を強制す るために衡 平法上 の訴訟 を提起 で きな い。 たとえば、信託 として保有 され ていた

財産 が土地使用 によって とられ てしまった場合、受益者 は、その補償 を求 める衡平 法上の訴訟を提起 できない。

同様 に、第三者 が信 託財産の犠牲に よって利得 した場合 、第三者の準契約 上の責任 を強制す るた めの衡平法 上の

訴訟 を受益者 は提 起で きな い。 しか し、 この場 合、受託者 は訴 を提起 できる。第280条 注f参 照。
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(2)項 の注:

皇 一通 三者萱 屋訟提起 を怠コ た齢

受 託者が第三者 に対 し、 普通法上 の訴訟、または衡平法 上の訴訟 もしくはその他 の訴訟 を提 起す る義務 を怠 っ

た場 合(第177条 参照)、 受益者 は、受託 者に対 し、 その義務 の履 行を強制 するため衡平法上 の訴訟 を提起する こ

とが できる。一つの訴訟 で争訟 を解決 し、 訴訟 の重複 を避 けるために、受益 者は、受託者 と受益者 を共 同被 告人

とす る ことがで き、事件は一 つの訴訟 で処理 される。

受託者 が第 三者に対す る訴訟提起 をしない ことが信託違反 とな らない場合、 た とえば、その状況 の もとでは、

訴訟 を提起 しない ことが妥当 と考え られ る場合(第192条 参照)に は、受益者 は、 その受託者や第三者 を相手に訴

訟 を提起す る ことができな い。

(3)項 の注:

」エ 受 託一片力[・裁判.血 盟⌒ 」な い場合

受 託者 が、裁判所の関与 を求 めることができず、 しか も、受益者 の権利 を守 るため に訴訟提起 が必要 な場 合、

受益 者は、受 託者 を参加 させ ることとな く第 三者に対 して衡平法上 の訴訟 を提起 で きる。 なぜ な ら、受託者 が裁

判上 の行為 を とり得ない という偶然の事情 によ り他 人の権利 を侵害 した者が、責 任を免れ ることを衡平法裁判所

は認 めないか らであ る。た とえば、受託者が失踪 して見付か らない場合、受益者 は、信託財産 に関して不法行為

をお かした第三 者に対 して、 あるいは、信託上結 ばれた契約に もとつ く義務 を履行 すべき第三者 に対 し、衡平法

上 の訴訟 を提起 できる。受益者は自己の権利 を守 るために必要 な場 合のみ、第三者 に対 して訴訟 を提起で きるの

で、受託者 を見 つける ことが可能 でかつ受託者は違法 に第三者 に対す る提訴を拒絶 または怠 って いる訳ではな く
、

受託 者が提訴す る前に受益者 が提訴す る緊急性がな い場 合は、受 託者が裁判 上の行為 をと り得 な いとい う事実の

み で、受益者が第三者 に対 して訴訟 を提起 する権限 を有 する ことはない。

止L受 託渚 魎 ∠な上場 査

受 託者 が、死 亡 ・辞任 または解任に よって受託 者でな くな り、 かつ後任者 が指定 されて いない場 合、受益者 は、

受益権 を保全 す るのに必要な限 り、第三者 を相手 に衡 平法上の訴訟 を提起す る ことができ る。 そのようなケース

では、受益者 が新受 託者 を選任する訴訟 を別個 を提起 す ることは必ず しも必要で はない。

(2)項 お よび(3}項 の注:

上..」堕民」しLた,収益の処分

その信託の性質上、受 託者が第三者 に対 して訴訟 を提起 すれ ば、その収益 が直ち に受益者 に引渡 されるべ き場

合 には、受 益者 は、(2)項 および(3)項 に述 べ られて いる規 則に もとづき、第三 者か ら取戻 した収益の如何 を問わ

ず、 保持 す る収益 を有す る。 しかしなが ら、直ちに引渡 しを受 ける権原が ないと きに は、裁判所 は、第三 者に対

し受 託者 に引渡す よう指示 するか、新受託 者を選 任 し、 その受託者 に引渡す よう指 示す る。

」一.複数一受益 者

受益者が複 数いる場合、一人 でも複数で も本条(2)項 お よび(3)3項 に述べ られ てい る規則 に もとつ く訴訟 を提

起す ることが できる。 この場合、その訴訟 に利害関 係あ る他の受益者 を当事者 として参加 させ る こと、 またはそ
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のような受益者 のための代表訴訟 を提起 する ことができ る。

第2節 信託財産の譲受人

第1款 総則

第283条 譲渡が信託違反でない場合

受託者が、信託財産 を第三 者に譲 渡 し、 または、第三者 に対 し、信託財 産 にっ き普通法上 ない しは衡 平法上の

権利を設定 した場合 には、この譲渡ない し権利の設定が信託の本 旨に反 しない限 り、第三者 は、その譲 渡ない し

設定 された権利 を、信託 とは関係な く保有 し、従 って受益 者に対 し何 らの責任 を負 うことはない。

注:

a.本 条 の範 囲

受託者 が、賃貸 の権 限(第189条 参照)、 売却 の権 限(第190条 参照)、 信託財産 への抵当の設定(第191条 参照)

または他 の権限を適法 に行使 し、第三老 に対し権利 を設定 した場合、 たとえ第三 者が信託の行使で あることを知

っていて も、第 三者 に対す る権利 の設定 が信託違 反にな らない限 り、受益者 は、その契約 を取消す ことはできな

い。

h.受 益者の 同意

譲受人が、信託に従 って財 産を保有 しないよ うな、信託の本 旨に反 する譲渡に受益者が同意 した場合 の効果 に

つ いては、第315条 参照 。

第284条 善意有償取得者

(1)受 託者が信託違反信託 財産を譲渡 し、また は信託財産 にっ き普通法上の権利 を設定 した場合 において、そ

の譲渡ない し権利の設 定を受けた第三者が、対価 を供 し、かっ信託 違反であ ることを知らない とき、またはそ の

行為が違法で あることを認識 しない ときは、第三者 は、譲渡ない し設定 を受 けた権 利を信託 とは関係な く保有 し、

従 って受益者 に対 し、何 らの責任 を負 うことはない。

(2)本 リステイ トメン トにおいて 、この譲受 人を 「善 意有償取 得者(b㎝afidopurcha3gr)」 と称す る。

注:

a ..対 価 となる ものにつ いて は、第298条 ～ 第309条 参照。

信 託違 反に対する認識(notice)に ついては、第297条 参照。

違 法行為に よる譲渡の効果 については、第290条 参照 。

旦L」1托 財産の輔類

本条で述べ られて いる規則 は、信託の対象が土地 または動産 で も、普通 法上 の債権 である場合 で も、適 用 され

る。契約法 リステ イ トメ ン ト 第174条 参照。 また、本条 で述べ られて いる規則 は、債権が流通可 能な もので あろ

うとなか ろうと、捺 印証 書(specialty)に よって表革 されていよ うとなか ろうと、 さらに、書面 によって証 明さ
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れ るもの であろ うとなかろ ううと、適用 され る。

例:

1.Aは 流通性あ る債券(negotiablebond)、 非流通手形(nonnegotiablenote)、 株券、銀行預金、

お よび契約 によ る売却商品の返還 を求め る債権の受託者 である。信託 の本 旨に反 し、Aは 、 これ らす べ

てを善意 有償取得著た るBに 譲渡 した。Bは 、 これ らを信託 とは関係 な く取得す る。

旦 」 勤≡ 権利

本条で述べ られている規則は、信託 として保有 されて いる普通法上 の権利 と同様 に、衡平法上 の権利 の譲渡 に

も適用 され る。衡平法 上の権利に関 して は、別に述 べ る。第285条 参照。

⊥ 　遡 渡 または越定 され 主権魎 囲

本条で述べ られている規則は、受 託者 による信託財 産全部の譲渡 の場合 ばか りでな く、その一部 の権利 の譲渡

に も適用 され る。

例1

2.Aは 、Bの ための甲地 の受託者で ある。Aは 、信託 に違反 して、 甲地の半分を分筆 しないまま善

意有償取得 者であるCに 譲渡 した。Cは 甲地 の半分に対す る共有権 を信託 とは関係な く取得す る。

e.本 条で述べ られている規則は、受 託者に よって信 託財産に対す る普通 法上の権 利が設定 され た場合に適用 さ

れ る。

例1

3.Aは 、Bの ための甲地 の受託者で ある。Aは 、信託に違反 して、10年 の期 限 を定 めて、 甲地上 に

善意有償取得 者であ るCに 対 し、貸借権 を設定 した。Cは 信託 とは関係 な く、10年 間 甲地上 に賃借権 を

取得す る。

⊥L本 条で述べ られ ている規則は、 それが信託財産 と して保有 されて いな い場合 も、 信託財 産上 に受託者 によっ

て設定 された 普通法上 の権 利に適用 され る。

例1

4.Aは 、Bの ための甲地 の受託者であ る。Aは 、信託に違反 して、隣地 の所有 者 で善意有償取得者

であ るCに 、甲地 上の通行権 を許可 した。Cは 信託 とは関係な く、通行権 を取得 す る。

遇」_本条で述べ られ ている規則は、受 託者が信託財産 上に普通法 上の譲渡抵当、質権 または留置権 を設定す る場

合 に適 用 され る。

例1

5.、 凡は、 甲地 の受託者 であ る。Aは 、信 託に違 反 して、 甲地上に、善意 有償取 得者 であ るBの た め

に、 ゴ こ対 するBの5,㎜ ドル貸 付金を担保 する 目的で、抵当を設定 した 。Bは 、 信託 とは関係な く、

抵当 を取得 する。

6.Aは 、公社 債の受瀦 であ る。Aは 、信 託に違反 して、Aに 対す るBの1,㎜ ドル飾 金の担保

を目的 として、善意 有償取得 著た るBの た めに、その公社債上に質権 を設定 した。Bは 、信託 とは関係
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な く、質権 を取得す る。

L本 条 で述 べ られてい る規則 は、 当事 者の合 意がな い場合に、制定法 またはその他によって生ず る法定 の担保

権 に適用 される。

例:

7.Aは 、 自動 車の受託者 である。Aは 、信 託に違反 し、 その 自動車 の改良をBに 依頼 した。制定法

によって、そ のよ うな改良費 に対す る留置権が、改良 を した者に与 え られ ている。Bは 、信 託違 反につ

いては知 らず に修理 をな した。Bは 、信託 とは関係 な く、修理 費につ き、 その自動車上 に留 置権を取得

す る。

⊥L.本 条で述べ られて いる規 則は、受 託者が信託財産 を譲渡 した り、信 託財産上に普通法上の権利 を設定 するの

ではな く、信託財産 につ き衡平法上 の権利 を設定す ることを意図 した場合 には、適用 され ない。第286条 参照 。

j..一.遺言によ る譲渡または無遺言相続(intcstaqy1

本条 で述 べ られている規則 は、生 前行 為による譲渡だけでな く、遺言 による譲渡または無 遺言相続の場合 に も

適 用 され る。例 えば、 受遺 者が遺言者 に対価 を支 払って遺 贈 をうけ、信託 につき善意 有償であった場合、そ の受

遺者 は善意有償取得者 であ り、遺贈 され た財産 を信託 として保 有す る。同様 に、一定 の財産 を無遺 言相続す る合

意 に対 して、相続人 または近 権者が対価 を支払 い、被相続 人が無 遺言で死亡 し、相続 人または近 親者が信託 につ

き善意有償 で財産 を受領 した場 合、そ の者 は善意有償取得者 であ り、信託 とは関係 な くその財産 を保有で きる。

また、同様 に受遺者 または相 続人が対価 を支払 っていない場合 、その者は信託 に従 って財産 を保 有する。第28

9条 注b・c参 照。

第285条 衡平法上の権利の譲渡

第284条 に述べ られた善意有償取得 者保 護の規則は、信託 財産が衡平法 上の権利であ って も、その信託財産が譲

渡 された場合 に適用 される。

注:

旦」L本条 が適」llさ遮 国情

前述(第83条 参照)し た通 り、衡平法 上の権利 も、信託 として保有 できる。そのよ うな権利 の受託者が、信 託

違反 をして、 それ を善 意有償取得者 に譲渡 した場 合、第284条 で述べ られ ている規則 が適 用 され、その取得者は、

その権利 を信託 とは関係 な く保有 し、受益 者に対 し、何 ら責任 も負 うことはない。土 地 ・動産及 び債権 の善意有

償取得者 を保護す る政策 は、信託財産が衡平法上 の権利 である場合 に も適用 される。

例1

1.Aは 、Bの ための甲地の受託者で ある。Bは 、 自か ら自己の有す る衡 平法上の権利 につきCの 受

託者 となる ことを宣 言 した。そ の後、Bは 、 その衡平法上 の権利 をDに 譲渡 し、Dは 対価 を支払 ったが、

Cの ための信託 については全 く知 らなか った。Aは 、 甲地 をDの ための信託 として保有 し、Cの 権利は
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消滅 する。

2.X州 にあ る甲地上に、Aは 、Bの1,000ド ルの貸付 を担保す るために、抵当 を設定 した。X州 の法

律 によって、抵当設定者は、抵 当財産上 に、衡平法上 の権利 のみ を有す る とされて いる。Aは 、Cを 受

益者 として、 甲地上の 自己の権利 につ き、 受託者 とな る信 託宣言 をした。その後、 自己の権利 をDに 譲

渡 した。Dは 、対価 を支払 い、Cの ための信託 につ いては全 く知 らなかった。Dは 、信 託とは関係 な く、

抵 当の 目的 とな って いる甲地 に対 する権原 を取得す る。

3公 社債の所有者Aが 、Bの ための受 託者 となる信託宣言 をした。Bは 、その公社 債上の自己の権

利 につき、Cの ための受託者 となる信託宣 言 をした。Bは 、 自己の権利 をDに 譲渡 し、Dは 対価 を支 払

い、Cの ための信託につ いて は知 らなかった。Aは 、Dの ための信託 として、その公社 債を保有 し、C

の権利 は消滅す る。

b.非 条 の適且 さ幽 左 上墜 置

本条 で述 べ られて いる規則 は、衡平法 同士が衝 突す る場合に は先 に取得 した者 が優先す るとい う一般原則 の制

限 である。衡平法 上の権利同士が等 しい場合 でなければ、先に取得 した者が優先 す る ことは ないので、 この原 則

は広す ぎる。衡平法 上の権利が信託 として保有 されて いる ときに、 それが善意有償 取得者に譲 渡 された場合、 善

意有償取得者 の側の衡平法は、信託受益者 のそれ に優先す る。本条 の範 囲に入 る事 情 は、衡平法 自体に平等 だが

しか も先 に取得 した者が優先す るという三つの場 合の事情 とは異 っている。

これ ら三 つの事情は、以下 の通 りで ある。

1.普 通法 上または衡平法 上の権利 の受託者 が、その信託財産 を譲渡 するのではな く、単 にその信託財 産上に、

第三者 のために衡平法上 の権利 を設定 しよ うとする場合。 この よ うな場 合では、後 者 の衡平法 上の権利者 が対価

を支払 い、 信託の存在 を知 らなかったとして も、 信託の受益者 が保 護 される。第286条 参照。

2.強 制 で きな い債権 を もつ者が、 それを第三 者に譲渡す る場 合。 このよ うな場 合 では譲受 人が対価 を支払 い、

その権利 が強制で きない もの である ことを知 らなか ったと して も、譲受人 がその権利 を強制 する ことはで きな い。

ただ し、 その権利が流通証券 のかたち をとってい るときは、 この限 りでない。た とえば、土地 を購入する契約 が

買主 の詐欺 に よって なされ、 その買主 が、 自己の権利 を詐欺 については知 らない第三者 に譲 渡 した場合、後者は、

その契約 を強制す ることはできない。 これは 「流 通性 ない債権 の譲受人は、諾約 者の衡平法 上の抗弁の対抗 を受

ける」とい う原則の適用 になる。第167条 参 照。

3.衡 平法 上の権利 の所有者 が、 その権利を、二重 に譲渡 した場 合。 このよ うな場合 では、後順位の譲受人が

対価 を支払 い先順位 の譲渡が あった ことを知 らな くても、先順位 の譲受 人が保護 され る。第163条 参照。

衡平法 その ものは等 しいが、先 に取得 した者が優先す る場合 がある とい う、 これ ら三つ の事 情は、本条に述 べ

られている原則が適用 される事情 とは区別 され るべ きである。

第286条 信託財産にっき衡平法上の権利を設定した場合
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受託者が、信託違反 をして、信託財 産上に、第三者 に対 して衡平法上 の権利を設定 しようとした場合、第三者

に、その衡平法上の権利の実行 を許容 す ると受託 者の信託違反を成就 させるこ とにな ると割 こは、第三者 はその

衡 平法上の権利を実行す ることがで きない。ただ し、第314条 の場 合は、 この限 りでない 。

注:

旦._こ の原則 の理 由

受託者が信託財産 を譲渡 した相 手方 が 第284条 に いう善意有償取得者 であって も、 しか もその譲渡 され た信 託

財産が衡平法上の権利 であって も{第285条 参照)、 また、受託者が信 託の 目的物 に普通法上の権利 を設定 した相

手方が、第284条 に いう善意有 償取得 者で あって も、受託者が信託違反 をして単に信託財産につ き衡平法上 の権利

のみ を設定 しようとす る場合 の相 手方 は、善意有償取得者 とは認 め られない。た とえ、 その相手方 が対価 を支払

い信託違反 を知 らなか ったと して も、そ うであ る。 したが って、受益 者が禁反言 の制限 を受け ない限 り、 その相

手方は、その衡平法 上の権利 を行使 す ることはで きない。第314条 参照 。

これ らの違 いの根拠 となる原則 は 「大法官裁判所 は、信託違 反 につ き善意 かつ有償 で、取得 され た権利 を剥奪

す ることはな い」というものである。 しか し大法官裁判所は、善意有償取得 者 を保護す ることで、受託者 に信託

違 反 を強制す る ことに なるな らば、 善意有償取得者 といえども保護 しない。信託財産が普通法上 の権利 である と

き、受託者が信託違 反の譲渡 である ことにつ き善意 の者 に有償で信託財産 を譲渡 した場合、その者 は普通法上 の

権 利 を取得 してお り、大法官裁判所 はその権利 を剥奪す ることはで きない。信託財産が普通法上の権利 である と

き、受託者が、信託違 反 である ことにつ き善意の者 に有償で信託財産上 に普通法 上の権利 を設定 した場合、 その

者は普通 法上の権利 を取得 してお り、 大法官裁判所 はその権利 を剥奪 する ことはで きな い。信託財産が衡平法上

の権 利であ るとき、受託者が、信託違 反につ き善意の取得者に譲渡 した場合 、'その者は権利 を取得 し、大法官裁

判 所はその権利 を剥奪す ることはで きな い。 この場合、信託 として保有 されていたのは衡平法上の権利 であるか

ら、譲受人の取得 した権利 は衡 平法 上の権利であ る。 しか し、受託者 は譲渡 を完了 してお り、受託者が信託違反

を完了す るた めになすべ きことは何 も残 っていな いか らであ る。

他方、受託者が第三者 に対 して信 託財産に衡平法 上の権利 を設定 しようと した場合、信託財産 自体が普通法上

の権利であ ろうと衡平法 上 の権利 であろ うと、第三者が善意有償で取得 しよ うと保護 されな い。 この場合、第 三

者 は権利 を取得できな い。 なぜ な ら、 受託者は信託財産 を保持 してお り、信 託違 反 は完了 して いな いか らである。

大法 官裁判所は、受託者 に信 託違反 を完 了す るよう強制す ることは できない。

bL価 田財産 を塾 コ}寸Lる魍

本条で述べ られてい る原則 は、受託 者が、信託違 反 をして、信託財産 を第 三者に売却 し、あ るいは信託財産 に

抵 当 を設定す るな どの契約 をな した場 合に、た とえ、 その第三者が対価 を支 払い、かつ契 約締結時 に信託違反 で

あ ることを知 らな くて も、適 用 される。第310条 参照。

c. .肺 冊`講

本条で述べ られて いる原則 は、受託 者が信託違 反 をして第三者の ための受 託者 となる信託宣言 をなした場合、

第三者が対価 を支払 い、かつ信 託宣言 が行われた時 に信託の存在 を知 らな くとも、適用 され る。
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例:

1.Aは 、Bの ための財産権 の受託 者であ る。Aは 、信 託違反 を して、その財産権 につきCの ための

受 託者 とな る信託宣言 をなし、Cは 対 価 を支払 い、かつ信 託違反 について知 らなかうた。その後、Cは 、

信 託違反で ある ことを知 った。Cは 、Aに よってCの ために宣言 された信託 を強制 できず、AはBの た

めの信託 としてその財産権 を保有 する。

d,榔i1[}」{Lの 抵当

本条 で述 べ られて いる原則 は、受 託者 が信託違 反 を して、信 託財 産上に衡 平法上の抵当 を設 定す る場 合に も、

適 用 され る。

例:

2.Aは 、土 地の受託者であ る。信託の本 旨に反 し、Aは 、信託の存在 を知 らないBか ら金銭 を借 り

受け、 その土地 を貸 付金の担保 とす ることに同意 した。その後、Bは 信託違反 であ ることを知 った。B

は、衡平法 上の抵当を強制で きな い。

e. _制縦的王 卿商 的撒(丁 田旦icLi塑COV研an口_

本条で述 べ られてい る原則は、土地の受託者が、信託違 反 をして、信託 として保有 してい る土地 の使用 を制限

する ことを第三 者と契約 した場合に も、適用 され る。

例:

3.Aは 、土地の受託者であ る。Aは 、信 託違反 をして、隣接 の土地所有 者Bと 、信託 として保有 し

ている土地 に二つ以上の建物 を建 てな い ことを契約 した。その後、Bは 信 託違反で ある ことを知 った。

Bは 、契約 を強制す ることはで きな い。

f.信 託財産 に与えた利益の回復

受託者 が、第 三者 の ために、信託違反 をして設定 した衡平法上 の権利 に対 し、 その第三者が対価 を支 払って も、

その支払 った対価分につ き信託財産上に先取特権 を取得す るものでは ない。しかし、信託財産が その支 払で利 益

を得 た範 囲までは、そ の第三者 は信託財産 か ら取戻 す権利 を有す る。第291集 注oと 比較せ よ。

第287条 善意有償取得者でない譲受人か ら善意有償取得者への譲渡

受託者 が、信託違反 を して、信託財産 を善意 有償取得者で ない第三者 に譲渡 し、その譲受人が さ らにその信託

財産 を善意 有償取得者 たる他の第三者 に譲 渡 した ときは、他 の第三者 は、その財産 を信託 とは関係 な く取 得する。

注:

旦.縫 垣 通ll⊥範囲

受 託者が、信託の本 項に反 して、信 託財 産を信託違反 の事実を知 ってい る第三者 に譲渡 し、 したが って、そ の

者 はその財産 を信託 とは関係な く保有 しえない場合(第288条 参照)、 または、対価 を支払わ な い者 に譲渡 し、 し

たが って、 その者 はその財産を信託 とは関係な く保有 しえない場合(第289条 参照)で 、 しか も、その譲受人が、
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さらにその財産 を善意有償 取得者に、直接 または仲介の譲受人を通 して、譲 渡 した ときは、その善意有償取得者

は、信託 とは関係なく財産 を取得す る。

b.」 薗撰妻肇照

悪意の買主、 または善意有償 取得者か らの受贈者 の権利 に関 しては、第316条 参照 。

第288条 悪意取得者

受託者が、信託違反を して信託 財産を第三者 に譲渡 し、その第三者 が信託 違反で あることを知っている場 合 は、

その第三者が譲渡に対 し対価 を支払 った として も、譲受 けた財産 を、信託 と関係 な く保有す ることはで きない。

注:

a.本 条の適用範1刑

信 託財 産上の受益者は、受託者が 、信託違反 をして第三者に譲渡 した場 合、そ の第三者が譲渡 時に信託違 反で

ある ことを知 っていれば、 たとえ、 その譲渡に対 し対価 を支払 って も、譲 渡に よって切断 され る ことはない。受

益者 は、その第三者 に対 し、 その財産 を信託の もとに返還す るよう強制す る衡平法上 の権利 を有 する。

第 三者 は譲受けた受 益権 を受益者 のための擬制信託 として保 有す る。

本条 の規則 は、受 託者の信託違反 が故意 、過 失または信託証書 の誤 った解釈 の いずれに よる場合 にも適用 され

る。

L前 後}劃照

信託違反 について悪意 である譲受人 の責任 の範 囲については、第291条 参照 。

信託違反 について悪意 とは どうい う場合 かについては、第297条 参照 。

第289条 無 償 取 得 者(donee)

受託者が信託違反 をして信託 財産 を第三者 に譲渡 し、その譲渡 に対 し何等の対価 も支払 われ ない場合 において

は、その第三者が信託財産で あるこ とを知 らな くとも、その第三者 は譲受けた財産 を信託 とは関係 な く保有 す る

ことはできない。

注:

a.本 条の範囲

信託財 産上の受益権は、受託者 の信 託違反に よって対価 を支払わ ない第 三者に譲渡 され る ことが あって も、切

断 される ことはない。受益者 は、 その第三者に対 し、 その財産 を信託 のも とに返還 するよう強制 できる衡平法 上

の権利を有 す る。その第三者 が財産権 譲受が信託違反 であることを知 った ときに財産権 を処分 していないか、ま

たは立場 が変 化 していな い場合、第三 者はその財産権 を信託受益者 のための擬制信託 として保有す る。

上.一生前行為 または遺 「『に よ_」5」猟 書

本条で述 べ られている原則 は、受託者 が信託財産 を生 前行為 で贈与 した場 合に も、 また遺言 によって贈与 した
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場 合に も、適用 され る。

CL」 墾道亘墨 継 些三よ互 趨糞

受 託者 が無遺言 で死 亡 した場合、受託者の相続人 ・遺 言執行者 ・近親者 または生存 配偶者に無償 で引 渡された

権利 は全 て、信託 に従 って保有 され る。第104条 参照 。 しか しなが ら、多 くの州 では、 制定法 その他 によ り、受託

者 が死亡 す ると、信託財 産に対する普通 法上の権原 は、受託者の相続人 ・人格代表者 には移 転せ ず、承継受託者

または裁 判所に帰属す る。

直.」ll後事 照

信託財産 の無償取得者 の責 任の範 囲につ いては、第292条 参 照。

対価 の意義につ いて は、第298条 ないし第309条 参照。

第290条 違法行為による譲受人

受託者が 、信託 の本 旨に反 き、かっ違法 な法律 行為 と して信託財産 を第 三者に譲渡 した場合 、第三者がその法

律行為が違 法である事情 を知 ってい る限 りは、たとえ信託 の存在 を知 らな くても、第三者 はそ の財産を信託 とは

関係な く保有 するこ とはで きな い。

注:

寛.毒 蚤一の鯉 別立「適.囲一 直

本条で述 べ られてい る規則 は、賭博行為 に適用 され る。 たとえば、受託者 が賭博行為の勝者 であ る第 三者に信

託金 を支払 った場 合、た とえ第三者が信託 の存在 を知 らな くとも、支払わ れた金額 につ き、そ の第三者 が受益者

に対 し責任 を負 う。

受託者が、 自分との違法 な同棲の報酬 として信託 金 を女性に支払 った場合、 たとえその女性が信 託の存 在を知

らな くとも、受益者 は、その女性に支払われた金額 を取戻す ことが できる。

受 託者 との契約 に もとづ き、外科医が違 法 な手術 に対 して信託金 を受領 した場合 、その外科医 が信託 の存在 を

知 らな くと も、受益者 は、その外科医か らその金額 を取 戻す ことが できる。

酒 類の所有者 が受託 者に対 して違法に販 売 して、信 託金 を受領 した場合、受益者 は、た とえ酒類 の所有 者が信

託にっいて知 らなかった として も、支払われた金額 を取 戻す ことがで きる。

h._法f1吻 蛸 避 ま.たは宙裏 口封}鋸

本 条で述 べ られ ている原則 は、譲受人がその行為 が違法 とな る事情 を知 っていた場 合には、た とえ彼が法律 問

題 と してそれが違法 となる ことを知 らな くとも適 用 される。 しか し、譲受人が その行為 を違法 な らしめ る事情 を

知 らない場 合 には、 この規則 は適 用 されない。

旦.前 後声聞

違法行為 に加担 した ことを知 っている信託財 産の譲受 人の責 任の範 囲につ いては、第293条 参照。
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第291条 悪意取得者の責任の範囲

(1)受 託者が、信託 に違 反 して、信託財産 を第 三者に譲渡 し・ その第三者が信 託の本 旨に反す ることを知 って

いる場 合には、その第 三者 は、以下の ような責任 を負 う。

(a)第 三者 が、 その信 託財産 を処分 していない場合 は・ その財産 よ り受け た収 益 とともにその財産 を返 還 す

る。または、

(b)第 三者 がその信託財 産 を処分 した場合 には、処 分によ り得 た対価 を、 その財産よ り得た収益または その

対価 よ り得 た収益 と ともに支払 い、 または、処 分によ り得 た対価 を、 その対価に対 す る利息および処分

前に得 た信託財産 か らの収 益 とと もに支払 い、 または、判 決当時にお ける信託財産 の価格を、信託財産

か ら受 けた収益 とと もに支払 う。 または、

(c)第 三者が信託財産 の譲渡を受 け た当時、信 託に違反す る ことを知 って いる場 合には、譲渡を受 けた当時

の信託財産の価格 に利息 を付 して支払 い、 また、 もし第三者 が信託財産 の返 還の請求 を受け、 これ を拒

絶 した時に信託に違反 する ことを知 った場合 には拒絶 当時 の信託財産 の価 格に利息 を付 して支 払い、 ま

た、 もし第三者が信 託財産 を処分す る時 に信託違反 である ことを知 った場 合には、処 分当時の信託財産

の価格に利息 を付 して支払 うべ き もの である。

(2)前 項(b)お よび(c)の 場 合にお いて、受益者 は、 その権利主張 につき、当該信 託財産 またはその代 償物の上

に、衡平法上 の先取特権(e叩itablelien)を 有す る。

(3)(1)項 の各場合にお いては、第 三者は信託財産 のため支出 した費用につ き、 信託財産 の利 益を受 けた限度

にお いて補償 を受け、 また、信託財産 の負担 を免除す るために支 出 した費用につ き補償 を受 ける権利を有 す る。

さらに、 もし第三者が信託違反 である ことを知 らなかった場合、第三 者は、信託財産 の修繕 または改良 のため支

出 した費用につ き、信託財産 がそれに より価額 を増加 または保存 し得 た限度にお いて補償 を受 け る権利 を有 す る。

(1)項 の注:

旦.」lt鎚財産の原状回復

受 託者が、信託違 反 をして、信託財 産 を、信託違反 であることを知 ってい る者 に譲渡した場合 、その譲受 人は、

その財産 を信託に関係な く保有す る ことはで きな い。第288条 参照。譲受 人が その財産 をまだ処分せず に保持 して

い る場 合、受益者は、その譲受人 に対 し、その財産 につ き擬制信託 の受託 者 としての責任 を負 わせ る ことがで き、

かつ、その財産か ら受けた収益 とと もに、あ るいは譲受人がその財産 を保 有 して いる問の財産 の使 用の対価 とと

もに、その財産 を返還す るよう強制す る ことがで きる。

⌒

信 託違 反 をして、受託者が信託金 を使 用 して、信託違反 であ ることを知 って いる第三者の財産 に改良 を加え た

場合 、受 益者は、その第 三者 に対 し、財 産につ いて の擬制信託の受託者 と しての責任 を負わせ る権 原はな く、そ

の財 産を信託に引渡 す よう強制す る権原 もない。受益者 は、その財産 が利益 を受け た限度 で、 その財産上 に先取

特権 を取 得す る。第202条 注fと 比較せ よ。
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旦.負 担 の免除

受託者 が、信託 に違反 して、信託金 を、信託違反 である ことを知 っている第三者 の財産 上の負担 を免除 するた

めに使用 した場合、受益 者は、その財産につ き、第三者 に擬制信託の受託者 の責任 を負 わせた り、 その財産 を信

僅のために引渡す よう強制す る権原はな い。 しか し、 その財産が利益 を受 けた限度 で、 その財産上 に先取特権 を

取 得 し、 負担(encu■brance)請 求権につ き代位す る権利 を有す。第202条 注gと 比較せ よ。

d..一一蘭耗ト財 産の処分 によ.r⊇一て盟主対価 の1興復

受託者が、信託違反 を して、第三者に信託財産 を譲渡 し、その第三者が信託違反 である ことを知 っている場 合

で、かつ、 その第三者 がその財産を売却 した場合、信託 の受益者は、 その者 に対 し、売却 代金につ き擬制信託 の

受託者 としての責任 を負 わせ、受益者に、その売却代金 とともに売却前 にその財産 か ら受 けた収益 と、売却後 そ

の代金か ら得 た収益 を支払 うよう強制す ることが でき る。第202条 と比較せ よ。

例:

1.Aは 、 あ る社債の受託者 であ る。信 託違 反 をして、Aは 、 その社債 をBに 売却 した。Bは 、信 託

違 反 である ことを知 っていた。Aは 、 その代金 を横領 した。Bは 、 その社債 を、10.㎜ ドル で善意有償

取儲 であるCに 売却 した。信託の受益者 は、Bが 受領 した10,㎜ ドル}こっ き、Bに 瀧 受託者 として

の責任 を負 わせ ることがで き、 かつ、売却 前にその社債か ら受 けた収益 と、10,㎜ ドル からB授 けた

収益 を受益者 に支払 うよう強制す ることが できる。

信託違反の売買代金 に関す る受託者の責任につ いては、第208条(1)項(a)参 照。

旦.一処分 によ.って得 た対価 を回復ヱ きな い場合

受託者が、信託違反 を して、信託財産 を、信託違反 であ ることを知 っている第三者 に譲渡 し、 その第三者が そ

の財産 を売却 した場合 で、かつその売買金 を処分 し、 または、その対価が差押 えできない もので あるときは、信

託の受益者 は、第 三者 に対 し、 その財産が利益 を受 けた限度の金額 とともに、売却 前にその財産 か ら受 けた収益

を付 して売得金 を支払 うよう強制す る ことがで きる。

L_信 託財産 の対価型 回復

受益者が、 譲受人 に対 し、その者が その財産 を譲受 けた時、 また は返還請求 を拒絶 した時、 もし くはそれを処

分 した時 の信 託財産の対価 につ き責任 を負わせ る場 合には、受益者 は、譲受人 が信 託違 反 を知 るべ きであった こ

とばか りでな く、現実 に知 っていたはず であることを明 らかに しなければな らない。第 三者が信託違反 を知 るべ

きで あった場 合は、知 っていた場合 と同様 に悪意者 とされ る。第297条 参照 。 どち らのケー スでも、(1)項(a)、

(b)に述べ ている責任 を譲受人 は負 う。しか し、 譲受人が信託違反 を知 りうべき状態 にあ ったとして も、現実 に信

託違反で ある ことを知 らない場合に は、譲受人 は、 臼)項(c)に 述べ られている責任 を負 うことはない。受 託者 が、

信託 に違反 して信託違 反 である ことを現実 には知 らな いが、知 り得べ かし者に譲渡 した場合、 その譲受人 が信 託

違反 につ き現 実に知 った後 も信託財産 を返還せ ず、 保持 しているな らば、 その者の唯一の義務 は、 信託財 産を収

益 と共に返還 す ることで あって、信託財産 の価額 につ いて の責任 は問 われない。

例:
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2.土 地につ いての受託 者であるそ の土地 を売却す る権限が与 えられていなか った。Aは 、信託条 項 を誤

解 してAに 土地 の売却 権限が ある もの と信 じているBに 対 し、その土地 を売却 した。Bが その譲渡が信

託違反 にな る ことを知った後、Bは 、 その土地 をその信託 の ため に返還 す る準備 をし、かつ返還の意思

があった。Bは 、その土地 の返還 を強制 され うるとして もそ の対価 を支払 うよう強制 され ることはない。

且_受 託 者が、信託違反 を し、信託違反 につ き知 り得べ き第三者に信託財産 を譲渡 し・ その第三者 がその財産 を

処分 した場 合、その者は、その財産 を取 得 した時点か ら判決まで にその財産 か ら得 た収益 とと もに、判決時 にお

ける信託財産の価額 を支払 う責任 を負 う。譲受人 は、財産 を処分 してしまって それ を信託 の もとに返還 する こと

はで きないので、 もし信託違反が なければ信託 として保有 しえた財産 と同等の価額 を、信託 の もとに支払 うよう

強 制 され うる。 たとえ信託違反 につき現 実 に知 らなか った としても、 信託財産 の取 得時及 び処 分時に信 託違 反 に

つ き知 りうべ か りし譲受人 は信 託財 産 と同等 の価額 につき責任 を負 う。

譲受人が、信託違反 である ことを知 らず に、 かつ信 義に反する ことな く、 その財 産 を処分 した場合、その者 が

そ の財産 を取得 した時 の対価 、また はその財 産を処分 した時の対 価につ き、 た とえ、 これ らの時点 での対価が 判

決時 の対価 よ りも高額 であった として も、 責任 を負 うことはで きな い。譲受 人がその財産 を処分 した時に受領 し

た代金 に関 する責任については、注d、e参 照。

例:

3.Aは 、株式の受託者 であ る。Aは 、信託違反 をして、株式 をBに 売却 した。Bは 、信託違反 につ

き知 りうべ き立場 にあったが具体的に知 らなか った。Aは 、 その売却代金 を横領 した。Bは 、信 託違 反

であ ることを現実 に知 る前に、 その株式 を善意有 償取得者Cに 売 却 した。Bは 、株式 か ら受領 した収益

とともに、判決当時 の株式 の価額 につ いて責任 を負う。Bは 、株 式 を受領 した時の株 券の価額 または、

それ を売却 した時 の価額 につ いて責任 を負 う ことはない。 株式の売却 か ら受 領 した代 金に関す るBの 責

任 については、注d、e参 照)。

h.受 託 者が、 信託違反 を して、信託財産 を信 託違反 であ ることを知 って いる第 三者に譲渡 した場合、その第三

者が、信 託違 反である ことを知 りうべ くしてその財 産を受取 り、また は信託へ の返還請求 を拒絶 し、あ るいはそ

の財 産を処分 した ときには、その第三者 は、受益者の意思で、 さらに加重 された責任 を負 うことになる。 これ ら

追加 される責任については、注iか ら注kま でに述べ られて いる。

i.譲 受人が、その財産 を、信託違反 であ ることを現実 に知 りなが ら受取 った場合、 その者 は、受 益者 の意 思で、

その財産 を受取 った時の価額 に利息 を付 して支払 う責任 を負 う。

例:

4.Aは 、株式 の受 託者で ある。信託違反 を して、Aは その株式 をBに 売却 した。Bは 、信託違反 で

ある ことを現実 に知 って いた。Aは 、 その代 金を横領 した。Bは 、 その株式 を受取 った時の価 額に利息

を付 して支払 う責 任 を負 う。{Bが 、 その株 式 を処分 して いな い場合 に、信託の もとにその株式 を返 還

するBの 責 任について は、注a参 照。その株式 を処分 して しまった場 合の代金に関す るBの 責任 につい

ては、 注dお よび注e参 照。Bが その株式 を処分 した場 合、判決時 の株式 の価額 につ いてのBの 責 任に
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関 しては、注g参 照。Bが 返還請求 を拒絶 した場合、 その拒絶 の時の株 式の価額 に対す るBの 責任 につ

いては、注 」参 照。Bが 株式 を売却 した場 合、 売却時の株式 の価額 に関す るBの 責任 にっ いちては、 注

k参 照 。)

1_譲 受人が、 信託違 反 を知 りなが ら、 その財産 を信託の もとへ返還 するのを拒絶 した場合 、 その者 は、受益 者

の意思で、返還 請求 を拒絶 した当時 の価額 に利息 を付 して支払 う責任 を負 う。

例:

5Aは 、 株券の受託者 である。信託 の本 旨に反 し、Aは 、 その株 券をBに 売 却 した。Bは 、 信託違

反 である ことにつ いて知 り得べ き立場 にはあったが、具体的 には知 らなかった。Aは 、売却代金 を横 領

した。Bは 、信託違反 であ ることを具体的 に知 りなが ら株券 の返還請求 を拒絶 した。Bは 、返還 請求 を

拒絶 した時の株券の価額に利息 を付 して支 払 う責任 を負 う。Bは 、 その株 券 を受取 っ た時 の価額 につい

て は責任 を負わな い(Bが その株券 を処分 して いない場合 に、 それを信 託の もとに返還す るBの 責任 に

つ いては、注a参 照。Bが その株券 を処分 して しまった場合、 その代金 に対するBの 責任につ いては、

注bお よび注e参 照。Bが その株券 を処分 して しまった場合、判決 当時の株券の価額 に対す るBの 責 任

につ いては、注g参 照 。Bが その株券 を売 却 した場合、 その売却 当時 の株 券の価額に対 するBの 責任に

つ いては、注k参 照)。

L譲 受人が 、信 託違 反であ る ことを知 りなが ら、 その財産 を処分 した場合、彼 は、その財 産 を処 分した当時の

財産 の価額 に利息 を付 して支払 う責任 を負 う。

例:

6.Aは 、 株券の受託者 である。信託違反 を し、Aは 、Bに その株券 を売却した。Bは 、信託違反 に

つ き知 り得 べきであ ったが、具体的には知 らなか った。Aは 、売却代金 を横領 した。Bは 、信託違反 で

ある ことを知 りなが らその株券 を売却 した。Bは 、売却当時 の株券 の価額 に利息 を付 して支払 う責任 を

負 う。Bは 、その株券 を受領 した当時の株 券の価額につ いては責任 を負 わな い(株 券の売却代金 に関す

るBの 責 任については、注d、e参 照 。判決 当時の株券の価額 に対す るBの 責任 については、注g参 照)。

.1」 糞群山法P選 択

信託違反 をして、受 託者が信託財産 を第三者に譲 渡 し、その第三者が、信託違反 である ことを知 り得べ き場 合、

受益者は、無能 力者 でな い限 り、本条 で述べ られ ている財産の原状 回復か、 その財 産の価額 また は代償物 の返還

の いずれか適 当な救済 方法 を求 めることが できる。 同様 に受益者が複数 いる場合 、その全員 が能 力者 であ り、救

済方法につ いて合意 があ るな らば、 その救済方法 を求める ことが できる。単独受益 者または複数受益者 のひ とり

が無能力者 であ り、救 済方法 につ いて合意がで きない場 合、裁判所 は信託 の 目的 を最 も遂行 で きる救済方法 を強

制す る。第214条 と比較せ よ。

受益者が訴訟 によ り取戻 した代金 の処 分につ いては第294条 注b参 照。

亘L幕 羅劃 三よ壷迫 語[醜 退

受託者が、 信託違反 をして、信託違反 である ことにつ き知 り得べ き第三者 に信 託財産を譲 渡 した場合、受益 者

495一



i
" ～

【第9章 】

は、無能力で ない限 り、その譲渡 を追 認す ることがで きる。同様 に、受益者 が複数 いる場合、 その全員が能 力者

であ り、全員が合意す るな らば、 その取引 を受益者は追認す ることが できる。単独受益者 または複 数受益者 のひ

とりが無能力者 で取引 を追認す るか拒否す るか を選択 できない場合、 または複数受益者間 で合意 できない場 合、

裁判所 は信託 の 目的 を最 も遂行 でき る方法 を選択す る。第214条 お よび第210集 注cと 比較せ よ。

(2)項 の 注:

廿.財 産一または代償物上;封土 重出収特権

受益者が、(b)、(c)に 述 べ られて いる原則 のもとで、信託財産 の価額 につ き譲受 人に責任 を負わせ る場合 、譲

受人が まだその財産 を処分 していな い時 はその財産上 に、 すでに処分 してい る時 はその代償物 の上に、受 益者は

衡平法上 の先取特権 を取得 する ことがで きる。

(3)項 の注:

旦.飛 翔借 金に封ずる離婁権

受託者 が、信託違反 を して、 信託財産 を信託違反 であ ることにつ き知 り得べ き第 三者に譲渡 し、その第三者が

信 託財産 の対価 を支払 った場 合で、 しか も、受益 者がその財産を信託の もとに返還 す るか、またはその価額 もし

くは代償物 を支払うよう強制 した場合 には、 その譲受 人は、信 託財産が利益 を受 ける限度 まで、信託財産に支払

わ れた金額 につ き請求権 を有す る。 しか しなが ら、売却 代金が受 託者に よって横領 され、そのため信託財産が何

らの利益 も得て いない時には、譲受人 は この請 求権を有 しない。

P.必 要経 費に対する・甜1求描

信託違反 をして、受託者が、信託財産 を、信託違反につ き知 り得べ き第三者 に譲渡 し、かつ、受益者が、 その

財 産 を信託の もとに返還す るようその第 三者に強制す る場合、その第三者が その費用 を支出 したときに は信託違

反 であ ることを具体的に知 らない限 り、 第三者は、信託財産の修繕 または改良 のため に支出 した費用につ き、 信

託財産が それ によって価額 を増加 または保存で きた限度 にお いて、その費用 に対す る請求権 を有す る。譲受人 は、

た とえ信託違反 であ ることを具体的 に知 ったて いた としても、その財産 について支払 った税金 または他 の賦課 金

につ き、補償 をうけ る権利 を有す る。

第292条 無償取得者の責任の範囲

(1)受 託者が、信託の本旨に反して信託財産を譲渡し、その譲渡に対し何等の対価も支払われない場合には、

譲受人は、その譲受けた信託財産をまだ処分せず、かっ、それを返還することが衡平の観念に反するような事情

の変更がない限り、その信託財産を返還すぺき義務を負う。

(2)無 償取得者が、信託違反であることを知る以前に、その譲受けた信託財産を処分した場合、その処分に信

託違反であることを知った当時の、信託財産の喪失によって利得をえた限度で返還の義務を負う。

(3)無 償取得者が、信託違反の事実を知った後で、かっ、信託財産を返還することが衡平の観念に反するよう

な事情の変更が生じる前に、信託財産を処分した場合には、その者は、信託違反であることを知って信託財産の
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譲渡 を受 けた ときと同一の範囲 の責任 を負 う。

注:

a.

無償聞 賭 ・の責任の基礎

受託者が、信託の本旨に反して信託財産を、信託違反であることを知らない第三者に譲渡し、かつ、その第三

者が,そ の譲渡に対し何らの対価も支払わない場合、譲受人たる第三者は、その財産を信託と関係なく保有する

ことはできない。第289条参照。その無償取得者が、信託財産をまだ処分せずに保持している場合、受益者は、そ

の者に、その財産についての擬制信託の受託者としての責任を負わせることができ、かつ、その財産の返還を求

めることができる。ただし、譲受人が信託違反の事実を知る前に、その財産を返還することが衝平の観念に反す

るような事情の変更があった場合には、この限りでない。

⌒

信託の本旨に反して、受託者が信託財産を、第三者の財産の改良行為に使用し、その第三者はそれに対し何ら

の対価も支払わない場合、受益者は、その財産につき、第三者に擬制信託の受託者としての責任を負わせたり、

その信託のもとに財産を引き渡すよう強制することはできない。しかし、その財産が利益を受けた限度で、その

財産上に先取特権(1ien)を 有する。

旦,不 動産に対する血相亘≧消滅

信託の本旨に反し、受託者が、第三者の財産上についている負担を消滅させるために信託財産を使用し、かつ、

第三者がそれに対し何らの対価も支払わない場合、受益者は、第三者に対し、その財産につき、擬制信託の受託

者としての責任を負わせたり、その財産を信託のもとに返還するよう強制することはできない。しかし利益の生

じた限度において、その財産上に先取特権を取得する。

4ゴf樋 違厚であ.ることを割る」刮臼玉、.無償地租煮坦な⊥己左鑑9鞠 』

信託違反であることを知る前に、無償取得者が、その財産に改良を加えるため費用を支出した場合には、たと

えその財産が費用に相当するだけの利益を生じていなくとも、その費用につき補償が受けられるときにのみ、そ

の財産の引渡しを強制されうる。

白一,.lli酷財産1の価値の増幽

信託財産の無償取得者が、まだその財産を処分せず、その財産を信託のもとに復旧することが衡平の観念に反

するような事情の変更もない場合、たとえ、無償取得者に譲渡された後に、価値が上昇しても、その者は、その

財産の返還を強制される。同様に、その財産から受領した収益も、信託に帰属するよう支払わなければならない。

上 舵償取欝者に譲渡丈量旦1三ヨ三⊆起利益

信託違反をして、受託者が、信託資金を用いて財産を買入れたところ、その財産の価値が上がり、その後に、

受託者が、この財産を無償取得者である第三者に譲渡した場合、たとえ、その価額が、その財産を買うために用

いた信託資金の価額よりも上まわっていても、無償取得者は、受領した財産を信託のもとに返還しなければなら

ない。たとえば、受託者が、信託金を横領して、土地または有価証券を購入し、後にそれを無償で第三者に譲渡
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1

した場合、その第三者は、たとえそれらの価額が上がった後に譲渡を受けたとしても、その土地または有価証券

を、信託のもとに返還するよう強制される。

同様に、受託者が信託違反をして、信託金を用いて、対価を払わない第三者の名義で財産権を購入した場合、

第三者は、擬制信託の受託者としてその財産権を保有するよう要求されかつ信託へ返還するよう強制される。例

えば、受託者が信託違反をして目的の生命保険契約の全保険料の支払に、信託基金を用い、その保険金受取人が

対価を支払っていない場合、受託者の死亡により保険金受取人は、生命保険契約または保険金につき信託に対し

て責任を負い、その責任額は保険料の支払に使われた信託基金の総額にとどまらない。

呂⊥.無償収聾者によって先妻二出.猷1左別品

信託違反をして受託者が信託金を第三者たる無償取得者に交付し、信託違反であることを知らない無償取得者

が、その金銭を投資した場合、それによって生じた利益については、受益者に対し責任を負うことはない。その

者は、受領した信託金とその利息のみについて責任を負う。

血..{目語違反で青る三とを知堕基辿1こ無償取田躍が売却L端.査

無償取得者が、信託違反であることを知る以前に、その財産を売却した場合、その者は、売却時のその財産の

価額を支払うか、または売却代金を返還するか、どちらかの責任を負う。その者の責任の基礎は、信託財産の喪

失による不当利得を防止することにある。

たとえば、無償取得者に譲渡された信託財産の有する価値よりも低い価格で無償取得者が売却した場合、その

無償取得者は、売却金についてのみ責任を負う。無償取得者が信託財産の価値よりも高い価格で売却した場合無

償取得者は売却当時の信託財産の価格についてのみ責任を負う。しかし信託財産の価格の支払を受けるまで受益

者は売却金につき衡平法上の先取特権を有する。

-L-1訂」鎚 』国玉晶晶二上凶.卸1蚤以並当 腫償取組煮幽 与し魎 直

無償取得者が、信託違反であることを知る以前に、その財産を贈与してしまった場合、その者は、信託違反に

よって何らの利益も受けていないので、さらに責任を負うことはない。しかしながら、その財産の贈与を受けた

者は、もちろんその財産を信託のもとに復旧する責任を負う。

1、 鯖鮨違反τあ互ことを知る以前に、血膿堰柑煮坦枯山 豊潤豊庭Lま コ遮星合

受託者が、信託違反をして信託金を無償取得者に交付し、その者が、信託違反の事実を知る以前に、通常の生

活費にその金銭を消費した場合、一般的には、その者が受領した信託金額について、責任を免れるほどの事情変

更があるとはいえない。これに対して、もしその者がその金銭を受領しなかったら使わなかったであろうような

特別な使途にその金銭を消費した場合には、その金銭につきその者に責任を負わせることが衡平に反するといえ

るような事情変更があることになろう。金銭が間違って支払われた場合に生ずる事情とも共通性がある。

k.一償延違反の也裏¢慢却熱一起麓1三至聖聾擁 童個品逸玉±に'旧 すること萱蓮池山 止蝸査

無償取得者が、信託違反の事実を知った後で、かつ、その財産を処分する前、あるいは、その返還を強制する

ことが衡平の観念に反するような事情の変更が生ずる前に、その財産を信託のもとに復旧することを拒絶した場

合、無償取得者は、その拒絶時の財産の価額に利息を付した金額につき責任を負う。第291条注iと 比較せよ。
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(3)項 の注:

.L描 £雌 ∫D卓央 左知⊇ 燈鮒 駐胴u者 里離

無償取得者 が、信 託違反の事実 を知 った後 で、 かつ、その財産 を信 託の もとに復 旧させる ことが衡平の観念 に

反す るような事情 の変 更が生ず る前 に、 その財産 を売却 してしま った場合 、無償取 得者は、信託受託者の選択 に

よ り、判決時 の財産 の価額 または売却代金 のどち らかの価額につ いて責任 を負 う。 もし、 信託違反 であ る ことを

知 りなが らその財産 を売却 してしまった場合 は、売 却時の価額 につ いて責任 を負 う。第291条 注d、e、g、k参 照 。

旦　譲受人が信託違反 であ る ことを知 った後 で、 かつ、その財産 を信託 の もとに復 旧させ る ことが、衡平 の観 念

に反す るような事情 の変 更が生 じる前に、 それ を贈 与 して しま った場合、 その者は、信託受益者の選択に よ り、

判決時の財産 の価額 か、あ るいは信託違反 である ことを知 りなが ら財産 を贈与 した場合にはその贈与時の価額 に

つ いて責任 を負 う。第291条 注g、kと 比較せ よ。

第293条 違法行為による譲受人の責任の範囲

受託者 が、信託違 反を して、 かっ 、違法 な法律行為 として信託 財産 を第 三者 に譲 渡 した場合 において、第三 者

が 、その法律行為 が違 法であ ることは知 ってい ても、信 託違反であ ることは知 らなか った とき は、 その第三者 は、

第四2条 と同一 の範 囲 においてのみ 責任を負 う。

注:

a.一閲[哨 正論

受託者 が、賭 博の勝 者で ある第三者 に、信託 資金 を もって支払 った場 合、第 三者は、た とえ信託違反 である こ

とを知 らな くて も、その金銭 をまだ保持 しているか、あ るいは、支払 いを強制する ことが衡平 の観念に反 するよ

うな事情 の変 更がない場合 には、受益者 に対し、支払われ た金額 について責任を負 う。第290条 参照。 しかしなが

ら、 その第 三者が、 その金銭 を消費 し、 しか も信託違反で ある ことを知 らなかった時 は、そ の者 に支払 いを強制

する ことは衡平の観念 に反 するので、その者は責任を負 うことはない。ただ し、その者が信託違反 の事実 を知っ

た時点で不当に利得 して いた範 囲においてのみ、責任 を負 う。

た とえば、 受託者が、選挙 で第三 者 と賭けを して、第三者が その賭 けに勝ち、受託者がその者 に信託金 を もっ

て支払 ったが、第三者は信託違反 である ことを知 らずに、 その金銭 を公益のため寄付 した場合、 その者 は、受 益

者 に対 し、 責任 を負 うことはない。

同様に、信 託金が、賭博行為 で胴元に支払われ、胴元の信託違反 であ ることを知 らずに、勝者 にその金銭 を支

払 った場合、その者 は、受益 者に対 し責任を負 うことはない。

同様に、受託者が信託金 を穀 物の先物 に関す る賭博に使 う 目的でブ ローカーに支払 い、 ブローカーが受 託者に

その金銭 を払 い戻 した場合、 ブ ローカーが信託にっ いて知 らないな らば、受託者は賭博に勝 ったのであ り、ブ ロ

ーカーは受益者 に対 して責任 を負わな い。

L受 託者が、賭 博行為 の勝者 としての第三者に信託金 をもって支払 い、その第三者 が信託違反 である ことを知
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らずゐ、 その金銭を投 資 し利益 を得 た場 合、その者は、 その利益分 につ いて、受益者 に対 し責任 を負 う ことはな

い。

皇_違 法 な回」、`1

受託者 が、信託金を、その者 と違法 な同居 を して いる女性にその報酬 と して支払 った場合、 た とえその女性 が

信託違反 の事実 を知 らな くとも、そ の金銭 をまだ保持 しているか、 またはその女性に その金銭 の払戻 しを強制す

る ことが衡 平の観念に反す るような事情 の変 更がな い場合 にほ、 その女性 は、受領 した金額 につき、受益 者に対

し責任 を負 う。第290条 参照。 しか しなが ら、その女性が、信託違反 の事実 を知 らず にそ の金銭 を使 ってしまった

ため、その女性に払戻 しを強制す ることが衡 平の観念 に反 するような場合 には、その 女性 は責任 を負わ ない。た

だし、 その女性が信託違反の事実 を知 った時に、不当 に利得 した範 囲にお いてのみ責任 を負 う。その女性 が、信

託違反 の事 実 を知る以前に、 その金銭 をチ ャリテ ィに寄与 した場合 には、受 益者に対 し責任 を負 わない。

d.受 託者が、違法な同居 をしている女 性に報酬 として信 託金 を払 い、 その女性が信託違反 であ ることを知 らず

に、その金 銭 を投資 し利益 を得 た場合、 その女性は、受益者 に対 し、 その利 益分につ いて責任 を負 うことはない。

第294条 訴提起をな しうる者

受託 者が、信託違反を してて、信託 財産 を善意取得者で ない第三者 に譲渡 した ときは、 その第三者 に対する訴

は受益者また は受託者の どちらで も提起 するこ とがで きる。

注:

亘.受 益者 によ蚤 鵬 挺

すでに述 べ たように、信託財産 に関 して第三者が不法行為 をお かした場 合;受 益者 ではな く受託 者が、通常、

第 三者に対す る訴提起の 当事者 となる。第280条 ないし第282条 参照 。

信託違反 をして、受託者が信託財産 を善意有償取得者 でない第三者 に譲 渡 した場合 には、事 情が異なる。 この

場 合、第三者 は、受託者 の訴 の相手方 では ない。つ ま り、受託者が、 その財産 を信託 とは関係 な く保有 して いた

場 合であれ ば、何 ら違法 はな く、何 らの責任は生 じない。彼のおか した違法 行為 は、信託違反 の事実を知った後

にその財産 を取得 または保有 するについて の受益者 に対 する違法性 であ り、それ によって、彼 には、受 益者に対

する責任が生 じる。受益者 は、 その譲受 人 に対 し、衡平法 上の訴訟 を提起 す ることが できる。受託者は、裁判所

の管轄権 に従 う ことが できれば、 すべての争 いを一つ の訴訟で決定 させ るために、 当事者 の一方 として参 加すべ

きであ る。

通常、受託者 が信託違反 をして信 託財産 を譲渡 した第 三者に対 する受益 者の救済 は、衡 平法 上の訴訟であ る。

しか しなが ら、受益者 は譲渡 された財産が金銭 または動 産であって、受 益者が受託者 か ら即 時かつ無条件に支払

い を受け、 または引渡 しを受 ける権限 を有 して いる限 り、第三者 に対する普通法上 の訴訟を提起す ることが でき

る。第281条 と比較せ よ。
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∪.,_再選 を甜蛙 些 畳彗 豊財 産酬 珪

受益者が、受託者 か ら即 時に財産の引渡 しを受 ける権限 を有 する場合、彼は、第 三者に対す る訴訟に よって回

復 で きるものは何で も受領 し、保有す ることが できる。 しかしなが ら、受益者 に、財 産の即 時引渡 しを うけ る権

限がな い場合 には、裁判所 は、第三者に よる支払 いを受託 者に対 してなす よう指示 するか、新 受託者を指 名 して、

第三者が新受託者に対 して支払 うよう指示 することになろ う。第282条 注h参 照。

」亘._葦≡腫煮jこ.よる蔽1抵

善意有償取得者 でない信託財産の譲受人 に対す る訴 訟は、受 益者 だけでな く、受 託者自身 も提起す ることがで

きる。受託者が、信 託 とは関係 なくその財産 を保 有していた場 合、受託者 には、譲受 人に対 す る訴訟を提起 する

訴訟原因が ないけれ ど も、信託財産の利益 のために訴訟 を提起 す ることが認 め られている。

止 」庄旺暇 話書起よ.る訴 罎

共 同受託者 の一人 が、信託違反 をして、 信託財産 を善意取得者で ない第三 者に譲渡 した場 合に は、他の受 託者

は、第三者 に対 する衡平法上 の訴訟 を提起 する ことができ る。

宇=..」緋 覧製 罐 些よ蚤逝 塾

受託者 が、信 託違反 をして、信託財産 を善意有 償取 得者でな く第三者 に譲 渡 し、その後に、受託者が解任 され、

または辞任 し、後任 者が指名 され た場 合には、 その承継 受託者が、第三者 に対す る衡平法 上の訴 を提起す る こと

ができる.

f. ..前緒壁照

譲受人 に対 する受 託者また は受益者 による訴 訟提起 を妨げ る出訴期限法 または 塀怠責 任(1aches)の 効果 に

つ いては、第327条 参 照。

第295条 受託者および譲受人に対する訴提起の選択

受託者が信託違反をして信託財産を善意取得者でない第三者に譲渡したときは、受益者は、信託違反に関し、

受託者および第三者の両者に対し救済方法を有するが、両者のいずれか一方の請求の満足を受けるにとどまるも

のとする。

注:

旦...宜伍を鳳亘煮

受託者が信託違反をして信託財産を善意取得者でない第三者に譲渡した場合には、受益者は、一つの訴訟の共

同被告として、受託者と譲受人とを参加させることもできるし、受託者だけを相手方に訴訟を提起することもで

きる。また、受託者が裁判所の管轄に属さないときには、譲受人だけを相手方として訴訟を提起することができ

る。

一

受益者が受託者だけを相手に訴訟を提起し、彼に対する判決を得たとしても、もし、その判決が満足のいくも
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のでなければ、受益者は、それ によって、 譲受 人に対す る訴訟を提起す ることがで きな くなるだけではな い。

逆 に、 受益者が譲受人だけ を相手に訴 訟を提起 し、彼に対する判決 を得て も、 もし、その判決が満足 の いく も

のでなければ、受益者は、それに よって、 信託違 反 をした受託者 を相手方 として訴 訟提起 がで きな いわけではな

いo

.仁 債権満 足の効果

受 託者 に対す る受 益者の債権が、全部 または一 部満足 を受けた場合 でも、受益者 は、譲 受人に対する請求額の

残高 について、譲受 人 を相手方 に訴訟 を提 起する ことを妨げ られ ることはな い。

譲受 人に対す る受 益者の請求額が、受託 者に対す る請求額 をこえてお り、受託者 に対する請求額は十分満足 し

ている場 合、受益者は、譲受人に対す る請 求額 で受託者 に対する請求額 を上 まわった分だけ、譲受人か ら回復す

る ことがで きる。た とえば、信託違反 を して、受 託者が信託財産 を売却 し、 その買 主が、 その後に利益 を得てそ

の財産 を売却 した。そ こで、受益者が、受 託者 がその財産 を売即 した時点で の財産 の価額 を受託者か ら回復 した

場合 には、受益者は、その後 に、信託財産 の買 主か ら、彼が売却 して利益 を得 た分、 つま り受益者が既に受託者

か ら回復 した額 との差額 分 を回復す る ことができ る。

譲 受人に対す る受益者の請求額が、受 託者に対す る請求額 をこえて いない場合、受 託者 に対す る請求が十分満

足 してい るときには、受益者 は、譲受人 か らさらに回復す ることはで きな い。

譲受 人に対す る受 益者の請求が全部 または一 部満足 して も、受益者 は、受託者 に対 する請求額の残高分につ き

受託 者に対 し請求す る訴 を提起す る ことができる。

受 託者 に対す る受 益者の請求額が譲受 人に対 す る請求額 よりも多 い場合に は、 譲受 人に対す る請求額 が満足 さ

れ ている ときで も、受益者は、譲受人 に対 する請求額 をこえる分 を受託者か ら回復 する ことがで きる。

」L.』週3量」『睦1ま 左は旗継1艶1竜骨1こよ晶訴訟

複 数受託者の一人が、信託違反 をして、 信託財 産を善意有償取得者 でな い第三者 に譲渡 した場合、信託違反 を

おか した受託者に対 し、他の受託者は、衡 平法上 の訴訟 を提起す ることがで きる(第200集 注e参 照)。 また、他

の受 託者は譲受人に対 して も、衡平法上 の訴訟 を提起す ることがで きる(第294条 注d参 照)。

受 託者が、信託違反 をして、信託財産 を善意 有償取得者でない第三者に譲渡 した場 合、 信託違反 をおか した受

託者 に対 し(第2㏄ 喋 注f参 照)、 また譲受 人に対 して(第294条 注e参 照)、 承継受 託者による衡平法 上の訴訟の

提起 が可能であ る。

第2款 認識(notice)

第296条 信託の存在 に対す る認識

受託者が、信託違反をして、信託財産を第三者に対価を得て譲渡し、第三者がその譲渡を受ける当時に信託違

反であることを知らなかったときは、たとえ信託の存在を知っていても、その譲受人たる第三者は、信託とは関

係なく、その財産を取得する。
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注:

旦._本 条の範棚

受託者が信託違反 をして、 信託財産 を譲渡 した場合、 その譲受 人が信託違反の事実 を知 った ときは、その財産

を信託 と関係な く保有 する ことはで きない。第288条 参照。譲 受人は、 もし信託違反 の事 実を知 らなければ、信託

の存在 を知 っているとい うだけ では、信託 に服 さなければな らな いという ことにはな らない。 もし譲受人が信 託

の存在 その ものを知 らなければ、 もちろん信託違反 の事 実 も知 らないであろ う。他方、譲受人は、信託 の存在 を

知 っていて も、信 託違反の事実 を知 らない とい うことはあ りうる。

譲受人 が信 託の存在 を知 っていたが、 その譲 渡が信託違反で ない場 合には、譲受人は、信託 と関係 な くその財

産 を取得 する。第283条 参照。

瓦_前 後参胆

信託の存在の認識 とは何 かについては、第297条 注d参 照。

第297条 信託違反に対する認識の意義

人が信託違反 を知 っている とい うのは、次の場合 を指 すもの とす る。

(a)現 実 に信託違反 を知 ってい るか、 または知 るべ きで あった場合

くb)現 実 に信託違反 を知 らず、 また は知 るべき理 由がな くとも、制定法 その他 によ り、信託違反 を現実 に知 り、

または知 るべきであった場合 と同一 の1任 を負 わされる場合

注l

a.認 識.(notice)と は何 か

第 三者は、現 実に違反 を知 ってい る時ばか りでな く、知 るべ きであ った場合に も、信託違反 を認識 してい る こ

とにな る。すなわち通常 の思 慮分別あ る人 ならば、受託者が実 際に受託者であ るか 、そして信託違 反 を犯 して い

るか、調査す るような事情 にあ る事実 を知 ってお り、通常 の思 慮分別 にお いて な された調 査に より受託者が信託

違反 を犯 して いることを具体的に知 り、 または知 りうべき場 合を含む。

実際に受託者 である者 と取引す る第三者 が、 その者 が受託者か どうか、彼が信 託違 反をおか して いるか どうか

を知 りうぺ き状態 にあるか、否 かはそして知 りうると した ら調査の範 囲は、 どの程 度な され るぺ きかは事情 に よ

る。 重要 な事情 とは、次の ような ものである。

(1)自 分が取 引 して いる者が実際 に受 託者であ ることを知 って いるか どうか、(2)自 分が取引 している者が受

託者 であると信ずべ き理 由の範 囲、 た とえば、第三者が、実際 にはその者 が受託者 である ことを知 らな くとも、

自分が取引 して いる者 の楠原証 書中の名称が 「受託者 」とか、 または受託者で ある ことを示 す用 語にな って いる

か どうか。(3)取 引す る財産 の種類、た とえば、不動産 あるいは動産、また は債権 か流通性 があるか否か。(4)

その取引が、受託者 の通常 の事務処理過程 をとっている ものか どうか。(5)受 託 者が、 その財産の現実の価額 よ

りも非常に少 ない価格 で処 分 して いるか どうか。(6)第 三 者が 、受託者が その財 産を 自己の利益の ため に処分 す
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る ことを知 って いるか、知 りうべき状態 に あるか どうか。(7)第 三者 が、その財産 を購入 しよ うとしてい るか、

又 は他の取引た とえば、受託者 に支払 いまたは引渡 しを している場 合(第321条 参照)、 信託 財産の受託者 として

行 動 してい る場合(第324条 参照)、 有価 証券の名義登録 を会社が している場合(第325条 参 照)、 または、その他

の取 引で受託者 と取引関係 に入っている場合(第326条 参然)に 、受 託者 と契 約 して いるか どうか。

信託財産の譲受人以外 で、受 託者 と取 引 きす る者が、信 託の存在 について、ま たは受託者 が信託違反 をしてい

るか どうかにつ いて調査 すべきか否 か、 さらに その調査 すべき範 囲は、様 々な事情 の もとにあ り、 これ らの事情

を扱 って いる条文 で考慮 されている。第321条 ～第326条 参 照。

h.,_登{適に阻 立直制 定」虫に よる提鞄

信託の存在お よび信託違反 の存在 を知 る とは何か の問題 は、登録 に関する制定法 に影響 を うけ る。あ る証書が

適法 に登録 され ると、第三者 は、た とえ、実際 にその証書 の存在 や条項 内容 を知 らなかった とか、知る理 由がな

かった としても、制定法 による規定 の範 囲 では、証書 の条項 を知 って いる ことにな る場合が ある。例えば、登録

された信託証書 が登録事務 を取 り扱 う者 の不注意その他 の事故 によって適法 な索引が付せ られてな いとい うこと

が生 じる。 その場合 に制定法 が登録 の結果 を認 めると規定 しているな らば、た とえ実 際には信 託について知 らず、

正 当な調査 によっても信託 が開示 されてな い場合 でも、第 三者 は、 信託の存在 を知 っている と取 り扱われ る。 そ

の ような場合、立法者 は、 どのような ときに信託の存在 を知っている とい うべ きか について、政 策上の理 由か ら

厳 格な規則 を定 めるのである。通常、 証書が登録 され たな らば、第 三者は、その存在 や条項 を知 り又は知 りうべ

き ものであ って、制定法 は具体 的な場 合に、第三者が証書 の存在や 条項 を知 らず又は知 りうぺか りしもので ない

場合 が生 じて もそれ を問題 と してないので ある。制定法 の 目的 は登録 可能 な証書 に基 づいて権利 を主張する者に

対 して、その証書 を登録 するにあた り適 当な注 意 を払 い さえすれ ば、登録 に関す る制定法 の存在 しない場合 よ り

も大 きな保護 を与える ことにあ る。

他方、登録 に関す る制定法 は、登録可 能な証書に基 づいて権利主 張する者に対 して、 その者 が登録を怠 った場

合 に は、 その者 が登録 に関 する制定法 の存 しな い場合 に うける保護 よ りも少な い保護 しか与 えな いことがあ る。

例 えば信託 の受益者 が、信 託を設定 した証書の登録 を怠 った場合、受 託者の債権者 はい くつかの制定法 に基づ い

て、制定法が なけれ ばできない信託財産 にかか って いき、 それを自己の債 権の満足 に充当 する ことがで きる。第

308条 参 照。

登録 に関す る制定法 の効果 に対する検 討は本 リステ イメ ン トの範 囲外である。

輪」瓠理 人 が、仙 托違反]趨1?里 巳書 ことによ 口貝任空錠 顯 宣

信託財産の譲受人 は、 臼)も しその者 が信託の事実 を知 っていた り、知 りうべ き事情 にあった場合、(2)信 託

条項 を知 り、 または知 りうべきであった場合、(3)受 託者 が不 当に信託条項 か ら逸脱 している ことを知 り、 また

は知 りうべ きであった場 合には、信 託違 反 を知 っていた ことの責任 を負う。

u.」 遡 存 イ1≡{亘偲 韻

財産の譲渡 を権原 づける証書 にあ らわれた譲渡人の名称 が 「受託 者」または、受託者で ある こと、な いしは受

託者 であ りそうなことを示す他 の文 言で示 され ている場合 、譲受人 はその譲渡人が実 際に受託 者で あるか どうか
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を調査すべ きで ある。そ のような文 言が、単に当該証書 における権 原保持者 を示 すために用い られてお り、何等

信 託が存在 しな い場合に使用 されていて も、譲受人 は何 らの調査 もせずにその ような意 味に使 用 されて いると考

える ことは正当化 されな い。

適 当な調査 をすれば、信託 の存在 につ いて知 ることが できるか、 または知 る理 由が与 え られるよ うな場 合 には、

譲 受人は、信託の存在 を知 っている もの として責任 を負わ なければな らな い。譲受人 がなすべに調査 の性 質や範

囲は、それぞれの情況に よる。少 な くとも、譲受人は譲渡人 について調査 しな ければな らない。その譲渡人が、

譲 受人に、信託が存在 しな い ことを告げ、譲渡人の言 うことが正 しい と信 じるに相当 な理 由があ り、他 に何 ら役

に立 つ情報 がな い場合には、譲受人 は、信託の存在 を知 っている もの として責任 を負 う ことはない。 しか しなが

ら、他 に役 に立つ と思われ る情報 があれば、譲受人は とっと調査 しなければな らない。例 えば通常、 譲受 人は、

その財産 を譲渡人に引 き渡 した者 を調べ、ある いは、証書の条項 または他 の もの によって情報 が得 られ ると思わ

れる他 の人 を調査すべ きで ある。

信 託条項 に関する譲受人の調査義務 につ いては、注fか ら 」まで参照 。受 託者が信託条項 を逸脱 したか どうか

の調査義務 については、注kか らnま で参照 。

い くつかの州 においては制定法 によ り 「1+ustee(受 託者)」 という文言 が土地 の譲渡証書 におけ る譲受人 の名

に付せ られるだけで受益者が指名 されてお らず、信託の 目的が証書 に示 されて いず、信託 の設定 を示す何 らの証

書 も登録 されていない場 合に は、土地 の購 入者 は何等信託の対抗 をうける もので ない旨が規定 され ている。

旦」 麺 存在 を示す情遡

その者が受 託者である ことを示す ような ものが証書に何 もあ らわ れていな くとも、信託 の存在の調査 を購 入時

に必要 と させ るような情況が ある場合が あ る。たとえば、他の人が、 その土地 を占有 して いるという ことは、 そ

の者が その土地 の信託 の受 益者か、 さもなけれ ば、その土地に関 し権利 を有 して いる者か どうか、購入者 に調 査

を必要 とさせ るに十 分な もので あろう。

f,一品 睡魚田 の1魍勘

受託者が信託財産 を第三者に譲渡す る場合 で、 その第 三者が、譲渡人が その財 産 を信託 として保有 している こ

とを知 り、 または知 りうべ きときに は、通常、譲受人 は、その受 託者 に譲渡 の権限が与 えられて いるか どうか、

また、 どういう場合 に譲渡 の権限が与 え られているのかを明確 にす るために、 信託条項 を調べ るべ きである。

呂－L.証書塑 登録亙 れている糧鯉1継

信託が、遺言 または登録 された証書 によって設定 された場合、 譲受人が情報 を うるために、その証書の条項 を

見 なければ、正 当な努 力を払 った とはいえない。

例:

1.Aは 、 ある一 定の株券 を、Cの ための受 託者Bに 遺 贈 した。遺言 書には、その株券を売却 してはな

らないとされ ていた。その株券 は、 「Aの 遺 言に もとつ く受託者B」 名 義になって いる。Bは 、 これ を

Dに 売却 し、株券 をDに 引渡 した。Dは 信託 に服する。

旦L延 監 担騰蹴 き虹 て1虫 翌鰻登酬 査
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信託が、登録 されてはいな いが、成文の証書 によって設定 された場合、譲受人が情報 を うるために、 証書の条

項 を発見 し調査 するための相 当な試みを しない限 り、正 当な努力を した とは いえな い。

例:

2.捺 印証書に よって、Aは 、 ある財産 をCの ための受託 者Bに 譲渡 した。その証書 の条項 によって、

その財産 を売却で きないとされている。Bは 、 その財産 をDに 売却 し、Dは 、その信託 が成文 の証 書に

よって設定 されて いる ことを知 っていたが、そ の証書 を見 る努力 を しなか った。Dは 、信託に服 する。

3.事 実は、例2と 同じで あるが、Dが 、その信託が成文 の証書 によって設定 された ことを知 らず、

または知 りうべき理 由が ないの でBに 売却 の権限があ ると信ず るに相 当な理 由があ る点 だけ異な る。D

は、信 託 とは関係な く、その財産 を取得す る。

⊥..信 託条項が・成 文の証書迩こ」よらLな⊥・場合の調査

譲受人が、信託 の存在 を知 っていたが、信託条項が 書かれている証書の存在 を知 らず、 また、知 らない ことに

相 当な理 由があ る場合、 あるいは、実 際に、その ような証 書が ない場 合、 譲受 人が調査すべ き範 囲は、情 況に よ

る。譲受 人は、少 な くとも、譲 渡人 について調査 をなすべ きである。譲渡人 が譲受人 に、信託条項 は成文 の書 面

で 明 らかに されて いないと言 った場合、 譲受人は、そ の情況の もとで可能 な調 査 をさらにすべ きである。注dと

比較せ よ。

L_f口 鵠 条項 ρ法的効果の 認識

譲受人 は、 信託条項 を知 り、 または知 りうべ き状態 にあ った場 合、 これ らの条項 の法 的効果 の認識につ き責任

を負 う。 たとえば、信 託条項に もとづ き、受託者 に信託財 産売却 の権限が与 えられ ていない場 合には、 た とえ受

託者に売却 の権 限を与えてい るかのよ うに譲受人が信託 証書を理解 す ることが相当 であっても、 さらに、資格の

ある弁護士の ア ドバ イスの結 果 とし譲受人 がそ う解釈 した場合 で も、 譲受 人は、受託者 に権限 がない と知って い

る ことに責任 を負 う。第201条 注aと 比較せ よ。

k.信 託条項 を逸脱 してもΣる ことの認識

譲受 人が信託の存在 と信託条項 の存在 を知 ってい る場合 で、 もし相当 な努 力をすれば譲渡人が信託違反 をおか

している ことが確かめ られ るときには、譲受人 は、その信託に服す る。 たとえば、信 託条項 に よって、受益者 が

同意 を与 えた ときにのみ受託者 に信託財産売却 の権 限が与 えられ る場合、 その信託条項 を知 って いる買主は、受

益者が 同意 を与えたか どうか を調べなけれ ばならない。受益者が同意 を与 えたかどうか確認 す るために買主が相

当な努力 をした後に、受 益者が同意を与 えていると信 ずべ き相当な理 由がなけれ ば、買主 は、 その信託に服す る。

もし信託条項 を逸脱 する ことが適法 で、受託者が それに対 して責 任 を負わな い場合 には(第165条 ～第167条 参

照)、 譲受人は、何 ら責 任を負 う ことな く、信託 とは関係 な しにその財 産を取得す る。

上 一譲受人が、信託 と信託条項 の存在 を知 り、その譲渡 が信託違反 になるのか どうか を確認す るために相 当な努

力 を した後、 その譲渡が信託違反 でないと信ずべ き相当 な理 由が ある場合 には、善意有償取得者 の他 の要件 がそ

なわ っていれば、譲受人 は、信託 とは関係 な く、その財産 を取得す る。もし信 託条項によって、受託者の裁量 で、

それ が賢 明であ ると判断 したときには、信託財産 を売却す る権限が受 託者 に与 え られている場 合、買主は受託者
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の裁 量が適 当であるか どうかを調べ る必要はない。 しかしなが ら、買 主が、受託者 が裁量権 を濫 用 し、 したが っ

て信託財産の売却が信託違反 になる ことを知 り、 または知 りうべ き ときは、買主 はその信託 に服 する。

例:

4.Aは 、信託 と してBに 甲地 を譲渡 し、 その信託 の内容 は、Bが 、 甲地 を売却 す ることがCの 扶養

のための金銭に必要 と判断 した ときは 甲地 を売却 する、 とい うもの であった。Bは 、信 託および信託条

項の存在 を知 ってお り、実 際は、 甲地の売却 は必要 でなかったが、Cの 扶養 のために甲地の売 却が必要

と信ず るに相当 な事情 のあ るDに 、 甲地 を売却 した。Dは 、信託 と関係 な く、甲地 を取 得する。

m.そ の財産 に対す る権原 を示す証書 に、 譲渡人 の名 称が、受託 者 または受託者 であ るか、な いしは受託者 であ

りそうな ことを示す他 の文言で書かれ てお り、 かつ、その財産 が譲受人 に対 す る譲受人の個人的責務の支払 いの

ため、 または譲渡人個人 の利益の ため であると譲受 人が知ってい る取 引にお いて譲渡 された場合、譲受人は、 そ

の譲渡 が信 託違反 である ことを知 って いる者 としての責任を負 う。

旦_信 託の冊理 上に'L並 左債務

受託者 が、信 託の管理 上、不 当に第三者 に対 する債務 を生 じさせ債務 を弁 済す るために信託財産 を使用 した場

合、 その債権者が、 受託者が生 じさせ た債 務が適法 な ものでな いこと、 および信託財産は その債務 の支払 いに適

法 に使えな いことを知って いるときには、債権 者は、支払われた金額 につき責任 を負 う。第268条 参照 。

しか しなが ら、信託の管理上、 その債務が適 法に生 じた場合、信託 財産 か ら支払 われ た金額 を受領す る際に、

債権者は、受託者が信託財産 に対し僻 怠に あた るか どうか を確認 するために、受託者 の経理報告 を調査 す る義務

はない。

o.流 通証券一(negotjab力eL血stm■ent)

もし流通為替手形ま たは約束 手形が、受託者 という文言 または、受 託者で あるか、 ない しは受託者であ りそ う

な ことを示す名前の者 に支払 われる ように なって いるか、 あるいは裏 書 され た場 合には、 譲受人は、その手形 の

所持者が実際 に受託者 か どうか、 どの ような情況 の もとでその証 券 を譲渡す る権限が与え られ るのか どうかを調

査すべ きである。

統一受認者法第4条 によれば、流通証券 の譲受人 は、 た とえ信託の存在 を知 り、譲渡が信託違反か どうか確 か

め よ うとしな くとも、 自己の証券譲受行為 が悪意 でな された とい う認識が な く、又は受託者の 自己に対す る個 人

的債務 の支払 い又は担保 として証券 を譲 り受ける、又は受託者の個人的利益 のためにな された取引 である ことを

譲受人が知 っていて譲 り受 け ない限 りは、 正当な所持人である。

旦二_講堂ムの 代理人 の轟 識

信 託財 産の譲受人が、その財 産を代理 人 を通 して買入れ た場 合 には、譲受 人は、代理に関す る リステ イ トメ ン

ト第2版 築274条 に述 べ られて いるよ うに代理人が信託違反の事実 を知ってい るか否か によ り影響 される。信 託財

産 が、代理 人 を通 じて取得 され、代理 人が 当該譲渡が信託違反 である ことを知 らないが、本人 が これを知 って い

る場 合につ いては、代理 に関 する リステイ トメ ン ト第2版 第256条 参 照。

旦.」豊孟遊者義 塾購ム
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もし受託者 が信託違 反 をして信託財産 を売却 し、 買主が、 自己の ための受託者 としての他人 の名 で、 その財産

に対す る権原 を取得 した場合に はそ の買主 な らびにその者の受託者 の両者 が信 託違 反の事実 を知 らなけれ ば、受

益権 は消滅す る。

例:

5.Aは 、Bの ため の財産の受託者 である。信託違反 をしてAは 、 その財産を、対価 を支払 ったCに

売却 した。Cの 指示で、Aは 、 その財産 をCの 受託者 たるDに 引 き渡 した。CもDも 信託違反 であ るこ

とを知 らなか った。Dは その財産 をCの ための信託 として保 有し、Bの 権利は消滅す る。

.r」 買主 がみずか ら買受行為 をして、 自己のための受託者の名 で権原 を取得 した場 合、その買受 けがな された時

に その財産 の譲渡が信託違反 であることを、 その者 の受託者 は知 らな くと も、 買主が知って いたときは、 買主は、

信託 に服 する。 しか しなが ら買受が第2の 信託 の受 託者に よ りなされ、当該譲 渡が信託違反で ある ことを知 らな

い場合 には、第2の 信託の受益者 が信託違反 であ ることを知 らず、 買受以 前に信託違反であ る ことを第2の 信託

の受 託者に告知す ることを怠 らない限 り、第1の 信託 は権利が消滅 する。代理 に関す る リステ イ トメ ン ト第2版

築256条 と比較せ よ。

例:

6.AはBの ための財産 の受 託者であ る。信託違反 を して、Aは その財産 をCに 売却 し、Cは 対価 を

支払 った。AはCの 指 示に従 って、その財産 をCの ための信託 として、Dに 引渡 した。Cは 信 託違 反で

あ ることを知 っていたが、Dは 知 らなか った。Dは 、 その財産をBの ための信託 に従 って保 有す る。

7.AはBの ための財産の受 託者であ る。Cは 、Dが 受 託者であ る他の信託の受益 者である。DがC

のた めの信託 と して保 有 していた金銭で、Bの ための信託 としてAが 保有 していた財 産を買受けたが、

AのDへ の譲渡 は信託違反であった。DはAの 譲 渡が信託違 反であ ることを知 らなか った。Cは 、Aに

はBの ための信託 として保有 して いる財産 を売却 する権限がない ことを知 っていたが、その財産 を買受

け るDの 意 図を知 ることはなか った。Dは 、Cの ための信託 として その財産 を保有 し、その財産上 のB

の権利 は消 滅す る。

s.買 主が 自分 自身 で買受行為 をして、 自己の ための受託者の名で権原 を取得す る場 合、買受 けの時に、 その譲

渡が信託違反 である ことを知 らないときに は、 自己の受託者が信託違反で ある ことを知 っていて も、買主 は、信

託 とは関係 な くその財産 に対す る権原 を取得す る。 しか しなが ら、 もし買受 が第2の 信託 の受託者 によってなさ

れ、 その譲渡 が信託違反であ る ことを知 っていたな らば、第2の 信託 の受益者が その ことを知 らな くて も最初 の

信 託 の権利 は消滅 しない。

例:

8.Aは 、Eの ための財産 の受託者 である。Aは 信託違反 をして、 その財 産 をCに 売却 し、Cは その

対価 を支払った。Cの 指示 によ り、Aは その財産 をCの ための信託 と して、受託者Dに 引 き渡 した。D

は信 託違反の事実 を知 っていたが、Cは 知 らなか った。Dは 、 その財産 を、Cの ため の信託 として保有

し、その財産上のBの 権利 は消滅 する。
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9.Aは 、Bの ため の財産 の受託者である。Cは 、Dが 受託者 であ る他 の信託の受益者 であ る。Dは 、

Cの ための信託 として保有 している金 銭で、AがBの ため の信託 と して保有 して いる財産 を買入れ た。

AのDへ の譲渡は、信託違反 である。Dは 、AのDへ の譲渡 が信託違反 で あることを知 って いたが、C

は知 らなかった。Dは 、 その財 産を、Bの ための信託に従 って保有 する。

t..側 与と旦 第.三者(彊 』旺}』 才1で1授1ナ る場 合

受 託者 が、信託違反 を して信託財産 を売 却 し、 その買主が、贈与 の方法 として他人の名でその財産に対す る権

原 を取得 する場 合、 その買主が信託違反 の事実 を知 らずに対価 を支払 ったときは、受益権は消滅す る。 その財産

を譲 渡 された者が信 託違 反の事実 を知 っているか どうかは重要 では ない。 とい うの も、その買主が、最初 に自己

の名 で買受 けて、後 に無 償でそれ を譲渡 した場 合 と同 じ効果を有す るからである。第316条 参照。

第3款 対 価(vaIue)

序 論:

本 款では譲渡が信 託違 反であ る場合 に、信託財産 の譲受人がその財産 を信 託 と関係な く保有で きるようにす る

目的での対価を構成 する ものが何で あるか とい う問題 を取 り扱 う。例 えば譲 渡が債権者につ いて詐欺に ならない

よ うにとい う目的又 は実 行可能な約 束 をなす 目的 といった他の 目的 に関す る対価 とは何か という問題は、本 リス

テ イ トメ ン トの範 囲外 である。

第298条 現存する対価

金銭の支払 い、その他 の財 産の譲渡 また は労務の提供 が、信託財 産譲渡の約因 と してなされたときは、その信

託財産の譲渡 は、対価 を有 する ものであ る。

注:

a.金 織壁支 払

信託財産 の譲受人が、 そのために金銭 を支払 った場合 は、その譲 渡は対価 を有 す る。

上 一.腿 の 交換

信託財産 の譲受人が、交換 に他の財産 を引き渡 した場合、 その譲 渡は対価 を有 す る。

例:

1.Aは 、 ある社 債の受 託者 である。Aは 信 託違反 を して、その社債 を、 信託違 反である ことを知 ら

ないBに 譲渡 し、Bは 、それ に対 し、交換 に甲地 を引 き渡 した。Bは 、 善意有償 取得者である。

」≡」_i責縫 一馳ssign■entofaclai■1

信託財産 の譲受人が、第三 者に対す る債権 を、譲渡可能 であろう となか ろうと、書 面によるか口頭 に よるかに

かか わらず、信託財産 と交換 に譲渡 した場合、 その譲渡 は対価 を有 す る。
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例:

2.Aは 、 甲地の受託者であ る。Aは 、信 託違反 をして、 甲地 をBに 譲渡 し、Bは 、信託違反 の事実

を知 らず、交換 にCに 対す る債権 を譲渡 した。Bは 善意有償取得者 である。

繊

本条 で述 べ られてい る規則 は、信託財産が、 その譲 渡時にな され たロー ンのための担保 と して譲渡 され た場合

に も適用 される。第284条 注g参 照。

皇..労 務 の提供 皇endition _ofsexyiCCS)

信託財産 の譲受 人が、その支払いのた めに労務 を提 供 した場 合、 その譲渡は、対価 を有 する。

例1

3.Aは 、あ る社債の受託者で ある。Aは 信 託違反 を して、Aの ため の弁護士 と してな され たBの 労

務提供 の対 価 として、信託違反の事実 を知 らないBに 、その社債 を譲渡 した。Bは 善意 有償 取得者 であ

る。

.L第 三 者 によって支払 われ た対価

譲受人以外 の者が支払 い をな した として も、そ の譲渡 は対価 を有す るもの とされ る。 この ことは権原が 自己の

利益 のために譲受人 の名 で取得 される場合 にも、取得 の対価を支払 った者の受託者 として取得 す る場合に もあて

は まる。

例:

4.Aは 、Bの ための有価証券の受託者で ある。Cは 、その有価証券の対価1,㎜ ドル をAに 支払 い、

Cの 指 示で、Aは それ をDに 譲渡 したが、Cは 、その有価 証券 をDに 贈与す る意思 であった。Aに よる

有価証 券の譲渡は信託違反 であ ったが、Aに よる有価証券 の譲渡は信託違反であ ったが、CもDも その

ことを知 らなかった。Dは 、信託 と関係な くその有価証券 を保有で きる。

5.Aは 、Bの ための有価証券の受 託者で ある。Clま 、 この有価 証券の対価1.㎜ ドルをAlこ 支払 い、

Cの 指 示で、Aは それ をDに 譲渡 したが、Cの 意 図は、DがCの ために信託 として、 その有価 証券 を保

有 する点 にあった。Aに よる譲渡は信託違反 であったが、CもDも その ことを知 らなかった。Dは 、そ

の有価 証券 を、Cの ための信託 として保有 し、 その有価証 券上のBの 権利は消滅す る。

あ る者が 自己に対 する贈 与 として第 三者の名 で信託財産 を購入 した場合 の認識の効果につ いては第297条 注t参

照 。

あ る者が 自己 の受託者 と して他の者 の名 で信託財産 を購入 した場合 の認 識の効果につ いて は第297条 注q～s参

照。

』⊥.節 三;壼に土 払われた約 因

約 因が、受託者 でな く、受 託者の指示 で第 三者に支払 われても、 その譲渡 は対価を有す るものである。

例:

6.Aは 、有価 証券 の受託者 である。信託違反 をしててAは 、 それをBに 譲渡 し、Aの 指示 で、Bは
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その約 因1,㎜ ドルをCに 支払 った。Bは 信託違 反の事実を知 らなかった。Bは 善意有償取得者であ る。

h.エ スクロウによる寄託

約 因がエ スクロウによる寄託 であって も、 その譲渡 は対価 を有 す る。エスク ロウで交付 された財産に対 す る権

原が預金者 によって特定 され た出来 事の発生 まで認 め られ ないに もかかわ らず、預金 者はそれによって、 自己の

それに対す る監督 を放棄 し、預金 を撤 回す る権限 を有 しない。 しか しなが ら預金者 が撤 回の権 限を留保 した り、

特 定の出来事が、単な る預金者 の将 来の精神的 な欲求や意 図で ある場 合には、エ スクロウによる寄託ではない。

第詔 条注d参 照。

」。 割 田が.卜分 かどう血

約 因が信託財産の価額よ りも少 な くて も、その譲渡は対価を有す る。しか しなが ら対価の額 は譲受人が譲渡人

は譲 渡をなすにあたって信託違反 を犯 していた ということを知 って いたという証拠 とな りうる。

対 価は信託財産 の価格 と比較 して重要 ではない とい う事実は、その取引が売 買ではな く、贈与 であ ることの証

拠 となる。

⊥。_一返還(r鱈tilutionLのL可 能 .性

受 託者 が、 その代金 をまだ保持 して いて、譲渡人 に返 す こと もで き、あ るいは受 益者がその金額 を譲渡人に支

払 う ことが可能 であって も、 代金が支 払わ れていれ ば、 その譲渡 は対価を有す る。購 入者 は、財産 を保 有す る権

原が ある。そ して、その者 が支払 った ことにつ き、財産上 に先取特権 を付 け ることを制限 されな い。購 入者は単

に 自己が支払 ったものの損失 について保 護 され るだけ でな く、購入 の利益 を享受で きる。

例:

7.Aは 、Bの た めの 甲地 の受 託者であ る。信託違反 をして、Aは 甲地 を10,㎜ ドルでCに 売却 した。

Aは 甲地をCに 引渡 し、Cは 、信 託違反の事実 を知 らずに、 その代 金を支払 った。Bは10,㎜ ドルをC

に提供 して、甲地 の返還 を要求 した。Cは 甲地の返還 を強制 され る ことはな い。

第299条 譲渡前における対価の支払

信託財産の譲渡 は、その譲 渡の以 前に対価が支払われ た場合で も、対価 を ともなう譲渡 と言える。

注:

旦.本 規則 の範一囲

譲渡以前 に対価が支払われ て も、 譲渡 と対価支払の双方が、譲受人 が信 託違 反 の事実 を知 る前になされていれ

ば、その譲渡につ いて対価 を支払 った譲受人 は、善意有償取得者 である。

例:

1.Aは 、甲地の受託者で ある。Aは 、信託違反 をして、19雛1月1日 に、 甲地 をBに10.㎜ ドルで

売る ことを約 束 した。1932年2月1日 、BはAに 代金 を支払 った。 同年3月1日 に、Aは 甲地 をBに 引

渡 した。同年3月2日 、Bは 信託違反 である ことを知 った。Bは 善意有 償取得者で ある。
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b.本 条で述べ られ ている規則は、対価が支払われ た時 に信託 財産が確認 されて いな くても、 あ るいは、 その時

に受託者が保有 していな くて も、適 用 され る。

例:

2.Aは 、農場の受託者 であ る。Aは 、信 託違反を して、次の収穫か ら1.㎜ ブ ッシェルの小麦 をB

に売却 する ことを約束 し、Bは 、 その合意 の時に代金 を支払 った。 その後、 小麦 がで き、刈 りと られB

に引渡 されたが、Bは 信託違反の事実 を知 らなかった。Eは 善意有償取得者 である。

c.本 条 によってカバー され る情況 と、信託財産 に対 し対価が支払わ れた のではな く、受 託者が第三者 に対 し債

務 を負ってお り、その後に その債務 の弁済 のために信託財産が譲渡 された場合 に生 じる情 況 とは、 区別 される。

第304条 参 照。

d.債 務 を負 った時に、 その後 に財産が譲 渡 されるのに従 って担保供 与す る とい う合意があ った場合、既存 債務

に対 する担 保供与の ための信託財産 の譲渡 に関 しては、第305条 参照。

e,対 価 の支払われ た後 であるが、 譲渡 がな される以前に、譲受人 が信託違反 の事実 を知 った場合 に関 しては、

第311条 参照。

第300条 譲渡後における対価の支払

信託財産の譲渡 は、その譲渡後に対価 が支払 われて も、対価 を ともな う譲渡 と言え る。

注:

a.譲 渡が な された後 に対価が支払われて も、譲渡 と対価 の支 払 いの双方が、譲受人が信託違反 の事実 を知 る前

に なされ ていれば、 その譲渡 に対 し対価 を支払 った譲受 人は、 善意有償取得者で ある。

例:

1.Aは 、甲地 の受託者で ある。信託違反 を してて、Aは 、1932年1月1日 に、 甲地 を10,㎜ ドルで

Bに 売却する ことを約束 した。同年2月1日,Aは 甲地 をBに 引渡 し、 同年3月1日 に、Bは その代 金

を支払 った。同年3月2日 、Bは 信託違反 の事実 を知 った。Bは 善意有償取 得者であ る。

b.本 条 で述 べ られて いる規則 は、担保 の手段 と して譲渡す る場合 に も適用 される。

例:

2.Aは 、非流通 社債券(non-negotiablebonの の受託者 である。信託違 反 をして、Aは 、 将来の当

座 貸越の担保 としてB銀 行 に、 その社債 券 を預 け入れ た。その後 、AはB銀 行に、 その社債券 を預け入

れた。 その後、AはB銀 行で当座貸 越 とな ったが、B銀 行 は、信 託が存在す るという事実 を知 らなか っ

た。B銀 行 は、貸 越金額についての担 保 として、 その社 債券 を保 有す ることが できる。

c.譲 渡後 ではあるが 、対価の支払がな される以前 に、 譲受人 が信託違 反であ ることを知 った場 合の効果につ い

ては、第301条 参照 。
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第301条 信託違反を認識 した後における対価の支払

信託財産 の譲受人 は、対価支 払以前に、 その譲渡 が信託違反で あること を知 ったときは、その認識前 に信託 財

産の引渡 を受 けた場合で も、その信託 に服 する。

注:

皐t査 鳳』叩己一範則

信託財産 の譲渡が信託違反 である ことを知 る以 前に、 その引渡 しがな されて も、対価 の支払 がな され ていなけ

れば、譲受人 は、対価の支払 がなされて いなけれ ば、譲受人は、 その信託に従 って、 その財産 を保 有す る。第28

9条参 照。 譲受人が信託違反 である ことを知 った後 は、対価 を支払 う ことに よって、 自己 の立場 を良 くす る こと

はで きな い。

第302条 対価としての約束

(1)本 条(2)項 および(3)項 の場合 を除き、将 来、対価 を支払 うとい う旨の 約束を約因 と して信託財産の譲渡が

なされたときは、その譲 渡は対価 を有 しない ものである。

(2》信託 財産 の譲 渡が 、譲受人が信託財 産の譲 渡を受け られない場合で も、対 価 を支払 うぺ き旨の約束を約因

と してなされたときは、対価を ともな う譲 渡と言 うことができる。

(3)信 託財産 の譲 渡が 、将 来において対価 を支払 うぺき旨の約束 を約因 と してなされた場 合 において も、 も し、

譲受 人が その約 束を履行 すぺき責任を免除 され ても、その者の譲受 けた信託財産 を返還させる ことが衡平の観念

上許 されないよ うな事情 の変更が生 じた ときは、その譲渡は対価 を ともな う譲渡 と言 うこ とができ る。

注:

a、 本来の範 囲

本条 で述べ られている規則 は、信 託財産 を譲渡す る約 因としての約 束が、金銭 を支 払 う約 束であろう と、他の

財 産 を譲渡す る約束 であろう と、労務 を提供す る約束 であろうと、 いずれの場合 に も適用 され る。

(1)項 の注:

b,脚 †「な き約束

(2)項 お よび(3)項 で述べ られ ている場 合 を除 き、信託財産の譲受人 が、 その対価 と して支払 をなす約束 を した

が 、買受代金の支払 いを完了す る前 に、 その譲渡が信託違反であ る ことを認識 した場合、 たとえ、 その財産 が、

信 託違反 を認識す る前に譲受人 に引渡 されていた として も、譲受人 は善意 有償取得者 とはな らない。対価 となる

とい うことは、約束する ことではな く、履行をなす ことである。譲受人が信 託財産の 引き渡 しを強制 され た場合、

譲受 人は約 因の減失の抗弁 を有す るの で、 もちろん買受代金支払 いの責任 か ら解 き放 たれ る。

例:

1.Aは 、非流 通社債券の受 託者である。Aは 、信託違反 をして、その社債券 を代金後払 いでBに 売

却 した。Aは その社債券 をBに 引渡 したが、Bが 代金 を支払 う前 に、信託違反であ る ことをBは 認識 し
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た。Bは 、 その社債券 を信託 のために保有 す ることに なる。

旦L信 託違反 を認識 す⊇ 前 口支払.い

譲受人 が、信託違反 を認識す る前に買受 代金 を支 払 った場合、 その支払 いが信託財産の引渡 のあ とにな され た

として も、譲受人 は、対価 を有する買主である。第300条 参照。

嚇 遊星 口認識揃1三おけ るエエク ロウによる寄託

譲受人が信託違反 を認識 す る前に、買受代金 をエス クロ ウによ り寄託す る場合、 たとえ信 託違 反であ ることを

譲受人が認識す る前に買受 代金が受託者に支払われて いな くと も、譲受人は善意有償取得者 である。第298条 注h

参照。

c.認 識後 の支 払い

信託財産 の譲受人が、買受代金の一部 を支払 う前に、そ の譲渡が信託違反 である ことを認識 した場合、 その後

に買受代金 を全額支払 って も、信託財産 の譲受人 は、 その信託 に服 する。第301条 参照 。

1.流 通証券 垣egoti延 山eLinstru■ent)

本条 で述 べ られて いる規則 は、他 の財産 と同様 に流通証券 に も適 用 される。統一流通証券法(unifor■mego-

tiableinstru田entslaめ25条 では、価 格は単純 契約 を維持す るのに十分な対価であ ると規定 されるに もかかわ

らず、54条 で は約束 した金 額の全部を支払 う前に譲受人 が証券又 はそれを流通す る者 の権原 に眉庇 があ ることを

認識 した場 合 には、 譲受 人は 自己が支払 った金額の範 囲においてのみ正当な所持人 と考 え られる と規定 され てい

る。

例1

2.Aは 、流通社債券の受託者 であ る。信 託違反 をして、AはBに その社債券 を売却 した。Aは その

社債 券をBに 交付 した。Bは 、 その代金 の一部 を支払 う前 に、 その売 買契約 が信託違反 であ る ことを知

った。Bは 、 その社債券の取得 につき信託 に服す ることになる。

9.銀 行行田金

本 条で述べ られて いる規 則は、受 託者が信託違 反 をして、信用 のためであ ろうと、取立て のためであろ うとコ

マー シャル ・ペ ーパ ーであろ うと信 託 として保 有す る金銭 であろ うと、銀行に預金 し、 それ によ り銀行が受託者

を信用す る場合 に も適 用 され る。

例:

3.Aは 、10,㎜ ドルの約束手形の受託者 であ る。Aは 信託違反 をして、 自己の個人口座の信用 のた

めに、E銀 行に その手形 を預 けた。Aは 銀行 に負債は ない。B銀 行 が、 その手形を保有 してお り、Aに

おいて何 ら引 き出 しがなされる前に、 その手形の預 け入 れが信託違 反である ことを知 った。Bは 、その

手 形 を信託の制約 つきで保有 する ことにな る。

互.一信託違 反の受託者が 、銀 行に商業手形や信 託金 を預 け入 れていて、銀行 が信託違反 である ことを知 る前 に、

その受託者が預 け入 れた全額 を引き出 した場合、銀行 には、それ以上の責任はな い。第324条 注g参 照。

例:
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4.Aは 、10.㎜ ドルの約 束手形 の受 託者 である。Aは 、信託違反 を して、その約 束手形を、Aの 個

人 口座 の担保 のためにB銀 行に預 けた。B銀 行が、その約 束手形の預 け入れが信託違反であ ることを認

識 する前に、Aは 預金 して いた全金額 を引き出 した。Bに は、それ以上 の責任はな い。

預金 の全部 を消費 してはいない受託者 による預 金の引 き出 しの効果 につ いては、第303条 注d、e参 照。

(2)項 の注:

⊥_⊇f拭 ゴ巳 な らな い擬 古

通常、対価 を支払 う旨の信 託譲受 人に よる約束 は、 対価 ではない。何故な らば、譲受人が信託財産を戻 さな け

れば な くなった時 には、対 価支払いの義務 はな くなるか らであ り、その約 束 につ いて訴えが提起 された ときには、

約因 の失効 を抗 弁とす る ことがで きる。約束 について訴 えが提起 された場 合、約 因の失効が譲受 人の抗弁 とな ら

な いときは、常 にその約束 は対価 を有す る もの とな る。

⊥L麹 ⌒ 斑 形

信託違反 を侵 して、受託 者が信託財産 を譲渡 し、 譲受人が信 託違反 の事実 を知 らず、買受代金のかわ りに約束

手形 を与え、その手形 が正当所持人に譲渡 されたときは、譲受人 が手形を決済 する前 に信託違 反 を知 った場 合 で

も、譲受人 は善意 有償取得者 であ る。

信託違反 をして受託者 が信託財産 を譲受 し、譲受 人が信託違 反の事 実 と知 らず 、買受代金のかわ りに約 束手形

を与 え、 その手形が正 当所持人 に譲渡 され なかった ときは、譲受 人は手形 の譲渡又 は取『削こつ き、信託財産の引

き渡 しを強制 され うる。信 託の受益 者 は受 託者 に手形 を譲受人に引 き渡す、又 は手形 を取消す ことを強制で きる

し、譲受人 に信 託財産 を引き渡す よう強制 できる。

L譲 受人 が信 託財産 の引き渡 しを強制 される ときに、約因の失 効の抗弁は、 その約 束につ き訴 えが提起 された

場合 に、 譲受人 に適用 され な いとい う他 の事例 において、譲受 人の約 束は対価 を有 す る。譲受人に よる第三者へ

の約束 、た とえば、受 託者 が信託財 産 を譲 渡する約 因 として、譲受人が受託者 の第 三者に対す る債務を支払 う旨

の約束 を取 引の一部 として第 三者が受託者 に対す る債権 を放棄 した場 合で、第三 者が信託違反の事実 を知 らな い

ときは、第 三者 が譲受 人の約 束 を強制で きる時 か ら対価を有する ことにな る。

(3)項 の 注:

1.韻 異 人ρ 事情変更(ch坦 匹eρtPO画tionユ

譲受 人が、将来、そのための支払 いをするとい う約 束の約因 として、受託者 が信託財産 を譲渡 した場合、譲受

人 の約 束が免責 された として も、信託財産 を引渡すのが衡平の観 念に反す るよ うな事情の変更が あるときには、

信託財産 の引渡 を強制 される ことはな い。た とえば譲渡の約因 として、譲受人 がその当時、第三者 によ り所有 さ

れ ていた他 の財産を買受けて、受託者 に譲 渡す ことを約 束 し、譲受人が第三者 とこの財産 を買受け て契約 をなし

た場 合、譲 受人は信託財産を引 き渡す ことを強制 され えな い。

第303条 一部支払 い
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前条(2)、(3)項 の場合 を除き、信託財産 の譲受人が 、譲受後、その対価 と して支払 う旨の約束 を した額の一部

を支払 ったが 、まだ全 部の支払い を完 了す る前に、 その譲渡が信託違反であ ることを知 った場合 は、譲受人 は、

その財産 を信託 とは関係な く保有す ることはで きな い。ただ し、譲受人 は、信託違反であ ること を知る前 に支払

った部分の返還 を確保 するため に、譲受 けた信託財産 にっき衡 平法上 の先取特権 を取得す る。

注:

轟..本条 の範 襲

第302条(2)、(3)項 で述 べ られてい る場合 を除き、信託財産 の譲受人 が、その約 因 として支払 うことを約束 した

代金 の一部 を、信託違反 である ことを知 る前に支払 った場合、譲受 人は、買受 代金の残額 を支払 う権原 はな く、

信託 と関係 な くその財産 を保有 する権原 もない。

財産が譲渡 され、譲渡が 信託違反であ るとい うことを知 る前 に譲受 人が買受け代金の一部 を支払 った場 合、譲

受人は支払 った買受代金 の部分 を返 還 されな くて、返還 されるまでは財産 の引 き渡 しを強制 され えない。

b,本 条で述べ られ ている規則は、信託財産の譲渡 を受 ける約 因 としての約 束が、金銭で支払わ れる場 合だけ で

な く、他の財産 を引渡 す場 合、労務 を提供す る場合 にも適 用 され る。た とえば、第302条(2)、(3)項 で述べ られて

いる場合 を除 き、信 託財産の譲受人が、 その対価 として他 の財 産 を譲渡す る約束 をし、信託財産 の譲渡が信託違

反 であることを知る前に、 その財産の一部 を引渡 した場合 、その者 は財産の残 りの部分 を引渡 す権原はな く、 ま

た信託 とは関 係な く譲受け た財産 を保有 する権原 はない。ただ し、譲受人が 引渡 した財産が 自己の もとに戻 る又

は、 その財産 の価格の返還 をうけるまでは、信託財産 を引渡す必要 はない。 同様 に、信託財産 の譲受人が支払 い

につき労務 の提供を約 し、一部分 を提供 したが全部 を履行す る前 に信託財産 の譲渡 が、信託違反 である ことを知

った場合 には、譲受人は第302条(2)、(3)項 で述 べ られて いる場合 を除 き、約 束 した労務 の残 りを提供す る権原 も

なければ信 託財産 を信託 とは関係な く所有する権原 もな い。た だし、譲受人 が提供 した労務 の対価 を返還 される

まで、信 託財産 を引 き渡す必 要はない。

⌒

本条に述 べ られて いる規 則は、他 の財産 と同様 に流通証券に も適 用 される。統 一流通 証券法54条 では約 束 した

金額の全部 をす るよう前に譲受人が証券又はそれを流通す る者 の権 原に暇疵 がある ことを認識 した場合 には、譲

受人は自己が支払 った金額 の範囲にお いてのみ正常な所持人 と考 え られる と規定 されてい る。

例:

1.Aは 、10,㎜ ドルの約 束手形の受託者で ある。 信託違反を して、Aは 、9,㎜ ドル支払 うことに同

意 したBに 、 その手形 を売却 した。Aは 、Bに その約 束手形 を裏 書譲渡 し、Bは 、現金 で5,㎜ ドル支払

い、1カ 月後 に残金 を支払 う旨を約束 した。残金 を支払 う前 に、Bは 信託違反で あることを知 ・った。B

は、 すでに支払 っ甑 ㎜ ドルが返済 され ると同時に手形 を引渡 さなければな らない。

旦.鰻 掴 金

本条で述 べ られて いる規則 は、信用 のためであろ うと取立ての ためであ ろうと、信託 として保有 して いる商業

手形 であろ うと、現 金 であろ うと、受 託者が信託違 反 をして銀行 に預金 し、 その後 にそれ を引き出 した場合 に適
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用 される。

例:

2.Aは 、1,㎜ ドル の約束手形 の受託 者であ る。信託違反 を反 し、Aは 、その手形 をAの 個人 口座 の信用 のた

めに、B銀 行に預け入れた。Bは 、信託違 反であ ることを知 らない。Aが300ド ル引 き出 した。手形 をまだ保有 し

ているB銀 行が、信託違反の事実 を知 った。B銀 行は、信託の制約 のつ いた手形 を保有す るが、 その手形 の上 に

300ド ル分 の先取特権 を取得す る。

旦 　受託者が、信託違反 をして、信託財 産や個人資金 を銀行の 自己の個人 口座 に預金 し、 その後 、銀行が信 託の

事実 を知 る前 に、受託者が口座 か ら、 金銭 を引 き出した場合、銀行 は、受 託者の個人 資金 を こえる額 を受 託者 が

引 き出 したとしても、受益者 に対 し責任 を負 うことは ない。

例:

3.Aは 、B銀 行 の個人 口座 に1.000ド ルの個人預金 がある。信託違反 をして、Aは 同口座 に信 託2,0

00ド ルを預金す る。 その後 、Bが 信託違反 を知 る前に、Aは1.500ド ルを引 き出 した。Bは 、残 り1,500

ドルにつ いて受益者 に対 し責 任 を負 う ことになる。

4.Aは 、B銀 行 の個人 口座 に1,㎜ ドルを預金 している。信 託違反 をして、Aは 同口座 に信託 財産2,

㎜ ドル を預金 した。 その後、Aは 、1仰 ドルを引き出 し、 さらに2,㎜ ドル の 自己蛙 を預金 した。そ

の後 、1,000ド ルを引 き出 した。B銀 行 は、預金額 が信 託資金 に等 しい時、 またはそれを越 えている時は

いっ で も、受益者 に対 し、2,㎜ ドルにっ韻 任 を負 うわけであ る。

f亨一曲ff援婁≒1目

信託財産 の受 託所 の責任一般 については、第324条 参照 。

譲渡 前に、信 託違反 の事実 を譲受 人が知 った場合 の効果 については、第311条 参照 。

第304条 対価 としての既存債務の弁済

(1)本 条(2)、(3)項の場合を除き、受託者が既存の金銭またはその他の債務の消滅の約因として信託財産を譲

渡する場合、その譲渡は対価を有しないものである。

(2)受 託者が既存の金銭債務あるいはその他の債務の全部または一部の弁済を約因として信託財産を譲渡した

場合でも、以下の場合においては、その譲渡は対価を有するものである。

(a)譲 渡された信託財産が流通証券または金銭であるとき

(b)譲 受人が金銭債務あるいはその他の債務にっき担保権を有しており、譲渡の際に、この担保権を放棄し

たとき

(C)反 対給付に供された金銭債務あるいはその他の債務が、再び譲受人において行使可能な事態になったと

しても、事情の変更によリ、譲受けた信託財産を返還させることが衡平の観念上許されないような状況

のとき。
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(3)受 託 者が、既存の金銭 あるいは他 の債務の弁済 とともに、金銭 の支払い、その他の財産の譲渡 または労務

の提供 の約 因 と して信託財産 を譲渡する場合、その譲渡 は対価 を有 するものである。

(1)項 の注:

白.本 条の規且1声範OH

受託者が、譲受人に対 して負 って いる金銭債務 や その他 の債務 の弁済 として、信託違反 をして信 託財産 を譲渡

した場 合、(2)、(3)項 で述 べ られて いる場合を除き、譲受人 は、信 託に服する財産 を取得 した ことになる。金銭

債務やその他の債務が弁済 されたに もかかわ らず譲受人が信託財産 の引き渡 しを強制 され る場合、金銭債 務又は

その他の債務が再び行使 可能にな り、譲受人は譲渡 前と同様 の地位 に実質上い ることになる。

(2)項(旬 の注:

b.流 玉酔 日韓 た植金銭

既存の金 銭債務や他 の債務の弁済 として流通 証券や金銭 を受 け とる者は、 対価を有する譲受人 である。統一 流

通 証券法 弟25条 には既存 債務は対価 を有す る。つま り要求 に基 づいてであろ うと将来支払 われ る場 合で あろ うと、

証券が支 払い可能か どうかで対価 を有す ると考え られ ると規定 されて いる。

例:

1.Aは 、Aの 指 示で支払 い可能 とな る1.㎜ ドル の流通 手形の受託者である。Aは 、信託違反 を し

て、AがBに 対 して負 って いる900ド ルの債務 の支払 い として、Bに その手形を裏 書譲渡 した。Bは 、

対価 を有す る取得 者である。

2.Aは 、1.㎜ ドルの受託者であ る。信託違反 をして、Aは 、Bに 対 して負ってい るL㎜ ドルの個

人債務の支払 い として、Bに その金銭を支払 った。Bは 、 対価を有する取得者であ る。

(2)項(b)の 注:

c,担 保の放棄

金銭または流通証券、 あ るいは他の財産 であろ うと、受託者 が、 既存の金銭債務や他の債務の弁済 として信 託

財産 を譲渡 し、譲渡に 際 し譲受人が信託違反であ ることを知 らずに、その既存の金銭債務 やその他 の債務 につき

有 していた担保権 を放棄 した場合、譲受人は善意 有償取得者 であ る。

(2)項(C)の 注:

jL劃 置の変裏

受託者が既存 の債務 の弁済の約因 として信託財産 を譲渡 し、事 情の変更によ って、譲受 人にお いて債務 が復 活

したが、 自己 の地位 を前に戻せな いような場合、譲受人 は、財産 を信託に返 還す ることを強制 され ることはな い。

例 えば受託者が破産 に際 し、弁済 をうけ、又は債務が 出訴期限法 に より生 じな い、又は債務支払 いの保 証が弁済

され、又は債務が元来、 取立可能で あるが受託者の債務超過 によ り取立不可能にな った場 合、譲受人 は財産 を信

託 に返還す ることを強制 されな い。

皇」_競売にお いて財産 を買受けた判決債権者が、対価 を有 する取得者か どうか という問題 につ いては、第309条 参

照。
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(3)項 の注:

上.債 務の舟暗 と対価

信託財産の譲渡の約因の一部が、受 託者が譲受人 に対 して負 っている既 存の債務 の弁済 であ り、約 因の残高が

金 銭の支払 いや他の財産の譲渡、 あるいは労務 の提供 によってな された場 合、 その譲 渡は対価 を有す ることにな

る。

例:

3.Aは 、 甲地の受託者 であ る。Aは 信託違反 をして、AがBに 対 して負 っている10,㎜ ドルの債務

の弁済 の約因 としてBに 甲地 を譲渡 し、BはAに 現金 で5.㎜ ドル支払 った 。 この瓢 は対価 鮪 す る。

且Lそ の譲渡が信託違反で ある ことを知 らずに対価 を支払 う信託財産 の譲受 人は、 た とえその支払 いがな された

後 に信託財産が譲渡 されて も、善意有償 取得者であ る。第299条 参照。

i
ll

第305条 対価としての既存債務に対する担保供与

(1)本 条(2)、(3)項の場合を除き、受託者が既存の金銭債務またはその他の債務の履行確保のための担保とし

て信託財産を譲渡した場合、その譲渡は対価を有しない。

(2)受 託者が既存の金銭債務またはその他の債務の履行確保のための担保として信託財産を譲渡した場合でも、

以下の場合においては、その譲渡は対価を有するものとする。

(a)譲 渡された信託財産が流通証券または金銭であるとき

(b)譲 受人が金銭債務またはその他の債務に対して担保を有しており、譲渡に際し、その担保を放棄したと

き

(6)譲 受人に対し信託財産を返還させることが衡平の観念に反するような事情の変更があったとき

(3)受 託者が金銭債務またはその他の債務の履行確保のための担保として信託財産を譲渡した場合でも、この

債務の発生当時において、信託財産をもって同債務の担保とすぺき旨の約束がなされており、この約束にもとつ

いて信託財産の譲渡がなされる時は、その譲渡は対価を有する。

(1)項の注:

旦.本 条璽範囲

本条(2)、(3)項で述べられている場合を除き、受託者が、信託違反をして、譲受人に対して負っている金銭債

務またはその他の債務の担保として信託財産を譲渡する場合、譲受人は、信託の制約つきの財産を譲受けること

になる。

h.新 い ・{1枯帝o典n}上 底在蝦{欝

受託者が既存債務および譲渡の時になされた借入金の担保として信託財産を譲渡し、譲受人が信託違反の事実

を知らないときは、譲受人は、新しい借入金の担保として、信託財産を保有することができるが、既存債務の担

保としては保有できない。
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例1

1.Aは 、非流通証 券の受託者 であ る。AはBに 対 して6㏄)ド ルの負債があ る。 さ らにBか らAが400ド ル借入

れ る対価 として、 かつ1,㎜ ドル の債務全額 につ いてその履行 を確保 す るため の担保 として、Aは 、 その証券 をB

に供与 した。Bは 信託 の存在 を知 らなかった。Bは 、400ド ル の貸金 を担 保す るため に、 その証券 を保有 しうるが、

600ド ルの既存債務 につ いては、保 有できない。

(2)項(a)の 注:

己.流 辿証券 ま左 は金銭

既存債務 または他 の債務の担保 として流通 証券 または金銭 を受 け とる者は、担保権 の範囲 までは対価 を有す る

譲受人 であ る。統一流通 証券法第25条 には、既存債務 は対価 を有す る。つま り要求 に基づ いて であろ うと将来払

わ れる場合 であろう と、証券が支払可能 かどうかで対 価 を有す ると考 えられ ると規定 されて いる。

例:

2.Aは 、Aの 指示 で支払 いが可能 となる1.㎜ ドノレの約 束手形の受辞 であ る。Aは 信託違 反 をし

て、AがBに 対 して負 っている900ド ルの既存債務の担保 と して、 その手形 を裏書譲渡 した。900ド ル の

範 囲までは、Bは 対価 を有す る取 得者 である。

3.Aは 、1,㎜ ドルの金銭の受 託者 である。AはBに 対 して負 っている㎜ ドルの既存債務 の担 保 と

して、Bに その金銭 を支払 った。900ド ルの範 囲ま では、Bは 対価 を有す る取得者 である。

止 鮒 服 金

(a)で述べ られてい る規則 は、信託 として保有 されて いる金銭お よび流通証券 で銀行に預金 され ている もの に

適 用 され、銀行 は、 その担保権 の範 囲までは権原 を取 得す る。'

例:

4.Aは 、1,㎜ ドルの金銭の受 託者 である。AはB銀 行 か ら500ド ル借入れ、 その額 の手形 をBに 交

付 した。Aは 、B銀 行 の個人 口座 に信 託金 を預金 した。B銀 行が信託の事実 を知 らな い場合 は、Aの 預

金 は手形債権 と相殺 して も差支 えない。

(2)項(b)の 注:

.虹.f麺 包1.保権の放 棄

受 託者が、既 存の金銭債務 や他 の債務 の担保 として信託財産 を譲渡 する場合、譲受人が既存 の金銭債 務や他 の

債 務につき他 の担保 権 を有 していて、信 託財産の譲渡 を受け る際 に この担保権 を放棄 した ときは、放棄 され た担

保 権が担保 された他 の債務 の金額 よ りも低 くなければ譲受人は、担 保権の範囲 まで、対価 を有す る取得 者で ある。

例:

5.Aは 、 甲地 の受託者 であ る。Aは 、1,㎜ ドルの負債 をBに 対 して負 っている。 この債務 の履行確

保 のため、BはAか ら担保 をとっているが、これは1,㎜ ドルの価値がな いもので ある。Aの 要 求に よ り、

Bは その担 保権 を放棄 し、 そのかわ りに、Aは 信託違反 を し、甲地に譲渡抵当権 を設定 した。Bは 信託

違反 の事実 を知 らない。Bは 、放棄 した担保 権の範囲 まで、 自己の債権の担保 として 甲地 を保 有す るこ
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とが できる。

(2)項(C)の 注:

上 一.斑肺の変里

もし受託者 が、既存 の債務 の担保 として信託財産 を譲渡 し、 その後、事 情の変更 によ り譲受 人が原状 に戻す こ

とが できな くなった場合 には、譲受人 は、債務 の担保 としてその信 託財産 を保有す る ことが認め られ る。た とえ

ば、債務の支払 いの保証 人が免責 され た り、債務が取 り立て可能 だ ったが受託者の債 務超過 のために取 り立て ら

れな くな った場合、信託財産 の譲受人 は、 同債務 の担保 としてその財産を保有す る ことがで きる。

(3)項 の注:

且.担 保虫 供 与土 追こ土型li‖息

第三者が貸付 けを行 なうにあたって、貸付け の担保 として特 別な財産を譲渡す る ことに同意 した受託者に金銭

を貸付け、 その後、 その担保 と して財 産 を譲渡 した場 合、その譲渡は対価 を有す る といえる。そ して、その よう

な譲渡 され た財産が信託 財産 であって も、譲渡 の時 に譲受人が信託違反の事実 を知 らなかった場合 ならば、同債

務の担保 として、 その財 産を保有 す る権原 を有す る。

例:

6.Aは 非流 通社債券の受 託者 である。Aは 借金をす る時に、その貸付 け金の担 保 としてBに 社債券

を渡 す ことに同意 し、Bか ら10,㎜ ドノレを働 た。数 日後、AはBに 社債 券 を譲渡 し、Bは 、儲 違反

であ ることを知 らずにそれ を受取 った。Bは 貸付けの担保 として、 この社 債券 を保有 しうる。

h.(3)項 で述 べ られてい る規則は、受託者が貸付 けの担保 として供与す ることに同意 した財産が、同意 の時に

特定 的に明示 されていなか った場 合で も適 用される。

例:

7.Aは 、非流通社債券の受託 者であ る。AはBか らの借 り入れ の時 に、借入金に十分な担保 を与 え

る 旨の隠 を して、10,㎜ ドル借 りた。数 日後、Aは 、 その社債券 をBlこ 譲渡 したが、Bは 信託 の こと

は知 らずにそれ を受領 した。Bは 、その社 債券 を貸付の担保 として保有 で きる。

第306条 債権者のための譲受人

受託者が 自己の債 権者の利益のため に信託財産 を譲渡 したとき は、譲受人 は、信託 財産の善意有償取得者で は

ない 。

注:

旦L本 幕o範 囲

本 条で述 べ られてい る規則は、既存 の金 銭債 務の担保 として受託者 によってな され た有償譲渡 と される任意 に

譲 渡 された金銭、流通証券 などすぺ ての財 産権 に適 用 され る。第305条(2)項(a)参 照 。

上」L信託財産上 にあ る普通法上の権原 が、譲受 人に引渡 されたか どうかは、 その証書が その権原 を譲渡 した もの
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と解 されるのか、それ とも受託者 に よって保有 されて いる財産 の受 益権だけが譲渡 された もの と解 されるの か、

による。たとえ受 託者 として自己が所有す る財産 を含む ものと解 され るとしても、 そのような財産 は特 定 され て

証 書別紙 に含まれて いるので、譲受 人は、信託に服す ることになる。た とえ財産が流通証券又 は金銭 であ って も

同 じである。

第307条 破産管財人

合 衆国破産 法(thgnatio舶1恒nkruptcyact)に もとづ き、受託 者が破産 した場合の破産管財人 は信託 財産の

善 意有償取得 者 とはな らない 。

注:

旦L本 条の範 爬

合衆国破産法 の規 定に よれ ば、破産管財人は、破産申立以前 に破 産者が何 らか の方法で譲渡 をな しえた財産、

または、破産 者に対す る訴訟 の もとに強制執行 された り競売 されたよ うな財産に対す る権原 を付与 されてい る。

破産管財人 は、債権者が十 分な弁 済 を受 け ていないか どうかを判定 す る権限 も与 え られ ている。合衆 国破 産法第

70条a、 第47条a参 照。 これ らの規 定に よれば、受託者が破産 した場 合の破産管財人 は、信託財産 の善 意有償取

得 者 とはな らない。

第308条 受託者の債権者

受託者が個 人的に負担す る債務 の債権者が、信託 財産 を差押え、 または 自己に対す る判決を得て登録 し、 もし

くは信託財産 に対 して強制執行 をな した場合、信託 の存在 を知 らな くとも、善意有償取得者にな らない。

注:

a.差 担 え、 ま左は強制執行 をなす債権者

本条 で述べ られてい る規則 は、他 の財 産権と同様、 流通証券や金銭 に も適 用 され る。すでに述べ たように(第

305条(2)項(a)参 照)、 受託者 が既存 の金銭債務 や他の債務 の担保 と して、流通証券や金銭 を譲渡す る場 合、その

譲 渡が信託違 反であ ることを知 らない ときは、譲受 人の担保権 は保 護 される。 しか しなが ら、債権者 が、 訴訟手

続 の形で、 単に 自己の債権 の担 保 として、その財産 を差 し押 さえ、 何 らかの判決に よって 自己の権利 を得 た場合

には、事情 は異なる。流通証 券や金銭 とい う動 産の取引安全 を保護 す る考 えは、受託者の任意に よる譲 渡でな い

場合 には適用 されない。

∪,登 録 に関重 る制定法

い くつかの州 では、制定法 によって、土地の信 託が登録 され た場合 、信 託財産につ き差押 え、 または執行 をす

る受 託者 の債権 者は、信託財産 上の法律 上の利益 さえ、取得 しえない もの とされて いる。

また、州 によっては、制定法 によ り、登 録 されるべき土地の信託 が登録 されな い時 は、信託財産 につ き差押 え、

または執行 をす る受 託者 の債 権者は、被担 保債権の範 囲 まで、対価 を有す る取得者 と規定 されて いる。
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幽 憤権者」judg■entcreditor)

制定法 その他に よ り判決 を得 る債権者 は、判 決債務者 の土地が その他 の財 産上に、先取特権 を有するが、 善意

有償取得 者 とな るものではな い。 さらに、 判決 債権者は、判決債務者 が信託 と して保有 して いる財 産上 に、先取

特権 を執行 する ことはで きない。

d.本 条 で述 べ られている規則は、判決 だけでな く、承認に基づ く判決(加dg■entbyconfession)の 場合 に も

適 用 され る。

上 州 によっては、制 定法に基づき土地 の信託 が登録 された場 合、信託受託者 の判決債権者は、信 託財産上 の判

決に よる先取特 権を取得 できない。

また、州 によっては、 制定法 によ り、登録 され るべき土地の信託が登録 され ない時は、受託者 の判決債権者 は、

被担 保債権 の範 囲までは対価 を有す る取 得者で あると規 定 されてい る。

∫一1前鑑拳願

表 見的な信託財産の所有権 を信頼 した受託者の債権者 の権利 については、第313条 参照 。

信託の事務処理上、受 託者 の負 った債 務の債権者が信 託財産 を差押 えるための権限 につ いては、第266条 ～272

条参照 。

第309条 競落人

受託者 の負担する債務のため に、信託財 産が競売され る場合、競落人が、信託 の存在 を知 らないで競 売代金の

支払い をな した ときは、善意有償取得者で ある。

注:

.塾L,_箪三者 に よ.る工:呈

判決債務 者が、自己に対す る判決の結果 、競売 された財産に対 して権原が ない場 合には、競落人 は、 その財産

に対す る権原 を取得す ることはない。 しか しなが ら、判決債務者が、その財産 を第三者のた めに信託 と して保有

していて も、その財産 に対す る権原 を有 している場 合は、法律 に別段定めが ない限 り、競落人 は、 その財産 に対

す る権原 を取 得 し、 したがって、競落人が信託 の存 在を知 らずに対価 を支払 ってその権原 を取得 した場合 には、

競落人は信 託 とはかかわ りな くその財産 を取得す る ことになる。

旦,_別 法斑 棉匙 よる坦彊旦

その財産 が判決債権者 自身 によって競落 され、競 落価 格が判決額 よ りも低 い場合 、競売 代金 は、通常、判決 に

よ る弁済義務 の履行 または一 部履行 とい う形 で支払 われ る。通 常、既存の金銭債務 の弁済 の対価 として財産が譲

渡 され る場合 、その譲渡 は対価 を有する ものではない。第304条(1)項 参照。 しか しなが ら、 その債務が判決債務

であ る場合、 判決の債務 の履 行によって判決債権者 の債権が消 滅 した ときは、 た とえ、その債権が後に復活 して

も債権者は判決 による弁済 の前にいた地位 につ くことはで きないので判決の弁済義 務の履行 は対価 を有す ること

にな る。第304条(2)項(c)参 照。

523



叩

【第9章 】

C、 圭」P弛め 離離法 上の売却

本条で述 べ られている規則 は、競売 だけでな く、破 産管財人に よる売却 、財産保全管理人(receiver)に よる

売 却、遺 言執 行者又 は遺産管理者 に よる裁判所の命令に基づ く売却、換 価処分(taxsale)、 共有物分割 によ る

売却(partitionsale)の 場合 に も適 用 される。

第4款 信 託 財 産 に 対 す る 権 利 の 移 転

序:

譲渡契約 と区別 され るべ き信 託財 産に対する権利移 転 とは どうい うものか という問題は、本 リステイ トメ ン ト

の範囲外である。土地に関す る権 利にっ いては、通 常不動産物権法(thelalofconveyancing)で 扱わ れ、 動産

お よび無 形財産 について は、売 買契約法{thel餌ofsales)で 扱 われ る。権利の譲渡契約 と、将来 その権 利 を

譲渡す る契約 との区別は、契約法 リステ イ トメ ン ト第166条 参照 。

第310条 信託財産譲渡の債権契約

第314条 の場合 を除 き、受託者 が信託 の本旨に反 して信託財産 の売却 、信託財産に対す る抵当の設 定、その他信

託 財産を第 三者に対 して処分 すぺき旨の債 権契約を締結 した ときは、第三者は、契約締結時に信託 の存在 を知 ら

ず、かっ、これを知る前 に対 価を支払 った場合で も、 この債権契約 の特定履行(8pecificpθrfor■8ncθ)を 求 める

二とはできない。

注:

a二 内 規」ll↓の輔凪

信託の本 旨に反 して信託財 産の譲渡 を受けた者が、対価 を支払 ってお り、かつ譲渡 の当時に信託違反 の事実 を

知 らなか った場合は(第284条 参照)、信託 とは関係な くそ の財産 を取 得す るが、衡平法裁判所は、 その譲 渡が信託

違反 であ るとすれば、信 託財 産 を引渡す よう受託者に強制す る ことは しな い。但 し、 同信託の受益 者がその言語

また は行為に よって禁反言 の効力 を受け る場合は別であ る(第314条 参 照)。 衡平法裁 判所 は、受託者 に対 して信

託違反 を強制 させ ることはできないので ある。第272条 注c参 照。

本条で述べ られて いる規則 は、第286条 で述べ られて いる規 則に も適 用が ある。

例:

1.Aは 、財 産権の受託者で ある。Aは 信託 の本 旨に反 して、 その財産権 をBに 譲渡 する ことに合意

し、Bは 、信託違反 で あることを知 らずに買受代金 を支 払 った。Bは 、Aに 対 し、 その財産権 の引渡 し

を強制す る ことはで きない。

第311条 信託の事実を知った後の譲渡

第312条 および第314条 の場 合 を除いて、信託財産の譲受 人が、その譲渡前 に、信託違反であ ることを知 った場
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合 は、た とえ信託違反の事実 を知 る前 に対価 を支払 ったと しても、信託 に服する もので ある。

注:

貝.一基規 則の範 囲

受託者が信託 の本 旨に反 して信託財 産 を譲渡 した場 合、譲受人 が信託違 反 である ことを知 る前に、対価が支払

われ、かつ、財産権 の引渡 しがなされな い限 り、譲受人 は善意取 得者 としての保護 を受 ける ことは ない。但 し、

第312条 または第314条 の場 合は除 く。つ ま り、信 託違反 である ことを知 らず信託財 産を譲 り受け た者が、違反 を

知 った後 に対価 を支払 って も、保護 され ないし、 同 じく信託違反であ ることを知 らず対価 を支払 った者が、違反

を知 った後 に譲渡行為 を受 けて も保護 され ない。 もしその者が違 反 を知 った後 に譲 渡を受 けて も衡平法 裁判所 は

財産権の取得 を助 ける ことはできない。 なぜ ならばそ うす ることは受託者に信託違 反行 為を完了 させ ることにな

るか らである(第310条 参照)。 譲受 人は信託 に服 する財 産権 を保有す ることになる。

例:

1.Aは 、財 産権の受託者で ある。1932年1月1日 に、Aは 信託 の本 旨に反 して、 その財産権 をBに

譲渡 する ことに合意 し、Bは 、代金 を支払 った。同年1月2日 に、Bは 信 託違 反であ る ことを知 る。 そ

の後 、Aが その財産権をBに 引渡 した。Bは 、信託の制約 のつ いた財産権 を取得 す る。

b」.信 託 を知 る前の支払占・

譲受人が、 譲渡を受 けた後まで、信託違反 の事実 を知 らなか った場合は、 たと え譲渡前に買受代金が支払わ れ

て いても、 譲受 人は信 託 とはかかわ りな くその財産 を取 得す る。

第312条 譲渡前ではあるが、受託者が信託違反行為を完了 した後の信託の

認識

譲受人が信託の存在を知らずに信託財産譲受の対価を支払い、かっ、信託財産の譲渡が受託者の側において譲

渡行為を完成させるためになすべき行為としては、もはや何らの行為も必要ない程度に実現されたときは、譲受

人は、譲渡行為完了前に信託の存在を知った場合でも、信託とは関係なくその財産権を取得する。

注:

旦.本規則の範囲

衡平法裁判所は、受託者に対して信託違反を行うことや違反行為を完了することを強制するという形で援助を

与えることはないし{第310条 参照)、譲受人が信託違反の事実を知る前に信託財産の対価を支払い、かつ、信託

財産の譲渡が受託者の側において譲渡行為を完成させるためにもはや何らの行為も必要ない程度に実現されたと

きは、譲受人は善意取得者とされるものである。例えば、信託違反をした受託者が、違反を知らない者に信託財

産を譲渡し、その者が対価を支払った時、買主はエスクロウとして捺印証書を保管している者に捺印証書を引渡

すように強制できる。たとえ、捺印証書の引渡前に信託違反の事実を知ったとしても同様である。第298条注h。

同様に、受託者が善意有償取得者に捺印証書を引渡したが、捺印証書の公証人の署名が忘れられていて、取得
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者が違反を知った後に署名が加えられた場合、取得者は信託に服さない財産権を保持できる。

同様に、条件付売買の買主が信託財産であることを知らないで対価を支払い、公証人が売買の認証を与えた後

ではあるが、しかし捺印証書が引渡される前に信託違反の事実を知った時、買主は公証人に捺印証書の交付を強

制でき、信託に服さない財産権を保持できる。

第5款 受益者 に対 する禁 反言(estoppel)

第313条 受益者が禁 反言 を受ける場合 の債権者 の権利

第三者が受託者の有 する信託財産 にっ いての表見上の所有権 を信頼 して貸付 をな した場合 、受託 者がその表 見

上の所有権 を担保 として貸 付 を受け ようとする事実 を、受益者 において知 ∪、または知 りうべ か りしときは、第

三者 は信託財産に対 し、 その債権の満足 を得 るため執行 することがで きる。

注1

旦.L楚 展Irの 訓{蝋docLri11臼of臼t叩P皇11

本条で述べ られて いる規則は、禁反 言の法理 に もとつ くものであ る。信託 の受益 者が、 その言語または行動 に

よって、第三者 をして受 託者に よって保 有され ている財産上 に受益権 がない ことを信 じさせ、第三者が受託者 の

表見的有権 を信頼 して信 用貸 す ることを、受益者 において知 りまたは知 りうべか りしときは、受 益者は、第三 者

に対 し、受益権の主張 を禁 止され る。

b.黄 益者が禁瓦+「を受 け る場合

土地の所有者が、 ある者に無条件捺 印証書(absolutedeed)1こ よって土 地を譲渡 したが、両当事者の間で、 口頭

または書面に よって、譲 受人は譲渡人 または第三者 のための信託 としてその土 地を保有する ことを登録 しない 旨

の合意 をし、受益者 は、 その受託者が土地 の表見上 の所有 権によ って信用貸 を受 ける ことを知 り、 または知 りう

べ き状態 にあった場合 には、受託者 の土地 につ いての表 見上の所有権 を信頼 して貸 付 をした者 は、 その土地 に対

し、 自己 の債権 を満 足す るた めに裁判所 による手続 きによ って執行す る ことがで きる。

c.受 益 者が禁反 言を受ザ な い場合

受益者 が信託財産 についての表見上 の所有権 によって信用貸 を受 ける ことを受 益者が知 らず、 あ るいは知 る こ

とをえない時 には、受 益者は禁反言 の法理 の適用 をうける ことは ない。信託 財産に対する受託 者の普通法上 の権

原が備わ っている表 示があ るという事実 だけで、そして受 益者が その事実 を知って いるとい うだけで、善意 有償

取得者以外の者 につ いて、受益者が衡 平法 上の権利 を履行 させ ることを妨 げな い。

』L要 性

受益者が、受託者 に信用貸 をした第三者 に対 し、受益 権 を主張す る ことが、禁反言 によって認 め られ ない事情

としてあげ られる重 要な要件 は、以下 の通 りである。(1)委 託者が受 益者 であ るか どうか、(2)受 託者が 、所有

権原 あ りとよそお って いる信託財産 の性質 および評価 、(3)受 託者 が、所 有権原あ りとよそお っている期 間、

(4)受託者 が信用貸 を うけ られ るよ うに、受益 者が、受託 者の表見上 の所 有権 を取得す ることを許 していたか どう
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か、(5)受 託者が、以 前に も、表見上 の所 有権 を用 いて信用貸 を受け ていた ことを、受益者が知 っていたか、あ

るいは、知 りうべ き状態にあ ったか どうか 、(6)受 益者が無能力者か どうか 。

旦L複 数受益 者

受益者 が複数 いる場合 で、そ のうち の一 人が、信託財産上 に彼 の権利が ない ことを示す ことに よって、第 三者

をして、受 託者に貸付 を受 けさせ るように した場 合、そ の信託財産上 の権利 がない ことを示 した受 益者 だけが、

第三 者に対す る自己の権利行使 につ き禁反 言の法理 の適用 を受け る。

f.登 鐘 法

本条 で述 べ られて いる規則 は、登録 に関 する法規 がな い場合 でも適用 され る。 い くつかの州 で施 行され ている

登録法 の もとでは、・登録 され るべ き証書 が、登録 されて いない場合 は、 それ によって創設 され る権利 は、債権者

な らびにその後の善意の取得者 に対 し効力 を有 しない、 と定 められ ている。信 託受益者の権利に ついての登録法

の効果 は本 リステ イ トメ ン トの範 囲外 である。

第314条 受益者が禁反言 を受ける場合の衡平法上の権利者の権利

受託者が、信託の本旨に反して信託財産上に、第三者に対し衡平法上の権利を晃生させるに至り、第三者が信

託違反であることを知らずに対価を支払った場合、受益者が言語または行動により受託者のその法律行為が信託

違反でないことを第三者に表示し、第三者がその表示を信頼して対価を支払ったときには、第三者は、信託違反

の事実を知る前に信託財産に対し普通法上の権利を取得していなくとも、この衡平法上の権利を実行することが

で{事5直

往1

エ 禁反言堕法理

すでに述べたように(第286条 参照)、通常、受託者が信託の本旨に反して、信託財産上に第三者のために衡平

法上の権利を設定する場合、第三者は、その衡平法上の権利の実行を強制することはできない。本条で述べられ

ている規則は、禁反言の法理にもとつくものである。受益者が言語や行動により第三者に信託違反の行為でない

ことを信じさせ、その信頼に従って第三者が地位を変更した場合、受益者は自己の表示が偽りであったとは主張

できない。

b、 一譲渡荊」型 虻田者剛

受託者が、信託の本旨に反して信託財産を第三者に譲渡することに合意し、第三者が信託違反であることを知

らずに対価を支払った場合に、信託者が言語または行動によってその契約が信託違反でないことを表示し、その

表示を信じて第三者が対価を支払ったときには、第三者は、その契約の特定履行を強制することができる。第三

者が信託財産の引渡前に、信託違反の事実を知ることは、重要ではない。たとえば、受益者が、第三者に対し、

信託財産上には自己の権利はないことを表示し、その表示を信じて、第三者が受託者からその財産を買受けた場

合、その売却が信託違反であっても、第三者は、信託とは関係なく、その財産を取得する。
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例:

1,Aは 、Bの ための財 産権の受託 者である。Aは 、信託 の本 旨に反 して、その財産権 をCに 譲 渡す

る ことに合意 した。Cは 、Bの ための信託について知 っていたが、BがCに 、その信託 はBが 請求権 を

放棄 したため に終了 した と告げた。 これ を信 じて、Cは 買受 代金 を支払 った。Aが その財産権 をCに 引

渡す前に、Cは 、Bが まだ請求権 を放 棄 して いな いことを知 った。Cは 、 その財産権 をCに 引 渡す よう

強制す ることが でき、 かつ、その財産権 を信託 とは関係 な く取得 す る。

2.Aは 、書面 で、Aの ため の信託 として 甲地 を保有 す ることに合意 しているBに 、 その土 地 を譲渡

した。不動産 譲渡証書は登録 され たが、信託の合意 については登録 され ていなかった。Bは 、Cに 甲地

を売却す る契約 を した。AがCに 、Aは その土地 に対 し何 らの権利 も もたない ことを告 げ、 それ を信 じ

たCは 、買受 代金 を支払 った。 その後、Cは 信託 の存 在 を知 った。Cは 、Bに 対 し特定履行 を請求す る

訴 を提起す る ことが でき、 甲地 を信託 とは関係 な く取 得す る。

o.譲 渡後 の取lu.者の蜥刮

受託者が信託 の本 旨に反 して、信託財 産を第三者 に譲渡 する ことに合意 し、受 益者が言語 または行動に よbて

その契約 が信 託違反 でな いことを表示 し、それを信 じて第 三者が対価 を支払 い、かつ、第三 者が信託違反 の事 実

を知った後 に、受託者が第三者 にその財 産 を譲 渡 した場 合は、かか る第三者 は、その財産 を信託 とは関係 な く保

有す ることができる。 しか しなが ら、 第311条 で述 べたよ うに受益者 の外 観表示がなか った場合は第三者 は譲渡 の

前に信託違 反 を知った時 は、 信託に服す る財産 を取得す る。

旦L複 挺受 益者

受益者が複数いて、 その うちの一人が、信託財産上に 自己が権利 を有 して∫・な いことを表示 し、 それ を信 じて

第三者が受託者か らその財 産 を買受け た場合は、 自己に権利 のない ことを表示 した受益者 だけが、第三者 に対す

る自己の権利の主張 につ き、禁反言の法理 の適用 を受け る。

第315条 受益者が譲渡に同意した場合の譲受人の権利

受託者が信託の本 旨に反 して 、信託財産 を第三者 に譲渡 し、受益者がその譲渡 に対 し同意 を与 えたため、受託

者 に信託違反 の責任 を問えない場合 には、第三者 は、信託 とは関係な くそ の財産 を取得 する。

注l

a.受 益者 が同意 を与 えたことによって、受託 者の信託違 反の責任 を問えない場 合の状況については、第216条 、

第342条 参 照。

b.本 条 の原則は、第三者 が善 意取得 者でな くとも、適 用 され る。第 三者 が善意取得者であれば、受益者 が同意

を与 えな くとも、その財産 を信 託 とは関係な く取得す る。第284条 参照 。

第6款 善意有償取得者からの譲渡
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第316条 善意有償取得者からの譲受人

受託者が信託 の本 旨に反 して、信託財産 を善意取得者 に譲渡 し、善意有償取得者 が、さ らに これ を第三者 に譲

渡 した ときは、第三 者は、その財産権 を信託 と関係 な く取得する。

注:

旦=一一杢 規則の範 囲

信託財産 が善意有償取得者 に譲渡 され、 その財 産が さらに第三者 に譲渡 され た場 合、二番 目の譲受人 は、最 初

の譲渡が信託違 反である ことを知 って いて も、 または対価 を支払 っていな くと も保 護 され る。善意有償取得者 は、

対価 を支払 ってその財産権 を取得 し、信託違反 である ことを知 らな いのであ るか ら、その財産 を売却 した り、そ

の他 の処分 をなす権 限を有す る。

例1

1.Aは 、財産権の受託者であ る。Aは 、信託の本 旨に反 して、 その財 産を有償で あるBに 譲渡 した。

Bは これをCに 譲渡 し、Cは 対価 を支払 わず、かつ、Aが 信託違反 をした ことを知 っていた。Cは 、 そ

の財産 を信 託 とは関係な く取得す ることになる。

第317条 有償 による受託者への再譲渡

第320条 の場合 を除き、受託 者が信託の本 旨に反 して 、信託財産を有償で譲渡 し、その後、 この財産が受託者 に

再議渡 され た場 合には、受託者はその財産 を信託 財産 と して保 有す る。

注:

a.杢 量 見1」□ 蒐」田

受託者が信 託の本 旨に反 して信託財産 を売却 した場 合に は、相当 と認 め られ る条 件の もとに損害 を賠償 するの

が、受託者 の義 務であ る。第208条 参照。 その財産権 が善意有償取得者 に売却 され た場 合、受託者 は、その者 に対

し、 その財産 を受託者の もとに再譲渡す るよう強制する ことはで きない。 しか しなが ら、善意有償取得者 がその

財産 を受託者 に再譲渡 した場合 には、信託違反 に対 して特定の賠償 を強制す る ことがで き、 その結果、 その財産

権 を信託財産 として保有す るものであ る。

例:

1.Aは 、財産権 の受託者 である。Aは 、信託 の本 旨に反 してその財 産権を、善意有償取得者 である

Bに 譲渡 した。Aは 、Bか らその財産権 を買戻 した。Aは 、 その財産権 を信託財産 として保有す る。

2.Aは 、財産権 の受託者 である。Aは 、信託 の本 旨に反 して、善意 有償取得者 であるBに 譲渡 した。

Bは その財 産権 をCに 譲渡 した。Aは 、Cか らそ の財産権 を買 い、CはAに その財産権 を引渡 した。A

は、その財産権 を信託財産 として保有 する。

L」 軽罰経 費の」打球権

受 託者 が信託の本 旨に反 して、信託財産 を善 意有償取得者 に譲渡 し、その後、 その財産が受 託者に再議 渡 され、
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かつ受益者が、受託 者にその財産 を信 託財 産の もとに戻 す ことを強制 した場 合、受託者は、第291条 注p(必 要経

費 に対す る請求権)に 述 べ られ ているよ うに、受託者の支 出 した経費 に対 す る請求権 を有す る。受益者 はまた、 信

託財 産が それ によって価額 を増加 し、 または保存 できた限度で、善意取得者 またはその後の譲受人の支 出 した経

費 に対す る請 求権 を も有す る。

第318条 善意有償取得者か ら悪意取得者への再譲渡

第320条 の場合 を除き、受託者 が信託 の本 旨に反 して信託 財産 を悪意取 得者 に譲渡 し、その後、 この財産 権が善

意有償取得者 に譲渡 され、 さ らにその善意取得 者よ り最初の悪意取得 者に譲渡された とき は、最初 の悪意取 得者

は、その財産を信託 の制約っ きで保 有する。

注:

旦一.土壇∬1ゆ範囲

受託者が信託の本 旨に反 して、信託財産 を悪意の取得者 に譲渡 した場合、相当 と認 め られ る事情 の もとでは、

受託者 と同様、その悪意取得者 に有償賠償義務が ある。そ の財産 権が、その後、善意有償取得者 に売却 され た場

合、善意有償取得者は、 それ を再譲渡す ることを強制 され る ことはな い。 しかし、善意有償取得 者が、信 託違反

の事実 を知 って いた 前の取得 者にその財産 を再譲渡 した場合、 その前取得者 は、信託違反 について特 定の賠償義

務が あ り、 そのため、 その財産 を信託の制約つ きで保有す る ことにな る。

例:

1.Aは 、 財産権の受託者 である。Aは 、信託 の本 旨に反 して、 その財産 権を信 託違 反の事実 を知 っ

て いるBに 譲 渡 した。 さらにBは 、善意有償取得者 であ るCに その財産 権を譲渡 した。Bは 、 その財 産

権 をCか ら買 戻 し、Cは その財産権 をBに 返還 した。Bは 、信託 の制約 のつ いた もの としてそ の財産 権

を保有 する。

互、_一必要経費史.蘭塔 権

受託者が信 託の本 旨に反 して、信託財産 を信 託違反 の事実 を知 っている者 に譲渡 し、その財産が、 さらに善 意

有償取得者 に譲渡された後、最初 の悪意 の譲受人 に再 譲渡 された場合 で、受 益者がその者に対 し、信託財産 と し

て保有 するよ う強制 した ときは、悪意 の譲受人 は、第291条 注pに 述 べ られてい るような必要経費につ いての請求

権 を有する。

第319条 善意有償取得者か ら無償取得者への再譲渡

受託者が信託の本旨に反して信託財産を無償取得者に譲渡し、その無償取得者がこの財産権を処分するまで信

託違反の事実を知らなかったときに、この財産権がその後、善意有償取得者に譲渡され、さらに最初の無償取得

者に譲渡された場合、この無償取得者は、信託とは関係なくその財産権を保有することができる。

注:
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塾一、.藁撰」ll」辺鶴 間

受託者が信託 の本 旨に反 して、信託財産 を無償取 得者 に譲渡 し、 その者 は信託違 反の事実 を知 らないまま、そ

の財産権が その後 善意有償取得者に譲渡 され、 さ らに最初の無償取得者 に譲渡 された ときは、 この無償取得者 は

責任 を負 う ことはない。無償取得者が信託違反 の事 実を知 る前 に、 その財産 を処 分 した場 合、信託違反 である こ

とを知 った当時 の信 託財産の喪失に よって利得 を得 た限度でのみ責任 を負 う。第292条 第2項 参照。善意有償取得

者 に譲渡 した後、 その者がその財産 を再取得 した場 合、その財産 を信託財産 として保有する義務 はない。

第32條 善意有償取得者か らの新たな信託としての再譲渡

第317条 また は第318条 の場合 において、信託財産が善 意有償取得 者か ら新たに他 人のた めの信託 として再譲渡

され た ときは、最初 の信託 の受 益者 の権利は、新た に設定 された信託 の受益権の制約 をうける。

注:

旦,._野E者.の 義務

受 託者 が信託の本 旨に反 して、信託財 産を善 意有償取得者 に譲渡 し、その後、信託財産が、新 たな信託に もと

つ いて受 託者に再譲渡 され た場合、 その受 託者は、新 たな信託 に もとついて、その財産権 を保有 す る。本条で述

べ られてい る規則は財産が譲受人に よって明示 信託 として再議渡 された場 合ばか りで なく、受託 者が擬制信託

(constructivetrust)、 復帰信託(resultingtrust)、 公益信託 ない し衡平法 上の先取特権 を負担 する状 況で再

譲渡 された場 合で も適用 され る。

例:

1.Aは 、Bの ため の財産権 の受託 者であ る。Aは 、信託 の本 旨に反 して、その財産権 を善意 有償 取

得者Cに 譲渡 した。Cは 、Dの ための信 託 として、その財産権 をAに 再 譲渡 した。Aは 、 その財産権 を、

Bで はな くDの ための信託 として保有 する。

2.Aは 、Bの ため の財産権 の受託者 であ る。Aは 、信託 の本 旨に反 して、その財産権 を善意有償取

得者Cに 譲渡 した。Aは 、Cを 欺 して、 その財 産権 をAに 戻 させ た。Aは 、Bで はな くCの ための擬制

信託 に もとついて、その財産権 を保有 する。

b,ll「 託」勤 ⑫ 事実 を却コ てい る』1聖人の責任

受託者が信 託の本 旨に反 して、信託財産 を信託違反 の事実 を知って いる者 に譲渡 し、 その後、 その財産 は善意

有償取得者 に譲渡 され、 さらに新たな信託 また は第三者 の ための擬制信託、 もし くは復帰 信託 として、最初 の悪

意の譲受人 に譲渡 された場 合、その者は、新た な信託 または第三者の ための擬制信 託に もとづ き、 その財産 を保

有す る。

例:

3.Aは 、Bの ための財産権の受託者 である。信託の本 旨に反 して、Aは 、信 託違反 の事実 を知 って

いるCに その財 産権を譲渡 した。Cは その財産権 を善意有償取得者であ るDに 譲 渡 した。Dは 、Eの た
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めの信託 として、 その財産権 をCに 再譲渡 した。Cは 、Bで はな くEの ための信託 として、 その財産権

を保有す る。

第3節 信託財産の譲受以外の方法による信託違反への関与

第321条 受託者に対 して支払われたものが不当に使用された場合

受託者が受領の権限 を有する金銭そ の他 の財産権 を第三 者が 受託 者 に交付 し、その受託者 が、交付を受 けたも

の を不当 に使用 した場合 、第三者 は、 その交付 の時点 で、受託者 が不当に使用 し、または使 用 しよ うとす ること

を知 り、 もし くは知 りうべ きであ った時 は、信託違反 関与 の責任を負 う。

注1

旦」_」li、是連星 を虫1】らずに金銭 を支払2」塑 宣

債権 を信託 として保有 していて、 その ことを債務者 が知 ってい る場合に、 その債務者が、受 託者がその金銭 を

受 けとることが信託違反 とな ることを知 らずに、 あるいは、受 託者が その金銭 を不正に使 用 しよ うとしている こ

とを知 らず に、受託 者に債務の支払 いをな したときは、受託者 が その金銭 を不 当に使用 した として も、債務 者は

責任 を負 う ことはない。

b.受 託者 が適法な売却権 限の行使に よって信託財産 を売 却 した場 合、 その買 主が、受託者がその代金 を不正 に

使用 しようとしている ことを知 らず に、 その代金 を受 託者に支 払 った時は、 た とえ受託者がその代金 を不正 に使

用 したとして も、買 主は責任 を負 う ことはない。

c.信 託 の本 旨に反 して受託者が信託 財産 を売却 した場 合に、 その財産権 の買主は信託の存 在は知 って いたが、

その売却が信託違反 になる ことを知 らずに、 また、 その代 金を受託者が不正 に使用 しようとしてい ることを知 ら

ないで代金 を受 託者 に支 払 ったときは、 た とえ、受 託者がその代金 を不正 に使用 した ととて も、信託財産 の買主

は責任 を負 う ことはない。

玉L」 †語違恒」こな.るこ とを知{U垣rら 支払 いをな し左場 合

信 託として債権が保 有 されて いる場合、 もしその債務者が、受託者 がその支払い を受ける ことが信託違反 にな

るのを知 りなが ら、 または、受託者が支払 われ た金銭 を不 当に使用 しようと してい ることを知 りなが ら、金銭 を

支払 った ときは、債務者 は受益者 に対 して責任 を負 う。

e.受 託者 に信 託財産売 却の権限が ある場 合に、 その財 産権の買主が、受託者 が受領する金銭 を不当に使用 しよ

う としている ことを知 りなが ら、代金 を支 払い、受 託者が実際にそ の金銭 を不当に使用 した ときは、買主 は、 そ

の代金額 について、受 益者に対 し責任 を負う。

f.前 後 書冊

信 託違反 の受託者 によって なされた第三 者に対する権利放棄 の効果 につ いては、第322条 参照。

第 三者 の受 託者 に対す る個人 的な権利 の相殺 については、第323条 参照 。

銀行 もし くは受寄者 の信託金 に対す る預 入れ や引出 しの承認につ いての責 任につ いては、第324条 参照。
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第322条 受託者による第三者に対する権利の放棄

第三者に対す る権利が信託財 産と して保 有され、受託者が信託 の本 旨に反 して この権利 を放棄 したときは、第

三者は、 この放棄 にっ き信託 違反であるこ とを知 らず に対価 を支払ったときに限 り、 その権利 消滅の利 益 を受 け

る。

注:

且.無 償 の権利放 鷹

契約 によるか、不法行為 またはその他の場合 による債 権 であ るか を問わず、信託 として債権 が保有 され ている

ときに、信 託の本 旨に反 してなされ た受託者 の無償 の権利放棄 は、債務者 が信 託の事実を知 らな くても、 債務者

に対 し、債 務免除の効果 を生 じさせ ない。

h.権 利.、佐.棄が償疏遠 屋とな重三 とを缶1'・ていた場 査

債 権が信託 として保有 されている場 合に、債務者が、信 託違反 にな ることを知 りなが ら、債務者 のための受託

者 に よる権利放棄 を受 け入れた ときは、債 務者は責任 を負 う。第324条 注h参 照。

C-.和 解 をする.こと坦f遮 亀区」ヒな」五ことを知 って」亡友顯.金

債権が信託 として保有 され ている場合、信託 の本 旨に反 して、受託者 が債務者 と和解 した時は(第192条 参照)、

債務者 は、信託違反 であ ることを知 って いる場合 には責 任を負 う。

d上 橋 阻放.棄{三対 し対価.を宜払土止}._±口も1[琶 竃違 瞑{;な 竜三 ≧」迦 丘良 主コー左概査

第三者 に対 する権 利が信託財産 として保有 され、受 託者が信託の本 旨に反 して、 この権 利を放棄 した場合、債

務者 は、 この放 棄につ き信託違反で ある ことを知 らずに対価 を支払 ったときは、 その権利 消滅の利益 を受 ける。

第323条 第三者の受託者 に対す る債権の相殺(setoff)

(1)本 条(2)項の場合を除き、第三者に対する債権が信託財産として保有され、その第三者が受託者個人に対す

る債権を有するときは、第三者は、もし第三者に対する債権が信託として保有されていなければ両者の債権が互

いに相殺でき、かっ、第三者が両者の債権の発生当時、自己に対する債権が信託財産として保有されていること

を知らなかった場合に限り、相殺をなすことができる。

(2)第 三者の受託者に対する債権が無償で取得され、かっ、受託者の有する第三者に対する債権の発生後に発

生したときは、第三者は、受託者の第三者に対する債権が信託として保有されていることを知らない場合でも、

受託者に対する債権と相殺をすることができない。

注:

旦⊥翼左の債禰が、.償髄O鍵 識前長撫三hしてしL重」税金

受託者個人に対する第三者の債権と、第三者の受託者に対する債権が、双方とも、第三者が自己の受託者に対

する債権が信託として保有されていることを知る前に発生しており、かつ、受託者に対する債権が無償で取得さ

れたのではない場合は、第三者に対する受託者の債権が受託者に対する第三者の債権よりも先に設定されたとき
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でも、後に設定 された ときで も、相殺す る ことが できる。

h」_受錘{着豊慣 権が畑 三段定良 れ轟 場違

第三者に対す る受託者 の債権が先に設定 され、 その債権 が信託 として保有 され ているのを知 らない第 三者が、

その後 に受託者個人 に貸付 をな した場合、 その第三者 は、 それによ って相殺 できる債権を取得 できると信 じて対

価 を支払 っているのであるか ら、善意有償取得者 の立場 にある。その者の立場 は、信託の存在 を知 らずに信託財

産 を担保 に受 託者に金銭 を貸 付 けたの と類似す る。第284条 注g参 照。

仁_節 三者 の債 権が先ピ 設定 ±塾起魁 合

受託者個人 に対する債権 が先 に設定 され、 その後 に、第三者 が信託金だ とは知 らずに信託金 の貸付 を受 けたと

き、その者 は、 相殺 できる債権が ある ことを頼 りに債務 を負ったの であるか ら、 善意有償取得 者の立場 に ある。

例:

1.Aは 、 金銭の受瀦 である。Aは 、信 託金の1.㎜ ドル をBに 貸 付け、Bは その金銭 が信託 とし

て保 有 されてい るの を知 らなかった。Bが 、信託の存在 を知 る前 に、Aに 個人的に500ド ル貸 した。A

によるBを 相 手方 とす る1,㎜ ドルの返還 請求 訴訟にお いて、BはAに 対 す る500ド ルの債権で相殺す る

ことができる。

2.Aは 、金銭の受託者 であ る。Bは 、A個 人に貸 し、Bは 、 その金 銭が信託 として保有 され ている

のを知 らなかった。Aの 提起 したBを 相手 とする1,㎜ ドルの返 還訴訟で、Bは 、Aに 対す る500ド ルの

債 権 をもって相殺す る ことが で きる。

銀行預金 に対する本規則 の適用 については、第324条 注i参 照。

d.堂11E者 に対す る権利が無償 で取栂 され た場合

受託者個人に対す る第三者 の債権が先に取得 された場合、た とえそれが無 償で取得 され たものであって も、受

託者 の第三者に対す る債権 が後 か ら取 得 され、第三者がそ の権利が信 託 として保有 されて いるのを知 らない とき

には、その第三者は、受託者 個人に対 す る債権 と、第三者 に対す る受 託者 の債権 を相殺す ることが できる。

例:

3.Aは 、金銭 の受託者であ る。Aは 、捺印証書 によ りBに 無 償で500ド ルを支払 うことを約束 した。

Aは 、Bに 信託金 の1,㎜ ドル を貸付け たが、Bは、 その金 銭が信託 として保有 され ていることを知 らな

か った。Aの 提起 したBを 相手 とする1,㎜ ドル返還訴 訟において、BはAに 対す る500ド ルの 債権で相

殺す る ことが でき る。

e.第 三者 に対す る受託者 の債権が先 に取得 され た場合、受託者 に対す る債権 が無償 で取得 された ときには、た

とえ第三者 に対す る債権 が信託 として保有 され ている ことを知 らな くとも、第三者 は、受託者個 人に対 す る債権

と相 殺す る ことはできない。

例:

4.Aは 、金 銭の受託者 である。Aは 信 託金 の1.000ド ル をBに 貸付 け、Bは 、その金銭 が信託財産

である ことを知 らなか った。Bが 信託の存 在 を知 る前に、AはBに 対 し、捺 印証書によ り500ド ル を無
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償 で支 払 う約 束 をした。Aの 提起 したBを 相 手方 とす る1,㎜ ドルの返 還訴訟で、Bは 、Alこ 対する500

ドルの債権 に よ り相殺す る ことはできない。

上 認識 鋤 基

第三者 に対 す る債 権が信託 として保有 されている場 合、第三者 が、 自己に対す る債権が取得 された ときに信託

として保:有された ことを知 った場合 には、 たとえ受 託者 に対す る債権 が取得 された ときには その信託の存在 を知

らなかった場 合で も、第三者は、受託者個人 に対 する債権 と相殺す る ことができな い。

例:

5.Aは 、繊 の受緒 である。Bは 、A個 人 に珈 ドルを鮒 けた。Aは 、信託金 の1,㎜ ドル をB

に貸付 け、Bは 、 その金鋤 嘱 託腱 である ことを知 ってし・た。Aの 提 起す るBを 相手 方とする1,㎜

ドルの返還 請求訴訟にお いて、BはAに 対 す る500ド ルの債権 で相 殺する ことは できない。

且_第 三者 に対す る権利が信託 として保有 され ている場合、受託者 に対する第三者の債権が取得 された時点で信

託 の事実 を知 った ときには、 たとえ第三者 に対 する債権が取得 された時点 では信託の存在 を知 らな くとも、第三

者 は、受託者 に対す る債権 と相殺す ることはできない。

例:

6.Aは 、金銭の受託者 である。Aは 、 信託金 の1.㎜ ドルをBに 鮒}ナ 、Bは 、 その金鋤{信 託 とし

て保有 されて いることをその時は知 らなかった。Bが 信託 の存在 を知 った後、Bは 、A個 人 に500ド ル

貸 した。Aの 提起 したBを 相手方 とす る1,㎜ ドル の返還 訴訟において、Bは 、Aに 対す る500ド ルの債

権 で相 殺す ることはできない。

第324条 信託資金の受寄者

受託者 が信託 資金 を銀行 に預金 した場合 、銀行 は、受託者が信託 の本旨に反 して預金を し、または預金の引出

しをなす ことを知 りなが らこれ を許容 したときには、その信託違反 に関与 した ことの責任 を負 う。

注:

a.本 条 の適 用範囲

受 託者 が、信託の本 旨に反 して信託 資金 を銀行 に預け入 れた場合 、銀行 は、預金 された資金 を信託 とは無関係

に保有す る ものではな い。但 し、信託違反 の事実 を知 らず に対価 を与えた場 合は この限 りでない。単な る支払 い

の約 束は対価ではな いので(第302条 参照)、 預金額 につ いてまで貸 付ける ことは銀行 を有償取 得者 とは しな い

(第302条 注g参 照)。 そして預金者 が、銀 行に債務 を負 っていないで、預 金を引 き出して いない場合は、銀行 は

善意 有償取 得者では なく、信託 に服 する資 金を保持 す る ことになる。 これは、た とえ銀行が預 金が信託違反 であ

る ことを知 らな くて も同様 である。

もし、 信託資金が預 け られた銀行 が信託違反 を知 りなが ら預金 を受入れた り、引 出を承認 した場合それが有償

であろ うが無償 であろうが、銀 行は信 託違 反の責任 を負 う。何 が認識で、その効果 は何で あるかは次の注 で考慮
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す る。

h.,1到 童力ヨri鎚連痕に なる ことを知コ.て砥金を曇 制一ム」旦立 射査

受託者が信託の本 旨に反 して信託資金 を銀行 に預 け入 れ、銀行 が、その資金 を受 け入れた ときに、信 託違 反の

事実 を知 って いた場合は、 この信託違 反行為に対す る関与の責任 を負 い、その資金 につき法定受 託者 としての責

任 を負 う。 この ように、 もし銀 行が、信託資金であ ることを知 り、信 託条項に よ り銀行預金 が禁 じられ ている こ

とを知 って いた場合、銀行 は信 託違反 に関与 した責 を負 い、預金資金 について擬制信託が発生す る。

o.ll{託 勘定 口の預金

銀行が、預け入れ られた資金 が信託 資金である ことを知 ってお り、 その預金が受託者の名 でな され ていて も、

銀行は、受 託者に預け入れ の権 限がない ことを示す状況 がない限 り、受託 者にその権限があ るかどうか調査 する

必要はない。

た とえば、受託者が、受託者 としての 自分に支払 うよう手形に裏書 きをして、受託者 としての債務保証 のため

にその手形 を銀行に預け入れ た場合、 その銀行 は、 手形の預け入れが信託違反 にな るか どうか調査 をす る義務 は

ない。また、 信託条項 に、銀行へ の寄託が 禁止 されて いて も、その信託条項 を知 らなか った り、受託者が信託違

反 をおかしている ことを示す ような事情 がない場合 には、銀行は、信託違反 関与 の責任 を負 うことはな い。

d ..個 人ll壇 穿 の脚 ナム 並

預 け入れ た資金が信託資金 で あることを銀行 が知 って いて、かつ、その預 け入 れが受託 者個人の名でな されて

いて も、銀行 は、 その受託者 が信託違反 と して預金 を したか どうか を調べ る義務 はな い。 また、預金が信 託違反

であって も、受託者が信託違 反 をおか した ことを示 すよ うな事 情がなけれ ば、銀行 は、信 託違 反行為 関与 の責任

を負 う ことはない。例 えば、 受託者が、受 託者 としての 自分に支払 うように、.手形裏 書をして個人口座 の保証の

ためにそれ を預 け入れ た場合 、銀行は預金 の際 に信託違反 をおか して いるか否 かを調査 する義 務はない。 た とえ

受託者が信託違反 をおか した として も銀行 はそれ を知 っている状況 がない限 り、信託違反 の責任 を負 わない。

同様に、受託者が個人 口座 の保証のため に受託者 としての自分 によ って引出せ る小 切手 を当 該銀行 も しくは他

の銀行に預け入れ、 しか もその小切手は受託者個人 と預金銀行 に支払 われ る場合、銀行に調査義 務はない。た と

え、受託者が事実は信託違反 をおか してい たとして も、銀行が それ を知 って いる状況 がな い限 り、信託違反 の責

任 を負わな い。

£」_受託者た る銀行は、受託者 としての口座の担保 とせ よという指示 に違反 して、受託者 の個人 口座 に信託金 を

入れて しまった ときは、責任 を負 う。

f.引 き出 しの許可

信 託資金の受寄者たる銀行が、受託者 が引き出 した資金 を悪用 しようと してい ることを知 りなが ら、小切手 の

支 払いに応ずる ことによ り受託者 に引き出 しの許可を与 えた場合、銀行 は、信 託違反行為関与の責任 を負 う。

五」_受寄者 たる銀行 が、受託者が信託違反 をおか して、その資金 を引 き出し、 または引き出 した資金 を悪用 しよ

うとしている ことを知 らずに、受託者 の小切手 につき支払 いをした場合、銀行 は、信託違反 行為関与の責任 を負

う ことはない。例 えば、受 託者が、受託者 としての自分に預金口座 を設け、第 三者へ支払 える小切手 を示 した時、

536一

丁

一



【第9章 】

銀行 は資金 引出の際 に調査義務は ない。受 託者が真実 は信託違反 を犯 していた として も、銀行が それを知って い

る状況 を示 さない限 り、信託違反の責任 を負わ ない。

同様 に、受託 者が、受託者 として引出可 能な小 切手 を引 出した場 合 も、銀 行に小切手が受託者 個人 もしくは、

第三 者、他 行に支払 われ るのか調査 をする義務 はない。 口座 が受 託者個人で開設 されて いて も同様であ る。

同様に、受託者が 自分 の口座 の保 証のために受託者 としての 自分に よって引出 され た小切手 や、受託者 と して

の 自分に支払われ るべ き裏 書 された小切手が預け入れ られ、後 にそれが引出 され た り、第三 者に支払われ た場 合、

銀行が違 反 を知 っている事情がな い限 り調査義務 はない。

h. ,.銀行}主剤す墨堤 晶 者麗人亜 飽 支払

信託資金の受寄 者たる銀行が、受託者個人の銀行 に対す る債務 の支払 いの ために、信託資金 から支払 われ る小

切手 を受け取 った場 合、その銀行 は、信託資金が そのよ うに使わ れる ことを知 っていた ときに限 り、信 託違 反行

為関与 の責任 を負 う。第322条 参照。

例 えば、受 託者個人の債務 の支払 のために信 託義務違反 によって引出 された小切手 を受取 った場 合、銀行 は信

託違反 の責 任 を負 う。

但 し、銀 行が小切手 を受 取ったとい うことだけで、銀行 が信 託違反 に悪意で あることにはな らな い。 さ らに引

出が信託違 反 として も引出 した とい うことだけで信託違反 にな らな い。

⊥ エ魍哲1こ対す る受 認置 の個ム債務の相殺

信託資金 の受 寄者 た る銀行が、その資金 が信託資金 であ ることを知 っている場 合、受 託者が個人的 に負ってい

る債務 と相殺 する ことはで きない。第323条 参照 。

⊥_銀 行 への預金がな され た時 に、受 託者 の債務 も発 生 した場合 で、 預金 された資金が信託資金 である ことを知

らないときには、受託者 の個人 的債務 と相殺する ことが できる。第323条 参 照。

例:

1.Aは 、金 銭の受託者 であ る。Aは 、信 託資 金の1.000ド ル をB銀 行 に預 け入 れ、B銀 行 は、預金

された金銭 が信託 として保 有 され ているものである ことを知 らなか った。B銀 行 がその事実 を知 る前に、

A個 人1こ500ド ル を貸 した。AのB銀 行 を相手 とす る1.㎜ ドル返還請求訴訟 では、B銀 行 は、Aに 対 す

る500ド ルの債権で相殺す る ことが できる。

2.Aは 、金銭の受託者 である。B銀 行 は、A個 人 に500ド ル貸 した。Aは 、信託資金 のL㎜ ドル を

B銀 行 に預金 し、B銀 行 は、預 け入れ られた金銭が信託 として保有 されて いるものである ことを知 らな

かった。Aに よるB銀 行 を相手 方 とす る1,㎜ ⇔ レ返 還請求訴訟1こお いて、B銀 行 は、Alこ 対す る㎜ ド

ルの債権で相殺 する ことができる。

第325条 受託者の保有する有価証券の移転の登録

受託者が、自己の名義となっている信託財産たる株式、社債、その他の会社の証券を、信託の本旨に反して譲
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渡 し、会社が この譲渡の登録 を した ときは、会社 は、登 録 した当時に信託違反 の事実を知った り、 もしくは知 り

うべ き場合 に限 り、 この信託 違反に対す る関与 の責任 を負 う。

注:

旦.借 」托坦坦存在を知 らμ い掃立

株式 が、受託者の個人名義 で登録 され、受託者がその株式 を信託 の本 旨に反 して譲渡 した場合、会社 は、信 託

の存 在を知 らない ときには、譲渡 の登録 につき責任 を負 う ことはな い。

h,.信 託違反 の認 識 し丈⊥、蚤場A∫1坦画引ρdge)

株 式が受託者の個人名義 または受 託者 としての名義 で登録 され、受 託者が、信託 の本 旨に反 してその株式 を譲

渡 した場合、会社が その株式 の譲渡が信託違反 になる ことを認識 している ときには、株式 の譲渡の登録 につ き、

責任 を負 う。

c.口 語違反(nnUcU)を 知 り.うぺ 妻場白

株式が、 その者が受 託者 であ ることを示す文言 によ り推定 される受託者名で登録 されてい る場合、会社は、 そ

の受託者 に譲 渡の権 限があるか どうか を調 べなければな らず、その ような調査 を して いれば受託者に譲渡の権 限

が なかった ことが明 らかにな る場合 に限 り、会社 は、信託違反関与の責任 を負 う。

d.輌 奨 託古法{Ullif町■fiduoiari帖 畦D

統 一受 託者法第3条 に よ り、会社 の株 主名簿 に登録 されて いる受託者が その株 式 を譲渡す る場合、会社 は、 受

託 者がその譲渡 をす ることが信 託違反 にな るか どうか を調べ る義務 はな く、信 託違反 であ ることを現実 に認識 し

てい る(actual㎞ouledge)か 、譲渡 の登 録行為 が悪意(badfaith)に 相 当する ことを認識 していた場合 に限 り、 譲

渡の登録につ き責任 を負 う、 と規定 されて いる。'

一 ■inec卿 咀

信託条項 または法令 によって、受託者に は、 自己の指名 する第三者 の名 義で信託財産 を保有 する権限が与 えら

れ る ことが ある。 このような場 合、信託 として証券が保有 されている時には、会社 は、受託者 の指 示によ り、指

名 された名義 で株式 の登録 をす ることがで き、受託者 にその権 限があ るのか、 あるいはその後 に名義人がその株

式 を譲渡 できるのかを調 査す る義務は ない。

〔訳注 〕

本 条で述 べ られてい る規則は、経験則上 、良 くない規則である とされて いる。合衆 国では一般に適用 され てい

るが、英 国では、廃止 されて いる。信 託違 反を予 防す る方法 としては、あ ま りに も効果がな い。名義人の使用 に

よって、 信託の存在 を会社 に登録 させ てお こうとす る効果 を失わせて しまう。 この規則は、法 令に よって廃止 さ

れ るのが妥当であ ろう。Unifor■Co■ 陀rcia】Code第8条 ～第403条 、Unifor■ActforSi叩1ificationof

FiduciarySecurityTransfere参 照 。

第326条 受託者 とのその他の取引
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【第9章 】

受託者が信託違反をおかすことを知りながら、信託違反行為に関与した第三者は、信託財産の譲受人でなくと

も、信託違反により生じた損害に対し責任を負う。

注:

旦⊥一重睡蓮亙 を認識していた 合

第三者が、受託者が信託違反をおかすことを認識しながら、受託者の信託違反行為に関与した場合は、受益者

に対し、信託違反関与の責任を負う。

たとえば、受託者が代理人に信託財産を売却するよう指示し、代理人が受託者に信託財産を売却する権限のな

いことを知っていながら、しかもその売却をなしたときには、代理人は、信託違反行為に関与した責任を負う。

」L」菖雌」堕厘を知旦i空 き櫛窺

顧客が、受託者としての名で、投機的な取引の証拠金ために、証券を株式仲買人に預けた場合、仲買人は、顧

客が受託者であり、しかも信託違反行為をおかしていることを知りうべき時には、責任を負う。しかし、仲買人

に対する勘定が、受託者としての顧客の名義で開かれているだけで仲買人に信託の存在の調査義務を課さない。

仲買人が信託違反の事実について知らなければ、仲買人には責任はない。

顧客が仲買人に受託者としての名義で、証券の売却と投資のために証券を預けた場合、仲買人は、売却や投資

の権限調査の義務はない。たとえ受託者に売却の権限がなく、投資によって利益を得ることが信託条項によって

正当な信託権限の行使でないとしても仲買人に責任はない。

第4節 出訴期限法(Sta加teofLi面tations)と 消 滅時効(laches)の 効果

第327条 受託者が出訴期限法および消滅 時効 によ り権利行使 を禁 じ られた

場 合の受益者の権利

(1)本 条(2)項 の場合 を除 き、受託者が 出訴期 限法および消滅 時効 によ り、信託財産 に関 し第三者 に対 して訴を

提起 することを禁 じられた ときは、受益者 もまた第三 者に対 し訴 を提起 することができない。

(2)第 三者が 故意に(kn㎝inoly)信 託違反 に関与 したときは、受益者 は、この違反 にっ き、第三者 に対 し訴 を提

起す ることがで きる。但 し、以下の場合 はこの限 りで ない。

(8)受 益者 自身 において消滅時効(18che3)を 負 うとき

(b)信 託違反 に関与 しない共同受益者 、または第三者 に対 する違反責任 を問 う権利の あるこ とを知 ってい る

承継受託者が 、第三者に対 し訴 を提起すぺ きことを怠 り、そのために出訴期限法 または消 滅時効 により

訴訟 提起が禁 じられる ことにな ったとき。

注:

旦.鷺 托 者」⊇1レ 不 一 をな した者

信託財産 に関す る不法行為 につき、受 託者による第三者 を相手方 とする訴 訟提起が出訴期限法 によって禁 じら

れるに至 った場 合、受益者 は、第三者 を相手 に救済 請求が できない。
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b.受 託 者を相手 とす る訴訟で は、 も し受 託者 が信託 とは無関係に その財産 を保 有 して いれ ば、 出訴期限法 によ

り楽 しられたであろ うという場合 に限 り、受託者の訴の提起は 出訴期限法 によって禁止 され ることになる。

c.受 託者お よび受益者は、法定期 間の経過 の後には訴の提起が禁止 され る。た とえ受益者 または複数受益者 の

1人 が未成年で あるとか、みず か ら権 利を もって いた とすれ ば、 同じ く制 限 を受け るであろうような行為能 力制

限を受けて いて もそ うで ある。

d.ま た、受益者の1人 または数人が将来 にのみ享有 できる権利 を有 してい るとか、受益者 の1人 または数 人が

確 定 されて いないという ことは重要ではな い。

例:

1.Aは 、 甲地 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後はCに 甲地 を引 き

渡す よう指 示 した。Cが1才 の時、Eが 甲地 を 占有 し、不法に20年 間 占有 し続けた。法令に よって、土

地 の所 有者 は他 人が20年 間不法 に占有 した後 での土地の回復請求 を禁 じ られている。B、Cま たはDは

Eに 対 して何 らの普通法上ま たは衡平法上 の訴訟 を提起す ることはできない。

2.Aは 全財産 を信託 としてBに 遺 贈 し、その財産か らの収益 をC生 存中はCに 支払、C死 亡後 はそ

の財産をDに 引渡す よう指示 した。信 託財産の 中にはEの 振 出した約 束手形が含 まれて いた。受託者 は

出訴期限法 に よる約 束手形 の有効 期間の10年 間、手形の行使 をしなかった。 その期間Cは 未成年 であっ

た。Eに 対 してB、Cあ るいはDは 何 らの普通法 または衡平法上 の訴訟 を提起す ることはで きない。

e.他 方、受託者が無能力者 であった場 合、た とえ受益者 が能力者 であった として も、 出訴期限法 による制 限を

受け ることは ない。た とえば、 受託者が、訴訟原因が生 じた時 に心身 喪失 の状態で あ り、 出訴期 限法 の制限 を受

けな いときには、 たとえ受益者 が無能 力者 でな いとして も、訴提起 の権利 は制限 され ない。

f.受 託者が信託違反 を して、違反行為者(1rongdoer)ま たは契約 者を相手方 とす る訴 の権利 が出訴期限法 の制 限

に かかるのを許容 した場 合には、受益者 は信託違反 につき受託者 を相 手方 とす る訴 訟を提起 す ることができる

(第177条 参照)。 但 し、受益者の権利不行 使による消滅時効によ って、訴提起 が制 限 される場 合は この限 りでな

い(第219条 参照)。

且」_本条 で述 べ られてい る原則 は、信託 財産に対 す る侵害 によ る損害の回復請 求のみな らず、信託財産その もの

の 回復 請求に も適 用 され る。

h.信 託違 反につ き、違法行為者 または契約 者のために、受託者が権利放棄 を した場合の効果 につ いては第321条

参 照。

i.fli託 財 産の」壌受人

受託者が、信託 に違反 して善 意有償 取得者で はないが信 託違反 に関与して いることを知 らない第 三者 に信託 財

産 を譲渡 し、 かつ、受託者 が出訴期 限法 または消滅 時効 に よって、 譲受人に対す る訴 訟を制 限 された場合 、た と

え受益者が無能 力者 であって も、あ るいは受益者 の権利 が将来発 生す るもので あって も、 さらに受益者が信託違

反 の事実 を知 らな くと も、受 益者 もま た譲受人 を相 手方 とす る訴につ き出訴期 限法の制限を受け る。

た とえば、受 託者が信託財産処分の権限 がある と誤信 して財産 を譲 り受け た場 合、受託者が出訴期限法 ま たは、
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消滅 自己によ り譲受人に対 する訴訟が許 されない時、譲受人 は信託の制限 を受け ない財産 を保持 する。

⊥_受 託者 が第三者 を相手方 とする訴の権利が出訴期限法 によって制限 され るの を許容 したときには、受益者 は

信 託違反 につ き受託者 を相手 方 とする訴訟 を提起 する ことが できる{第177条 参照)。 ただ し、受益 者が消滅事項

によって制 限 され る場合 は この限 りではな い(第219条 参照)。

(2)項 の注

k.{郡 随 垣 に故意に閲』rL左 譲受人 に対 する受 託者¢卯i訟±捌 阻 妻」」工る揚 音

第三者が故 意に信託違反 に関与 した場 合、受託 者が訴訟 を禁止 される事 由のあ るときに限 り、受益者 は、第三

者 を相手方 とす る訴 を提起 する ことがで きる。受 益者は、消滅 時効 の効果 を うけ る場合に限 り、訴 の提起 を制限

される。

例:

3.Aは 、5才 のBを 受舗 とする1,㎜ ドルの信託 の受託者 である。Aは 、信 託 の本 旨1こ反 して、

自己の債権者Cに その金銭 を支払 ってしまった。Cは 、信 託違反 の事実 を知っていた。 その直後 、Bは 、

適齢 に達 してす ぐCに 対 して訴訟 を提起 した。Bの 訴権 は禁止 され ない。

⊥ 」 蓑継受菖王者のr僻訟坦劃 璽旦鎚 金

受託者が、解 雇 ・辞任 ・死 亡によって新 しい受 託者 が指名 され た場 合に、 この新 しい受 託者が信託違反 の事実

を知 りなが ら、出訴期限法 または塀怠責任 によ り制 限 され るに至 るまで訴 の提起 をしなか った ため に、訴 の提起

が禁止 され た ときには、受益者 もまた訴 の提起が禁止 され る。

m,」U哩 受託 者が蒔の提起 剛PI眼 を堂 ける場合

同様に、共 同受託者の1人 が、信託 の本 旨に反 して、善意取得者 でない第三者 に信託財産 を譲渡 した場合 に、

他 の受託者 は、 その信託違反 に関与 はしなかったが、後 に、その事実 を知 りなが ら、出訴期 限法 または塀怠責 任

によって禁止 されるに至 るまで訴の提起 を しなか ったときは、受益者 もまた訴 の提起をす る ことが できない。

第5節 受益者による義務免除および受益者に対する相殺

第328条 第三者に対する権利の受益者による義務免除

第三者に対す る権 利が信託 と して保有 されてい るときに、受益 者が第三者 に対 し、この義務 を免除 した場合 は、

第三者が依然 と して責任を負担す ることが、訴訟の循環(circoity)を 惹起させ る結果 とな る限 りにおいて、第 三

者 は義務を免れ る。

注:

a.拠 循 勉 阻止

本条で述べ られている法準則 は、訴訟 の循環の阻止 が根底 にあ る。第三者に対 する権利が信 託 として保有 され

て いる場合、受 託者に支払 うことが債務者の義務 である。受 託者に支払 いをなせ ぱ、債務者 は、その請求権 に対

す る抗弁権 を もつことにな り、受託者が その支払われ た金銭 を不 正 に使用す るという信託違反 行為 をおかす のを
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知 らない限 り、債務者 はそれ以上の義務 を負 わな い。受益 者に支払 いをす ることは、債務 者に とって適法 な抗弁

とはな らない。 しかしなが ら、債務者が受託者 に支払 うよ う強制 され、かつ、す でに支払 いを受 けた受益 者が債

務者 に支払 うよ う強制 される ような場合に は、債務者 を相 手方 とする受託 者に よる訴訟 につ き、債 務者 は、衡平

法 上の抗弁 をな しうる。第15条 注d参 照。

b..受 益者が坦睦 む支 払些」を至当 垂揃撰」を≡ 場 合

第 三者 に対する権利 が信 託 として保有 され、受託者 がその債権 を取 り立 てて直ち にそれ を受益 者に支払 う義 務

を負 っている ときに、債務 者が受益者に支払 って しまった場合、 その債務 者は、受益者が無能 力でない限 り、ま

たその権利 が譲渡できな いものでない限 り、その債券 につき衡平法 上の抗 弁権 を取得す る。債務 者に抗弁 権を認

める ことは、訴訟循環 の阻止が 目的で ある。 なぜ な ら債務 者が受託者 に支 払 う義務が あ り、受託者 が受益者 に支

払 う義務 があ る場合 、債務 者に返還 す る義務が発生す るか らである。第15条 注d参 照。 その結果 は受益者 が債務

者 に免責 を与えた場 合と同 じであ る。

例:

1.Aは 、Cが 成年に達 した時 に保険金 をCに 支払 うとい う内容 の信託 として、受 託者Bに 支払 われ

る生命保険証 券を受け取った。生命保険会社 は、Cが 成年 に達 した後、Cに 保険金 を支払 った。Bは 、

保 険会 社を相 手に、保険証券 に関す る訴訟 を提起 した。保 険会社 は、その訴 訟に対 し、抗弁権 を有 する。

C。 本条 で述 べ られている法 準則は、元本 と同様、収益 について も適 用 される。

例:

2.Aは 、全財産 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後 は元本 をDに 引

渡すよ う指 示 した。その信託財産 の中に は、Eの 負 っている債務 も含 まれて いた。Eは 、 自己 の債務 か ら

生 じる果実 をCに 支払 った。Cは 、無能力者 ではない。BがEを 相 手方 として その果実 につき訴訟 を提起

した。Eは 、その訴訟につ き、抗弁権 を有す る。

」L.還 益者 にs即 時1も支払L㌦を長け是権附坦 星巳場合

信託条項 に よって、一定 の期間満了後に のみ、信託財産 を受益者 に引渡 す よう指示 され ている場合 で、 かつ、

その信託財 産の中に、第 三者に対する権利が含まれて いるときに、一・定期間満 了前に、受益者が第三者 から支払

い を受け、あ るいは、彼に対 し債務免除 をした場合 は、受益者 が無能 力者 でな く、受益権が譲渡 できないもので

ない限 り、債務者は、その権利につ き抗弁権 を有す る。

例:

3.Aは 、 全財産 を信託 としてBに 遺贈 し、Cが40才 になるまではCに 収益 を支払 い、Cが40才 にな

った時には元本をCに 引渡す よう指示 した。信託財産上 に受 益権 を有す る者 はC以 外 にはいない。 その

信託財産にはDに 対す る権利が含 まれて いた。Cが30才 になったときに、Dは その債権額 をCに 支払 っ

た。BはDを 訴えた。Dは 、その請求に対 し、抗弁権 を有す る。

⊇ 幽

第三者に対する権 利が信託財産の一部 として保有 され、 その受益者 の権利 が譲渡で きないものであ り(第152条 、
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153条 参照)、 かつ、 債務者が受 益者 に支 払いをなし、 あ るいは受益者 が債務 免除をな した ときは、 その債務者 は、

その請求 に対 して、 抗弁権 を有 しない。そのよ うな場 合、債務者 は受益者個 人に対 して支払 われた額 まで請求 で

きるが、信託上 の権 利に対 してその請求権 を実行 できない。

:f,一粟益 者が無援 力者τ毒 炎墨金

第三者 に対す る権 利が信託 と して保有 されている場 合に、受益者 が無能 力者 であ り、かつ、債 務者が その受 益

者 に支払 いをなすか、あ るいは、受益者 がその債務免 除をな した ときには、債務 者は、その請求 につ き抗弁権 を

有 しない。但 し、受 益者の無能 力者 でな くなった時点 で利益が残 っていた額 の限度 もしくは、必 要費 を免 れた限

度 ではこの限 りではない。

乱_奨 益 者1三」よ_重債権蔵渡.{旦鎚 喧喧拙L)

第三者 に対す る権 利が信託 と して保有 され、受益者 がその権利 を他 の人 に譲渡 し、かつ、債務 者がその後 に旧

受益者 に支払 いをなすか、あ るいは、 その者 か ら債務免 除を うけ た場合、 たとえ債務 者がその譲 渡 を知 らな くと

も、債務者は、 その請求につ き抗弁権 を有 しない。債務者 に受 託者へ の支払 いを強制 する ことは、訴訟の循環 を

ひきお こさな い。 なぜ な ら受託者 は譲受 人に利益 を支払 う義務 があ り、 旧受益者 に支払 う義務 はな い。債務者 は

しかし1日受益者 か ら償 還でき るというのは支払は過失 に基 づ くもの だったか らである。

結果 は、受益者 の権 利が債権譲渡に よって終了 したの と同 じであ る。

第329条 第三者の受益者に対する債権の相殺

第三者に対す る債権が信託 として保有 され、かっ、第三者が受 益者 に対 し債権 を有す るときは、 この両者の債

権の相殺を禁ず ることが訴訟 の循環 を惹起 させる結 果 とな る限 りにおいて、第三者 は相殺をす るこ とができる。

注:

旦。受益者が、坦!叫に理 趣 塑1」 ±壷権限堂 イ工丈 る場合

第三者に対す る債権 が信 託 として保有 され、その債権 を取 り立 て直ちにそれ を受益者 に支払 うことが受託者の

義務である場 合、受託者 によって、その債務者に対す る債権 につ き普通法上の訴訟が提起 され た時、債務者は、

受益者に対する 自己 の債権 を、普通法 上の抗弁 として出す ことはで きな い。 しか し、普通 法上 の訴訟にお いて衡

平法 上の抗弁を出す ことを認めて いる州では、衡平法 上の抗弁 と して出す ことが可能 であ り、 または受 託者の権

利行使 を禁止す るよう衡平法上 の訴を提起す ることがで きる。

b⊥ 受益者」二 即時 に支払 いを受亘 る権限坦 な込掲金

信託条項によ って、信託財産 が一定の期間満了時にのみ受益者 に引渡 され るもの と規定 され、 かつ、 信託財産

中に第三者に対す る債権が含 まれてい る場合、その債権 につ き、受 託者が訴 を提起 したとき、債務者 は、受益者

に対する債務 者の債権 を抗弁 として持 ち出す ことはで きな い。

£,一撞豊書肺 托

第 三者 に対 する債権が信託 として保 有 され、 かつ、受 益権が譲渡 しえない もの とされてい る場合(第152条 、
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第153条参照)、第三者に対する債権につき受託者が訴を提起したときは、その債務者は、受益者に対する自己の

債権を抗弁として持ち出すことはできない。

旦　 受益者妃無能力者であ互損金

第三者に対する債権が信託として保有され、かつ、受益者が無能力者である場合、第三者に対する債権につき

受託者が訴を提起したときは、その債務者は、受益者に対する債権を抗弁として持ち出すことはできない。
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第10章 信託の終了および変更

第330条 委託者による信託の撤回

第331条 委託者による信託の変更

第332条 撤回または変更の権限の錯誤による遺脱

第333条 取消および訂正

第334条 信託期間の満了

第335条 信託目的遂行が不能または不法となる場合

第336条 緊急の事情による終了

第337条 受益者の同意

第338条 受益者および委託者の同意

第339条 委託者が唯一の受益者である場合

第340条 受益者の内のある者が同意しない場合

第341条 混同

第312条 受託者が信託財産を受益者に譲渡、または受益者の指図に従って譲渡する場合

第343条 受益者が受益権を受託者に譲渡する場合

第趾 条 信託終了の場合における受託者の権限および義務

第345条 受託者が信託終了に際して信託財産に対する権利または占有を移転する義務

第346条 信託財産の変形への指示

第347条 数人の受益者がある場合の信託財産の分配方法

第330条 委託者による信託の撤回

(1)委 託者 は、信託条項 において信託の撤回の権限 を留保 した場 合およびその範囲 において、 信託 の撤回 をな

す ことができる。

(2)第332条 および第333条 の場 合を除いては、委託 者 は、信託条 項において信託撤回の権限 を留保 しない限 り、

信託 の撤回をなす ことはで きない。

注:

旦..」 信託麺 ⊥

「信託条項 」 という用語 は、信託に関す る委 託者の意思 の表示 を意味 し、訴訟手続 にお いてその証明 を許 され

た もの を言 う。第4条 参照 。信託条項 を決定す る委 託者 の意思 は、信託設定時 の意思 であって、 その後の意思 で

はな い。意思表 示が証拠能 力あ る証拠に よって証明 され るな らば、書面、口頭 または行為で表現 された もの であ

ろ うと、その意思表示 は信 託条項 であ る。

上⊥」部 璃 ≒項 が 書川に なって いる場 合
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信託が設定 され、 その信託に関す る委託者の意思 表示が書面に なって、その 書面 に委託者 の意思が完全 に表 示

され、かつ、信託証 書に、委 託者が、そ の信託 を撤 回する権限あ りと規定 され ていな い場 合、委託者が その信 託

設定 につ きなん らの対価 も得て いな くとも、その信託は、委託者 によって撤 回される ことは ない。 しか しなが ら、

委託者が、撤 回の権 限 を留保 しようと思 っていたが、錯誤に よって、 その規定 を入れなか った場合、委託者 は、

信託証書 を変 更(第332条 参照)す ることができ、 また、委託者が その信託 を、詐 欺 ・強迫 ・不 当威圧 または錯 誤

によって設定 した場 合は、 その信託 を取消 す ことがで きる(第333条 参照)。

信 託証書 の意味が不明確 で委託者が撤 回権限 を留保 して いるの か否 か不 明確 であ る場合、信託 設定時 の状況 証

拠が信託証書 の解釈 のために認め られ る。第38条 参照

信 託の設定 は、記 載証書 によ りあ き らかであるが、 その証書 では、信託条項 が完全 に書か れていない ことが示

され ている ときには、委託者が信託 を撤 回す る権限 を留保 したという意思表 示を示す外部証拠(extrinsicev1-

dence)を 許容す ることがで きる。 たとえば、信 託設定以前 に、財産権 の所有者 がその財産権 を受 託者 としての他

人 に移転 す ること、及 びその所有者 は随時信託 を撤回す る権限 を有す るこ とにつ き合意 を し、その後 この口頭の

合 意に従 ってそ の財産権 を保有 する ことを受託者に指示す る信託 証書 によ り財 産権 を移転 した場 合、委 託者は撤

回権 限を有す る。契約 の リステ イ トメ ン ト第226～244条 と比較せ よ。

旦』一間語条項が チ}|Ilil三書か れていない場喧

信 託の設定が、証書 によって明 らかに されて いない場合、 たとえ委 託者 がその信託 の設定 にっ き何 らの対価 も

得 て いな くと も、そ の信託 は、取消 しで きな いものと推論 される。た とえば、あ る証券 の所 有者が、それ を他 の

人に譲渡 し、 口頭 で、 その証券を信託 として保有 し、委託者 が生存中に収 益 を委託者 に支払 い、死亡後は委託者

の子供たち にその証券 を引渡す ように指示 した場合、 委託 者は、信託の撤 回 の権限 を留保 しなか ったもの と推論

され る。

一方、委託者 が、 その権限 を留保す る特別 な言葉 を使 っていな くとも、信託撤 回の権限 を留保す る意思 である

ことを示す よ うな事情 があ る場 合があ る。委託者 がその信託を撤回す る権限 を留保 す る意思 を表示 したかどうか

の問題 で、重 要な要素 は以下の もので ある。(1)撤 回の権限を留保 しない で信託 を設 定 した ことが、委託者 の不

注意 による ものであろ うと思われ る事実、(2)委 託者 と受益者の関係、(3)委 託 者がその信託 を設定 しようとし

た理 由、(4)委 託者がその信託の設定 を受益者 に知 らせたか どうか、(5)信 託財産 の性質、(6)委 託者 が撤回 の権

限 を留保 した場合、委 託者の責任、所得税及 び相続税の財産に対す る効果。

信託条項 が書面にな って いない場合、信 託条項 を決定す る際に これ らの要素 が重要 な問題 となる可能性 があ り、

も し、 これ らの要素 に よ り委託者が信 託を撤 回す る権限 を留保す る意思 を有 していた ことが明 らかになるな らば、

委 託者に よる信託 を撤回す る権限 の留保 は信託条項の ひとつ となる。他方、 信託条項 が完全 に示 されている書面

によ り信 託が設定 された場合、 同様 の要素 が重要な問題 となる可能性が あるが、信託条項 を変 更す るためにでは

な く、撤 回権限 を留保 されなかった ことが錯誤に よる ことを示 し、条項 の変 更 をす る根拠 をなす もの として問題

とな る。第332条 注a参 照 。信託 が口頭又は書面 による信託宣言 によ り設定 され た場合、結 論は同様であ るが、結

論に至 る過程 が異 る。
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d..」苗睡宣王『お よび情随 とし工{蝿 菰

本条で述 べ られて いる規 則は、信託が、信託宣言 で設定 された場合 も、受 託者への信 託財産譲渡 で設定 された

場合 も、適 用 され る。信 託譲渡がな され た場合 と同様、信 託宣言が なされ た場 合 も信託 は撤回不能 であると推 論

され る。 しか し、財産権 の所有者が信託譲渡 した場合 と同様、信託宣言 をした場 合 も、 財産権の所有者が信託 撤

回権限 を留保す る意思 を有 す ることが状況 から明 らかにな る可能性が有 る。た とえば、預金者 が 自己の名義 で他

人の ため の信託の受託者 として貯蓄銀行 に預金 している場 合、預金者 は撤 回権 限を留保 してい るものと推 論 され

る。撤回不能信託 を設定 す る意思が他 の状況か ら推論 され る場 合、 たとえば預金通 帳が受益者に交付 され ていた

場合、 この推論 は覆 され る。他方、撤 回可能 な信託 さえ設定す る意思 のなかった ことが状 況か ら明 らかになる こ

とが ある。第36条 注b、 第58条 注a参 照 。

白.、不窮 余に縮 毛が1世定一主虹土場金

本条で述べ られ ている規 則は、信託 の設定が完了 され た場 合に限 り、適 用 される。委 託者が信託 の設定 に必 要

な行為の全部 はまだしていな い場合(第17条 か ら第73条(第2章)参 照)は 、撤 回の問題 は何 ら出て こない。た と

えば、財産権 の所有者 が、生前行為 で、第三者 を受益者 とする信託 を設定 するために受 託者にその財産権 を譲渡

した場合 で、信託 の 目的 物の引渡が なかった り、譲渡証 書の交付が なかった り(第32条 参 照)、 それ が遺言 によ る

処分 であった り(第53条 か ら第28条 参照)し たために、財 産譲渡の効果 が生 じない ときは、信託は設定 された こと

に な らないし、 その財産 権は、信託 とは関係な く所有者 の もので ある。 この ような場 合には、信託 は設定 されて

いないのであるか ら、委 託者の撤回 の権 限の留保 は問題 にな らな い。

普通法上 の権原 の譲渡 は有効 であるが受益権 が処 分 されていな い場合、 た とえば、受益者の指定 な く単 に信託

として譲受人 に対 して譲渡が行 われ た場 合、委 託者 はその処分 を撤 回 してその財産 を自己へ再譲渡 するよ う譲受

人 に強制 する ことができ る。 そのような撤回後 、委 託者 はその財産権 を信 託 とは関係 なく保有で きる。

同様 に、委託者 が将 来行 う生 前行為 によって受益権 が処分 され る場 合、た とえば、委託者が将来捺 印証書に定

める者 に対しその捺 印証書 で定 める割 合で信託と して譲受人に譲渡 を行った場合、委託者は その信 託を撤回で き

る。 なぜ な ら、受 益権 が委託者以外 の者に対する関係では有効 に成立 していないか らであ る。委託 者は譲受人に

対 してその財産権 を 自己に再譲 渡す るよ う強制 する ことが でき、再譲 渡後 、委託者は その財産権 を信託 とは関係

な く保有 できる。

また、 譲受 人への財 産譲渡 が、委託 者が遺 言で指 示す る人の ための信託 としてな され、 しか も遺 言で指 示 され

る割 合で行なわれる というよ うに、受 益権が、委 託者の遺言行為 によ って処分で きるようになって いる場 合に は、

委託 者は、信 託を撤回す る ことができ る。委託者は、その財産 を 自己に再譲渡す るよう譲受人 を強制す ることが

でき るし、その再譲渡後 は、委 託者 はその財産を信託 と関係な く保 有す ることにな る。

例:

1.Aは 、生前行為 でBに 財産 を信託 として譲渡 し、 その信託の受益者 は、Aの 最終 の遺 言で指定 す

る もの とした。 その後Aは 、BにCの ための信託 として、その財産 を保有せ よと指示 を した遺言 を作成

した。Aは 、Bに 、その財 産 をAの もとに戻す よう強制 で きる。

547



【第10章 】

一方、 財産権 の所有者が、証書 によって、最 終の遺言 で設定 するの と同 じ信 託 にもとつ いて保有する よう生前

行為 でその財産権の譲渡 を した場合 で、 かつ、そ の遺言 には特定 の受益者 のため の信託が指 示 されていた場合に

は、遺 言その ものは撤 回可能 で も、 生前行為でな され た信託は、撤回できな いものである。遺 言の条項 を遺言 と

してではな く単に証書 の文 言として、組み込む意思 を表 示 し、信託証書に撤 回権 限を留保 して いな いな らば、財

産 権の所有者 は撤回権 限を留保 していな い。

例:

2.証 書によ って、Aは 、遺 言に書 かれてい る信託に もとつ いて財産 を保 有 させ る趣 旨で、生 前行為

によ りBに 財産譲渡 をした。Aは 、遺 言書 を作成 し、そ のコ ピー を信 託証書に付 加 した。信託 証書 では、

Aは 撤回の権限 を留保 していなかった。遺言書 に、Aは 、 自己の全 財産を一定 の信託 と して保 有する こ

とを指定 して いた。その後、Aは その遺言 の撤 回をした。Aは 、信 託 としてBに 譲渡 した財産 を、Aの

もとに返す ようBを 強制する ことはで きな い。

f.撤 回の権限 を留保 し二ζも、一信託」ま無 効.で.なし±。_

委託者が、信託 の撤 回の権 限を留保 して も、 信託 その ものの効力を失わせて しま うわけでは ない(第37条 参照)。

ま た、撤回権 限を留保 して も、信託の設定行為 を遺 言法 の要件 を満 たさなけれ ば無効 とな る遺言行為 として しま

うわ けで もない(第57条 参照)。

菖,総 債権 者のため_坦講撞(堅 塁g鳴 丘醇}

債務者 が、総債権者の ために、 自己 の財産を譲渡 した場 合、総債権者 のための信託が設定 された と推 論 され、

た とえその譲渡 に総債権者 が同意 を与 えて いな くとも、債 務者 は、撤回しえな い信託 を設定 した と推論 され る。

その ような譲渡 をなくす ことによ り債 務者は財産権 に対する支配 権を放棄 し、'ただその財産権 を債権者への支払

に用 いる よう譲受人 を強制 す る権利 を保持 し、債権者 が債権の満 足を得た後、剰余が あれ ば払戻 しを受け る意思

であ ると推論 される。

虹 乗鵡者 の帖 定の債権 者のため唖窟托

債務者が、債 権者の代理人で ない第三者 に金銭 または他の財産権 を交付 し、 それ らを債 権者へ の支払 いのため

に使 うよう指 示 した場合、その第三者 は、債務者 または債権者の受託者 とな りうる。第三者が債務者の ための受

託者 か債権 者の ための受託者 かは、債務者 の意思表 示に よる。

債 権者 との合意に もとづ き債務者が第三 者に対 して財産権 を譲渡 した場合、 その合意に よ り第 三者が債権 者の

ための受 託者 であるのかが決定 される。財産権 が第三者 に譲渡 された ら債務 者に対す る債権 を放棄 する 旨、債権

者 が合意 して いる場合、 その第三者 が債権者のた めの受 託者となる ことは明 らかで ある。債 権者 が債権 を放棄 し

なか った として も、あるいは、債権を強制 しな いことに合意 しなか った として も、債権者 との合意に より、譲渡

が なされた場 合は、通常 、その第三者は債権者の ための受託者であ る。

債権者 との合意に もとつかずに財産権 の譲渡が な された場合、信託は債権者 のためでな く債務者 のた めであ り、

債務者 は債権 者の同意 を得ず に随意に信託 を撤 回でき ることが推論 され る。 このよ うな場 合、譲渡 は債務者 の便

宜上行われ ただけであ り、撤 回不能 な権利 を債権 者に与 える意思の なか ったことが推論 され る。 しかしなが ら、
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このような場合 であって も、債権者の ための信託 を設定 して、その処分 を撤 回する ことによ り債 権者か ら剥奪 す

ることがで きない権利 をその財産権につ き債権者 に与 える意思 を表示す ることはできる。

債務者が金銭 その他 の財 産権 を第三者 に交付 し、そ の金銭 その他の財産権 を債権者 への支払 に用 いるよう指示

す る場合、 その第三者 は単 に債務者の代理人 であ る可能性 がある。第三者が代理人 であるか受託 者であ るかは、

財産権 の権原 が第三者 に移 転 して いるか又 は占有 だけが移転 してい るかに よる。第8条 参照 。第 三者が単 なる代

理人 である場合、債務者 は随意代理関係 を終了 して、 その財産権 を返還す るよう第三者 に強制する ことが できる。

債務者が金銭 その他 の財 産権 を第三者 に交付 して、 その金銭 その他 の財産権 を無制限 に使 用して よい旨の意思

表示 をし、かつ第三者が その約 因 として自己の財産権 を債権者 に支払 うことに合意 した場合 、第 三者は代理人又

は受託者 としてその財産権 を取得 したの ではな く、債権者 のための契 約が行わ れたのである。第14集 注f参 照。債

務者 と第三者の合意に よ り、第三者の債権者に対す る責任 を終了 させ る権 限 については、契約 の リステ イ トメ ン

ト第143条 参照。

債務者は第三者に金銭 を交付 して、 その者に金銭の無制 限の使 用 を認め る旨及 び、債務者 がその者に対す る債

権 を自己の債権者のた めの信託 として保有す る旨の意思表示 をする ことはで きる。第12条 注■参照 。債務者 がそ の

第三者に対す る債権 を自己の債権者の ための信託 として保有 してい るのか否 かは、債務者 の意思表 示が債権者 に

対 して 自己が第三・者に対 して有する債権 を債権者に与 える趣 旨であ ったか否 かによる。

⊥L撤 回の方法が麹 ら特定亘 れていな い場合

委託者が信託の撤回の権 限を留保 したが、撤回の方法 を何 ら特 定 して いな い場合、 その権限 は、 信託 を撤回す

る委託者の意思表示が十分 に表 示 され るならば どの ような方法 で も行使で きる。

どの ような方法であ って も委 託者が信託 を撤回す る意思 を明確 に表 示す るならば十分で ある。通 常は委 託者が

撤回の意 思 を受託者に通知 する ことに よって行 う。 しか しなが ら、 この通 知 を受託者が受領 しな くてはな らな い

訳ではない。 たとえば、撤 回権 限を有す る委託者が信託 を撤 回す る 旨の手 紙 を書 き、 その手紙 を受 託者 が受領す

る前に委 託者が死亡 して も、撤 回は有効 であり、その信託財産 に対す る受 益権 は消滅す る。

委 託者 が、撤回を決め た ことを受託者 に通知 しようとしなくと も、撤回は効 力を有す る。撤 回の意思 が受益者

または第 三者に通知 され る場合 も認め られ る。 しか しなが ら通常、委 託者 が受託者に撤回の意思 を通知 しない と

すれば、撤 回の意思表示が 明確 に行われ たことにな らず、単 に将来 のある時点 で信託 を撤 回す る意 思を有す るの

みであ ると考 えられる。 そして このよ うな場合、 さらに他 の手段 で委託者 が信託撤 回の意思 を明確 にする まで、

信託は撤 回 されない。

委託者 が撤回の権限 を留保 したが、撤 回の方法 を何 ら特定 しない場 合、その権限が、最初 に設定 された信託 と

は異な る信託 を示 した新 しい信 託証書の作成 ・交付に よって行使 され ることが ある。撤回 の権限 を有する委託者

が、異なる信託の設定 をしよ うとす る場合には、必ず しも、信託 を撤回す る必要は な く、新 しい信 託を設定す る

前に、信 託財産 を委 託者 のも とに戻 す ように させ る必要 もない。委 託者は、単一の行為 で古 い信託 を撤 回 し、新

しい信託を設定する ことが できる。第331条 注gと 比較せ よ。

た とえ委 託者が信託 を撤 回 した として も、撤回の通知 を受領す る前に受 託者 が信託条項 に従 って行った行為に

549～

L



【第10章 】

つ き受託者 は責任 を負 うことは ない。 しかしなが ら、信託撤回後 に信 託財産 を受益 者が受領 した場合 は、財産受

領時 に信 託撤 回の通 知 を受益者 も受託者 も受 けていなか ったという理 由のみ では、受益者は信託財産 を保持 でき

ない。

j.撤IIIIの ノ」}」」由ゴ]≒書舗三』≡れてL、≡≡1」髄

委託者 が、特 定の方法 または特別 な状況 のもとでのみ信託 を撤 回す る権限 を留保 した場 合は、委託者 は、 その

方法 またはそ ういう状 況の もとでだけ しか信託 を撤 回す ることは できない。

委託者 が信 託の撤 回権限 を留保す る場合 、委託者 が遺 言お よび生前行為で撤 回する権限を留保す る意思 を表示

したか否 かの問題は、使われた文言 と全 ての状況 を鑑 みて決定 され る解釈の問題 である。

委託者が、 た とえば、受託者に通 知す るというよ うな生前行為 で信託 を撤回す る権 限を留保 した場合、委託者

は、遺言 によって信 託 を撤回す ることはできな い。

また、委託 者が、遺 言に よってのみ信託 を撤 回す る とい う権限 を留保 した場合 には、委 託者は、生前行為 によ

って信託 を撤 回する ことはで きない。

委託者が遺 言による撤回権限 を留保 した場合、委 託者の遺言に よ り権限が行使 されたかが解 釈 の問題 とな る。

委託者の全残余 財産 または委託者が指名権 を有す る全 財産 を処分す る残余遺産遺贈文 言(residuaryclause)に よ

って、撤 回権 限 を通常 は行使 しないか らである。

委託者が書 面による通 知 を委託者に対 してす る ことに よってのみ信託を撤回す る権 限を留保 した場合には、 そ

の ような通知 を受託者に対 して行 うことによってのみ、信託 を撤回で きる。 しか しなが ら、通 知が受託者に郵送

され たが、委 託者が死亡す るまで受託者が受領 しなかった として も、交付 として十 分である。

委託者が 自己の生活 維持に必要な範 囲でのみ信託 を撤回す る権限 を留保 した場合、 その 目的 と範 囲以外で は信

託 を撤回す る ことはない。

k.受 益者 の同意をfl}て撤回す る権 齪 を間借 して い査掲 合

委託者が、受 益者 の同意 を得た場 合 だけ撤回す る権 限 を留保 した ときは、受益者 の同意 がなけれ ば、信託 を撤

回す ることはで きない。委託者の撤回の権限留保 の場 合でない、受益者全員 と委託者 の同意に よる信託の終了 に

つ いては、第338条 参 照。

1.受 託者 の同意を得 て撤回す る権 限を留保 し左場合

委託者が、受 託者 の同意 を得た ときだけ撤回す る権 限 を留保 した場合、受託者 の同意がなけれ ば、撤回で きな

い。受託者が 、適法 に信託の撤回に同意 を与 える ことがで きるか どうか、また、 その撤回に同意す る義務が ある

か どうか は、 信託条項 に よって受託者 に与 えられ た権 限の範囲に よる。裁量権 を濫 用 しない限 り、受託者は与 え

られ た裁量権 の範囲では権限の行使につ き裁判所 の支 配に服 さな い。第187条 参照。

受託者 の判 断の合理 性 を餅酌す る基準が ある場合、 信託条項に別段の規定が ない限 り、受託者が合理的な判 断

を逸す る行為 を した ときは、裁判所は受託者に よる権 限行使につ き規制監督 をす る。た とえば受託者が委託者 は

困窮 している と判断す るときに信託の撤 回に合意す る権限 を受託者が与え られ ている場合、委 託者が明 らか に困

窮 していないな らば、受託者は信託の撤 回につ き適法 に合意す ることはで きな い。 同様に受託者が受益者は 困窮
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して いな いと判断す る ときは、信託の撤 回に合意す る権 限を与 え られ ている場 合、受 益者 が明 らか に困窮 してい

るな らば受託者 は信託 の撤 回につき適用 に合意す る ことはで きな い。

受託者の判断 の合理性 を勘酌す る基準 が信託条項 には特 定の文言 で示 されていな くともそ して、 その基準 が不

明確 であったと して も、存在 しうる。 た とえば、委 託者 は受託者の合意 を得 て信託 を撤回で きる旨、単 に規 定 さ

れ ていたとする。 この ような規定は、受託 者は合意 を与 え るのが適切 だ と考え られ る状態下でのみ、信 託の撤回

につ き適法 に合 意を与 えることがで きる、 という趣 旨であ ると解釈 されるだろ う。 この ような場合、信 託の撤回

を認 める ことが明 らかに不適切 だと考 え られる状況下 では、裁判所 は受託 者の合意権限の行使につ き受 託者 を規

制監督す る。た とえば、受益者 が生活維 持のために完全に信託 に依存 してい る場合に、委託者が信託財 産を浪費

する 目的 で信託の終 了 を望ん でいる事 情が これに該当す る。同様 に信 託の撤回 を認め ないことが 明 らかに不 適切

である状 況下 では、 裁判所 は信 託の全 部または一部につ き信託 の撤 回を認め るよう受託者に強制 する ことがで き

る。た とえば、委託者生存 中はその収益 を委託者に支払 い、委託 者死 亡後は第三者 に元本 を支払 うために信託が

設定 され、信託条項 に よ り受託 者の判断で元本の全部 または一部 を委 託者に支払 う ことが認 め られていた場合 に、

事情が変わ って、委 託者 の生活 維持 には その収益は不充分 である上、委託者 は他 に収 入源 を持 たな いのに対 し残

余権者は莫大な収入源 を得 てい る事情が これに該当す る。

他方、信託の撤回 につき合意権限が受託者に与 え られ、 その権限の行使 につ き特段 の制限 が加 えられな い場 合

もあ りうる。 このような場 合受託者が誠実 に行動 し、独 断的にまた は不当 な動機 で行 動 しない限 り、受託者 の判

断 の合理性 を樹酌す る基準は存在せず、裁 判所 は受託者 による権限 の行使 につき受 託者を規 制監督す ることはな

いであろう。第187条 注f、h参 照 。 この場合 の受 託者 の撤 回権限は、複数 受益者 に関す る指 名権 と類似す る。

信 託の撤 回に合意 する また は合意 しない権限 が、 どの範囲ま で受託者 に与 え られ ることが意 図されたのか を決

定 する際、委託 者がその条項 を加えた意図が重視 されるだ ろう。 たとえば委 託者 と合意 して信託 を撤回する権限

を委託者 が留保 した場合、受託 者の合意を委 託者が要件 とした意 図は明 らかであ って、 自己が酩 酊 しまたは浪費

者 となった場 合な ど、信託 を撤 回するには不適 当な状況で 自己 が信 託 を撤回す ることを防止す る ことであ る。他

方、受託者の合意 を要件 と した 目的が、受託者に付与す る信託撤 回に合意す るまた は合意 しない権限が無 制限 で

あ る場合にのみ、委 託者 または委託者の遺産が、所得税、相続税(inheritancetax)ま たは遺産税{estatetax)

か ら免れ うると信 じた ことにあれば、 いか なる合理性 の基準 とは無関係に受託者 は信 託の撤 回につ き合意 しまた

は合意 しな い自由を有 する。

靱..第 三者 の 「1町意 を斑 て撤{壁重 る権限が冊保 されている場査

委託者が、第三者 の同意 を得 た時 だけ信託 を撤 回する という権限 を留保 した場 合、第三者の同意 がなければ、

委託者 は信 託の撤 回をす ることができない。第 三者 が適 法に信託 の撤 回に同意できる かどうか、 さらに、 撤回 に

同意 をす る義務があるか どうかは、信 託条 項によって第三者に与 え られた権限の範 囲 による。受託 者の判 断の合

理 性を掛酌 する基準があ る場合 、信 託条項 に別段の規定が ない限 り、 第三 者が合理的 な判断 を逸脱 する行為 をし

た ときは裁判所は第三者 による権限の行使につき規制監督す る。第三者の判断の合理性 を勘酌 す る基準がな い場

合、第三者が誠実に行動 し独断や不当 な動機で行動 しない限 り、裁判所 は第三者 による権限行 使につ き規制監督

一551一



L

【第10章 】

をす る ことはな いで あろう。第三者 の判 断の合理 性 をはかる基準 があるか否 かは、信託の撤 回につき合意 する権

限が受託 者に与 えられた場合 と同様に、信 託条項 に よる。注1参 照。 しか しなが ら信 託の撤 回に合意す る権 限が第

三者 に与 え られた場 合、同様の権限が受託者 に与 えられた場合に比べ てその権限 が無 制限であ ると推論 され易 い。

なぜ な ら、受 託者は明 らかに受認者の立場 にあるか らであ る。第185条 と比較せ よ。

ロ.L_坦1の 撤回

信託条項 によって、委 託者が、信託財産の一部 に関 し、その信託 を撤回す る権限 を留保 する ことがあ る。信託

を撤回す る権 限を留保 する とい う規定 が、信託財産 の一部 を信託か ら回収 して撤回す る権 限まで も含むのか どう

かは、解釈の問題 である。通 常は、信 託の撤回の権限 は、信託財 産の一部 を信託か ら回収 してその信託の一部 を

撤 回す る権限 を含む と解 されている。 しか しなが ら、信 託条項 によって、委 託者は、 その信託 全部 を撤 回する も

の と規 定 され ている場合 には、一部 の撤 回は認め られ ない。

信託を撤 回す る権限が、信 託の変更 の権 限を含んで いるかどうか、 また、 信託を変更す る権限 が、信 託の撤回

の権 限を含 んで いるか どうかの問題につ いては、第331条 注gお よびh参照。

口.擬 託 萱垣{雌囲の椎田 をイ1旦]凶 勘 合の黄並 豊 凶 権者の桶鰹

法令 に別 段の定めがなけれ ば、委託者 によって留保 され た撤回の権限 は、委託者 の債権者に よって差押 え られ

ることはない。委託者が信託 を撤回 して、信託財 産を取戻 した場合、 その債権者 は信託財産 を差押 えることはで

きる。 しか し、債権 者は 自分達の利益のた めに信 託を撤回す るよう強制す ることはで きな い。

連邦破産法 第70条 の2(3)項 に よれば、破産者 が 自己の利益のた めに行使 し得 た全 ての権 限は破産の際の受託

者 は差押 える ことができる。 この規定に よ り、破産 の際の受託者は破産者が設定 した権 限 を差押 さえることが で

きる。,

留保 され る権 限と委 託者 またはその遺 産が所得税、相続 税または遺 産税 を免れ うる範 囲 との関係については、

本 リステイ トメ ン トの範 囲外 である。

」P」」 魎 前にな し左翼」国者の五識豊 幼鼻}

委 託者 に よる撤回の権限行使 は、 それ 以前にな した受託者 の行為 の効力 に影響 を及ぼ さな い。

.CL_前 後参照

受 益者 の同意 を得て信託 を終了 させ る委 託者 の権 限につ いて は、第338条 参照。

委託者 が唯一の受 益者で ある場合の委託 者の信 託を終了 させ る権限 にっ いて は、 第339条 参照。

受益者全 部が同意 を しな い場合の、委託者の信 託を終了 させ る権限 につ いて は、第340条 注f参 照。

委託者が、撤 回の権限 を留保 して いる場合に、信 託違 反に同意 を与 えた ことの効果 については、第216条 注i

参 照。

第331条 委託者による信託の変更

(1)委 託者は、信託条項において、信託の変更をする権限を留保した場合およびその範囲において、信託の変
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更をする ことができ る。

(2)第332条 および第333条 の場合を除いては、委託者 は、信託 条項 において信託変 更の権 限を留保 しない 限り、

信託の変更 をす ることが できない。

注:

且.本 鼻聾1}の連星範囲.

委託者は、信託条項 によ って、信託変更の権限 を留保 しない場 合に は、信託設 定後 に、受 益者の同意な しに受

益権 を減少 または消減 した り、受託者の義務や権限 を変更 した り、その他信託 の変更 をす る ことがで きな い。

信託条項 という用語 の意 味お よび信託条項の 内容 を決定 するために許容 され る証拠 につ いては第330条 注a～

c参 照。

L這 ⌒ 全に直接.さ.起左舅合

本条で述べ られて いる原則 は、信託の設定が完了 された場合 にだけ適用 され る。委 託者 が、 信託の設定 に必要

な全過程 をふん でいない場合(第17条 から第73条(第2章)参 照)、 委 託者は、何時 で も、意 図 された信託の条項 を

変更する ことが できる。第330条 注eと 比較。

.q」_変更の方法が何 ら曵 定旦血 エ いな い場合

委託者が、信託変更 の権 限を留保 したけれ ども、変更 の方法 につ き何 ら特定 していなか った場合、委託者 の信

託変更の意思 を表示す るのに十分な もので あれ ば、 どんな方法 に よっても変更 の権 限を行使 する ことがで きる。

第330条 注iと 比較せ よ。

亘⊥ 変 更の方法 が特定」≧れている垣 合

委託者が、特定の方法 または特定の状況 のもとでのみ、 信託 を変更す る権限 を留保 した場 合、委託者は、 その

方法以外、 あるいは、 そのよ うな状況の もとで なけれ ば、 信託 を変更す ることはできない。第330条 注jと 比較せ

よ。

旦」_弛の人の同意 を得て変 更す 墨描 胆曼 組 歌し.た場 合

委託者が、受益者、受託者 または第三者の一人ま たは数人 の同意 を得た場合 にのみ、信託 の変更 をす る権限 を

留保 した ときには、 その同意 がなければ、信託 を変更す る ことはで きない。第330条 注k、m参 照 。

」」II並 立 書お止 口甫」正E」≧L⊇ 譲 渡

本条で述べ られて いる規則 は、委託者に よる信託宣言 の場合 で も、財産 を他人 に信託譲渡 した場合 と同様 に適

用 される。

-9..撤 回の描堕 塾f、変里ρ 権置 圭ゴ麺 でいるか どうか

信託の撤回の権限が、信託 の変更の権限 を含んで いるか どうかは、使用 され ている文言や諸 般の事情か ら決定

され る解釈の問題で ある。通常 、信託 を撤回す る権限 は、信託財 産の一部 を回収 する ことによって信託の一部 を

撤回でき るだ けでな く(第330条 注n参 照)、 信託条項 を変更 する権 限 も含んで いると解 され るであろ うし、委託者

は、必ず しも、 まず信託 を撤 回 して、それか ら新 しい信託 を設定 する とい う必要 はない。 しかしなが ら、信託 の

変更が受託者の義務 を追加 した り、変更 した りす る効果 を もた らすな らば、受託者 として の地 位 を辞任で きる こ
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とを許容す る ことにな る。第106条 参照。委託者 が、新 しい信託 を設定 しよう として信託 を撤回す る場合で も信 託

を 「全面的 に」撤 回する という権限 を留保 した場合 には、その信託 を変更す ることはできな い。

-h.曇 り日の撫 限が ・撤 回の権輿1壼食んで一い るか ど麺

委 託者が、信託変 更の権 限 を留保 した場合、制限的 に解 するのか、 どの範 囲 まで その権 限を制限 して解す るの

かは、使 用 され ている文言 や諸般の事 情か ら決 定 され る解釈 の問題 である。

⊥_信 託条項 によって・委託者 が、受益者 全員 を排除す る ことによ り信託 を変 更 し、 自己が唯一 の受益者 とな る

よう変 更す る権限 を留保 し、実 際にそうした場合 、委託者 は、第339条 に述べ られてい る規則 にも とづき、 唯一の

受益者 として、信託 を終了 させ る権限 をもつ ことにな る。信託条項 によ り、委託者 は信託の撤 回権 限を有 さない

旨規定 され ていた として も同様 である。

⊥L変 更の権限 が留 保 されて いて も、信託は無効 ではない。

委託者が信託 の変 更権限を留保 した として も、信託 は無 効または不成立ではな い(第37条 参 照)、 また、遺言法

の要件 を満 た さない限 り無 効 とな る遺 言処分に もな らない(第57条 参照)。

k,前 後 鴇」爾

信 託財産の一部 を回収 して信 託の一部 を撤回す る委託者 の権限 については、第330条 注n参 照 。

第332条 撤回または変更の権限の錯誤による遺脱

(1)信 託が 書面によ って設定 され、その際、委託 者が信託撤回の権 限を留保す る意 思を有 して いたが 、錯誤 に

よって、 この権限に関する条項 を書面に記載す るの を遺 脱 した ときは、委託者 は書面 を訂正 し、且つ信託の撤回

をなす ことが できる。

(2)信 託が 書面によって設定され、その際、委託者が 信託変更の権限を留保す る意思 を有 していたが、錯誤 に

よ り、 この権 限に関 する条 項を書面に記載する ことを遺 脱 したときは、委託 者は書面 を訂正 し、且つ信託の変更

をなす ことがで きる。

(1)項 の注:

凸・鵠 即 こよ立 て・1櫛 ・1の権 酬 馴 す るのを週鳩.L± 巣登

委 託者 が、そ の信託撤 回の権 限を留保 す る意思 を有 していて、且 つ錯誤 によって、 この権限 に関 する条項 を書

面 に記載 するの を遺脱 したとい う事実 は、 委託者が信託条項の起案者 にそのような条項 を入れ るよ う指示 した と

か、信託設定 の際、委託者 にその権限が ある ことを述 べ たとか、信託条項 の起案者 または受 託者、 もし くは受 益

者 の一人 または第三者が、委託者 に、信託 を撤 回する権限 があ ることを述べ た ことな どか ら証明で きる。

委託者が、 その信託 を撤回す る権限 を留保す る意思 を有 しなが ら、錯誤 によって、 その権限 を留保す ることを

信託条項に入 れなかったか どうか という問題 につ き重 要な他の要因には、次の ものがあげ られ る。(1)撤 回の権

限 を留保 しない信託の設定が委託者の不用意な行為 とみ られる ような事実、(2)信 託 を設定 す る時、委託者が法

律 上のア ドバ イスを受 けなか った という事実、(3)委 託 者 と受 益者 との関係、(4)委 託者 が、 その信託 を設定 し
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よ うとした理 由、(5)撤 回権限 の留 保が、委託者 の責任 または所得税 及び相続税 の財産 に対 す る影響。

.b.鵠 摺があ 重」!三推定主 繊 螺 豊

信託条項に信託 を撤 回する権 限 を留保す る条項 がない ことが、 た だち に、錯誤 によってその条項 を遺脱 した こ

とを推論 させ るもので はない。錯誤に よって遺脱 したと推 測でき るの は、委託者 が信 託を撤 回す る権限が ある と

思 って いた ことを示す肯定 的な証拠に よってであろう。委 託者 が撤 回権 の問題 を考慮 に入れなか ったというだけ

で は、十分 な証拠 とはいえな い。

委託者が、信託設定 に対 して対価 を受領 していないとい う事 実は、撤 回の権 限留保 をしなか った ことが錯 誤に

よるもので ある ことを示す証拠 として は十分 な ものではな い。

また、信託 証書を作 成す る前 に、法律 上のア ドバイス を受けな かった とい うだけでは、錯誤 によって撤 回の権

限留保 を しなかったとい う証拠 としては十 分な ものではな い。

蔓」二信託設定 後に、委 託者が述べ た こと

信託設定後 に、委 託者が、信託設定 した当時その信託 を撤 回す る権 限があ ると思 って いた と述 べた り、証言 し

た りする ことは、信 託条項 の変更 や、 信託 を撤回す るの を認 めるためには十分な根拠 とはな らない。 しか しなが

ら、委託 者の陳述や証言 は、他 の証拠 に よって確証 され るな らば十 分な もの とな りうる。

d.一 託一力S－信 託 条項 に撤旦坦 腿 を入れ蚤よ」 担案 者に担丞 レー左墨金

委託者が、信託条項の起案 者に、信託撤 回の権限 を留保 する条項 を入れ るよう指 示 したが、起案者の錯誤 で、

その条項が脱落 し、委託者 がその ことを知 らなか った ことが明 らかに なった場合、 信託の撤回権限 を委託者 に認

め るよう信託条項 を変更 す るの を正当化す る錯誤 の証拠 として十分な ものである。

些.{瀞 罐 定時 に、」麺 者が述べた こと

信託設定時 に、委託者 が、その信託 を撤 回す る権 限があ ると思 っていると述 べた ことが明 らか になった場合 、

これ は、委託 者に撤 回権 があ るというように信託条項 を変更す るの を正当化 す る錯誤の十分 な証拠 とな りうる。

委託者 の錯誤 が事実 に関す るもので はな く、信 託条 項中の文言の法的 効果 に関す るものであ ったと して も、条 項

を変 更し信託 を撤 回する ことはできる。

⊥,_信 託設 定時 に、委 託者迄 述 べた こと

信 託設 定時または信託設定 前に、 信託条項の起案者、受託者、受 益者、または第三者が、委 託者に対 して、 そ

の信 託を撤回す る権限が ある ことを述 べ、それに よって、委託者 が 自分にその権 限がある もの と思 って いた こと

が明 らかな場合は、信託 の撤 回権限 を委託者に認め るよう信託条項 を適法に変更 するのを正 当化 す る錯誤の証拠

として十分な もので ある。

且,口置茜煮卯 狼批

信託設定時 の状況 た とえば、委託者 の財政、健康 、年齢や性質な どの状況、 さらに、委 託者 と受託者 との関係

などは、委託者 がその信 託 を撤 回できない もの とは考えていなか ったと推測 で きる事情 とみ られる ことがある。

たとえば、撤 回 しえない信託の設定が委託 者側 の不用意な行動で ある ことが明 らかな場合 には、撤 回権 限の遺 脱

が錯 誤による ものであ るという十分 な証拠 となろ う。
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h.fJ托 裁定 の理ll1

信託条項 に信託 の撤 回権限が留保 され ていな くと も、信託設定の理 由か ら、委 託者が撤回の権限 を留保 する意

思であ った こ とが推 測 され ることもあ る。 たとえば、 その信託設定 の理 由が 緊急 の必要性に応ず るためであった

ことが明 らか な場合 には、委託者その信託 を撤 回しえな いもの とは考 えていなかった ことの証拠 となるであろ う。

他方、信託 を設定 した理 由か ら、委託者が撤 回権限を留保す る意思 はなか った と考 えられ る場合 もある。た と

えば、信託 の設定 が差押 えを免れ るためにす るとか、子供 の養育 のためにす る とい う場合に は、 このよ うな事情

は、委託者が撤 回権 限 を留保 しようとす る もの ではない ことが推測 され る。

委託者が、撤 回権 限の留保 を意 図しなかった場 合、信託 を設定 した理 由が後 になって消滅 したと して も、委託

者が撤回権限 を取得 す ることは ない。信託設定 の 目的が いずれ消滅 する ことを委 託者が知 って いた という ことは、

撤 回権限 を留保 する意思であ ったことの証拠 とはな らな い。 たとえば、委託 者が自己の飲食 癖 または浪費 者であ

ることを理 由に、生涯 権 を自己に残余権 を他人 に与え るた めに信託 を設定 した場 合、飲酒癖が な くな りまたは浪

費者 でな くなった ことは、委託者が信託 を撤 回する十分な根拠 とはな らない。委 託者が単独受益者 である場 合に

信託 を終了 させ る権限につ いては、第339条 参照 。

i.信 託設定 の一つの理 由が、所得税、相続税 または資産税逃 れである場合 には、委託者 は撤 回の権限を留保す

る意 図はなか った とみな され る。

⌒

委託者 が錯 誤に よって撤 回の権 限を留保 する項 目を信託条項 に入れなかった場合に は、裁判所 は、変 更の予備

的判決 をす る ことな しに、受 託者が信 託財産 を委 託者に戻 すとい う判決 をす ることに よって、 信託譲渡に変更 と

同様 の効果 を与 えることができる。'

(2)項の 注:

」【.._錯劃 こ三よユ てさ.変更極 限を遺 脱上違 場 合

錯 誤によ って撤回 の権 限を留保 しなかった場 合に適用 される原則は、錯 誤に よって信託 の変 更 をなす権限 を留

保 しなかった場 合に も適 用 される。委 託者が変 更権限 を錯 誤によ って留保 しなか った ことを示 す事情は、撤 回権

限を錯 誤に よって留保 しなかった ことを示す事 情 と同様 である。

第333条 取消および訂正

信託 は、信託譲渡 に非 ざる財産権の譲渡が取 消また は訂正できる理由 と同一の理 由によって、取 消 また は訂正

をなすことがで きる。

注:

旦._取 消塾 」麺 正 の理 由

信託の設定が約 因の支 払 いな しにな され た場合 は、詐欺 ・強迫 ・不当威圧 というよ うな理由に もとつ いて取消

または訂正が なされ る ことにな ろう。生前行為 による譲 渡の取消 また は訂正 に適用 される法律 は信託宣言 および
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生前行為 であ る信託譲渡に適 用 される。遺言処分 にっ いての詐欺 ・強迫 ・不当威圧 および錯誤 に関する法律 は、

遺言信託に適用 され る。 これ らの事項 に関す る法律 は、本 リステ イ トメ ン トの範 囲外である。

上,洞 甚 、'〔且}こ」走る燭台」とL伍 甚 として 一渡する 腿吾

本条で述べ られ ている法準 則は、信託宣言 によって信 託が設定 され る場合 にも、 信託 として財産が譲渡 される

場合に も適用 される。

一

委託者が不 当威圧 によ って信託 を設定 したかどうかにつ いては、以下の要素 が重要 となろ う。

(1)信 託 設定時の、約 因 と信託 を設定 させ た者 との間に、信認関係 または信頼 関係があ るの か、 またどの程 度

の信認関係 または信頼 関係なの か、(2)信 託設定 を説得 したのは、受託者 か、受益者か、 あるいは第三者 か、(3)

信 託設定 が、委託者の不用意 な行動 といえ るか、(4)委 託者が信託 を設定 す るに際 し、法的 なア ドバ イスを受け

たか どうか、(5)委 託者 の年齢 、健康状 態、職業能力お よび教養 の程度 な ど、(6)他 人 による不当威圧 がなか っ

た時には、委託者 として その信 託を設定 す るのが当然 な ことであったか どうか。

止_摘 重_璽,世塵力違撫 こな.、妻一抱た担金

信託の設定 に約囚が支払 われない場合、委託者が、受 益者または受託者だ けでな く、第 三者の詐欺、強迫 また

は不 当威圧 によって信 託の設定 をな したときでも、委 託者はその信託 を取消 す ことができる。 なぜ なら、無償 の

譲渡 の場合、譲受人が知 り得な い第三者 の不法 な行為 を理 由に、譲受人が その譲 渡 を取消 し得 るか らで ある。他

方、 財産権 の所 有者 が、信託 として財産権 を譲 渡す るにっ き約 因 を受領 した場合 は、有償契約 に適用 され る原則

に従 う。 た とえば、 あ る人が土地 を所有者 か ら買い、 その所有者に その土地 を信託 として他の人 に引渡す よ うに

指 示 した場 合、その土地の所有者が第 三者 の詐 欺によ って土地の売却 をさせ られた として も、詐 欺の事実 を知 ら

ずに買主が代金 を支 払 った ときには、 その売却 を取 消す ことはで きない。しか しなが ら、約 因を支払った人が詐

欺 をして、土地の所有者に その土地 を信託 として譲渡す るように させ た場 合には、受託者や受 益者が詐欺 の事実

を知 らな くとも、土地の所有者 はその契約 を取消す ことができる。なぜな ら、受贈者 は第三者 の不正な行為 を利

用 して他人か ら利益 を得 る ことは善 意悪意にかかわ らず 認め られ ないか らであ る。契約 の リステ イ トメ ン ト第44

7条、496条 。受益者が知 らない事情に よ り信託 の取消 を認める と受 益者の立場が著 しく変 わ ってしまう場合 は、

委託者に信託 の取消 を認める ことは不公平 であろう。第292条 と比較せ よ。

幽

委託者 は、要素 の錯 誤(■aterial■istake)に もとついて設定 され た信託 を取 消す ことが できる。約 因 の支払

いがなされ ずに信託が設定 され た場合 は、 たとえ受託者に も受益者 に も錯誤 の事実がな くと も、あるいは、 錯誤

の事実 を知 らな くとも、委託者が錯 誤によ って信託を設定 した という ことで取 消の証拠 としては十 分である。た

とえば、 譲受 人が譲渡人 を錯誤 に陥 れた り、または双方錯誤で あった り、譲 渡人の錯誤に ついて知 り得 なか った

として も同様 で ある。他方、財産権 の所 有者が、その財産権 を信託 として譲渡す るにつ き約 因を受領 した場 合は、

有 償譲渡お よび有償契約の原則 が適 用 され、 したが って その財産権 の所有者が錯誤 に もとつ いてその譲渡 をなし

た という事実は、その錯誤 を取 消す理由 として は必ず し も十分 な ものではな い。契約 の リステイ トメ ン ト第503条
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参照。受益者 が錯誤 の事実 を知 らず、 もし委託者 に取 消 を認め ると不公平 になる場合 は、委託者 はその信託 を取

消す ことが できない。第292条 と比較せ よ。

旦,一黄 重鎖'の 無能ノ」

信託設定当時、譲渡 人が未成年者であ るとか、心神喪 失の状 態で あるというような無能 力者で あるという理 由

に もとつ いて、 その譲 渡が取消せる という原則は、信 託宣言または信託 としての譲渡 の場 合に も適用 され る。第

18条 ～第23条 参照。

且.約 囚_の滅公

信託の設定 につ き約 因が支払われた場 合、 もし信託設定 でない財 産権譲渡が約因の滅失 によ り取 消せ るの と同

じ事情であれ ば、約因 の滅失によ り取 消す ことがで きる。

第334条 信託期間の満了

信託条項 に より、信託が 一定の期 間の満 了まで 、また は一定の事 実の発 生まで存続すぺ き旨が定 め られている

ときは、信託 は、その期 間の満了または事実 の発生 と同時に終了 する。

注:

皇土」 『11E条項 に よゴて.閣 問が挟 め られている 合

信託条項 に よって、信託 の期 間が特別 の用 語で決め られ ている ことがある。た とえば、信託が、一定 の期間ま

たは生存 中、 未成年の間、妻 である間、 あるいは特定の事実の発生 まで、 とい うよ うに期間が定 め られて設定 さ

れ る ことが あ る。 この信託 は、信託条項 で定 め られた同期間の満了 と同時 に終 了する。

信託条項 に よって、信託 が一定 の期間 の満了 によって終了す る もの とされて、・る場 合、 もし期間満了 時に信託

目的が まだ達 成 されてお らず、 かつ委託者が この信託の 目的達成 まで存続 する ものであ るとの意思表示 を してい

た場合 には、 この信 託は、期間満了時 でも終了 しない。 この ようなケースでは、信託 が一定 の期間 の満了 によっ

て終了す るとい う条項 は、単 なる例示 と解 され る。た とえば、信託財産の売却 とその収 益の分配 を 目的 とする信

託が設定 され、 その信託は1年 で終了す るもの と規定 されて いる場合 に、受託者 が1年 以 内にその財産 を売却 で

きないときは、その信託は、必ず しも、1年 の経過 によ って終了す るわけ ではな く、受 託者は、1年 経過後 であ

っても、そ の財 産を売却す る権限があ る。信託設定時 に支払不能で ある受益者が支払可能 にな るまで収益 を支 払

い、支払可能 になった時に元本 を受益者に支払 う旨、 信託 条項 で定 め られ ることがある。 この ような場合受益者

が支払可能 となった時に信託は終了す る。信託終了 前に この ような信託の受益権 を差押 える。受益者の債権者 の

権限につ いては、第159条 参照。

上⊥一信託終了時 につ き信託条項 に特別な用語で記載 されていな くとも、信託終了 に関 する委 託者の意思 は、信 託

条項に書かれ ている信 託 目的か ら判断で きることが ある。 た とえば、委託者が財産権 を信託 として譲渡 し、 ある

受益者の生存 中、 その者に収益 を支払 い、その後、他 の受 益者 に元本 を支払 うという指示 を した場合、特定 の用

語で示 されて はいな いけれ ども、委 託者の意図は、生存受益 者が死亡 した時 はその信託 を終 了 させ るもの と推測
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す ることが できる。

c. _二.部」の軽エ

信託条項 によって、 一定 の期間の満了 あるいは一定 の事実の発生 によ り信託 の一部は終了 す るが、残余 の財産

につき、信 託が継続 する もの と規定 され る ことがある。た とえば、受益者 の各人 が一定の年齢 に達 した時 に、 信

託財産 の元本か ら、ある部分 を受領す る ものと規定 され る ことが ある。

口、.岬1聞1巨描]塾 せ 畳斑 晶者の 裁量権

信託条 件に よって、受託者 に、信 託の全部または一部 を終了 させ る裁量権 が与 え られて いる ことがある。 この

よ うな場 合、受託者の裁量権 の濫用 を防止す る以外は、裁量権の行使 は、裁判所の監督 に服 さない。第187条 参 照。

受託者が、信託の終了 に適法 に同意 を与 えることが できるか ど うか、その信託 の終了 に同意 を与 える ことが義

務づけ られ ているか どうかは、 信託条項に よって受託者 に与え られた裁量権 の範 囲による。

受託者の判断 の合理性 を勘酌 する基準が ある場合、信 託条項 に別段の規定が ない限 り、受 託者が合理 的な判断

を逸脱す る行為 をしたときは、裁判所は受託者 による権 限行使 につ き規制監督す る。

受託者が裁量 権を濫用 して信託 を終了 させ ない場合 、裁判所 は信託 の終了 を指 示す るであろ う。 たとえば受益

者が財産管理能 力を有する と判断 した ときに、受 託者 は信託 を終 了 して信託 財産を受益者に交付す るよう指示 さ

れ た場合、受 益者は自己が財産管理能力 を有する こと、お よび 自己に信託財 産を交付 しな いことは裁量権 の濫用

である ことを立証 して、受託者 に対 し信託 財産を交付す るよう強制す る ことがで きる。

同様に、受託者が信託終了 に関する裁 量権を濫用す る場合、裁判所 は規制 監督 権限 を行使 して、その譲 渡を取

消すか、または受託者に対 して信 託違反 の責任 を追及す る。たとえば、受 益者が財産管理能 力を有する と判断 し

た ときに信託財産 を受益者 に交付 する権限が受託者に与 え られている場合 、受益者 に財産管理 能力がない ことを

知 って いなが ら受託者が受益者 に財産 権 を交付 した場合 、他の受 益者 はその譲渡 を取消 すか、 または受 託者に対

して受託違反 の責任 を追及 する ことがで きる。

同様 に、受益者が困窮 している場合に は受益者 に対 して信託財 産 を交付 す る権限 が受 託者に与 えられて いる場

合、受益者が 明 らかに困窮 していな いときに受託者が受 益者に信 託財産 を交付 した場 合、 他の受益者はそ の譲渡

を取消 すかまたは受託 者に対 して信託違反 の責任 を追及 す ることがで きる。

部 分的に信 託 を終 了 させ る権限が信託条項 によ り受 託者 に付与 され ることがあ る。 この ような場合、信託 を終

了 させ ない ことが裁量権の濫用で ある場 合には、受 託者は信託 を終了 させ る ことを強制 され うる。たとえば、信

託条 項によ り、受託者は ある受益者 にその生存中収益 を支払 うこと、 および元本 をその生涯受益者 に最 もふ さわ

しい と思われ る方法 で用 いる ことが指 示 されて いた場 合 に、受益者 が病 気にな り困窮 して い るのに受託者 が全 く

元本 を交付 しな いな らば、裁判所 は生涯 受益者に必要 な額 の元本 を交付 する よう受託者 に強制す ることがで きる。

信託条項に よ り、受託者 はあ る受 益者に その生存 中収益 を支払 うことが、指示 されてお り、かつ、その生涯 受

益者 の扶養に必要 な額 の元本 を用い る権限が付与 され ている場 合、 収益が受益者 の扶養 に不充分で、かつ、受益

者の死亡 前に 元本も費消 し全 く受益者 を扶養で きない可 能性があ るな らば、受 託者 は元本 の全部 または一部 を使

って受益者の ために年金 に加入す ることを適法 になし うる。なぜ な ら受益者 を生涯 扶養す る確実 で唯一の現実的
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な方法が これ だか らであ る。第168条 と比較せ よ。

受託者 の判 断の合理 性 を判断す る基準が全 くない場合、受託者が誠実 に行動 し、独 断的にまた は不当 な動 機で

行動 しな い限 り裁 判所は、受託者 による権限の行使 につ き受託者 を規制監督す る ことはな いで あろう。

信託の撤 回について合意す る受託者 の権限につ いては第330条 注1参 照。

e.fll托 を終 ∫さ廿 る受 益者 の撰撰

信託条項 によって、受益者 または受益者の うち の何人 かに、受託者の同意 を得 て、 または同意 なしに、信 託を

終了 させ る権限 が与 え られて いることが ある。た とえば、信託が生存中の受益者 のために設定 され、残余権 は他

の者が取得す る とい う内容であ る場合、信託条項 によって、その生存中の受益者 は、受託者 に信託 を終 了す ると

い う通知 をす る ことによ り信託 を終了 させ ることが でき、それに よって、受託者 は信託財産 を信託 とは関係 なし

に生涯 受益者 の もとに引渡す、 と規定 されてい ることがあ る。また数人の受益者 のために信 託が設定 され た場合、

信託条項 に よって受益 者の大多数は、何時で も信託 を終 了 させ、 信託者は信託財産 を複数受益 者に分配す る、 と

規定 されて いる こと もある。

上L信 託.を終一「一させ る第三者の権限

信 託条 項に よって、 信託終了の権限が第三者に与 え られる こともあ る。

呂,受 益者が無劃 者で壼 る掃立 輪_ま」母.1基i晶甦終f」こ醒L藍を互 えな い 合

本 条で述 べ られて いる規則は、受益者の一人ま たは複数 の者 が無 能力者であ る場合、 あるいは信託の終了 に同

意 を与えな い場合の問題 に も適用 され る。

第335条 信託 目的遂行が不能または不法 となる場合

信託 設定の 目的遂行が不 能とな り、または不 法にな った場合 には、信託 は終了す る。

注:

⊇

信託設定 の 目的の達成 が不 能 となった場 合には、裁判所 は、信託条項 に よって定め られた期間 が満了 して いな

くとも、信 託の終了 を指示 し、あるいは信託の終 了 に許可 を与 える ことができ る。

目的のある部分が達成不能 となった場 合には、 裁判所 は、通常、信 託終 了を命 じた り、その許 可を与 えた りす

るのではな く、受託者 に信 託条項 か ら逸脱 して信 託 を遂行す るよう命 じた り、その許可 を与 えた りする ことにな

ろ う。第165条 、第167条 参照 。 しか しなが ら、信 託の 目的全部が達成 不能 とな った場 合には、 この信託 は終 了す

る ことになる。た とえば、遺 言者 が、 小額 の金銭 を残 して信託 を設定 し、その唯一の 目的 をあ る家 の修理 のため

にその収益 を使 うこととしたが、 その家 が火災 で滅失 してしまった り、あるいは財産収用で と られてしまった場

合、 その金 銭の信託は終了 する ことになろう。

信託財産 の一・部に関す る信 託の 目的 が完 全に達 成不能 となった場合 、その部分に関す る信託 は終 了す る。

⊇ 者の死亡
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通常、受 託者が死亡 して も、新 しい受託 者が指 名 され るので、信託 は終了 しない。 しか しなが ら、受託者 の権

限が、 その受託者のみに よって行使 できる もの とされ、 その受託者 の死亡 によって信託の 目的が達せ られ な くな

る場合 には、受託者の死亡に よ り、信託 は終 了する。

曼、flt舐財 産の融苦

信託 の 目的が達成 され る前に、受託者 の過 失でな く、 また第三者の責任 で もな しに信託財産の全部が滅失 して

しまった場 合、 もはや信託 として保有で きる財産 は何 もな いので、その信託 は終 了する。 この ことは、信託 の 目

的物が偶発 的に滅失 した場 合に も、信託 と して保 有 されて いる権利の期間が満了 した場 合に もあてはまる。 たと

えば、信 託 目的が完全 に達成 されて いな かったとして も、生涯 不動産権 または定期 不動産権が信託 として保有 さ

れ ている場 合、信託 として保有 されて いる権利 の期 間の満了に より、信託は終了 する。

しか しなが ら、受 託者に過 失があ り、 そのために信託財産の回復 をす る責任 がある場 合には、信託は終了 しな

い{第205条 参照)。 この場合 、裁判所は受託者 に対して信託財産の価格 を信託 と して保有 す るよう強制す るか、

または承継受 託者にその価額 を支払 うよう強制す るであろ う。

信託財産 が第 三者の不法 行為 によって滅失 した場 合、受託者は、その第三者 に対 し損 害賠償請求権 を有す るの

で、信託 は終 了 しない。

同様 に、信 託財産 の滅失 の結果、第三者 が不 当に利得 す るな らば、その第三者 は不当な利得 を信託へ返還す る

よう強制 されるので信 託は終 了 しな い。 たとえば、 定期 不動産権の受託者が死亡 し、残余 権者が定期権の残余 を

取得す る場 合、定期権 は残余 権 に吸収 され るが、残余権 者 は定期権の範囲で その財 産権を信託 として保有す るか、

または定期権 を承継受 託者 に譲渡す る ことを強制 されるで あろ う。

貝..違 法性

信託 目的 を遂行 する ことが違法 とな る場合、裁 判所 は、信託期間が満了 していな くとも、信託 の終了 を命 じ、

または許可 する ことになろ う。

信託 目的 のい くつかが違法 である場合、通常、裁 判所 は、信 託の終了 を命 じた り、許可 した りす るのではな く、

受託者に、信 託条項 か ら逸脱 して信託 を遂行す るよう命 じた り、許可す ることになろ う。第166条 、第167条 参照。

しか しな が ら、信託 の 目的全 部が違法 とな るために、委 託者が信 託の継続 を意 図しないであろ うという状況が あ

る場合に は、信託 は終了す る。た とえば、遺言者 が ピ・一ル工場 を遺 贈 して ピー ル醸造業 を営 む ことを指 示 したが、

ピール醸造業 が違法 となった場 合、信託の唯一 の目的が醸造業を営む ことであ って、その工場の売却益 を信託 と

して保有す る ことではないな らば、その信託 は終了 する。

信託財産 の一部 に関 する信 託の 目的が違法 となる場合 、その部分に関す る信託 は終了す るで あろう。

覧 受益 者 力当無能 力者 で一 たは、這豆㎜ 」隆了 に同意 しエ主⊥ない場合

本条で述 べ られている規則 は、単独 受益者 または複数受 益者が無 能力であ るかどうか、 あ るいは信託の終 了に

同意 して いるかどうかにかかわ りな く適用 され る。

f.前 参

信託設定 を妨 げる違法行為 の効果 につ いては、第60条 ～65条 参 照。
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信 託が終了 しないか ぎ り信託条項 に従 うことが不可能 な場合 の受託 者の義 務につ いては、第165条 参照 。

信 託が終 了 しな い場合、信託条項 の違法 性に関する受託者の義務 については、第166条 参照 。

信 託の失効 で生 じる復帰信託 につ いては、第411条 参 照。

第336条 緊急の事情による終了

委託者の知 らない事情また は予期 しない事情 によ り、信託の継続が信託 の目的達成を妨げ、 または重大 な障害

を与 えるおそれがある とき は、裁判所 は、信託の終 了を命 じ、 また は許可 する ことができる。

注:

旦.奥 袈 の範 囲

本条 で述 べ られてい る規則 は、第167条 に述べ られて いる一般原則 の適用 であ る。それに よれ ば、委託者 の知 ら

ない事情 または予期 せぬ事情 によ り、信託 の 目的遂 行が妨げ られ た り、 または重大な障害 を与 えるおそれ があ る

ときは、裁 判所 は、 受託者 に信託条項 か らはなれる ことを命 じ、 またはその許可 を与える もの である。

-b⊥ 眉唾財産 減少のお それ

信 託条項 によ って、一定 の期間信託 が継続す る もの とされて いたが、委託 者の知 らない事情 または予期 で きな

い事情 によって、信 託 を継続す ると信 託財産 を滅 失 させ る ことになる場合、裁 判所は、信託の終了 を命 じるであ

ろう。たとえば、遺 言者が、農場 を経 営するための信託 として農場 を遺贈 したが、事情の変更 によ り、終局 的に

は農場 を失 って しま う結果 とな り、 しか も農場 を経 営す る こと以外 には遺言 者の信託継続 の 目的 がない場合 には、

裁判所 は信 託の終了 を命 じる ことになろ う。しか しなが ら、農場 の経 営が信 託の唯一の 目的では ない場合 で、た

とえ農場が売却 されて も信託 を継続 する というのが遺 言者の意思 であるときには、裁判所 は、農場 を売却 し、そ

の代金 につ いて信託の継続 を命ず る ことができる。第167条 参照。

同様 に、遺 言者が事業 をその支配人 に信 託として遺 贈 し、10年 間 その事業 を経 営 してその収益 を遺言者 の娘 に

支払 い、10年 間経過 後にそ の事業 を売却 してその代 金 を遺言者の娘 に支払 う こととした。 ところが事情 の変 更に

よ り、事業経 営か ら損失が生 じる こととなった。 この場合、裁判所 は10年 間経過 前その事 業 を売却 する権限 を与

えまたは売却 を指示 す る。事業経営以外 の 目的 で信託 を継続す る意思 を遺言者 が有 していたか明 らかで ない場 合、

裁 判所 は売却 代金 を直ちに分配 する権 限を与えまたは分配 を指示す る。

L受 益 者が無 能力者 であコた.り、」互たは口任の軽 ∫圖 壁童L幽 趣

本条で述 べ られてい る規則 は、受益者 の一人 または複数が無能力 であるか どうか、信託の終 了 に同意 していな

いかどうかにかかわ らず適用 される。

止 」11援参照

信 託条項 によ って、受益者が その財産 を享受 できる もの とされ ている時期 よ り前に、その受益者 の扶養 のため

に信託財産 を使 うことを命 じた り許可 する裁判所 の権限につ いては、第168条 参照 。
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第337条 受益者の同意

(1)本 条(2)項 の場合 を除いては、信託 受益者の全員が 同意 し、かっ、受益者全員が無能 力者 でない ときは、

信託 を終了 させ ることが できる。

(2)信 託 の継続が信託 の目的の重 要な部分の実現 に必 要であるときは、受益者 は、信託 の終了 を強制する こと

はで きない 。

注:

a.一 般 鳳 則

信 託受 益者の全員が同意 し、かつ全部 の受益 者が無 能力者でな い場合、信託 の継 続が信託の 目的の重要 な部 分

の実現 に必要でな い場合 に限 り、 たとえ信 託条項 で決め られ た期間 が満了 していな くとも、信託受 益者 は、信 託

の終 了を強制す ることが できる。他方 、受 益者全員が同意 していて も、信託 の継 続が信託 の 目的の重要 な部 分の

実現 に必要な ときは、信託 の終了 を強制 する ことはできない。

b -.口芝葺看者 の権利

受益者全員 が信 託の終 了を望んでい る時、受託者 が、 もっと多 くの補償金を受 けとれる とい うことだけでは、

信託 は継続 しえない。受託者はその信託の受益者 ではないか らであ る。第126条 注c参 照 。 しか しなが ら、受託

者が受益者 の一人である場合に は(第99条 、第115条 参 照)、受託者の信託終了 の同意 が、本 条 に従 って必要 である。

c.同 意 の撤回

ある信 託受 益者が、信託終了 の同意 を したが、信託終了 前にその 同意 を撤 回した場合、他 の受 益者 は、信託終

了 を強制 す ることはで きな い。但 し、 その受益 者が他の受益者 と信託終了 につ き同意す る契約 を結んだ場合 は、

この限 りで ない。

d. .違 法 に 同意 さLせ互_れた場合

信託終 了 に対 する受益者 の同意が、詐 欺 または違法 な手段 によってな された場 合、信託 は終了 しない。

旦.佃 誌ll的 に関 する証 拠一

信託設定 の 目的が、信託 設定の証書に よって示 され て いる場 合、異なる 目的が外部 証拠(extrinsicevidence)

に よって示 される ことはない。 しか しなが ら、 目的が証書に よって示 されて いない ときは、証書の作成 に役立 っ

た諸 々の状 況に関す る外 部証拠が、信託 の 目的 を決定 す るために認容 され る。

1.._辿 駄{剖C(陛 鉦題}奨 櫨者 一.目的が遠戚 され てい る場合

委 託者が連続受益者のため に信託 を設定 した とい う事実 だけでは、信託 の存続 期間、受益者 に信託財産 の管理

権 を与えな いことが信託の主 目的 である ことを示す ことにはな らない。信 託が連 続受益者の ために設定 され、他

にそれ以外の 目的が あることを示す事情 がない場合、信託 の唯一 の 目的は、 一定の期間、一・人 の受益者 に信託財

産上 の受益権 を与 え、 元本 は他 の受益 者のために保持 してお くとい うことであろ う。そして、受益者の各々が無

能 力者で な く、双方 が信託 の終了 に同意 して いれ ば、 この信託は終了 する。同様 に、収益 に対 し権原 を有する受

益者が残余権 を取得 する場 合、または残余権者が収益 に対する受 益権 を取得す る場合 、ある いは、収益に対 して
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権限 を有す る受益者が残余 権取得 を早 める趣 旨で収益権 を放棄 す る場合、 さ らに、第三者 が双方の権利 を取得 す

る場合、その ようにして単独受益者 となった者は、信 託の終了 を強制す る ことがで きる。

例:

雌 受 益者.と鋤葦余{帝t者L曲[1寸意,

1.Aは 、信 託 としてBに 財産権 を遺贈 し、その財 産権の収益 を、C生 存中はCに 支払 い、C死 亡 後

は元本 をDに 引渡す よう指示 した。CとDは 、信託終 了 を強制す る ことができる。

2.Aは 、信託 として、財産権 をBに 遺贈 し、Cお よびDが 双方 と も生 存中は平等 の割合で収益 を支

払 い、 どち らかが死亡 した時 は生残者に元本 を支払 うよう指示 した。CとDは 、信 託終 了 を強制す る。

3.Aは 、信託 として、財産権 をBに 遺贈 し、C生 存中 はCに 収 益を支払い、Cが 死亡 した場合 は、

生存 しているDの 子供連 に元本 を支払 い、Dの 子供連が離れ も生存 していなければ、Eに 元本 を支払 う

よう指 示 した。CとDの 子供全員 およびEが 同意すれば、 その信託 を終 了 させる ことが できる。

【生 涯奨 益者 が 、蛸帝権 も取興 し主星宣ユ

4.Aは 、信託 として、財産権 をBに 譲 渡 し、C生 存 中はCに 収 益 を支払 い、C死 亡後 は、 元本 をD

に引渡 す よう指示 した。Dは 、Dの 権利 をCに 譲渡 した。Cは 、Bに 対 し、信託財産 をCに 引渡 す よう

強制 す ることがで きる。

5.Aは 、信託 と して、財 産権 をBに 遺 贈 し、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後 にはDに 元本

を引渡す よう指示 した。Dは 遺 言をの こさずに死亡 し、相続 人は最近親者 のCだ け であった。Cは 、B

に対 し、信託財産 をCに 引渡 すよ う強制 する ことがで きる。

6.Aは 、全財産 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存 中はCに 収 益 を支払 い、C死 亡後 にはDに 元本 を

引渡す よう指示 した。DはAよ り先に死 亡 し、Dに 対す る処 分は意味が なくなつた。CはAの 唯一人 の

相続人かつ最近親者 である。Cは 、Bに 対 し、信託財産 をCに 引渡す よう強制す ることができる。

7.Aは 、全財産 を信託 としてBに 遺 贈 し、C生 存 中はCに その収益 を支払 い、残余権 は遠 い親族 に

は無効 のもの と した。Cは 、Aの 唯一の相続人 かつ最近親 者であ る。Cは 、Bに 対 し、 信託財 産 をCに

引渡す よう強制 する ことがで きる。

戯 余権者 が生涯受益権 を取榔Lた 勘ω

8.Aは 、信 託 として財産権 をBに 遺 贈 し、C生 存 中はCに その収益 を支払 い、C死 亡後は、Dに 元

本 を引渡 すよう指 示 した。Cは 、受益権 をDに 譲渡 した。Dは 、Bに 対 し、信託財産 をDに 引渡す よう

強制す ることがで きる。

〔{L涯堂益 者に よる旗勘

9.Aは 、 信託 として、財産権 をBに 譲渡 し、その収益 を、C生 存 中はCに 支払 い、C死 亡後 は、元

本 をDに 引渡す よう指示 した。Cが 受益権 を放 棄 した。Dの 権利 がCの 受 益権放棄 に よ り早め られ、D

は、Bに 対 し、信託財産 をDに 引渡 すよう強 制す ることが できる。

{躯_三者坦 生涯受 益描 ヒ璃金権 を取相 し止羽 合」

一564一

'T

一



「

工

【第10章 】

10.Aは 、信託 として財産権 をBに 遺贈 し、C生 存 中はCに 財産権 の収 益 を支払 い、C死 亡後 は、元

本 をDに 引渡す よう指示 した。CもDも 、信託 に もとつ く権利 をEに 譲渡 した。Eは 、Bに 対 し、信託

財産 をEに 引渡す よう強制す る ことがで きる。

足.辿 輔受 益者 のため哩 血i担=⊥[(助坦連底 きれ∠C㊤な塾己撹食

信 託が連 続受益者の ために設定 され、 一定の期間、一人 の受益者 に信託財産 上の受益権 を与 え、かつ他の受益

者 のために元本 を保持 してお くことが信 託の唯一の 目的 でな く、他 の信託 目的があ り、 その 目的がまだ達成 され

ていない場 合、 その信託 は、単 に受益者 双方が信託の終 了を望ん だだけの理 由、また は、受益者 の一方 が他 方の

権利 を取 得 しただけの理 由では終了 しない。

た とえば、信託 の 目的 のひとつが、収 益受益者が収益 を受 ける榴 限を有す る期間、 その者 に信 託財産 の管理 を

させ な いことにある場合 、無能 力者 でな い受益者が信託 の終了 を望 んだとして も、そ の期間 信託 を終了 させる こ

とはで きな い。 同様 に受益者 が困窮 して いるときは、収 益または元本 か ら支 払 を受益者 に対 してす るべ き旨信託

条項 に規 定 されている場合、無能 力者 でな い全受益者 が、信託の終 了 を望 んだ として も、信 託 を終了 させ ること

はで きな い。

例:

11.は 、全財産 を信 託と してBに 遺贈 し、Aの 未亡人 とな るCに 、 その生存 中、 その収益 を支払い、

C死 亡後 は、Aの 子供 のDお よびEに 元本 を引渡すよ う指 示 した。Aの 遺言 には、信託設定の 目的の一

つ は、有能 な受 託者の管理 の もとに共同 でAの 財産を保 持 して もらうことである とも書 かれ ている。C、

Dお よびEはBに 対 し、信託財産 を自分 たちに引渡すよ う強制する ことはできない。

12。Aは 、信 託 として財産権 をBに 遺贈 し、その収益を、C生 存中 はCに 支払 い、C死 亡後 は、Dに

元本 を引渡 すよ う指 示 した。Aの 遺 言には、 信託設定の 目的の一・つは、財産権 の管理 と受益権 とを分け

る ことにある一なぜな らば、AはCに は財産管理 能力がな いと考 えて いたか ら一 と書かれて いた。Cと

Dは 、信託 の終 了を強制する ことはできない。

13.Aは 、 全財産を、3人 の子供B、C、Dに 平等の割合で遺贈 した。遺言 には、Dほ とん ど経済能

力がないので、Dに 対する持分 は、D生 存 中、その収益 をDに 支払 うための信託 として保有 され、D死

亡後 は、元本 をEに 支払 うもの と規定 されていた。DとEが 信託の終了 を望 んで も、 またはDが 受益権

をEに 譲渡 して も、 さらにEが その権利 をDに 譲渡 して も、信託は終了 しない。

14.Aは 、信託 としてBに 財産権 を遺贈 し、そ の財産権の収益 を、C生 存中はCに 支払 い、C死 亡後

は、元本をDに 引渡す よう指示 した。Aの 遺 言に は、 さらに、C死 亡 の前にEが 貧乏 になった場合は い

つで も、Eの 生活に必要な費用 をその収 益か らBがEに 支払 うもの とする とも書 かれ ていた。C・D・

Eは 、信託の終了 を強制す る ことはできな い。

h,.拙 能山煮工壼_る量益酬 魎 」.{」割 当L旦 ±」カf、モの 一が ふで な くな っ端.金

信託 の 目的が、 もっぱ ら受益者の身体 的または精 神的無能力のた めに、受益権 の享受 とその財産 の管理 とを分

け る ことにあ る場合 に、 その能力が回復 した時は、信託 の継続 は、必 ずしも信 託の主要 目的の遂行 ではな くなる。
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このようなケー スでは、受 益者がひ と りしかお らず、 かつ 信託 の終了 を望む場合、 あ るいは信託受益者の全員 が

信託の終了に 同意 し、 かつ全員が無能力者 でない場合、 その信 託は終了す る。

例:

15.Aは 、 全財産 を、3人 の子供B・C・Dに 平等 の割合 で遺贈 した。遺 言には、Dは 精 神的無能 力

者で あるか ら、Dの 持分は、Dの ための信託 と して保 有 され るものとする と書かれていた。A死 亡時 に、

Dは 精神的無能 力者であ ったが、 その後、能力者 となった。Dは 、信託 の終 了を強制する ことがで きる。

16.Aは 、全財 産 を3人 の子供B・C・Dに 平 等の割合で遺贈 した。遺言 には、Dが 精神 的無 能 力者

なの で、Dの 持 分は、 その収益 をDに 支払 うための信 託 として保有 されるか、またはD生 存中はDの た

めに使用 し、D死 亡後 はその元木 をB・Cに 引渡 すための信託 として保 有 される もの と規定 され ていた。

A死 亡 の時、Dは 精神的無能力者 であったが、 その後、能力が 回復 した。B・C・Dは 、信託の終了 を

望ん だ。この信託は終了す る。

⊥L要 垣地 位にあ 灸女性 をf封虹す るため の.11的である場 合

信託の唯一・の目的 が、既婚の女性で現在 の夫 と結婚 している受益者 の保護 である場 合に、夫が死亡 した り、 ま

たは離婚 したときには、信託 の継続 は、必 ずし も信託 の主要 目的の遂行 とはいえな い。 このよ うなケー スでは、

その女性が唯一人 の受 益者で あ り、信託 の終 了を望む な らば、あ るいは受益 者全 員が信託の終了に同意 し、受 益

者全員が能 力者 であるな らば、 この信託 は終了 する。

j..単 独受益者 の受 益権 享受 斑斑型 され ている場合

信託条項 によって、あ る一定 の期間 の経過、 または、 あ る出来事の発生 までは、信託は終 了 しな いと規定 され

ている場合、通常、 裁判所は、 たとえ単独 受益者 が能 力者であ り、信託 の終 了を 望んでいて も、期間の満了、 あ

るいは出来事 の発 生まで、信託 の終了 を宣 言しない。委 託者の 目的が まだ達成 されて いない限 りで、かつ達成 さ

れ る可能性 のある限 り、その信託 の唯一 の受益者 が信 託の終了 を望ん だと して も、裁判所は信託の終了 を宣 言 し

ない。

た とえば、信 託条項 に よって、受益者 が一定 の年齢 にな るまでは収益 が支 払われ、その年齢にな った時 には じ

めて元本が受益 者に引渡 され る もの と規定 されている場 合、た とえ受益者 がひ とりであ り、かつ能力者 であって

も、 その年齢 になる前には、受益者 の もとに元本 を引渡す よう強制す る ことはで きな い。

例:

17.Aは 、証券 を信託 と してBに 遺贈 し、Cが40歳 にな るまで、Cに その収益 を支払 い、Cが40歳 に

なった時に元本 をCに 引渡す よ う指 示 した。 この信託財産 につき、他に受益権 を有す る者は いない。C

は、30歳 であ る。Cは 、Bに 対 し証券をCへ 引渡す よう強制 する ことはで きな い。

享受 が特定 時まで延期 され ているだけなのか、または贈与が特定時 まで受贈者が生存す ることを条件 と して い

るのか、 とい う問題 につ いては財産権 の リステイ トメ ン ト第257条 ～259条 参 照、第128条 注i参 照。

k.奨 益権が 織 田され尭.と妻」こ童 益澗 享受が延期 さ醒LL墨 描 企

本条 で述 べ られて いる原則 は、受益権 が譲渡不可能 な場合だけ でな く(注1参 照)、 受益者が 自己 の権利 を譲渡
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で きる場合 の信 託に も適 用 される。受益 権の享受が、 延期 されて いて も、 その規定 は、受 益者の権利譲渡 を妨げ

る もので はない。受益 者が 自己の権 利 を譲渡 した場 合、受益権享受が延期 されて いる規定 は、譲受人に対 して効

力 を有す る。受 益者 が 自己の権利を譲渡 してしまう と、受益者の保護 とい う信託 の 目的は もはや達成 されな いが、

信託条項 で定 め られた終 期の到来前に譲受人に信託 を終了 させる ことを認め るとすれ ば、受益者 が受益権 を譲渡

す ることによって、 信託の 目的達成 を不可能に して しま う可能性が ある。す なわ ち受益 権の譲受人 が信託 を終了

させ、信託財 産の支 払 をうける ことがで きるか も しれな いか らであ る。 この ような事務 を避け るために、信託 の

終 了 を延期 する規定 は、当初受益者 に対す る関係 のみな らず、受益権譲受人 に対 して も効 力 を有 すると解 され る。

例:

18.Aは 、信託 として証券 をBに 遺贈 し、その収益 を、10年 間Cに 支払 い、10年 経 ったら元本 をCに

引渡す よう指 示 した。 この信託 にもとつ く受 益権 を有す る者 は他に いない。Cは 、受益権 を譲 渡できる

年 齢 とな り、Dに 受益権 を譲渡 した。Dは 、10年 間、収益 を受け、10年 間経過 した ら、 元本 を受取 る権

限を有す るが、10年 間経過す るまでは、Bに 対 して元本 をDに 引渡す よ う強制で きない。但 し、期間満

了 前にCが 死亡 した時は、 この限 りでない。

19.Aは 、信託 として証券 をBに 遺贈 し、Cが40歳 に なるまで、 その収益 をCに 支払 い、Cが40歳 に

なった ら、元本 を引渡す よう指示 した。 この信 託に もとつ く受益者 は、 他に いな い。Cは 、受 益権 を譲

渡で きる年齢 にな り、 その権利 をDに 譲渡 した。Dは 、Cが40歳 になるまで、ま たは40歳 以下 で死 亡す

るまで、 その証券 の収益 を受 け とり、Cが40歳 になった時、 または、40歳 以下で死亡 した時に、元本 を

受取 る権原が ある。 しかしなが ら、Cが40歳 になるまで、 または40歳 以下 で死亡す るまでは、Bに 対 し、

その証券 を引渡す よ う強制す る ことはで きない。

元本享受延期 の期間 が余 りに長期 に及ぶ ため、享受 の延期 に関 する規定 が無 効 となる事情 につ いては、第62条

注o参 照 。

⊥_浪 費者這壼

信託条項 または法令 によって、受益 者の一人 または数人の権利 が譲渡できな いものであ るときは(第152条 、第

153条 参照)、 た とえ受益者全員 が信 託の終了 を望ん でいて も、 または一人 の受益者 が他 の受 益者の権利 を取得 し、

その者が信託 の終 了を望んでいて も、譲渡で きない権 利が存在す る限 り、信 託 は終了 しな い。

例:

20.Aは 、信託 として、 財産権 をBに 遺贈 し、 その収益 を、C生 存 中はCに 支払 い、C死 亡後 は、D

に元本 を支払 うよう指 示 した。信託条項 によって、Cの 権利は、Cが 譲 渡できな いものとされている。

CとDは 、信託の終了 を強制す る ことができな い。

21.Aは 、信託 として、財産権 をBに 遺 贈 し、 その収益 を、C生 存 中はCに 支払 い、C死 亡後 は、D

に元本 を支払 うよう指示 した。信託条項 に よって、Cの 権利 は、Cが 譲 渡で きな い ものとされている。

Dが 無遺言で死亡 し、Cが 唯一 の相続 人であ り、 かつ最近親者であ った。Cは 、Bに 対 し、 信託財産 を

Cへ 引渡す よう強制す ることは できない。浪費者信託 の受益者が、 いったん受益権 を享受 した以上放棄
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す る ことは できないが、現実 に利益 を享受 していないな らば受益権 を放棄 できる。第36条 注c参 照。

m.受 益者の扶養の た_めの信託

信 託が、 ある受益者 の扶養の ため に設定 され た場合、 たとえ受益 権が譲渡で きる ものであって も、受 益者達 の

同意 によって信託 を終了 させ ることはできない。信託 を終了 させ る ことは、委託者 の意思 に反 する ことにな るか

らである。

且.叔 樹lij眠di部 曲tlonarxtru3t]

信 託条項 によって、信 託 を終了 させ るかどうかの裁量権 が受 託者 に与 えられ ている場合、受益 者は、終 了 を強

制す る ことが できない。なぜな ら、 それ は委託者 の意思 に反 するか らであ る。

o,妥 協的古 意1已印pr胆晶旦賠 胆旦■旦11u

遺 言によって信託 が設定 され、受益者 の一・人 また数人 の権利 が譲渡 できない もの と規定 されてい る場 合、 また

は法 令によって受益者 の一人 または数人 の権利が譲渡 できない もの とされ ている場 合で、 かつ、 この遺 言が争 わ

れているような場合、 妥協 としての合意 は、譲渡不可能 とい う受 益権が関係 している限 り、 とくに裁判所が受益

権 に とって最善 である として認 めるのでなけれ ば、信託 の終了 をもたらす ことはない。

P,缶 樋 の ・部轄r-Il的 遠戚 の早緒

信託の受益者全員 が、信託の一一部 の終了 を望 み、かつ受益者全員が能力者 であ る場合には、 信託財産全部 につ

いて信託を継続 して行 くことが信託 の主 要 目的 でない限 り、受益者 は信託財産 の一・部につ いて、信託の終了 を強

制する ことがで きる。

例:

22.は 、 信託 として、財 産権 をBに 遺 贈 し、その収益の半 分を、C生 存中はCに 支払 い、残 り半分 は、

D生 存中はDに 支払 い、 どち らか一方 が死 亡 した場合は、 その死亡 した人の持分をEに 支払 い、他 の者

も死 んで しま った場合 は、 元本をEに 引渡すよ う指示 した。Cが 、Cの 権利 をEに 譲渡 した。Dが 同意

すれば、Eは 、Bに 対 し、 信託財産の半分をEの もとに引渡 すよ う強制す ることがで きる。

23.Aは 、信託 と して、 土地をBに 遺 贈 し、その土地 を売却 して、その代金 をC・D・Eに 分 ける よ

う指 示 した。土地が売却 される前に、C・D・Eは 、土地 の一部 をCに 引渡す ことに合意 した。3人 は、

土地の一部引渡 しを受 託者に強制す ることがで きる。

q.信 託の一'部終 了 一目的 が達 成 されていな い場合

受益者全員が、信託 の一部終 了 を望み、かつ受益者にだれ も無能 力者がいな い場合 でも、信託 の一部終了 が、

信託の 目的遂行 を妨げ る場合 には、信託の一部終了は しな い。

例1

24.Aは 、信 託と して、財産権 をBに 遺贈 し、 その収益 の半分は、C生 存 中はCに 支払 い、残 り半 分

は、D生 存中 はDに 支払い、 どち らか一方が死亡 した場 合は、その者の持分 をEに 支払 い、 もう一人 も

死亡 したときには、元本 をEに 引渡す よう指示 した。信 託条 項に よって、Dの 権利 は譲渡 できない もの

とされ ている。Cは 、Cの 権利 をEに 譲渡 した。Dが 同意 して も、Eは 、Bに 対 し、信託財産 の半分 を

一568一

コ

1
　

一



r
【第10章 】

Eの もとに引渡すよ う強制 する ことはで きない。

」LL酋 鑑 間 服

受 益者全員 が同意 しない場 合の信 託の一部終了 については、第340集 注g参 照。

信 託終了 に対 する委 託者の同意 の効果 につ いて は、 第338条 、第339条 参 照。

受 益者 のうちの何 人かが無 能力者 であ る場合に、受 益者全員の同意が失効す る ことについて は、第340条 参照。

永 久権禁止則 の期 間を こえて信託 が継 続す る場合、 期間に関す る制限の有効性 については、第62条 注o参 照。

第338条 受益者および委託者の同意

(1)委 託者 および全 部の受益者が 同意 し、かっ、全員 が無能力者でない ときは、信託 の目的が まだ達成 されて

な くとも、信託 の終 了または変更をなす ことがで きる。

(2)受 益者 の一人 または数人が、信託 の終了また は変更に同意せず、または無能力者で ある ときで も、その受

益者 の権利が害 され ない限 り、他 の受益 者全員は、委託 者の同意を得て、信 託の一部 の終 了また は変更 をなす こ

とが でき る。

注:

旦.且奥規∫llLの範{哨

本 条で述べ られている規則は、委 託者 と受益者が 、信託財産 を委託者の もとに戻 す ことに合意 する場合、 また、

信託財産 を受益 者または第三者に引渡す ことに合意 す る場合に も、適用 され る。委託者 が受益者 の一人 である場

合で も、 そうでない場 合に も、適 用 され る。委託者 が単独受益者 である場 合の信 託の終了 に関 しては、第339条 参

照。

本条で述べ られている規則は、た とえ委託者が撤 回の権限を留保 していな くと も、適 用 され る。

委 託者が死 亡 した場 合、委託者の相続 人は、本条 に もとづき、信託 を終 了 させ る ことはで きない。この原則は、

遺 言に よる信 託、あるいは生前行為 で信託が設定 されたが委託者が死亡 した場合 には、適 用 されない。

b.辿 鏑白此C曼詰iv白]受益者の ための苗打

信託が連続受 益者のために設定 され、かつ受益者 全員お よび委託者が無能力者 でない場 合 に、 その著 たちが信

託の終了 に同意 した ときは、その信託は終了す る。 た とえ信託の 目的 のひ とつ が、 収益に対 して受益者 が権原 を

有す る間 には信託財産の管理 をさせな いことにあ り、 かつ委託者 の同意がなけ れば受益者は信 託の終了 を強制す

ることが できな い場 合であ った として も同様 である。第337条2項 お よび注g以 下参 照。

例:

1.Aは 、信託 として、財産権 をBに 譲 渡 し、 その収益 を、A生 存 中はAに 支払 い、A死 亡前に何 も

お こらなければ、A死 亡後は元本 をCに 支 払 うよう指示 した。AもCも 無能力者 ではない。AとCが 同

意 すれ ば、その信託 を終了 させ る ことが で き、Bに 対 して、信託財産 をAま たはC、 あるいは第三者 に

引渡 す よう強制す ることが できる。

l
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2.Aは 、 信託 として、財産権 をBに 譲渡 し、 その収益 を、C生 存中はCに 支払 い、C死 亡後 は、 元

本 をDに 引渡す よう指示 した。信託証書には、 「Aの 信託設定 の 目的の一つが、有能な受託者 に信 託財

産 の管理 を して もらう ことにあ る。」 と書かれて いる。AもCもDも 無能力者で はな い。A・C・Dが

同意すれば、信託 を終了 させ ることがで き、受託者に対 し、信 託財産 をAま たはC、 またはD、 あるい

は第三者に引渡す よう強制す ることがで きる。

旦_単 独 更益者 の受益権 の一1♪1斑斑延 期 されてい る場 合

信託条項 によって、 その信 託は、あ る時期が来 るまで、 あるいは、 ある出来事 がお こるまで終了 しない もの と

され ている場合 で、 かつ 単独 受益者が無能 力者 でないとき、あるいは、複数 の受 益者がいる場 合で も、その全員

が無能力者 でない場合 に、受益者が信託 の終了 を望 んだ ときは、た とえ特定 の期間が経過 していな くとも、 また、

特定 され た出来 事が発生 して いな くと も、信託 は終了 するが、委 託者 の同意 がな いと、信託の終了 を強制す る こ

とはできない。第337条 第(2)項 および同条注i以 下参 照。

例:

3.Aは 、信託 としては、財産権 をBに 譲渡 し、 その収 益を、Cが30歳 になるまではCに 支払 い、30

歳にな った ら元本 をCに 引渡す よう指示 した。 この信託財 産に関 し、他 には受益者 はいない。Cは25歳

で ある。AとCが 同意 すれば、信託 を終了 させ る ことが で き、Bに 対 し、 その信託財産 を、Aま たはC、

または第三者 に引渡す よう強制 する ことができる。

旦L浪 費者 信託

信託条項 または法 令に よって、受益者 の権利 が譲渡できない もの とされ てい る場合に、受益者の全員 と委託 者

が、無能 力者でな く、かつ信託 の終了 に同意 した ときは、信託は終了 する。 信託委託者の 同意がな ければ、受 益

者 だけでは信託の終 了 を強制 できない。第337条(2)項 お よび同条注1以 下参 照。

例:

4.Aは 、信託 として、財産権 をBに 譲渡 し、 その収益 を、C生 存 中はCに 支払 い、C死 亡後 は、元

本 をDに 引渡す よ う指 示 した。信託条項 によって、Cの 権 利は譲渡 できない ものとされている。AもC

もDも 無能 力者 ではな い。A・C・Dが 同意す れば、信 託を終了 させ る ことができ、受託者 に対 し、 そ

の財産 を、Aま たはC、 またはD、 あるいは第三 者に引渡す よう強制 する ことがで きる。

5.Aは 、信託 として、財産権 をBに 譲渡 し、その収益 を、C生 存 中はCに 支払い、C死 亡後 は、 元

本 をDに 引渡す よう指示 した。信 託条項 に よって、Cの 権利 は譲渡 で きな いもの とされてい る。Dが 無

遺 言で死亡 し、Cが 唯 一の相続 人かつ最近 親であ った。Aが 同意 すれば、Cは 、Bに 対 して、信託 財産

をCの もとに引渡 すよ う強制す ることがで きる。

6.Aは 、信託 と して、財産権 をBに 譲渡 し、 その収益 を、C生 存中 はCに 支払 い、C死 亡後 は、そ

の財産権をAに 戻 すよ う指 示 した。信託条項 によって、Cの 権利は譲渡 できないもの とされ ている。C

が無能力者で な く、信託の終了 に同意すれ ば、Aは 、Bに 対 し、信託財産 をAの もとに返す よ う強制す

ることがで きる。
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旦._違 法拠 」'i控H克 己せ られ 端 金

委託者 または受益者の同意が、詐欺ま たは違法 な手段 で惹起 させ られた場合 は、信託は終了 しない。

⊥エ.呈櫨抵聖 句 ム赴が同意LなL・ 損 食

受益者 が確 定せず、 または無能力であ った り、 あ るいは信託 の終了 に同意 しなかった場合(第340条 参照)、 信託

は、単 に委 託者が同意 しただけでは終了 しない。

且._眉 韮 璽.ゴ昂騰 工

委 託者 と受 益者全員が同意 し、かつ委託 者全員 が無能力者 でない時は、信託 の 目的が達成 していな くとも、信

託 の一部終 了 を強制す る ことが できる。第337条(2)項 および同条注q以 下参照 。

例:

7.Aは 、信託 として、財産権 をBに 譲渡 し、収益 の半分を、C生 存中はCに 支 払 い、残 り半分を、

D生 存 中はDに 支払 い、どち らか一・方が死亡 した ときには、その者 の収 益に対す る持分 をEに 支払い、

残 りの一人 も死亡 したときは、 元本をEに 引渡 すよう指 示 した。Cは 、Cの 権利 をEに 譲渡 した。Aと

Dが 同意すれ ば、Eは 、Bに 対 して、信 託財産 の半分 をEに 引渡 すよ う強制す る ことができる。

lh._信 託の変 更

委 託者 と受益者の全員 が同意 し、 かっ 、その著 たち全 員が無 能力者でなければ、信託 の変 更 をす ることがで き

る。

た とえ一部 の受益 者が信託の変更に同意 しな いか、 または無 能力 であった としても、委 託者お よび同意 をしな

い受 益者が無能 力でないな らば、その者達は信託の変 更 を強制で きる。同意せず または無 能力 である受益者の権

利 が害 され ない限 り、同意 した受益者 にっ いて信託 目的が達成 されな いことにな った として も同様 である。た と

えば、信 託条項 または制 定法 によ り受益 者の1人 または数人の権利が譲渡不 可能で あった として も、受益者が無

能 力者でな く、 かつ委 託者 が同意す る場 合は、受益権 は譲渡可能 となる。 なぜ な ら他 の受 益者は同意 しなか った

として も、譲渡 が行 われた ことによって権利 を害 され る ことはな いか らである。受益者 に よる受益権譲渡に関す

る制限は受益者 と委 託者の合意によ り解 除で きる。

ll

第339条 委託者が唯一の受益者である場合

委託者が、 その信託 の唯一の受益者で あ り、かつ 、無能力者 でないは場 合に は、信託 の 目的が達成 されてい な

くとも信託 を終 了させる ことができる。

注:

旦.塞 規 』ゆ 連 刷 む囲

本条で述 べ られてい る規則は、た とえ委託者が取 消権 を留保 していない もの との記 載が なされていて も、適 用

され る。 しか も、信託設定の 目的が、その財産 の管理 を誤 らな いようにするた めだと して も、適用 され る。さ ら

に、信託条項 に よって、受益権が譲渡で きない もの、あ るいは債権 者の差押 えを受 けない ものと定 め られていて
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も、受益者 と委託者が同一 の場 合は受益権 の譲渡の制 限は無効 であるか ら、や は り本 条の適用 がある。 第156条

参照。

信託 を設定 した時には委託 者が能力者で あったが、 その後に無能 力者 とな った場 合、委 託者 は、 それ 以後、信

託 を終了 させ ることは できない。た とえば 、委託者が心神耗弱 し、 または、法的 浪費者 として宣 言 を受 けた場合、

信託 を終了す る ことは できない。 しか しなが ら、単 に単独 受益者 であ る委託者 が上手に財産 を管理 処分で きない

という事実が あるだけでは、 委託者は信託 を終了す る こと もで きる し、信託財産 を 自己へ再 譲渡するよ う強制す

ること もで きる。 この際、信 託設定の 目的 が、委託者 が財産管理 の失敗 を恐 れ自己の無能 力、浪 費癖 または暴飲

癖(iwte■perance)か ら自己を守 るため に、 自己 の財産管理 を他人 に任ね ることであった ことは重要 でない。 この

委託者は 同時 に単独受益 者であ るので、無能力者 でない限 り信託 を終 了す る ことができる。

b.委 託者が唯一の受益者 であ重 場 合

委託者が、受益権 を誰 か他 の人に与 える意思 を表示 していなければ、委 託者 が唯一 の受益者 である。 しか しな

が ら、委託者が、た とえば、 自己の子供 とか相続人 になる者に対 して、確定的(vested)ま たは不確定 的な権利

(cowtingentiηterest)を 設定す る意思 を表示 した場合 は、 その委託者は唯一 の受益 者 とはな らない。但 し、シェ

リー事件 の法則 または他 の法 則 にもとついて、 その意図 された権 利が無効 となった場合は、 この限 りでな い。委

託者 が唯一・の受益者 となる場 合、 または唯一 の受益者 とな らない場合 につ いての問題は、第127条 で扱 って いる。

例:

1.Aは 、財産 権 を信託 としてBに 譲渡 し、その収益 を10年 間Aに 支 払 い、その後 は、その財産権 を

Aに 引渡す よ う指 示 した。信託条項 によって、 この信託 は、10年 間、撤 回できない もの とされて いる。

Aは 、10年 の期 間が満了す る前で も、Bに 対 し、Aの もとに その財産権 を戻すよ う強制する ことが でき

る。

2Aは 、財 産権 を信託 と してBに 譲渡 し、A生 存中はAに 収益 を支払 い、Aが 死 亡 した場 合 には、

Aが 捺 印証 書または遺言 で指定 した者 に、 また、指定 がな い場合 には、Aの 最近 親者に元本 を引渡す よ

う指 示 した。Aは 、取消権 を留保 していなかった。Aは 、Bに 対 し、 その財産権をAの もとに戻す よ う

強制する ことがで きる。

q」 委託者 が唯こ の受 益者 とな った場合

委 託者 が、当初は、 単独受益者 でなかったが、後 に他 の受益 者の権利 を取得 し、そのために唯一の受益者 とな

った場合 、Aは 、その受託 を終了 させ る ことができる。

例:

3.Aは 、財 産権 を信託 と してBに 譲渡 し、A生 存中は その収益 をAに 支払 い、A死 亡後は、元 本を

Cに 引渡すよ う指示 した。Aは 取 消権 を留 保 して いな い。Cが 、 その信託上の権利 をAに 譲渡 した。A

は、Bに 対 し、その財産権 をAに 戻すよ う強制す ることが できる。
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第340条 受益者のある者が同意 しない場合

(1)本 条(2)項 、第335条 および第336条 の場合 を除いて、受益者 の内の一人 または数人が信託 の終 了に同意

せず、 また は無 能力者であ るときは、他の受益者 は、信託条項 によらなけれ ば、信託 を終 了 させることがで きな

い。

(2)受 益者 の内の一人また は数人が信託の終了 に同意せず、 また は無能力者で あっても、 同意 しない 、また

は無能力者であ るそれ らの受益者の権利が害されず 、かっ信託を継続する ことが信託 の重要 な 目的 を遂行す るの

に必 要でない場合 は、裁判所は、信託 の一部分の終 了を命ずる ことができる。

(1)項 の注:

a,窒 益 一豊全員坦1司意趣な」く鮎_IJ舐 を終 工さ世亘≡ ム 直ゴ 童 直概査

信 託設定の 目的の遂 行が不可能 となった り、違法 な ものにな った場合は、た とえ受益者 の一人 または数人が無

能 力者であ って も、 また、信託の終了 に同意 して いな くとも、その信託を終 了 させ る ことが で きる。第335集 注e

参照 。委 託者の知 らない事情または予期 しない事情 によって、信託の継続 が、信託の 目的達成 を妨 げ、または重

大 な障害 を与 えるおそれがある ときは、 た とえ受益者 の一 人または数人が無能 力者 であった り、信託の終了に同

意 していな くと も、 裁判所は、 信託 の終 了を命 じ、 または許可す ることができる。第336条 注C参 照。

見..畏 益者のあ る者 が、」ii鎚終了」こ回遠 しなL違]合

本 条(1)項 で述べ られている法準則 は、受益 者全員 が確 定 して いて、かつ無能 力者 でな く、 しか も、その一人

または数 人が信託終了 に同意 しない場合 に、適 用 され る。

例:

1.Aが 、財産権 をBに 信託 として遺贈 し、 その収益 を、C生 存 中はCに 支払 い、C死 亡後は、元本

をDに 引渡す よう指示 した。CもDも 、他 方 の同意 がなければ、信託 を終了 させ る ことはできない。

2.Aは 、財産権 を信託 としてBに 遺贈 し、CとD双 方 が生存 中は、CとD各 々に等 しく収 益を支払

い、 どち らか一方 が死亡 した場合 は、残 った者 に元本 を引渡 すよう指示 した。CもDも 、他 方の同意が

なければ、信託 を終了 させ ることができない。

c,奨 黄 老の何ノ已かが瓢能山者 であ る場合

(1)項 で述べ られて いる法準則 は、受益者の 一人または数人 が無能力者 である場合 に適 用 される。

例:

3.Aは 、財産権 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存中 はCに 収益 を支払 い、C死 亡後 はDに 元本 を引

渡 すよ う指 示 した。Dは 未成年者 である。CとDは 、 この信託 を終了 させ る ことはで きない。

d. 一堂益 者の立 ち_の何人かが樟定 レ± いな旦塑 登

(1)項 に述べ られて いる規則は 、他の受益者全員が能 力者 で、信託の終了に同意 しているけれ ど も、受 益者 の一

人ま たは数人 が確定 していな いとい う場合 に、適用 され る。

例:

一573一



【第10章 】

4.Aは 、 甲地 を、Cを 受益者 として信託 としてBに 譲渡 し、Cが 子 を残 して死亡 した場 合、残余権

はその子に、Bに 子供が いな い場 合には、残余 権はDの もの とした。Cお よびDは 、その信 託の全部 ま

たは一部を終了 させ ることはできない。

旦エ 束 吐付 〔阻 止ing鋤 Ω権璽1」璽杢琉邨 が1望1ら直ヨ⊇な 端[金

条 件付 の受益権が存在 して いて も、 その受益権の不成就が明 らか になった場合 には、信託 を終了 させ る妨 げ と

はな らない。例 えば、収 益が ある者 にその生存中支払われ、その者 の死亡後 は、元本が もし生 きていれ ば他 の者

に、 その者が生きていなか った場合 は、子供連に、子供 を残 さずに死 んだ場 合は、第三の者 に支払 われ るとい う

信 託が設定 され、第 二の者が第一 の者 の生存中に子供 を残 さず死ん だ場 合、信託 は第一の者 と第二 の者 の同意に

よ り終了 させ ることがで きる。

まだ確定 されない受益者が 、指定 された女性の子供 である場合 に、 その女性が科学的 に懐胎 できない年 齢にな

ったか、 または 肉体的に子供 が産めな くなった場合 には、裁判所 は信託を終了 させ る ことが できる。

例:

5.Aは 、財産権 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後 は、Cの 子供達

にその財産権 を引 渡 し、Cに 子供が いない場合 はDに その財産権 を引渡 すよ う指示 した。Cに は子供が

お らず、明 らかに懐 胎で きない年齢 となっている。CとDは 、信託 を終 了 させる ことができる。

たとえ、子供が生 まれる ことが、全 く不可能 であるわけではな くとも、子供 が生まれる可能性 が殆 どな い場合

は、裁判所 は少 な くと も、その ような生 まれる可能 性のある子供 を守 るた めの証書 を少な くとも提出 させて、信

託 を終了 させ る ことが できる。

1.轟JE者 のII腿['

(1)項 で述 べ られてい る規則は、委託者 が信託終 了に同意 して いる場合 に も適用 され る。

例:

6.Aは 、 財産権 を信託 と してBに 譲渡 し、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後はCの 子供連 に

元本 を引渡 すよ う指示 した。Cは 未婚 である。AとCの 要請 で、Bは その財産権 をAに 譲渡 した。 その

後Cが 結婚 し、子供が生 まれ、 さらにCが 死亡 した。Cの 子供達 は、Aに 対 し、その財産権 を自分達 の

もとに引渡 すよ う強制 する ことができる。

7.Aは 、財産権 を信 託と してBに 譲渡 し、A生 存中はAに 収益 を支払 い、A死 亡後 は、Aの 子供 に

その財産を引渡す ように した。Aに まだ子供が生 まれて いな くと も、信託 を終了 させ ることは できない。

(2}項 の注:

菖.fi甜七の ・田遊.「ぬ11纏められなL1卦」日宇

信託の一人 または数人の受益 者が信託の終了に同意 しなか った り、 まだ確 定 していなか った り、 あるいは無 能

力者 であ る場合 には、他 の者 は、同意 して いな い受益者の権利が信 託の一 部終了 によって害 される ことにな る時

には、信託の一部終了 を強制 す ることがで きな い。

例:
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8.Aは 、信託 としてBに 土地 を譲渡 し、C生 存中 は、 その資料お よび収益 をCに 支払 い、C死 亡後

は、 その土地 をDに 引渡す よう指示 した。Dの 同意が なかった り、Dが 無能 力者 で ある場合 には、Cは 、

Bに 対 し、普通法上の生涯 権(所 有権)を 引 渡す よう強制 することはで きない。

9.Aは 、財産権 を信託 としてBに 譲渡 し、10年 間、 その財産権の収益 をCとDに 支払 い、10年 後 は、

元本 をC、D平 等に分 けて引渡す よう指 示 した。Dの 同意が なか った り、Dが 無能 力者 であ る場合 には、

Cは 、 その財産権の半分を引渡す ようBに 強制 す ることが できな い。

10.Aは 、財産権 を信託 としてBに 遺 贈 し、C・D双 方が生存中は、C・D平 等 の割合で収益 を支払

い、 どち らか一方が死亡 した場合には、生残者 に元本 を引渡す よう指示 した。CもDも 、他方 の同意 し

な い限 り、元本の半分 を自分に引渡す よう受託 者 を強制す ることはで きな い。

hエ.f`樋 の二 部軽 ∫把縛め られ る掛金

信託の終了 に同意 していな い受益 者の権利が、信託 を終了 させ ることに よ り害 され るお それが ない場合 には、

信 託の継続が必 ず しも信託の重要 目的の遂行 といえない時に限 り、信託の一部終了が命 じ られ ることが ある。 そ

の ような場合 には、裁判所は財産権 が引渡 された受益者 に同意 しなか った受益者の権利 を確保 す るための債権 を

留 保す るよう要 求でき る。

例:

11.Aは 、200,㎜ ドルの証券 を信託 としてBlこ 譲渡 し、複数の者にそれ らの者 の生存中 は年金 妓

払 い、死 亡後は、Cに その証券 を引渡す よう指 示 した。500ド ルの年金 を受取 る権 原 を有す るDを 除 き、

すべ ての年金受領者が死亡 した。裁判所は、BがDへ の年金支払 いのため に十分 な証券 を保有 していれ

ば、証 券の一部 をCに 引渡せ と命ずる ことができ る。

注:

i.前 撰制 目

信託が永久権 禁止則の期間 を越えて存続する場合、終 了に関す る制限の効力につ いては、 第62条 注o参 照。

第341条 混 同

(1)本 条(2)項 の場合を除き、信託 財産に対す る普通 法上の権原 と全受益権 とが 同一人 に帰 し、且つ その者が

無 能力者でない場合 は、信託は終了する。

(2)浪 費者信託 の受益者が信託財産に対する受益権 の全部を有 し、その受益者が 自己の意 思 によらず 、その信

託 の唯一の受託 者となった場合、その受益者は、新受託 者の選任 を得て再び信託 を存続す る ことがで きる。

注1

凸一.一受託者1こ一よる受 益描の取組

普通法の効果 によって、受益権の全部が受託者 に承継 された場合、 その信託は終了 し、 受託者 はその財産権 を

信 託 とは関わ りな く保有す る。 たとえば、受益者が無遺 言で死亡 し、受益権が、 その者の相続人又 は最近親者 で
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あ る受託者に相続 された場合、 その信託は終了す る。

例:

1.Aは 、信託 として財産権 をBに 遺 贈 し、B生 存中 はBが 収益 を使用 し、Bが 死亡 した場合 は残余

権 をCに 引渡す よう指示 した。Cが 無遺 言で死亡 し、BがCの 相続人 かつ最近親 者であ った。 この信 託

は終 了する。

受 益者 が受 益権 を受 託者に譲渡 した場 合の効果 については、 第343条 参照 。

虹 」受益握力 普通法 上の権原 を典 た場 合

普通法上 の効果 によ り、信託財産 に対 する普通法 上の権原 が、全部 の受益権 を有 している受益 者に承 継 され た

場合 、その信 託は終了 し、受益者は その財 産権 を信 託 とはかかわ りな く保有す る。た とえば、 単独 受益 者が、二

人 の受託者 の うち一人 で、他の受託者が死 亡 した場合 、あるいは、単独受益者 が単独受託 者に指定 された場合、

その信託 は終了す る。

例:

2.Aは 、信 託 として財産権 をBとCに 遺贈 し、C生 存 中はCに 収益 を支払い、C死 亡後 は元本 をD

に支払 うよう指 示 した。Dは 、 自己の受益権 をCに 譲渡 した。Bが 死 亡Cは 、その財産権 に対 し普通法

上の権原 と完全 な受 益権 を取得す るの で、 その信託 は終了 す る。

3.Aは 、土地 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存中 はCを 受益者 とし、C死 亡 に際 しては、Cが 遺 言

によって受益者 を指 定する もの とした。Cは 無遺言で死亡 し、その財産 の処 分にっ き何 らの定 め もな く、

かつ、Aは 自己 の財 産の残余 権 の処分につ いて何 らの定 め も設けて いなかった。CとDはAの 相続 人で

ある。Dは 、Aの 相続 人 として の権利 をCに 譲渡 した。Bは 、受託者 を辞任 し、Cが 裁判所に よって単

独受託者に指 名 された。その結果、Cは そ の土地に対す る普通法 上の権原 と完全な受益権 とを有 する こ

とにな り、信託 は終了 する。

受託者に よる譲渡又は受益者 の指示 に よる譲渡の効果については第342条 参 照。

.C.襲 費貴僧 晶{P鷲 益 者力∫L酋通日{上の橘歴 幽 」し幽 査

信託財産に対する完 全 な受益権 を有 す る浪費者信託の受益者が、 自己の意 思に よらず単独受託者 とな った場 合、

もしその者が選択すれば、 その財産権 を信託 とは関わ りな く保有で きる。 あるいは、 自分のための浪費者信託 に

もとづき、合理的な迅 速 さで行動すれ ば、その財 産権 を保有す るよう新受託 者を指名する こともで きる。 このよ

うな場合には、受益者 が信託財産 に対 す る普通法 上の施原 と完全な受益権 とを有す るので、離れ もその者 にその

信 託 を存続 させるよう強制す る者 は存在 していない。一方、その者は 自己の意 思に よらず浪費者信託に よって与

え られた保 護の利益が失われ る ことになるので、そのよ うな保護 を受 けるための信託 を存続 する ことが認 められ

る。信託 が存続する場 合、それ はその者 に よって設定 された新 しい信託 とは扱 われな いのであ り、 自己の権利 の

譲 渡に関 する規定は無効 であ る(第156条(1)項 参 照)が 、 自己の利 益の ために設定 された、 もとの浪費者 信託が続

いて いる もの と扱 われ る。

単独受託 者 となった浪 費者信託の受益 者が、自己の権利 を譲渡 した場合、新 しい受託者 が指定 されたか らとい
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って、 その受益者は その譲渡 を取消す ことはできな い。 なぜ な らば、その財 産権を譲渡す る ことに より、その者

はその財産 権 を自分 の もの として処分 する選択権 を行使 した ことにな るか らである。同様 に、 もしその者が遅滞

な く新 しい受託者 を指名 する手続 を とらなければ、そ の者の債 権者は財産権 にかかって いき 、それ を自己の請求

権 の満足 に充当す る ことができる。 しか しなが らその者 が遅滞 な く新 しい受 託者の指名 をする手続 をとれば、そ

の者 の債 権者 は、 たとえ新 しい受託者 が指 名 され る前、 またはその ような指 名の適用が なされ る前に財産権 を差

押 えた として も、請求 権を満足 させ るために財産権 を充 当する ことはできない。

例:

4.Aは 、信託 として財産 権 をBとCに 遺 贈 し、C生 存 中はCを 受益者 としてCに 収益 を支払 い、C

死亡後 は、 その財産権 をDに 引渡す よう指示 した。信託条項 によって、Cの 権利 は、Cが 譲渡 できず、

債権者 の差 押 えの対象に もな らな いとされ て いた。Dが 自己の権利 をCに 譲渡 した。Bが 死亡、 そ こで、

Cは 、信 託財産に対す る普通 法上 の権原 と完 全な受益権 を取得す ることに な り、 その財産権 を信託 とは

関わ りな く保有 できる。Cは 、 自己の選択 に よ り、遅滞 な く手続 をとれ ば、 その信託 にもとつ く権利 を

譲渡 で きず、 またはその権利が債権者 の差 押 えをうけ ない ものとなるよ うに、裁判所 に新受 託者 を指名

して もらうこと も可能 である。

5.事 実 は、例4で 述べ られ ているの と同様 である。Bの 死後、Cが その財産権 をEに 譲 渡 した。E

は、 その財産権 を信託 とは関わ りな く保 有す る。

6.事 実 は、例4で 述 べ られているの と同様 である。Bの 死後 、Cは 、数年間、受 託者の指定 をして

もらうような行 動 をとらなかった。Cの 債権者Eは 、Cに 対する債務名義 を得 て、 その財産の差押 えを

行 った。Eは その財産 を競 売 し、その代金 を債権 に充 当す ることがで きる。

7.事 実 は、例4で 述 べ られているの と同様であ る。Bの 死亡後す ぐに、Cの 判 決確定債権者が その

財産 を差押 えた。Cが 遅滞 な く裁判所に対 し新受託者 の指名 を求めた場合に は、Eは その財産 を競売 し

て、代 金を債権に充当 させる ことはで きない。

浪費者信託 が設定 され、信託条項 に よ り受託者 が信託財産 を受益者 に譲渡す る権限 が与 えられ てお り、受託者

がその権限 を行 使 した場合、信託は終了す るの で、受 益権 はもはや浪費者信託 の信託 証書 の規定 によっては保護

され ない。 そ して受益者 は新 しい自益信託の設定 によ り、 その財産 を自己の債権者 にかか らせ ないよ うにする こ

とはできない。

受託者 によ る譲渡、 または浪費者信託 の受益者 の指示 による譲 渡の効果 については、第342条 注f参 照 。

∫1、11t独琵一益省 が 単独受 託者と一な宣な い特白

信託 は、複 数受益者 の一人が複数受託者 の一 人また は単独受 託者になった とい うだけで は終 了 しな いし、ある

いは、単独 受益者が複数受 託者の一・人 になった とか、複数受益 者が受託者 になっただけ では、信託は終了 しない。

注e～h参 照。

e」 驚塾聖}{境 」担'」㌧が 扱融砦;芒者ρ ・人を鼎立1蚤崩{≧

複 数受益者 のうちの一人が複数受託 者の一人にな った場 合、または、複数受託者の一人 が複数受益者 の一人に
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なった場合 には、信 託は終 了 しない。第99条(1)項 お よび第115条(1)項 参照 。

例:

8.Aは 、財 産権 を信託 と してBとCに 遺贈 し、D生 存 中はDを 受 益者 として収益 を支払 い、D死 亡

後 は、その財産権 をEに 引渡 すよ う指 示 した。信託条項 に よって、受 託者の どち らかが死亡 した時 に、

残存受 託者 が新受 託者 を指名 する よう規 定 されて いた。Bが 死亡 し、Cは 、共同受託者 としてDを 指 名

した。 この信 託は終了 しな い。

9.事 実 は、例8と 同様 だが、Cが 共 同受託者 としてEを 指名 した点 が異なる。 この信託は終了 しな

いo

lO.Aは 、財産 権 を信託 としてBとCに 譲渡 し、その財 産権 を売却 し代金 をDとEに 分配する よう指

示 した。信託条項 に よって、受 託者の どち らかが財産権 を売却す る前に死亡 した ときは、Aが 新受託 者

を選 任する もの と規定 され ている。財産権 が売却 される前にBが 死 亡 した。Aは 、Cの 共同受 託者 とし

てDを 指名 した。 この信託 は終了 しない。

11.Aは 、財産 権 を信託 としてBとCに 譲渡 し、その財産権 を売却 して代金をDとEに 分配す るよう

指示 した。Dは 自己の権利 をBに 譲渡 した。 この信託 は終 了 しな い。

[_凹 独坐話者 が量 益者の ・・∧ になコ た鼻 音

複 数受益者 の一人 が、その信託の単独受 託者 になって も、また、単独受託者 が複数受益者の一人になって も、

信 託は終了 しない。第99条(2)項 、第115条 項(3)項 参照 。

例:

12.Aは 、財産 権 を信託 としてBとCに 遺 贈 し、D生 存中はDに 収 益 を支払い、D死 亡後は、Cに 財

産権 を引渡す よう指 示 した。Bが 死亡 し、Cが 単独受託者 とな った。信 託は終了 しな い。

13.Aは 、財産 権 を信託 としてBとCに 遺贈 し、C生 存 中はCに 収益 を支払い、C死 亡後は、Dに 財

産権 を引渡す よう指 示 した。Bが 死 亡 し、Cが 単独受託 者 とな った。信 託は終了 しな い。

14.Aは 、財産 権 を信託 としてBに 譲渡 し、その財産権 を売却 し代金 をCとDに 分配するよ う指 示 し

た。信 託条項 によって、Aは いつで も受託 者の辞任 を要求 して新受託 者 を選任で きる もの と規 定 され て

いる。信託条項 の規 定に もとづ き、AはBの 辞 任を要求 し、新受託者 としてCを 選 択 した。信 託は終了

しない。

15.Aは 、財産権 を信託 としてBに 譲渡 し、 その財産権 を売却 して代 金 をCとDに 分配するよ う指示

した。Cは その権利 をBに 譲渡 した。信託 は終 了 しない。

且。_塑独坐益 者が複数聞 岳者¢)一・人 になった雛直

信 託の単独受 益者が、複 数受託者の一人 になって も、または複 数受託者の一 人が単独受益 者にな って も、信託

は終了 しない。第99条 項(3)項 、第ユ15条(2)項 参照 。

例:

16.Aは 、財産 権 を信託 としてBとCに 遺贈 し、 その収 益 をDが30歳 にな るまではDに 支払 い、Dが
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30歳 になった時に元本 をDに 引渡す よう指示 した。信託条項 によって、受託者の どち らかが死亡 した場

合、残 った受 託者が新受託者 を指定でき る もの と規定 され ている。Bが 死亡 し、Cは 新 しい共同受託者

としてDを 指定 した。Dは25歳 であ る。信託 は終 了 しな い。

17.Aは 、財 産権 を信託 としてBとCに 譲渡 し、その財産権 を売却 して代金 をDに 支払 うよう指示 し

た。Dが 自己の権利 をBに 譲渡 した。信託 は終 了 しな い。

h.製 数 粟托 者が複 数甦益 者 仁なユ立場査

複数受 益者 が、信 託の複数受託者にな って も、ま たは複数受託者が複数受益者にな って も、信 託 は終了 しな い。

第99条(4)項 お よび第115条(4)項 参照。

例:

18.Aは 、財 産権 を信託 としてB、C、Dに 譲渡 し、その財産 権 を売却 して代金 をCとDに 分 けるよ

う指示 した。Bが 死亡。信託は終了 しな い。

19.Aは 、財 産権 を信託 としてBとCに 譲渡 し、その財産権 を売却 して代金 をDとEに 分け るよう指

示 した。Dが 自己の受益権 をBに 、Eが 自己 の受益権 をCに 譲渡 した。信託は終了 せず、BもCも 、他

方 の同意 がなければ、その財産権の売却 を阻止 す ることは できない。Bが 死亡 した場 合、Cは 、 その財

産権 を信託 と関わ りな く保有す るのではな く、Bの 遺 産お よびCの た めの信託 として保 有す る。

i. 一「}{「後 夢ll(1

受託者が信 託財産 を受 益者に対 しまた は受益者の指示 に従って譲渡す る場 合の効果につ いては、第342条 参照。

受益者が受益権 を受 託者に譲渡す る場合の効果につ いては、第343条 参照。

第342条 受託者が信託財産を受益者 に譲渡、または受益者の指図に従って

譲渡する場合

受託者が、無能 力者 でない単独受益者 に対 し、また はその受益者の指図に従 って信託財産 を譲 渡 し、あ るいは、

受益者が複数 いて、その全員が無能力者でない時に、 その複数受益者 に対 し、 またはそれ らの者の指図 に従 って

信託財産 を譲渡 した場 合 は、信託の 目的が完全に達成 されていな くとも、信 託 は終了す る。

注:

旦..典 正壼 蝶 益担 こ醐L左 封立

受託者が、無 能力者で ない単独受益者 に信託財産 を譲渡 した場合、 その受益者 は完全 な受 益権 とな らんで信託

財産 に対す る普通法 上の権原 を取得 したのであ るか ら、信託は終了す る。 この ことは、信 託の 目的 が完全 に達成

され て受益者 が信託の終了 を強制(第337条(1)項 参照)す る場合 だけでなく、信託 の 目的が完 全に は達成 されてい

な いために、 受益者が信託 の終了 を強制(第337条(2)項 参照)で きない場合に もあてはまる。

受託者 は通 常、受益者 に対 して譲渡 をなす につ き責 任 を有 さない。なぜな ら受益者が 同意すれ ば、受益者 は信

託違反 としての受託者の行為 や不作為 の責任 を受託者 に負わす こ とができな いか らである。第216条 参照。
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もし、受 託者が信託財産 を受益者 に譲渡す る前に信託違反の責任 を負 うな らば、譲渡が 当該財産 の信託 を終 了

させ るに もかかわ らず、受託者 の信 託違 反に対す る責任 を免除す るわ けではな い。放棄 または契約 による受 託者

の信託違反 責任の免除につ いては第217条 参 照。

b.受 益者の【吐意を1{」て第.三者1こ趨 鎮守:聖目丘

受託者が、無能力者でな い受益者 の同意 を得 て、信託財産 を第三者 に譲渡 した場合、信託は終了 し、受託者 は

譲 渡をな した ことにつき何 らの責任 も負 わない。

旦_酷 益者 が複数曲 直

受 益者 が複数 いて、無能 力者 でな いときに、受 託者が、 その信託財産 を、 各受益者 それぞれの受益権に もとつ

いて、 もしくはそれ らの者の同意す る額 を譲渡 し、または それ らの者の指 図によ り第三者に譲渡 した場 合、信 託

は終 了 し、受 託者は譲渡をな したことにつ き、何 らの責任 も負わな い。

旦.連 続受 益者

信託が連続受 益者のために設定 され、受 託者 が、全員の同意 を得て、それ らの者に信託財産 を譲渡 し、 または

その指 図に従 って譲渡 を し、誰 も無能力者 でない場 合、信託は終 了 し、受託者 は譲渡 をな した ことにつ き、何 ら

の責 任 も負 わない。

この ことは、信託の唯一 の 目的が信託財 産の受益権 を一定期 間ある受益者 に与え、元本は、他 の受益 者に残 し

ておいたのに、両者 が受託 者に信託財産 を 自分達 に譲 渡す るよ う強制する場合(第337条 注f参 照)だ けでな く、

信 託 目的の1つ が収益 につ いて権原のあ る受益者 か らその権原 のある期間中、信 託財 産を管理 させない ことに よ

り、受益者が受 託者 に信託財産 を自分達 に譲渡す るよう強制す る ことがで きない場 合(第337条 注g参 照)に もあ

てはまる。

例:

1.Aは 、財産権 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存 中はCに その収益 を支払 い、C死 亡 に際 しては、

元本 をDに 支払 うよ う指 示 した。CもDも 無能 力者 ではない。CとDの 同意 を得 て、Bが 信 託財産 をCも

し くはD、 または第三 者へ譲渡 した。信託 は終了 し、Bは 、 その譲渡 につ き、何 らの責任 も負 わない。

2,Aは 、財産権 を信 託 としてBに 遺贈 し、C生 存 中はCに 収 益 を支払 い、C死 亡 に際しては、 元本

をDに 支払 うよう指示 した。遺言には、信託設定の 目的 の一 つが、Cに は財産管理能力 がないと思 われ

るの で、財産権の受益権能 と管理 を分離す ることであ ると書 かれ て いた。CもDも 無能 力者で はない。

CとDの 同意 を得 て、Bは 、その財産権 を、Cま たはDの いずれ かに譲渡 し、 あるいは双方の合意 を得

た比率 でCお よびDに 譲渡 し、 または第三者 に譲渡す ることができ る。 その場合、信託 は終了 し、Bは 、

その譲渡 に対 し何 らの責任 も負わ ない。

旦L受 益権の 享受が延期 され ている場 合

信託条項に よって、受益者が 一・定 の年齢にな るまで、収益が受益者 に支払 われ、 その年齢 にな った時に元本 を

受益者に引渡す と規定 され、かつ、 その信託財産に対 し、 その者以外 には離 れ も権利 を有 してお らず、 また、 そ

の受益者が無能力者でない場合、 その受益者が一一定の年齢にな る前に、信託終 了 を強制す ることはできな いに し

580

ノ



L

【第10章 】

て も(第337条 注j参 照)、もし受託者 がその信託財 産 を受益者 が一定 の年齢にな る前に受益者 に譲渡 した ときは、

信託 は終 了 し、受託者 は、 その譲渡 につき何 らの責任 も負 わない。

例:

3.Aは 、財産権 を信託 と してBに 遺 贈 し、Cが40歳 になるまで、Cに その収益 を支 払い、Cが40歳

にな った時、 その元本をCに 引渡 すよ う指 示 した。 その信 託財産 に対 して権利 を有 する者は、現 在にお

いて も、将来にお いて も、C以 外 には存 在 しない。Cは 、21歳 である。Bが 信託財産 をCに 譲渡 した。

信 託は終了す る。Cは その財産 を取得 し、Bは 、 その譲渡 につき、信 託違 反の責任 を負 わない。

f.i躍 増 佃 晶

信 託条項 または制定法 によって、複数受益者 の一 人の権利が、 その者 によって譲 渡できな い もの とされ ていて

も(第152条 、 第153条 参照)、 また、信託 目的が完全 に達成 され る前は、受託者 が、 信託財 産 を受益者 に譲渡 し、

あるいは受益 者の指示に従 って譲渡 したと しても、 受益者 は、受託者 に対 し信 託違 反の責任 を問 う ことはできな

いし、受託者 に信託の原状 回復 を強制す る こともできな い。

例1

4.Aは 、財産権 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存 中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後 は元本 をDに 引

渡す よ う指示 した。信 託条項 によって、Cの 権利は譲渡 できないもの と されてい る。無能力者 でないC

とDの 合意に よって、Bは 、 その信託財産 をCま たはDへ 、 あるいはCとD双 方 に平等 の割合 で、 ある

いは第三者に譲渡 した。受託者 は、Cま たはDに 対 し何 らの責任 も負わ ない。

ここで述べ た法 準則が拒絶 し、同意 した受益者 が受託者に対 して、信託 の原状 回復 を強 制す ることを許容す る

州 では、受益者 は 自己に譲渡 された、又 は、 自己 の同意に よ り譲渡 された財産の価格 につ き受託者 に対 し、個人

的 に責任 を負 う。そ して、 もし受託者が信託の原状 回復 をなす ために自己の財産 を出損す る ことを強制 され るな

らば、受託者 は受益者の財産か ら信託財産におけ る受 益権以上の金額 を取 り戻す ことが でき る。

たとえ浪費 者信託の受益者 であって も、 自己が 同意 した受託者の行為につ き、受託者 に責 任 を負わせ ることは

で きないとい う一般原則につ いては第216条 注e参 照。

受託者 による浪費者信託の受益者に対す る信託資金 の前払ま たは貸付の効果につ いては第255条 注f参 照。

且.{`II±か四叉 益者が「軋砥L立 哨 血

複数の受益者 がいる場合に、受託者が、他の受益者 の同意 を得ず に、一人の受益者 に信託財 産 を譲渡 した り、

その者の指 図に より譲渡 したとき、または、受益者 の中にまだ確 定 していな い者が入 ってい る場合、あ るいは無

能力 であ る者 がいる場 合に、受託者が一人の受益者 に信 託財産 を譲渡 した り、その者 の指 図に よ り譲渡 した とき

は、 その受託者 は、他 の受益者 に対 し、信託違反の責 任を負 う。信託の期間が満了 していな いときには、その譲

渡に 同意 しな かった受 益者、 または無 能力者であ る受益 者は、受 託者 に対 し、信託 の原状 回復 を強制す ることが

で きる。第216条 注g参 照。譲渡 を受けた受益者の責任 については、第254条 参照。

例:

5.Aは 、 財産権 を信託 としてBに 遣 憎 し、Cが40歳 にな るまではCに その収益 を支払い、Cが40歳
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に なった時には元本 をCに 引渡 し、 もしCが40歳 にな るまでに死 亡 した ときは、Dに 元本 を引渡す よ う

指示 した。Cは21歳 である。Bが 、信託財産 をCに 譲渡 した。Cは 、Bに 対 し、信託違反 の責任 を問 う

ことはできな いが、Cが40歳 にな る前に死亡 した場合、Dは 、Bに 対 し信託違反 の責任 を追及す る こと

が できる。Cが40歳 になる前に、Dは 、受託者 に対 し、信託財産 または それと同等の価格 の ものを、 信

託 として保有す るよう強制 す ることがで きる。

6.Aは 、財産権 を信託 としてBに 譲渡 し、C生 存 中はCに 収 益 を支払 い、C死 亡後 は、 元本 をCの

相続人 に、Cが 相続 人な しに死亡 した場合 はDに 引渡す よう指 示 した。Cの 同意 を得 て、Bは 信 託財 産

をDに 譲渡 した。Cが 子供 達 を残 して死 亡した場 合、Cの 子供 連は、Bの 信 託違反 の責任 を追及 する こ

とができる。

h.受 益者が離 能力者である弱音

受 託者 が、信託の木 曽に違 反 して、信託財産 を、 無能力者である受益者に、 またはその者の指 示に従 って譲渡

した場合(第133条 参 照)、 受益者は、受託 者に対 し、信託違反 の責 任 を追及す る ことがで きる。 もしその受益者

が 、譲渡 された財産 、またはその代金 を保 有 していれば、受託者は、受益者 に対 し、それ を再譲渡する よう強制

す る ことがで きる。

例:

7.Aは 、財産権 を信託 と してBに 遺 贈 し、Cが 成年 にな るまではその収益 をCに 支払 い、Cが 成 年

に達 したときには、 元本 をCに 引渡す よう指示 した。C以 外 には、現 在 も将来 も受益者 は存在 しな い。

Cは18歳 であ る。Bが その財 産権 をCに 譲渡 した。その財産 を浪費 したCは 成年 になった。Cは 、Bに

対 して、信託違反 の責任 を追 及す ることがで きる。

i.撰 渡に対 す迅受益者の同意 が、違 法な もので あ□た封 合

受託者が、受益者の 同意 を得 て信 託財産 を第三者 に譲渡 したが、 その受益 者の同意が詐欺 またはその他の違法

な手段に よってなされ たものである ときには、そ の信託 は終了 しない。同様 に、受託者が もう一人 の同意 を得 て、

二人 の受益者 の うち の一人 に信 託財 産 を譲渡 し、 その受益者の 同意が もう一人 の受益者 の詐欺 によってなされた

ものであるときには、信託 は終 了せ ず、信託財産 の譲渡 を うけた受益 者は、それ を信託 に戻 すよう強制 され る。

」.侃,田 関 係の鼎1ユ

受託者 は、受 益者 との間 に信 認的法律関係(第2条 注b参 照)に あ り、受 益者 との間で、 自分 自身 の計算 で取 引

を行 う場合 には、受益者 に対 して公正で なけれ ばな らず、受託者 と して知 りまたは知 りうべ き、取 引に関する重

要事項 をす べて受益者に伝 え る義務が ある。第170条 参照 。

第343条 受益者が受益権 を受託者 に譲渡する場合

単独受益 者が、その受益権 を受託者 に譲 渡 し、また、複数の受益者のい る信託 において、その受益者全員 がそ

の受益権を受託者に譲渡 した ときは、信託 の目的がまだ完全に達成されてな くとも、信託 は終了する。
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注:

a ..受 益者に よる受 益権 の受 託者告酔`壌渡

受 益権 が譲渡可能な ものである時 に、受 益者 がその権利 を受託 者に譲渡 した場 合、受託者 は、信 託財 産に対す

る普通法上 の権原 と完全 な受 益権とを取得 する ことにな るので、信託 は終 了する。 この ことは、信 託 目的が完全

に達成 され、受益者が信託 の終 了(第337条(1)項 参照)を 強制 し うる場 合だけでな く、信託 目的が完全 には達 成 さ

れていず、 したが って受益者 が信託 の終 了を強制 しえない場合 に もあてはまる。第337条(2)項 参照 。

受 益者 が無 能力者で ある(注g参 照)か 、有効 な制 限が受益権 の譲渡 につ き課 されて いる(注h参 照)た め、受益

権 が譲渡 可能 な もの ではない場 合は、受益 者による受託者 に対 する受 益権 の譲渡 は無 効であ る。

受 益権 が譲渡可能で あって も詐欺 防止法(注j参 照)あ るいは遺 言の有効性 に関す る制定法(注1【参 照)の遵守 を

怠 ったのであ るなら、受益 者による受 託者に対 す る受益権 の譲渡 は無効 である。

受 益権 が譲渡可能 であって も、不適法 にな された ものであるな らば、受益者 に よる受託者 に対 する受 益権 の譲

渡は取 り消 され る。

旦,受 益 者一による権利 の故里

単独受 益者が受益権 を放棄 する場 合、その放棄 が受託者 のためである こともある し、委託者 のための復帰 信託

を生ずる効 果が ある こと もある。どち らの効果 を もた らす のかは、放棄 を した受益者の意思表示 に よる。放棄 が、

受託者のために行 なわ れた とすると、その結果 は、受益者 が受 託者に受益 権 を譲渡 した場合 と同 じにな り、すで

に信託財産に対す る権原 を有 している受 託者が完全な受益権 を得 る ことになるので、信託は終了 す る。第341条 参

照 。

信託に複数 の受益者 があ り、その複数受益者の一人 が、受益権 を放棄 した場合に は、 その放棄 が、受託者の た

めにな され ること も、他 の受益者のためにな され ること も、委 託者への復 帰信託の効果 を もた らす こともあ る。

第412条 注c参 照 。それ らの どれになるのかは、放棄 をした受 益者の意思表示によ る。 いずれ にせ よ、受託者が単

独受益者にな るわけではないので、 信託は終了 しな い。注d参 照。

仁 豪 語 講の責 任iこ閲 す垂牌浪の効皐

信託財産上 の受 益権 を受益者が受託者に譲渡す る前 に、受 託者 が信託違反の責任 を負 って い る場 合、受益者の

受託者への受益権 の譲渡に よって、その財産につ いての信 託は終 了するが、必ず しも受託者 の信託違反 に対す る

責任 を免除す るわけではな い。放棄または契約 に よる受 託者の信託違反責任の免除 に関 しては、第217条 参 照。

止_受 益呈鎚 彗幽 幽

信託に受益者 が複 数いて、その全 員が受益権を受託 者に譲渡 した場 合、信託は終了す る。

受益者の一人 または数人が受益権 を譲渡 しな い場 合は、譲渡 をな した受益者は、 もはや信 託上の受益権 を有 し

て いず、信託 を強制する ことがで きな いに もかかわ らず、信託は終了 しない。受託者 が受益 者の一人にな ったと

いう事実 は、信 託の終 了 を引 き起 こさな い。第341条 注f参 照。

巳.連 綿受 益者

信託が連続受 益者のた めに設定 され、受益者の各人 がその受益権 を受託者 に譲渡 した場合 は、信託は終了す る。
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この ことは、唯一の信託 目的が一定期間、 ある受益者 に信託財 産の受益権 を与 え、他 の受 益者のために元本 をと

ってお く場 合(第337集 注f参 照}だ け でな く、信 託 目的の一 つが収益 にっ いて権原 のある受益者 か ら、 その権原

のある期 間中、信託財産 を管理 させな いことである場合 に もあてはまる。第337条 注g参 照 。

例:

1.Aは 、財 産権を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存 中はCに その収益 を支 払い、C死 亡後 は、元本 を

Dに 引渡すよ う指 示 した。Cの 権利 について譲渡制限はな されて いな い。CとDは 、 自己の受 益権 をB

に譲渡 した。信託は終了 し、Bは 、その財 産権を 自己の もの として保有す る。

2.Aは 、全財産 を信託 としてBに 遺 贈 し、C生 存中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後は、元本 をDに

引渡す よう指 示 した。Aの 遺言 には、 この信託設定 目的の一つは、Cに は財産管理能 力がない と思 うか

ら、その財産に対す る受益権能 と管理 をわけ ることであ る、 と示 され ている。Cの 権 利の譲 渡について

は何 ら制限はない。CとDが 、 自己の権利 をBに 譲渡 した。信託は終了 し、Bは 、その財産 を 自己の も

の として保 有す る。

f.受 益権 の享受が延期 されて ゼ る場合

信 託条項に よって、受益者が一定 の年 齢になるまで、その財産の収益を受益者 に支払い、一定の年齢にな った

ときに元本 を引渡す と規定 され、かつ、 信託財産 に対 し、他に離れ も権利 を有 する者がいない場合、受益者は一

定の年齢に なる前には、信託の終了 を強制 する ことが できないが(第337条 注 」参照)、 一定の年齢にな る前 に受

益権 を受託者 に譲渡 したときは、信託 は終 了 し、受託者は、その財産 を信託 とは関係な く保有す る。

例:

3.Aは 、財産権 を信託 と してBに 遺 贈 し、Cが40歳 にな るまでCに 収 益を支払 い、Cが40歳 にな っ

た ときに、元本 をCに 引渡す よう指示 した。Cの 他に この信託上の受益者 はいない。Cは30歳 であ る。

Cは 受益権 を受益者に譲渡 した。Bは 財 産 を保有でき、信託は終 了す る。

雌 益者 が無能」崩 で ある」頻.金

受益者に よる第三者への受益権譲渡 が、受益 者の無能力のため(第133条 参照)無 効 とな る場 合には、受益者 に

よる受託者への譲渡は、無効 である。例 えば、受益者が未成年な いし心身喪失者 であ る場 合、受託者への受益権

の譲渡は無効 である。

h.浪 費者信託

信託条項 または制定法に よって、受益 者に よる受益権の譲渡に対 し、有効 な制限が課せ られて いる場合(第152

条、153条 参照}に は受益者 による受託者 への受 益権譲渡は、効力 を有 しな い。

例:

4.Aは 、財産権 を信託 と してBに 遺贈 し、C生 存中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後はその財産権 を

信託 とは関係 な く保有 するよ う指 示 した。信託条項に よって、Cの 権 利は譲渡で きな いもの とされ てい

る。Cは 、信託 に もとつ く受益 権 をBの ため に放棄す るという内容 の捺 印証書 を作成 した。 この放棄 は

無効 である。
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_jL亘ム 的L【目[託(P璽somaltrust)

受益者 による第三者への受益権の譲渡 が、単 に一 身専属的性格(第160条 参 照)を 有 してい るとい うだけで効 力

を有 しない場 合には、受益者 による受託者 への受 益権の譲渡は、受託者 が、その受 益者のた めの信 託にのみ属 す

る信託財産上 の受益権 を取得 した時 は、有効 となる。

例1

5.Aは 、信託 としてBに 家屋 を遺贈 し、Cを その家屋 に住 まわせC死 亡後は、Bが その家屋 を受 け

取 るよ う指 示 した。Cは 、 自己の権利 をBの ため に放棄 した。 この放棄 は有効であ る。

6.Aは 、信託 として甲地 をBに 遺贈 し、Cに 甲地上で家畜 を放牧 させC死 亡後は、Bが 甲地 を受 け

取 るよ う指 示 した。Cは 、 自己の権利 をBの ため に放棄 した。 この放棄 は有効であ る。

」⊥ 詐欺 防1L刑$皿ut日ofFra臓)

受益者 による第三者へ の受益権譲渡が、詐欺 防止法 の要件(第139条 参照)を 充足 しないた めに効 力を有 しない

時 には、受 益者に よる受託者へ の譲渡 も同様 に効 力 を有 しない。例 えば、制定法 に より土地信託 の全部贈与 や譲

渡 は、書面 に譲与な いし譲渡す る当事者 の署名 をなす もの と規定 している場合 は、受益者に よる受益権 の受託 者

に対 する口頭 の譲渡は無効 である。

k-.遺 書に よる処 分

受 益者 によ る第三者へ の受益権譲渡が 、遺言 によ る処分 であ り、遺 言の有効 性に関す る法令 の要 件(第140条 参

照)を 充 足 しな いた めに無効 となる範 囲で、受 益者に よる受託者へ の譲渡は同様 に無効 とな る。例 えば、信託 条

項 によ り受益者の生存中 は無効 である受益 者による受益権 の受託者 に対する譲渡は、遺 言に よる処 分であ り、 も

し遺 言の有効性に関す る法令 の要件が充足 されないな らば無効 である。

」.違 法iこな された譲渡

受 益者 に よる第三者へ の受益権 の譲渡 が、詐 欺 ・強迫 ・不当威圧 ・錯 誤な どに よってな されたために取 消 しう

る もの(第141条 参照)と される範 囲で、受 益者に よる受託者 への譲渡 も取 消す ことがで きる。

m,筒 璃的法律関係の1劇 」

受 託者は、受益者 に対 し、信 認的法律 関係にあ り(第2条 注b参 照)、 受 益者 と受託者個人 のために取 引をす る

場 合は、受託者は、受益者 と公 正な取 引行為 をす る義務 を負 い、 その取引行為 に関 して受託者 が知 り、または知

りうべき主要な事項 を、 すべて受益者 に伝 える義務 を負 う。 第170条 参照。受 益者 による受益権 の第 三者 への譲

渡 が取 り消 し得 ないに もかかわ らず、 譲渡 をうけた受託者 が受認者 と しての 自己の義務に違反 する場 合は、受 益

者 に よる受託者への譲渡 は取 り消す ことができる。例 えば、受益者 が 自己の権 利 ないし重要 な事 実 を知 らなか っ

た り、譲渡が受託者 の不適法 な行為 によ りな された り、受 託者 が受 益権 を購入 し、当該売買 が公 正で合理 的な も

のではない場合、譲 渡は取 り消 され うる。第216条 と比較せ よ。受益 者に よる受益権の受託 者に対する譲渡 は単に

無償 だ とい うだけでは取 り消す ことができない。
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、

第344条 信託終了の場合における受託者の権限および義務

信託が終 了 したときは、受託 者は、信託の清算(windinoop)を なすに必 要な権限 および義 務を有する。

注:

旦.」言託終 了の時期

「信託終了の時期 」とは、受 託者 が信託の清算 をなす義務 を負 う時期を意味す る。通常、 この時期は、信託が

設定 された時期 の満了時 である。 第334条 参照。 しかしなが ら、信託条項 に規定 され た信託 時期 の満了前に、信

託が終了す る こともある。第335条 ～ 第339条 参照。信託条項 に従 って、信 託の終了時 が到来 して も、 それに よっ

て受託者が必然 的に受託者 である ことをや めるわ けではな く、信 託が完全 に清算 されるまで、信 託の受 託者で あ

る。信託 を清算 する時期 は、信 託の終 了時が到来 した後 で、信託 が信託財 産の分配 によって終 了する前の時期 で

あ る。 この時期 は状況 によって相 当長 くもな り、短 くもなる。遺産 が大 きか った り、容易 には売 れない財産 を売

却 しなけれ ばな らなか った り、 分配 を うけ る権原 を有 する受益者 や権 原のあ る額 の確定が 困難 な場 合には、その

ような状況が ない場合 よ りも信 託の清算期間 は相 当長 くなる。

信託 を清算す る際 の受託 者の権限お よび義務は、信託 の管理 をす る場合の受託者 の権限 および義務(第164条 ～

第196条 参照)に 似 ているが、信 託終 了の過程 という ことで修正 されている。 これ らの修正 の範 囲に関しては、注

d～h参 照。

b.情 語の清 算に必要 又はi菌ll{壮楢隈

信託の終了 の時期が到来 する と、 受託者 は、信託 を清算 するために必要 又は適正 な権限 を行 使する ことがで き

る。 たとえば、信託条項 によって、 信託終了時 に受託 者が信託財産 を受益 者に引渡 すよう指示 されている場 合、

終了時 に、受託 者は譲渡 をす る権限 を有す る。 また、 信託条項 によ って、信託終了 時に信託財産 を売却 して、そ

の代金 を受益者 に支払 うよう指示 されて いる場合、受 託者は、信 託が終了 した時 に信 託財産 を売 却する権限 を有

す る。受託者 をして自己に信託財産を現物 で譲渡す るよ う要求する受益者の選択 の効果 については第346条 参照。

旦旦_信託の 精算llllこお日 直fii荘財産 日保聴

信託終了 の時 が来 て も、受託者は、清算が完了 するまで、信託 財産の保 管の ために必要 な、 ある いは適 当な権

限 を行使す る ことができる。受 託者 は、 当然 その財産 に保 険をつけた り、修理 した りする ことがで きる。同時に、

信託財産 の一 部が転換社債 であ り、 信託が清算 される前に転換期 間が終了す る場合、転換 を しな いと信 託財産 に

損失が生 じるのであれば、受託者は当然、社債 を転換 す ることがで きる。ま た信 託の清算過程 にかな りの時間 を

要 する場合 に、受託者は、信託財産 を生産的 な ものに してお くことがで きる。例 えば、あ る状 況の もとで受託者

は賃貸(注e参 照)な い し投資 をする権限 を有す る。注f参 照。

4,売 却 の権 限

信託条項 によって、受託者に信託財産 の売却 の権 限 を与え られて いる場合、信託 の終了 時期が到来 した後 で、

売却 の権限 を行 使できるのか どうかは、解釈 の問題 であ る。受 託者に、信 託財産 の売 却代金 を投資する 目的の た

め にのみ信託財 産の売却 の権限が与 えられ ている場 合は、信託の修 了時期が到来 した後 で信 託財産 を売却す る権
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限が与 えられ ている とい うことにはな らない。

受託者が、信 託終 了時 に複数受益者間に分配 をなす 目的で信託財産 を売却す る権限 ない し義 務 を有す るか とい

う問題につ いては第349条 参照 。

旦,蹴 Ω撫胆

信託の終 了時期が到来 した時には、た とえ受託者が信託財産 に対 する権原をなお保有 していた として も、通常

は、その財産 を賃貸す る権 限はな くなって いる。 しか しなが ら、信託の清算過 程が長 い ものである ときには、信

託財産 を生産的 なものにしてお くために、短期の賃貸借 をする ことが妥当であ る場合 もあろう。た とえば、信託

財 産の中にアパ・一トが含 まれていて、受 託者がそれ を売却 しその代金 を分配する義務 を負 っている場合 に、 その

アパー トが適 正価格で売却 されるまでには、なお時間がか かると思 われる ような時に は、受託者 は、信託期 間満

了後 に、 そのアパー トの賃貸借契約 を更新 した り、または新 たに賃貸借契約 を締 結す ることが適 当な こともある。

さ もなければ財産が非生産的 な ものになった り、有利に売却す るのが不可能 にな る可能性が あるか らである。信

託期間満了 前に信託期間 をこえる賃貸借契約 を締 結する受託者 の権限 につ いては、第189条 注c参 照 。

⊥_投 資醜 蝿

信 託終了 時には、通常、受託者が投資 をする権 限はな い。 しかしなが ら、信 託の清算過程 がす ぐには完了せ ず、

信託財産 を生 産的な状 態に してお くために、受 託者が、短期間 の投資 をす る ことが、妥当な場合 もある。

たとえ信託終 了時が到来 していなくと も受託者 は投 資をなす につ き、信託が継続 す る期間の長 さを考慮すべ き

である。 第227条 注o参 照。例 えば、信託条項 によ り、信託は将来の 目的や受益者 がある年 齢に達 した時 という

ような特定 な時に終 了する とす るな らば、受託者 は信 託終了時のす ぐ前に、信託終 了後のある時までには、容易

に実現で きない投資 をなすべ きでは ない。

』.一双月]喜払豊 描 削

信託の管理上 で適法 に受 託者が債務 を負 った場合 は(第188条 参照)、 信託期間が終了 していて も、その債務 の

支払に信託財産 を適法 にあて ることがで きる。第244条 参照 。

包_受 託者の義務

信託の清算過程 にお いては、受 託者は、信託財産 の分 配をなす ことによって信託 を終了 させ 、かつ、 信託財産

の分配がな され るまで、信 託財産 の管理について は善良 な管理者 の注 意を もって行 う義務 を負 う。

信託財産の分配 に関 する受託 者の義務については、第345条 参 照。

第345条 受託者が信託の終了に際 して信託財産に対する権原または占有を

移転する義務

信託の終了に際して、受託者は、信託財産に関し受益者となっている人に財産を移転すぺき義務を負う。また、

もし受益者には信託財産に対する権原がなく占有のみを有する場合には、その占有を移転すべき義務を負う。

注:

587



、
【第10章 】

皐.受 託者 に」よ一封1泣産 し旦 損原由f]」ケ・され る場 合

信託終了 に際 し、受 託者の信託財 産に対す る権原 が終 了する場 合は、その財産 に対 し権原 を有す る者へ、 あ ら

た めて受託者が権原 を付 与するために譲渡す る必要 はない。 これは、受託者が信託 の存続 中だけ限定的に財産 を

保有 し(第88条 参照)、 ユ ース条例の適 用 によって、信 託終 了時に信 託財産に対す る権原 が受益 者に与え られ る場

合(第69条 注d参 照)で あ り、かつ、 信託条項に よって、信 託期間満 了後は信託財産 は受益者 に与え られる もの と

す ると規定 され ているケースである。

いくつか の州 では、 明示信託 の設定 された 目的が消滅 した時 に受 託者の財産 も消滅 すると制定法 によ り規定 さ

れて いる。その ような制定法 が物的財産 にのみ適用 され るのか、 また人的財産 に も適用 され るのかは解釈 の問題

である。

信 託財産に関す る権原が信託 の終了 に際 して受 益者 に付与 され るに もか かわ らず、裁判所は受益者 に売買 に適

する権原 を与 えるため に、受託者に対 し、受益 者に譲渡 をなす よう指 示できる。

b.躍 祖口三推定 され る場 合

信 託 目的の達成後、長期間経過 した場 合には、受 託者に よる受益者 への譲渡 がな された もの と推定す る ことが

できる。

幽 嚇

信託終了 の際、受 託者の信託財産に対 する権原 は消滅 して いるが、 占有が残 ってい るときには、 その財産 に対

す る権原 を有 する者 へ 占有 を移転す るの が受託者 の義 務であ る。

d.現 物 での財直1`の引 離 し

信託終了 に際 し、信託 財産に対する権原 を有す る受 益者が一 人 しか いな い場合 は、信託条項 に別段の定めが な

い限 り、 その財産 を売却 した代金をその者 に支払 うよ り、財産 その ものを受益者 に引渡す のが、受 託者の義務で

あ る。 しかしなが ら、信 託条項によって受託者は信託財 産を売却 し、代金 を支払 う権限 を授 け られ、または指示

され うる。信託条項 によって受託者 は、信託財産 を売却 し、その代 金 を受 益者に支払 うよう権 限 を授 け られ、 ま

たは指 示 され ているに もかかわ らず受 託者に対 し、信託財 産を現物 で譲渡 する よう要求す る受益者 の権 限に関 し

ては、第346条 参照。

信託の終 了に際 し、信託財産 が分配 され る受益者が複数 いる場合 の、信 託の終了に際 しての分配 の方法 に関 し

ては、第347条 参照。

迫.引 渡上 の遅滞

信託終了 の時期が来て いても、信託財産 に対 する権原 を有す る受益者 に信 託財産 をただちに引渡 さないとい う

理 由だけでは、受託者は、信託違反 の責任 を負 うことは ない。受託者 の義務 は、諸般の事情か ら信託の清算 に必

要 な期間 内に、清算 を終了 させ ることである。財 産が大 きかった り、容易 には売る ことがで きな い財産 を売却 し

なければな らなかった り、分配 され る権原 のある受 益者 を特定す るのが困難 だった り、その額 を確定す るのが困

難 な場合、信 託 を清算 す る期間は、 それ らの状況 がない場合 よりも通常長 くなるだろ う。第344条 注a参 照。

たとえば、受 益者が一定の年齢に達 した時 とか、一 定の期間満了後に信託が終 了する とい うように、信託が一
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定 の時期 に終 了する場 合は、通常、受託者 は信 託終 了時の前か ら信託 の終了 の準備 をなすべ きで あ り、 そのよ う

なケースでは、た とえば受益者の死亡時 に信託 が終 了す るというように、信 託の終 了の時期が固定的 でない場 合

よ りも、一 般に信託の清算に必要な時間 が長 くなる ことは ないであ ろう。

信託 の終 了時期が到 来 した場合、迅速 に信託 を清算 し、財産 を分配す るのが、受 託者の義務で ある。受託者 は

受益者 の権利 と受託 者 自身の権利 を保護 するのに必 要 と合理的に考 え られ る時 間を伴 い、段階 を踏む権原 を有 し

て いる。

受託者 は、計算 を分配 を認可す る裁判所 の決定 を得 るまでに全財産 の分配 を終了 していなけれ ばならな いとい

う義務 はない。 しか し、最終的な計算書 は速 かに作成 しなければな らない。

しかしなが ら受託 者が最終的な計算書 を作成す るまで、全信託財産 を分配 しないでお くことは、必ず しも正 当

化 されない。受益者 または受託者につ いて危険 な く財産 の一部が分配 され るうる範 囲で受 託者は、 その ような分

配 をなす べきである。例 えば、あ る受益者 が信託財産 のあ る一部分 を受 け取 る権原 を有 してい ることが明 白な ら

ば受託者 は、受益者 が受け取 る総額が確定 され ていないか らといって、 その部分 につ き分配をな さないことは正

当化 され ない。通常 、元本 として受益者 に支払 われるべ き額を完全に は確 定 しているか らとい って、信託の清算

期間 中、受 託者によ って受け取 られ た収益 をそれにつき明 らかに権原 を有す る受益 者に受託者が支払わな いの は

正 当化 されない。同様 に、あ る土地 を受益者 に譲 渡するのが、受託者 の義務 である場合、信託財産 にまだ分配 す

る ことができない他 の財産が含 まれ ているというだけでは、受託者が譲渡 を遅滞 す ることにつ き正 当化 の理 由 と

はな らない。

L-一財産 坦坦 却または分配坦翼 端 巨対す 畳貝任

受託者 が信託財産 を現 物で受益者 に引渡 す義務 を負 って いる時に、 その引渡 がな される前に、 その財産価値 が

低下 してしまった場 合には、受託者の引渡 が相 当な理 由な しに遅滞後 にそれ が生 じた ときに限 り、受託者 は、低

下 した額 に対 して責任 を負 う。同様 に受 託者 が受 益者に支払 う義務 を負 っている信 託資金 を銀行 に預 け入れ てお

り、 その資 金がまだ預け られて いる間 に銀行 が破 産 した場合、受益者 に支払 うにあた り、相当な理 由なしに遅滞

した ときは、受託者は損失につ き責任 を負 う。た とえ銀行が倒産 しな くても、受託 者 は、その ような理 由のない

遅滞 をした期間の利 益につ き責任 を負 う。

受 託者 が、信託終 了時に財産 を売却 して、その代金 を受益者に分配す るとい う義 務 を負 って いる時に、 その売

却 がなされる前に財 産価値が低下 して しまった場 合、受託者の売却行為が、相 当な理 由な しに遅滞 した後 に財 産

価値 が低下 した場 合に限 り、受託者 は、低下 した額 につ いて責任 を負 う。

五.報 酬に対す る受託者 の 先取特撰刮ien}

受託者 は、受託者 として労務 を提供 した報酬額 が支払われ るか保障 を受 けるまで、受益者への財産 の移転 を強

制 される ことはない。第242条 注e参 照 。

受 託者報 酬の権利放棄に関 しては第242条 注j参 照。

」L.一」舘償(血 θ聾1旦tエ){三置ナ立 破 超越 先取特 権

受託者 は、信託の管理上、適法に生 じた費用の額 が支払われ るか、 または保 障 を受 けるまで、受益者へ の財産
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の移 転を強制 され ることはない。第242条 注c参 照。受託者 は、適法 に生 じた第三者に対す る債務 の免責 に必要な

範 囲まで、信託財産の一部 を留保 する ことがで きる。

自己の損失保障の ために信託 財産 の一部 を留保す る ことな く受益 者に受託者が信託財産 を引 き渡 した場 合、受

益 者個人か ら損失補償 を うける受託 者の権利につ いては、 第249条(2)項 参 照。

」..一塁蓮壷の剖 渡を.な埜 豊岨

通 常、信託条項 によって、 受託者が信託終了時 に、信託 財産 を引渡すべ き者が規定 され ている。信託終 了時 に、

信託財産 に対す る権原 を有する受益者が存在 しな いときは、受 託者 が まだその財産 に対す る権原 を保有 して いる

な らば、委託者 または委 託者の遺産のための復帰信託 に もとついてそれを保有 し(第411条 、430条 参 照)、 その信

託財産を、委託者 または委 託者の財産 を承継 した者 に引渡 すのが、受託者の義務 である。 しかしなが ら、一定の

場 合 には、受託者 は州 のための復帰信託(第411条 注f、 第430条 注e参 照)に もとづき、 その財産 を保 有 し、州 に

その財産 を引渡 すのが、受託者の義務 であ ること もある。

信託条項 によって信託終 了の際に受託者が信託財産 につ き、受益者的な権原 を付与 され ているな らば、受託者

はその財産 を保 有す る権 原 を有 して いるので、受託者 に よる譲渡は何 ら重要 ではない。同様 に信託条項に よ り、

信託終了の際 に、信 託財 産につ き権原 を有す る受益者 の受 益権 を受託者が得た場合 は、受託者 によ る譲渡は何 ら

必要 ではな い。

j已ll満 財胴 こ対する摘1扁をイL1直上・者へ の湿 襲

受託者が、受 益者 で もな く、あ るいは、受益者 または裁 判所が支払 いもしくは引渡 しを認めた者で もな い人 に、

信託財産の支払 いまたは引渡 しをな した場合に は、受 託者は、受益者に対 して責任 を負う。第226条 参照。

もし受託者 が信託財産 にっ き権原 を有 していない者 に信託財産 を譲渡す るな・らば、受託者 はた とえその財産 を

譲渡 した相手 が受益 者であ る又は譲渡が受益者 によって権 限を与 え られ たもし くは指 示 された もの であ ると合理

的 に信 じた として も、受益者に対 して責任 を負 う。受 託者が譲渡 をなす相手方 が正 しい者 か又 は受益者が権原 を

与 え られ た持 分につき、疑 いがあ る場合 は、受託者 は指 示に よって裁判所 に照会 する ことができ るし、裁判所 の

命令 によ り、その収 益につ き、関係者 となったすべ ての人の請求か ら保護 され る。第259条 参 照。

受益者が受 益権を譲渡 し、そ の譲渡 を知 らない ことに過 失がな い受託者が、信 託条項 に従 って譲渡人 であ る受

益者 に譲渡 をなすな らば、受託者 は譲受人 に対 して責任 を負わな い。

受益者が受益 権を譲渡 し、その譲渡 を受託者が知 って いて るか、又 は知 るべき理 由があ り、 譲渡人であ る受益

者に譲渡 した場 合は、受 託者は譲受人 に対 して責任 を負 う。第226条 注c参 照。

受益者が あ る者に受益権 を譲渡 し、 その後 に別 の者に譲渡 し、受託者が 前の譲渡 を知っていず、又は知 らない

ことに過失 がない場 合は、受託者 は第一 の譲受人 に対 して責任 を負わ ない。

受益者 がある者に受益権 を譲渡 し、 その後 に別 の者に譲渡 し、受託者が 前の譲渡 を知って いる又 は知 らな い こ

とに過失 がない場合、二人 の譲受人間 で第 一の譲受人 が受益権につ き権原 を有 して いたな らば、受託者 は第一 の

譲受 人につ き責任を負 う。第226条 注d参 照 。

k.L劃 渡 し前に なされ上 価 抵違睡{P蟻1正
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受 託者が信託財産の全部 を受益者 に引渡 して も、受託者 は、 それ によって、引渡 し前に した信託違反 の責任 を

免 れる ものでは ない。放棄 ないし契約、 受益者に よる事後追認、受益 者の消滅 時効又 は裁判所 の決定 による受託

者 の責任 の免責 につ いては第217条 ～220条 参照 。

第346条 信託財産の変形への指示

信託条 項によ り、信 託終了に際 し、受託 者が信託 財産 を変形(co附6rt)す るこ とが認め られ 、また は命 じられ

ている場合 で も、無能力者でない受益者 は、信託 財産 を変形せず に、その まま引渡すぺ きことを請求す ることが

で きる。

注:

a.の 旨示

信託条項 に よって、受託者が信託財産 を売却 し、 その代金 を受益者 に支払 う ことが指示 され ている場合 に、受

益者 が無 能力者 でなければ、信託財産 を売 却 してその代金 を支払 うかわ りに、信 託財産その ものを自己 に引渡す

よ う、受 託者 を強制す ることが できる。

b.鱒 ⊥ 口}指示

信託条項 に よって、受託者が信託資金 を一定 の財産の購入に使用 し、 その財産 を受益者に引渡 すよう指示 され

ている場 合に、受益者が無能力者 でなければ、 財産 を購入 してそれ を引渡 すかわ りに信託資金 を自己に支払 うよ

う、受託者 を強制する ことがで 苦る。例 えば、受 託者が土地の購入 にある価額 を支 出 し、それ を受益者に譲 渡す

るよ うに指 示 されてい る場合、受益者 は受 託者 にその額 を金銭で支払 うよう強制 で きる。同様 に受託者が受益者

のために年 金 を取得 す るため、 ある価額 を支出す るよう指示 されて いる場合、受益 者は受託者 にその額 を金銭 で

支払 うよう強制 できる。また受託者が受益 者のために、あ る一定額額 の年金 を取得 す るために必要 な額 を支 出す

るよ う指 示 されている場合、受益者 は、 その年 金 を取得す るのに必要 な額 を金銭 で支払 うよう受託者に強制 でき

る。

c.nl膿 青照

信 託財産 を転換 させ る受益権の性質 につ いては、第131条 参 照。

信 託の終 了に際 して、信託条項に よ り受 託者 が信 託財産 を売 却 して、そ の代金 を分配する権限 を与 えられ、又

は指 示されて いるに もかかわ らず信託財産 が分配 され る受益者が複数 いて、 それ らの者が受託者 に信託財産 を現

物 で譲渡 する よう要 求す る受益者の権限 については第347条 注o参 照。

第347条 数人の受益者がある場合の信託財産の分配方法

信託終了に際し、信託財産の分配を受ける数人の受益者がある場合に、受託者が信託財産を受益者全員の共有

とすべきか、または現物のまま分割して引渡すぺきか、もしくは売却の上、その代金を分配すぺきは、信託条項

により、信託条項がなければ、諸般の事情に従い相当と認められる方法1こよるものとする。
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注:

一

信託終 了時に、複数 の受 益者がいて、信託財 産が分配 される ことになって いる場合、 その分配方法 と して可能

な ものは、(1)信 託財産 を受益 者全員 の共 有 として譲渡す る場合、(2)信 託財産を い くつかに分割 し、複数 受益

者 の各 々に、 その分割 した部分 を譲渡 する場 合、(3)信 託財産 を売却 して、 その代金 を複 数受益者 にわ ける場 合、

の三 つである。

力」_{自JC証書 の特封llな屈皇

信託証書に、受託者 が上記 三つの方法の一つ によって分配すぺ きことが特別 な文言 で示 されている場合に は、

その趣 旨どお りにす べきであ る。ただ し受益者が、信託証 書に特定 されて いる方法 とは別の方法 によって、分配

す るよう受託者 に請求 する ことがで きる(注o参 照)範 囲、 および裁判所が信託財産上 の権利 にとって、最 も良 い

方法 である と認 める場合 には、 信託証書に特定 されて いる方法 とは別の方法 に よって分配す ることを命 じる こと

がで きる範 囲(注n参 照)は 除 かれる。

信 託条項 によ って受託者 に付与 された売却権限 が、信託終了時が到来 した後 で も行使でき るかは、解釈 の問題

である。第344条 注d参 照 。

信託証書 の規定 によって指示が分配 の方法 に関 して受託者に与 えられ ている場合 、受 託者 は、 どの ような方法

に よっても適 正に信 託財産 を分配 できる。 ただし受益者 が受託者に受託者が選ん だ方法以外 の方法 で分配 をなす

よう要求で きる範 囲(注o参 照)や 、裁判所が裁量権 の乱 用を紡 ぐために受託者 を監督 できる範 囲は除かれ る。第

187条 参照。

.CL.枯 託証 搾に.1亜ら特別亟墨嘉 慶な い掲倉

信託証 書に、分配方法 に関 して、何 ら特別な規定がな い場合、適 当な分 配方法 は、信託条項か ら読みとるか、

その項 目がな い場合は、諸般 の事情 か ら相当と思 われ る方法に よる。

適 当な分配 方法を決定す る場合 に、 分配 方法 が信 託証書に特別 な文 言で規 定 されていない ときに重要 な要 因 と

なる もの には、以下 の ようなものが ある。

(1)信 託 証書に使われ ている文言、(2)信 託 の 目的、(3)信 託の対象 となる物 の性質 、土 地か、動産か、有

価証券か など、(4)受 益者の数お よび各受益者の有す る受 益権 の規模。

旦L価{毛 証 ド}の文 言

受託者は、信 託証書 中に、そのよ うな権限を受託者 に与 えている と思われ る文言が あれ ば、特別 に明示 されて

いな くとも、信託終了時 に、信託財 産 を分配す るため に適法 に売却 す ることがで きる。信託証書 の規定 の意味 を

解 釈する場合に は、証書 の全 部 と、 周囲の情況 を掛醜 しな けれ ばな らない。複数の物に信託財産 を 「分配 」する

よ う信託証書で受託者に指示 があった り、それ らの者に信託財産 を 「支払 う」 ように という指示が おそ らくそ う

であるが、必 ず しも受託者 に信 託財産 を売却す る権限 を与 えた ものとは解 されない。

e」.土地

信託終了 に際 し、信託財産 の分配 を受 ける受益者 が複 数 いて、そ の信託財産 の全部 または一 部が土地で ある場
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合 には、通常 、受託者は、各受益者の持分 に従 って、受益者全 員の共有 として、信 託終了時にそれ らの者の持分

に従 い土地 を受 益者に引渡す義務を負 っている。 しか しなが ら、特 別な文言ま たはその他 の方法 によって、委託

者が、そ の土地 を売 却 して代 金 を各 受益者 に分配 すべき もの とした り、あ るいは、 その土 地は裁判所によって数

区画 に分割 され、分割 された部 分を各受益者に引渡 すべき もの として いる こともある。受 益者 の数が膨大 であ っ

た り、各人 の持 分が ごく小 さい もので、全員の共有 として譲渡 した り、現 物を分割 して分 配 した りする ことが、

実行 できないよ うな場合 には、受託 者は、適法 にその財 産 を売却 し、 代金 を各受益者 に分 配す ることができ る。

例 えば、信託財産 が価格 が異 な る多 くの区画の土地 か らなってお り、それ らの土地 が異な った場 所にあって、特

に受益者が 多数 な場 合、受託者 は通 常、財産 を売却 し、 受益者 間に代 金を分配す る権 限と義務 を負っている。

信託条項 によって受託者 が土地 を売 却 し、複数 の受益者 間にその代金 を分配す る ことを権限 として与え られ、

又は指示 され ている場合、 たとえ他 の受益者が同意 しな くとも受託者 は適 正に受益者 の一人が 自分の持分 を満 足

させ、あ るいは部分的 に満足 させ るために同意す る ことによ り、土地 または土地の一部 を公正 な価 格で現物 のま

ま、 その者に譲渡 する ことが できる。受託者は財産 を売却 する ことができるので、受 託者 は適正 にそれを受 益者

の うちの一人 に売却 し、又 はその者 の持分に対 して購入価 格を相殺す る ことがで きる。 第190条 注e参 照 。受 託

者が公正 な価格 で受益者 に財産 を譲 渡 した場合は、実質 的に結果 は同 じである。 しかしなが ら受 託者が他 の土地

と一体 として、 その土地 を処分 したな ら、 もっ とよい値 で売れ た場合 、他 の受 益者 の同意 な くしては当該土地 を

その受益者に適正 に売却 する ことはで きな い。

f-.一代控一1可能 な」助産

信託終了に際 し、信託財産 の分配 を受 け る受益者が数 人お り、かつ信託財産 の全部 または一部 が、代替可能 な

財 産であ る場合、 その財産 は、財産 の価 格 を考慮せず に指定 された割合 で分割 で き、 その結果、 各受益者 がその

財 産に対す る一定 の持分 を取得 できるので、各受益者 は、通常、現物 のままの財産の適当 な持 分 を取得す る権原

を有する。た とえば、信託財産 に、 同種 の株式又 は同種 の債券が多 く含 まれてい る場合、信託財 産の一部分 につ

き権原を有す る受益者 は、信託終了時 に、受託者 に対 し一定の割合 に従 って株 券又 は債券 を引渡 すよう請求 でき

る。信託条項 によ り受託者が、信託財産 を売却 し、 その代金 を複数 の受益者 に分配す るよう指示 されているに も

かかわ らず、受益者 は信託財産の一部 分である代替可能 で財産の 自己 の割合 部分 を他 の受益者 が同意す ることに

よって、又は それ らの者 の受益権が それに よって逆 に影響 を及ぼ され ない場合 には、 同意 な しに譲渡す るよう受

託 者 を強制で きる。

信 託条項に よって、信託財産 を売却 し、その代金 を複数受益者に分配 するよう指 示 され ている場 合で、 かつ、

その財産は一括 して売却 した方が有利 な条 件で売却 できる もの であ るときは、 た とえその財産 が代替可能 なもの

であ ろうとも、一人の受益者が、 その持 分 を現 物の ままで引渡す よう受託者 を強制す ることはで きない。 ただ し、

他 の受益者の同意が ある時は、 この限 りでない。

呂,_一ぱ聲元ド1]∫能 な動 産

信 託財産の全部 または一部が、一定 の割合 に従 って分割 できな いものである場 合、受託者 は、 信託条項 の特別

な文 言で、その財産の売却す る権限が与 え られて いなか った り、また は売却す るよ う命 じられ ていなくとも、通
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常 、その財産 を売却 して、 その代金 を受益者に分配す る ことができ る。

信託条項 に よって、受託者 が、信託財産 を売 却 し、そ の代金 を受益 者に分配す るよう指示 され ていて も、そ の

受益 者の同意 を得て、受益者 の一人に現物 のまま財産 を引渡 し、 その者の受 益権の持分 を満足 させ る ことがで き

る。その際、他の受益者の 同意 がな くと も可能 である。受益者 は、 その信 託財産を売却で きるの で、それを受益

者 の一人 に売却 し、その者 の持 分と代金 とを相殺 する こともできる。 第190集 注1参 照。受 託者が公正 な価 格で

受益者に財産 を譲渡 した場合、実質的 に効果は 同 じであ る。

得 られ る最 も良 い価格で信託財産 を売却 するの が受 託者の義 務 であるの で、受 託者は他 の者 の同意な くして、

その財産の公正 な価 格 よ りも低 い値 で譲渡す ることはできな い。なぜ ならこの ことは他 の受益者 に対 し、受託者

の義務違 反 となるか らであ る。

同様に受託者 が一体 として財産の処分 をした方が良 い値 段を得 られ る場合、信託条項に別段 の定めがな い限 り、

他 の受益 者の同意 な くして、 あ る受 益者にその財産の一部 を適法 に譲渡す ることはできな い。

h.,現 物哩_ま_ま分割 す」}婚合

受 託者 が信託財産 をい くつかの持 分に分割し、複数の受益者 にその部分を現 物で譲渡 した場合、 分割 が公正で

あれば、 その分割は取 り消 されない し、又、受託 者は責任 を負わ されない。

信託財産 を現 物の まま分割 する場合 、受託者 は、 分割時 にお ける適正 な市場 価格 に従って分割 しなけれ ばな ら

ない。 その分割が公正で ない場 合、分割 に同意 しない受 益者お よびそれによって損 害 をうけた受益者 は、 その分

割 を取消す ことがで き、 あるいは受託者 に信託違反 の責 任 を追及す る ことができる。受託者 が この ことを避 けた

いな らば、受 託者 は裁 判所に決定 を依頼す ることが でき、 裁判所の決定は、 その代金 の関係者 であ るな らば受益

者 を拘束す る。'

⊥L⌒ ま壁 分割 が韮』∫能勉 」5相合

信託財産 を分割 し、 それを現 物のままで各受 益者に分配 する ことが、受託者の義務 であっても、 その分割が現

実に不可能で ある場合 には、受託者は、適法 にその信託財産 を不動産 であろ うと動産 であろ うと売却 して、複数

の持 分に対応 させ ることができる。

」⊥ 二㎜ 受 益者が、一'定 植 仁劃1上権凪iを有す 畳樹.査

信託条項 に よって、信託終了 に際 し、一人 の受 益者 が一定の金額 に対 し権 原を有す るものであ る ことが規 定 さ

れ ている場合 、受託者は、担保 その他 の方法 で金銭 を調達す る権限が与 え られていない限 り、 その者の ために、

その指定 され た額に必 要な だけ信託財産 を売却す る義務 を負 う。その受益者 は現金以外 の もの を受領す るよう強

制 され ることはないが、 その意思 で、適正な市場価格 に もとづき現 物の まま受 けとる という場 合には、他の受益

者は、それ によって不利 益 を受け るのでな いか ぎ り反対す る ことはで きな い。

.k.」ri随の_・田鰻 ∫

信託条項に よつて、一人 の受 益者が、一定の時期に、信託財産 のある部分 につ き権原 を取得す る もの とし、残

りは、他 の受益者の ための信託 として保持 され るもの と規定 されている場 合、受託者 は、信託財産全部 を現 金に

換 える義 務 を負 って いるのではな く、その受益者 が分配 をうけ る時点 での、信託財産全部の市場価格 を決 定す る
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ことに よって、その受益者 が受 取る権原の ある額 を供 与す ることができる。受 託者 は、その受益者の持分に応 じ、

現 金また は信 託財産 の一部 を現 物のままその受益者 の持 分を満足、 または部分的 に満足 させる受け取 りを同意 し

た公正な価格 で引渡 す ことが できる。

信託財産 の全部又 は一部 が代 替可 能な財産 である場合 、通常、受益 者はその ような財産 の現 物につき、 自己の

割合で権原 を有 してお り、財産 が一 体 として売却 される方 が有利 である場 合 を除 き、受益 者は現 物の一定 の割合

を受け取 る ことを強制 され うる。

受益者 は受託 者に共有 として分割 されて いない権利 を譲渡するよ う強制 す ることはできない し、そのよ うな権

利 を受け取 る ことを強制 され えない。

1.財 産が、 い くつ赴壁 付韮 の左」ぬ－t三登醒 起れ互用査

信託条項 によって、受託者 が、その信託財産 を別 の信 託に分配 するよ う指示 され ている場 合、受託者 は、 その

信託につ き、適正 な投資 であるその財 産 を信託 の各 々に充 当させ る ことがで きる。 この ことは、いずれの信 託で

保有 され る額 が一定 の金額 であって も、全信託財産 のあ る部分であって もあては まる。

た とえば、 ある信託財産 の収 益が、受益者 の生存 中、 その者 に支払 われ、その者 が死亡 した場合、その信 託財

産は三等分 され、それぞれ特定 の受 益者の ための信託 として保有 される こととな っている ときは、受託者は、三

つの信託 のいずれに も、 前の信 託で適法 な信託投資 であ った有価証券 のいずれ をも充 当 して差支 えない。同様 に

財産が信託 として、 その収益 をある者にその生存 中支払 うために与 え られ、その者 が死亡 した際には、 ある特 定

の受益者 にある種 の株券 に投資 する権 限のあ る信託 として、ある金額 を保有 す るために与 え られた場 合、受 託者

は適 当な投資 として規定 され た種類 の株券 を適 正 に信託 に充 当する ことがで き、 まずそれ らを現 金に換 えて、 そ

の現 金 を再投資 する必要 はない。受 託者は、 しか しなが ら、その信託 にっき適法 な投資 ではな い財産を信託 に適

正に充当す る ことはできない。

皿L萱 配圭_埋」瞳 者力1肥托低 毒重揚 音

信託条項 によって、受託者 が信託財 産 を売却 し、 その代金 を複数 の者に分配 す るよ う指示 され、その分配 を受

け る者の一人 掛、分配 をうけた持分 を信託 として保有 すべき ことが、 その信託 条項 によって規定 されている場 合、

その分配 を受 け、 かつ受託者 となる者 は、不適法 な信託投資 に基 づ く財産 を受領 す る ことはで きないが、適法 な

信託投資 に基 づ く財産 は受領す る ことがで きる。信託条項 によ り、受 託者 が複 数の者 に、信 託財産 を現物 で分配

す る権限 を与 え られ、 その分配 を受 ける者の一人 が、分配 を うけた持 分を信託 として保有 すべ きことが、その信

託条項に よって規定 されている場合 、その財産が適法 な信 託投資 でないに もかかわ らず、受 託者は分配 を うけ、

受託者 となる者 に、その財産 を現物 で受け取 るよう強制 する ことができる。そ して分配を うけ、受託者 とな る者

は、その ような財産 を適法 に受 け取 る ことが できるが、 それを所有す る信 託の信託投資 によ って、それを保 有す

る権限が与 え られていない場合 には、 その財産 を適当 な信 託投資 に変 形する ことが 、分配 を うけ受託者 となる者

の義務で ある。

亘._裁 判所 の南限

売却権限 が特定 の文言 その他 によって受託者 に付与 されていないに もかかわ らず 、裁判 所は信託終了 の際に、
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売却 が受 益者全員に とって最 も良 い時に信託財産 につ き権原 を有 する者の間で分配 をなす 目的 で売却権限 を与 え

る ことが できる。その ような場 合では、受益者 の一 人又は複数が無能 力者 であ って も、ある いは売却 に反 対 して

いて も、裁判所 は、 信託財産 の売却 を認 める ことがで きる。

裁判所 は、 信託終 了に際 し、信託財産 の売却が受益 者全員に とって最 も良 い場 合には、信託財産 に対す る権原

を受益者 に分配 するために、信託財産 の充 当を認 める ことがで きる。 そのよ うなケースでは、 受益者の一人 また

は複数が無能 力者 であって も、 あるいは売却に反対 していて も、裁判所 は、信 託財産の売却 を認め ることができ

る。

旦,_堂 益者L.のlr‖意

信託終了に際 し、信 託財産の分配 を受 ける受益者が複 数お り、 受益者全員が 同意 し、 かっ、 それ らの者が無 能

力者でな い場合、た とえ信託条項に よって、信託財産 を売却 し、 その代金 を受益者 に分配 すべ き もの と規定 され

ていて も、信託終了時 に、信託財産 を現物のままで引渡 すよ う受 託者 を強制す る ことができる。第346条 参照。

無能力者 でな い受益者 の うちの誰か一一人は、た とえ信託条項 によ って、その財産が売却 され、 その代 金 を受益

者間で分配す るよう規定 されて いて も、他の受益者が それ らによって不利益 をうけるので ない限 り、受 託者 に対

して信託財 産の部分 である代 替可能な財産の 自己の持分相 当を現物 で譲渡す るよう強制で きる。

.P∴.受継 魁、一共 有の班雀王撒 を璽聾す 重縫

信託財産 が、受託者 によって複数の受益者の共有 として引渡 され、ある いは、受託者の引渡 しによ らない で、

信 託財産 に対 す る普通法上 の権原 が複 数受益者に付 与 され た場合、 それ らの者の一人または数人 は、 その後に、

共有持分権 の分割請求訴訟 を提起 する ことができ この訴訟で裁判所 は、分割請求訴訟の準拠州法に従 って、現 物

で分割す るか、売却 す るかを決定 する ことができる。共有で所有 している土 地の 共有 物分割に関す る法 は、 本 リ

ステ イ トメ ン トの範 囲外 である。

しかしな が ら、受 託者が信託終了 の際 に信託財産 を売却 す る権限 が与 え られていた場 合、普通 法上の権原 が受

益者 に与 え られてお り、 それ らの者 のうちの一・人 が共 有物 分割請求訴 訟を提起 した とい う事 実に よって受託 者が

信託財産 を売却 するの を妨げ られ る ことはない。

玉LL世 理あLる堅剛 産盆配 賦[重 責fE

信託終了後、相 当期 間た っても、なお信託財産 の売却 または分配 を しなかった場合 の受託者 の責任につ いては、

第345条 注f参 照 。
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序:

前章まで は、 この法律が第2章 で定 義 された信 託にど う適用 されるかについて述 べてきた。本章においては、

公 益信託に適用 される法律 につ いて述 べ る。第2章 で定義 された信 託 と、公 益信託 の差異 を強調 した方が よい場

合 は前者 を 「私 益信 託」と呼ぶ ことにす る。第2章 注a参 照。

私 益信託 に適用される規則 は多 くの場合公益信 託に も当ては まる ものであ るが、私 益信託に適用 できて も公益

信託には 当てはま らない規則 もあれば、公益信 託には適用 されて も私 益信託 には適 用で きない規則が あることか

ら両者 の区別 は重要である。

私益信 託 と公益信託の基本的な差異は、私 益信託の財産 はその信託の受益者 に指 定 され た特定 の人に充 当され

るのに対 して、公益信託の財産は コ ミュニテ ィに有益 な 目的に充当 され るとい う点に ある。

もっ とも重大 な差異は、信託の有効性 に係る ことである。信託設定時 に確定 され ているか、永久拘束禁 止則 の

期 限内に確 定 された受益者が不存在 な ら私 益信託 はつ くる ことができない。 第112条 参照 。一 方、明確 なあるい

は確 定 され るべ き受益者が指定 され ていな くて も公益信 託は設定 できるし(第364条 参照)、 信託条項に不明確 ま

たは限定 され ない期間継続す ると書 かれて いて も公益信 託は失効 しない(第365条 参照)。

受遺者や相続 人が財産 を当該 目的に充当す る権利 を持 っていて も、 もし漠然 とした非公益 目的 に充当 させ るた

めに ある人 に財産が遺贈 された場 合には信託 はつ くることはで きな い。第123、 第417条 参照。単 なる気 まぐれで

な く、特定 の非公益 目的に充当 させ るた めにある人に財産が遺贈 され た場合で も、 明確なあ るいは確定 され るべ

き受益者 が指 定 されて いなければ信託は設定 されず、永久拘束禁止則に違 反 していな い場合 に限 って、受遺者 ま

たは相続 人が当該 目的にその財産を充 当す る権利 を持つ ことにな る。第365条 参照 。

そ の上 、公益信託は その強制力の面 で も私益 信託 と異 なる。私益信託は受益者 の一 ないしそれ以上の者 の訴訟

に よって履行が強制 され る。公益信託 は、 公務 員た いていは司法長官 の訴訟 によ って通常 の場 合、履行 が強制 さ

れ る。第391条 参照。

公 益信託 に適用 され る可及的近似 の原 則(第399条 参照)は 私益信託 には適 用 され ない。信 託財産の管理 につい

ての不法 行為責任 を追及す る第三者 は、た とえ私益 信託が保有する財 産権 にかか る ことはで きても、公益信託が

保有 す る財産権 にはかかってい くことはで きな い、 としている州 もある。第402条 参照 。

多 くの規則 によって、公益 目的のための譲渡 は私 益 目的の譲渡 とは異なった扱 いがな され る ことにな ってい る。

た とえば、公 益 目的のための譲渡は制 定法 によって税を免除 され ることがあ る。 同様に制定法 によってその他の

譲渡 を受 けて いない公益 目的への譲渡が制限 され ることもあ る。第362条 参照。譲渡 が制定法 の規定範囲 内であ る

か否 かは裁 判所が制定法の条項 をどう解釈 するかに よる。 コモ ンローの原則 の下 では、制定法 が公 益で ある譲渡

全 てに適 用で きるわけではな いと解釈 される こともある。 たとえば当該信託 が公 益 として是 認 されていた として

も、 限定 的 な階層の人 々のため の公益信 託な らば、信託 を含ん でいない公益 目的だ と解釈 された場合についてだ

け財 産課税が免除 され るという制定法 が効力 を有す る ことがあるのである。

L
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第1節 定義

第348条 公益信託の定義

公 益信託 は、財産 権に関す る信任 的法律関係(fiduciaryr61ation3hip)で あ り、 これを設定す る意思表示 に も

とつ いて発生 し、かっ、そ の財産権を保有する者 は公 益 目的のため にその財産権 を保有すぺき衡平 法上 の義 務 に

服するものである。

注:

a、1『肚 曲技建 魍係

私 益信託の場 合、受託者 は、特定 の受益者に対 し信任的法律 関係 にある。公益信託では、通常、確定 した受益

者 を必要 とせず(第364条 参照)、 受託者は、特定 の人に対す る信認 的法律 関係に はない。 しか しなが ら、公益信

託の受託老 は、信認 を受け る地 位にあ るもの として、私 益信託の受託 者 と同様な義務 に服 す る。公益信託 の受託

者は、私 益信 託の受託者 同様 、第三者 を受託者と しての義務の履行 のための代理人 とす ることはできない。 この

規則の範囲内の問題につ いて、受託者は信託財産か ら利益 を得ず、 また信託財産 と競合関係に入 らない という義

務がある。第2条 注b参 照 。公益信託の受託者の義務違反 からの救済 方法は、通常、司法 長官(AttornyGenera】)

の訴訟である。第391条 参照 。

h・融 緒 の濃 務

公 益信託 の受託者の義務 は、私 益信託 と同様、衡平法上 の義務 であ り、それは、衡平法 裁判所 または、それ と

同 じ権限を もつ裁判所で、強 制可能な ものである。第2条 注e参 照 。

公 益信託の受託者の義務 につ いては、第379条 参照。

上 値 鎚財 産

適法 な信託の 目的物 となる信託財産がな い限 り、公益信託は設定 で きな い。第363条 参照。

d.意 、Ul表41

公益信託は、委託者 の公 益信託設定の意思表示だけで設定 され る。第351条 参照。 「意思表示 」とい う言葉 の定

義は第2章 注g参 照。

至」」弛筐参照

公益 目的につ いては、第368条 ～第377条 参照。

ム 公益 法ム

公益 目的に利用 され る財産 権 は、個人 としての受託者 に譲渡 され るだけでな く、公益法人 に も譲渡 され る。 そ

の際、その法人 を組織 するため の目的の どれかのた めに、 その財 産権 を取得す る ものとされ ている こともあろう。

その法人の 目的の うちのたった1つ のために財産権 をその法人 が保有す るとされていること もあろ う。その法 人

が、 その財産権 を永久 に保 有 して、法人 の 目的遂行の ため、 あるいはその 目的 の1っ の遂行の ためにその収益 を

あ てるとされ ている こと もあろ う。 たとえば、学校法人 に財産権 が贈与 され る場合、 元本 を投資 し、その収益 を

数学の教授の給料 の支払 いに使 うよう指示 されて いる ことがある。
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目的が公益法人 のために設 け られ、特 に寄贈者 によって限定 されている場 合は、裁 判所 によ って公益 信託 が設

定 され法 人が受託者に なることを宣言 され ること もある。 しかしなが ら、公 益信託 は設定 されない と宣 言 され る

こともしばしばある。 これは 単に用語 の問題 にす ぎない。重要 な問題 は、公 益信託 に適 用する原則や規則が どの

程度 、公 益法人 に適用で きるか どうかであ る。

公 益信託 に適用 され る原則や規定 は、通 常、公益法人 に適用 できる。公益法 人に、 その処 分について何 らの制

限 もな く財産権が贈与 された場合、 その法 人は、 その財産権 を、 その法人 の組 織の公益 目的の どれかに充てる義

務 に服す る。 そして、 この義務 は司法長官 の訴訟 で強制可能 である。公益法人 に財産が贈 与 され、公益 目的 の特

定 の 目的に その財産 を充て るよう指示 されて いるときは、 その 目的 のため財産 を充当す る義務 があ り、 その義 務

は司法長 官の訴訟に よって強制 できる。公 益法 人 に財産が贈与 され、原則 を維 持 しっつ、収益 を公益 目的あるい

はその うちの一 目的の達成のた めに充 てる よう指示 され ている時 は、公益法人 は原則 を維持 し、 収益 を 目的 の達

成 に充て る義務があ り、その義務は司法 長官の訴訟に よって強制 できる。

可及的近 似(cypres)の 原則(第399条 参照)は 、公益 目的の ため の個人 と しての受託者 への贈与 と同様、公

益法人へ の贈 与に も適用 され る。

一 方、 公益信託に適用 され る規定の い くつかの うち で、公益法人に適用 されな いものが ある。たとえば、財産

権が公益法 人に遺贈 され、その収益 を、 その公 益 目的の1つ に使 うものとされ てい る場合、公益信託 に適用 され

る検認裁判所(probatecourt)で 会 計承認 を受 け るとす る制定法の規定に服す る義務はな い。また、公益 目的 の

遂 行過程 で、第三者に対 し、何 らかの義務 が生 じた場合、公益 目的がその義務 の免除 を認 めない時 の第三者の救

済 は、公益信 託 と公 益法人 の場合 とでは異 なる。 すなわち公益法人 の場合、第三 者の訴訟 は法人 に対 してで きる

のに対 し、公 益信託の場合 は、受託者 に対す る訴 訟を通 し、その財 産権に強制執行 でき る。第402条 、403条 参照。

また、公益法人 の設 立者 は、公益信 託に適用 され ない法 人検査権を もつ ことが ある。

第2節 公益信託の設定

第349条 公益信託設定の方法

公 益信託 は、以下 の方法 によ り設定 され る。

(a)財 産権 の所有者が 、その財産権 を公益 目的 のために保有 する信託宣言 を した場合

{b)財 産権 の所有者が 、生前行為で 、その財産権 を公 益目的のた めに保有 す るよ う、他 人 に譲渡 した場 合

{c)財 産権 の所有者 か、遺言 によ り、その財産権 を公 益目的のた めに保有 す るよ う、他 人 に譲渡 した場 合

(d)指 名権(pow6rof8叩oint■ ㎝t)を 有す る人 が、公 益信託 にもとづ き、指定 された財産権 を保有するよ う、

他人 を指名 した場合

(9)あ る人が他人 に対 し、約束 にもとついて生ず る権 利を公益信託 と して保 有 するよ う約束 した場合

注1

⊥
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旦=_公 益信 託設定の方法 は、私 益信託設定 の方法 と同 じで ある。第17条 参 照。

(a)項 の注l

b.ヨ 宣∋

財産権 の所有 者が、公益 目的 のため、彼 自身がその財産権の受託 者にな ることを宣言 した場合、公益信 託は、

その財産権 の譲渡 がな くて も、 設定 される。

(b)項 の注:

c,生 前行為 による譲渡

財産権 の所有者が 、公益 目的 のため、受託者 としての他 人に、そ の財産権 を生前行為で譲 渡 した場合、公 益信

託 が設定 され る。

(c)項の注:

d.遺lfに よる譲 薔

財産権の所有者が、 公益 目的 のため、 その財産権 を受託 者 として の他人 に遺 贈 した場合、公益 信託が設定 され

る。

被相続人か ら受領す る財 産 を、公益信 託に もとついて保 有す るということを、受遺 者、相続 人、または、最 近

親者が同意 した場合 の効 力につ いては、第359条 参照。

公益 目的のための信託 として遺贈す る財産権所有者の権 限に対 す る制定法 の制 限について は、 第362条 参照。

ω)項の注:

皇」_狙名撞

あ る人が財産権につ いて一般 指名権 を有 し、その権利に もとつ いて、公益 目的 のための受託者 と して、他人 を

指定 した場合、公益信託 は設定 され る。

(9)項 の注l

f.一 託 としての約 束

あ る人が公 益 目的の ため、受 託者 としての他人にお金 を支払 うとか、財産権の譲渡 をなす という強制 可能 な約

束 をした場 合、公益信託 は設定 され る。

将 来における公益 信託設定 の約 束は、強制可能な契約 の要件が充足 されて いな い限 り、強制不可能 な もので あ

る。第351条 注f参 照。

第350条 委託者の能力

公益信託 を設 定する能 力 は、私益信託 を設定 する場合 の能力 と同 じである。

注:

旦._未 成 年者、精神病 者、妻の よ うな無 能力者 は、私益 信託の設定 について も、公益信託の設 定につ いて も、能

力を有 しない。私益 信託設定の能 力については、第18条 ～第22条 参照 。
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旦._財 産権 の所有者 が、 その財産権に つき公益信託 を設定 する権限 についての制定法上 の制 限に関 しては、第36

2条参 照。

第351条 信託設定の意思

公 益信託 は、委託者の公益信託設定 の意 思が、適法 に表示 された場合 にのみ 、設定 され る。

注:

旦.本 条の規定 は、私益信託 に適用 され る規 定 と同 じである。第23条 参照。

b.意 思表示の方法

公 益信託 を設定す るための意思表示 に、特 別な文言 や行為の形式 は、何 ら必 要 とされ ていない。

私 益信託 につ いての第23条(2)項 と比較 。設定者が、 「信託 」とか 「受託者 」 というよ うな文言を使 わな くても、

公益 信託は設定 され うる。

旦L懇 願1均.文書 【p商口tor?聞r曲}

公 益信託 は、委託者が、強制可能な義 務を課す意思表示 をしない限 り、設定 されな い。私 益信 託につ いての第

25条 と比較。 たとえば、委託者が、財産権 の譲受人が、 その財産権 を公益 目的 にあて るよう指示 した り、 そうす

る ことを望む というような表示 をした だけで、その譲受 人が彼の指示 に従 うかど うか、あ るいは望み通 りにす る

か ど うかは、譲受人 の判断 にゆ だね られ ている というような場合、公益信託 は設定 されず、 譲受人 は自己のため

に、 その財産権 を保有で きる。委託者が、 単なる道 義 的な義務 を課す という意 思表 示 をした場合 も、公益信託 は

設定 されな い。 ただし、設定者が、委 任 というよ り懇願的 な文言 を使 った というだけ では、必 ず しも公益信託 を

設定 しない という意思 を示す もの とは いえない。

例:

1.AはBに1万 ドル遺贈 し、 さらに、Aの 残余財産 を公益 目的 にあて るよう 「望んで」Bに 遺贈 し

た。Aの 異 なる意思 を表示 した証拠 がない限 り、Bは 、その残余財産 を公益信託 に もとついて保有す る。

2.Aは 自己の全財産を妻のBに 遺 贈 した。遺言中に、彼 は、B死 亡に際 して は、彼女が その財産権

を公益 目的のため に残す ことを望 むと書 いた。Aの 異な る意思が表 示 された証拠が なければ、Bは 、そ

の財産権に対す る権原 を有 し、公 益信託 として保有す るの ではな い。

委 託者が、譲受人 に普通法上の義務 を課 す意 思 を表示 したのか どうかを決定 する重要な要 素に関 しては、第25

条注b参 照。

d.処 分の権殿に制限 をコ 」幽 墨窒

財産権 の処分 につ いて何 らの制限 もな く、 ある人に財産権が譲渡 された場 合、 その譲渡人 が、公益推進 の動機

か ら譲渡 した ということを、信託証書 にあ らわ した だけでは、公益信託は設定 されな い。 もし譲受人が選ん だ、

いかなる方法で も、 いかな る人にで も財産 が配分で きると譲受人が委任 された場 合、譲受人 は財産 を自分 の利益

の ために得 ることがで きる。 第125条 参照 。遺 言者が ある人に 「人類に貢献す るため もっと効果的 に専心 できる
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ように」と遺贈 したとして も、 それ が遺 言者が受遺者 にその遺 産の使用 を制 限 させよ うとするあ らゆる情況 での

権利 を説 明す るような遺 言の文言 になっていない限 りは、受遺 者は受益 を得 るべ くその財 産を享 受でき るし、 財

産 を公益信託 のために保持 しな くて もよい。

一方、譲渡人 が譲受 人にそ の財産 権を公益 目的のために使用す るよ う制 限がつけ られた場 合、譲受人は 自分 自

身の利益のためその財 産 を使用 する ことはできない。譲受人に公益 目的のために使用する よう制限がつ けれた場

合、公益信 託は設定 され る。 もし譲受人が公益 目的のみな らず合法的 な信 託設定がで きな いような非公益 目的の

ために財産を使用す るよう制 限づけ られ た場合、公益信託 は設定 されない し、第123条 述べ られ るような事 情で、

譲受人はその財産を譲渡人 の復 帰信託か または譲渡人の遺産 として保 持す る。第417条 参照。

玉L重 書

委託者が条件 とい う用語 を使 って も、公益信託は設定 できる。財 産権の所有者が、生前行為 また は遺言 で、公

益 目的に あて ることを 「条件 」にその財産権 を譲渡す る場合、譲渡 人がそ の目的 にあてるのに失敗 して収 益 を奪

われ るよ り、公益 目的 にあて る義務 には譲受人が服す方が よいとい う譲渡人 の意思 が表 明され ていれば、公益信

託が設定 され る。他 に証拠 がな い場合、公 益 目的 にあてる という 「条件 」で財産 権が譲渡 され る とい うことは、

条件 つきの譲渡 の意思表 示 というよ り公 益信託 を設定す る意思 の表 示 を意 味する。私 益信 託についての第11条 注

cと 比較 。

例:

3.Aは 、特 定の公益 目的のためにそれを使 う ことを条件 に、Bに 土地 を遺贈した。Aの 異な る意思

を示 す証拠 がな い限 り、Bは 、その土地 を公益 信託に もとつ いて保 有す る。

しか しなが ら、受 託者は停止条件 や解除条件 を条件 に公益信託 を設 定でき る。第401条 参 照。

⊥L将 来におけ る公益{[{托」批生 む意思

生存行為で将来にお いて公益 信託 を設定す るという意思表示で は、 その意思表示 か ら後 しば らくの間 は、 公益

信託 は設定 されない。私益信 託にっ いて第26条 と比較。 したが って、将来、公益信託 を設定す るという意思 表 明

あるいは約束では公益信託 は設定 され ない。 この ような約束 は、強 制力のあ る契約 のための要請 に従 ってい る場

合 だけに限 り実施 され る。私 益信託につ いての第30条 と比較。

数人 の間 で公益 目的 に同意 して約束 が交わ され ているとき、個 々の約束が他 の人 の約束 を勘醜 している場 合 に

は実施 され る こともある。

第352条 約 因

財産権 の所有者 は、公益信託 を設定 するために何 らの約 因を受けな くとも、その財産権にっ いて、公 益信託 を

設定することがで きる。

注:

a.本 条で述 べ られて いる規定 は、財産権の所有者が、その財産権 について、 自己が公益信 託の受託者 となる信
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託宣 言の場合 に も、財産権 を他人に譲渡 す る方法 をとる公 益信託 にも適用 される。

本 条で述べ られて いる規則 は、公益信託 の 目的物が、不動産 の場合 でも、動産 の場合 でも適用 される。

本条 で述べ られて いる規則 は、私 益信 託に適 用 され る ものと同様 である。第28条 、第29条 参 照。

b.将 来にお ける公益信託設定の約 束 は、強制可能 な契約 の要件 を充足 した場合 にのみ強制可能 となる。第351条

注f参 照、私益信託 につ いて の第30条 と比 較。

第353条 財産権移転の必要

(1)本 条(2)項 の場合 をのぞ き、財産権 の所有者が生前行為で 、その財産権 を公 益信託 と して保有 するよう他人

に譲 渡 した とき、その譲渡が財産権移転 の効 力を もた ない場合、その財産権 にっ いての信託 は成立 しない。

(2)譲 渡証書 中に、受託者 を指定 して いない とか、 あるいは、受託者に指定 された者が死亡 または他 の理 由に

よってその財産 権についての権原 を取得 できない とい う理 由だけで譲渡行為が効 力 を生 じないときは、そのため

に公 益信託の成 立が妨げ られ ることはない。

(3)財 産権の所有者が 、その財産権 を公益信託 として遺 贈 した場合 、遺言 中に受託者が指定 されていないとか、

あ るいは、受託者 に指定 された者が死亡 または他 の理 由によって、財産権 にっ いての権原 を取得で きな くなって

も、公 益信託 は成立す る。

(1)項 の注:

且.生 前辛「為1こよる干完酷な壌櫨

私 益信託 の場 合と同じように(第32条 参 照)、 財産権 の所有者 が、公益信託 として、 その財産権を譲渡 しようと

したが、 その財産権移転 が、 目的物 の引渡 し、あ るいは捺印証書 または譲渡 につ いての有効 な証書の交付 がない

ために不完全 であ り、 そのため財産権 につ いての権原 が指 定 された受託者 に移 転 しな い場合 、信託は設定 されず、

財 産権につ いての権原は信託 とはかかわ りな く所有者 に存 する。

例:

1.あ る社債 の所有者Aは 、 その社債 をある公 益 目的の ために信託 と してBに 譲渡 すると口頭で述べ

た。Aが その社債 を引渡 さず、社 債につ いての権原がAに 残 っている場合、公益信 託は設定 されない。

⊇ 璽変化

財産権の所有 者が、公益信託 として無 償で譲渡行為 を し、その譲 渡行為が財産 権移転の効 力 をもたない場合 で

も、その譲渡行 為の結果 と して財産権 の移 転を拒否 する ことが、不公 平となるよ うな状況 の変 化がおきている と

きに は、贈与者 は、 衡平法上 、意図された公益信託 に もとついて財 産権 を移 転す るよう強 制 され る。私 益信託第

32条 注hと 比 較。た とえば、土地の所有 者が、病院 に新 しい病 棟を建てるために受託者 に土地 を譲渡 をしたが、

その譲渡行為 が土地 の権利移 転の効 力を もたな い場 合、それが有効 な譲渡行為 だ と信 じて受 託者が新 しい病棟を

建 てた ときは、贈与者はその土地を有効 に譲渡す るよ う強制 される。

(2)項 の注:

一605



【第11章 】

c.生 前行為にょ る譲渡ヵ「、受話 者の欠繁によ り不完 全であ口 場合

財産権の所有者が公益信託 に もとつ いて、財産権の譲渡 をしようと して 目的物 または、贈与の捺 印証書 の引渡

をな したが、譲渡証書中 に受 託者を指 定 しない とか、指 定 され た受 託者が死亡 その他 の事 由に よ り、 その財産権

を取得で きな いため、 その譲渡行為が不完全であ って も、公益信託 は成立す る。所有者が受託者 にな らず、彼 は、

衡平法上 の訴訟に よ り、公益 信託 としてそれを保有す ることを指定 された新受託者 に、その財産権 を譲 渡す るよ

う強制 され る。私益信託第32条 注 」と比較 。

例:

2.あ る証券 の所有者Aが 、 ある公益 目的 のため、 その証券 を信託 としてBに 譲渡 するとい う趣 旨の

証書 を作成 した。彼は その証券 と証書 をCに 渡 しそ こか ら引渡 しをなそ うとした。Bが 死 亡。その証 券

についての権 限はAに の こっているが、Aは 指定 された公益 目的 のためにそれを保有 する新受 託者 に、

それを譲渡 す るよう強制 され る。

3.甲 地 の所有者Aは 、あ る公益 目的のため、権利能 力なき社 団に、信託 として 甲地 を譲渡す る とい

う趣 旨の捺 印証書 を作 成 した。彼はその捺印証書 をその社 団のメ ンバー に交付 したが、 甲地の権 限はA

の もとに残 っていた。Aは 指定 された公益 目的の ため にそれ を保 有す る新受託者に、 甲地の権利 移転 を

す るよう強制 され る。

(3)項の注:

d.遣 道による描渡

財産権の所有者が、公益 信託 として、 その財産権 を遺贈 する場 合、遺言 中に受 託者 が指定 され ていない とか、

受 託者と して指定 された者が死亡 その他 の理 由によ り、財産権 につ いての権 原を取得 できないときで も、 公益信

託 は成立 しうる。普通法 では、相続人 または遺言執行者 が、意 図 され た公益 信託に もとついて保 有する よう指定

された新受託者 に、 その財産権 を譲渡 す る義務 があ り、財 産権 につ いての普通法 上の権原 は、 その者に移 転 され

る。ただ し制定法 によって、遺言者 か、その相続 人または遺 言執 行者 がその信託を管理 するよ う意思表 示 した場

合は、 この限 りではない。 とはいえ制 定法 で、新受 託者 が指 定 され なけれ ば、その権原は裁 判所 にあ るか、一 時

停止 とな るとする州 も多 い。 次の注eに 述 べ られている場 合 をのぞ き、少 な くとも、信託は受託者が いない こと

で失効す るのではない。私益 信託につ いての第33条 お よび同条の注aと 比 較。

玉..二公益f山}Eが異話者の 欠敏の.た』壱に珠鋤す.蚤燭登

財産権 の所有者が、公益信 託 として生 前行為または遺言 によって譲渡をな し、指定 した人が受託者 として承諾

しなけれ ば、公益信託 は成 立 しないものと意思表示 をす るとか、 あ るいは指定 した人が行動 しないと公益 信託の

目的 が遂行 されな い場合 に、受託者 として指定 した人が その信託 を承諾 しないと、意 図した公益信託 は失効す る。

第354条 注c、 第397条(2)項 を参照。第33条 注b、 第35条 注i、 第101条 注bと 比較。

」⊥ 量 托宣 言

財 産権 の所有者が、公 益 目的 のために、その財産権 につき信託 宣言 をした場 合は、 その財産権 についての権原

の譲渡な しに、公益信 託は設定 され る。第32条 注mと 比 較。
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第354条 受 託者の 了知(notice)と 承 諾

公益信託 は、受託者 の了知 あるいは承諾が な くて も設定 され うる。

注:

旦⊥ 受託者 によ二る信託拒絶

受託者 と してあ る人に生前行為または遺言 によって譲渡がな されて公益信託 が設 定 され る場合、受託者 が拒絶

す る ことがある。その ような拒絶の結果 、受託者 は義務 を免れ るが、信託の成立 を さまた げる ものではない。私

益 信託 についての第35条 と比較。

例:

1.甲 地の所有者Aは 、公 益 目的 のため、信託 として 甲地 をBに 引渡 す趣 旨の捺印証書 を作成 した。

Aは その捺印証書をCに 渡 し、それ によ りBに 甲地 を譲渡 しようとした。証書の引渡 しの時点 で、Bは

その譲渡を了知 して いなかった。Bに その譲渡の通知がな された時、Bは 拒絶 した。公益信託 としてB

に譲 渡 された甲地についての権原 は、拒絶 に よってAに もど り、Aは 、公 益 目的 のために保有す る新受

託 者にそれ を譲渡す るよう強制 される。

h.受 領 直』」絶

不動産 譲渡の受領が拒絶 され ると、 権利 の移転 が妨 げ られ、そ の結果、信託 は設定 され ない。

例:

2.甲 地の所有者Aが 、公 益信託 として、Bに 甲地 を譲渡する趣 旨の証書 に署名 し封 印 した。AはB

にその証書 を渡 したが、Bは す ぐにその譲渡 を拒絶 した。有効な証書 の引渡がな され なかったので、 甲

地 の権利移転は生 じな いし、 公益信託 も成 立 しない。

∫L..奨疏 類 火触によ力旦 公益fi{龍が失 効す 畳星 合

財産権 の所 有者が、公益信託 として生 前行為 または遺言 によって譲渡 をな し、彼 の指定 した人 が受託者 と して

その信託 の承 諾 をしなければ、 その公益信託 は成 立 しな いもの とす ると意思表示 を した場合、 あるいは、彼 の指

定 した人 が行動 しな いと、公益信託の 目的が遂行 されな い場合に、設定者の指定 した受託者が拒絶 したときは、

その意図 された公益信託は成立 しない。第397条(2)項 参照。

例:

3.AはBに 信 託 として10.㎜ ドル を遺 贈 し、Bだ けが選択で きる、Bと 同 じような公益法人 に、 そ

れ を支払 うように した。Bは 、その信託 の受 諾 しなか った。公益信託 は失効 す る。

第355条 口 頭 証 拠 法 則(parolevidencerule)

口頭証拠 に関 し、第38条 に述べ られ ている規定 は、公益信託に も適用される。
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注:

且,.譲 受－A.の田」益の.左」め一掻撫一難.主L差 脚.合

譲受人 の利 益のために財産権 を取 得す るものであ ると記載 され てい る書面 によ り、財産権の所有者 が生 前行為

で、その財産権 を他 の人に譲渡 する場 合、詐欺、 強迫 、錯誤、そ の他 変更や取消 の理 由となる もの でない限 り
、

譲受人が公益信託 に もとつ いてその財 産権を保有 する趣 旨であ る ことを示 すため に、外部的証拠 を用 いる ことは

で きない。 第38条(1)項 参 照。土地 の譲 渡は、譲受人 の 「利益 のた め」の譲渡だ とい うよ うな申 し立 て を されな

い譲受人のた めにな され るだけ であ る。第38条 注b参 照。

bL窒 益{r村Cに もとづ旦」墨堂∧己 の」損躯

財産権の所有者が、生 前行為 で特定 の公益信託 として、譲受人 はその財産権 を保有 するものである と記載 され

て いる書面によ り、財産権 を譲渡す る場合、詐欺、強迫、錯誤、 その他変更や取消 の理 由となるものが な い限 り、

彼がその財産権 を異 な る信託 に もとつ いて保有する とか、 自分 自身 のために取得す る ものであ ることを示すた め

に、外部的証拠 を用 いる ことはできない。第38条(2)項 参 照。

信 託条項 に何 も述 べ られ ていない 「受 託者として」の人 に財産権が移転 された ということは、信託設定 の予 定

が ないという外部的証拠 の警告 があ らか じめなされていなかったにす ぎない。第38条 注d参 照 。

C－.鎮 受人へ の珈常 の調 度

財産権の所有者が、生 前行為 で、譲受人 の利益 のために、譲受 人が財産権 を取 得する とか、信 託 として、 その

財産権 を保有すべき もの であ るということが記載 され ていない書 面に よって、財 産権 が他人 に譲 渡 された場合 は、

公 益信託のために、その財産権 を保有す る趣 旨だ ということを示 すために、付帯 的な証拠 を用 いる ことがで きる。

第38条(3)項 参照 。

旦」.」亘証萱葺

財 産権 の所有者が、 特定 の公益信 託に もとついてその財産権 を保有 する 旨を記載 した書面に よって信託宣 言 を

した場合、詐欺、強迫 、錯誤、 その他変 更あるいは取 消の理 由 とな る ことがな い限 り、その財産権 を異 なる信託

にもとつ いて保有す るとか、あ るいは、信託とは別 に、 その財産 権 を保有 す るものだ とい う趣 旨を示すた めに
、

他 の付帯的 な証拠 を用 いる ことはできない。第38条(4)項 参照 。

第356条 詐欺防止法

(1)法 令に別段の規定が ない限 り、1面 を作成せずに有効な公益 信託を設定 することがで きる。

(2)土 地 に関する信託宣言 または信託 の設定は、法律上、その よ うな信託 を宣言で きる当事者に よって署名 さ

れ た書面 、または書 面に記載 された遺 言によって表示 され、かっ証 明される もの とす ると規定 した法令 は、公益

信託 に適用 され る。

注:

旦、L.詐欺防止法 の要件 につ いては、私益 信託につ いての第40条 ～第52条 参照 。

608

一



【第11章 】

第357条 遺言法

公 益信託 は 、遺言の有効性 に関す る法律 の要件 に適合 しなけれ ば、遺言 による処分 によって設定され なL㌔

注:

a,_こ の規 定 の適用範囲

本条で述べ られている規定 は、遺言 に よる処分(第358条 参 照)だ けでな く、委 託者 の死亡に より、は じめて有

効 とな る生 前行 為による処 分(第360条 参 照)に も適用 される。無遺 言相続 に より取得 す る財産権 を、公益信託 と

して保有す る ことに、受遺者 、相続人 または最近親者 が合意 した場 合の効 力につ いては、 第359条 参照。

b.こ こで述 べ られている規 定は、私 益信託に適用 され るもの と同 じであ る。第53条 参 照。遺言に よる処分に よ

って公益信託 を設定 する制定法上の規 定の効力 については第362条 参 照。

第358条 遺言による公益信託の設定

信託設定 の意思が以 下の方法によ り確認で きなけれ1ま、遺言による公益信託 は設 定できない。

(a)遺 言状 自体か ら。

(b)遺 言状 に引用される結果、適法 に遺 言状 と一 体 とな るすでに存在する1面 か ら。

(C)遺 言による処分 の効 力 とは関係 な く、別個 に重要性 をもっ事実か ら。

注:

a.本 条 に述べ られ ている規定 は、私 益信 託に適 用 され る もの と同 じである。第54条 参照。

b.弓 用 に よ り一体 とな るもの

い くつかの州 では、遺言 の執行時に存在 し、かつ遺 言書 中で言及 されているが、それ 自体 としては証拠能 力の

な い証書は、引用 され ることによ り遺言 と一体 とな り、遺言の一部 として検認 を受 け ることがで きる。 このよ う

な州 では、信託が、遺言 には明確に述べ られていな くて も、引用す る ことによって遺言 に適法 に組み入れ られる

証書 に明確 に述べ られていれ ば、その信 託は有効 となる。第54条 注c参 照 。 これは私益信託 も公 益信託 も同 じで

あ る。

蔓≡一ー一目的坦さ_独自の 重要性を」も2た 事実 に よ り確認 される場合

財 産権の所有者 が、公益 目的のために信託 としてその財産権 を遺贈 する場 合、そ の財産権 の遺 言 による処分の

効果 とは別個 の意 味を もつ事実 によって、その 目的 が確 認 される ことがある。第54条 注dと 比較。

財産権の所有 者が、存 在している公益 信託の財産権 が持つの と同様の 目的のた め、 その公 益信託 の受託者に財

産 権 を遺贈す る場 合、たとえ引用によって一体 となるよ うないかな る証書につい て、遺言 の中 で引用文が全 くな

くて も、 また、 その公益信 託が遺言者 に よって設定 され、遺言者に よる撤回な いし変 更を 目的 とす る場合であ っ

て も、 その譲渡は有効である。

例:
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1.Aは 、彼 の全財産 をX市 の 「コ ミュニ テ ィ ・トラス ト」の受 託者B、C、Dに 、公益的 な用途お

よび 目的 のために保有す るよう遺贈 した。 このコ ミュニテ ィ ・トラス トは、X市 の公益 目的の ための信

託 であ り、 それに さまざまな贈 与者が財産権 を寄贈 して いた。そ して受託者や、最初の贈 与者達 に よっ

て実施 され た信託の宣 言によ り、 目的が 明確 と され、それ による と、信託財産か らの収益や元本 を、X

市 のいろいろな公益 目的に あてるにつ き、受 託者 に 自由裁量 の権 限が与え られていた。Aの 財産 につ い

て、公益信託 が設定 され る。

2.Aは 、 信託証書 によって、ある公益 目的のために、Bに 信 託 として有価証券 を譲渡 していた。A

は、生存 中にBに 譲渡 した証 券の保有 目的 と同 じ公益 目的 のための信託 として、Aの 全財産 をBに 遺 贈

して、死 亡 した。Aの 財産 にっき公益信託 が設定 され る。

3.Aは 、彼 の死亡時 にメ ンバーとなってい る教会のた めの信 託 として、Bに 有価証券 を遺贈 した。

Aが 死 亡。A死 亡時 に、彼 は、 あ る教会 のメ ンバ ーであ った。その教会のための信託は有効 である。

d.遺 言信託の宣 言が 適法主 なさ れな上場一合

遺言書 自体、 または遺 言書 に引用 され適法 に遺 言書 と一体 とな った書面、 あ るいは それ らの処分 とは別 個の意

味 を もっ事実 か らは、 その信託 の設定 の意図が確 認 されない場合、遺 言によ る公益信託は設定 され ない。第馴条

注aと 比較。遺 言者 の公益信託 を設定 す るとい う意思 が遺 言中に明示 されていたが、 その信託が失効 した場合

く第395条 参照)、 その受遺 者 または相続 人は、遺 言者 の遺 産につ いての復帰 信託に もとつ いて、そ の財産権 を保

有 するよう強制 され る。第413条 参 照。た とえ受遺 者または相 続人が その意図 された公益信託 を知 らされていた と

して も、 当然、受遺老 は公益信 託を設 定できない。

例:

4.AはBに 、 その遺言 によ ってはじめて存在がわか る手紙 の中で明 らかに され る目的の ための信託

と して10,㎜ ドル を遺贈 した。A死 亡 時に、遺言法 に よる手続 き を満 たさな いその手紙は、Aの 遺 言に

よってみつけ られ、 その手紙 の中でBは 一 定の公益信託 のためその財産 を保有す ることを強 い られ てい

た。 しかし、公益信託 は設定 されない。

旦.苗 証峰 項が」:分に述生 られていなL憧L盒

遺言者 が、特定 の公益 目的 のために、財産権 を遺 贈する場合、 その 目的遂 行 のため に、 よ り特別 な計画 を明確

にす ることになってい るが、 まだその計画が明示 されて いない とか、それが、証拠 とならな いメモ程度 の もの と

か、受託者に伝え られて いない とい うような事実 は、必ず しも、公益 信託 を無効 とす るものでは ない。 第395条

注b参 照 。

-f-.一問後壁照

遺言中に述 べ られて いない公 益信託に もとつ いて、その財産権 を保有す る ことに、受遺者 または相続 人が合意

した場合の効力について は、 第359条 参照。

遺言贈与に よって信託設定 が制限 され る制定法 上の効力につ いては、第362条 参照。
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第359条 隠れたる公益信託

(1)遺 言に よって財産権の譲渡 をうける者が、その財産 権を公益信託 と して保有す るという合 意 をな し、その

合意 を信頼 して、遺言者が遺贈する場合、遺 贈を うけた者 は、 その財産権 を公 益 目的のた めの擬制信託 と して保

有す る。

(2)相 続 人または最近親 者が、無遺 言相続 によって取得 する財産権 を、公益信託 と して保有す ることに合意 し、

その合意 を信 頼 して、遺言 をせずに死亡 した者の相 続人 または最近親者は、その財産 権を公益 目的のための擬制

信託 として保有 する。

注:

旦　 本条に述 べ られ ている規定 は、私益信 託に適用 される もの と同 じである。第55条 参照 。

(1)項 の注:

b.喪 遣 者力玉_公 益信託と して紺 亡する とい う登庸 童一な一し端 金

遺言者 は意図 して いる信託につ いて全 く言及せ ず、 ある人に財産権 を遺贈 したが、遺言者 の死 亡前に、その受

遺 者 または相続 人が、一・定の公益信託に もとつ いてその財産権 を保有す ることを遺 言者に合意 した場合、受遺者

また は相続人 は、指 定 された公益 目的のた めの擬制 信託 として、 その財産権 を保有 するよ う強制 される。公益信

託 を設定す る意思 は、遺 言によ って明 らか では ないが、財産権 の保有が認め られ ると不当利得 とされて しま った

り、 受遺者 または相続人 に利得 をつ かませ るような復 帰信託にな るよ うな ら、遺贈 された財産権 を受遺者または

相続 人が保有す る ことは認め られない。

受遺 者または相続人 の合意が遺言者 の死 亡前に なされたのであれば、その合意が なされ た時期 が遺言書作成 の

時 かあるいは、 その 前後 かは重要では ない。遺 言者 に遺言 を撤 回 しないようにさせ る合意 は、遺 言 を作成 させ る

よ うにする合意 と同様有効 であ る。

受遺者 の合意が文書または口頭の明確 な言葉 でな され ていようと、行為 で示 されて いようと重要 ではない。遺

言者 の公 益信 託設定の意思が、受遺 者に伝わ っていて、予定の公益信託の財産権 を保 有す ることを受遺者が断 ら

なけれ ば、黙 ってい るだけで普通、予 定の公益信 託に対 し財産権 を保有す る合意 をな した と十分み なされ る。

例:

1.AはBに 、 もしAが その全 財産 をBに 遺 贈 した ら、Bは 一定 の公益信託 として保有す るか どうか

をたずね、Bは そ うすると返事 をした。Aは 、 その全財 産をBに 遺 贈す るという遺 言書 を作成 し、死亡

した。Bは 公益 目的 のための擬制 信託 としてその財産権 を保有 するよ う強制 される。

2.AはBに 全財産 を遺贈す る とい う遺言 を設定 した。AはBに 一定の公益信 託のためにその財 産 を

Eに 残 したので あると告 げた。Bは その公益信託 として保有 する ことを了承 した。Aが 死 亡。Bは 公 益

目的のための擬制信託 として その財産 権 を保有す るよう強制 され る。

3.Aは その全財産 をBに 遺贈 した。彼はそ の財産 をBが 一定の公益 信託に もとついて保有 するため

に残 したのであ るという手紙 を書 いた。BはAの 手紙 を受領 したが、 それに返事 をしなかった。Aが 死
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【第11章 】 下
亡。Bは 公益 目的のための擬制信託 として、 その財産権 を保有す るよ う強制 される。

玉一ト_受遺者書こよる白意力幽 幽

遺言者 は意 図 して いる信託につ いて全 く言及せず、 ある人 に財産 権 を遺贈す る場 合、 たとえ遺言 者が、公益 信

託 にもとつ いてそれ を保 有すべ きだ と意 図して いた としても、受遺 者が、信託 と して、 その財産権 を保 有す る こ

とを遺言者 と合意 しな ければ、受遺 者 または相続人は信託 とはか かわ りな くその財 産権 を保有 する ことがで きる。

遺 言者が生存 中に、信託 を設定す る意思 をだれかに伝 えておか なけれ ば、 たとえ遺 言者 の死亡後、 その財産権 を

公益信託 として受遺者 または相続人が保有す るように という指示 が書かれ ている ものがみつ かって も、 信託 は設

定 されない。

委託者 は、受遺者 または相 続人に意図 した公益信託に対す る財産 権 を保有 させ る ことを引 き受 けた第三 者 に、

受遺者等 に対 して公益信託 に財産権 を保有 させ るぺ しという意思 を伝 えたが、 その第三者が受遺者等 の代理 人 で

あ るか、 あるいは別の方法 で受遺者等 を代理 していな い場合は、信 託 とはかかわ りな く、受遺者等が その財 産権

を保有で きる。

魎」一旦 通法上里義務 を部立 ない意 思

遺言者は全 く意図 している信託について言及せず、あ る人に財産権 を遺 贈 した場合、受遺者 また は相続人 に そ

の財産権 を公益 目的にあ ててほ しい ことを伝えたが、普通 法上の義務 を課す意図が なか った場合、受遺者等 は、

信託 とはかかわ りな く、 その財産権 を保 有する ことがで きる。

白.遺 書1凹こ盈益情 話を投幽 馴 が あ らわれてい 畳」iU食

遺言者は、ある人に財産権 を遺贈 したが、遺 言書中に、受遺 者 または相続 人が合意 した公益信託にそ の財 産権

を保有す るもの とする と述べ られてお り、遺言書作成 前に受遺 者等が財産権 を特 定の公益信託に保有す る ことに

合意 して いる場合、受遺 者 は公益 目的 のための擬制信 託 として、それ を保有 す るよう強制 され る。 この ような場

合、遺言の中で受遺 者等は財産権 を利益 を受けるべ く所有 してはな らない し、財産権 を保有すれば不当利得 す る

だろ うと書 かれているか ぎ り、受遺者等 が財産権 を保 有できないの は明 らかであ る。遺 言者の遺 産の利益 を復 帰

信託 とさせ る ことが出来 るとして も、公 益 目的の意思 のための擬制信託 として財産権 を保 有 させ られ るの は、 受

遺 者が合意 で絶 対的 であ るの と同様の確 固たる根拠 がある場合 であ る。注b参 照 。

受遺者が文 面によって絶 対的 である場 合は、受遺者 の合 意が な され た時期 が遺 言書作成 の時か、ある いはその

前後かは重要 ではない し、そ の受遺者等 による同意が 明確 な言葉 で なされ よう と、文書であろ うと口頭 で あろ う

と、行為 によって示 され ようと重要で はない。

一一方、受遺 者等が、信 託 として財産権 を保有す る ことを遺言者 が合意 しなかった場 合、受 託者 等は擬 制信託 に

もとついて財産 権を保有 す ることを強制 されないし、遺言 中には受託者等 のために取得 する ことも明示 され てい

ないのだか ら、 その財産権 を取得す ること も認 められ ない。遺言 者の遺産の ための復帰信 託が課せ られ ることに

なろ う。第411条 注q参 照 。意図 され た信託 の ことを遺言 によって知 らされ ていたとして も、受遺者等 は財 産権 を

取 得する ことはできない。

遺 言書 の条項 によって、遺 言者が受遺者等 に何等普通法上の拘 束 をかけ る意思 な くして、財産権 を公益 目的 に
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充当す る と書 かれてい る場合は、財産権 を信託 に保有す ることを受遺者が承諾 して いて も、受遺者等 は信託 とは

かか わ りな く財産権 を保有す ることが できる。

例:

4.Aは その財産権 を、 「私 がBに 伝 えた 目的 のための信 託と して」Bに 遺贈 する とい う遺 言書 を作

成 した。その遺言書作 成前に、AはBに 一定 の公 益 目的のための信 託 として遺贈 した財産権 を保有 して

ほ しい旨伝 え、Bは 、 そうする ことに合意 した。A死 亡。Bは 公 益 目的の ための擬制信託 として財産権

を保有 するよ う強制 される。

一方、遺言者 が特定 の公益 目的のために財産権 を遺 贈 した場 合、遺言者は その目的の達成の ため、 さらなる投

資計画 を構 じなければな らな いとい うことである。その ような投資 はいま まで行 われて いなか ったか、確証 され

て いない覚 書に含まれて いる投資であ るか、受 託者に伝 えてな い投資 であ るが、公 益信託 は失効 とな らない。第

395条 注b参 照。

(2)項 の注:

」_._公益 信垣 とLて 操杏里 ることに相1齪一人 ま匙は最近継 が合意 した1壷

相続人 または最近親者 が、無遺言相続 に よって取得す る財産権 を公益信託 として保有す る ことに合意 し、その

合意 を信頼 して遺言 をせ ずに死亡 した人 の相続人ま たは最近親 者は、指定 された公益 目的 のための擬制信託 とし

て保 有す るよう強制 される。公益信託 を設定す るとい う死者の意思は、遺 言に よ り明 らかに され ていな いが、相

続 人 また は最近親者 がそのまま取得 する と不当利得 した ことにな るので、 相続 した財産権 をその まま取得す る こ

とは認め られ ない。

そ の合意が 明確 な文言で相続人あ るいは最近親者 に よってな され るか、文書 か口頭 あ るいは行為 で示 され るの

か といった ことは重 要ではない。注bと 比較。

例:

5.男 や もめのAは 、た った一人 の子であ るBに 、Aが 無遺言 で土地 を相続 させ た ら、それを一定 の

公益 目的の ために保有す ることに合意 す るか どうかをたずね、Bは 合 意 した。Aが 無遺 言で死亡 した。

Bは その上地 を、公益 目的 のための擬 制信託 として保有 するよう強制 され る。

且,辿 後 壁颯

遺 言処分 による信託 設定 の権 限を制 限す る法 令 の規定 の効果 につ いては、第362条 注g～i参 照。

第360条 委託者の死亡を停止条件 とする場合の生前行為による処分

委託者の死 亡が、公 益信託の設定のための停止条 件であ る場 合、その処分 は遺言 による ものであ り、遺言法 の

要件 を充足 する場合 でなけれ ば、その効力 は生 じない。

注1

」1-,」S規」咀の適田植囲
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【第11章 】 下
本条で述 べ られて いる規定 は、私 益信託 に適用 され るものと同じである。第56条 参照。

委託者が公益信託に財産権 の譲渡を しようとす る場合、受託者 の生前に信託 が設定 されたのではな く遺 言でな

され た ものであるため、 また生前に財産権 を移転 したその財産移転 は無効 であ り、その信 託 目的のための財産移

転 は有効 であっても生 前に明 らかにな されたもので ないため、意 図 された信託 は失効 となる。

b,置 注」曽璽腫 亡の1時、 譲渡 が為卓 不完 竜王蚤.査蝸.登

財産権 の所有者が、公益 目的のため の受 託者 たる他人 に、その財 産権 を譲渡 しよ うとしたが、彼 の死 亡の時 に、

その譲渡行為 が不完全 であ る場合、遺 言法 の要件 を充足 しない限 り、 その意 図 された公益 信託は無 効であ る。

c.設 定 麹P死 亡まで、 量語財産 斑相 星亘れな⊥1齢

委 託者の生 存中に財産 権が特定 され なければ、公益 信託に もとつ く生前行為 に よる財産権の移転は効力 を生 じ

な いことがある。た とえば、 ある人 の死 亡の時にその人の ものであ る財産 を、 公益 目的のため受託者 としての他

人に譲渡 しよ うとする場 合、 その意 図 された公 益信 託は遺言によ る ものであ り、遺言法の要件 を充足 しない限 り

無 効である。第56条 注cと 比較 。

例:

1.Aが 、彼の死亡 時に 自分の ものであ る動産 を、一定 の公益 目的の ための信託受託者 としてのBに

譲渡す ることを内容 とする証書 を作成 し、Bに 交付 した。Aが 遺 言 をせず に死亡。公益信託は設定 され

ず、Aの 遺 産管理人 が、その財産権に対す る権原 を取得す る。

d,委 託者死 亡1のll串まで、受 託者が抱 塵室れ ない嚇廿

委託者の生存中に受託者 が確 定 されな ければ、公益信託 にもとつ く生前行為 による財産権 の移転 は効 力を生 じ

な い ことがあ る。た とえば、財 産権 の所有者が遺言で指定す る人 に、公益信託 にもとづきその財産権 を譲 渡 しよ

うとす る場合、意図 され た信 託は遺 言に よる ものであ り、遺言法 の要件 を充足 しない限 り、効 力を生 じない。第

56条 注d参 照。

例:

2.Aは 、 ある有価証券 を遺言 で指定 する受託者 に、 公益信託に もとついて保有 するよう譲 渡す ると

いう内容 の証 書を作成 した。 この証書 は遺言法 の要件 を充足 して いない。Aは 、遺言 書を作成 しな かっ

た。信 託は、証書作成時 にも、A死 亡 時に も成立 しない。

3.Aが 、受 託者 としてBを 指 定する遺言 書を適法 に作成 した以外 は、例2と 同 じ事例であ る。遺 言

が、信 託条項 を示 していなか った り、譲渡証 書を引用す ることによって具体化 していなかった場合、 信

託 は成 立 しない。

旦._委 魎 死亡 時まで 目一的 が述 べ られて いない損金

公益信託に委 託者が財産権 を譲渡する場合、彼の生存中の譲渡 は有効 で も、信託の 目的が過去 に宣言 されない

ため、意図 され た信託が失効 す ることがあ る。た とえば譲渡人が遺 言行為 に よって指名 され るような公益 信託に

つ いて他人に財産権 を譲渡す る場合、意図 され た公益信託 は遺言 でな され るの であ り、遺言法 の必要条件 を満た

さない限 り無効 である。第56条 注e参 照。
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例:

4.AがBに 信託 として有価証券 を譲渡 し、A生 存 中はAに その収益を支払 い、A死 亡 に際 しては、

A死 亡後にみつ け られる手紙 に指定 してあ る公益 目的のための信 託 として、証券 を保 有する ように した。

A死 亡後、あ る公益 信託 にも とづ き、Bが その財 産権 を保有する よう指定の ある手紙 がみつか り、Aの

署名 はあったが、 その手紙 は、遺 言法の要件 に従 って確 認 されなか った。意 図された信託は無 効であ る。

信 託証書は、受託者 に後 日与え られ る指 図に従 い、財産 権は公 益信託 として保有 され る もの と指示 して いるが、

その ような指 図がなされずに委 託者 が死 亡した場合 で も、 もしその委託者がその指 図を公 益 目的の主要な部分 と

意図 して いない ことが 明 らかな ときには、 その譲渡 が効 力 を失 うものでは ない。第358条 注e、 第395条 参照。

血_藁 蕎書 聖蔀 亡ま」畑U顯 三廻塑]互虹 蚤場 合

委託者 の死 亡が公益 信託設定の停止条件 ではない場合、委託者の死亡 まで財産権 が公益信託の 目的に充 当され

なか ったか らといって、その譲渡は遺言 による ものではな い。第56条 注1参 照 。委 託者が信託 を設定 した後 の、

委託者 の権 限や管理 が及ば ない贈 与は撤 回できない。

例:

5.Aは 、A生 存 中はその収益 をAに 支払 うための信託 として、A死 亡の際に は、公 益信 託 としてそ

れ を保有す るようBに 財産権 を譲渡した。 この処 分は遺言 による ものでは ない。

.呂一_遣 直に∫匡一らな史 行為 か」旦職 でき_る⊥1.「白

財 産権の所有者が、遺 言行為 によ らない事実に よって決 定 され るよ うな公益信託 について、他人 にその財産権

を譲渡す る場合、遺 言法 の要件 を充足 する必要は ない。第56条 注gと 比較。収益の譲 渡に明 らかに影響 を及ぼ さ

ないのな ら、 その譲渡行 為は遺 言によ らな いもの である。第358条 注c参 照。

例:

6.Aは 、生存中はその収益 をAに 支払 い、A死 亡時 には、 その時Aが 一員 とな っている教会の ため

の信託 としてそれ を保有す るよう、Bに 有価証券 を譲渡 した。Aが 死亡 。Aが 死亡 した時、彼 はある教

会 の一員 とな って いた。 その教会 のための信託 は有効 である。

互工苗鎚霞 亘

木 条で述 べ られて いる規定 は、公益信 託 として他人 に譲渡す る場合 と同様 、公 益信託 につ いて 自己が受託者 と'

なる信託宣言 に も適用 され る。第56条 注h参 照 。財産 の所有権 者が公益 目的につ いて信託宣 言 した場合、意図 さ

れた信託は、信託財産 が受託者 の生 前に譲渡 され ていないため、その 目的が生前に 明確 に されて いないため、 ま

た、 自分の死 後までその信 託が効力 を持つ ように指 示 しておかなか ったため に失効 となる。

例:

7.Aは 証拠 として確認 されな い証書 によ って、Aの 死亡時に、Aが 所 有 して いる財産権 について、

公 益信託の信託宣言 をした。意 図 された信託は、遺言 による もの であ り、 無効で ある。

8.Aは 、A生 存 中は、 その収 益をAに 支払 い、死亡時 には、Aの 死 亡後みっ け られる手紙 に指定 し

た公益 目的の ための信託 としてそれを保有す るため、 ある証券 について 自己 が受託者 となる信 託宣言を
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した。A死 亡後、 ある公益 信託 にもとつ いて、 その財産権 を 自己が保有 する と宣 言する手紙 がみつか り、

その手紙には、Aの 署 名はあ るが、遺言法の要件 に照 らす と、確 証 され る ものではなかった。その意図

された公益信託は無効 である。

第361条 委 託 者 が 、 信 託 の 取 消 、 変 更 ま た は 支 配 の 権 限 を 留 保 し て い る 場

合 の 生 前 行 為 に よ る 処 分

公益信託が、委託者の生存 中に宣 言され る場合 、委託者 が生涯受益 権(bθn6ficiallifgint6ro3t)を 留保 し

てい るとか、 これに加えて、信 託の全部 または一部 を取消 す権限や 、信託 を変更 する権 限および信託 の管理 につ

いて受託 者 を支配する権限 を留 保 してい るとい う理 由だ けから、そ の処分 が造言 によるもので はな く、造 言法の

要件 を充 足 していないため効 力を生 じない とい うことはない。

注:

旦.素 話者[が取消 と変更璽 歯置 を冊1阻Lた 墨金

本条に述べ られて いる規定 は、私 益信託 に適用 され る ものと同じであ る。第57条 参照 。財 産権 の所有 者が、公

益信託 として他人に生前行為 でその財産権 を譲渡す る場合 、その財産 権が彼 の死亡後 まで公 益 目的にあて られ な

いか らといって(第360集 注f参 照)、 さ らに彼が公益信託 を取消 または変 更す る権限 を留保 するか らといって、

その譲渡は遺 言 によるもの とはな らな い。 その ような場合 に、死後 まで信託が発生 しない場 合に意 図 された公益

信託が遺言に よってな され る ことがあ るとはいえ、信託 が委託者 の生 存中に設定 され、彼 がそれを取消 す ことが

で きるということだけでは、 その譲渡は遺言に よるものとはならないのであ る。第360条 参照 。

例:

1.認 証 されな い証書によ り、Aは 生 前行為 によ りBに 財 産権 を譲渡 し、Bが それを保有、 管理 し、

Bの 自由裁量で投資 、再投 資す るように し、A生 存 中はAに その収益 を支払 い、 あるいは、Aの 指示 に

従わせ、A死 亡時 には、ある公益 目的の ための信 託としてその財 産権 を保有 するように した。Aは 、信

託条項の取消また は変 更の権限 を留保 した。Aは 、信託の取 消や変更 をせず に死亡 した。Bは 、 指定 さ

れた 目的のため、公益 信託に もとついて その財産権 を保有 す る。そ の公益信 託は遺 言による ものではな

く、遺言法の要件 を充足 して いな くとも有効 である。

旦,_委 超越 虫 配璽権陛 と貿 催主直裂脅

財産権の所有者が、公益信 託 として、 その財産権 を、生 前行為 によ って他人 に譲渡 する場 合、信託の取消や変

更の権限 だけで なく、信託 の管 理につ いて受託者 を支配 する権限 も留 保す るとい うことは、その処分を遺 言 によ

る もの とす るの ではな く、遺 言法の要件 を充足 していな くと も有効 であ る。

例:

2.信 託の捺印証 書に よって、A生 存 中は株式 の配 当をAに 支払 う信 託 として、A死 亡に際 して は、

指定 された公益機関 に、株式 またはそ の収益 を引渡す ための信託 として、AはBに 株式 を譲 渡 した。A
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は、 その株式 の議決権、株式の売買、 その収益 を再投 資す る権限 を留保 し、 さらに、Aは 、 その信託 の

取消 や変更の権限 も留保 した。 この信託 は遺言に よるもの ではな く、遺 言法の要件 を充足 していな くと

も、 有効である。

一方、財産 権の所有者が、彼の死亡 に際 しては、公益の ため に保有 する 目的で第三者に その財産 権を譲渡 する

ことを指 示 して、彼の代理人 にその財産権 の占有 を移転 し、代理権 は、本人 の死亡の時に終了 する もの として、

設定 されて いる場合、 この公益 目的 の処 分は、遺言に よる ものであ り、遺 言法 の要件 を充足 しない限 り、無効で

ある。

これ と同様 の規定 は私益 信託に も適 用 される。第57条 注b参 照。。

旦」」 諭 宣 言

本条に述べ られている規 定は、財 産権の所有者 が公益 目的のために受託者 としての他人に、それ を譲渡す る場

合だけで な く、公益 目的 のため、 自己 を受託者 とする信託宣言の場合に も適用 される。 この譲渡は遺言 によらな

い もので あ り、 また委託 者兼受託者が受益者 としての生涯 権お よび、その信 託の撤 回権 と変更権 を保有 している

か らといって、遺言法 の要件 を満た して いないので無 効であ る。

これ と類 似の規定 は私 益信託に も規定 される。第57条 注h参 照。

公益 目的のための信託宣 言の効力は預貯 金勘定 に も及ぶ。第361条 の2参 照。

第361条 の2預 金の形態の仮の信託

あ る人 が、公益 目的のた めの信託受託 者と して、 自己の名義で銀行 その他の貯蓄機 関の貯蓄 口座 に預金 し、 自

己の生存 中はいつで もその預金 の金額 または一部 を引 出 し、引出 した金額 を 自己の ために使 用す るとか、あるい

は、その他の方法 によって信託 を取消 す権限を留保す る意思を有する場合 、預金者 が、信託 の取消 をなさずに死

亡すれば、預金者の死亡 の時に残存 する預金につい て、預金者の死亡を理 由に、意 図された公益信託 は強制可能

であ る。

注:

8.こ 蜘 』靱の範』胴,

本条 に述 べ られてい る規則は、私益信託 に適用 され るものと同じである。第58条 参照。

例:

1.Aは 銀行 に 「B協 会 の受 託者 として 」A名 義で1.㎜ ドル預金 した。Bは 法人 格なき公益団体 で

あ る。Aは 預金 口座 か らお金 を引出 さずに死亡 した。 その公益 団体の 目的 のため、公 益信託は設定 され

る。

b」」旦螢参照

遺 言に よる処 分によって公 益信託を設定す る権限 を制限す る法 令の規定 の効果 にっいては、 第362条 、 同条注

1参 照。
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第362条 公益信託の設定に対する制限

法令 に別段 の規定が ある場 合 を除 き、財 産権の所有者が公益信託 を設定 する権限に対 しては、私益信託 の設定

に対 して適用 されない制 限は受 けない 。

注:

民 一普通法」二は制限丞 ない

法令に別段 の規定が ない限 り、能力者 たる財産権 の所 有者は、彼の死亡 前のいつ作成 した もの で も、遺言書 に

よって公益信託 としてその財産権 を遺贈 する ことができ る。

玉.一重 益 旦的 のため遺」掲され 鋤}三 法 至剛1幽!加3」 旦酬

い くつ かの州 では、公益 目的のた めに、遺贈 できる遺 言者の財産 の割合 を制 限する法律 があ る。 その許容 限度

割合 は州 によって異 な り、遺 言者の財産 の2分 の1の ところ も、3分 の1、4分 の1の ところ もある。通常、 こ

の譲渡 を無効 とするのは、遺 言者の家族 た とえば妻 とか子供達の扶養 のためである。 これ らの規則 は通常、指 定

の関係者 を守 るために、財 産 を処分す る遺 言者 の権 限を制約 す ると解 され、 これ ら関係者のみが この制約 を利 用

す る ことがで きる。

玉⊥ 皇 莚ll的 の止 め財産権 を処罰喧こる週 亘 の性戚 岨 ≡、.」虫一.」 られ 理 全

い くつ かの州 では、遺 言書が、遺言者 の死亡 前の一定の期間内に作成 された場 合、公益 目的の ための遺贈 が無

効 と され る法律 がある。その期間につ いては、胸30日 、約90日 、約1年 など、州に よって異な る。

旦 公益貼ム」こ適 用亘れ互 制限

初期 イギ リス死手法 の もとで は、土地 の所有者 は法 人に不動産 権 を移転す る権限が あって、 その法人が土 地の

権原 は持つ ことになった として も、領主 に対 しては土地 の所有権 を有 しなかった。 この法 の 目的 は、土地が個 々

人 に保有 され ていれ ば、領 主 としての利益 があるのに、法 人に土 地が集積 して しまえぱその利益 を君主か ら奪 っ

て しまうので、法人 に土地 を集積 させ ないようにする ことにあった。譲渡 人あるいは その相続人は その譲渡 を拒

絶 する権限 を もたない。また、領主 が、最終 的には国王が死手法 の免許 を与 える ことに よって法人 に土地 の所 有

を許可 したす れば、法 人はその土地 を保 有する ことが出来た。 この制限は公 益法 人ばか りでな く私的法人 に も適

用 された。

ア メ リカでは、 い くつ かの州 にお いては、公益法 人によ って保 有 され る不動 産あ るいは助産の額 を制限す る法

律 がある。

生 前行為 か遺 言によって公益法人 に許容外 の財 産権が移転 された時、州 に よってだけ異義申立が できるのか、

あるいは委託者、相続 人、最近親者、残余 財産 の受 遺者 な いし遣 産受取人 に よって も異議が申 し立て られ るのか

は この制定法 の解釈 の問題 であ る。 も し異議が州 によってのみ 申し立 てる ことがで きるとす るな ら、移転 の結 果

お こることを議会 の訴訟 によ って、 また委 託者、相 続人、最近親 者、残余財産 の受遺者な いし遺産受取人 の承 認

もな しで片 づけ られる。
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イギ リスでは、普通法 上、土地の遺贈 は認 め られなか った。土地の遺贈 を認 めた遺言法(TheStatuteof

Wills,32Hen.U,c.1(1540)、34Hem遁,c.5(1542)に て解釈)で は、 明示 的に政治団体や法人へ の遺贈 を除

外 した。それ ゆえ、私 的団体にせよ、公益法人 にせ よ、法人への土地遺贈 は認 め られなかったの である。 しか し

なが ら、公益ユ ース法(TheStatuteofCharitableUses,43EIiz.1,c.4(1601)){第368条 注a参 照)は 、

少 な くとも、衡平法上、公 益法 人への遺 贈 を有効 と した。 この法 律の規定は、 明示 的に公益法人へ の遺贈 を許可

したわけで はないが、公益 目的のための処分 を推進す る ことを、立法 趣 旨としてかかげていたの で、 その ため、

公益 利用の ための法人へ の遺贈 が認め られ たので あろ う。現 在のイギ リスの遺言法(7Wi】1.WandlVict.,c.

26(1837}}は 、法人 への遺贈 を認めている。

アメ リカ では、州に よって、法人 が、その性質上、 あるいは法 令に より、特別 に土 地の遺 贈 をうけることが 認

め られていな ければ、法人 は土地 の遺贈 をうけ ることが できない と規 定 された法律 がある。また、わずか だが、

州 によっては、動産の遺贈 につ いて も、 同 じよ うな規定 がある。

旦L現 存丈晶 公益f元1鵡に、遣 直によ り.」甘産をつり』追L重 量 壷

す でに述 べた ように(第358条 注c参 照)、 財 産権の所有者 が現 存する公 益信託の受 託者 に、同 じ目的のため に

保有 するよ う財産権 を遺贈 する場合、 その公益信託の条項 が、遺 言中に述 べ られて いないか らといって、無効 と

はな らない。第54条 注e～1と 比較。

公益 目的のための遺言 による譲渡 についての制定法上 の制限 は、遺 言者 が遺 言に よって現存 する公益 信託に財

産 をつけ加 え ようとす るものにつ いて も適 用 され る。た とえば、 もし遺言 が遺言者の死 亡前 の一 定の期 間 内に作

成 され たときは、公 益 目的 のための遺贈 は効 力を生 じな いという制定法 の規定があ るなら、遺言 が遺言者の死亡

前に作成 された場合の現 存 の公益信託 へ財産 を加える遺贈 は無効 である。

f.遺 言補足1書章{Cgdi亡i1}の 饗

遺 言書 が、遺 言者の死亡前の一定期間 内に作 成 された ときは、公益 目的 のための遺贈が効 力を生 じない とい う

制定法の規定 があって も、遺 言者が、 その期間外 に作成 した遺言書 によって、公益 目的の ために、 財産権 を遺 贈

し、 しか も、その公 益を 目的 とした譲渡 を変更 しない という遺 言書 または遺 言補定書 を、そ の期 間内に作成 した

ときは、 その譲渡は有効で ある。た とえ、遺言者 が古い遺言 を取消 して、新 しい遺 言書 を作成 して も、公 益的譲

渡につ いては、古い遺 言 と同様に、新 しい遣言 書にあれば、その公益的譲渡 は有効で ある。公益 目的について古

い遺言書 よ り新 しい遺 言補足書 または遺言書が遺贈 を増や して いる場合に は、 古い遺言書で贈与 された譲 渡分は

有効 であ るが、新 しい遺 言補足書 また は遺 言書 で増 や された部分 につ いては無効 とな る。

一方で
、扶養 家族 の撤 回権の原則が適用 され なければ、遺言補足書 また は新 しい遺 言書の 中で、 古い遺 言書に

よって贈 与した財産権 を他の財産権に変更す る場合 は、遺 言補足書や新 しい遺言 書のみな らず、古 い遺言 書に よ

ってな され た譲渡 も無効 とな る。また、扶養家族 の撤回権の原則が適用 され なければ、遺 言補足書 または新 しい

遺 言書の中 で、 古い遺言 書に含まれて いた者か ら異 なった公益的譲渡 に変更 する場 合は、遺 言補足 書や新 しい遺

言書のみな らず古い遺言 書に よってな され た譲渡 も無 効 とな る。

[訳 注]
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*cosici1-一 遺言者が 前にな した遺 言に追加、説明、一 部変 更、 一部撤 回す るために作成 され る遺 言書。全

面的 に撤回す るのでは な く一部修正 の意図が認 め られるものをい う。遺言書の一部 をな し、遺 言書 として必要 な

要件 を満た していなけれ ばな らない。

且L公 益償』劃⊆玉 とついて保査す ることを堂遺.煮皇国塾主 墨描造

注b、cに 述べ られ ている法 令は、遺言者が、遺 言によって公 益信託 を設定 しよ うとす る場 合 だけでな く、公

益信託設定の意思 を遺言 中に述べず に、 ある人 に財 産権 を遺贈 し、 しか も、 その受遺 者が、公益信託に もとつい

て、 その財産権 を保有 する ことを、遺言者 の死亡 前に合 意 した場合(第359条 注b参 照)、 あ るいは、彼が財産 権

を遺贈 したのは、受遺 者か、公益信託 にも とつ いて保有す ることに合意 した ことによ ると、遺言書 中に書 かれて

いる場合 にも、適用 される。第359集 注e参 照 。

このような場 合、受遺 者 また は相続人 は意図 された公益 目的の ための明示信 託な いし擬制信託 と して財産 権の

保有 を強制 されない し、また、信託 とはかかわ りな く財産権 を保有す る ことも許 され ないが、受遺者 は遺言 者の

財産 のための擬制信 託 として保有す る ことは強制 され る。

例:

1.Aは 、彼の財産全部 をBに 遺贈す るという遺言書 を作 成 した。AはBに 、 ある公益信託 にそれ を

保有す るために、 その財産 をBに 残す ことを告げ、Bは 、 その公 益信託 に もとついて、 それを保 有す る

ことに合意 した。制定法 によ って、遺 言者の財産 の3分 の1以 上 を公益 目的 のために遺 贈できな いと規

定 され ている。Aが 死 亡 した。遺言者の財産 の3分 の1を 超 えて いるので、 この譲 渡は無効 であ る。

2.Aは 、彼 の財産 全部 をBに 遺贈す るとい う遺言 書を作成 した。AはBに 、ある公 益信託に保有 す

るた めに、 それをBに 残す ことを告 げ、Bは 、その公 益信託に財産 を保有 す ることに合意 した。Aは 、

その遺言書 を作成 してか ら1週 間以 内に死亡 した。制 定法に よ り、遺言 者の死亡の少な くとも30日 以 前

に作成 され た遺言 書でなけれ ば、財産権 を公益 目的のために遺贈 できない と規定 されて いる。 この譲 渡

は無効 である。

3.Aは 「Bが 保有す ることに合意 した 目的のための信託 として」Aの 財産全部 をBに 遺贈 するとい

う遺 言書を作 成 した。遺言書 を作 成する前にBは 一定の公益 目的 のため、信託 として その財産権 を保 有

す る ことに合意 した。Aは その遺 言書作 成後1週 間以 内に死 亡して しまった。制定法 によ り遺言者 の死

亡 の少 な くと も30日 以 前に作成 された遺 言書でなければ、財産権 を公益 目的 のために遺贈 できない と規

定 されている。 この譲渡 は無効 である。

h.公 益韮i「抵 に玉とづ』上±ユ披在す る こ、と圭劃 雛人 また旦 靱 親煮 担食違 」山止掲合

性b、cに 述べ られて いる制定法 は、無 遺言相続に よって取得す る財産 権 を、公益信託 として保 有する ことに、

相続人または最近親者が合意 し、その合意 を信頼 して、遺言 をしないで、あ る人が死亡 した場合 に も適 用 され る。

この ような場合、相続人 または最近親 者 は意図 され た公益信託 に明示信託、擬制信託 として財産 権 を保有す る こ

とは強制 され ないが、信託 とは関わ りな く財産権 を保有 する ことは許 され る。

.i_L意 図 され た公』目1日田三もと三江竺ξ保 イ∫す蚤∫ とに鷲遺煮 挺合」蓋 し」な玉}一場立
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【第11章 】

注b、cに 述 べ られた制定法は、遺言者 が公益信 託 を設定す る意思 を遺言書 に述 べずに、あ る人 に財産 を遺贈

した場合、公益 信託 に財産 権 を保有す るようにとい うよ うな認証 され ない指 示が遺 言者の死亡後 にみつ かった と

して も、遺言者死亡 前に受 遺者が公益信託 にそれを保 有す ることに合意 していない ときは、適用 されない。

この ような場 合、受遺 者 または相続人 は、意 図 された公益 目的の ために明示信 託 あるいは擬制信託 として財産

権 を保有す る ことを強制 されず、遺言者 の財産 のための擬制信託や復帰 信託 として財産権 を保有す る こと も強制

され ないが、信託 と関わ りなく財産権 を保 有する ことは許 され る。 その受遺 者等が その財産 の唯一 の所有 権者な

ら、 もしそ う望めば、その財産権 を意 図 された公益 目的 に充当す る こと もでき る。 しか し、受遺者 等に対する拘

束 力はないため、 この制定法 は適用 されない。

例:

4.Aは 、 自己 の財産全部 をBに 遺 贈す るという遺言書 を作 成 した。Aは その1週 間後 に死 亡 し、そ

の財産権を、 ある公益信託 に もとついて保有す るように とい う指 示のあ る、Aの 署名 入 りの手紙がみつ

か った。 しか し、 その手紙 は、遺 言法 の要件 を充足 していなかった。Bは 、 その手紙 がみつかる まで、

Aの 意思 を全 く知 らなかった。意図 された公益 信託 は無効 であ り、Bは 、信 託とはかかわ りな く、その

財産権 を保有 できる。ただ しBが 選ぶな ら、 たとえ制定法 に より遺言者 の財産 の3分 の1以 上を公益 目

的の ため遺贈 する ことも、遺 言者の死亡の少 な くとも30日 よ り前 に作成 された遺言 書に よらなければ、

公益 目的の ための遺 贈は認 め られな いと規定 されていて も、彼は、その財 産権 を意 図 された公益 目的 に

あて る ことが できる。

」－L懇願的処 分」p陀 ¢a岨yd-1spo3iLion旦L

遺 言者が、財産権 を公 益 目的に使 ってほ しいという希塑 を、遺言書中に 明示 していて も、無 条件で、 それがある

人 に遺贈 され る場合 には、注b、cに 述べ られ ている制定法 は適 用 され ない。 この ような場 合、受遺者 または相

続人は一定 の公 益 目的のために明示信託 や擬制信託 として財産権 を保有す る ことを強制 されな いないし、遺言 者

の財産の ための擬制 信託や復帰信託 として財産権 を保有す ることも強制 されないが、、信託 とは関わ りな く財 産

権 を保有 する ことは許 され る。受遺者等 がその財産 の唯一の所有権者 な ら、 そ う望めば、その財産 権を意 図 され

た公益 目的 に充当する こともで きる。 しか し、受遺 者等に対す る拘束 力はないため、 この制定法 は適用 されな い。

例:

5.Aは 、財産全部 をBに 遺贈 する とい う遺言書 を作成 し、 その際、Bに その財産権 を、 ある公益 目

的のた めにあててほ しいとい う希望は明 らか にしたが、公益 目的に使用す るにつ いて何 ら普通法 上の義

務 を課す るもの ではない ことを示 した。Aは 、1週 間後 に死 亡。Bは 、 その財産権 を、信託 とはかかわ

りな く保有で きる。 ただ し、 もし、Bが 選ぶ のな ら、 た とえ法 令に よ り、遺言者 の財 産の半分以上 を公

益 目的 のた めに遺贈 できず、 しか も、遺 言者 の死亡 の少 な くとも30日 よ り前に作成 した遺言書に よらな

けれ ば、公益 目的 のために遺 贈で きな いと規定 されていて も、Bは その財産 権を意 図 された公益 目的 に

あて る ことが できる。

遺言者が命令 的というよ り懇願的な ことばを使 って遺言 者が公益信託 を設定す る意 思をあ らわ したとしても、
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【第11章 】

この制定法 は適 用される。第351条 注c参 照 。

上_歪 謳者が 、取消また且 一 保壁勘

注b、cに 述べ られ ている法 令は、財産権 の所有者 が、生前行為に よって、 その財産権 を公益信託 として譲 渡す

る場合、 たとえ、彼 が生涯 受益権や、 その信託 の全部 または一部 を取消 した り変 更 した りす る権限 を留保 して い

て も、遺 言による処分 でないため、適用 されない。第361条 参 照。この場合、譲受 人は この公益信託 に財産権 を保

有す ることを強制 され る。第57条 注c参 照 。しか しなが ら死亡予 期に よってな された完全な公益的贈与 で も効 力

はな いし、 同様 の情況下 で設定 された公益信託 も効 力を持たない。

例:

6.Aは 生 前行 為で、Bの 裁量 で保有、管理 、投資 、再投資 し、A生 存 中はその収益 をAに 、A死 亡

後は一定の公益 目的のための信託 としてBに 財 産権を移転 した。Aは 信 託条項 の撤回 ・変更権 を残 して

いた。Aは その信 託を撤回 ・変更 することな しに1週 間後に死亡 した。遺 言者の死亡の少な くとも30日

以 前に作成 され た遺 言書がなけれ ば、遺言者 の財 産の1/2を 超 える公益 目的への遺 贈 も、財産 を公益

目的 に遺贈す る こともできな いと制定法に よって規定 されて いる。 この公益信 託は有効であ る。

-1.一領金信託(savingS〔 極qsit⊥r題ts).

制定法 に よって、財産権 の所有者が、一定の額 を超 えて公益 目的の ための追贈 ができない とか、死亡の一定期

間以上前に作成 された遺言書 によ らな いと、公益 目的 のための遺贈 がで きないと規定 されてい る場 合、公益 目的

のための預金形態の信託が、 この制 定法の影響 をうけるか どうの権 能につ いて は明確 に されていな い。

第363条 信託財産'

公 益信託 は、信託の 目的 とするにふさわ しい性質 をもっ 財産権が なけれ ば、設定で きない。

注:

L第74条 ～第88条 に述べ られている ような私益信託 として保有 され る財 産権に適用 される規定 は、公益信託 に

も適 用 され る。

h⊥ 」特定財 産の要件

委 託者が、公益信託 として保有す る財産が明示 され なかった り、財産 を確 認す る手段が 明示 されない場合、そ

の意 図 された信託は失効す る。 けれ ど も意図 された 目的 の達成 のために必 要な額は明示す る ことが でき る。そ う

でなければ受 託者の裁量に全額 を残 す こともで きる。 たとえば、遺言者 の死 亡時に生存 している遺 言者 の甥達に、

受 託者 が適 当 と認め る財産権 の一定額 を支払い、その差額 を公益 目的にあて る信託 として遺贈 され 、甥 達の死亡

後 は、 元本 を公益 目的にあ てるとした場 合、有効な私益信託 と公益信託 が設定 され る。

皇.._薗毯鍵鳳

受 託者 が公 益 とその他の有効 な対象 に信託財 産を分配す る権利 を持 っているが、そ の権利行使が適 切でなか っ

た場合 につ いては、第397条 注i参 照 。
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【第11章 】

受託者が公益とその他の無効な対象に信託財産を分配する権利を持っていた場合については第398条参照。

第364条 受益者不特定

公 益信託 は、確定 した受益者 あるいは、確定でき る受益者か指定 されな くて も、設 定で きる。

注l

aこ の規定 の範1田

私益信託は、信託設定時 に確定 した受益者が いな いとか、永 久権禁止則の期間 内に確定 できる受益者 が いない

限 り、現 存 しえな い。第112条 参照 。公益信託の場合は、 その信 託か ら利益 を受 ける者 が特 定 され る必要はな い。

受 益の権利は、個 々の受益者 に与 え られ るのではな く、そ の財 産権 は、コ ミュニテ ィの利益 のた めに使われ る。

これ らの 目的は、 その信託 を実施す るよ う主張す ることができ、 そ こか ら特別の利益 を得 る受益 者が存在 しよう

と、通 常、そ の信託の利益 を受 ける人に よる訴訟で はな く、 コ ミュニテ ィの代表者 たる司法長 官(第391条 参照)

の和書に よって強制 が可能 であ る。第391条 注c参 照。

第365条 公益信託の期間

公 益信託 は、信託条項で 、信託が不確 定な期間、 また は無制 限な期 間継続する ものとされて も、無効 ではない。

注:

旦と この規定 の範囲

私益信託は、無制限 な期 間、継続 す るものとして設定 する ことはで きな い。永久拘 束禁 止則 の期間 内に受益者

が確定 されな ければ私益 信託は設定で きな い。第112条 参照 。私 益信託の場 合、受益者 の利益 は永久拘束禁止則 の

期間 内は権利 を帰属 させ ていなければな らないが、受益 者全員がその信託 の終了 を望み、受託 者が無能力で ない

のに その信託 を終了 させ る ことが出来な いという規定 は無効 であ る。第62条 注o参 照。しか しなが ら私益信託が

永久拘束禁止則 の期間 を超 えて存続 したか らというだけで無効 となる ことはな い。 第62条 注n参 照。 もし、 ある

特定の非公益 目的 のため、意 図 された信託 として財産権 を移転 す る場合、明確 なまたは明確 に確定 され るべ き受

益者が指名 され ていない場 合は信託は設定 され ないし、永 久拘 束禁止則の期間 内にその権利行 使 を限定 すれ ば財

産権 をその指定 され た 目的に充当す る権利 を譲受人が持 つ として も、永久拘束禁止則 を超 えて行使 されれば、 そ

の権利は無効 となる。第124条 参照 。しか し財産権が墓 の永 代管理 のた めに収益 を使 うよう指示 して、あ る人 に遺

贈 された場合、 その規定 は無 効であ り、受遺者 は遺言者 の財産 のための復帰信託 と してその財 産権 を保有す る こ

とに なる。

他方、公益 目的の ための信託 として財産権が譲渡 され る場 合、た とえ、 その信託 が、永久権 禁 止則の期間 を超

えて継続す るものであって も有効であ る。 たとえば、 その収益を教会の修理 に充 当す るもの として、信託の設定

時 に生 きている人 の死後21年 以上の期間、収益 を充 当する信託は有効 であ る。 このよ うな公 益信託 は相次存続 で

も100年 間で も永久 であって も有効であ る。
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しか し公益 目的の ため の信託 は、 永久拘束禁止則 を超 えた期 間続 かな くて も公益信託であ ることに違 いない。

た とえば貧困者 に直ちに元本 を分配 する信託 も公益信託で ある。第375条 注i参 照。

1つ の公益 目的か らそ の他 の公益 目的へ、または公益 目的か ら非公益 目的へ、非公益 目的か ら公益 目的へ の先

行贈 与不動産権消滅後の不動産権 の設定 に永 久拘束禁止則 を適用す る問題 については第401条 参照。

本 条で述べ る規則につ いては財産権 の リステ イ トメ ン ト398条参照。

第366条 取 消 及 び 訂 正(reformation)

公 益信託 は、私益信託が取消及び 訂正 できると同 じ理由で、取消及 び訂正で きる。

注:

旦」_私益 信託の取消及び訂正の理 由については、第333条 参照。 これ らには、詐欺、 強迫 、不当威圧、錯誤 も含 ま

れ る。

第367条 撤 回及 び 変更(modification)

公益信託 が有効 に設定された後 は、委託者 は、信託 条項に、撤回 または変更 の権 限を留 保 しない限 り、 これ を

撤回 したり、変更するこ とはで きな い。

注:

旦_私 益 信託の撤回および変更 に関 する同様 の規定 については、第330条 、第331条 参 照。

b, .錯誤 に、よ旦権 限 を右 更しなか った墨金

公益信 託が、記 載証書に よって設定 され、委 託者 が、撤回ま たは変更の権限 を留 保する意思があ ったが、錯 誤

に よって、 その ような権限 を留保す る規定 を証書 に入れなか った場合、彼 はその証書を訂正す ることがで き、 そ

の信 託を撤 回または変 更す る ことが できる。私益信 託につ いての第332条 参照 。

c.iR翼 で一な`三制限蜷

信託条項 に よって、委 託者が、 その信託 の範 囲につ いて、受託者に軽 い制限 をつけた場 合、あ とか ら、その信

託 の管理 につ き、受 託者に妨げ にならないよう、委 託者は、その制限 を除去す る ことに同意がで きる。委託者 は

信託条項以外 にはどんな方法で もそ の信託 の管理 を受 託者に強 いることは できない。たとえば学校 を創立 し、維

持す るための信託と して委託者は財産権 を移転 し、 その学校の学生に研究 させ る講座 を詳 細に規定 して いたが、

教科課程 と してのその制約が学校の なす べきつ とめの妨げにな って いることがわ かれば、委 託者は強制はで きな

いにしても、 受託者 がその教科課程 の変更へ導 くのを許可す ることは できる。

d」 蓬1撰青照

信託条項 か ら逸脱 する ことを指示 した り、許可 した りする裁判所の権限 につ いては、第381条 参 照。

可及的近似 の原則 の適用につ いて は、第399条 参照。
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第3節 公益目的の性質

第368条 公益 目的とは何か

公益 目的 とは以下 のものを含む

(a)貧 困の救済

(b)教 育の振興

(c)宗 教の発達

(d)健 康の増進

(θ)行 政あるいは 自治 目的

(f)そ の他社会 福祉 を増進す る目的

注:

a.公 .益二≡1二一.ろ濯ξ(Stat1吐oofCharitableUses)

公益 目的 の一般的 な ものは、公益ユー ス法(43Eliz」.c.4(1601))の 前文 に示 されてお り、 そこには、 公益

的譲渡 として次 のよ うな ものがあげ られ ている 「老 人 ・無能力者 ・貧民 の救済 、病 気お よび不具 になった兵 士 ・

船員 の扶助、学校施設 ・無 料学校 ・大学 の研究者の扶助 、橋梁 ・港 湾 ・道路 ・教会 ・堤防 ・ハ イウェイの修理、

孤 児 の教育 ・就職、感化 院の援助 ・維 持、貧困女性 の結 婚、若 年労 働者、技術 の落 ちた手 工業職人、高齢労働者

の救済 と援助、囚人 ・捕虜 の救 済、釈 放、貧民 の租税負担、 出征費 その他の税負担 の援助 」。

この法律 の前文に書 かれている譲渡 が、絶対的な ものではな く、 この他に も公益 目的となる ものはある。公益

目的全部に共通な要素 は、 それが社会 の福祉 をめ ざしているという ところにあ る。 同様 の総体 的な特質 を もつそ

の他 の 目的 も同 じく公益的 なのである。すべての公益 目的 の共通要素 とはコ ミュニテ ィに利益 を もた らす 目的の

達成 を志 す ものであ る。

イギ リスにおいては公益ユー ス法 の立法 以前は大法 官裁判所が公益信 託を実施 させ た。ア メ リカにおける公 益

信託 の効 力は特 定の州 がユース法 を採択 している ことに起因す るの ではない。ユ ース法は濫用 を調査 し、 濫用を

是正す るための議会 の大法官 を任命す る ことで公 益信 託の実施 を規定す る ものであ り、大法官 による部分 的変 更

が な され るまではその指 示は有効であ る。 だか ら、ユ ース法は衡平法上 の訴 訟や略式起訴に よる現行の救済方法

に加 えて、公益信託 の実施 のための救済方法 を規定す る ものである。 この新 たな救 済方法 はイギ リスでは使わ れ

な くな ったし、 アメ リカでは採択 されな かった。ユー ス法 の重 要性は さほ ど効力 を もたなかったが、まれ には裁

判所がユー ス法 から導 く公益 的譲渡が好 ましいとして、公益 目的の記 述 とか一覧 が、制定法 の前文や国会の一般

的意思にみ うけ られ る こともある。ユース法 を法令の一一部 として受け取 って いな い州 で も、 それが当該州にお け

る公益信託の有効性に影響 を与える ことは ない。

上上.公益H的 の特質

財産権 を永 久的な 目的に充 当するのが妥当だ と認め るにっ いて、 その 目的の達成 がコ ミュ ニテ ィの社会 的利益

に貢 献するな ら、 目的は公益的 である。
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そ の目的が、 コ ミュニテ ィの社会的利益 だと決定 するた めの確定的 な基準 はない。なぜな ら、 コ ミュニテ ィの

社会的利益 になるとい うことは、時代お よび場所 によ って異な るか らである。イギ リス とア メ リカの普通法 上は、

貧困 の救済、 教育や宗教 の発達、健康の増進、行政 あ るいは自治 目的 の達成 は、公 益 という概念 に入 り、コ ミュ

ニテ ィの社会 的利益 とな ることが認め られ ている。 その他の公益 目的 につ いては、 明確な規定 はない。様 々な 目

的につ いては以下 の条 文にて扱 うこととする。

c公 益 目血 趨 数旦 墨金

本条で述べ られている 目的が複数 ある公益信託 も設定で きる。 たとえば、貧 しい男の子へ奨学金 を与 えるため

の信託は、貧 困の救 済 と教育の振興のため の ものであ る。 また貧 困者 の医療援助 をす るための信託 は貧 困救 済 と

健康増進 のための信 託であ る。

直.歪 拙者 の動機 は重要 ではな旦

そ の目的が信託条項 によって信託財産 を公益 目的に充当す るものである場合、 その信託 を設定 する委託者 の動

機 は重要 ではない。 た とえば、遺言者が、教育施 設を建て るた めの信託 として財 産権 を遺 贈す る場合、 たとえ、

信託条項 によって、その施設に遺言者の名 をつ ける ことに なって いて も、 また、その信託 を設定す る彼 の動 機が、

教育 の促進 とい うよ りも、彼 自身の名声の ためだ として も、その信託 は公益信 託であ る。

全一_並後参 照

貧 困の救済 については第369条 、教育の振興 については第370条 、宗教の発達 については第371条 、健康 の増進 に

つ いては第372条 、行政 あ るいは 自治 目的につ いては第373条 、公共の福祉 のための信託につ いては第374条 参照 。

第369条 貧困の救済

貧困の救済 を目的とする信託 は公益信託であ る。

注:

旦_貧 陸 送幽す銚 窒

貧 困者 を扶助 するための信託 は、 その方法が、 信託条項に よ り彼 らに金銭 または物資 を与 えるとか、安 い費 用

で土地 を貸す とか、貸付 け をす るとか、職 を確保 して援助す るとか、 ホー ムや、他 の施設 をつ くるなどによって

も、すべ て公 益信託 であ る。

』上_貧困者 のための ・離の償莚

貧 困者 のための信 託は、特に方法 を限 らな くとも、 「貧困者の ため」あるいは、 「貧困者の利益 のため」 とい

うようなもので も、 公益信託 として有効 である。

威 力且 麹を晴扉寸'るR墓

信 託条項 に、受益者が貧困 でなけれ ばな らない とい う特別な条項 を述べ ていな くとも、その信託 が貧 困の救 済

のための信 託 として有効な場合があ る。 た とえば、 「未亡人や孤児 」 の ための信 託 というのは、通常 、 「貧 しい

未亡人や孤 児」のための信託の意味 に解釈 され る。同様にあ る場所 の 「相 当数 の住 人の最年長者 」のための信 託
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はそ うい う人 を含んで いれば貧 困のため と解釈 され る。

d,極 貧 であ ることは必要な上

援助を必要 として いる人の ための信託はその人が全 くの生活困窮者 でな くとも公益信託 である。たとえば多少

の収入 はあって も、 その援助が なければ生活 必需 品 をまか なうに も事欠 く人のた めの信託は公益 信託である。 ま

たそ ういう人 にホームを設置す る信 託 も公 益である。

c..費 用 の支払

私的 な利益 のためにな されたので はない、貧 困者 のための施設の建設 または維 持のための信託 は、た とえその

居住者が入居費 を払 う ものと規定 されて いて も、公益信 託である。第376条 注c参 照 。

上L_貧 困者以外の 人旦」立髄 しユヨ華1垂目 も.たらされ 型 封.倉

貧 困者 を援助す るための信 託がその援助の結果、税金 が減 らされ るな ど、金持 や何不足 ない人達 を助 け る こと

にな った として も、公益信託 である。

貧 困者のための信託はその結果、法 的義務 を援助す ることでその貧 困者の関係者 を助 ける ことになった として

も公益信 託である。

且竃 特定 の場1麹あ⊇ いは階甜に奨益二斉一が限定 される場合

貧 困者 のための僧 託は、貧 しい人全 部に拡大 されよ うと、特定の場所 に住 む人、 または特定 の階層の人(こ の

場合、 この階層 の救済が 、社会の利益 にな らないような狭 いものでな い ことを条 件 としてい る)に 限定 され よ う

とも、公益信託 である。

貧困の救済の ため の信託 は、国 ・州 ・市 ・町 ・救貧 区な ど特 定の場所の住人 に限定 していて も公益で ある。貧

困の救済の ため の信託は、 た とえ、その受益者 を、特 に男性 に限る とか、女性 に限 るとか、 また年令や宗教 を限

定 した り、職 業や政治団体 を特 定 した りしても公益信託 である。た とえば女性限定 ・男性 限定の、またはあ る年

齢以上 ・以下 の者に対 して、特 定の宗教会派の一員であ るとか、雇 用 して いるまたはかつ て雇用 していた者、 か

つて雇用 していた ものの未亡人 や孤 児に対 して、 またた とえば作家 ・俳優 ・印刷工 ・教師 ・針子 ・銀行員 という

ような特 定の職 業 ・業種、特定 の政治 団体に属 す貧困者や その未亡人 や孤 児の貧 困を救済す るために も公益 信託

は設 定 される。

貧 困のための信 託が特 定の教会、 フ リーメーソ ン、その他友愛組織 やそれ らの組織の特定 の支部、鉱 山業者 協

会、俳優 協会、労働組 合、特定 の鉄道や その他労働 者の従 業員組合 といった特定 の組織の一員や その家族、 その

特定 の組織 に以 前所属 していた者の未 亡人や孤 児に受益 者が限定 され ていて も公 益である。

.h..階 卿 が狭すぎ る場.A

貧困の救済 を 目的 とす る信 託は、その階層の救済が、社会 の利益 に ならないよ うな狭 い ものに限 られ る場合 は、

公 益信託ではな い。た とえば、名 前 を指定 した人の貧 困を救済す るた めの信託は、 た とえ、指 定 された人が貧 し

くとも、公益信託では ない。受益 す る人の階層が潜在的 に大 き くて も、その階層 の貧困の者 の利益のため公益信

託 として信託を設定 す る十分条件 にはな らな い。 また、委託者の 直系 一卑属で貧困 な者を救済 するための信託は公

益信 託ではないが、一般の貧 困者 を救 済するための信託 は、 たとえ、 委託者の直系 卑属に優先 権が与え られて い
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て も、公 益信託 である。その信託を設定 しようとした時に生存 して いても、 あるいは設定 後ま もな く死亡 して も

その直系卑属 につ いては同様の ことが当て はまる。問題 はその程度 であって、指名 された直系尊属 が死亡 してか

ら永い時間が経過 してお り、数多 くの直系卑属が残 されて いる場合 は、 このような直系卑属 の貧 困者を救 済す る

ための信託 は公益 である。第375条 参照。

第37礫 教育の振興

教育の振興 を目的とす る信託 は、公益信託で ある。

注:

.起_教 育振 興の方法

教育 の促進 を目的 とす る信 託には、学校 、大学 その他 の教育機 関の設置ある いは維持、教授職 の設置、教授 の

給料 の支 払いまたは値上 げ、 教授 への年金の供給、教育 を受 ける際に、生徒 を援助す る奨学金 あ るいは、 その他

の方法 を講 じる こと、公 立図書館の設置あ るいは維持、 調査に よって学問の発展 をはかる こと、本や出版物 や講

演 に よって、学問の普及 をはか ることな どが含 まれ る。

上L_故 πを.促進 す」5丸.疫Q－二離間な肚鎚

特 に方法 を決 めず、 一般に教育 を促進す るた めの信託 も有効で ある。た とえば 「教育振 興の ために」 「教 育 目

的の ため に」という信 託は公益であ る。

皇」.費用の 支払 い

教育施設 を設置した り、維持す るための信託 は、 た とえ生徒が学費 を支払 うもの とされて いた り、その施設の

維持費 を払 う もの とされて いて も公益信 託である。第376条 注c参 照 。

もしその施 設が個人所有 の施 設で、 その経営か らあが る収益 がその施設 の維 持や修繕やそ の他 の公益 目的以外

の ものによ り多 く充当 され るな ら、その信託は公益信託 ではない。第376条 注a参 照。

旦,一笑金 堅利 息」璽支払L堕 ¶躍せ_白藍一畳星 合

教育を受け る生徒 を援助 す るためにお金 を貸 す基金 をっ くる ことを目的 とす る信託 は、借 主に、借 りた金銭 に

対 して利 子 を払 うことが義 務づけ られて いるとき、 その利 子が、同 じ目的、 または他 の公益 目的に使われ ること

が条件にな っている場 合には、公益信託で ある。

旦L体 」」」㊧訓練

学校での スポーツを促進 す るための信託 は、公益信 託で ある。 たとえば、学校 スポーツのた めに運動場 を供 給

す るという信 託は公 益信託 である。 また、公営 ゴルフ ・コース、テ ニス ・コー ト等をつ くって大人 のための身体

鍛錬 を促進 させ るための信託 も公益 である。しか しこの ような信託 は教育 目的 とい うより健康増進 のため(第37

2条参照)、 社 会的 目的(第374条 参照)を 援助 する もので ある。

⊥⊥_工抵 とL主 動 柳樽

少 年少女 の共同社会性や性格、 リ・一ダーシ ップ を鍛 えるための信託は公 益であ る。 たとえば、 ボーイ ・スカ ウ
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トや ガール ・スカウ トというような組織 の 目的を促進す るための信託 は公益であ る。 また、移民等 に共 同社 会性

における義務 や責任を教授す るための信 託は公 益であ る。

且L:』R塑 斑のL.な 主三童 甚や鮪 趣 空聾胞

その意見や教義が、大多数の見解 に合 致 しな くとも、それ らを普及 する信託は、 それで もなお公益信託 であ る。

た とえば、国家歳入 をふやす唯一 の方法 として、土地に税金 をかけ る ことを指示す る本やパ ンフ レッ トを出版 す

るための信託 も、公益信託で ある。第374条 注1参 照。

旦L鑓 理 良 量見主教鍛

不 合理 な意見や教義の普及 を 目的 とす る信託は、た とえその普及 が違法 でな くと も、公益信託 として効 力を生

じない。第374条m参 照。 たとえば地球が平 らで あると証明す る講座 のための信託 は、有効 な公益信 託ではな い。

1.違 法旦 普及

その意 見や教義や情報 を普及 する ことが違法 であ る場合、 それ らを普及 す る信託 は、有効 な公 益信託 ではな い。

た とえば政府転覆を擁護す る書物 を公表 し配布す るための信託は有効 な公 益信託 ではない。 また制定法 に違反 し

て産 児制限の知識を与 える書物 を配布 した り講義す るため の信託 も有効 な公益信託 ではな い。第377条 参照 。

-i」」 崖瑚揖巣 噺壼 重」し}越欝1目色 受.縫 一を醒嵩酬

学校あ るいは その他教育機 関の設 置 また は維持 を目的 とす る信託 は、た とえ受益者 を特定 の地域に住 む人に限

定 した り、あ る特定の階層 に属 する人(そ の 目的が社会 の利益 にな らな いような狭 い階層 でな いことを条 件 にし

て)に 限定 した としても、公益 信託 であ る。た とえ受益者 が国 ・州 ・市 ・町 ・貧民 区という特定 の場所 の住人 に

限定 されて いた として も、学校 の維 持 と修繕の ための信託 は公益 であ る。 また、 その学生 を男女の別をつけ た り、

特 定の宗教、特定の職業や商 人の子 供に限定 していた として も、学 校の維持 と修繕 のための信託は公益 であ る。

また、その奨学金が同様に限定 的であ って も束縛 のな い奨学金 を設定 す る信託は公益 である。た とえば特 定 され

た変わ った姓の人 々に役立 てる奨学 金は公益で ある。第375条 参照。

上」 脚 目.由髄 史 書憂掛 金

そ の階層 の救済が、社会 の利 益にな らないほ ど狭 い階層 の人達 に、 受益者が限定 される場 合は、教育 を促進す

るための信託、公益信託 ではない。た とえば名 前を指定 した人の教育のた めの信 託は公益 ではな い。受 益す る人

々の階層が潜在的に広 いとい うことは、教育 のための公益 信託 として設立す る十 分条件にな らない。た とえば委

託者 の直系卑属 に優 先権 を与えていた として も、委 託者 の直系卑属 に限定 していなければ、そ の奨学金 を設置 す

る信託 は公益で ある。第375条 参 照。

.L_曇 真友 よ典 型[蹴

独 占的 な ものでな いかぎ り、公立の教育施設 を 目的 とす る もので も、私立 の教 育施設で も、 その信託 は、公益

信託 である。

第371条 宗教の発達
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【第11章 】

宗教の発達 を目的 とする信託 は、公益信託 であ る。

注:

旦.穿 鞍 を亮達 させ るた垣の方法

宗教の発達 を目的 とす る信託には、教会堂の建設 または維持 、記 念碑や記念の飾 り窓、 その他の教会 の付属物

の建立や維持、 教会 に関 係のあ る墓地の維持、教会の ための音楽、牧師の給料の支払 い、宗教 上の教義 の布教、

国内お よび国外 の伝道、バ イブルやその他の宗教文書 の配 布な どが含まれ る。

互_室 数 のた」め4と二股韮蜷

特 定の宗派 に限らな くて も総 体的な一一般的な宗教促進 のための信託は公 益であ る。 たとえば受託者が選択 しよ

うと思 う宗教 のため の信 託 「神 の崇拝 のため」の信託、 「福音 書の流布のため」の信託、 「地 上にキ リス ト王国

を建 国するた め」の信託 は公益 である。

c. .宗績ll曲 を暗示 するi千葉

信 託条項に、 その 目的 が宗教である と明示 されてな くて も、宗 教の発達 を 目的 とす る信託 と して有効 な場合が

ある。た とえば、受遺者 が宗教団体 や礼 拝所を所有す る者 である場 合、た とえ信託条項で限定 されていな くても、

その事実は、 それが宗教 目的でな された信託であ ると推定 される。問題は、あ らゆ る情況 を考慮 して、 その信託

証書の文言か らその解釈 を導 けるかど うかであ る。

4.L雌 畦 道

特 定の宗派の宗教上の教義 を促進 する信託は公益で ある。また、特定の宗 教の教義 を振興 させ るための信託は

た とえ、その教義が ほん の一握 りの者によって唱道 され ているにすぎな くて も、公益 であ る。

e. 一違法 な 目的'

宗 教団体や教義 を促進 するための信託は、それが公序良 俗に反 した り刑法上 の罪に なる場合 は無効であ る。 た

とえば一夫多妻信仰が その宗派 の教 義の一つであ った場合、一夫 多妻 を奨 め るための信託は違法 である。第377

条参 照。

f.階 層 が狭 す ぎる場合

その 目的が、 コ ミュニテ ィの利益 にな らないほ ど狭 い階層 の人達 の宗教 上の利益 をめざしている信託は、公益

信託 ではない。 たとえば名 前を指定 した人々や指 名 され た人 の子供 のため、委 託者の直系卑属 のためのに宗教上

の利 益をはか るため の信託 は公益信 託ではない。

五」 ミサ

委 託者または他の人 の霊魂 のために ミサを行 うことを 目的とする信託は、公 益信託 であ る。 とい うのは、 ロー

マ ・カソ リック教会 の教義 に より、 そのよ うな ミサ を行 う宗教上 の利益は、特 定の霊魂に限 るのではな く、 その

教会 の一員や 世間一一般 に も広 がるか らである。

一方、その ミサ をと りお こな う聖職者 への遺 贈は、 ミサ をお こなっている奉 仕に対す るものであ ることを考慮

して、聖職 者に贈与 できる もの とする。
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【第11章 】

第372条 健康の増進

健康の増進 を目的 とする信託 は、公益信託であ る。

注:

旦Lこ の規定の範囲

病気の予防ま たは治療、 ある いは健康 の増進 を 目的 とする信託 は、公益信託 である。たとえば病 院の設置や維

持、病院のペ ッ トや病棟 の維持 、沼 地の排水や下水処理、 ペス ト治療 院の設立、 その他 の病気 の拡 散を防 ぐよう

な病気の原因追及や治療、処 置 を研 究す るための信託 などがそれ であ る。

精神的な健康の増進 を 目的 とす る信託 も公益信託で ある。たとえば過 労や その他精 神休養 が必 要な人び とが休

息す る憩いの場 をつ くるための信託 は公益 であ る。

子供たちへの虐待 を防止す るための信託 も公益信託 である。

b.費 用の支 払い

患 者が費用を支払 うもの とされていて も、病 院の設置 または維持 を 目的 とす る信託 は、公益信託 である。第

376条 注c参 照 。

しか し、その施設が独 占的な もので、そ こか らの収益が、 その施設 の維 持や改善 のためとい うよ り他 の 目的の

ためにあて られる場 合、その信託 は公 益信託ではない。第376条 注a参 照。

C.受 益者が特定 の」田所あ る皇 は 階層 に限定旦 むる掃 合

健康 の増進 を 目的 とす る信託 は、す べての人 にひろげ られ ようと も、特定 の地域に住んで いる人や、 その救 済

が そのコ ミュニテ ィの利 益にな らな いよ うな狭 い階層 でな いことを条件 に特 定の階層 に限定 され ようと も、 公益

信託 である。 たとえば、特 定の鉄道会社 の人のための病 院の設置や維持 を 目的 とす る信託 も、公益信託 である。

また、会社員 とか教 師のよ うな 中間所得層 の医療援助 をす るための信託 も公 益であ る。第375条 参照。

d.公 立 塾主び私 、'Eの』配世

病 院は公立 であろ うと私 立で あろ うと、それが個人所 有の施設でな い限 り、 それ を目的 とす る信託 は、公益 信

託 である。

第373条 行政または自治目的

公共建物、橋梁、街路 、ハイ ウェイ、公 園の建設 また は維持、あるい は公共 事業、その他の行i攻もしくは自治

を目的 とす る信託は 、公益信託 である。

注:

a.通 常、公費 でつ くられる設備

通常、納税者 の費用 で供給 される設備 を、共 同体 に供給 する ことを目的 とす る信託は、公益信託であ る。 この

ような信託 には、公会堂 のよ うな公共建物 の建 設または維 持を 目的 とす る信託 、橋や道路 やハイ ウェイの建設 や

維持 を目的 とす るもの、公 園の設置や維持、街路樹 の植 えつけ、市民への水 の供 給、火災 か ら市民 を守 ること、

l
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【第11章 】

奉仕 を記 念す る記念碑 の建立な どを目的 とす る ものが含まれ る。

b.公 立学校 と公 立の病院

公 立学 校や市営 の病 院の設置や維持 を目的 とす る信託 は、教育の促進、健康の増進 を目的 とす る信託 とい うだ

けでな く、そ の信託が、通 常、公費でつ くられ る設備 をコ ミュニテ ィに供 給す るとい う理 由か らも、公益信託 で

ある。

旦,一一・離 の一註疎およ{杢」ll胤1・1的

行政 あるいは 自治 目的 のための信託 は、 その 目的が、特別 の設備 を社会 に供給 す るもので な くとも、公益信託

であ る。 たとえば、 町や市 や州 などの一・般費 を支払 うことを目的 と した信 託や、 公の債務 を支払 う ことを 目的 と

した信託 などは、公 益信託 である。 また町、市、群、 州、 国の一般支 出の負担 を援助 するための信 託や、公 的債

務の支払の ための信 託や、公的負債の支払 に対 して寄付 す る信託 は公益 である。

第374条 その他の社会福祉の増進

それが社会福祉の ため に十 分であ り、その 目的遂行の ために永久に財産権 をあて ることがふ さわ しい ような性

質 をもっ 目的増進のため の信託 は、公益信託 である。

注:

a-,± 」条の範1岨

第369条 ～第373条 に述べ られ ている 目的は、社 会の福祉 の増進 をはかる特別 な ものであ る。 それ ら特別 な 目的

は、公益性 あ りと認め られ、 それ らを増進す るための信託 は、公益信 託と され ている。本条で扱 う ものは、コ ミ

ュニテ ィへ の貢 献 と公益 目的の範晴 に含 まれ る前条 とは別 に、 よ り多数 の層 の 目的を扱 うもの である。 どの よう

な試みで も本条 の範 晴に含 まれ る公益 目的 に適合せ ずには設定 できないし成功 も しないだろ う。第388条 注b参 照。

前条 までの範 囲に含 まれない ような特別の 目的 を本条 に含む ことが できるのか どうかは、 その問題が発生す る時

と場 所に よることが 多い。各 々の事例 の問題は、 いつその問題 が起 こったのか、 その問題が起 こった州にお いて
、

その 目的がコ ミュニテ ィに社会貢献する と妥当に支持 されてい るか どうかによ る。

以下 の注 では、公益 目的 と して認め られた ものの いくつ かを述 べてみ る。

b.禁 酒 的促進

ア ルコール類の禁止 を促進 するための信 託は公 益信託 である。 その ような信託は酒 類の製造 ・販 売が法的 に禁

じ られているいないに よらず有効 である。そのよ うな信託 は、節度 な く酒 を飲 ませて いるのは悪魔 である という

教育 を通 じて禁酒 をめ ざす 目的 でも、絶対禁酒 と節度 あ る飲酒の両方 を含む 目的 で も有効であ る。

.c.動 物 の.救沸

動物に危害 を加えるの を阻止す るための信託 は、公益 信託であ る。 たとえば動物 の虐待 を防 ぐ信 託、動物 のた

めの施設 をっ くるための信託、動物の治療 ・病気 やけがの手当のた めの信託 も公益 である。

菜食主義 を促進す るための信託は、人間 の健康 の増進 を 目的 とす るだけでなく(第372条 参 照)、 食料 として使
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われる動物 の救 済のための信託 も公益 であ る。

旦.._[耳塞寮4迎 挺進

国家の安 全を促進 す るため の信託 は、公益信託であ る。その手段が 、武装 解除 によって平和 を促進 させよ うと

も、 戦争 に対 し、軍備 を充実 させ よ うとも、そのよ うな信託は、公益信 託であ る。 たとえば、市民 にライフル銃

や その他兵 器の使い方 を訓練す る目的 であって も公益で ある。軍隊の効率 を上げ ることにつ なが る信託 で も、兵

士 の運動 力を向上させ るための信託 で も公益である。

旦._種 竺の愛 国 目的

愛 国心 を教え こむ ための信託や、 その他愛国 目的のための信託 は、公益信 託で ある、 たとえば、歴史上、 重要

な出来事 を適 当な儀式 によ って記念す るための信託は、公益信託で ある。た とえば戦没将兵記念 日とか独立記 念

日の儀式 のための信託 は公 益で ある。

f.社 会 目的

コ ミュニテ ィの一員 の幸福 や福祉 を推進 する信託は、公 益信託であ る。 た とえば、市の美化、 自然保護、 コ ミ

ュニテ ィにアス レテ ィックがで きる場 を増 や した りするための信託は公益 であ る。 また、公共 のコ ンサ ー トを開

いた りコ ミュニテ ィで歌 を うた った りす るための信託 も公益であ る。 そして、町の住人のた もの釣 り場 をつ くる

の も公益信 託である。水泳 やその他の スポーツのための公 営施 設 をつ くる信 託 も公益信託で ある。 これ らの信託

の うちのい くつかは健康増進 のため(第370条 参 照)、 教育の一形態 を含む(第370条 参照)こ とを背景 にして支 持

され るだろう。 しか し、 これ らの信託が コ ミュニテ ィ全体 の幸福 をつ くってい るということだけでも十分 なので

あ る。

一方、 コ ミュニテ ィの全 ての人の利益 のための信託は公 益信 託であ る必要 は必ず しもな い。 たとえば もしその

市の貧 しかろうが金持ち であ ろうが、 ある特定 の人に毎年 の収 入 として信託 で大金が与 えられ るような場合、 そ

の各住人 は利益 を受 ける ことにな って も、 コ ミュニテ ィの社会 的貢献が その結果 、果た され ていな いような ら、

その信託 は公益 では ない。

呂L機 会且三賊建 され 工LL直 ムの た]幽 蘭 語

貧 困にみ まわ れて いるのではな いが、 リフ レーシ ョンや娯楽 の機会 がほとん どな い人達の幸福あ るいは福祉 を

促進す るための信託 は、公益 信託であ る。たとえば、勤労 女子に新鮮 な空気 を もた らす休 暇や ピクニ ックのため

の設備 を供給す るた めの信 託は公益で ある。また、通常 のコス トに よっての勤 労女子のため に宿泊所 を建設 した

り維持す るための信託 は公 益であ る。利益 が貧 困者に限 られていな くても、 その他 には利 益 を確保で きないよ う

な人 々の ために、快適 かつ適 切な環境 をつ くるためにお金 をっか って生活改善 のた めの機会 を与 えて いるな ら、

その信託 は一般大衆 の不特定 の者の利益 のための ものであ る。

若 い男女 が生活 してい くの を援助す るための信 託、 た とえば、職 につ こうと して いる若 い人達や、専門家 にな

ろうとす る若 い人達 に低利手 で金 を貸す ための信 託は、公 益信 託であ る。

若 い男女 の道徳意識、知識 、身体の水準 を向上 させ る制度 をつ くった り維持 す るための信託 は公益で ある。た

とえばYMCAあ あ るいはYWCAを 維持 した り、読書、 体操 、社会的集会、 正当な料金 で食事や 下宿 をまかな
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うための信 託は公益であ る。

』ユ 堪の蛆1口}三維 持

財産権が、墓 や記 念碑の建立や維持 にあてるよう指 示が なされ て贈 与された場合 、通常、公益信 託の設定 とは

な らない。 しか し、 それが教会の構造 の一部 であった り、名士 の記念 のためな らば、その財産権 か らの収 益がそ

の維持のた めに永久 に使われ るとして も、有効に公益信 託は設定 される。 また、墓 の維持のため の規定 では公益

信託は設定で きない。 しか し、公営墓地 とか協会敷地 の維 持のた めの信託 は公益 である。

公 益信 託 として設定 で きな い墓 をつ くった り維持 した りするため の規定は、それ を執行 でき る受託者が いなけ

れば私益信 託 として も設定 で きない。普通法 によ り譲渡 がな された時か ら生存期間及 び死後21年 間 であ ると ころ

の永 久拘束禁 止則の期間 中は、財産権 を与 え られた者が その財 産権 を指定 された 目的 に充当 する権限 をもつ。第

124条 参照 。

多 くの州 の制定法 で は墓地 や墓、記念碑 な どの永久管理 に財産 権 を譲渡する ことを認 めている。

ユェ 州の外 での公益1'1附

そ の州 や合 衆国に属 していないコ ミュニテ ィの一 員の利益 のために信託が設 定 され るという ことだけでは、公

益信託 となる ことを さまたげない。 たとえば他州 の貧 困者 の利益 のため、 または他国の病 院の設立 のための信託

は公益であ る。どの州の法が その信託 を決定す るかの問題 は、抵触法 の問題 と リステイ トメ ン ト本条 の範 囲内で

あ るか否か という ことであ る。

L駈 怯 に粟 田を加.え幽

信 託の 目的遂行が現行 法の変更 を含む場合で もその信 託が公益 とな ることが ある。不法 な方法 で、 たとえば革

命 ・贈賄 ・不法陳情 ・立法府 の一員に不当な圧力 をか かる といった方法 で法 を変更す る ことがその信託 の 目的で

あるな ら、その 目的 は違法 であ る。第377条 参照。有権者 を啓蒙 して間接的 に法 改正 の気運 を高めた り、立法 者に

効 き 目のある ような正当 な影響 力を通 じて、その法 改正 を運 ぶ ことが 目的だ ということは、 その 目的が法 に則 っ

て いた り、公 益的で あるとい うことの妨 げ とはな らな い。

行政府 の構成 や方法 を改良す るための信 託は公 益であ る。たとえば国民発案 や国民投票 を通 じて有権者が立法

を直接操作 する とい うものが それである。また、 代議制の政府 をつ くるための信託は公益で ある。

k.政 治 目的

あ る特定 の政治 団体の成功 を促進す るための信託 は公益 ではない。た とえばその団体の者 らの選 挙でその団体

を援助す るとか、 その他その団体 の利益 を図るた めに収益 を永久 にその団体 の長 の裁量によ って使 う ことがで き

るよ うな多額 の信託 は公益では ない。あ る政治団体 の費用負担 をす るのはコ ミュニテ ィの社 会貢献 とはいえな い

のであ る。 しか し、 もし特別な運動の振興が公益で ある場 合に は、 ある政治団体が その運動 を擁護 していて も、

その運動 の振 興 を非公 益的だ ということはで きな い。 た とえば、あ る政治団体が そのような禁酒 運動 を擁護 した

り反 対を唱 えた りしていた として も、制定法の禁酒 法や 地域での住民投票か酒類販売 の公的 な規 制 を通 じて、禁

酒 を奨 めるための信託 は公 益であ る。また、望 ま しい自由貿 易や肥 後主義的な関税 などの経済原 則 をつ くるため

の信託 は、政 治団体が これ らの問題 に異 なった立場 をとろ うとも公益である。
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1.玉 評 な理 由

信 託か設定 される一般的 な 目的が社会 の福祉 を促進 す るもの と考 え られ る ものであれば、大多数の人 や、裁 判

所 の人達 が、 その委託者 の特 定 な目的が、 賢明でない とか、一 般の 目的遂行 には採用 され ないものだと考 えて も、

そ の事実 だけでは、公益信 託 とす ることを阻止できない。た とえば、 ある宗 教上の教義 を推進す るため の信 託は、

た とえ、 その教義 を支持す る人がほ とん どいな くて も、公益信 託 とな る。 また、支持者がほ とん どいな かろ うと、

谷津税制 を提 唱す る書物やパ ンフ レッ トを刊行す るため とか講演 をす るた めの信託は公益であ る。公益信託 の大

きな利点 のひとつ は一般的 には受け入れ がたい考 え方 で も経験 的に試す ことを許す ところにあ る。

コ ミュニテ ィの社会的貢献 を 目指す2つ の矛盾 する意 見が、 た とえお互 いに対立 していた として も、裁判所 は

一方に味方 した り判決 した りは しな い
。 た とえば軍縮 による平和 のための信託 は、軍備に よる平和のための信 託

と同様に公益 である。注d参 照 。

m.杢 合理 または無 益な 目的

不合理な 目的のための信託 は公 益ではな い。 もし裁判所が、 その 目的がコ ミュニテ ィの社 会的福祉 につなが ら

な いと考 えるだけではな く、理性 ある者は そうは しなし、 そうは思 わないだ ろう とい う意 見を持った場 合、そ の

信託は公益信託 とはな らな い。 何が愚 か し く何が不合理 であるかとい う判断 は難 しい。程度 と限界 の差 異が異 な

る時 と場所にお いて違 って くるのだろ う。

また、無 益な 目的のための信託 は強制で きない。 たとえば、遺言者 が芸術だ とみなして も、実 際は全 く芸 術的

価値 がない ような美 術品を陳列 するための美術館 を開設す るため の信 託は強制 され ないだろう。また、遺言 者の

執筆 した物 が もし無 価値 な らば、 それ を公刊 ・配布す るための信託 は強制 力 を持 たない。可及 的近似 の原則 が適

用 できるよ うな、遺 言者 が教育 を促進 させ るのに さらに総体的な公益 的な意 向が 明示 され ていない限 り、 前述 の

よ うな信 託は失効する。

旦 スポーツの振興

スポーツの促進 というためだ けの信託 は公益信 託ではない。 しか し、子供連 の間 にスポー ツを推進す るための

信託 は、それが子供達 の教育の一部 として、精神 な らびに身体 の改善 をはかる という理 由で認 め られる。 また、

ライフル射撃 を上達 させ るための信託 は、国家防御 を促進 するのに役立っ とい う背景 をもっていることか らも公

益 である。

第375条 特定の受益者

信託 により利益 をうける者 の数が少数で あった り、不特 定の 階層 の人達で ないため、その信託 を実行 して も、

その コミュニテ ィの利益 になる とはいえな いような場合 、その信託 は公益信託で はない。

注:

旦、 この規定の範囲

信託の受益者が特定の階層 に限 られ る場合、そ の信 託の実施が コ ミュニテ ィの利 益にな り、その信託 を公益信
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託 とするに、その階層 が十分な広が りをもって いるかど うか、 また、逆に コ ミュニテ ィの利益 に な らないよ うな

狭 い ものであ るかど うかは、程度の問題で ある。

その信託が貧 困者 を救済す るための信託(第369条 参照)、 宗教 のための信託(第371条 参 照)、 健康増進 のため

の信託(第372条 参 照)の うちの どれかで ある場合、 その信託が公益信 託であるか らといって、 その信託行為 に よ

って直接利益 を享受 す る人の階層 は、 その信託が その階層の まさに総 体的 な利益 のため とい うよ り小 さい もので

あ ってもかまわない。

h.限 定 され丸受 益者

信託が指定 された受益者 のためだけに設定 され る ときは、 たとえ、 その信託 の 目的が貧困 の救済 や教育 を与 え

るもの、 あるいは、宗教上 の幸福 の促進や健康 を増進 す る ものであって も、公 益信託ではな い。

c.一階胴 が限 定 され る場 告

貧 困の救済 を 目的 とす る信 託は、たとえその受 益者が特定 の都 市の住人 とか、特定の教会 の一 員に限定 され る

場合 で も、公 益信託 である。

旦L－親題

委 託者 の」血縁の中 か ら、受 託者が選んだ人のために即時 分配す るという信託は有効 である。第121条 参照。 しか

し、た とえ、そ の受託者 が貧 しい血縁者 だけを選んだ と して も公益信託にはな らな い。 その信託が即時分配 をし

てお らず、信託条項 によって永久拘束禁止則の期間 を超 えて続いた場合、その信託 は無効 とな る。 たとえば、委

託者のひ どく貧乏 な直系卑属の救済のための信託 とか 、委 託者の直系卑属の教育 のための信 託は公益信託 ではな

い し、永久拘束禁止則 を超 えれ ば無効 とな る。一方、受 益者が、委託者の直系卑属 に限定 されな い場合、貧 困の

救済、 または教育 の振 興 を日的 とす る信託 は、 たとえ、信 託条項 によって、委託者 の直系 卑属 に優先権 が与え ら

れて いて も、公 益信 託であ る。

e.友 愛組合(fratロ1・,1alqrganizatjon)

公益団体 でない友 愛組合 の一般的な 目的 のための信 託 は、公益信 託ではない。 その組合の構成員 の うち貧困者

を救済 を 目的 とする信託、 あるいはその家 族の一 員の うち貧 しい者 を救済 するための信託は、公益 信託であ る。

たとえばフ リーメイソ ンである とか、 ある教団の特 定の支部 の構成 員のひ どく貧 しい未亡人や孤 児のための信託

は公益 であ り、また、 その組 織のひど く貧 しい構 成員の家 をつ くった り維 持 した りす るた めの信 託 も公益であ る。

f.社 交 クラブ

社 交ク ラブや、それ と同 じよ うな組織 のための信託 は、 そのク ラブの利益がその構成員 に限 られ るため、公益

信 託ではない。た とえば、ゴルフ ・クラブや大学の同好会 のための信託は公益ではな い。一方 、 クラブが社会的

な性格を もって いれ ば、 もしそのクラブの 目的が公益促進 であ るな ら、公益組織 とな る妨 げには な らない

且 裡刷1措

特定の企業 に雇わ れてい る人の うち、貧 しい人 を救済 す るための信託は、公益信託 である。 また、特定 の鉄道

とか産業の被雇用者 に限定 され ているとして も、貧 困者 の救済の ための信託は公益 である。一方、 その信託 が永

久拘束禁 止則 の制御下 にな い制定法に よって規定 され てい るに しても、被雇用者の年金信 託は公益 ではない。
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互..階 層 がせ ま一く.s.継続期 間迦ヨミ蝿 確 な場 合

ある階層 のメ ンバー の利益 のため に信 託が設定 される場合、 その信託が永久 に続 くもの とされ ると、 その階層

に入 る資格 を もつ人が限定 されな いという ことだけで、その信託 に公益性 を与 え るものではな く、 もし、 その階

層が非常 に狭 い場合 は、 その信託の実施 がコ ミュニ テ ィの利益 にな らないとい うことで、公益信託ではな くなる。

たとえば、信託開始時 の委 託者の直系卑屈 の利益 のための信託 とか、 その直系 卑属がひ どく貧 しくな った時 のた

めの信託 は公益 ではない。注c参 照。 また、貧 困とい う条件をつけ たとして も非公益組織の長 に、 ある額 の金銭

を支払 うような信託 は公益 ではな い。

一 方、信託 が同じように限定 され た階 層の構成 員に限っていて も、 もし間接 的にコ ミュニテ ィの利益 をもた ら

し、受取人 にはむしろ利益 を与 えな かった場合 は公 益であ る。た とえば、 ある公益的な教育機関 の特定の教授職

に当時在職す る者の利益 のために、 その信託の基金 か ら収益を充 当す るような信託は、給与な いし年金の どち ら

の形式 をとって も、 その結果 が教育 の振 興につながる と考え られ るな ら公益 であ る。 また、特定 の教会の当時 の

聖職 者の利益 のための信託 は、 それが宗 教の発展 につなが るな らば公益 であ る。同様にあ る特定 の教会の現在 な

いし将来 の聖職 者が残 す未 亡人や孤 児のための信 託は、その者 らが貧 困でな くて も公益であ る。

i.即 時の分配

信 託条項 によ って、信 託財産の元本 が、す ぐに分配 され るもの となっていて も、その信託が、十分 に広 い層 の

受益 者のための ものであれば、公益信託 である。無 制限な期間継 続す る公益信 託 も有効であ るし(第365条 参照)、

ほんの限 られた期間継続 する もの、 あるいは、その信託財産が、即時 に分配 され るもの とな っている公益信託 も

有 効である。た とえば、貧困者 に信託基 金の元本を分配す る信託は公益 であ る。

火災、地震、難破 、かんぱっ というよ うな大災害に見舞われた人達 を救済 す るための信託 も、公益信託 であ る。

被 災者達 にす ぐに分配 され ることや、彼 らが貧困者で ないか もしれ ないとい う事実 は、そ の信託 を公益信託 とす

るのに妨 げ とな るものではな い。 なぜ な ら、そのよ うな大災害が あった場合 には、金持で あろうとなかろ うと、

被 災者には、即時の援 助が必要 とされるか らである。

j－_受 取 △亘Lへ数逆」壁 され五星査

信託か ら利益 を享受 す る人の数が少 な くて も、その人が十分大 きい階層 か ら選 ばれ たの な ら信 託は公益信託 と

なる。た とえば、貧 しい少数の者 の利 益のために元本 をあてる信託、 ひ とりの貧 しい少年 の教育 にかかる費用 を

支 払 うための信託、委託者の死後5年 間に制作 され たもっともす ば らしい芸術作 品を賞す るために元本 を充当す

る信託は公益信託である。各 々の場 合、利益 を受け る人数 は限 られている もの の、選 ばれ る もととなってい る人

々の階層は、公益信託を設定す るに十分な くらい広 いといえる。

第376条 個人的な利益

信託財産、 または、それか らの収 益を個人的に利用 することを目的 とする信託 は、公益信託 ではない。

注:
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旦 に.一低ム所{∫の描 世

教育施設、病 院、貧困者 のためのホー ムなどの建 設や維持 を 目的 とする信 託は、そ こか らの収益 を特 定の受益

者に支払 うとか、非公益 目的 にあてられ るという時には、公益信 託ではない。たとえば、遺 言者 が金銭 を学校の

設置のため に遺 贈 し、その学校 からあが る収益 は、彼 の相続人 または、彼 の指定 した受益者に支払 われる とか、

非公益団体 に支 払われる もの とした場合 には、 その信 託は公益信託 ではない。また、受託者が選択 した施設に遺

贈 され る場合 は、 もし受託者が施設 を個人的な利益 のため に経営す るような選択権 を与え られ ているな ら、公益

信 託ではな い。 しか しなが ら通常、受託者が選択す るよ うな教育施設 の遺贈 は、個 人的な利 益 のため経 営 されて

い る教育施設 を含まない とされ、 また公益的な遺贈 であ ると解 され ている。

著 名人の家 を永 久に保存す るために収益 を充当す る信託は公益信託 ではないし、 個人 所有 もの な ら無 効である。

従 って基本的 な利 益は公共 というより所有権者の もの とな る。

』L,1:」随 的な金銭 ヒ酬 益

公 益を 目的 と していな い者が公益的な施設の維持 か ら偶発的 な利益 をうけても、 その施設 が公益的 な存在であ

る妨 げ とはな らない。た とえば、公益 目的 を促進す るための施設は、 たとえその管理人 や職 員や被雇用人 などに

給料 が支 払われ て も公 益信託 であ る。 しか し、 もしその給 与の確保す ることが、全 くその施 設の利益 を確保 する

ための方策 として考 えれて いるのであって、仕事の対価 として与 えられ る報酬で ないのな ら、その施設 は公益 的

な施 設ではな い。

C.費 用 の支払 い

教 育施 設、病院、貧 しい人達のためのホームの設置 や維 持 を目的 とす る信託は、 たとえ生徒 や患者や居住者 が

費用 を支払 うものとされていて も、その収 益が、それ らの施設の維持だけに使われ、 あるいは、他の公益 目的 に

使わ れる場 合に は、公益 信託である。

d⊥ 一利益 の皇ヒ 事業

その利 益が、公益 目的にのみにあて られる ものであれ ば、その経営の結果 として利益があが って も、 それ だか

らといって公 益信託 でな くな るわけではない。利 益 を個人 的な 目的に充当で きるのは、信託が公 益 として終了す

る場合 のみであ る。 その収益 が利益 を生む事業 のため とか、 その他の公益 目的のために使われ た として も、そ の

信託 は公益 であ る。利益 自体が公益 的ではない事業 か ら得 た ものである とい うだけでは、その利 益 を公益 目的に

使用す るな ら、その信託 が公益 である ことの妨 げ とは な らない。た とえば利益 が国 内の科学教育 のための施設の

設立 と維持 のために与 え られていて、 その施設 が食 堂 を経営 し、その食堂 か らの利益 をその施設 の 目的のために

使用 しているよ うな場合 は、 その信託 は公 益である。同様 に人 々に寄付するよ うに と懇願 した り、人々か ら買 い

入れ た中古品 を扱 う店 を経営 する信託 は、店 の経営 か らあがる収 益を貧困者を救済 す るために使 用するな ら公益

で ある。

第377条 不 法の 目的
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公益信託 は、不法の 目的の ために設定す ることはで きない。

注:

日.坦 坦 を一目的上 す る」迎

信 託条項 で、犯罪の 目的 のために、信託財産 を充 当する とい う規 定がな され てい る場 合、その信託は無効 であ

る。 たとえば、信託財産 を革 命の推進 や、法律 でその印刷、配布 が禁止 され てい る書籍 やパ ンフレッ トを印刷、

配布 する費用 にあてるとい う内容の信託 は、無効 であ る。また、 重婚 とか その他の性的犯罪 を推進す るた めの信

託 は無効 である。

上⊥一犯罪 蔭膳 田上なる もの

刑 事法 上の違反 の誘 因となる傾向 を有す る信託 は、無効である。 たとえば、狩 猟法、交通法、飲酒法違反の 行

為 な ど刑事法 上の犯罪 で有罪 判決 を受け た者 の罰金 の支払 いに、 信託財産 を充 当す るとい うような信託は、無効

で ある。

c.公 序 に反 するH的

法律 によ って禁止 されてい るので はないが、 公序に反す るような行為 の遂行 を目的 とす る信託 は無効 である。

たと えば、その治療 論理 が危険 であると認め られた ような 内容の講座 を医学校 に開設す るための信託 は無効 であ

る。

d.一 法 の一二段

公益信託の設定 目的が適法 であれ ば、 その 目的遂行が、不法 の手段 でな しうるという事実 だけで、 その公益 信

託 は無効 とな ることはない。た とえば節酒 を推進す るための信託 は、それ が法 改正 を含ん でいて も(第374条 注j

参 照)、 その変更が革命 とか立法府 への贈賄、その他違法 な手段に よって実現 す ると想像 された として も、違法

ではな い。

委託者が違法 なや り方で 目的 を達成 しようとしたその方法 を指示 しただけでは、公益信託 が無 効 となる ことは

ない。た とえ委託者が、不法 の手段 を指 示 して いるとして も、 その信 託の本質 的 な 目的が、 不法 ではない他の手

段 に よって遂行 しうるもの であれば、その公益信託は無効 ではな い。第381条 注c参 照 。しか し、委託者 の指 示 し

た手段が、委託者の 目的の不可 欠部 分であ って、 しか も、 その手段 が不法 であれ ば、 その公 益信託は、無 効 とな

る。上記 の場合、適法な信託条 項と不法 な信託条項 とを分離す る ことがで きないか らである。

e.前 後郷

財産権が、特定の公益 目的 に充当 され るように贈与 されたが、 その 目的を実行 す ることが不法または不法 とな

るに至 った場合 の、可及的近似 の原 則の適用 については、第399条 を参 照。

不法 の条{'1・については、第401条 注h、m参 照 。

私益信託 の不法性に関 しては、第60～65条 を参照。

第4節 公益信託の事務処理
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第378条 受益者能力

(1}自 然 人は、財産権 を自己のため に取 得、保有 し、 また自己のために所有する能力を有す る範囲で、公益信

託の受託者 と して、信託 財産 を取得 、保有 し、信託 の財産管理 をなす能力を有する。

(2)合 衆 国および各州 は、公益信託 の受託者 と して信託財産 を取 得、保有する能力 を有す る。ただ し、制定法

によって別段 の規定が なされていない 限 り、合衆 国および各州 に対 して、公 益信託 の履行 を強制 する ことはで き

ない 。

(3)法 人は、公益信託 の目的が、その法人の目的 と密接 な関係があ る範囲で、公益信託の財産 管理をなす能力

を有 する。

(4)法 人格なき社団 は、 もし、その社 団が、自己の利益 のため信託財産を取得 し保有す る能 力を もたない とき

には、公 益信託の受託者 と して、信託 財産 を取得 、保有 するこ とはで きない。

(1)項 の注:

a.11然 大 輪1UralP白r3叩s}

自然人が、公益信託 の受託者 として、信託財産 を取得 し、保 有 し、 また公益信託 の財産管理 をな しうる能 力の

範 囲は、その者が、私 益信託の受託者 として、信託財産 を取得 し、保有 し、 また私益信託 の財 産管理 をなす能 力

の範囲 と同 じである。私 益信託 につ いては、第89条 を参 照せ よ。妻、未成年者、精神異常者、外 国人お よび非居

住者の能力につ いては、第90条 ～第94条 を参照。

(2)項 の注:

b.合 寒 国

合衆国は、公益信 託に基づ いて、信託財産を取得 し、 保有す る能 力を有す るが、制定法 に別 段の規定が ないか

ぎ り、合衆国 に対 し、その信託 の履行 を強制す ることはで きな い。

公益信託の 目的 が明示 され ているか、 あるいは、合衆 国憲法 によって合衆 国に付与 され て いる権限 の範 囲内で

あ ると推断 しうる場 合にのみ、合衆 国は、公益信託 の財 産管理 をな しうる。

⊇

各州は、公益信 託に基づ いて信託財産 を取得 し保 有する能力 を有 するが、制定法 に別段 の規定が ないかぎ り、

州に対 し、 その信 託の履行 を強制す ることはで きない。

各州は、憲法、 お よび合衆 国または州 の法律 によって制限 され ているのでないかぎ り、 どの ような 目的 のため

の公益信託 で も財産 管理 をな しうる。

(3)項の注:

[1.」61方公」じ1;11体(■unicip旦1£OIコ魍tjqn}

地方公共 団体 は、地方公 共団体の活動 として認 め られ る範 囲に含まれる と考え られるよ うな 目的、 た とえば、

教育 の推進、貧 民の救済、健康 の増進、公 園、公 共用建物 ・施設 の建設と維持 その他の公益 目的(た だ し宗教上

の 目的は含まれない)の ための信託受託者 としての行為 をなしうる。
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【第11章 】

地方公共団体 の権限の範囲につ いては、制定法 が定 める もの とされ るのが殆 ど大部分で ある。

旦L私 法人 撫 迦 辿旦一斑rPP:且且pn旦1

信託財産 を取得 し、保有 しうる私法人 の能力の範囲は、法律 で制限 され てい る場合 を除 いて は、 自然人 の能 力

の範囲 と同一 である。また、公益信託 の財産管理 を私法人がなす場合、 その能 力の範 囲は、法律 によって、私法

人に与え られ ている権限の範囲 によ り定ま る。信託会社や信託銀行 は、私 益信託 と同様、公益信託 の財産管理 に

つ いても、受託者 としての行為 をな しうる権限 を与 えられ ている。

-f.一画 緩拳螺

法人に対す る遺贈 をな しうる権限 につ いての制定法上の種 々の制限、お よび信託財産 を保有 しうる法人 の能 力

に関 しては、第96集 注a～c参 照。 また、第362条 注d参 照。

信託財産の管理 をなしうる法人 の能 力に関 しては、第96条 注d～h参 照 。そ こに述 べられ ている規則 は、私 益

信託 だけ でな く、公益信託に も適用 す ることがで きる。

(4)項 の注:

乱 法ム楕 なき一社団.【u血」』巳prpq工麟 岨 路 圭血c幅tions1

法人格 なき社 団は、土地 に対 する普通法上の権原 を社 団として取得 し、保有す る ことが できないのであるか ら、

信託 として土地 を取得 し保有 する こともで きな い。

もし法人格 なき公益団体 に財 産権 が遺 贈 され て も、 その団体が財産権 に対す る権原 を取得 する能力を もたない

か らといって、 その信託が失効 するわけで はない。第397条 注f参 照 。

注:

h.受 注者 力1、無能 ノ1であ る堪 食唖幼妻

財産権 が生前行為 また は遺 言で公 益信託 に譲渡 された場 合、受託 者 として指定 された者 がその財産権 に対す る

権原 を取得 する能 力を もたな くて も、委託 者が公益 信託 は 自分 が指 名 した者が受託 者 としての行為 をしない限 り

開始 され ない とか、受託者 と しての行為 をお こなわ ない限 りその信 託が実施 され ない とい う意 思 を明示 してな い

ないな らば、意 図された信託 は効力 を失わ ない。第397条 参照 。

第379条 受託者の義務

公益信託の受託者の義務は、私益信託の受託者の義務と同一である。

注:

玉㌔葦蓮音部借ムで」⌒

受託者の、公益信託の財産管理に関する義務は、私益信託の受託者の義務と同一であるが、通常の場合、個人

の受益者が公益信託の受託者に義務を負わせたり、強制したりすることはできず、法務長官の提起する訴訟によ

ってのみ強制することができるという点が異なっている。第391条参照。

公益信託の受託者は、私益信託の受託者と同様に、以下の義務を負う。信託事務の処理をなすぺき義務(第
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169条参 照)、 信託 の財 産管理 に際 しては、専 ら公益 目的 の遂 行の ため に利益 とな るように、 はか らうべ き義務

(第170条 参照)、 受託者 が 自ら履行す ることが相当で ある とされて いる行為 を、他人 に、 自己の代 りに なさしめ

てはな らない義務(第171条 参照)、 信託事務の処理に関 する明確な計算書 を記入 し、 これ を提 出す る義務(第

172条 参照)、 信託財産 の性質、額 につ いてのあ らゆ る正確 な報告書 を備 えてお く義務(第173条 参照)。受託者 が

信 託の財 産管理 をな すにつ いては、通常の思慮 分別 を有す る者 が、 自己の財産権の処理につ いて用 いる と同程度

の注 意義 務(第174条 参 照)、 信託の財産管理 をなすにつ いては、相当 な手段 をとるべ き義務(第175条 参照)、

相 当な注 意 を以 て、信 託財産の保全にあたる義務(第176条 参照)、 信託財産に属す る権利 を実行 す るに相当 な

手段 をとるべ き義務(第177条 参照)、 信託財産に損失 を与 え る虞れの あるような訴訟 に対 し、応 訴 をなすぺ き義

務 、ただ し応訴 しない ことにっ いて相当な理 由の存す る場 合は別であ る(第178条 参照)。 信 託財産 を受託者 の固

有財 産か ら分離 すべ き義 務(第179条 参照)信 託財産た る基 金 を銀行に預金す ることが相 当と認め られ る場合 には、

銀行 に預 金すべ き義務(第180条 参照)。 相当な注意 を以 て、信託財産 の収益 をはか るべ き義務(第181条 参照)

瓦_公 益諌 人(己haritabl岳 斑 叩o臼tion)

公益法 人の場合、理事 会の構成員は、それが理 事、受託 者いずれの名称で あっても、多少類 似 した性質 の義務

を負 う。その義務 の範 囲は、公益 目的のため信託財産 を保 有す る受託者が個人 である場合 の義 務の範囲 と必 ず し

も同一ではな い。たとえば その法人の基本財産の運 用 を扱 う者 を指名す る理事会や、 その理 事会の行為 を全般 的

に監視 するた めの理 事会 は妥 当であ る。

公益業務 を営 むためには個人受託者 と公益法 人の双方 が管理 して いるのが大 多数で ある。

第380条 受託者 の権限の範囲'

第調1条 に述べ られ てい る場合 を除 き、公益信託の受託者 は、以下の ような権限にかぎ り、これを適法 に行使 す

る ことがで きる。

(a)信 託条項 中、特 定の文言 を以て受託者に附与 され ている権限

(b)信 託の 目的を遂行 す るのに必要 または適法な権 限で 、信託条項で禁止 されて はいない もの

注l

a.本 条に述べ られてい る規則 は、私益信託に適用 される規則 と同 じである。

h、 費用立川 の権限

公益信託 の受 託者 は、信託 の 目的の遂行 に必要 あるいは適当な費用 で、信 託条項 で禁止 されて いない もの、お

よびその他 の費 用で、信託条項 で権限 を与 えられ ている ような ものの支 出をなす権限 を有 す る。私益信 託っいて

の第188条 と比較 。

巴,質 社史権 限

信託条項 に別 段の規定が ないかぎ り、公益信託 の受 託者は、相 当なる期間 、相 当なる条件 で、信託財産 を賃貸

す る権限 を有 する。私益信託 について の第189条 と比較 。
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d .,●巳EPの柚樺]

信 託条項 中売却 の権限 がはっ きり明示 されている場合 、あるいは売却が受託 者の信託 目的遂行に必要 かつ適 当

な場合、公益 信託の受託者 は、信託財産 を適法 に売却 する ことができ る。 ただし、信 託条 項で、上記の売却 を禁

ず る旨、特定 の文言 を以 て明示 されて いる場合、 あるいは信託財 産を現 物の ままで保 有すべ きことが、 信託条項

の趣 旨から明白である場合 には この限 りではない。私益信 託につ いての 第190条 と比較 。信託財産の売却 を許可

す る裁判所 の権限 につ いては、第381条 お よび第399条 参照 。

已.」譲斑担 曲}描、fi禰 設定の権限 ・金銭イ幽 権 限

第381条 に述べ られ る場合 を除 いて、公 益信託の受託者 は信託条項 によって、その権限 を与 え られていないかぎ

り、信託財産 につ いて譲渡担保権 または質 権 を適法に設定す ることはできない。ま た、信託財産 を引き当 てに し

て金銭 を借入れた り、信託財産 に担保権 を設定 した りす ることはで きない。私 益信託 にっ いての 第191条 参照 。

㊨L」 皇基壬続 、L権利 放棄 の椎1翼

公益信託の受託者は、相当 な思慮分別 を以てなすか ぎ り、信 託財産 に影響 を及ぼす ような和解や仲裁手続 や権

利放棄 を適法 になす権限を有す る。私益信 託についての第192条 と比較。

⊇k武 並則 す壷権限

信 託条項 で別 段の定 めがな いか ぎり、株式 その他の有価証券 が公益信託 として保 有 されて いる場合の受託者 は、

議決権 その他株 式や有価証券 の保有者 としての権 限を適法 に行使 す ることが できる。私益信託につ いての第193条

と比較。

h,数 人 の受託 者

公益信託 の受 託者が数人 いる場合 、その者 らに付与 された権限 は、 信託条項 に別段 の定 めがないかぎ り、受託

者の過半数 によって適法に行使 する ことが できる。第388条 参照 。

第381条 信託条項の回避

裁判所は、公益信託の条項の遵守が不 可能また は違法であるか、委託者 の知 りえないあ るい は予期 しない事情

のため、信託条項の遵守が信託 目的の達 成を妨げ、あ るい はそれに重大な 障害 を与えた りす るものであ るとい う

こ とが明かにされた場合、公益信託の受託 者に対 して、信託条項 を回避す るこ とを命 じ、 また は許可す ることが

で きる。

注:

a本 蜆 貝ljの適1正1範‖互

木 条に述 べ られている規則 は、私 益信 託に適 用 され る規則と同 じで ある。第165条 ～第167条 参照。本条に述べ

られている規 則は、 信託の財 産管理 につ いての公 益信託の受託者の権利 と義務 を どう扱 うか ということであ る。

また、信 託 目的の達成 の方法 を どう扱 うかを述 べてい るものである。特定の 目的を実現 するのは現 に不可能 だと

か違法 である とか先 々そうなる場合、委託 者に指示 された特定 の公 益 目的以外 に信託 財産を充当 した受託者 を許
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可す るのか、 命令す るの か どうかの範 囲は可及的近 似の原則 に含まれ るが、それについては第399条 で扱 う。

b,不 ∬∫能ρ;po皐3ib川 虹1

公益信託 の受託者は、不 可能 な行為 をなすことを要件 とす る信 託条項につ いては、その要件 の充足 に応 じた り、

あるいは充足 に努め るべ き義務 は負わない。たとえば、 もし受託者 が特殊 な種 類の債券に信託財産 を投資 す るよ

う指示 されたが、その債券 がま った く無 益だった場 合には、受託 者はその債券に投資する義務 はない。私 益信託

についての第165条 と比 較。

c_ _邉]虫(illegaliLy)

公 益信 託の受託者 は、違 法不法な信託条項 の規定 を遵守 すべき義務 を負わな い。た とえば ウイスキー蒸 留所の

所 有者が、公 益信託 として蒸留所 を遺贈 し、信 託条 項 で委 託者 がその事業 を経営す るように指示 していたが、酒

類 の製造 ・販 売が法 によって禁止 された場合には、委託者 はその事業 を経営す る義務 を負わ ない。私 益信託 につ

いての第166条 と比較 。

d、一事情変 更

委 託者の知 りえない事 情 あるいは予期 しない事情 の ため、信 託条項の遵守すれ ば信託 目的 の達 成を妨 げた り、

あ るいはそれ に重大 な障害 を与 えるような場合、裁判所 は、公益信託の受託者に対 し信託条項 の回避を命 じた り、

あ るいは許可 した りする ことが ある。 また、その ような場 合にその信託 目的 を実現す るため に必 要な らば、裁判

所 は信託条項 によって権 限 を与 えられていなかった り、許 されて いな い行為 を受託者が行 う ことを指 示 または許

可で きる もの とする。私 益信託 につ いて第167条 参照。

已.Ill艦 皐項 で、{:地 の売 却が禁止されて いる場 合

遺言者が、 ある土 地上に建 て られて いる学校その他 の公 益団体の維持 を目的 として、その土 地を遺贈 したが、

事情変更に よって、 その土地 で公益団体 を維持す る ことが実行不可能 となった場合、裁判所 は、た とえ、遣言者

がその土地の売 却および その公益 団体の移転 を特定 の文言 を以て禁止す る旨明示 していた と して も、受託者 に対

し、 その土地 を売却 し、そ の売得金 を、 その公益 団体 の移 転お よびその維持 に充 当すべ き ことを命 じた り、 ある

いは、充当す る ことを許可 した りできる。 ただ し、遺 言者 が、遺贈 した土地上 でその公益 団体 の維持が なされな

いときには、 その公 益信託 は終了す ると規定 した場合 、あ るいは、遺言者 の目的 の主 たる部 分は、遺贈 された土

地の上でそ の公 益団体 を維持 するという ことであ る場 合には この限 りではない。第401条 参 照。

また、遺贈 された土地上 に建てられ た施設の維持 その ものが遺言者 の 目的 の必須要件で あ るな ら、裁 判所 はそ

の他 の土地 でその施設 を維持 するよう受託者 に命 じた り許可で きる ものとする。第399条 参 照。

f.前 参

指定 され た 目的が不可能 、違法 または実行不可能 とな った場合、信 託条項 で指 定 された 目的 とは別の公 益 目的

に、信託財産 を充当す る許 可を与える裁判所 の権 限につ いては、第399条 参照 。

第382条 裁量的権限の制限
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公益信託の受託者が、その権 限の行 使にっいて 自由裁量 を与 えられ てい る とき、 その裁量 的権限の行使 は、受

託 者によ る濫用 を防止する場合 を除 いては、裁 判所 によって制限 され ることはない。

注:

旦,、私益信託の受託者の裁量的権限 に対 す る制限につ いての、同様の規則 につ いては、第187条 を参照せ よ。

第383条 受託者が数人ある場合

公益信託の受託者が数人あるときは、信託条項に別段の規定がないかぎり、受託者に付与された権限の行使は

過半数の受託者によって適法になされうるものである。

注:

旦」.L聖者が個ム,の勘合

公益信託の場合の規則は、私益信託の場合の規則とは異なる。私益信託の受託者に付与された権限は、数人の

受託者が全員で行使する場合にのみ適法に行使されうるのであって、信託条項に別段の定めがないかぎり、受託

者の過半数による行使はなしえない。第194条参照。

⊇

公益法人の場合、理事会に付与された権限は、基本定数または普通定款に別段の定めがないかぎり、理事会の

構成員の過半数によって、適法に行使することができる。

第3糾条 残存受託者

2人 以上の者が公益信託の受託者 と して指定されてい る場合、その うちの一 人また は数人が受託 者に就任 しな

かった り、あ るいは、死亡、辞任その他 の理由で受託者で なくな ったな らば、受託者に附与 され た権限 は信託条

項 に別段 の規定がないかぎ り、残 った受託 者によって適法 に行 使 され うる。

注l

a.本 条 に述 べ られた規 則は私 益信託 に適 用 される規則 と同一 であ る。第195条 参照 。

第385条 承継受託者

公益信託 の受託者 に附与 された権 限は、信託条項 に別段 の規定が ないかぎ り、承継受託者 によって適法に行使

され る。

注:

旦_権 甦 紐

本条に述べ られた規則は、私益信託 に適 用 しうる規則 と同一で ある。 第196条 参 照。 しか し公益信託 の場合 は、

公 益信託は永久 に続 くとして設定 され る ことがあ り、公益信託か ら利益 を享受 す る者が不特定 であるという事実

を踏 まえれば、私益信託の場合は、委託者 に最初 に指名 された受託者のみに行使権 限 を与えようとす るな らその
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委託者の側の意思 を、 よ り明確 に信託条項 に指示 してお く方 が好 ま しい。

h.E型 な植撰 のlj使 がL岨 岐 晶相 このみ 許され ろ場合

権限の行使が公益信 託の存立お よび継続 に不可欠 で、 しか も信 託条項に よって、 その権限は最初 に指 名 され た

受託者のみが行使 し うる もの とされ ている場合、 その原受託者 が死亡その他 によ り受託者で な くな った とき、信

託 は終了す る。第397条 第(2)項 参照 。たとえば委託者が選 択 した公益 目的 のために公益信託 を設定 し、最初 に指

名 され た受託者 のみがその選択 をす る ことが できるという指 示 を明示 している場合 で、原受託者 がその選択 をす

る以前に受託者 の死 亡その他 の理 由によってそ の者 が受託 者でな くな ったときには、信託 は失効 す る。 第397条

参照 。

第386条 受託者の責任

信託違反 に対 する公 益信 託の受託者の責任は、私益信託 の受託 者の責任 と同 じで ある。

注:

a.受 託 者が 個人である場合

私益信託の受 託者の責任につ いては、第202条 ～第213条 参照 。 しか しながら、公益 信託の受 託者が負 う責任 は

通常個人 の受益 者によって負荷 させ られた り、強制 させ られる もの ではな く、法務 長官 の訴訟 に よって強制 され

る ものである。

公益信託 の受 託者 が数人あ る場合、受託者 に附与 され た権 限は、その過半数 によって行使す る ことがで きる も

のであるが(第383条 参 照)、 私益信 託の受 託者 に附与 された権限の方 は、受託者全員 の同意 によ ってのみ、行使

しうるものであるか ら(第391条 参照)、 公益信託の受託 者は、他の受託者 の行為 についての信託違 反に対 して、

私益信託 の受 託者であれば当然負 うべき責任 を負 う ことはない。

b.公 益法△

公益法 人の理 事会 の構成員 は、 自 らの過失以外の責任 は負わない。

第387条 受託者の解任

裁1判所 は、公益信託 の受託者が、受託者 として の行為 を継続 してい くことは、その信託の 目的達 成に とって障

害 となるおそれがある と認め られるときは、その受託者 を解任する ことがで きる。

注:

a,本 規」ユ1上の適川範囲

公益信託 の受託者の解任事 由は、私益信 託の受 託者の解任事 由と同じである。第107条 参照 。 もし受託者の見解

が その信 託 目的 と相反す るものであった り、そうなって きたら受託者 を解任 できる。

第388条 新受託者の選任
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公 益信託 が設定されたが受託者が指 定されていない場合、 または数人 の受託 者の うちの1人 以上 の者が 、何 ら

かの理由で受託者ではな くな った場合 、裁 判所は、新た に受託者 を選任す るこ とがで きる。

注:

旦.私 益信 託の新受託者選任 と同様 の規 則のため、第108条 参照。

第389条 投資

公益信託 の受託者が 、信託資 金の投資 をなす にっいては、私益信託の受託者 の場 合の 責任 と同様の 責任を負 う。

注l

a.受 託者 が個 人の場 白

信託条項 または制定法 に別段 の規定が ないかぎ り、公益信託の受託者は、私益信 託の受託者 と同様に相当 な思

慮分別 を有 する人が、 自己の財 産 を投資す るの と同 じよ うに投 資 を行い、信託財産 とその額 を保全 し、そ こか ら

規則的に収益 をあげる ことを主 た る目的 とす る義務 を負 う。第227条 参 照。

b.公 益法人

金銭が総体的 な目的 のために公益法 人 に贈与 されている場合 は、 思慮分別の ある人がなすよ うな投資を行 うこ

とがで きる。一定の投資 を受託者 が行 うことを、 制定法 その他 によって禁 止 している州であって も、その制 限は

適 用 されな い。 その法人が基本財産 を投資 して その収益 だけを信 託 目的のい くつ かあるいは、特 定の一 目的のた

めに使 うよ う指示 され ていたと して も、 もし贈与 の条項 によって規定 されて いな ければ、受託 者に適用 されるそ

の制限は適用 されな い。

』L」資金の混同

別 個の贈与者か ら、公益法人 に金銭 が贈与 され る場合、 その法人 は、贈与 の条項 に別段 の定 めがないかぎ り、

その金銭 の使用 目的の如何にかかわ らず、それ ら別 々に贈与 され た金銭 を一 緒に して、 その収益 と ともに、種 々

の 目的に割当てて、適法 に投資 を行 うことがで きる。 同様 の手段が権利能 力な き公益 団体 に も適 用 されると考 え

られている。

第390条 受託者の報酬

公益信託 の受託者 は、受託 者 として の役務に対 し、信託財産か ら報酬を受 ける権限 を有す る。 ただ し、信託条

項 に別段 の規定があ る場合 、または受託者 が無 報酬 であ ることあるい は報酬 を放 棄す ることを合意 した場合 は、

この 限りで はない。 ただ し、受託者が信託違反 をな した場合には、裁判所 は、裁 量に よって報酬 の全部 を否認 し

た り、一部 を減 じた り、または全部の報酬 を許容 した りする ことがで きる。

注:

』⊥2E擢Ullの 剃 〒」節理

公益信託 の受 託者 の報 酬に関す る規定 は、私益信 託の受託者の報酬に関す る規定 と同一であ る。第242条 、第
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、

243条 参照。公 益信託 の場 合、受 託者が報酬 を受け取 らな い場合 は、 その 旨信託条項に もっとはっき り指示 してお

く方が好 ま しい。

第391条 公益信託の履行の強制をな しうる者

公益信託の履行 を強制 す るための訴訟 を提起 しうる者 は、法務長官 その他の公 務員 、共 同受託者 また は公 益信

託の履行の強制 に特 別の利害関係 を有 する者であ る。何 ら利害関係 をもた ない者 、委託者 およびその相続人 、遺

言執行者、遺言 管理 人な どの人格代表者 また は最近親者 は、その訴訟 を提起 することがで きない。

注:

且、翌」務長官

コ ミュニテ ィは公益信 託の履行の強制に利害関係 を有す る ものであ るか ら、公益信託の財産管理 が行われ てい

る州の法 務長官が、公益 信託の履行 を強制するための訴訟 を提 起 しうる。地方検事 または郡検事 が上記 の訴訟 を

提起 しうるとす る州 もある。その訴訟は、訴追代 行者の有無 にかかわ らず提起 しうるし、 また何人 も訴追 代行者

にな ることがで きる。法務長 官によって第三者 の利 害関係 にお いて訴訟が生 じた とき、告発者 は州 が支払 うべ き

以外 の費用 につ いての責任 を負 う。法務長官は告発 人に訴訟 を強い られる ことはな いが、その場合 は告発 人では

な く法務長官 が訴訟費用 を負担 する。

b.共 同受託者

公益信託の履行 を強制す るための訴訟 は、数人 の受託 者の うちの1人 もし くはそれ以上 の者 が、残 りの受 託者

に対 して提起す る こともで きる。

c.特 別坦 利害摺 師をイ∫す る.煮

既に述 べ られて いるよ うに、受益者が一定の範囲の人 々に限定 されて いる信託 は、公益信託 ではない。あ る者

が受 益権 者にな りうるとい うだけでは、 その者が、公益信託 の履行 を強制す るための訴訟 を提起 し うる とす るに

は不 十分 である。 しか し、信 託に基 づ いて利益 を享 受す る権限 を有 する特 定の人の ために公益信託 が設定 され る

こともある。た とえば、公益信 託が特 定の教会 に在職 して いる聖職者 の利 益のために設定 される ことが ある
。第

371条 、第375条 参照 。その ような場合 に、その教会 の聖職 者は受託者 に対 してその信託の実施を強制す る訴 訟 を

提起 する ことができ る。 また、貧 困者 のためとか、教 育振 興のた めに公益信 託が設定 された場 合は、 その信 託か

ら利益 を享受す るのに優先権 を もつ特定 の人を指定 する ことがで きる。第370条 、第375条 参照 。その ような場 合

には、該当す る者は誰で も受託者 に対 してその信託 の履行 を強制す る訴訟 を提起 する ことができる。 また特定 の

法人が信託に基 づ く利益 を享受す る権利 を有す るという条項 に よって公益信 託が設定 される ことがあ る。受託者

が特定の法人格 のある教会 に収益 を支払 う義務 を負 うとい う条項 に よって公益信託が設定 され ている こともある。

この ような場合、そ の教会 団体はその信託 に相反す る委託者 に対 して は訴訟 を提起す ることが できる。

また法 人格 の ない社 団の利益のため公益信託が設定 され ている場 合、その社団の構成員 は、 自己および他の構

成員のため、 その受託者 に対 し信託の履行 を強制す る訴訟 を提起 しうる。ま た、 その社団の役員 が上記 の訴訟 を
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提 起する こともできる。

また、少数 の階層の者の ため公益信 託が設定 され た場合 も、 自分 自身お よびその他 の者 のため、受託者 に対 し

て信託の実施 を強制す る訴訟 を提起 する ことが できる。 た とえば、ある特定 の教会 に属す貧 しい信者のために公

益信託が設定 され た場合 には、教会 のその ような信者 な ら誰 で も受託者 に対 して信託 の履行 を強制する訴 訟を提

起 す ることが できる。

公益信託の履行 を強制す るための訴 訟が、法務長官以外 の者 によって提起 され る場合 には、法 務長官 は、通 常、

訴訟当事者 として参加 しなけれ ばな らない。

d.特 別の」3沖網 係 を虹た虻LL者

信託の履行 の強制に特別 の利害関係 を もたな い者 は、公益信託 の履行 を強制す るた めの訴訟 を提 起する ことは

で きない。法務長官が コ ミュニテ ィのための訴訟 をなすことが できるのであるか ら、信託 の強 制的な履 行によっ

て利益 を受 ける一般大衆 に属 している というだ けでは、訴訟権 を持 っている十分な理 由とはな らない。

受託者に よって信託 の財産管理 をするた めに雇わ れた者 は、 その信託 の履 行 を強制 できるよ うな特別 な権利 を

もたな い。

e. 一委託 者お よびその担続人

公益信託の履行 を強制 するための訴訟は、委託者 およびその相続人 あるいは遺言執行者 、遺産 管理人 などの人

格代表者に よって提起 される ことはない。 しか し、 それ らの者 はその信託 に相反 請求す る訴訟 は提 起できる。注

f参 照。

∫.借1托 の」助 力が襲われ た輔趣 力i匪訟

公益信託の設定者お よびその相続人 、あるいは それ らの人格代表者 は、公 益信託の失効 によって、信託財産 に

対 し、復帰信託 または復帰権、条件違反 を理由 とす る立入権(自 力救済権)な どの方法 によって権 原を有す る も

の として、信 託財産 を回復す るための訴訟 を提起す る ことが できる。第399条 、第401条 参照 。また、 その信託 が

履行 されず に有効な贈与 がなされた場 合、信託が不履行 であった ことに基 づいて、 その贈 与を受 けた者 は、財 産

権 についての損害賠償 を求償す る訴訟 を提起す る ことが できる。 それ らの場 合、法務長官 は必然 的に当事者 とな

る。

菖._監 督1'[

公益法 人の監督官の権限 に関す る法律 は、本 リステ イ トメ ン トの範 囲外 であ る。

第392条 救済手続の性質

公益信託の受託者の、信託上の義務の履行の倦怠に対する救済手続は、衡平法上のものに限定される。

注:

L空 虚』ゆ 適用範囲

法務長官は、公益信託の受託者に対し受託者としての義務の履行を強制し、また、その信託違反に対する差止
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命令 をな し、信託違 反につ いての救 済 を強制 し、信託財産の 占有 を取 得する者の選任 をな した り、 また、その受

託者 の解任 をな し、別の受託者 の選任 をなす衡平法 上の訴訟 を提起 しうる。第199条 参 照。

上記 の訴 訟は、数 人の受託者(第391条 注b参 照)の うちの1人 によって提起 され ることもあ る。 また、信 託

の履行 の強制 に特別 の利害関係 を有 する者 がある場 合(第391集 注C参 照)、 その者は、 自己の権利の保全 に必 要

な救済 を得 るための訴 訟を提起す る ことができる。

第393条 第三者に対する訴

公益信託の受託者に対し不利益な行為をなした第三者に対する訴は、受託者が提起しうる。

注1

轟.本規則の適用範囲

公益信託の受託者に対し不利益な行為をなした第三者に対する訴訟においては、通常、法務長官は必然的当事

者とはならない。たとえば、もし公益信託として保持していた財産権を第三者が転換した場合、受託者はその財

産権あるいはその転換によって生じた差損についての損害賠償を請求するために法的措置に訴えることができる。

また、受託者は贈与された委託者の財産から公益信託に対して損害を賠償させる訴訟を提起できる。たとえば、

もし遺言者が公益信託に遺贈をした場合、受託者は遺産の受遺者に対して遺贈された財産権を回復する訴訟を提

起することができる。

第394条 裁判所に対する指図の要請

公益信託 の受託者 は、信託の効力 、または信託条項 の効 果にっい て、裁判所 が指図を与えるよ うに要請す るこ

とがで きる。

注:

旦.同 様の規則は私益信 託にあ るため、第259条 参照。

第5節 信 託の効カ ー可及 的近似の原則(thedoctrineofcypres)

第395条 委託者 が公益 目的を表示 しなか った場合

財産権が 、単に、一定の 目的 に充 当するための信託 として贈与 され るとき、委託 者が、特定の目的 を具体 的に

表示 してい るので な17れ ば、意 図され た信託の効力 は生 じない。

注:

起f,f託 が斑 猫 する場違

委託者が、財産権 を、 あ る特定の公益 目的にのみ充当 される もの とす る意思 を明示 しているだけで、 その特定

の 目的が、具体的に何 であ るかにつ いては、明示 していない場 合、ま たはその特定の 目的 を定 めておかなか った
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場 合意図 され た信託 は失 効する。

た とえば、 もし遺言者 が本来な ら遺 言書や遺言補足 書で述 べ られ るべき公益 目的 のために信託 として財産権 を

遺 贈 した と ころ、遺 言者は遺 言書や遺 言補足書 に 目的を書 き落 として いた場合、意 図 された信 託 は失効す る。遺

言者 が 「将来 の公益 目的のために」信 託 として財産権 を遺 贈した場 合や、 目的 を述べ るつ もりで あった遺言書の

その部分が空 白のままであ り、その空 白 を遺言執行 までに埋めなか った場 合 も信託 は失効 する。遺言者がそ の財

産権 を特定 の公益信 託のために保持 す るように とい う意図 を明示 して いて も、遺言者 の 目的が何 であるか確定す

るのが困難 であ る場 合には、意図 された信託 を実施 す るのは不可能で ある。

もし遺言者 が受 託者に指名 した人に伝 えてある公 益 目的のため、あ るいは後 に受託 者に伝え ようとした公益 目

的 のために信 託 として財産権 を遺贈 したが、実 際には遺言者が受託者 にその 目的 を伝 えなか った場合 その意 図 さ

れ た公益信託 は失効 す る。第359条 参照。

b..」言託 が失効 しない場合,

遺言者 が遺贈 した財 産権は、遺 言者が受 託者 に命 ず ることがで きる指示に従 って公 益信 託 として保持す るよう

遺言 書に意 図 していたが、実際には何 等 の指示 もな されなかった場合 でも、受託者 に指示す る ことが公益 目的の

中 の主要 な部分にす るつ も りでなか ったのがはっ きりして いるな ら、 その譲渡 は失 効 しな い。 たとえば遺 言者が

遺産 の残余 部分 をハ ドソ ン川沿 いのパ リサ イ ド岩壁 を開発するため の信託 として受 託者に残 したが、遺言書 の中

で、死後 にみつかる証書に さらに明確 な計 画を指示 してあ ると述べ られて いる場合 で、その ような手紙が実 際に

は みつけ られな くて も、 もしその手紙に書 かれ てあるだろ う計画が遺言者 の信託 目的の主要な部 分をなしていな

い ことが 明 らかな らば、その公益信託は失効 しない。第358条 注c参 照。

公 益信 託は、遺 言者が、 その特定の 目的 につ いて示 しておかなか ったという理 由だけで、失効 することはない。

た とえば、遺 言者が、特定の 目的の選択 を、受 託者に一任 して いる場合、 その信託 は有効に設定 される。 第396

条参 照。また、公益団体へ の譲渡 も、一般 に有 効であ る。第397条 参照。

第396条 公益目的が受託者の選択に委ね られている場合

信託条 項によ って、受託者が選択す るどんな公 益 目的 にで も信託財産 を充当 する権限が与え られている場合 に

は、受託 者は選択をなす ことがで きる し、また進 んで選択 して も公益信託 は有効 であ る。

注:

8.本 別川 の適用範囲

財産権の所有者が、 その財産権 を、受 託者の選択す る公益 目的 のための信 託 として、生前行 為 または遺 言に よ

って譲渡 し、受 託者 に指定 された者 がその選択 をなし、 また選択 をなす意思 を有す る場合 であれば、その公益信

託 は、 目的が漠然 としているか らといって失効す る ことはない。 た とえば、その選択 が貧 困者の救済のため、宗

教の振興の ためといったよ うに公益 目的が特定の階層 に限定 されていて も、 あ らゆ る公益 目的につ いて というふ

うに広範 な ものであって も、公益信託 は有効であ る。
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例:

1.AはBが 妥 当だ と考 える公益 目的のための信託 と してBにAの 全財産 を遺贈 した。Bは その信託

を受諾 し、Bは その財産を いつで も公 益 目的に あてる用意 がある し、それ をいとわな い。Aの 公益信託

は設定 され る。

2,Aは 収益 を宗 教の振 興にあてるための信託 としてBに 財産権 を移 転 した。Bは その信託 を受諾 し、

その収益を いつ で も宗教的な 目的にあて る用意が あるし、 それを いとわな い。Aの 公益信託 は設定 され

る。

公 益 目的の対象を選択す る権限が、受託者に付 与 され ているが、 その受託者が選択 をせず、 また選択 をなすつ

もりもない場合につ いては、 第397条 を参照 。

第397条 受託者の欠訣

(1)本 条(2)項 に述べ られ ている場合 を除いて、受託者が受託者 と しての行為 をなさず、また は受託者 を欠 く

とい うことを理由に、公益信託 が失効 することはない。

(2)委 託 者が、受託 者 と して指 名 した者が受託 者 としての行為 をなさないときには、意図された公益信託 は失

効 するという意思を明示 している場合 、または、委託 者の指定 した受託者が 受託 者 としての行為 をなさなければ、

その信託 の目的が連 行 され ないよ うな ものである場合 、意図 された公 益信託 は、委託 者 として指名 した者が受託

者 と しての行為 をなさな けれ ば失効 する。

注:

aL整 定 の公益月 的につ いて述 べ られている場 合

財産権 の所有者が、そ の財産権 を生 前行為または遺 言で、あ る特定 の公益 目的のための信託 として他 の者 に譲

渡 したが、受 託者と して指定 された者 が死 亡または信託拒絶その他 によって受 託者ではな くなった場合 、(2)項に

述べ られ ている場合 を除 いては、 その公 益信託 は失効 しな い。受託者 に指名 された者 が死亡その他 の理 由で、 そ

の譲渡 の時に財産権 を取得 できなかった として も、その信託は失効 しない。第353条 参 照。

例:

1.Aは 貧 しい子供 のための孤 児院 を開設 して維持す るための信 託 としてBに 全財産 を遺 贈 した。そ

の意図 された公益信託 はAよ りBが 先 に死亡 したか らといって、 あるいはBが その信託 を受諾 しなかっ

たか らといって失効 しない。

b.公 益 目的 の対象 にっ いて、 その選択 が受託者 に一 任 されて しΣる場合

もし財 産の所 有者 が生前行為 または遺 言で、受 託者が選択 した公益 目的 のための信 託 として他 の者に財産権 を

譲渡 したが、受 託者 として指名 された者が死亡 その他 の理 由でその信 託財産 の権原 を保持 できな くなった り、受

託者 としての選 択を行 う前 に受託者 でな くなった場 合で も、(2)項で述 べられ ている ことを除けば、意図 され た公

益信託 は失 効 しない。
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例:

2.AはBが 妥 当だ と考 える公益 目的に あてるための信託 として全財産 をBに 遺贈 した。 もしBが 譲

渡 をした場合 にだけ財産 を公益 目的にあて るこ とができるとAが 指 示 して いる確証が なければ、意図 さ

れ た公益信託 はAよ りBが 先 に死亡 したか らといって、 あるいはBが その信託 を受諾 しなかったか らと

いって失効 しない。

委 託者が指名 した者が受 託者 としての行為 をお こなわないな ら、意 図 された公益信託 は設定 され ない し、継続

もされな いという委 託者 の意思 が明示 されてい る場合、 もし受託者 に指 名 された者 が受託者 として行為するのが

不 可能だ った り、 そうす るつ もりが なかった ら、 その意 図 された公 益信託は失効す る。しか し、上記の意思表明

がなければ、委託者 が指名 した受託者 が受託者 としての行 為する ことができず、 またそのつ もりが なくて も意図

され た公益信託 は遂行 されるべ きだ とい う意思だ と される。委 託者 の本来の意図は、特定 の者 が 目的を遂 行す る

とい うことではな く、信 託の 目的が遂 行 され るという ことにあるのが普通 であ るか らである。特 定の公益 目的が

委 託者に よって述 べ られている場合 は さらに明確 にそういえる。委 託者が、受託者 が選択 した公益 目的に財産権

を充当す る としていて も、委託者の本来の意図 は、特 定の者が 目的 を選択す るとい うことよ り、む しろ、財産権

が公益 目的 に充 当する ことにあ るとす るのが普通 である。指名 された受託者が行為 を成 しえず またそのつ も りも

な い場合 で も、意 図された信託は失 効 しな いが、裁 判所は新受 託者 を指名す るか、 あるいは財産 の運用計画 を策

定す ることになる。注c参 照。

委託者が 、受 託者が選 択 した公益 目的に財産権 を遺 贈 した場 合、その選択権 を委 託者が指 名 した最初の受託者

にのみ限定 しているのか どうか決定 す るの は、以下 を含む ものであ る。(1)意 図 された公益 目的 の範囲が信託条

項で示 され ているか、その範囲は どこまで か。(2)信 託の基本財産た る元本が直接充 当され るのか、不確定の期

間、 その収 益が充当 されるのか。(3)そ の受託者 は、委託者の要望 を特に知 って いたために受託者 として選任 さ

れ たのかど うか。(4}受 託者が個人か法人 か。(5)委 託者 と受託者 との関係。(6)信 託条 項 で承継受託者につ い

ての規定 がな されてい るか どうか。

権限 の存 続については第385条 参 照、 また私益 信託につ いての第196条 と比較。

旦⊥逝 受疏 者の遣 直およ登 選書II3t画聖 作出

受託者 が選択 した公益 目的に委託者が財産権 を遺 贈 した場合、指 名 された受託 者がその選択 をなしえなかった

り、 そのつ もりがな く、 自分 の指名 した者 が受託 者 としての行為 をなさなか った ときには意 図 された公益信 託は

設定 されな いし、継 続 もしな いと明示 していなければ、裁判所 は、選択 をなすべ き新受託者 を選任するか、 その

財産権 の運 用計画 を策定す ることもで きる。委 託者が、 その選択権 は、 自己が、 は じめに指定 した受託者 だけで

はな く、承 継受託者 も、行使す ることが できる ものであ る とす る意思 を明示 してい るとき、裁 判所は、承継受 託

者 を選 任 し、選択権 を附与す る。委託者が 、上 記の ような意思 を明示 していない ときは、特定 の公益目的 を欠 く

場 合の:事情に該当 して可及的近似 の原則が適用 され るの で、裁判所 は、その財産 権の運用計 画を策定す る ことに

なる。第399条 注d参 照 。

⊥_受 一1合
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財産権 の所 有者が財産権 を公 益 目的の信託に遺 贈 した場合、受託者 が指 名 されな くても意 図され た公 益信託が

無効 となる ことはない。裁判所 は、上記 の場合 、信託条項で受託者 の選任 方法が定め られて いな い場合 と、遺 言

者が、遺言執行 者を受 託者 とす る意思 を明示 しなかった場 合には裁判所 が受 託者を選任す る。遺言者が特定 の公

益 目的 を明示 していなか った り、財産 が一般的 な公 益 目的のために追贈 された場 合 も上記 はあては まる。後 者の

場合、裁判所 は運用 計画の作成 を命 じ、運 用計画 に固定 した 目的のた めの信 託の財産 管理 をなす受託者 を指 定す

ることにな る。

例:

3.Aは 「貧 困者 の信託 として 」1,㎜ ドル を、 「公 益 目的のた めの信託 として」その残 余財産 を遺贈

す るという遺言 を して死亡 した。受託者がその遺言書 の中で指 名 され ていないか らといって、意 図 され

た信託は失効 しない し、裁 判所は貧困者の利益に なるように、また その他の公益 目的 のために基 本財産

を充当するため の運用 計画を策 定する指 示 をだす ことになる。

旦_公 岨t淋 への直接 山鳴.匡

財産権 の所 有者 が、 その財産権 を、公 益 目的 のために遺贈 したが、受託者 を欠 くだけではな くその財産権 を信

託 に基づ いて保有す べき ことを示す 言葉 を使用 しなかったに もかかわ らず、 その信託譲渡は有効 である。 た とえ

ば、遺 言者が一・定額 の金銭 を 「公益 団体 」へ遺贈 した場 合、公益信託 は設定 される。また、同様に、遺言者 が、

一定額の金銭 を
、苦学 生の援助、 あるいは、貧民 の救済 のため使用すべ き ことを指 図 して遺贈 した場合に も、 公

益信託は設定 され る。

上記の場合、裁判所 は、その 目的 を遂行す る受託者 の選任、 または 目的遂行 のための運用計 画の認 可の いず れ

をなす こともできる。注cと 比較。

,f.法 人枯 のない公益 団体 への直接の脚 与

財 産権 の所有者が、 その財 産権 を、法 人格のな い公益 団体 に遺贈 する場 合、その信託の 目的 について、遺 言書

に述 べ られて いな くて も、公益信 託が設定 される ことが ある。 その団体がその財産権に対す る楠原 を取得 す る能

力 をもたない とか、 信託の財産管理 を行 う能力を もたな い場合、 その団体の 目的のため、その楠原 を取得 し、信

託 の財産管理 をする受 託者 を選任す る ことになる。その団体が追贈 や遺産 の受取 を拒否する効力に ついては第

399条 注o参 照。

起 財産権塑」軒∪お よび保 白熊⊥ をも主 な い公蓬蓬ム⊇ す る」旧里

遺言者が、財産権 の保 有お よび取得能力 をもたない公 益法人 に、財産権 を遺贈 する場合 、特定 の法 人に財産権

を遺贈す るというよ りは、む しろ公益 目的 のため にその財 産権 を使用す るという意思 を強 く表 明 してい るの であ

れば、その信託譲渡 は失 効 しな い。法人が、財産権 を遺贈 によって取得す ることはできないとか、法 人の保有 し

うる財産権 の総額が制限 されて いるとか、 また、法人 は、意 図された公益 目的の ための信託 の事務処理 を行 う権

限 を与え られて いな いとか、法 人の存在終了を理 由に、法人 に対 する贈与が効力 を失 う場合 に も、 この ことがあ

てはまる。上記の各 々の場 合、裁判所は、意図 された公益 目的 のための信 託 として、 その財産権 を保有 する受託

者 を選任 す ることにな る。 その法人 が遺 贈や遺 産の受取 を拒否す る効 力については第399条 注0参 照。
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亙、_特定匁公 櫨 目的王ヨ量産を配社堂墨 権殿

一部 をある公益 目的にあて
、残余 部分は、受託者 の定め る指 図に従 って分割 し、他 の公 益 目的 によ りあてると

い う内容の信託 として、 財産権が受 託者に贈与 され たが、指 定 された受託者が信託 引受 を拒絶 した り、あ るいは、

その財産権 を配分す る前に、死 亡その他に よって受託 者 としての資 格 を失った場合、裁判所 は、そ の財産権 を2

等 分 し、各部分 をそれぞれの公益 目的に充当す るよう命 じる ことがで きる。同様に遺言者 に指 定 された信託 目的

が2っ 以上 ある場合 には各 目的に均等 に分割 され る。

もし、 目的の うち のいずれかの達成 のために要求 される限度額 が、 均等割よ り少額 であるな ら、 その 目的はそ

の限度額のみ を受取 り、 その他 の 目的 の間で残 りの信託財 産を均等 に分配にする ものとす る。

均 等割 を委託者が 多分意 図 しなか ったと思 われ る情況 の時は、均等割 の分割 は され ない。 この場 合、裁 判所 が

財産 の分割 をす る新受託者 を選任す るか、各 目的に財産 を充当す る計 画を策定 する。 もし遺言者 が分配権 を原 受

託者 だけに限定せず、継承受託者に引 き継 ぐ意 思 を明示 していれ ば、裁 判所 は分配権 を付与 した継 承受託 者を指

名す る ことにな る。 もし、委託者がそ のよ うな意思 を明示 していな い場合 には、裁 判所が財産 を分配する計画を

策定 する。

.i、 公益 且堕 お速旦 そ主以 外の直勲 な 目的剛 分

遺言者 が列 挙 されて いる2つ 以上の 目的 のため、財産 権 を信託 として受託者 に遺 贈 したが、 これ らの目的 のう

ち、公益 目的 もあるが、残 りは私益信託の 目的 と して適法 に設定 され るような ものである場合、受託者の決定 し

うる場合 で、 各々の 目的に財産権を充当す る権限が受託 者に与 えられ ているので あるが、 その 目的 に必要 な限度

額 が確定 され てお らず、 また受託者が財産権 を分配 しない うちに、死亡その他に よ り受 託者でな くなった とき、

裁判所は、 その財産権 をそれ らの 目的の間で均等 に分配 す ることを命 じることがで きる。 それぞれ の目的の うち

のいずれ かを遂行す るのに必 要な限度額 が、均等 によって取得する割合 より少 な い場合、 その 目的に対 しては、

その限度額 のみを充当 し、残余額 は残 りの 目的間で等分 される。

た とえば、受託者が決 める割 合で信 託 目的に一部 を充 当 し、 その残余財産 を遺 族の間 で分 配す る信託 として遺

産 が遺贈 されが、財産 を分配 しないうちに受 託者が死亡 した場合、有効 な公益信 託に財産権 の1/2を 、 残 り1

/2を 遺族 に分配す る。第420条 参照 。

もし遺言 者がその 目的間 での分配権 を原受託 者のみに限定 しないで、継承受託 者に引 き継 ぐ意思 を明示 してい

れ ば、裁判 所は分配権 を付与 した継承受託者 を指 名する ことになる。

もし、 目的の うちの いずれ かの達成のた めに要求 され る限度額が、均等割 よ り少額 であ るな ら、 その 目的 はそ

の限度額 を受 取 り、 その他の 目的の間で残 りの信 託財 産 を均等に分配す るもの とする。

第398条 公益 目的と無効な目的

(1)信 託条項によって、受託者は、信託財産を公益目的に限らず非公益目的にも充当すべきであると規定され

ているが、その非公益目的は、それにっいて有効な信託や権限を設定しえないようなものが含まれているとき、
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【第11章 】

意 図され た信 託は、(2)項 、(3)項 および(4)項 に述べ られてい る場合 のほか、公益信託 も含めて全部無効 となる。

{2)信 託財 産の一 部を、有効 な信託 や権限を設定 しえないよ うな非公益 目的に充当する ことが受託者 に許 され

て いないかぎ り、委託 者が信託財産 の全 部を公益 目的に充当すぺ きで あるとする意思 を明示 してい るときには、

そ の委託者 の主たる目的は、公益信託 に財産権 を充 当する ことであ るから、その他の 目的に財産権 を充当す る権

限 は効力 を有 せず、財産権の全部 にっ いての公益信託 が有効に設定 され る。

(3)財 産権 を公益 目的に充当 することが委託者 の主 たる 目的ではな いが 、その非公益目的を達成するの に必 要

な限度額が確 定 しうる場 合 には、そ の額 にっい ての非公 益 目的のため の信託 は部 分的に無効 とな り、差引残余 韻

につ いての公 益信託 は有効 に設定 され る。

(4)受 託者 は、委託 者が列挙 した数個 の目的 のため、自己の定め る割合で 、信託 財産を充 当す るよ う指図 され

てい るが 、これ らの 目的の 中に は、公益 目的もあるが 、別に信託 や権 限を有効 に設定 しえないよ うな非公益 目的

もあ るとき、裁判所 は、その財産権 を、それ らの列挙 されている 目的 の数で等分 する ことを命令する。そ して、

公益 目的 に割 当てられ た部分にっい ての信託 は効力 を有するが、その他の 目的 に割当てられた部分 について の信

託 は失効 する。ただ し、以下に述べた ような場合 は、これ と異なる。

(a)委 託者 の主 たる 目的が、その財産権 を非公益 目的に充 当す ることであれ ば、信託 全体が無効 となる((D

項参照)。

(b)委 託者 の主 たる 目的が、その財産権 を公益信託 に充 当する とい うことで あるならば、信託財 産全体 にっ

いての公益信託が有効 に設定 され る((2)項 参照)。

(c)そ の非公益 目的を達成す るの に要す る限度額 を確 定で きるな らば、その差 引残余額 にっ いての公益信託

が有効 に設定 され る((3)項 参照)。

(d)等 分 することが委託 者の意思 に反す るもの と推 定され る場 合。

注:

a」 本規則 が適用 される場合 の事情

本条 に述べ られ た規 則は、意図 され た信託 の 目的 が公 益 目的に限定 され ているのではな く、別 に信託や権限 を

有効 に設定 しえないような非公益 目的 を含む場合 に適 用する ことがで きる。

財産権が不確定 な 目的あ るいは公益 目的 に限 らない一 般的な 目的の ため信託 と して譲渡 される とき、指定 され

た受益者 が不確定 または確定不可能 な場合、強制可能 な信託は設 定 されな い ことになる。 しか し、 譲受 人が その

財産権 を上記 の 目的 に充当す る権限 を与 え られ ているか、あるいは充当す るよう命じ られている場合 には、 その

譲受人は、財産権 を、 上記の 目的に充 当す る権限 を有 する。ただ し、永久権禁止則 に定 め られた期 間経過後 に充

当すべ きもの とされ る権限が授与 され た り、充 当す べき ことを命 ぜ られた場合、 あるいは、その 目的が不確定 な

た め、 その期 間内に充 当 され るのか否 か確定 しえない場 合には、 この限 りでは ない。第124条 、第417条 参照。

財産が特定 の非公益 目的に譲渡 され、指名 され る受益 者が不確 定ま たは確定不 可能な場 合は、強制執 行 しうる

信託 は設定 されないが、 この適用が永久拘束禁止則 の期 限を超 えた時点で権限 を与え られ た り指示 された もの で

は な く、 あるいはその 目的が気 まぐれ なものでなけれ ば、譲受人 が指定 された 目的に財産権 を充当する権利 をも
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【第11章 】

つ ことに なる。第124条 、第418条 参照。

指名 され た人の親 族以外は不確定 であ る階層 のための信託 として、財産権 の所有 者が財産権 を譲渡した場 合、

強制執行可能 な信 託は設定 され ない。 しかし、 もし譲受人が 自分が選 択した階層 に財産権 を譲渡 す る権利 を与 え

れ ていた り、指 示 されて いるな ら、 その選 択が永 久拘束禁止則 の期 限を超 えた時点 で権利 を与 え られた り指 示 さ

れ たものでな く、あ るいは どの ような者 がそ こに含まれ るか確定 できないほどその階層が不特定 でないな ら、譲

受人 が譲 渡の権限を持つ ことになる。第122条 、第416条 参照。

本条 に述 べ られた規則 は、意 図された信 託の 目的が公益 目的 に限定 されるか否 か を、解釈論 で決定する場合に

は、適用 されな い。注b、cお よびd参 照 。その ような場合は、 強制執行 可能 な信 託が設定 される。

本条 に述 べ られた規則 は、 たとえ強制執 行可 能な信託が設定 されずに、 譲受 人が第122条 、第123条 および第

124条 に述 べ られた規則 に基づ いて、その財 産権 を指 定 され た 目的に有効に充当す る権限 を有 する場合には、適用

されない。

h∴ 不確 定な 目的 一解釈 の問題

受 遺者または相続人 が裁量 で、 「慈善的な」 目的、 「自由な」 目的、 「公的な 」 目的、 「有 用な 」目的 または

「博愛主義的 な」目的 に財 産権 を充 当する もの として、遺 言者 がその財産権を遺 贈 した場合 に、意 図された 目的

が公 益 目的に限定 され るのか どうかは、解 釈の問題 である。

また、受遺者 また は相続 人の裁量 で 「公益的 あるいは慈 善的な」 目的、 または 「公益 その他の 」目的の ため

財 産権を充当す るものと して、遺言 者がその財産権 を遺贈 した場 合、意図 された 目的 が公益 目的に限定 され るか

どうかは、解釈 の問題 である。

.皇.一回 三解釈 に影響 を与える文脈}同 類解 釈靱.(画U鍵 田enris

信託条項 で、受遺者 または相 続人は、遺贈 され る財産権 を一 定の公益 目的また は他 の 目的に充当 しな けれ ばな

らな いとされ る場合 、他の 目的 というのが公益 目的に限定 され るのか否かは、解釈 の問題 であ る。 これ は遺言 者

がその他の 目的というのが、 これ ら列挙 された事項 に類 似す る特質 をもつ という意思 を明示 しているか どうかで、

公益 目的に限定 され るか どうかが左右 され る。

適正 な解釈 のによって限定 され るもので あると判断 され ると、公益信託が設定 される。た とえば、受託者 が妥

当 でると考 えるよ うな 「宗教 ・事前 ・教育 その他 の 目的の ため」に充 当す るよう遺 言者が財産権 を遺贈 した場 合、

「その他 の 目的」 とい う文言が 「その他類似 の 目的」 という意味 に解釈す ることがで きるの で、公 益 目的に限定

で きる もの とする。

信託条項 に使用 されて いる文脈 だけか らは、 公益 目的 よ りも広 い意 味と考 え られ るような場合 で も、他 の信 託

条項 に照 して、公益 目的 に限定 され るもの である と解釈 され る ことがある。 たとえば遺言者が、財 産権 を 「公益

的 あるいは慈善的」 な 目的のた めに遺贈す る という場 合、 「慈善的 」という文言 自体か らみ れば、非公益的 な 目

的 を含 む もの と解釈 され うると しても、 「慈善 的」 という文言 は 「公 益的」と同義語 と解 されるので、 この場合

は、非公 益 目的は含 まないと解 されるのである。

d」 」iヒ精 舎的規定お[よ」鐙 艦曲 蹴
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財産権 が一定の特 質 を有す る 目的 に充当 され るもの と信託条項 によって定め られ、 その 目的 の中に公益 的な も

の と非公益 的な ものが含 まれ ている場 合、その財産権 は列挙 され た特 質を全て備 えた 目的に のみ充 当する ことが

できるのか どうかは解 釈の問題 である。そ して、それ らの特質が結合 的に列 挙 されて いるの か、 分離的 に列 挙 さ

れ ているのかは証書 の文言の解釈 の際に考慮 され るべ き要素であ る。

列挙 された特質が結 合的に述べ られているのであれば、分離的に述 べ られてい る場合 よ りも、容易 に、列 挙 さ

れ た特質 を全 て具備 した 目的に のみ、 その財産権 を充当 しうるので あるとい う意味に、証書の文言 を解釈 する こ

とが できる。

たとえば、遺 言者 が、財産権 を、 「公益 的かつ有 用な 目的」のた めに{forcharitable㎝dusefulpourpo-

ses)、 信託 と して遺贈 する場合、 これ は 「公益 的で有 用な 目的」あ るいは 「公 益的で しか も有用な 目的 」 と読

む ものと解釈 され る。 もし、そ うで あれ ば、 その財産 権は有用であ ってしか も公 益的でなければ ならな いよ うな

目的 にのみ充 当 され るとい うことに な り、有用 であるが、公益 的では ない 目的 に、その財 産権 を適 用に充当 する

ことはで きない。 このよ うな場合、要求 され ているその他の特質 にかかわ らず、公 益的な 目的のためでなけれ ば

な らな いの で、譲渡が な された全財産につ いて有効 な公 益信託 が設定 され る。

ところが、 これ と反対 に、 「公益的 または有用 な」 目的に(forcharitableorusefulpourposes)、 充当す べ

き指図がな され ている場合 、 これは 「公益的 かっ有用的 な、 あるいは、 そのいずれ かの 目的」 と読む ことが でき

る と解釈 され るのが通常 である。 もしそ うであ るな らば、 この財産 権の譲渡が有益 で しか も公 益的でなけれ ばな

らな い目的に限定 され る ことはない。だか ら有益では あっても公益 的でな い目的 に充 当す る ことができる。 この

よ うな場合 、信託財 産の譲渡 は要求 され るその他の特質 にかかわ らず、公益的で はない目的 のためになされ るの

で、指示 がな されてい る財産権 のどの部 分について も有効 な公益信託 は設定 ざれ ない。

{1)項 の注:

婁,配 分唖』童生由fない、_杢融定 なll的 の揚音

信託条項 に よって、受託者 は、信託財 産を公益 目的 だけでな く、別 に信託 や権限 を有効に設定 しえないよ うな

非公益 目的 を含んだ 目的 に充当 しなければな らない もの と指図が与 え られている場合、裁判所が、公益信託 に充

当 される信 託財 産の割 合 を、何 らか の方法 によって具体的に決定す る ことが できな いか ぎり、意図 され た信 託は

全 て失効す る。有効 な部分 と無効 な部分 を分離できないか ぎり、意図 され た信 託が一部無 効で あれば、 その信 託

は全 て失効す る。意 図 された信託が、公益 目的に関する限 り少 な くとも部分 的に認め られてい る場合の事情 につ

いては、(2順 、(3)項 お よび(4)項 に述べ られている。

たとえば公益 およびその他の有益な 目的 を選択 しよ うとした時点で、永久拘束禁 止則で許 されて いる期 限 を超

えてそれ等 の 目的に収益 をあて る信託 として財産 を遺贈 した場 合、 目的が公益 に限定 されていない ときには、意

図 された信託 は全て失効 す る。

f._回 二外 学されて いる 目的

(1)項の規定は 、数個 の公益 目的のほかに、 それ につ いての信託 や権限 を有効に設定 しえないよ うな非公 益 目的

が列挙 されて いる場合 で、受 託者が信託財産 をそれ らの 目的 に充 当す るように指 図を与 え られているよ うな とき
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に も適用す る ことが で きる。意図 され た信託は、裁 判所が(2)項 、(3)項お よび④ 項 に述 べ られ ている規定 に基 づ

いて公益信託 に充当すべ き財産権の割合 を、何 らかの方法 に よって定 めることができ る場 合 を除 いて全 部失効 す

る。

た とえば、永久拘 束禁止則で許 されて いるよ り長 期間、建物の維持 のた めには収 益をあて、 その差額 を公益 目

的に あて る信託 として財産 を遺贈 したが、 その建物 の維 持に必要な額 を確実 に知 る ことがで きないような場合 に

は、公益 目的が含まれて いるとして も意 図され た信 託は全 て失効す る。建物 を永久 に維持す るとい う遺 言者 の主

要な 目的が 明示 され てお り、その遺 言者の主要 な 目的が達成 された後 に残余財産 があった場 合 にだけ、公益 目的

にあて る事 ができるとい う意図 を明示 して いる場合 に、その主要 な目的が達成不可 能な ときには公 益目的 にあて

るべ き額 を確定 する手段がないのであ る。遺言者 の主要 な 目的が公益 に財産 をあて る場合((2)項 参照)、 非公益

目的の達成 に必 要な限度額 が確定で きて いる場合((3)項 参 照)、 公益 も非公益 もと もに主要な 目的 であるとされ、

遺 言者が非公益 目的 が失効 した と気づ いた ときに、遺 言者が望む ように、 その財産 の均等 な分配 がなされる場合

のそれぞれ の効 力は異なる。(4)項 参照。

(2)項 の注:

且L⌒1が 主たる」]」的で墨理 合

受託者は、信 託財 産を公益 目的 に充当す る ことを信託条項に よって命 じ られてい る場合は、信 託や権限 を有 効

に設定 しえない非公 益 目的に、 その財産権 の一部 を充 当す る権限が受 託者 に授与 されていて も、 全ての財産権 に

つ いての公 益信託は有効に設定 され る。 その場合、遺 言者の主要 目的 は、財産権 を公益 目的 に充 当する ことであ

って、 しか も、財産 権の一部 をその他 の 目的 に充 当する権限 は無効 であるか ら、 受託者は、意 図 された公 益 目的

に、 その財産権 の全部 を充当すべ き義務 を負 う ことにな る。

たとえば、遺 言者 が収益 を公益 目的 に使 うための信託 として財産 を遺贈 し、当 面は受託者の裁 量で遺 言者 の墓

の永久管理 に収 益の一部 を充当す るもの とするとい う但 し書 きを付 け加 えてあった場 合、制定法 で規定 されてい

な いので受託 者は墓の管理 に収益の一部で もあてる ことは できないが、全財産 について有 効 な公益 信託 は設定 さ

れ る。

(3)項 の注:

.h、 無効虫 一目随一に興す互 額が推定⊥≡うる場合

受託者が信 託財産を、公益 目的 のほか、有効 に信 託や権限 を設定 しえないような非公益 目的 を含む数個 の 目的

に充 当しなければな らな いと信託条項 で命 じ られ てい る場合、 その非公益 目的を達 成するの に要 する最 高限度額

が確定 しうる ものであれば、た とえ、遺言者 の主要 目的が財産権 をその無効 な非公 益 目的に充 当する ことであっ

たとしても、その財産権の差引残余額の範 囲で、有効 な公益信託 が設定 される。遺 言者の主要 目的が財 産権を公

益信託に充 当す るとい うことであれ ば、財産権 の全部につ いての信託 が有効 に設定 され る((2)項 参 照)。 さらに

また、 いずれが主要 目的で あるのか明 らかでない ときには、数個 の 目的の間で、 その財産権 は等 分 され、(4)項に

述べ られ てい るような情況下で、公益 目的 に充 当 され る額 について意 図 された信 託が認め られ る。

たとえば、遺言者は遺言者 の墓 を管理 しつづけ るため にある額 を、 またその差額収益 を公益 目的にあて る信託
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として遺贈 したが、永久 という点で墓 の管理 のための意図 された信託が無効 とな る場合、裁判所 が墓の管理 をす

るのに十 分収 益 を生む ことがで きる必要額 を決定 し、当初の額につ いての信 託は失効す るが、差 引残余額 の公 益

信託 は設定 され る。

(4)項の 注:

⊥L塑}一 さ]n至 場合

遺 言者 が、列挙 されて いる2、3の 目的のための信託 として財産権 を遺 贈す るが、 これ らの 目的のなかには、

公 益 目的 もあ るが、別に信託 や権限を有効に設定 しえないような非公 益 目的 も含 まれ ている場 合、受託者 は、 自

己の定め る割合 で、それ らの 目的の間で財産権 を配分 し、 それぞれ割当て をなす ことができるのであれば、遺贈

全体が無 効 となるの では な く、それ らの 目的の間で配分 をなす受託 者の権限が無効 となるのであ る。また、裁判

所は、その財産権 を列挙 された 目的の間で等分 し、割 当て るよう命令す ることが で きる。 このよ うに して、非公

益 目的に割 当て られ た部分 については、遺言者 の遺産 に帰属 する。

例:

1.Aは 以下 の各号のため収益 を永久 に充 当す る信託 として全財産 を遺 贈 した。(1)受 託者 の選択 し

た公 立病院、(2)受 託者が選択 した非 個人経 営の学校、(3)公 益 的、非 公益 であ るの を問わず受託 者が

選択 したその他 の団体。 またAは 受託 者が決定 した割合で上記3つ の 目的 に収益 を分配す るよう指 示 し

た。裁判所は財 産 を3等 分 に分配するよ う命 じ、(1)、(2)の 目的には各々1/3ず つ を充 当したが、(3)

の 目的のための意図 され た信 託は失効 したの で、 その財産 は遺言 者の遺 産 のための復帰信託 として保持

され る。

L妻 壁 さ.れな±、月}宣'

裁判所 は、以下の ような事情 があ るときには、列挙 された 目的 の間で財産権 を等 分するよ う命 令する ことは な

い。すなわち、非公益 目的 のための条項 が無効で ある ことを、 もし委 託者が認識 していた とすれば、その ような

等分 による配分 を意 図しなかった と推定 され るような場 合である。委 託者の主 たる 目的が、 非公益 目的を達成 す

るということであれ ば、等 分を命 じることはできない。また、 その場合には、意 図 された信 託が全部無効 となる

(臼)項 参照}。 ただし、 それ らの 目的 を達成す るのに必要な限度額 が確定 しうる場 合は、その財産権の差引残余

額が、等分 された ものよ り多いか少 ないかにか かわ らず、その残余 額 につ いての公益信託が有効に設定 され る

((3)項 参照}。 遺言 者の主た る目的が、公益 目的 の達 成で ある場 合 には、等分 は命 じられず、財産権の全部 につ

いての公益 信託が有効に設定 され る((2)項 参 照)。 いずれが主要 目的 である ともいえない場合 であっても、いず

れ か一方 の 目的 を達成す るの に要す る最 高限度額 が確 定 しうるが、 その額 が等 分 され た割合 よ り少 ないときには、

等 分するよ う命 じられ ることはない。委 託者が望まな いであろう情況下 では等分が な され る ことはない。

遺 言者が数個 の目的 を列挙 しているのではな く、公益信託 と非公 益 目的を含む 目的 を、一般 的な文言 で、一緒

に して述べて いるにす ぎないよ うな ときには、等分 を命 じ られる ことはな い。 たとえば、遺言 者が永久に収益 を

公 益及びその他 の目的に あてる信託 として財産 を追贈す る場 合、全 ての信託が失効 す るのであって、裁判 所が財

産権 を2分 割 してその1/2を 意図 された信託 に保持 させ るよう命ず ることは ない。同様 に遺 言者が宗教、教育、
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有益な 目的の ために永 久に収益 を充当す る信託 として財産 を遺 贈 したところ、 「有益 な」 とい う文言は非公益 目

的 をも含む と解釈 され た場 合、全ての信託が失効す るのであって、裁判所が財産権 を3等 分 し、2/3を 意図 さ

れた信託に保持 させ るよ う命ず ることはな い((1)参 照)。

第399条 特定の公益 目的が無効であっても、委託者が、一般的な公益目的

に供する意思を有する場合。可及的近似の原則

財産権 が、あ る特定 の公益 目的に充 当されるための信託 と して贈与 されたが、その特定 の公 益 目的の遂行が 、

不可能、非実際的 または違 法な ものであった り、そ うなることがあ った場 合 に、委託者が その財産権を より総体

的な公益目的 に充当 する意思を明示 している とき は、その信託 は失効せず、裁判所が 、その 財産権 を委託者の 、

よ り組 体的な公益 目的の意思の範囲内で、何 らかの公益 目的に充 当す ることを命 じる。

注:

軋 一醐 蛆虫近似 璽埠鯉 山蝋 型吐血 ロ」ofc足 斑旦1

本条に述べ られた規 則は、可及的近 似の原則 と呼 ばれる ものあ る。委託者 の意思 その ものが履行 され ない場合、

その意思 を、 できるだけ 「近似 した」 もの として遂行 しうるとい う考 え方 を示 している。 この原則 は、私益信 託

には適用 されないものであ るが、 この原則 に類似 した ものは いくっか あ り、 それ らは、公 益信託(第381条 参照)

だけではな く、私益信 託(第167条 参照)に も適用 できるが、その範 囲は、 この可及的近似 の原則ほ ど広 い もので

はな い。た とえば、 信託財産管理に関す る事項にお いて、信託条項 の遵守が不可能 または違 法 な場合、 あるいは、

委託者の知 らない事情 や、予期 しえな い事情のた め、 その遵守が信託 目的の達成 を妨 げた り、それ に重大 な障害

を与 える ことになる場 合、信託条項 の回避 を許容す る原則 があ る。 ある階層 の人 々の うち、 誰に、如何 なる割 合

で受益権 を取得 すべ きか を決定す る権限が受託者 に与 え られて いる場合、その階層 の人々のた めの私益信託 に適

用す ることのできる類 似の原則があ る。その場合、受 託者がその選択 を行わ な くて も、その信託 は失効せず信託

財産は、それ らの範 囲の人 々の間で等分 され る。第120条 、第121条 参照。 これ らの場 合、委 託者 の意思 の全 てを

実現 す ることはできないが、 しか し委託者 の主要 な意思 が達成 され るまで は失効 しない。公益信託 の受託者 が、

2つ 以上の公益 目的 か ら選択す る権限 を行使で きない場 合に公 益信託 に適用 され る同様 の原 則 と比較せ よ。第

397集 注h参 照。受託者が公益 とその他有効な 目的 か ら選択 す る権 限 を行使で きなか った場 合(第397条 注i参 照)、

公益 とその他無効 な 目的か ら選択す る権限 を行使 できなか った場合 につ いては第398条 参 照。

可及的近似 の原則 は、 これ らの原則 よ り広 い範 囲でみ とめられ るもので ある。 この原則は、公益信託 および公

益法人に特有 の原則 であ り、裁判所 はこの原則 に基 づいて、本条 に述 べられ たような事情が あれば、委 託者 が指

定 したものとは異なる公益 目的 に、信託財産 を充 当する ことを許容 または命 令す るのであ る。

』L,_」釦1]!独.るL[遮Hこ 産 を'些 しうるか

可及的近似 の原則 の適用 につ いては、財産権 を、贈 与の条項 に指定 され た 目的にできるだけ近似 した ものに充

当 しなけれ ばな らない とされ る ことが ある。 しかし、必ず しも贈与 の条項 に規定 された ものに できるだけ近似 し
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ている計画 を採 用する事 が裁 判所に求 め られているわけで もない として、可能性 のあ る計画か ら選択す る場合、

裁判所は かな り拡大 した範 囲 を認め ている。信託設 定後、相当長期間経過 してか ら指定 された 目的の達成が不可

能 または非実 際的 となった場 合には、 この ことが特 に当てはまる。裁判所 は寄贈 者の総体 的な公益 目的に なるべ

く沿 った計画 を策定 する。

止_量;正 条撰 ◎特別魁建

財産権 を、 ある特 定の公益 目的に充当す るた め信 託 として贈与 す るとき、信託 条項 によってその 目的が失効す

れば信託 は終了 すると規定 されてい る場合、信託条項 によ って総体 的な公益的意 図が否定 されて いるため、 その

特定の 目的が失効 して も、その財産権につ いて可及的近似 の原則 は適 用 しな い。上記 の場 合、贈与が有効 に な さ

れて いるのでなけれ ば、委 託者 または その遺産 ための復 帰信託 となるのであ る。第431条 参 照。公益信託の期間に

つ いての制限(第401条 注c参 照)、 あ るいは解除条件(第401条 注d参 照)の 規定 がある場 合に も、 この ことはあ

ては まる。

財産権 を 「永 久に」特定 の 目的に充当 させ る、 あるいは財産権を 「その他の 目的でな く」その 目的に充当 させ

る、 あるいは財産権 をその 目的に充当す るという 「条件 で」与 え られ ていると信託条項 に規定 されてい るという

だけ では、委託者 に総体 的な公益意図がな いと指摘す る必要はない。財産権 を可能 な限 り実 際的、法 的に明記 さ

れて いる目的 に充 当する ことができ る間は、その他 の 目的に財産権 をあてな いとい う委託者 の意 思が明示 され て

いて も、 もし特定の 目的 の実現 が不可能であ った り、非現 実的 であった り違法 で あった場合 には信託を終 了 させ

る という意思 を必ず し も示す ものではな い。

旦 　遅出趾削 壁口減

本条に述 べ られて いるような情況下 では、裁判所 は、委 託者 のよ り総体的な公益 目的とい う意 思の範 囲内で、

何 らかの公益 目的 のためにその信託財産 を充当す るにつ いての運用 計画の作成 を命 じる ことにな る。運 用計画 を

作 成す るにあ たって、裁判所 は、委 託者が、信託設定 の時、その特 定の 目的の遂行 が不可能 である ことを了知 し

ていたな らば、 その者が希望 したと推定 され るような事項 につ いての証拠 を考慮す る。裁判所 は信 託証 書の文言

だけでは なく、委託者が望む であろ うこと、た とえば公 益的な贈与 がそれ以前に委託 者によってな され た ことが

あ った り、関心が あると表 明 していた慈善、委託者 の宗教、社会的 見地、経 済的 ・社会的問題意識 等々の情況 を

考慮 する ことになる。

遺言者はあ る特定の町の ある租 の施設の設立 と維持の ための信託 として金員 を遺贈 したが、 同様 の施設 がすで

にその町には存在 してお り、2つ の施 設 を維持す るの は実 際的 ではな いとい うことで、その町 に施 設を建 て るの

が不可能 にな った場合、遺言 者が指示 した特定の 目的 に制限して遺贈 する とい う意思 を明示 してあると して も、

この ような場合 には意 図された信託 は失効す るという ことを、裁判 所は早めに裁定 しなけれ ばな らない。 もし遺

言 者が遺贈 を制 限す る意思 を明示 していなけれ ば、遺言者 の総体的 な公益 の意図 をど う定 めるかが問題 にな る。

もし、遺言者 の主要 な意図 がその指 定 され た特質 をもつ施 設をっ くる ことにあ るの な ら、裁判所 は受託者 に他の

町に同様な施設 を設立 し、維持 する ことを命ず る。 もし遺言者の主要 な意図がその町 の援助 にあるのな ら、裁判

所 は委託者にそ の町 にお けるその他 の公益 目的のた めに財産 を充 当するよ う命ず る ことに なる。
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アメ リカ合衆 国では、 その運用計画 を作成す る権限 は裁判所に ある。英 国で は、 そのよ うな権限 は、慈善 事業

委 員か、 あるいは、教育 のための基金で あれば文部大 臣に附与 されて いて、両者 と もに、裁判所へ の要 請を条件

として いる。

州議会が特別法 によ って可及的近似の原則 を指定 の公益 に適用 させ る権限 をもつ ことがあ る。 もし、 議会 にそ

の権限が あれ ば、委 託者に強制す ることはないが、 信託条項か らの逸脱 を受託 者に許可す る権限 となる。

受託者 の選択 する公益 目的に財産権が遺贈 されたが、受託者が何等選択 しなかった ときの運用 計画の策定 につ

いて は、第397条 注c参 照。

受託者 が指 名 されず に公益 目的に直接財 産が遺贈 され た場合 の運用 計画 については、第397条 注e参 照。

宇」」與四所 の追認

ある特定 の公益 目的 に充 当す るため、 財産権 が信託 として贈与 されたが、その 目的が無効 の とき、受託者が、

委託者 の総体的公益 目的 の意思 の範 囲内の何 らかの公益 目的に対 してで も財産権 を充当す る ことはで きず、裁判

所 に申立 を して、裁判所が その財産権 の使用 目的 を決定 する ことにな る。 もし受託者が、裁 判所の指図な しに、

上記 のよ うな公益 目的 に財産権 を充 当 して しまった場合 には、その受託者は、信託違反 の責任 を問われ ることに

なる。 しか し、受託者 が行 った財産権 の充当が、裁判所 が命じた もの と同 じような ものであれば、裁判所は、 そ

の充 当 を追認す ることができ、その追 認は、その財産 権の充当がな され る前に裁判所 が充 当の権限 を与 えたのと

同様 の効果 を生 じる。第167条 注fと 比較。

∫.一葦 随煮の刀t錨

可及的近似の原則 は、受託者の承諾 が な くて も適用 す ることが できる。通常、受託 者が信託条項 に従 う ことが

不可能であ るとか非現 実的だ とかわか った場合、受託 者は裁判所 に申し出て財産権 の充当のた めの運用計画 の策

定 を願 うことが できる。 しか し、裁 判所へ の申請 は法 務長官また はその信託 か ら利益 を享受す る他 の者 によって

なす ことが できる もの とす る。裁判所 は可及的近似 の原則 を適用 し、受託者が運 用計画に同意 しな くて も運用 計

画 を策定す る ことがで きる もの とす る。勿論、裁 判所は、通常 は受 託者 の要望 を重ん じる。

菖.贈 与者の承 甜〒

可及的近似 の原則は、贈与者 の承諾が な くて も適 用す る ことが できる。一般 に、裁判所 は、贈 与者の要望 を重

ん じるのであ るが、贈与者が信託 の変更 の権 限を留 保 している場 合でなければ、贈与者の要望 は、決定 的な もの

ではない。第367条 参 照。 しか し可及的近似 の原則 を財産権 の処理 に適 用するのは、生存中 で無 能力ではな い贈与

者 の同意 な しにはで きな い と制定法 で定 めてい る州 もわず かなが らある。

虹,_司法 権(」蹟ida1]ま たは困」玉.表構 ∪四ro且故里已里国≡よユ ±ヨ」 日及輿近似.唖鴎ll」豊玉」歯田 される場合

英 国において普通法上、 その違法行 為が公益にな る場 合を除 いて違法な 目的 に財産権が贈 与 された とき、 ある

いは、ただ直接 に財産権 が公 益に贈与 された とき、 さ らに 目的の特質が指 示 され ていない、あ るいは公益 の財産

管理 をす る受託者 について指 示 されていな いとき、 その信託資 金 を、何 らかの公益 目的に充当す るよう命 じるの

は、国王大権 の範 囲に属 す るものである とされて いた。財産権 が その他公益 目的 に贈与 されて いる場合 に、可及

的近似の原則 を財産権 に適 用す るのは大法官に あ り、本 条に述 べ られ てい ることに従 って適 用 され る。 国王大 権
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は、委託者 の意 思にかかわ らず行使 され うるものであ るが、司法権 は委託者 の総 体的 な意思 を遂行 する 目的 のた

めだけに行 使 されてきたのであ る。 国王大権 は合衆国に は存在 しない。議会 は、公益 目的 に贈与 された財産 に可

及的近似 の原 則を適 用 させ るよう、裁判所 の法 的権利の範 囲と行使につ いて総体 的な規則 を立法化 することはで

きて も、 国王大権のよ うな権限は行使 できない。

英 国ではそのよ うな場 合には国王 によって処分 が命ぜ られ るのであ るが、合衆 国では、財産権が 直接 に公益 団

体に贈与 され るとい う場 合は(第397条 注e参 照)、 裁 判所がその財産権 を、公益 目的の ため に使用す るよう命令

す るので ある。

旦_特 定 の11的 の,増{瞳的鑑熱L麟 継 効

財産権 がある特定 の公 益 目的に充当 され るた めの信託 として贈与 された場合、 その特定の 目的 の遂行は、 その

財産権が贈与 された時には、可能で、実際 的か つ適 法であ ったが、その後の事情変 更に よって、 その特定の 目的

を遂行す る ことが、不可能、 非実際的 または違法 になった というので あれば、委 託者の、 より総体的な公益 目的

の意思 を認 める ことは、 その特定の 目的が最初 か ら無 効であ った場 合 よ り、容易 であ る。特定の 目的が もは や実

行で きな くて、公益信託 が失 効 した り、非常に 多数 であ るとか、あま り縁の深 くない ような相続人 に分配す る く

らいなら、委託者 は計 画を変 更 した いと思 われ る場 合、情況が変 わ ってい くにつ れ、裁判所は委託者が どう履行

す るか妥当 に推論す る ことがで きるよ うに なる。 したがって裁判所 は特定の 目的 がは じめか ら失効 した場 合 よ り

は、特定の 目的 が信託設定時 か らしば ら くして失効 した場 合に可及 的近 似の原則 をよ り適用 しやす いことにな る。

特定の 目的が後発的無効 となった ときに は、常に可及 的近似 の原則 を適 用すべ きであって、 その財産 権を、委

託 者 または その者 の一定財産 に復帰 させ るべ きではない とい うことが、公の政策 の見 地か ら当然 考 えられ る。公

益 信託の設定 か ら特定 の目的 の失効 す るま でに長 い期 間があけば、財 産権が委 託者 の遺産 に復 帰す るのは さらに

望 ま しくな い。永久拘束禁止則 をこの情況では適用せ ず、 永久拘束禁 止則 の期間後 に復帰 がな され ると主 張 され

る こともあ る。 もし特定 の 目的 が失効 すれ ば財産権 は委託 者か委託者 の相続 人に復帰 する(注c参 照)こ とに し

て も、永久拘束禁止則に従 って公益信 託の条項の中に その旨はっき り規定 してお くべ きである。制定法 は委 託者

とか、 その相続人に復帰 させ ない限定期 間 をた とえば30年 間というふ うに確定 してお くよう奨 めている。

.i-●_1]貫主≡n丸1却11項円 一.韓額亘逃

財産権 が、あ る特定の公益 目的 のための信託 として贈与 され たが、 その総額 が非常 に少 ないため、その贈 与額

ではその 目的達成が不可能で ある場合、贈 与は委託者が挙 げた特定 の 目的 に限定 され るとする意思 を明示 した と

きに限 って意図 された信託は失効す る。 た とえば、 もし遺 言者が残余財産 を病 院 を建 てるための信 託として遺 贈

したが、 その残余財産の総額 はその 目的 のためには不十分 であ ることがはうき りしている場合 は、裁判所 は病 院

の設立 とい う目的の中で病棟の贈与 とかその他健 康の増進 のために基本財産 を適 用す るよう命 ずる ことが できる。

遺言者 がその贈与を病院の設立 に限定 していて、 病人の救済 という総体的 な意 図はな いと意思表示 しているよ う

な情況 を考慮 で きる遺 言がな ければ、病院 の設立の中で病棟の贈与 とかその他健 康の増進のた めに基本財産 を適

用す るよ う命ずる ことがで きる。

特定 の 目的に要する総額 が、贈与額 をそれほ ど上回 って いるので はないとき、裁 判所はその総額が十分 になる
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まで、そ こか らの収益 を貯蓄す るよう命 じることがで きる。た だ し、信 託条項 で、貯蓄につ いての指 図がな され

て いなけれ ば、裁 判所 は、通常、上記 のような貯蓄 を命 じることはない。上記 の貯 蓄につ いての指 図の効 力に関

しては、第401集 注1を 参照。

k.同 一特定 の11的 が既 に違凪 され ている揚 音

財産権が、 ある特定 の公益 目的に充当 されるための信託 として贈与 され たが、その 目的が既 に達成 されてい る

場合、意 図された信 託は必ず しも無効 とはな らず、裁 判所は、その財 産権 を可及 的近似の原則 に基 づいて運 用す

ることを命 じる ことがで きる。

た とえば、 合衆 国で奴隷制度 が廃止 される前に死 亡 した遺言者が、 合衆 国における黒人奴隷制度 を終 焉 させる

公的 な気運 をつ くるべ く、受託者の判断 で、書物 の発 行や講演会 に金 を使 う信 託 として金員 を遺 贈 したが、憲 法

改正 によって合衆 国におけ る奴隷制度 は廃止 となった。裁判所 は以 前奴隷 だった者の利益の ためにその遺贈 を適

用す るよう命 ずる ことがで きる。

また、合衆 国の18世 紀 憲法改正の採用 前に死亡 した遺言者が、酒類 の醸造 ・販 売禁止法 をつ くるためにお金 を

使 う信託 として金員 を遺 贈 したが、改正法 を採用 したか らといって、 信託 は失 効する必要は な く、改正法 が廃 止

にな るま では裁 判所 は遺 言者が酒類の醸造 ・販売禁 止法 という単一 の 目的 に贈 与 を限定す るとい う意思 を明示 し

て いない限 り、他 の方法 に よって禁酒 を推進 させ るため財産権 を充 当するよ う命ず ることが できる。遺 言者が禁

酒法 のみ による禁酒 を企図 していると明示 していた として も、裁判所 は憲法上 また制定法 上 での禁酒法廃 止に反

対す るの を援助 するとか、 その援助 のお かげで廃止 撤回 されて再制定 され るよ うな場合には財産 を充 当する よう

命ず ることが できる。

また、遺言者 が町 に病 院 を建 てるための信託 と して財産 を遺贈 したが、 その町には既に同 じような病院 があっ

て、2つ の病院 があっては有益 な目的が達せ られ ない ような場合 には、 たとえばその町の疾病 に備 えるため とか、

どこかほ かの場所 に病 院 を建 てるとか いうような、遺 言者が もっと総体的 な公 益の意思 を持 っていた ら、裁判所

は可及的近似 の原則 によ って財産権 を充 当するよ う命ず ることが できる。 も し遺 言者がその町 に病 院を建 てる よ

うにという特定 の 目的に贈与 を限定す る意思 を明示 して いて、達成 されるべ き 目的が一方の病院 がある ことで十

分 に達成 されているのな ら、 その信託 は失効 し遺 言者の財産の ための復帰信 託が発 生す る。

信託財産 の一部を充当 しただけで、 その特定 の 目的が完全に達成 されてしま った場 合の残余財産 の運 用につ い

ては、第400条 参照 。

L－ 同二承諾の要件 の欠敏

財産が、 ある特 定の公益 目的 に充当 される信託 と して贈与 され たが、 その 目的は、第 三者 の承諾 がなければ遂

行 しえないよ うな ものなの に、第三者 が承諾 しなかっ た場合、特定 の 目的 に限定 して贈与す る とい う意思を明示

しているときのみ、意 図 され た信託 は無効 となる。

たとえば遺 言者が もしそ の町が受入 と維持 に同意 す るなら公営 図書館 を建 て るための信託 と して財産を遺贈 し

たが 、その町 がそれ を拒否 した場合 には、その 目的 が遺言者の公益 的な意思 の範疇だけに あるな ら、その財産 は

可及的近似 の原則 に よって その町の人 々に読み物 を提供す る目的 に充 当す る ことがで きる。
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ま た、 も し遺 言者 が適 当な教会の聖職者 が受 入に同意す るな ら、教会 とか祈 祷所 とか牧師館 に使用す るため信

託 として建物 を譲渡 したが、その教会の聖職者 が受 入 を拒否 した場合、 もし遺言 者が総体的 な公益的意思 を持 っ

てい るだ けな ら、その財 産は可及的近似の原則 によ り他の宗教 目的に充当す る ことがで きる。

m...同 二無益 な且 的

意図 され た信 託の設定 目的 が、コ ミュニテ ィにとって全 く無 用の もので あれ ば、その信託は強制不可能 である。

た とえば、遺 言者は自分 の文学 的または科学的書 き物 を公刊す るため と規定 してあったが、その書 き物は無価値

であ った ような場合 、意 図 された信託は通常は失効 となる。 しか しもし遺 言者が 教育の振 興のため といったもっ

と総 体的な公益 目的 を もうていた ら、可及的近似 の原則 が適 用 される。

また信託設定 時点 ではコ ミュ ニテ ィに貢献す るようにみな された 目的が時の経過 によって、人 々に無益な もの

であ るとか、む しろ有害 だと思 われる ようにな ってきた ら可及 的近 似の原則 が適用 される。た とえば もし遺 言者

は貧 困者に収益 を分配す るために使 う信託 として財産 を遺 贈 したが、裁判所 は可及的近似 の原則 を適用 して貧困

者 の利益 を違 う方法 で図る計画 を策 定する ことが できる。

n.同 一違 法

公 益 目的の ための譲渡が、 その目的またはその 目的の一 部が、違法 あるいは違 法 になるに至 ったため、 その譲

渡 の全部 または一部が、 はじめか ら無効 である とか、 その後 に無効 となる とい うことが あ りうる。 このよ うな場

合、委 託者 が、 その財産権 を違法 あるいは違法 にな るに至 ったような 目的 にのみ充当すべ き もの とする意思 を明

示 しているので なければ、可及的近似 の原則 を適 用す ることが できる。

o.法 人 または社団への贈与

遺 言者 が、財産権 を公益法人 また は公益 団体 に遺 贈 したが、 その法人 または団体が遺贈 を受 ける ことを拒絶 し

た り、 あるいはそれ を取得 し保有す る能 力を もたな い場合、 またそ の法人や 団体 が現に存在 していない場合、遺

言者が、 その財産権 を公益 目的に充当す るのであって、単に特定の法人や団体 に遺 贈するの ではないという意 思

を明示 していれば、 その譲渡は失効 しな い。第397条 注f、 注g参 照。た とえば もし遺 言者が ある原則 を教 える優

生学の講座 を設置するために特 定の大学 に金員 を遺贈 したが、大学はその遺贈 を断った場 合、裁判所は譲渡者 が

自分が指 名 した大学 に限定 して贈与す るという意思 を明示 して いな い限 り、他 の大 学の同 じような講座の設置 に

遺 産 を充当す るのを許可できる。

もし遺 言者 が財産 を指名 の公 益法 人または団体 に遺 贈 したが、指 名の公益法人 も団体 も存 在 しなか った場合、

外 因的な証拠 によって違 う名 前の法人 や団体に遺贈 する という遺 言者の意 思があ ると認め られ る。

もし公 益法人 または団体 に対 し贈与 がな されたが、 その法 人がその後解 散 して しまった場 合、可及的近似の原

則 を適用 して、裁判所 は、少 な くとも贈 与の条項に別段 の規定 がないかぎ り、そ の財産権 を、 同 じような 目的 を

有 する別 の法人や団体 に贈与す る ことを命 じることが できる。

もし財 産が特定の公益 団体 の援助 にあて るための信託 と して贈与 されたが、そ の団体 は同様 の 目的で設立 され

ていた団体に その後合併 され た場合、委 託者が 自分が指名 した団体 に限定 して贈与す るとい う意 思 を明示 して い

ない限 り、裁判所は財産 を新団体 に充 当する ことを許可 できる。
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PL」 麿.益団捧 の敷 地 烈 機 務魑 ≧ ・_塞 皇塵曲 ± 皇直隠 藁ユ 鹸 登

委 託者 が、土地 を信託 として譲渡 し、その土地 の上 に公益的 な施 設 を設立 し維持 することを 目的 として いたの

であるが、 その信託設定時や、 あるいはその後 の事情変更 によ り、 その土地でその施設 を維持 して いくことが不

適 当だった り、 またそ うな るに至 った場 合、たとえ委託者が特定 の文言によ り、 その土地の売却 および施設の移

転 の禁止 を指 図 していて も、裁判所 は受 託者に対 し、そ の土地 を売却 しその売得金 で別の土地 にその施 設を建設

し、維持 してい くよ う運 用す る許可 または命令 する ことが できる。 このような裁判所の命令 は、 信託の財産 管理

に かかる一般 的権限の もとで は可及的近 似の原則 に訴 える必要は な く、信 託条項 の この特性か らの逸脱 を許可 で

きる。第167条 、第381条 参照。 その団体 がそのニヒ地 に維持 されて いる限 りはその信託は継続 し、 その土 地か ら移

転 したときはその信 託は終了す ると委託者 が規定 して いる場合は、裁 判所 はその団体の移転 を許可 する ことはで

きない。注c参 照。

旦」_特定1'1的の 」書成 埋 互龍ではない場合

特定の 目的 を遂行 する ことは可能で あっても、そ の特 定の 目的の遂行に よって、委 託者 の総体的 な公益 目的の

意思 を達成 できないよ うな ときには、可及的近似の原則 を適用す る ことが できる。上記 の場 合、 その特定 の 目的

の遂行は 「非現実的 」 とい うことにな り、本条では、 この ような意味 でこの文言 を使 ってい る。特 に、信託設定

後の事情変更が あった場 合に、 この ようなことがあ りうる。注i参 照。

た とえば遺言者が ある種の団体の設立 と維持のた めの信託 として財産 を遺贈 したが、 同種 の団体 が既 に存在 し

て いる事実があ った り、 その後設立 され た りして、それ によって遺 言者が命 じた団体 の設立 や維持が有益 な 目的

を果 たせ な くな った場合 、裁 判所は受 託者 にその団体 の設立や維持 を強い ることはない。

また、 譲渡人が学校 を建 て、ある教育課程を含む明確 な 目的 を指 示 していたが、時間の経過 に よって その限定

が一般 の教育 を授け るための妨 げ とな って しまって いるよ うな場 合に は、裁判所 はその教育 課程の変更 を許可す

る ことがで きる。

また、委 託者によ って創 られた施 設への管理 方法 や経営 に関 する委 託者 の指示 は、 これ らの指 示が真剣にその

施 設が無 益にな らな いようにしているのな ら、裁 判所の手 数を省 くことにな ろう。

英 国お よびスコ ッ トラ ン ドにおいて、 この可及 的近似 の原則 は、 教育の分野で、制定法 によって非常に拡大 さ

れ た範 囲にまで認め られ ている。贈与 の条項 か らの逸脱 は寄贈者 の特定の指 示の実現が、不可能 な いしは非現 実

的 でな くて も許 され る。寄贈者 の指示 どお りにする ことよ り、学生 とかコ ミュニテ ィの幸福 を図る ことの方が重

要 である。教 育的な ことへ の遺 贈のための計画の策 定に あたっては、寄贈者 の指示その ものよ うり寄贈 者の意思

の真意 を汲 んで考慮がな され る。

工」L散ムー堕{昆随置

ある特定 の公 益 目的に充当す る資金 を、 数人 の委 託者が分担 しているとき、その特定 目的の遂行 が、 不可能 、

非現実的 または違法 であ るか、 そうなるに至った場 合に、可及的近似 の原則 が適 用で きな いような ときには、 そ

れ ら数人の寄付者 のための復帰信託が生 じる。 また、その資金の一部が既 に消 費 されてい るときには、寄付者 は、

その残余額 について、 各 自の寄 附の割合 に応 じて、 それぞれの持分 に対 し権原 を有する。 それ らの寄付者 のうち
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に、確定 しえない者 がある ときには、そ の者 の持 分につ いて、その州 のための復 帰信託が生 じる。第413条 参照 。

第400条 残余財産の運用

あ る財産 権が特定の公 益 目的に充 当 され るた め、信託 として贈与 されたので あるが、その 目的が完全 に達成 さ

れた後、 なお信託財産に余剰があれば、委託者が その信託財産の全部 を公益 目的に充 当す るという総体 的な公益

目的 の意思 を明示 している場合にかぎ り、その残 余財産 にっいての復帰信託 は生 じない。裁判所 は、委託者 の紹

体的 な公 益目的の範囲内にあ る他の公益 目的のため に、その残余財産 を使用 する ことを命 じる。

注:

a、 霞腫者が総体的な塗薬1.1的の、意思 を古す一勘 合

本 条に述べ られて いる規定 に基づ いて、その残余財産 を種 々の方面 に使用 す ることが できる。た とえば、遺 言

者 が一定 額の金銭 を信託 とし、 その収 益を一定 数 の貧民 に一定額ず つ支 払 うよ うに遺贈 したのであ るが、その金

銭 を投 資 した結果、 その特定 の 目的 を遂 行す るの に必要 な額 よ り多額 の償還 金 を生 じたよ うな場 合、裁 判所は、

一定 数以上の貧民に、 その金銭 を支払 うよう命 じる こともできる し、また信託設定 の時によ りも、生活 費が上が

って いる場合 は、定 め られ た額以上 の金 銭 を支払 うよ う命 じる こともできる。ま た、 その残余額 を、別 の手段で

貧民 を救済す るために運用 するよ う命 じる こともできる。

⊇ 媒 体的 な公益!」的の意思 を七たない墨 ☆

財 産権が、 ある特定 の公益 目的のために充当 されるよ うに、信 託 として贈与 され、その 目的 を完全に達成 した

後 に、なお、信託財産 に余剰 があるが、委託者は、 信託財産の全 部 を公益 目的 にあてると いう総体的な公益 目的

の意 思 を明示 しなかったときには、 その残余財産 についての復帰 信託が生 じる。第432条 参照。

た とえば辞 書の編纂 と出版 のために信託 として金 銭を遺 贈 したが、その辞 書の編纂 と出版 だけでは遺 贈 され た

遺 産の総額 を使 い切る ことがなかった場 合、遺言者 が公益 目的に金 銭を譲渡す るとい うさらに総体的な意思 を明

示 していなければ、遺 言者の残余 財産の復帰信託 とな る。

c.公 益法 人または公益 団体

財産権 が、 公益法 人の 目的の一つに充 当す るため、その公益法 人に贈与 され たが、その 目的 を完全に達成 した

後、 なお信 託財産に余 剰があれば、委託者が その贈与 を委託者の列挙 した特定 目的にのみ限定 してなされ るもの

とす る意思 を明示 してい る場合 を除 いて、裁判所 はその法人に対 して、そ の残余財 産 をその法人 の他の 目的 に充

当すべ き旨命 じることになる。財産権が、法人格 のな い公益団体の 目的の一つ に充当する ため、 その団体 に贈 与

されたが、その 目的が完全に達成 され た後 になお、信託財産に余 剰があ る場合 も、同様に残余財産 はその社 団の

別 の 目的に充当 され るのが通常 である。

d.一数Eの 養r}儲 ・

特定 の公益 目的に供 され る資金 を、数 人の者 が分担 して寄附 した場合、 その 目的が完全 に達成 された後、 なお、

信託 財産に余 剰があ るが、可及的近似 の原 則を適 用 されない場合、 その残余財 産につ いて、 それ らの寄附者 は、
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各 々のな した寄附の割合 に応 じて、 その残余財 産に対す る権原 を有す る。寄附者の うちに確定 しえない者があ る

とき、それ らの持分につ いては、 その州 のための復 帰信託 とな る。第辺 条参照。

第401条 期間の制限または条件

(1)公 益信託が信託条 項によ って、あ る事実の発生 まで継続 する、 またはあ る事実 の発生 とともに終了す るも

の と規定されてい るときは、その規定が無効でないかぎ り、公 益信託 は、その事実 の発生 と ともに終了す る。

(2)公 益信託 が、あ る一定 の事実の晃生までその効力 を生 じない ものと、信託 条項 に規定 されている とき は、

その規定が無効 でないかぎ り、公益信託 はその事実の発生 まで効 力を生 じない。

注1

旦._晶 托違反1;よ うて{蛆遣宿托が{甦 るので1止な い場 合

信託条項 に期 間の制限または条件につ いての規定 がな く、指定 されたその公益 目的が可能で、現実的 あるいは

適法 であれば、単 に受 託者が信託財産 を本来の 目的 に使用 しなか った ことや他 の 目的に転 用 した りした ことによ

って、公益信託 の遂行 を塀怠 した とい う理 由だけで、 その公益信託が無効 となる ことはない。信託違反に対す る

救済は、受託者 に信託 の履 行 を強制 す るか、ある いは、信 託違反 に対す る原状回復 をなす ことを目的 とした訴訟

に よってな され るの であって、委託 者の一定財産のた めの復帰信 託が負わ され るの ではない。信 託の遂 行が不可

能、 非現 実的または違法 となった場合、 委託者がその財産権 を公益 目的にあてる というような、 よ り総 体的な公

益 目的の意思 を明示 しなか った ときに限 って復帰信 託が生 じる。第399条 参 照。

b.躍!刊:の 有無

条件 を付け るとい う意 思が特定の文言 を以って明示 されて いるの でなけれ ば、 公益信託に基づ いて財産権 の譲

渡 をなす という証書は、通 常、条件 を付 したもので はない と解 釈 され る。 ある公益 目的のために、財産権が、信

託 として譲渡 されるとき、 譲渡証書にそ の財産権は その 目的のために永久に使用 されるべ き もの とか、 あるいは、

その 目的にのみ使用 され るべき ものであ るとい う指図が な されていた として も、 そのような事 実だけで条件が設

定 されている とはいえな い。た とえば教会の牧 師館 をそ の上 で永久 に維持 す るという 目的 のためだけの信託 とし

て土地 を譲渡 したが、委託者 やその相続 人は牧 師館 として使わ れていない とか、 その他の 目的 のために使 われて

いるというだけでは、土地 の返還請求権 はない。牧 師館 として使用 するのが実 際的であ るな ら、受 託者 は強制 し

てその 目的 に向け させる ことができる。牧 師館 として使用す るのが実際的 でないな ら、信託は失効 して、委 託者

が もっと総体的 な公 益信託の意思 を明示 していない場 合に限 って復帰信託が発生 する。第399条 参照。

財産権が、 ある一定 の公益 目的に、充当 され ることを 「条件 どして」贈与 され た場合 は、 それに よって、通常

は公益信託が設定 され る し(第351条 注e参 照)、 また指 定 された 目的のために その財産権 を使用 しな いときには、

その財産 権は委 託者 またはその相続 人に復帰する もの であると信 託証書に規定 され ているの でなければ、通常、

条 件を課 した ものでは ないと解 釈 される。第399条 注c参 照。 たとえば、土 地が教会 の牧師館 と して使 う建物 をそ

の上 に建 てる ことを 「条件 に」譲渡 された場合、 その建物が牧師館 として使われ なかった り、 その他の 目的に使
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われ ているか らとい うだけでは、委託者や その相 続人に その土地の返還請求権 はな い。 もし牧師館 として使 うの

が現実的 でなければその信託は失効 し、委 託者 が もっと総体的な公益信託 の意思 を明示 して いない場 合に限って

復帰信託 が発 生する。第399条 参照。

c -.-1期目1の1制限

あ る一定 の事実状態 が継 続す るか ぎ り、 あるいは ある一定の事実が発生す る ときまで、財産権 をある公益 目的

に充当す る とい う信託 として財産権 を贈与 する場 合、 その公益信託 は、指定 された事実状態が終了 したとき、 あ

るいは指定 された事実が発 生 した ときに終 了す るので ある。有効 な財産移転文句 がな いか ぎ り、受 託者 は、 その

信託財産 を、委託者または その相続人の ための復 帰信託 に基づ いて保有す る。第413条 、第432条 参照。 その事実

が、永久権 禁止則に定め られ た期間、す なわち制定法 によって別段 の規定が ないか ぎ り、指定 された者 が、信 託

設定 のとき生存 してい るので あれば、 その者の生存 中お よびその死後21年 間 であ るが、その期間 を超 えるまで発

生 しえない ものであ るか否か は重要な ことではな い。 たとえば、 その上 に学校 を維持す るた めの信 託として土地

を移転 し、 その土地に学校が維持 され ている限 り信託 は継続す ると規定 され てい る場 合、学校 が もはやその土地

の上 か らな くなって しまえぱ、その公益信 託は終 了 し、委託者あ るいはその相続 人が土地の返還請 求権 を得 る。

そのよ うな場合、先行贈与不動産権消滅 後の不 動産権 の設定(giftover)京 があろ うとなか ろうと、 その設定が

有効 であろ うとなかろ うと公益信託は終了 する。非公益 目的のた めの二次的 な不 動産権の設定 は、永久権禁止則

の期間 内に権利が帰属 す る場合 にのみ効 力を有 す る。注g参 照。公益 目的 のための二次的な不動産権 の設定 は、

永久拘束禁 止則の期間 内に発効 しなか った場合 で も有効 である。注f参 照。 この場 合、 この設定 は有効 である。

もし、 その二次的な不動産権の設定が無効 であれば、公益信託は終了 し、委託者 またはその相続人 のための復帰

信託が生 じる。た とえば、その上に学校 を維持 するため にの信託 として土地 が譲 渡 され、その土地 の上 に学校が

維持 され てい る限 りは信託が継続す ると規定 されて いたが、その学校 はもは やそ こに維持 され るべ きでな くなっ

た場合 には、指 定 された者 と相続人に土地 は譲渡 されな ければな らず、 その学校 がその土地 にもはや維持 されて

いな いのであれば委 託者の財産のための復 帰信 託が発生す る。

*[訳 注]giftover-一 一一先行贈与不助産権焼結 後の不動産権(の 設定}と は、遺 言書また は財産譲渡 証書 におい

て、特定 人への財産譲渡が無効 とな ったとき、 その財産 を他の特定人 に与 える 旨の第二次的 な指定 をいう。

d.解 除条∫'t

財産権 が、公益 目的に充当 され るた めの信託 として贈与 され、 ある一定の事実 が発 生 した とき、 または一定 の

事実状態 が存在 しな くな った とき、その信 託は終 了す るもの と規定 され ている場 合には、その公益信託 は、指定

され た事実 が発生 した とき、 または指定 された事 実状態が もはや存在 しな くなった ときに終了す る。ただし、二

次的 な不 動産権の設定が無効 の場合で、 しか もその公益信託はその設定 の効 力が生 じた ときにのみ終了 する とい

う意思 を委 託者が明示 して いた場合は この限 りでは ない。第413条 注d参 照。二次 的不動産権 の設定 が存 在しなけ

れ ば、受 託者は、その財産権 を委託者 またはその相続人 のための復帰信託 に基 づいて保有す る。永 久拘束禁止則

の期 間内に授権 されて いな けれ ばな らないが、非 公益 目的 のための二次的不動産 権の設定が なされていれば、 そ

の設定 は有効で効力 を持つ。 その授権が永 久権禁 止則 の期間 内で あろうとなかろ うと、公益 目的 のための二次的
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不動 産権の設定は有効で ある。注f参 照。 もし非公益 目的 のためであ り、また永久拘束禁止則 の期 間内に効力 を

生 じないか らというので二 次的不動産 権の設定が無効 となる場合、委 託者がその設定 が有効 な場合 にだけ公益信

託 が終了す るという意思 を明示 してな い限 り、やは り公益信託 は終了 して委託者 とその相続人 のための復 帰信託

が発 生する。た とえばその上に学校 を維持するための信託 として土 地が譲渡 され たが、 その土地 の上に学校が も

はや維持 されて いな けれ ば、結果 的に土地 は委託者の相続 人か指定 された者 とその相続人 に譲渡 され、委託者 の

財 産のための復帰信託が発 生す る。

疎遠性に よって無効 ではない解除条件は違法であ る ことの効 力につ いては注h参 照 。

旦L権 利喪鑑に劃す る鞭1三捷.L.璽散緒 玉綿

あ る一定の出来事 の発 生の ときに公益信託は終了す る という規定 は厳格に解釈 され、裁判 所は、指定の出来事

が、既に発生 している ことが明 白であ る場合でなけれ ば、 信託 の終 了の判決 をしないのである。た とえば信託財

産か らの収益 をある学会 に支払 うよう規定 したが、 その学 会が解 散 して しまった り、 学会 としての存在が消 えて

しまったら信託 は終了 するが、相互が 同意す るよう命 じて他の学会 と合併 したか らといって この条件が破 られ る

ことはない。

たとえ、指定 され た出来事が発生 したとして も、裁 判所 は、 その条件違反が受託者 自らの過失に よるもので は

な く、 また、権利 喪失 を強制す ることは、衡平法 に反 する ものであ るときには、信 託終了 の判決 を下す ことを拒

否す ることが できる。信 託終了すれば財産権 を持つ ことができ る者が、 この条件 をやぶる ことにつ いて責任が あ

る場合 はなお さらである。た とえば土地が孤児院 の設 立のための信託 として遺贈 されたが、 もし遺言者 の死後3

年以 内に孤児院 が設立 されなけれ ば財産権 は遺言者 の相続人に復 帰す ると規定 してあった場 合、遺言老の相続 人

が遺言 の有効性 に異 議を唱 えて3年 間、訴訟 を引 き延 ば して続 け たときには、受 託者がその3年 の期間 内に孤 児

院 を設立 できな くて も土 地の返還請求権が相続人 に授 権 される ことは ない。

上、_公益団体1出血:蜘 杢」=建

指定 され た出来事 が発 生 したときには、公益 目的 のために贈 与 され た財産権 は、 別の公 益 目的の ため 同一の受

託者 または他 の受 託者によ って保有 され る ものとす る規定は、 その事実が永久権 禁止則の期間 内に発生 しうる も

のではないと して も有効 であ る。 それ故、 ある公益法 人か ら別の公益法人へ な された二次的不動産権の設定 は、

達成不可能 を理 由に無効 とは な らない。

二次 的不動産 権の設定 という出来事 は最 初の公益 信託の失効 あるいは公益 信託の 目的の うち のひとつ の失効 に

よって効 力を発 生するか、 そうでなければ信託 の財 産管理 とは無関係 な出来 事 とな る。その二次的 不動産権 の設

定 は条件 が違法 な場 合は無効 である。注h参 照 。最 初の贈与が限定的 な形 でな され ようと、解除条 件を条件 とし

ていよう と重要 ではな い。

例:

1.Aは 学校の援助 のため収益 をあてる信託 として土地 を遺贈 し、廃校になれ ばその収益 は教会 に充

当す るよう指示 した。その学 校は廃校 とな った。教会 のために有効 な信託が設定 され る。

2.Aは 教会の牧 師に一定 の場 所で布教活動す る間 は援助 を行 う信託 として財産 を遺贈 し、 教会 がそ
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の場所 で活動 しな くなった ら、 財産権 を学校 を援助するのに充当する よう指示 した。教会は他の場 所に

移転 した。学校 のための有効 な信託が設定 される。

3.Aは 大学 に収 益 を支払 う信託 として財 産を遺贈 したが、 もしその大学 が遺 言者の墓の修理 ・管理

を拒否 すれば財 産権はその他 の大学に保持 させ ると指 示 した。 この二次的不動産 権の設定は有効で ある。

乱_宝.益一団_鯵塑 ら非 曇柑1卜到体への二」虫「白干動産撞壁 越 建

指定 された出来事 が発 生 した とき、 公益 目的 のために贈与 された財産権は、非公益 目的のため に使用 され るも

の とす る規定 は、その事実が永久権禁止則 の期間 内に必ず発生す るものであ るときにのみ効力 を有す る。二次的

不動産楠 の設定が個人に対す る唯一の贈与 であって も、財産権が同一 のまたは その他の受託者 による私益信 託に

保持 される ことにされて いて も上記 は当 てはまる。た とえばその土地 の上 に学校 を維持す るための信託 として土

地 を受託 者に遺贈 し、その土地 の上 で学校 を維持 す ることをや めた場合に は土地 は第三者 とその相続人 に帰属 す

るか、第 三者 とその相続人 のための信託 と して受託者が保持す るか、他の非公 益 目的のため の信 託 として保持 さ

れ る と指 示 され ている場合、永久拘束禁止則 の期間 を超 えて効 力を発 生させ よ うとす るな ら、 その贈与 は無 効 と

なる。

力」_正法な1酵離条件

財 産権が公益 信託 に基 づいて贈与され、一定の 出来 事が発 生 した とき、 その公益信託 は終了 す ると規定 されて

い る場合、 その条件 が不 法な ものであれば、そ の条件 は無効 とされ るのであ って、その公益 信託が無効 とな るの

では ない。第65条 注e参 照。た とえば遺言者が医学 校のために収益 を使 うよう受託者 に金貝 を遺贈 し、 その学校

があ る治療法 を擁護する講義 をやめれば信託 を終了 させ ると指 示 して いたが、 その治療法 は生命に危険 を及 ぼす

ようなものであった場 合、その学校がその講義 をやめたか らとい って信託は終 了 しない。

.L-一』1訟益 団旦力三ら黄櫨坦1蜷±辺 二剛 力4～動産樋 壁1雌

指定 された出来事が発 生 したときには、非公益 目的の ために贈与 された財産権 を公 益 目的に充 当され る ものと

す る規定 は、その出来事が永久権禁止則 の期 間内に必ず発生す るもの であれ ば効 力 を有す る。 たとえば遺言 者が

その生存中は指定 した人 に利益 を支払、 その人の死後は残 され た子供 に財産権 を譲渡す る信託 として財産 を遺贈

するが、指 定 した人に子供 がいなけれ ば公 益 目的の ための信託 と してその財 産権 を保持す るもの とした ところ、

指定 した人が子供 を残 さず に死亡 した場 合は、意図 され た公益信託 は有効 であ る。

指 定 され た出来事が発生 した ときには、非公益 目的 のために贈与 された財 産権 を公益 目的 に充当 され る もの と

す る規定は、 その出来事 が永久拘束禁 止則の期間 を超 えて発 生する ものであれば無効 である。た とえば遺言者が

その非公益法 人が存在 する限 りは土地 の 占有 を許す信 託 として土 地 を遺贈 し、 もしその法人 がその土地 に存在 し

な くな った ら公益 目的のための信託 とす るよう指示 した場合、その意図 された公益信 託は無 効であ る。

L_公 益 団.据に封ず る持 止条姓{止き」Z頚髄f壁 され垂≡カも_虫聞譲 渡 が ◆われ な史墨金

永久権禁 止則の期間内には発生 しな いか もしれ な い一定 の出来事が発生 した ときに財産権 を公益 目的 に充当す

る信託 と して贈与 された場合、 中間譲渡 が行 われな くても、その 出来事の発生 が停 止条件 とな っているときにの

み、 その信 託は失効す る。
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もし委 託者 がその出来事が発生す るまでは公 益信託 を成立 させ ない とい う意思 を明示 している場 合、永 久拘 束

禁止貝llの期間内にその出来事が発生 しなければ、その信託 は失効す る。た とえば一定 の場所 の大聖 堂の記 念の飾

り窓 をつ くるために充て る信託 として財産権を遺贈 したが、そ の大聖 堂はま った く建築 され そ うもな く、また委

託者 が総 体的な公 益的意思(第399条 参照)を 明示 して いなけれ ば、 その信 託は失効す る。

これに反 して、委 託者が たとえ、永 久権禁止則の期間 内に発生 しえないよ うな一定 の事実 の発生 まで財 産権 を

公益 目的には充当 しな いように指 図 した として も、公益信託は直 ちに発 生す るという意思 を明示 しているのであ

れ ば、その信 託は有効 で ある。 このよ うな場合、その 出来事の発生 は停止条件では な く、公益 団体 に対 し履行 が

延期 されている贈与が直ち にな され たのである。裁判所は、そ の財産権 を保有 した ままそ の出来事 の発生 を待 つ

よ う受託 者に許可す るが、 その出来事 が、相当 と思われ る期間 を経過 した後に も起 りそう もない と裁判所が判 断

した ときには、その財 産権 を可及的近 似の原則の適 用 によって、総体 的な公益 目的 の範囲 内にある何 らかの 目的

に直 ちに充当す るよ う裁判所 は命 じる ことができ るの である。第399条 参 照。

た とえば遺 言者が一定の公益 目的 の達成のため死後 に設 立され る公 益法 人に、金銭 を遺贈 または信託 として遺

贈 した場 合、た とえその法人 が永久拘 束禁止則の期間 内に設立 され な くて も、その贈与は有効 であ る。 このよ う

な公 益 目的への直接的な贈 与もある し、また裁判所は妥当 な期間 内にその法 人が設立 され るな ら、 財産権をその

法人 に譲渡するよ う命ず るか、可及的近 似の原則に基づ いて指定 された公 益 目的に財産権 を充 当するよ うな計画

を策 定 し、裁判所が指 名 した受託者 に管理 させる よう命ず ること もできる。第399条 参照 。 このような場合、 その

法 人の設立は信託設定 の停 止条件 とはな らない し、通常、可及的近似 の原 則の適用 をあ らか じめ除外する ことは、

遺 言者の主要な意思では ないと解 され る。

また他 人が病 院の敷地 内に土地 を寄 贈す るとか、他人が十分 な額 を寄付 して病院が建築 されるよ うな ことがあ

れ ば、病 院の一部を建 て るための信託 として金銭 を遺贈す るとした場 合、 他人の敷地 の寄贈 とか寄付 金が公益信

託 の停止条件でなければ、 また、遺贈 者が敷地が寄贈 され た り寄付金 がなければ信託 は起 こ らない と意思表 示 し

ていなければ、その信託は有効 である。

k.蓄 積 にっいてo規 定

財 産権がその収益 を一時蓄積 してお くように指図 され、公益信託 として贈与 され る場合2つ の問題が生 じる。

第1の 問題は、蓄積につ いての規定 の有効性に関す るものであ り、第2は 公益信託 の有効性 の問題 であ る。制定

法 で別段の規定がな され ていないかぎ り、公益信託 に基づ いて保有 されて いる財産権 の収益 を貯 蓄する よう指 図

する ことは、それが相当 と考 え られ る ものであれば、永久権禁止則 の期間 を超 えるか否 かにかかわ らず、有効で

あ る。公益団体のた めの蓄積 をなすべ きことを命ず る規定 は、 その期 間につ いては、 裁判所 の監督 に従 って定め

られ る。財産権の リステ イ トメ ン ト第442条 参照。もし裁判所 あ らゆる情況 を鑑み て、 蓄積期 間が妥当性 を欠 くほ

ど長期にな って いる判断す れば、直 ちに または裁判所が決定 した時期に財産権 を指定 の公益 信託 に充当する よう

命 じて、 もし必要な ら委託 者の総体 的な公益の意思 を実現 するために可及的近似 の原則 を適 用す ることがで きる。

第399条 参照。

公益信託は、蓄積 につ いての規定 の効力の有無 にかかわ らず、 その規定が あるとい う理 由で失効す ることは な
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い。 その条 項の規定の無効 が、公益信託 を無効 とす る ものではない。 しか し蓄積す る ことが、その公益信託の停

止条件 であ り、委託者が もし蓄積が なされない ときは、 その信 託の効力は発 生 しないとす る意 思 を明示 して いる

場合 で、 しか も蓄積期間 が永久権禁止則 に定め られ ている期 間よ りも長い ときに は、永久権 禁止則の期間 内に発

生 しえない出来事 を条件 と しているために、その公益信 託は失効 す る。

上L王 法 な停 止条{'ト

ある一 定の事実が発生 したときにのみ 、効力 を生 じる とい うよ うな公益信 託に基 づいて、財 産権が譲渡 され、

しか もその条件が不法 なものであるような場合には、 その出来 事がた とえ発 生 したとして も、 その公益信託 は起

こ らないか、 またはその条件 が失効 し、 その出来事 がた とえ発 生 しな くて も、公益信 託が成立 す ることにな る。

委 託者が厳格 に意 図を明示 している ときには、その委 託者の意 図の明示がその出来事 が発 生 しな くても公益信託

が成 立す るのか、 その出来事 が発生 して も公益信託 が起 こらないか を決定する ものとなる。通 常 の場合の ように、

条件 が違 法 と判断 され たときに生ずる事項 につ いて、委 託者が何 ら確定 していな いときには、その出来事の発生

の有無 にかかわ らず、 その公 益信託は効 力 を生ず る。ただ し、適法 に承認 された証拠 によって、委託者が もしそ

の条 件が違法 であれ ば公 益信託全体 を無 効 とす るとい う意思 を有 して いた と推定 される ことが明 らかにな った場

合 は、 この限 りではない。第65条 注f参 照。

た とえば もし遺 言者が疾病 の一定 の治 療法 を擁護 する講座 をまずは じめに開講 するな ら、医学校 のため に収 益

を使 うよう受託者 に金 銭を遺 贈 した ところ、その治療法 は生命に危険 を及ぼす ものである ことが立証 され た場合、

委 託者がその条項 が失効 すれば信託を成 立 させ ないと明示 して いなければ、その学校 がその講座 を開講 しな くて

もその信託は発生す る。

m,前 後参照 ・

公益信託の ための財 産権の譲渡(注f～ 注k参 照)に 対 し、永久権禁止則 を適用 する ことにつ いては、財産権

の リステ イ トメ ン ト第396条 ～ 第398条 を参照。

公益団体の ための貯 蓄についての規 定(注k参 照)の 効力に関 しては、財産権 の リステイ トメ ン ト第442条 を参

照 。

第6節 第三者 に対する責任

覚書:

当節は、不法行為 であるのか契約 であ るのか、 またその第三者 はその信託が与 える利益 を受 ける者 なのか、そ

の信託の管理 をするために受託者に雇 われ た者 なのか、非当事者 なのかという、 第三者への信託 の財産管理 が負

う義務 を含ん で いる。当節は信託違反に対 して受 託者が負 って いる義務につ いては触れない。 たとえば信 託 目的

以外 に信託財産 を流 用 した り、怠慢や受託者 としてのその他の過失 によって信託 財産に損害 を与 えた ことについ

ては、第386条 参 照。
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第402条 不法行為に対する責任

(1)公 益信託 の受託 者は 、第三者 に対 して、信託 の財産管理 に際 してな された不法行為 にっい て、受託 者自 ら

過失 があ る場合 に限り、個人 としての 責任 を負 う。

(2)信 託 の事務処理 にっ き、不法行為 を受けた第 三者 は、信 託財産 に対 し差 押をな して 自己の権利の賠償 のた

めに、それ を充当す ることがで きる。

(1)項 の注:

.且,受1駈握1こ1ヨーら過失が ある とされ る 合

公益信託の財産管理が な される際、 受託者の過失 によって不法 行為がな され た場合 、その受 託者は、 その不法

行 為によって損害を受けた者 に対 して個人 としての責任 を負 う。 この ことは、損害 を受け た者 が、 まった くの第

三 者であって も、あるいは信託事務処理 について、受託者が雇 った者、 ある いはまた、信託 に基 づ く利益 を受 け

る者 であって もあてはま る。受託者の過 失によって危険な状態で信託が遂行 されて いることを許容 して いる こと

や、過失 によって、不適 任な者 を雇人 に選 んだ ことや、その他の故意過失 による違法 行為であ る場合に も、 この

ことはあて はまる。

た とえば もし病院の受託 者が安全 でな い情況で病院 のエ レベーターの運 行 を不注意 に も許可 した場合、受託者

はエ レベーターの落下が原 因で怪我 を した人に対 して、 その人が患者 であろ うとなかろう と、有料 ない し無償で

治療 をうけてい る患者 であろう と、被 雇用者であろ うと、非当事者 であろ うが関係 な く、個人 としての責任を負

う。また、病 院の受 託者は もし受託者 がその看 護婦が無能 であ る ことを知 って いた り、知 り得 た場 合には、受 託

者 に雇 われた無 能な看 護婦が原 因で起 こった損 害に も責任があ る。 また、遊 園地の受託者は、 もし受託者 が遊 園

地 との間 でそのような危 険が起 これば、 その貴 は受 託者の怠慢に帰す ると契約 を交わ して いた場合、隣接す る土

地の所有者が起 こした損害 につ いて も責任 を負 う。

量」..鷺託者 に1`1ら過釆 あ旦 と1まいえな い場合

公益信託の財産管理につ いて、受 託者の過失に よ らないような不法 行為 が生 じた場合、受託者 は、その不法 行

為 によって損害 を受けた者 に対 して、 個人 としての責任 を負 うものではない。 たとえばその損害 が信託の財 産管

理 を している受託者に雇われ た者 の怠慢 に よってお こった場合 は、 もし受託 者は被雇用者 の選択 に注意 しなけれ

ばな らないと して も、 受託者 に責任 はない。受 託者が 自己の利益の ため業務 を行 う場合、 あるいは私益信託 の受

託者 として業務 を行 う場 合{第264条 注b参 照)に 適用 され る代位責任 の原則 は、公益信託 の受託者 には適用 され

な い。

c..敵 人{硬 随者が」あL昼 食

公益信託の受託者が数人 あ る場 合、そ のうちの1人 が公益信託 の事務処理 の際にな した不法 行為に 自ら過 失が

あ る受託者のみが、その不法行 為によ って損害 を受 けた第三者 に対 して個 人 としての責任 を負 うのであって、過

失 のないその他の受 託者は個人 としての責任 を負わな い。 たとえば信託の財 産管理 のための受託者 に雇 われた者

の過 失によってその損害が起 こったが、受託者 の うちの たった1人 だけが 、そ の者が無能 だという ことを知 って
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いるか、 知 り得 た場合 には、 当該受託 者は個人 としての責任を負 うが、その他の受託者 は個人 としての責任 を負

わ ない。

(2)項 の注:

旦」 酸 割目産に対す 五差塑

信 託の事務処理 につ いて自己の受 けた損 害を填補す るため、不法 行為 上の請求権 を有 する者が、公益信託の た

めに保有 され ている財産権 を差押 える ことが可能か否 かにっいては裁判所 の見解が大 き く対立 して いる。ほ とん

ど大 部分の場 合、財産権 は個人受託者 よ り公益法 人に よって保有 されている。その公益法人 の不法 行為責任 を免

除す る判決が なされ ている州 もある。 また、法人 の理事 会の側 に過 失がある場 合以外 は、責任 を免除す るという

州、 あるいは利益 を受 ける者 に対する責任 は免 除 され るが、その他の損害賠 償請求権者 に対 する責任は免除 され

ないとす る州 もある。

裁判所 の見解の傾向 と しては、公益法人 の組織 を非公益法人 の組織 と同じとみな して、そ の組織 に対 し理 事会

の過 失だけで な く被雇 用者 の不法行為 による責 任 も負わせ 、あるいは、他 の非当事者 と同様、利 益 を受け る者 に

対す る責任 をも負わせ る ことで責任 の免 除を避 け る方 向にある。本条 において、規則 はこの裁判 所の見解の傾向

に従 って述 べ られ ている。

第403条 契約上の責任

(1}公 益信 託の受託者 は、信託事務処理 にっ いて、 自己が締結 した契約 に基づ いて生 じた責任 に対 しては、私

益信託の受託 者が負担するの と同一の範囲 内で 、個 人 としての責任 を負 う。

(2)公 益 信託の事務処理 にっ いて、受託 者の締結 した契約 に基づ いて、受託者 が第三者に対 する責任を負 う場

合 、その第 三者 は、私定信託 の場合 と同一 の範 囲で、信託財産 に対 し、衡平法 上の訴訟手続 によって差 押をな し、

自己の権利 の満足を受け ることができ る。

(1)項 の注:

旦」L畳」置者」口宮 任

公益信託 の受託者は、その信託事務処理 につ いて 自己 の締結 した契約に基 づいて生 じた責任 に対 し、個人 とし

ての責任 を負 う。ただ し、契約 の条項に よって、 その者 は個人 としての責任 を負 わな いと特 に定 め られ ている場

合 は別 である。私益信託につ いて第262条 、第263条 と比較 。公益信託 の受託者 が、契約に よって、信託財 産に負

担 を帰す ぺき権限 を有す るものと表示 して、かかる契約 を締結 した場合 に、 もし受託者が上記 の権 限を もたない

ときには、 その受託者は、保証違反(breachoflarranty)に つ いて個 人としての責任 を負 う。私益信託 について

の第263条(2)項 と比 較。

b.数 ∧ の斑 晶者

公益信託 の受 託者が数人あ る場合、受託者に付与 された権限は、受託者の過半 数に よって適法 に行使す る こと

がで きる。 ただ し、信託条項に別段の定めが ある場 合は、 このか ぎ りではな い。第383条 参照。公益信託の事務処
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理 に際 して、受託者の過半数 が契約 を締結 し、 その他 の受託者 は、その契 約締結 に加 わ らなかっ た場合 、それ ら

の者 は、その契約上の個人 としての責 任 を負わな い。

(2)項 の注:

旦_瑞 托財一座躍 主権阻

公益信託の財産管理にお いて、第三 者 との契約 が受託者 によってな された場合、 または、数 人の受託 者がいて、

その契約 が受託者の過半数 によってな され た場合、私益信託の事例 と同じ範 囲 で、 その第三者 は衡 平法 上の訴訟

手 続によって信託財産に及ん で契約上 の請求権の弁済 に充当す る ことができ る。第266条 ～第271条Aを 参 照。

旦.一連 益 法人一の宜fE

公益法 人が第三者 と契約 を締結す る場 合、その第三者 は、そ の法人 に対 し普通法上 の訴訟 を提起 する ことがで

きる。

⊥
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第12章 復 帰 信 託(resultingtrust)

第1節 一般 原則

第404条 復 帰信託の発生す る場合

第405条 無 償譲渡

第406条 詐 欺防止法(theStatuteofFrauds)

第407条 受益 者に よる譲渡

第408条 受 託者に よる譲渡

第409条 消滅 時効

第410条 復帰 信託の終了

第2節 明示 信託が効力 を有 しな い場合

第411条 一般 原則

第412条 復帰 信託発 生が生 じな い場合

第413条 公益信 託が効力 を有 しな い場 合

第414条 特定集 団の構成員のための信 託

第415条 血縁者(relatives)の ための信託

第416条 不特定集 団の構成 員のための遺言処分

第417条 不確定 または一般 的 目的のための遺言処分

第418条 特定 の非公 益 目的のための遺 言処分

第419条 特定 の受益 者の指 定がな い生 前譲渡行為

第420条 数佃 の有効 な 目的のための信 託

第421条 公益 目的 と無 効な 目的

第422条 信託が不法 であるために効 力が生 じな い場合

第423条 譲受人が譲 渡に対 し対価 を支 払った場合

第424条 第三者が譲 渡に対 し対価 を支払 った場合

第425条 信託宣 言に対 し対価 が支払わ れた場合

第426条 一般的指名権(generalpo曹erofappoint■ent)を 付与 された者のための復 帰信託

第427条 特定的指名権{specialpo鴨rofappoint■ent)を 付与 された者のための復帰信託

第428条 既存の信託 の受益者 によ り新 たに設定 され た信託 が効力 を有 しない場合

第429条 口頭に よる権利消滅行為

第3節 明示信託の信託財産 に残余 が生 じた場 合

第430条 一般原則

第431条 復 帰信託が発 生しない場 合
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第432条 公益信託 にお ける残余財 産

第433条 譲受人が譲渡 に対 し対価 を支払 った場合

第434条 第三者が譲渡 に対 し対 価 を支払 った場合

第435条 信託宣 言に対 し対価 が支払われ た場合

第436条 一・般的指名権(generalpolerofappoint■ent)を 付 与 された者 のための復 帰信託

第437条 特定的指名権(generalpolerofappoint■ent)を 付 与 された者 のための復 帰信託

第438条 既存 の信 託の受益者に よ り新 たに設定 された信託

第439条 口頭 による権利消滅行為

第4節 財 産権がある人に対 して譲渡 され、その購入代金が他の者に よって支払われ た場合

第440条 一般 原則

第441条 復 帰信託が生 じな い場合

第442条 血縁 者(relative)の 名 でする買入

第443条 血縁者に対す る贈与 の推 定が生 じない場合

第444条 不法 目的

第445条 代金の支払 いが譲受 人に対す る貸付 として なされ た場 合

第446条 代金の支払 いが譲受 人に対 して負担す る債務 の弁済 としてな され た場合

第447条 代金 の支払 いが譲受 人に対す る贈与 としてな され た場 合

第448条 譲受人 が購入代金 を他人に対す る貸金 として支払 った場 合

第449条 譲受人 が購 入代金 を他人に対 して負担 する債務 の弁済 として支払 った場 合

第450条 譲受人 が購 入代金 を他人 に対す る贈与 として支払 った場合

第451条 購入代 金が譲受人以外 の者 によ り支払われ、その支払 いが第 三者に対 す る貸金 としてな され る場合

第452条 譲渡 代金が譲受人以外 の者 によ り支払われ、その支払 いが第三 者に対す る債務 の弁済 としてなされ た

場 合

第453条 購入代金が譲受人以外 の者 によ り支払われ、かつ その支払 いが第三者に対 する贈与 と してなされた場

合

第454条 代金の一部支払 い

第455条 支払 いが金銭 でなされな い場 合

第456条 信用購人(purchaseoncredit)

第457条 購入後の支払 い

第458条 立証責任

第459条 受益者が禁 反言を受け る場合 の債権者 の権 利

第460条 口頭 による権利消滅行為
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[訳注]

404条 以下 の第12章{ResultingTrust)は 、 語義 か らす れば、一 定の場 合に信託財産が設定者 またはその遺産

に復帰す る結果 とな るという構成 であるか ら、本稿 で は、一応 「復 帰信託 」 との訳語 を用 いてみ た。 もとよ り、

その一定 の場 合 というのは、委 託者 の意思 が推定 され ると ころに従 うとの趣 旨で認 められて いるのだか ら、 この

点か らすれ ば、む しろ大阪谷教授 の訳 されたように 「推定信託 」 とする方 が適切なのか もしれ ない(昭 和21年 、

司法資料293号 参 照)。 細 かい ことをいうと、場 合に よ り推定信 託と復 帰信託 との両訳語 を使 い分 けた方がよ いよ

うに も感 じ られ、少 なか らず迷 った果 てに、結局 「復帰信 託」に しておいた。

訳語の選択 は ともか く、 その財産権復帰 という信託 の構成 は、 わが国の法 制度にはあ ま り見当 た らない特異 な

もの であ り、 わが民法上、無効 ・取消 の遡 及効 の理 論や、事務管理 ないし不 当利得な どがやや近似 するであ ろう

か。

第1節 一般原則

総説;

復帰信託 は、あ る者が財産権 の処分 を しまたは処 分 をさせ た場合 で、かつ、随伴す る事情 か らみて、 その処分

に よって財産 を保持す るけれど も、受益権 を与 えてい るものではない という意思が推測 され る場合 に生 ず る。 た

だし、そ の推 測が くつが えされ、 あるいは受益権 が有効 に処分 された と認 め られ るときは、 この限 りではな い。

復帰信託 は、以下 の事情 にいずれか の場 合に発生 す る。

1.私 益信 託または公益信託 の全部 または一部 が、効 力を生 じない場合(第411条 ～第429条)。

2.私 益信 託または公益信託が完全 に履 行されたのに、残余財産 が生じてい る場合(第430条 ～439条)。

3.財 産権 の売買にお いて、代金 を支払 った者 の指 示 によ り、売 主がその財産権 を他の人 に引渡 した場合(第

440条 ～460条)。

これ ら三つ の場合、財産権 に対 し普通法 上の権原 を取得す る者 に、受益権 を与 えることを意図 していなか った

ことが推測 され る。 どの場合 も、 これ らの推測 は意 思の 内容 よ りも、取引 の性格か ら決定 され る。

これ らの どの場合 も、 いつか発生す る明確 な証拠 に よって普通法 上の権原 を持つ者が受益権 を持 つ と意図 され

て いた り、 もし くは有効に受益権が処分 された場 合は復帰信託 は発 生 しない。412条 、431条 、441条 参 照。

最初の二 つの復帰信託の類型 は相似す る。財産 が明示信託 によって移転 されて受託者に受益権 のない ことが推

測 され信託 が無 効にな った り、全部履行 された りした後、信託財産 が残った場 合、受 託者は 自己 の利益 のため財

産 を保持す る ことはで きず、復帰信託 と して信託 を設定 した者 もし くは財産 のために保持す る。第三類型 では、

財産の物権移 転があ る者に なされ て、対価 が支払 われて、 明示信託 が設定 されない場 合、譲受人 は受益 権があ る

とは意図 され ず、その者は 出損者の ために財産 を保 有す ると推測 される。

復燈値壼1主 設定の方法 で、1到示虹託 と区趾 旦拠 る。 明示信託 は、委託者 が書面または口頭で信 託創設の意思

表示 をした場 合にのみ設定 され る{第23条 、第24条 参 照。)明 示信 託の存在 を認めた い者は委託者 の設 定の意図

1
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を明確 に示 さなければな らない。

これに対 して復帰信託は、必ず し もその設定の意思 を委託者が表示 する必 要 はな い。復 帰信 託の発生 を望む者

が、財産権 の譲渡によって権利 を取得 した者に対 し、 その財産上 の受益権 を譲受人 に与 えないつ もりである こと

が、事情か ら示 される ことによって、復 帰信託は生ず る。

ゆ えに、譲受人が受益権 を持 たず、受 益権の有効 な処分 もない時 は譲受人 もしくは財産 に復 帰信託が生 じる。

復 帰信託は処分者が考 えたであろう財産 処分意図 に従 った状 況 を創 り出す 目的で発生す る。 もし明示信託 を設

定 したな ら受託者が財産上に受益権 を有 してい るということを委託者 は意 図 して いなかったと推測 され る。信 託

財産 全体 の消費な しに信託が無効に なった り、全部終了す るであ ろうと、委 託者が予見 したな らば、受託者 に財

産 を再び 自分に戻すよ うに望ん だで あろ う。財 産 を他人名義で購入す るな らば、その者 は譲受人 に受益権 を与 え

るのではな く、譲受 人が 自己 のために財産 を保 有す ることを意 図 した。

もしこれ らのケースで所定の形式 で財産 は信 託 として保有 され ると明示的 に規定 され処 分されるな らば、復 帰

信託 でな く明示信託が発 生す る。た とえば財産 所有者が財産 を信託譲渡 し、信 託条項で、信託 が無効だ った場 合、

財産 を自分 に再移転 すべき ことを定め た場 合、 明示信託が発生 す る。 同様 に他 人名義で財産 を取得 し、移転 の文

書 の中であるいは別 文書で(第42条 参照)、 譲受 人が信託の形 態で購入者の ために財産 を保有す ると定め ていた

場合、 明示信 託が発生 する。財 産が不動産 でなければ口頭の契約 で信託が発生 する(第39条 参照)。

復帰信託 の原理 は、財産 処分 を行 った人 やその財産に有利な明示信託 を設定 する意図が 明確 でない時に重要 と

な る。 なぜ な らば第一 に処 分 を行った者 に真実 その意図があるかの証拠がな いか らであ る。第二 にその ような意

図 は詐欺防止法 や遺言法 の形式 に合致 しないので証拠 とな らないか らであ る。 たとえ信託処分者の 自己の利益 と

な る意図が証 明され な くて も、財産 の保有者 に自己のために財産 を保持す ること もしくは移 転す ることを要求 で

きる、保有者が受益者 に予定 されていな いことが推測 できるな らば。 この推測 は処 分者の利 益 とな る信託が設定

され る意図 を積極的に証明す る ことを不要 とす る。

復刻口語の霞髄者の義務

復帰信託の受託者は、明示の受働 信託の受託者 のように、通常 は、 受益 者また はその指示 に したがって財 産権

を引渡す義務 だけを負 って いる。第69集 注d参 照。

例 えば、財産移転が され、対価が他 人に よって支払 われ た時、 出損 者が要求 した時 はいつで も、出捕者 に再移

転 す るのが、譲受人の義務 である。 また、通常、 明示信託が財産全体 を消耗 す ることな しに無 効 となった り終 了

した場合、信託 を設定 した ものや その承継 人に信託財産 を移転す るのが、受 託者の義務 である。 しかし、 明示信

託 が、複 数の受益者のために終了 しなかった場 合は、即時 の復帰 は受託者 の義務で はない。例 えば、信託が一人

の生涯受 益者のために設定 され、残余権 が他の受益者 に設定 され たな らば、 生涯 受益者が権利 を放棄 し残余権者

の利 益が進行 しない時(第412条 注c参 照)、 生涯受益者の生存期間 中復帰信 託が受託者 もし くはその財産 のため

に発 生 し、収 益 を支払 うのが受託者 の義務 とな り、再移転は義務 とならない(第411条 注i参 照)。

また、復帰 信託の受 託者は、明示信託 の受託者 と同様に、受益者 に対 し、信 認関係 にある。 したがって、受益

者 と取引行為 をする場 合には公正 を旨とし、受 託者 として知 りうべ き事項 を受益者 に告 げな ければならな い。第
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170条 と比較せ よ。

撚lli子託 は・齢lfli酷.垣 噺u吐i糟tτust)と 型 刮 ‖塾越 南

復帰信託 は財産 の移 転が譲受人に受益権 を与 えない意 図が推測 される状況 で行なわれた時に発生 する。擬制信

託は、当事者 の意思 で生ず るものでな くて、その財産権 を保有す る者 に、 その財産権 を保有 させ てお くことが違

法 であった り、衡 平に反 す るような場合 に、課 され る ものであ る。

擬 制信託は 明示信託 や復帰信託 と異な りその性格 にお いて救 済的 なので ある。原状 回復 の リステ イ トメ ン ト第

160条 参 照。

第404条 復帰信託の発生する場合

復帰信託 は、ある人が財産 権を処分 し、または処分させ た場合 において、その処分 によって権利 を取 得 また は

保有す る者 に、その財産権 に対 する受益権 を享受 させない意思 を有 すると推 測できる事情 の もとにその処分がな

された ときに、発生 する。但 し、その推測が くっ がえされ、 また は受益権が 他に有効 に処 分 された場合 は、この

限 りではない 。

注:

旦 一復 帰信託 は、私 益信 託 または公益信託の全部 または一部が効力 を有 しない時(第411条 ～429条)、 私益 信託

または公益信託 につ き残余 財産が生 じた場合(第430条 ～439条)、 財産権の購入 に際 し代金 を支払 った者 に指 図

によ り売 主が他 の者 にその財産権を引渡 した場 合(第440条 ～460条)に 生ず る。

第405条 無償譲渡

財産権 の所 有者が信託設定の意思 を表示 することな くその財産権 を譲渡 した場合 には、譲受人 は、その譲渡が

無償譲渡の場合 でも、復帰信託 にもとついてその財産 権を保有す ることはない。

注:

aユ ー スと トラス ト

普通 法上は単純所有 権 を約因な しに移転 した もの にユ ースが生 じるとしている。 しかし これは現 代信託法 では

適 用 されな い。

財産権 が対価 なしに譲渡 された場合 、通 常、譲渡人 は譲受人 に贈与する意図で ある ことが推 測 され、譲渡人 の

ためにその財 産権 を保有 して もらう意 図を もつ もので はないと推 測 される。

b.擬 制信 託

詐欺防止法 の要件 をみ た さないために履 行ができな い信託 と して財 産が移 転 された場合、譲受人 に擬 制信託が

発生す るか否 かにつ いては第44条 、第45条 、第411条 注o、p参 照 。

第406条 詐 欺 防 止 法(theStatuteofFrauds)
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法 令によ り、すぺての土地の信託宣 言または信託 の設定 は、当事者 の署 名のあ る書 面によって表示され、かつ

証 明される ことを要する 旨が規定 されていて も、復帰信託 の発生 には、何 らの書面 も必要 ではない。

注:

a.詐 欺防止法 の規定は、 明示 信託 に適用 され、復帰 信託 または擬制 信託(constructivetrust)に は適 用 され

な い。

同法8条 では法の解釈 によって生 じる信託は土地 について も発生 す る。それ らは詐欺防止法が なくて も同様 の

結果 である。 イギ リスでもアメ リカで も復帰信託、 擬制信託は書面 に よって証 明 されな くて も、発生す る。

第407条 受益者による譲渡

(1)復 帰信託 の受 益者 は、その受益権 を譲渡する権利 を有する。

(2}復 帰信託 の受 益者 が無遺 言で死亡 した場 合には、その受益権の相続 は、その受益権 に対応す る普通法上 の

権利 の相続 にっ き適用される規則 と同一の 規則 に支配される。

{3)復 帰信託 の受益者 の債 権者は、そ の債権の満足を受け るため、適 当な方法で受益権 にっ き執行 することが

で きる。

注:

a.明 示信託では、委託者 と受益者 が同一一人であ る場合 を除 いて(第156条 参照)、 信 託条項 に より受 益権 の譲渡

制 限をなす ことがで きる(第152条 、153条 参照)。 この規則は、復帰信 託には適用 されない。復帰信託 は委 託者

とその承継人 につ いて常に有利 に生 じる。その時 には信託条項 はない。

b.約 因

復帰 信託の受益者は 明示信託の受益 者 と同 じ く自己の利益 を贈与 できる。第135条 と比較 。

一

特段の規定が ない限 り、書面 は復 帰信託 の受益者 によるその権利 の処分に必要 ではない。第138条 と比 較。 もし

法 が、イギ リスの詐欺防止法9条(29CharlesLc.3)で 定 めているよ うに、 またアメ リカの同様の法 が定め て

い るように、土地信託の設定 ・移 転につ いては譲渡 ・移 転当事者 の署 名のあ る書面 で され よう。土地復 帰信託 の

受益者は その権利 の移転 につ いて書面で しない、 も しくは一部履 行がな いと強制履 行力がな い。 明示信託の場合

と同様で ある。第139条 と比較せ よ。 これ は信 託譲渡 が無効 になった り、財産全体 の消費な しに信 託が履行 され た

場合、 もし くは出損者 と異 なる人間に財産 が譲渡 された復帰信託すべてに あてはま る(第411条 、第430条 、第

440条 参照)。

口頭 による復 帰信 託の消滅 行為につ いては第429条 、第439条 、第460条 参照 。

吐.遺 書処 分

遺言 の形 式に適応 している場合に のみ復 帰信託の受益者 は、明示信託 の受 益者 と同様 に遺言 でその権利 を処 分

できる。第140条 と比較。
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下

(2)項 の注:

旦⊥無遺1'洲 「続 によ」5」陵転

無遺 言相続 による復 帰信託の受益権の移転につ いては、明示信託 の場合 と同様 の法 が適 用 され る。第142条 参 照。

受益権が動産 な らば、債務支払 と最近親者 への分 配のために財産管理人 に帰属 す る。受益権が不動産 な らば、債

権者か らの責 任 を負いつつ、相続人 に移 転する。衡平法 上 の権利変換 については第411条 注e参 照。

復帰信託 の受 益者の死亡の際 には、受 益者の配偶者は寡婦財産権 が、明示信託でみ とめ られ る程度 に、 み とめ

られる。

(3)項の注:

f,債 権 者

復帰信託 の受益者の債権者 は、明示信託の受益 者の債権者が受益 権 を譲渡 した際に執行 できる範 囲 と同 じ範 囲

で、信託財 産に執行 できる。

第408条 受託者による譲渡

復帰信託 の受託者が信託 の本 旨に反 して信託 財産 を善意 有償 取得者(bonafidgpurcha36r}に 譲渡 した ときは、

その譲受人は、 その財産 権を復帰信託 とはかかわ りな く取得 する。但 し、譲受人が善意有 償取 得者でない場合 は、

復帰信託 に対抗で きない。

注:

a.明 示信託 に適用 され る財産権の譲受人 の責任 に関す る規則は、復帰信託 について も適 用 され る。第284条 ～

320条 と比較せ よ。

第409条 消滅時効

復帰信託 の受益者 は、復帰信託の履行 を強制す るにっ き、単な る時 の経過 によって、その行使 を妨 げ られる こ

とはない。 しか し、復帰信託 の受託者が信託 を否認 し、受益者が これ を知 っている場 合は、消滅時効 によ り復帰

信託の履行 を強制する ことが妨 げられ る ことが ある。

注:

a.明 示信 託の受益者 と同様に、復帰 信託の受 益者は、信 託違反 を犯 した受託者に対 し、長 い間 、訴訟 を提起せ

ず、かつ、 その ような状況 の もとでは受託者に信託違反 の責任 を負わせ るのが衡平の観念 に反 する ような場合 に

は、 受託者 に信託違反 の責 任 を問 うことはできな い。

復 帰信 託の受益者は、 消滅時効に よって受託者の信託違反 の責 任追及 を阻止 され る場合 があ るが、他方、 いか

にその期 間が長 くて も、 単な る時の経過 だけで信託財産 上の受益権 を失 うことはない。但 し、受 託者が信託 を否

認 し、 しか も受益者が これ を知 りなが ら訴訟 を提起 しない ときは、消滅時効 によ り、復帰信 託の履行 の強制 が阻

止 され ることがある。

一684一

」



【第12章 】

そのよ うな否認は、特 別の語句で される必要はな い。信託の存在 と矛盾 する受託者 の行為 か ら形成 される。 こ

の法則 は明示信託によ る強制履行の消滅 時効によ る禁止 につ いては、 明示 信託の場合 と同じである。第327条 参照 。

上山._法」口.遡

本条 は財 産の所有 者が無 効 とな った信託 譲渡 を した場合、信託が完全 に履 行 された場合、 出損者 と異 なる者 の

名義 で財産 譲渡があった場 合に適用 され る。

第410条 復帰信託の終了

復帰信託 の信託財産 に対 する普通 法上の権原 と、全 部の受益権とが同一人 に帰 す るときは、復帰信託は終了す

る。

注:

塾,抹 の適地 による混画

法 に よ り受益権の全部が復帰 信託 の受託者に帰屈 した場 合は復帰信 託は終了 し、受 託者は信託でない財産 を保

有 す る。

た とえば、復帰信託の受益者 が無遺 言で死亡 し、受益権 をその者 の最近 親者で あ る受託者が相続 した場 合、復

帰信託は、混 同によって終了す る。 第341条 注aと 比較。

また、復帰信託の受託者が無遺言 で死 亡 し、 その者 の権利 を最近親 者であ る受益者 が相続 した場合 も、復 帰信

託 は終了す る。第341集 注b。

b.受 託者 に、よ一り.又は受 益 者璽n□」≡ユこより受 益者に韻泄Lた 場豊

復 帰信 託の受託者が、信託財産 を受益 者に譲渡 した場合 にも、復帰信託 は終 了す る。第342条 と比較。 もし復 帰

信 託の受 益者が全部の権利 を持 って いれば、いつ でも受託者 に自己の もとに信 託財産 の引渡 を強制でき、復帰 信

託 は終 了す る。受益者が全体の権利 を持 っていな い場合につ いて、第411条 注i参 照。

¢.受 益尋†に よ_る斑 避蛸二生壁譲赦

復 帰信 託の受益者が受託者 に受益権 を譲渡 した場合、信託は終 了す る。 もしその譲渡が受託者 によって不正 に

誘導 され た ものであれば、復 帰信託の受益権 の譲渡は無効 とな りうる。第343条 注1参 照。 とい うのは復帰信託 の

受託者 は受益 者 と信 認関係にあ り、 その忠実義 務に受託者が違 反 して、譲受 けた場 合 に、受益者 による受託者 の

譲渡 は無効 になる。例 えば、受 益者が 自己の権利 につ いての重要な事実 を知 らない とか、譲渡 が受託者の不当 な

誘導 によった とか、受 益者が未 成年 もし くは意思 能力がな いとか、受託者が受益 権 を不当 に低 い価格で購入 した

場合 は、 譲渡 は無効 になる。第343集 注mと 比 較。

d.約 因

復帰信託 の受益者 による受 託者の譲渡 は単 に贈 与である ことの理 由で無効 とはな らな い。

.c⊥一詐欺防止法

信託が無効 となった り、財産全体 の消耗な しに履 行が完全に終了 した財産 の譲渡 がある時 に復帰信託が、口頭

L
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の譲渡 で終 了するか否 かの問題 については、第460条 参照。

L－ 遺言」こ止 る処 分

復帰信 託の受益者に よる権 利の譲 渡が遺言によ る処分 で、遺言法 の形式 を順守 していない ことで無効 とな りう

るのは、受 益者への譲渡が無 効 とな るの と同様 であ る。第343条 注kと 比較。

第2節 明示信託が効力を有 しない場合

第411条 一般原則

財産権 の所有者が無償で財 産権を譲 渡 し、かっ 譲受人が その財産 権を信託 として保有すぺ きこ とを相当な方法

をもって表 示 したが、信託 が効 力を生 じないときは、譲受人 は、その信託財産 を譲渡人 また はその遺産のた めの

復帰信託 と して保有す る。 但 し、譲渡 人が復帰 信託 を発生 させない意思を相当な方法 をもって表 示 した とき、ま

たは信託 の失効 が信託 の不 法性に基づ くもので ある ときは、この限 りではない。

注:

a.明 示信 託が無効 であって も復帰信 託は発生 させ ないとい う明確 な意思があ ると確定 できる状 況につ いては、

第412条 参 照。

不法性 を原因 として 明示 信託が無効 とな る状 況につ いては、422条 参 照。

b.生 存者 間の譲渡

財産所 有者が財産 を無償 で信託 として譲渡 して、信託 が無効 とな った場合、譲受人 は復帰信 託 として、譲渡人

のために保 有す る。

譲受人 もしくは第三者 が譲渡に対価 を 与えていた場合 については、423条 、424条 参照。

-c.一一遺言 によ る移転

不動産 が信託 として遺贈 され、それが無効 とな り、遺言 の中で有 効な残余 不動産 の処分方法 が定め られな かっ

た場合、受遺 者は相続人 のために復帰 信託 として財産 を保有す る。

動産が信 託 として遺贈 されそれが無 効 とな り、遺 言の 中で、有効 な残余動産の処分方法が定 め られなか った場

合、受遺 者は最近親者 のために復帰信 託 として財産 を保有 する。

もし不動 産や動産が信託 と して遺贈 され、それが無効 とな り、遺 言の中で有効 な財産処分方法 が定め られ てい

たな らば、 受遺者は残余財 産の受遺 者のために復 帰信託 と して財 産 を保有す る。

結局、相 続人や残余財産 の受遺者 たちは、遺 産に付着 する負担 を全部負 う。

リステ イ トメ ン トの本項 目では、遺 言者の財 産 とは、遺 言執行 者、遺産管理人、最近親者、 次の受遺 者、 さ ら

に相続人 、受遣老に向 け られた動産 ・不動産を意味す る。特段 に誰に向け られ た財産 であるかを指 摘す る必要 が

あ る時は この限 りでは ない。

相続人 と第二受遺 者、最近親 者 と第 二受遺者の、遺言者 が信託 として財産 を贈与 した場合 の紛 争につ いては、

リステイ トメ ン トの木項 目の対象外 であ る。
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d、 受 龍者が権利 を取替 しなか巴」≧星}合

予 定受託者 に財産 を移転す る譲渡行 為が無効 となって も復帰信託 は発生 しな いで財産 の権 利はそのま ま残 るか、

復 帰信託が生 じていた な らば権原 を得 る者 に移 転 する。た とえば動産 が信託 として遺 贈 された後、無効 となれ ば、

財産権は遺言執行者 に帰属 し、 信託 が無効 となって も、執 行者 は受託 者 として指名 された受遺者 に財産移 転 を強

制 され る ことはない、執行者 は最近 親者や次 の受遺 者に財産を分配するであ ろう。

e.衡 平法 上一の形態変換

不動産 を遺言者が受 託者に遺 贈 し、 その不動産を処分 して利益を信託 として保持す ることを指示 した場合 で、

意 図 した信託が無効 とな った場合、相続人 もしくは第二 の受遺者のため に復 帰信託が生 じる。 もし信託 が無効 と

な らなか ったら、受益者の権利 は衡平法 上の形態変換 の原則(第131条(1)項 参 照)に 従 って変換 の指示 があるの

で、受益権 は動産上の権利 となる。 しか し信託が無効 となれば、 あたか も変換の指示 がなかった如 く、復 帰信託

は相続人 もし くは第二 の受遺者 のために復 帰信託が存在 する。なぜ な らば財産変換 の理 由がな くな ったか らであ

る。

逆 に、遺 言者が動産 を信託 と して遺贈 して、 それによ って不動産 を購入 して信 託 として保持す ることを指示 し、

意 図した信託が無効 となった場 合、復帰信 託が最近親 者 もしくは第 二 の受遺者 のた めに発生す る。

意 図 した信託が全 部無効でな く一部無効 となれば(注k、i参 照)変 換 の指示 が ない限 り、信託 が無効 となっ

た限 りで、復帰信託はない。

これは無効 とならなか った信託 目的の遂 行のた めに、現実 に形態変換が必 要な場 合に もあてはまる。 この場 合、

財 産 を保有す る者は復帰 を受け る者 のために、変換 され た形 で保有す るであろ う。 そ して死 の際に、その形態 で

承継 され よう。

例:

1.Aは 、甲地 を信 託 としてBに 遺贈 し、甲地 を売却 して、その代金 をC、D、Eに 平等の割合で分

配 する よう指 示 した。CはAよ り前}こ死 亡 し、そのためCへ の遺贈は失 効 した。Bは 甲地 を15,㎜ ドル

で売却 した。Bは 、Aの 相続人 のための復帰信託 として5,㎜ ドルを保有 す る。 そ磯 、Aの 相続人が無

遺 言で死亡 した場 合、Aの 相続人 の最近 親者が5,㎜ ドルを受領 する鰍 を有す る ことになる。

L岨 家への鰯ll{随

財産の所有者が信託 として遺贈 して信 託が無 効 とな り、相続人や最近親者 もな く、 次なる処 分 も指示 していな

い時は、受託者 は国家のた めに復帰信 託 として財産 を保有 することになる。そ して、 また生 前著聞で財産 を譲渡

し、無効 となった後、譲渡人 が相続 人や最近親者が な く、無遺言 で死亡 した場 合、受 託者 は国家のために復 帰信

託 として財産 を保有 する。勿 論、国家の権利 は、死亡者 の財産に対抗 で きる他の権 利の制約 を受け る。

歴史的経緯:

イギ リスの普通法 では不動産 が信託 として保 有 されていて無効 とな り、委託者が相続人な しに死亡 し

た場 合、受 託者は財産 を自己 の もの とで きた。その理由は単純所有権者 が相続人な しに死亡 した時 は、

土地は領主に復帰 したか らである。 しか し、衡平法上の権利 は財産保有 条件 や領主 や復帰 もない。土地
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の場 合に国王が所有者 の欠 敏を埋 める原則 はな い。所有者 なき財 産は国王の もの というのは動産 のみ に

あては まった。 そ こで領主 や国王に衡平法 上の権利 はないのであ るか ら、受託者は信託 か ら自由な財産

を保 有でき るので ある。 この法 則はイギ リスでは制定法 によ って変更 され、アメ リカに は波及 しなか っ

た。

動 産の信託が無効 とな り委 託者が無遺 言で死 亡 し、最近親 者 もいな い時、 イギ リスやア メ リカでは受

益権 は国家に帰属 する。

且,本 条黄連11捷 れ翻 苦況

本条 は受益者 が指 定 され ていなかった り、受益者 が存在 しな い もしくは確 定で きなかった り、予定受益 者が正

確 に指名 されなかった り、予定 受益 者が受益不能 であった り、権利放棄 を した り、永久権禁止則違反 を理 由に信

託 が無効 になった りした場合 に適用 される。

例:

2.Aは 、 甲地 を信託 としてBに 遺贈 し、 受益者 は後 に遺 言で指 定す ることにな っていたが、Aは

受益 者の指 定 をしなかった。Bは 、Aの 遺 産のための復帰信 託と して、 甲地 を保有す る。

3.Aは 、受益者 をCと する信 託のために甲地 をBに 生前譲渡 した。Cは 、その譲渡が行なわ れた後

に死 亡 した。Bは 、Aの ための復 帰信 託に もとつ いて 甲地 を保有 する。

4.Aは 、甲地 をCの ための信 託 としてBに 遺贈 した。Cは 、遺 言作成時には生存 してい たが、Aよ

り前に死亡 した。遺贈 の失効 を阻止するために適 用 され る法 令がなければ、Bは 、Aの 遺 産の ための復

帰信託 に もとつ いて甲地 を保有 する ことになる。

5.Aは 、 甲地 をBに 信 託 として遺贈 し、Aの 死亡後、貸金庫 に入ってい る手紙 に書かれて いる者 を

受益者 とする ことが決 められていた。 しかし、 その ような手紙 はなかった。Bは 、Aの 遺産のた めの復

帰信託 にもとづ き、 甲地 を保有す る。 たとえ、 そのよ うな手紙が発見 されて も、予定 していた信託 は失

効 し(第5イ 条注d参 照)、BはAの 遺産 のために復帰信託 に もとづき、甲地 を保有 する。

6.Aは 、敵国人で あるCの ための信託 と して、甲地 をBに 遺贈 した。法律 によって、敵国人 は、遺

産 によって土 地に対す る権利 を取得 できな い ことにな って いる。Bは 、Aの 遺産 のための復 帰信託 に も

とつ いて甲地 を保有す ることに なる。

7.Aは 、Cの た めの信託 として、有価証券 をBに 譲渡 した。Cは 、その信託 の ことを聞 くと、 その

受益 を拒否 した。Bは 、Aの ための復帰信託 に もとついて、有価証券 を保 有する ことになる。

8.Aは 、信 託 としてBに10,㎜ ドノレ遺贈 し、 その収益 を鴉鞠 積み たてて、25年 髄 時に、 その時

点 で生存 してい るAの 孫達 に元本 と収益の積立金 を支 払 うよう指示 した。Aは3人 の子供 をの こして死

亡 した。Bは 、その金銭 をAの ための復帰信託 に もとつ いて保有 する。

公益信託が無 効とな る状況 については、第413条 参照 。確 定 した受益者が いない場 合に財産移転 が され予定 され

た信託が無効 になる場 合につ いては、第416～ 第421条 参照 。公序良俗違反 によって予定 され た信託が無効 になる

場合 につ いて は第422条 参照。
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h,一 部無効

信託 として財産が譲 渡 され、それが一・部無効 とな った場合、復 帰信託は無効 とな った信託にっ いてのみ生 じる。

但 し、譲渡人 が反 対の意 思を明示して いた時 は この限 りで はな い。 この ことは信 託財産の持分 も しくは期間 につ

いて一部無効 が生 じた場 合にあてはま る。

例:

9.Aは 、信託 としてBに10.㎜ ドル遺贈 し、 その金銭 をCとDに 平等 に分配 するよ う指 示した。C

はAよ り先に死亡 した。遺贈 の失効を阻止 するために適用 される法 令がな ければ、Bは その金銭 の半 分

につ いては、Aの 遺産のた めの復 帰信託に もとついて保有す る。

10.Aは 、信託 として 甲地 をBに 遺 贈 し、C生 存中はCに 収益 を支払 い、C死 亡後 は、甲地をDに 引

渡す よう指示 した。DがAよ り先に死亡 した。遺 贈の失効 を阻止 するため に適用 され る法令 がなければ、

Bは 、C生 存 中はCの ため の明示信託 として甲地 を保有 し、C死 亡 後は、Aの 遺産 のための復帰信託に

もとついて甲地 を保有す る。

11.Aは 、信 託と して甲地 をBに 遺贈 し、C生 存中はCに 収益 を支払 い、C死 亡に際 しては、C死 亡

までは確定 できない者 に甲地 を引渡す よ う指 示 した。Cが 受 益を拒否 した。Bは 、Cの 生存中、Aの 遺

産 のための復 帰信託に もとつ いて 甲地 を保 有する ことになる。

i.:二 ㎜ 勤[□効果

信託 として財産が譲渡 され、それが全部無効 となった時、受託者の義務は譲渡人 もしくは その承継人に財産 を

移 転す る ことである。 しか し、一部 無効の場合、 即時の譲渡人 もしくはその承継人 への譲渡 が受益者の利益 と矛

盾す る時 には、受託者は無効でない受益者 のために義務 を負 う。 たとえば、遺 言者が証券 を信託 として贈与 し、

ある者 の生涯 中収益を支払 いその者の死後 は、その死 によって確定で きる者 に収 益 を支払 い、従 って受益者が権

利放 棄して も、期限の到来はな い時 に、生涯受 益者が権利放棄 をした時、受託者 は その者 の生存 中は遺 言者 の財

産 に利益 を支払 う、復帰信託が その期 間生 じてい るか らである。

」,観 数 の贈与者

複 数の人物が信託 として資金 を提供 して、資 金が費消 される前に、 もし くは支 出が発生 する前に信託 が無効 と

なった場 合、贈与者は提供 した資金 を返 還す る義務 を負 う。仮 に資金 が費 消 された り、支 出が発生 してか ら信 託

が無 効 とな った場合は、提供資金 の割 合に よって、持 分 をもつ 。

提供の順序 は重要でない。信託 のため資金外 か らの支払は、 最初の提供 資金か ら支払われた ことにはな らな い。

最後の資金提供 者が全部 の持分 を補 償 され、 当初 の資 金提供者 が、返 還を受け られ なかった り少 ない持分につ い

て しか返還 を受 け られない ことはない。 しかし、提供 が、信託が無効であ ることを受託者が知 った後に、受け い

れ られた場 合、提供者 は全額 の返還 を受け ることがで き、その提供が、前の提供者 の返還分の増加 にまわ され る

ことはない。

提供者 の うち数名が確定で きない時に は、その持分 は復帰信託 として国家 に帰属 す る。受託者 はその持分 を自

己 の もの とで きない し、他の 目的に利用 する こともで きない。
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代替可能 でない財産 を複数人が、贈与 して、信 託が無 効 とな り、財産 は依然 、特定物のまま残 り、費用 も発 生

していない場合、各提 供者は特定物 の形 で返還 を受 ける権利 を有す る。 もし財 産が費消 された り費用が発 生 した

場合 は、費用 は出資 の割合に従 って、分 配 され る。

亙._虫 途 で工員 壼画趣 弛

本条 の規則 は信託 が当初か ら無効 だった場合 と、 中途で無効 だった場合 に適 用 され る。例 えば財産所有者 が、

信託 として譲渡 し、収 益 を生涯受益者 に与 え、死後、 元本 を第三者 に帰属 させ 、その元本処 分が無効 な条件 にか

かる時 には、復帰信 託は生涯受益者死 亡の際 に生 じる。

例:

12.Aは 、財産権 を信託 としてBに 遺贈 し、C生 存中はCに 収益 を支払い、C死 亡 後 は、Cの 子供 に

元本 を引渡 すよ う指示 した。Cが 死 亡 した時に子供は いな かった。Aの 遺 産のための復帰信託が成 立す

る。

1.奨 益楢が4≒部処 分 さ.虹左墨金

財産所有者が信託 として単独受益者 のために財産 を譲 渡 した場 合、信託条項 に より一定年 間は収益 を支払 いそ

の後、元本 を受益者 またはその財産 に返還 するように定 めて いた場合、受 益者が一定年間の経 過前 に相続人 な し

に死 亡した場合 は、受 益権は国家 に帰属 し、復帰信 託は委託者 またはその財産 のために発生 しな い。 この場 合、

受益者 は信託財産 の全受益権 を有 してお り、死後 は国家がその権利 に継承 す るので本条で述 べ られ た規則 の もと

では、信託 は失効 しない。

同様 に、財産所有 者が生涯受益権 をある者 に、残余権 は他者に帰属 する信 託 として財産を譲渡 した。後者 は生

涯受益者 の権利 の制約 を受け る。生涯受益者 の死亡 前に相続人な しに残余権受 益者が死亡 した場合、 その受 益権

は国家 に帰属 し、復 帰信託は委託者 またはその財産 のためには生 じない。 しか しなが ら、 もし残余受益権 が条 件

付 で、受益者 が相続 人な しに死 亡した場合 は、復帰信 託が委 託者 またはその財産 のために生 じる。

旦L壼 公益 団娃_のためΦ瑞 量

信 託が、非公 益団体その もの のために、設定 され、団体の構成員 の利益 のために設定されて いない場合、 団体

が解 散す る際 に残余財 産につ き資金提供者 に出資 の割合 に従 って復帰信託 が生 じる。

例:

13.複 数 の人 々が団体 を作 り、 出資 をして、 その出資者達 を埋葬 するための共 同墓 地 を信託 として保

有す る ことを 目的 として土地 を購入す ること とした。その後、公衆衛 生規 則に もとづ き、その土地 が墓

地 として利 用で きな くな り、遺体 は移転 され、 団体は解散 され た。出資 額に応して、 出資者のた めに、

その土地 につき復帰信託 が成立 する。

14.製 粉 会社の経営者 と従業員 が、従業 員組 合のメ ンバ ーの疾病 や障害 を援助するた めに資金 を拠出

した。その組 合は、 その後 、解 散 したが、基金 の一部は、病気 や障害 者 とな ったメ ンバーの援助 のため

に残 され た。基金の残余部 分につき、 出資者 のための復 帰信託 が生 じ、出資者は、出資額に応 じて、受

益 の権限 を有す る。
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公 益団体の ための信託が失効 した場 合については、第413条 参照。

n.信 託 が非公益 団体 の構成員 の利益 のために設定 され て、法人 自身 の利益 のため には設 定されな い場 合に、法

人 が解散 され た時、信託財産分割時 の構成 員は、分割 の権 原を もち、復帰信 託は資金提供 者のためには生 じない。

この ような ケースでは構成 員が等 しい分配の権原が あるか否かは、その団体 の性格 に よる。構成員が出資 して い

れば、分配 は出資 の割合 によるのが公 平で ある。解 散の際に受けるぺ き受 益が いまだ されていな い場合、 また受

け られな い場合 も、構成員 は各 人の権 利 を公平 に計算 して、出資を分配する ことが で きる。

た とえば、会社化 されていない社交 ク ラブや カ ン トリークラブが解 散する と、解 散時の構成員が クラブ財産の

持 分につ き権 原を有す る。それ以前の構成 員は 当初 の料 金 を支払って いて も、通常死 亡や脱 退に よる会員資格が

な くな った時 は、財産 に対 する権利 をな くす。通常会 員た る期間に関係な く構成員 は等 しく分配 にあずか る。た

とえ、多 く支払 っていて も、長 く利益 を享受 して もであ る。

一方、法人 の 目的や性格 によ り等 しい分割が不公平 な場合 もある。た とえば、被 用者の組織が労務 の保証の た

めに保証基金積 立のために設定 されて いる場合、 それは被用者個人 としての保証金 預託に代わ る ものであ るのだ

が、被用者 は毎年の賃金 か ら積 立てて、退社 の時 には利子 を付 して、積立額 に応 じて払戻 を受 けると規定 してい

る場合、法人 が解散する時に、構成 員の 出資 に利 子 を付 して返還 した後に、解 散時 の構成 員が その出資に応 じて

剰余の分配 を受ける。

旦⊥」註説設定』甦 意 図力嘲 確呈.ない巣 合

本条 の定 める規定 は信託設定時の意 図が 明確 に明 らかに ならない時は、ま た詐欺 防止法 や遺 言に関す る法違反

の場合 には適 用 されない。

た とえば、土地が生存者間で明示信託 として譲渡 され たが、絶対譲渡の文 言によ って信託設定 の意図が文書 に

欠け ていた場 合、た とえ、 もともと詐 欺防止法 によ り予定 した信託が強制実現 できな いものであるにしても、譲

受人 は復帰 信託 としては財産 を譲渡人の ためには保持 しない。 この ようなケー スでは譲受人 は 自分の利益 のため

に土地 を保 有す る。

但 し、擬 制信託が譲渡人 もしくは第三者 のために発生す る時は この限 りで ない。如何な る状況 で擬制信託発生

があ るかは第44条 、第45条 参照。

同様 に、 不動産や動産が明示信託 として遺贈 されたが、遺言が絶対的で、信 託設定 の意 図が 見えない場合 は、

た とえ明示信託が、遺 言に関す る法 に よって強制 履行力が ないに して も、受贈者 は財産 を復帰 信託 として保持 す

るものでない。 この場合、受贈者は 自分 のために財産 を保有す る。擬制信託が受 益者 に発生 す る場合は この限 り

で ない。いかな る状 況で擬制信託が発生 するかにつ いて は第55条 参照。

』L」電量と しての生存者閲の譲葉

土地所有 者が第 三者のために生存者間 で土地 を譲渡 して、譲渡の書面 で信託 は明確 だが、受 益者が書 面で指定

され ていない場合や、詐欺防 止法の適用 があ り書 面 に署名 が欠 けて いるな らば、予 定 して いた受益者は信 託を強

制 できない。 しか し、譲受人が土地の権 利を保持 しない ことが書面 か ら明 らかな時、 譲受人 は土地を保持 できな

いであろ う。 この場合、譲渡が受益者(第45条(2)項 参照)の 擬制信託 を発生 させ る ものでな い時 で譲受人 が土 地
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を受益者 に譲渡 しなか った時や書面 の署名 を欠 くために強制履行が できない時(第42条 、第43条 参照)、 譲受人

は復帰信託 として譲 渡人のため に保有 する。譲受人 が土地 を保持す る ことがで きて、不当利得 している場合 にの

み、譲渡人 は譲受人 に再譲渡 を強制 できる。 もし意 図 された受益者 が擬制 信託 を自分の利益のた めに保持 す るこ

とが できた り、 譲受 人が信託 を履行 するのにやぶ さかでな い時、譲渡 人のために復帰信託は生 じないであろ う。

例:

15.Aは 、 甲地 をBに 譲 渡 した。譲渡証書 には、その譲渡 は信 託 としてな された もの である と書かれ

ていたが、 信託 目的が記載 されていなかった。譲渡の時 に、Aが 口頭で、Cに 甲地 を引渡す ための信託

として、Bは 甲地 を保有 すべ しと指示 した。Bが 甲地 をCに 引渡 した場合、 または、BがCに 甲地 を引

渡すための信託 として甲地 を保有する ものであ ると述べ た覚 書に署名 をした場合には、Aは 、Bに 対 し、

甲地 をAに 返還せ よ と強制 する ことはで きな い。Bが 甲地 をCに 引渡す ことを拒否 した場合、 あ るいは、

そのよ うな覚書に署名 を した場合、Aは 、Bに 対 し甲地 を返 還す るよう強制す ることが できる。

16.事 実 関係は例15と 同 じであるが、AがBに 甲地 を譲 渡する時点で、BはAに 対 し甲地 をCに 引渡

す ことを約 束 したが、 この約 束 をな した時に、実 はそれ を履 行 しな いつ も りでお り、Bは 甲地 をそのま

ま保 有 した点が異 な る。Bは 、Cの ための擬制信託 に もとづ き甲地 を保有 することに な り(第45条 第(2)

項参 照)、AはBに 対 し、甲地 を返還す るよう強制 する ことはで きない。

』」.」1「,旺と して の1紅贈

遺 言者が、財産 を遺贈 して、遺 言で信託 として、財産が保持 され ると述べ ていて、受益者が指 定 されて な くて、

遺 贈財産 とは別に遺 言書 の内容 か ら述べ られた記述 や事実 か ら受 益者が誰 かわか らない場合、信 託は強制履行 さ

れ えな い。なぜ なら遺言 に関す る法 の要{牛に適 合 しな いか らである{第54条 く第358条 参照)。 しか し遺 言 か ら受

遺 者が、その利益 を留保 する ことが予定 されて いな い時、受遺 者はそれ を保持 できない。 この場 合、受益者 に擬

制信託が発生 しないな らば(第55条(2)項 参照)、 受益者 は復帰 信託 として遺 言者 もしくはその財 産のた めに、 復

帰信託 として保持す る ことを強制 され る。受益者 に擬制信 託が発 生す る状況 で遺贈 が されたのでな いな ら、受遺

者 はたとえ望ん でも受益 者に財 産 を移転す ることはで きない。第54条 注a、 第358条 注d参 照 。

もし、 しか し、受遺者 が予 定受益者の ために擬制信託 と して保持す ることを強制 されうるな らば、遺言者 の財

産 のためには復帰信託 は発 生 しな い。 そのような擬制信託 は受遺 者が予定受益者 のために信託 として保持 する こ

とを遺言者に合意 していた時に強制 され うる。第55条(2)項 、第359条 参照。復帰 信託は受遺者 が財産を保持 しう

る場 合にのみ遺 言者 のために発生す る。予定受益者が 自己の利 益の ために、擬制 信託 を実行 して、受遺者 に財 産

を自分 に引渡す よう強制で きる時 には、遺言者 の財産 のための復帰信託 は生 じない。

例:

17.Aは 、信託 としてBに1,㎜ ドルを遺贈 し、信託受益者 につ いては、Aの 遺 言書 と一緒 にある手紙

に指名 されてい ることになっていた。Aの 死 亡に際 し、形式上遺 言法の要件 を充足 して いな い手紙がA

の遺 言 と…緒に発見 されたが、そ こに信託受 益者 としてCが 指名 されていた。Cは 、意図 され た明示信

託 を強制す ることはできない し(第54条 注a参 照)、Cの ための擬制信託 も強制す ることがで きな い
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(第55条 注e参 照)。Aの 遺産の ために、復帰信託が発 生す ることになる。

18.Aは 、Bが その者のために保有 する ことを同意す る者のため の信 託 として、Bに1,㎜ ドル を遺贈

した。Bは 、Cを 受益者 とす る信託 としてそれ を保有す ることに合意 した。Cは 、意 図 され た明示信 託

を強制す ることはで きないが(第54条 注a参 照}、Cの ための擬制信 託を強制す る ことができる(第55

条注e参 照)。Aの 遺産 のための復帰信託 は生 じない。

第412条 復帰信託が生 じない場合

財産権の所有者がその財産 権を信託 と して譲渡 したが 、信託 の効 力が生 じない場合 に、も し譲渡人が、信託の

失効に際 しても復帰信託 を発 生させない意思 を相当 な方 法で表示 している ときは、譲受 人は、信託財産 を復帰信

託 として保有 するこ とはない。

注:

旦　柿 托斑 効の」鍔音の財 産処弛条頸

財産権 がそれに基づ いて譲渡 された信託 が失効す る際 には、あ る処分が財産権 につ きな され るという意思 を譲

渡人 が適法 に表示 し、 この処分が有効 な場 合には、信託 の失効に際 し、復帰信 託は生 じな い。

た とえば、財産権が生前行為 または遺 言によ って信託 として譲渡 されたが、 もしその信託 が効力を生 じない場

合 に、信託条項 または遺言 に、信託が効 力 を生 じな い場 合には受託者 はその財 産権 を第三者 に引渡すべ しと規 定

されて いた り、 または異 なる信 託に もとつ いて その財 産権を保有す べ しと規 定 され ているよ うな場合には、復 帰

信 託は生 じない。たとえその意 図が特定 の文言 で表現 されていな くて も、上記の ことは適 用 され る。

例:

1,Aは 、Cの ための信 託 として財産権 をBに 遺贈 し、 もしその信託 が効力を生 じない場合は、Dの

ための信託に もとついて、 その財産権 を保 有す るよう指 示 した。Cが 受益 を拒否 した。Bは 、Dの ため

の信託 としてその財産権 を保有 し、Aの 遺 産の ための復 帰信託は生 じない。

2.Aは 、財産権 を信託 としてBに 遺 贈 し、 その収益 をCとDに 平等 の割合で支払 い、両者が死亡 し

た場合には、元本 をEに 引渡す よ う指 示 した。CがAよ りも先 に死亡 した。Dが 、生 存中は収益 の全 部

を受領す る権限があ るか どうか、 またEが 直ち に元本の半分 につ いて受 領す る権限 があ るのかど うか、

それ と もDの 生存中、収益の半分 につ き復帰信託 が生 じるのかどうかは、すぺて の事情 を考慮 し、遺 言

書の文言 を解釈 して結 論が 出され る。

上L_受 晶.煮¢L食違 口開丞{汀鎚

譲渡の文書 や遺 言で信託失効 の場合 に、受託者 は財産 を譲渡人 に再移 転す るように定 め られ ている場 合は復帰

信託 よ りも、 明示信託が発生 す る。

C.将 米{縮.の発 生

財産の所 有者が連続 的処 分に より、複数 の人に信託処分 をして いて、前者 の権利が失効 して も、将来権 が発生
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す ると、復帰信託は発生 しない。た とえば遺 言者が信託 として財産 を遺贈 し生涯受益者 に収益 を支払 い、その死

後、 元本 を別 の人に支払 うよ うに指 示 した場合、受益者が権利放棄 を した時 は、 元本 は残余権者 に通常支 払 うる

よ うになる。 しかし残余権 者が生涯 権者 の死後 にしか判 らない時は、その死 まで元本 は支払 えない。生涯 権者の

生 きている問、遺言 者の財産の ために復帰 信託 が発生 し、 収益 を支払 う義務 がある。但 し遺 言者 が別段 の意思 を

表 明 した時は この限 りでな い。

将 来権の発生についてのル ールの規 則にっいては財 産法 リステイ トメ ン ト第230条 ～第237条 参 照。

d -,_.堤遮音保持}の息図螂

譲渡人が信託失効の際 に譲渡財産 を受託者が信託 の制約 を受け ないで保持 す ることを明示 して いた時、復 帰信

託 は発生 しな い。その意 図が表 明 された かは解釈の問題 である。 その際の重要な状況 とは、 に)文 書 中での語句、

(2)譲 渡人 と譲受人 の関係 、(3)受 託者 が個人 であるか、法人 であるか、法人 であるな らば公益法人 かど うか で

ある。

信 託が失効 した際 に受 託者が信託 の制約 を受 けないで財産 を保持 で きる意思表 示は、財産 が信 託を条 件 として

(subjecttoatrust)与 えられ る場 合の方が信 託 として{intrust)与 え られ る場合よ り認め易い。

受託者が委託者か ら贈与 を受 けるのに 自然な関係にある時は、赤 の他人 であ る時 よ り、受 託者への財産保持 の

意思表示は明確に見出 し易 い。

受託者が公益法人であ る時 は、営利法人 であ る時 よ り、受託者へ の財産 保持の意思表示 は明確 に見 出 し易い。

財産を消耗す ることな しに信 託を終了 した場合、その剰余 を受託者 が受 領 して もよいときは、信託失効 の際に

受託者への財産保持の意思表 示は明確に見 出し易 い。信託 の失効 はないが財産 の消耗 なしに信託 が終了 した場合

にっ き、第431条 参照 。

旦.遣1到 こよる一宿鎚の際 の1-1頭塑」抵拠

財産が信託 の形で遺贈 され無効 となった場合、信 託失効 の際、受託者が財 産 を保持で きる意図 を遺 言者が もっ

ていた ことを認める唯一の証拠 は、全 ての状況 か ら判断 した遺 言書のみ である。遺言書にな い遺言者の意思 は復

帰信 託の発 生 を阻止 しな い。第164条 注dと 比較。

例:

3.Aは 、Cの ための信託 として、用地 をBに 遺贈 した。CはAよ り先 に死亡 した。Aは 、 その信託

が効 力を生 じな い場合 、Bが 甲地 を保持 してほしいと語 った ことが、証拠 と して出され た。 また、Aが

Bに 書 いた 手紙 で、その信託 が効 力を生 じないときはBが 甲地 を保持 すべ しと書 かれた ものが、Aの 死

後 に発見 され 、その手紙 も証拠 として提 出 された。遺 言に よる信託設 定につ いては、遺 言書その ものを、

随伴 する事情 に照 らして解釈 するのであ り、 この ような証拠 は許容 されな いか ら、Bは 、Aの 遺産 のた

めの復帰信託 に もとづ き甲地 を保有す ることにな る。

f.逆 に財 産が信託 として遺贈 され失効 した場合、遺言 をめ ぐるす べての状 況が遺言者は受託者 に財産 を保 持 さ

せ る もの と解釈でき るの な らば、遺 言者の復帰信託 を発生 させ る旨の発 言は、復帰信託発生 のために採 用で きな

い。
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例:

4.Aは 、甲地 をBに 遺 贈 し、 またAの 相続人 は、C生 存 中はClこ 、毎 年、1.㎜ ドル にっ いての収益

を支払 う信 託上の義務 を負 って いた。Cが 受益 を拒否 した。Aが 、 その信 託が効力 を生 じないときは、

甲地 は彼の相続人に属す るの だと語 った とい うことが、証拠 として提 出 された。 この証拠 は許容 されず、

したがって、Bは 、信託 とはかか わ りな く、 甲地 を保有す る。

亙」 生存 封 書」匿託におけるr」頭毒E拠

財産が信 託 として書面に よって生存者間 で譲渡 され、信託が失効 した場合、譲 渡人の意図 につ いての解釈方法

は周 囲の全 ての状況 か ら解釈で きるその 書面 のみであ る。書面に含 まれな い譲渡人 の発言は復帰信 託の発生 を阻

止す る証拠 とな らない。 これは不動産 ばか りでな く、動産に もあては まる。第38条(2)項 のルール において外 的な

証拠 は書面 で財産 を移転 された人が信託 として保持 す ると書面で書 かれている場 合、受益者 として利益 を得 る と

意 図 して いる と認め るに足 りな い。なぜ ならそれは文書 の語句 を変更す ることにな るか らで ある。第164条 注eと

比較。同様 にその前条では、外部証拠 は受託者 が、信託が失効 した場合、受益者 として財産 を保 持することを認

め るに足 りない。なぜな らその ような証拠 の効果 は、文書 の法律効果 を変更す る ことにな るか らである。

しかし、 口頭証拠 排除の原則は詐欺や不 当威圧 ・錯誤 などの変更 ・取消の原 因の外的証拠 の採 用を否定 する も

ので はな い。

口頭証拠 排除の原 則が書面に よる譲渡の際 の復 帰信託 の発生阻止 に働 くとして も、復帰信託 を消滅させ る次の

取 引 を認 める口頭証拠 を排斥す るもの ではない。 もし信託が財産が、不動産 であれば詐欺防止法 上、復帰信 託の

消滅 に書 面が要求 され る。第429条 、第439条 参照 、第460条 と比較。

h. .口頭 の信託

生存者間 で信託 として財産が譲渡 され、詐欺 防止法 に基 く書面に よ らず、信託 が設定 され た場 合、口頭証 拠は

信 託失効 の際に受託者に財産 を保持 させ る信託 設定 時の譲渡人の意 図を認 めるに足 るもの となる。第164条 注fと

比較。

第413条 公益信託が効力を有 しない場合

財産権 の所有者が 、その財産権を、あ る公益 目的のための信託 と して無償で譲 渡 したが、そ の公益目的が 達成

で き ない ものである ときは、譲受人は、そ の信託 財産 を譲渡人また はその遺産の ための復帰信託 と して保有 する。

但 し、以 下の場合 は、 この限 りでない。

(a)可 及 的近 似の原則(doctrio60fcyprθ8)の 適用が ある場合

(b)譲 渡 人が、復帰信託を生 じさせない意思 を相当な方法で表示 した場合

注:

』L』 及 的 近似豊 原則

財産権 が、特定の公益 目的の ための信託 と して贈与 されたが、 その公益 目的の達成が不可能 であ った り、実践
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できない ものであった り、不法性の ため実現 できなかった ような場合、委 託者が、 もっと一般的に公益 目的 にそ

の財産権 をあてたいとい う意思 を明示 している ときは、その信託は無効 となる ことな く、裁判所は、委 託者 が意

図 した範 囲内で、 できる限 り類似の公益 目的のために、その財産権 をあてるよ う命ず ることがで きる。第399条 参

照 。 これ が、可及的近似 の原則で ある。

他 方、委託者 が、 その贈与 を特定 の公益 目的に限定す る意思 を表示 した場 合に、その公益 目的の達成が不可 能

であった り、 不法 な もので あった りした ときには、 この信託は効力 を有せ ず、受託者は、委 託者ま たは その遺 言

の ための復帰信託 に もとつ いて、そ の財 産権を保有 す ることにな る。

b.復 帰lii晶のが生じない場合

委 託者 が公益信託 が失 効 した際、受託者 が別 の公 益信 託の形 で信託 を保持 した り、 もしくは私的信託の形 で信

託 を保持 した りする意 図を有効 に定 めていた時は、復帰 信託は発生 しないで受 託者は公益信託 もし くは私的信 託

の形 で財産 を保持す る。

委 託者 が公 益信託が失 効 した際、受託 者が信 託の制約 をはなれて、財産 を保 持で きる意図 を有効に表明 してい

れ ば、復帰信託 は生 じない。受託者 が公益法 人である とい う事実 は、必ず し もそ うとはい えな いのだが、委 託者

が信 託が失効 した時 には一般的 な目的 のために財産 を利 用する権限 を与 える ことを示 してい るだ ろう。

c.1剛 証拠 の」摺容

公益信託が失効 した場 合に、復帰信託 の発生 を阻止 する委 託者 の意 図を認容 す る外的な証拠 の基準は、私的 信

託 の場合 と適用 を同 じ くする。第412条 注e～h参 照。

旦、.』』壁 条性

信託 として贈 与され 、あ る事態が継続 している限 り、 もしくはあ る事件が おき るまで、 公益 目的に供 されてい

る場合、 その事態が終了 もしくはそ の事件 が発生 した時 は公益信託は終了 する。信託が終 了 したのであ るか ら、

受託者 は復帰信託 として委 託者 もし くはその財産 のために、有効 な贈与が ない限 り、財産を保持す る無 効 な贈 与

が あ り、委託者が公益信 託はその贈与が あった時 に終了 する意 図 をもって いた時は公益信託は継 続 し、復帰信 託

は発生 しない。第401条 注d参 照。

e.委 託者が公益 目的 を確定 しなか2克 場合

財産が、信託 として贈 与 され一定の公益 目的 に供 され る場合 で、 委託者が 目的の確定 をしなか った場 合、 明示

の公益信託は失効す る。 その場 合、譲受人 は委託者 もしくはその財 産のた めに復帰 信託と して財 産を保 持す る。

⊥_受 き巡 の欠 盗

通常受託者 を欠 いただけで公益信託の処 分は無効 とな らない。第397条(1)項 参 照。 しか し公 益 目的のた め財 産

が信託 として贈与 され、委 託者が、受託者 を指定 しなかった時に意図す る公益 信託は終了 する意思 を明示 してい

た場合や、委託者の指定 な しには信託 目的 の完遂が不可能 な場合 は公益信託 は無効 となる。第397条(2)項 参照 。

その ような場合、財産 は受託 者 もしくは その承継人 と指名 され た者に よって保持 され、遺 言者 の財産のため に復

帰信託 として保持 され る。

8.複 数の贈 与煮
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可 及的近 似の原則があては ま らないな らば、複数の人物 が公益信託 として保持 される基金 を設立 して、それが

失効 した時は、設立者はその寄与 の金額 に応 じて信託財 産上 に持分 がみとめ られ る。第411条 注j参 照 。

第414条 特定集団の構成員のための信託

財 産権 が生前行為 または遺言 によって、ある特定集 団の構成員 のための信託 と して譲渡 され、受託者がその構

成員 の内の詣れが如何なる割合 をもって受 益権を取得 すぺきかを選ぶ 権限を与え られている場 合には、受託 者が

そ の選定を しない ときで も、信託 は失効 せず、復帰信託 は発生 しない。その集 団の構成員 は、信託財産に対 し平

等 の割合 を もって権利 を取得す ることができる。但 し、譲渡人が別 段の意思 を表示 した場合 は、 この限 りでない。

注:

亀.菓 団中で」の畳損者 による選定 の朱落

特 定集 団の構成員 は信託 の受益者 にな りうる。第120条 参 照。指 名の権限が財産 の分 配 を受け る者 もしくは特定

集 団の構成員 に与 え られ ている場合、 もし権限授 与者 が被授与者 にその行使 を義務 づけて いた ならば、信託 は構

成 員のために設定 され ている。第27条 参 照。

構 成員資格 の帰属が 明確 である時は、本条で は構成 員が明確 であ るとする。永久 権禁止則の期間 内に構成員 が

決 定で きな い時 は、信 託は失効 する。そ して復帰信託 が委託者 もしくはその財産 のために発 生す る。

信託条項 で受 託者が構成員 中、誰が どの割合 で財産 を取得す るか決定でき ると権 限 を与 えられ ていて、決定 を

した時、決定 された人が財産 を取得 し、復帰信託 は発 生 しない。

信託条項 で受 託者が構成員 中、誰 が どの割合 で財産 を取得す るか決定で きる権 限 を与 えられ ていて決定 をしな

い時、信託 は失 効しない し、復 帰信託 も発生 しない。決定の期限が過 ぎた時に構 成員は等 しい割合 で財産 を取得

す る。但 し譲渡 者が有効 に別段 の定 めを していた時は この限 りでな い。決定の権 限の行使 は裁 判所 で特定履行 で

きな い。なぜ な ら決定 は受 託者の個人的裁量 だか らであ る。裁判 所 はまた次の受 託者 を指名 して決定 させ る こと

もで きない。但 し委 託者が未来の受託者 に決定 を専属 的に させ る意 図のないこ とを明示 した場 合は この限 りでは

な い。信託 は受 託者が義務履行 をしな い ことによっては失効 しな い。 なぜな ら譲渡人は譲受人 が権利行使 を義 務

づけ る意 図はな いか らであ る。た とえ委託者 の全 目的が完了 しないとして も、 そ して委託者 が意図 した持分 を構

成員 に分配 す ることが不可能 とな った として も、構成員 に等 しく財産 を分配す る方が、信託 を失効 させ て譲渡人

もし くはその財産のために復帰信託 として、受 託者に保持 させ るよ り委託者 の意 図に近 い。

本条 の規則 は生存者間の移転 と遺言に よ る処 分双方に適用 され る。

例1

1.Aは 、信託 として、10,000ド ル をBに 遺贈 し、 その金 銭をC・D・Eに 支 払 うよ う指 示 し、それ

らの者 の割合につ いては、Bが 決 定で きることになっていた。Bが 、 そ の分 配をす る前に死 亡 した。C

・D・Eは 、その金銭 につ き、各 人が平等の割合 で受領 する権限を有 し、復帰信 託は生 じない。

2.Aは 、信託 として10.000ド ル をBに 遺贈 し、その信 託の内容 は、Cの 子供 の うちか らBの 選んだ
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者にその金 銭を支払 うという ものであ った。Cが 死亡。Bも 分配をす る前 に死亡 した。Cの 子供達 は、

その金銭に対 し、平等 の割合 で受領す る権限 を有 し、復帰信託 は生 じな い。

3.Aは 、信託 として10,㎜ ドルをBに 遺贈 し、そ の信託 の内容 は、C生 存中 は、Cに 収益 を支払 い、

C死 亡後は、Aの 甥 と姪 にBの 選んだ割合で元本 を引渡す とい うもので あった。Bが 分配をする前に死

亡 して しまった。Cの 死 亡に際 し、Aの 甥 と姪 は、そ の金銭 につ き平等 の割 合で受領 する権 限を有 し、

復帰信託は生 じな い。

b.坦 坦 の抱限は あ る力生i随坦 拠 、掲 告

財産や特定の集団の構成員 の指定 権があ る人物 に与 え られていて、指定 され ないために贈 与がで きず指 定権 も

行 使で きな い場合、集団の構成 員は財産 を取得 し、復帰信 託は生 じない。但 し指定権 限が行 使 された場 合のみ、

財 産が構成員に帰属す ると権 限授 与者が明示 していた場合 は この限 りでな い。第27条 、第120条 参照 。

第415条 血 縁 者(relatives)の ため の 信 託

財産権が、生前行為 また は遺 言によ って 、委託 者またはある特定人の血縁者 のための信託 として譲渡され 、受

託 者 に、その血縁者の うちの誰れが如何な る割合 をもって受益 権を取得すぺ きかを選定する権限が与え られ てい

る場合 に、受託者が その選 定 をしない ときは、信託 は失効 せず、また復帰信託 は生ず ることな く、委託者 または

特定人の相続権あ る近親者 は、遺産の分配 を規 定 した法の割合 に従 って、信託 財産に対 し権利 を取得する。但 し、

譲渡人が別段の意思 を表示 した場 合は、 この限りでない。

注:

a.本 現川 の範 囲

本条 は受 託者 に指定 された血縁者の 巾で指名 す る権限が与 えられ る場合 に適 用 され、子供や甥 ・姪の 中での指

定 された」血縁老 の巾で指 名す る権限 しかあたえ らえていな い時には適用 されな い。第414条 参照。指定 され た血 縁

者が特定 の集 団でない として も、受託老 が指名 権 と割合指定権 を持 っている とした ら、信託 は無効 では ない。第

121条 参照 。受 託者は最 近親者で あるか否かを問わず血 縁者の中 から有効 に指 名がで きる。

受託者 が血縁 者の中か ら選択 しない場 合、信託は失効せず、復帰信託 は生 じな い。指名権行使 の期限が来 た時、

最近親 者の中か ら分配の渡 御 に従 った割合で信託財産が与 えられ る。但 し譲渡者が別段 の定 めを していた時は こ

の限 りでない。指名権限の行使 は裁判 所に よって特定履行 されな い。 とい うの は権限 行使 は受 託者 の個人 的裁量

権の行使だか らである。同 じ理 由で裁 判所 自らの権限行使 もできない し、 次の受託者 を指名 する こともで きな い。

但 し委託者が別段の定め をした時は この限 りでな い。委託者 の全 目的 が達 成 され な くて、 そして委 託者 の意図す

る持分が血 縁者に分配 され る ことが不可能 とな って、血縁者間 で等分 に財産 を分割 す ることが非現 実的 かつ委託

者の意思に合致 しないで あろう場合 は、裁判所は信託が全部無効 とな るよりも、最近 親者を構成す る血縁 者の 中

で財産の分割 を指示す ることができる。 なぜ なら、 これ が譲渡人 の意 思 を生か す現 実的な方法 だか らであ る。

例:
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1.Aは 、信託 として10.㎜ ドルをBlこ 遺贈 し、その信 託の内容 は、C生 存 中はCに 収益 を支 払い、

C死 亡後は、元本 を、Cの 血縁者 に、Bの 決 めた割合 で分配 する とい うもので あった。Cが 死 亡 し、C

の血 縁者に分配す る前 に、Bも 死亡 した。Cの 最近親者 は、その元本 に対 し権限 を有 し、Aの 遺 産のた

めの復帰信託が生ず る ことはない。

本条 のルールは生存者間の移転 と遺言 による処分双方 に適用 され る。

互.縫 辺 端9量はあ 趣L∫ 韻 助1な 史駐 金

委 託者 のII皿縁 者や特定人物の血縁者 に財産 を与 えることの指名権 限が、 ある人物に与 えられ ている場合 に、指

定の不履 行のために財産の贈与がな い時、指名 の権限が行使 され ない時、最近親 者か特定人物 に財 産が与 え られ、

復帰信託 は委託者やその財産 のため に発生 しない。但 し、贈与者が指名 された場 合 にのみ財産 が血縁 者に与え ら

れ る意図を明示 して いる時 は この限 りでな い。第27条 参照 、第121条 参照 。

第416条 不特定集団の構成員のための遺言処分

第415条 の場合 を除 き、財産権が不特定 な集 団の構成員 のための信託 として遺贈 され、受遺 者に、その構成 員の

うち の離 れが如何な る割合 をもって権利 を取得 すべ きかを選定す る権 限が与 え られ ているときは、復帰信 託は生

じない。 但 し、以下の場合 を除 くものとす る。

(a)受 遺 者が選定 をしない場合

(b)選 定す る期間が、永久権禁止則(theruleagainstperpetuities)を こえて認 め られている場 合

(c)そ の集団が非常 に不確定 な ものであって、護れ がそのなかに入 るのか確 定で きない場 合

a.本 規 則の範 囲

血縁 者の場 合 を除 き(第415条 参照)、 不特 定集団の構成員 は私的 信託の受益 者に なれな いので有効な信託は発

生 しない。第112、 第122条 参照 。しかし受遺者 は集 団 の構成員 のために分配す る権限があ る。その分配を しない

場合 は復 帰信託が生 じる。

例:

1.Aは 、 自分 の家具 ・宝石 ・本を全部、信託 としてBに 遺贈 し、それ らをBの 選択によってAの 友

人達に分配す るよう指示 した。Bは 、 その財産 をAの 友人達 に分配する ことを拒否 または怠 った場 合に

のみ、Aの 遺産 のための復帰信 託に もとづ き、 その財産 を保 有する ことに なる。

不特定集 団の構成員 の利益 のための生 存者間の処分 の効果 については、 第419条 注d参 照 。

力」_受遺煮1こ咀 勲[あ 鋤 燈

本 条に述べ る規則 は受遺者 に贈与す る旨が明確 な時 は適用 されない。第25条 、第125条 参照 。 この場合 、復帰信

託 は、受 遺者が財産分配 を怠 った時 で も発 生 しな いで、受遺者が財 産を保 持でき る。

例:

2.Aは 、 自分 の家具 ・宝石 ・本を全部Bに 遺贈 し、 「できれば、友 人達 にわ けてほ しい」 と希望 し
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た。他に証拠がな い場 合には、Bは 、信託 とは かかわ りな くその財産 を取得 し、復帰信 託は生 じな い。

第417条 不確定または一般 目的のための遺言処分

財産権が、公益 目的に限 らず、不 確定 または一般 目的 のため の信託 として遺贈 され、かっ、確定的または確定

可能な受益者の指定がない場合 には、復帰信託 は生 じない。但 し、以下の場合 を除 くものとする。

(8)受 遺者が 、その財産 をその 目的の ために利用で きない場合

(b)そ の分配 をす る期 間が、永久権禁止 則の期間 を超 えて与え られ てい る場合

(c)そ の 目的が非常 に不確 定な もので あるために、その適用範囲が確定で きない ような場合

注1

且.本 現1!1」の範」阻

本 条において明示 信託は設定 され ない。 とい うのはそれ を強制す る受益 者が いないからで ある。第112条 、第

123条 参 照。州の司法長官や州 当局 は公 益信託 として実行 させ るこ とはできな い。 というの は 目的 が公益 に限 ら

れて いないか らであ る。第123条 、 第398条 参照。 しか し、受遺者 は一 定 目的に財産 を供す る権限 がある。復 帰信

託は生 じな い。但 し、受遺者が 分配 をしな い時は この限 りでない。

例:

1.Aは 、信託 として、10,㎜ ドル をBに 遺 贈 し、 この金銭 を、鰭 と施 し(liberality)、 公益 そ

の他、Bの 裁量 によって最 も良 いと認め られ る 目的のために使 って ほ しい と指示 した。Bが 遺 言の条項

に従 ってその財産 の処分 をす ることを拒否 または怠った場 合にのみ、Bは 、その金 銭 を、Aの 遺産 のた

めの復帰信託 に もとづ き保有す る ことになる。

しかし、 目的が全 く不確 定で、適用が 目的に適合 するか判定で きないな らば(第123条 注e参 照)、 また永 久禁

止則 を超 える時にしか適 用がで きないな らば(第123条 注f参 照)、 分配の権 限は無効 とな り復帰信託が生 じる こ

と もある。

生 存者間の不確定 または一般 目的 のための処分の効果につ いては、第419条 注b参 照。

b,受 遺者の噌与がある齢

本 条の規則は遺言者が受遺者 に贈 与す る意図が明確に表 明され ている場 合は適用 されな い。第25条 、第125条 参

照 。 この場 合受遣老が財産の指定 された 目的への提供 をしな くて も復 帰信託は発生 しないで、受遺者 が信 託の制

約 を受けない で財産 を保持 でき る。

遺言者の受遺者への贈与 の意 思は指定 目的が広範 囲で、受遺者 の財産処分の 自由が広 く残 されている事 実か ら、

表 明 され る。第125条 参照 。また 目的が受遺者へ の贈与 を示 すほど広 くな いにして も、遺言者 が受遺者に義 務 を課

していない場合 は贈与へ の意 思が表われ ている。第25条 参 照。

c.公 益 もしくは無 効な 目的

公 益 もし くは非公 益 目的が、強制可能 な信託 として全体あ るいは部分的 に有効で ある場合 にっ いては、第398条 、
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第421条 参 照。

第418条 特定の非公益 目的のための遺言処分

財産権が ある特定の非公益 目的のため の信託 と して遺贈 され、確定 的または確定 可能な受益者 が指定 されなか

った場合 は、復帰信託 は生 じない。但 し、以下の場 合 を除 くもの とする。

(a)受 遺 者が、その財産権 を指定 され た目的のため に用 いない場合

(b)受 遺者が 、遺言の条項 によって、その財産権 を永久禁止則 の期間を超えて利用す ることを許 されている場

合

(c)信 託 目的が気紛 れな性質(capricious)の もので ある場合

注:

轟.,」随匠義務の 不存子1;

本条は信託 が受益者 がいないために成 立 しな かった場 合である。112条 、124条 参照 。公益 目的ではな いの で司

法 長官や公務員 によって公 益信託 として成立 させ られる ことはで きな い。124条 、398条 参照 。

h.揖}i;の 権 限

財産権が、 ある特定 の非公益 目的のため に利用 される よう、あ る人 に遺贈 され 、受遺 者が、適法 にその財産権

を指定 され た 目的のために利用で きる場合 は、 その 目的が気紛 れな ものであ った り、永久拘束禁止則(第124集 注

b参 照)に 違反 していない限 り、遺言者の遺産 のために復 帰信託が生 じることはない。た とえば、遺言者 の記念

碑 または墓碑 を建設するために、あ る者に財産権 が遺 贈 された場 合、 あるいは、永 久拘束禁止則の期間 に違反せ

ず、記念碑 または墓碑の管理 をす るために財産権 が遺 贈 された場合 には、復帰信 託は生 じない。同様に永久拘 束

禁止則 に違反 しない期間で動物 を飼育す るために、あ る者 に財産権 が遺贈 され た場 合、復帰信託 は生 じない。

受遺者 が財 産 を一定 目的 に供す るの を拒否 したが、財産 の保持 を許 され ていない場合は、遺言者 のために、復

帰信託 が発 生す る。た とえ受遺者が財産 を一・定 目的に供す ることを強制 され ないに して も、受遺者 は財産 を提 供

す るか引渡 すか をしなけれ ばな らず、最終 的に保持す ることは許 されない。 なぜな ら自分 の利 益のために贈 与 さ

れ たのではな いか らであ る。

も し明示信託の条項で永久権禁止則 の期 間を越 えて一定 目的 のために、受遺 者が財産 を利 用する ことを許 され

ているな らば、利用 を欲 しても、財産 をその 目的に利用す ることはできない。第124条 注f参 照 。た とえば遺 言者

が永 久の墓地 の維持の ために収益 を利用す るよ う遺贈 した場合、受遺 者は適法 に収益 を利 用する ことがで きない

で、遺 言者の ために復帰信託 と して財産 を保持す る。 しか し多 くの州では制 定法で墓地 の永久的な維持 のための

信 託は許 され ている。

財産が非公益 目的 の明示信託 として遺 贈 され たが その 目的が気 紛れな性質で あ り、確定 的な受益者が指定で き

ない場 合 は信託 は発生せ ず、受遺 者は財産 を一・定 目的 のために利 用で きず、遺言者 の財産 の ために復帰信託 とし

て保持す る。第124条 注g参 照 。た とえば海 に金銭 を投 げ捨 てるためにあ る人物 に遺贈 された場合、彼は そうす る
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ことを強制 されないばか りでな くそ うす ることを許 されず、遺 産 のために復 帰信託 として財産 を保持す る。同様

に、20年 間 占有 されな いように指示 して、 ある人に家が遺贈 され て も、その者 は20年 間遺産 を復帰 信託 として保

持 す る。

生存者間の非公益 目的の ための譲渡の効果 につ いて は、第419条 注c参 照。

弘.粟 週者に 甲純贈 琶斑斑壼る労 金

本条の規則 は遺言者が信託 を成立 させ る意思 を明示せ ず、受遺 者に何 らの義務 も生 じさせ ないで一定 目的 のた

め財産 を利用 させ るた めに贈 与 した時に は適用 され ない。第25条 参 照。 この ケースでは、 た とえ受遺者が財産 を

一定 目的に利用 することを しな くて も復帰信託 は生 じない、受遺 者は信託 の制約 を受けないで、財産 を保持 でき

る。但 し、一定 目的へ の利 用がな い場合 に贈与 があった時は この限 りでな い。

第419条 特定の受益者の指定がない生前譲渡行為

{1)財 産権の所有者 が、生前行為 をもって、無 償で、その財産権 をあ る信託 目的のために譲渡 し、かっ、確定

的 または確定可 能な受益者 の指定がない ために、その信 託 を強制 す ることが できない場合 で も、譲受人 は、その

財産権 を指定 された目的のため に利用す る ことができ、 この利用の権限が譲 渡人によって撤回 され、また は譲 渡

人 の死亡 または無能力のため に終了 するまでは、これを継続する ことがで きる。

(2)譲 渡人が 、譲 受人の前項の権 限を撤回 し、または死亡 も しくは無 能力 とな り、また は信託 目的が達成で き

ない ときは、譲受人は、その財産権 またはその間に指定 された 目的 に利用 しなか った部分の財産権 を、譲 渡人ま

たは譲渡人の遺産のための復帰信託 と して保有する。

注:

n. .木理刷 の範一囲

本条の状 況は財産が、類似 の 目的のため に遺贈 され た時 に発生す る状況 とは異 なる。委託者 が生存 してい る時、

委託者は財産に受益権 をもっ唯一の人物 である。財産 を譲渡 され た者 は委 託者の指示 によってのみ適法 に財産 を

管理す ることが できる。 なぜ な ら委 託者以外財産に権利 を持 っていな いか らで ある。一方 、委 託者 が財 産に唯一

権利 を持つ者 であるか ら、何 時で も譲受人 に譲渡の撤 回を請求 する権限 を持ち、再 譲渡を請求 で きる。譲受人 は

単な る譲渡人 の代理人で はない。ただ し譲受人が普通法 上の権原 を もつ時は その限 りでない。

丸 正特定な い し ・離.ll抽

本条 の規則 は財産 の所有者 が公益 目的 に限 らない不特 定ないし一 般 目的 のために生存者 間で財産 を利 用 しよう

とす る場合 に適 用され る。第123条 参照。

例:

1.Aは 、Bに10.㎜ ドル を贈 与し、Bの 裁量によって最 も良 い もの と思われる ような慈 善 を施 し、

公益 その他 の 目的のた めに利用 するよ うナ旨示 した。Bは 、5,㎜ ドル をこの裁量の範囲内の 目的の ため1こ

利用 した。AはBの 権限 を撤 回 し、Bに その金銭 を返 還せ よと要求 した。Bは 、残額 について、Aの た
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め の復帰信託 に もとづき保 有す る。

2.事 実 は、AがBの 権限 を撤 回したのではな くて、死亡 した点 を除 き、例1と 同様であ る。Bは 、

Aの 遺産 のための復帰信託に もとついて残額 を保 有する。

c⊥ 一特定の』1公益1-1.曲

本条 は特定 の非公 益 目的の ために利用す るよう財産 を移転す る場合 に適用 され る。 たとえば、動物 の所有者 が

信託 として動物が生 きて いる限 りその世話 をするため に金銭 を支払 う場合 であ る。譲受人や第三者 の誰 も動 物に

対す る受 益権や金銭に対す る受益権 を持 たない。譲受人 は適法 に動物 の世話のた めに金銭 を利 用する ことがで き

る。 しか し譲渡人は何時 で も譲受人 の権 限 を終 了 させ る ことが でき るし、動物 を取 り戻 し、金 銭 も動物の世話に

よって費消 され ていない限 り取 り戻 す ことがで きる。 もし、譲渡 人が譲受人の権限 を終了 させな いで死亡 した時

は最近 親者や残存受遺者 が動物 と金銭 を所有す る。但 し譲受人 が遺 言で別段の定 めを規定 した時 はこの限 りで な

いo

たとえ目的 が気紛 れであって も、譲渡人が権限 を撤 回 した り、死亡 した り、無 能力にな るまでは、譲受人 は適

法 に財産 を利 用する ことがで きる。 ある人 が金銭 を海に捨てる ように別 の人 に贈 与 したな らば、 たとえ権 限授 与

を投棄 の前に撤回 して、金銭の返還 を強要 する ことが できるに しても、後者 はその指示に従 った場 合、責任 は生

じない。贈与者の死後に金銭 を海 に投棄 した場 合は、贈与者の遺産 に対 して責任 を負 う。

例:

3.Aは 、信託 として数個 の家具をBに 贈与 し、Bの 選 択によって、Aの 友人達 に、その家具 を分配

す るよう指示 した。Bは 、 その家具の一部 をAの 友人連 に分配 した。AがBの 権 限を撤 回 し、Bに 家具

の返還 を求 めた。Bは 、残 りの家具 を、Aの ための復帰 信託に もとつ いて保 有す る。

4.事 実 関係 は例3と 同 じだが、AがBの 権限 を撤 回 したのでは な く、Aが 死 亡 した点が異 なる6B

は、Aの 遺 産のための復帰信託に もとづき残 りの家具 を保有す る。

d」 干特定 填」団の構成員

本条 に もとつ く規則は、譲受人 もし くは第三 者が、不特定集 団の中で誰 が どの割合 で財産 を取得 するかを指 定

す る構成 員の中で分配 され る時 に適用 される。

一旦 」特定集 団 口繕⊥此員正 し く.は血縁者

財 産所有者が信託 として生存 者間で特 定集団の構成員 もしくは血縁 者のため に財産 を移転 し、譲受人に誰が ど

の割合で取得 するかをしてする権限が与 えられて いれ ば、信託は成立 し受 託者 の権 限は譲渡人に よっては撤回 で

きず、譲渡人 の死 亡によって も終了 しな い。第414条 、第415条 参 照。

第42礫 数個の有効な目的のための信託

財産権の所有者が、受託者の裁量に従って、その財産権を列挙された数個の信託目的の間に配分する趣旨で、

受託者に信託譲渡し、かっ、その各信託目的が何れも私益または公益信託の目的として適法である場合、受託者
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と して指定 された者 が、その配分 をな す ことが出来ず、 また は しな いときは、信託 は効力 を失 うことな く、また

復帰信託 は発生 しない。その財産権 は推 定される委託者 の意思に反 しない限 り、数個 の信託 目的 の間に平等の割

合 を もって配分される。

注:

a公 益お よび圭口他 の目的

本条で述べ られて いる規則 は、受 託者が信託財産 を公 益 目的及 びその他の有効 な 目的で分 配す る権限を有す る

場 合に も適用 され る。第397条 注i参 照。

た とえば、遺言者 が、一定 の金銭 を信託 として遺贈 し、一一部 を公 益 目的に、残 りを受託者の決め られた割合 に

よ って、遺言者 の血縁 者に分配す るよう指示 したと ころ、受託者 が財産の処分 を しな いで死亡 した場合に は、 そ

の基金 の半分 について有効 な公 益信託が生 じ、残 り半 分については、遺言者 の近 親者に、平等の割合で分配 され

ることにな り、復帰 信託は生 じな い。

委託者 が、最初 に指 定 した受託者 の権 限行使 のみに限定 しな いで、承継受託 者に権限行使 をさせ る意思 を表 示

している ことがない限 り、 裁判所 は、分配 の権限行 使を させ るため に、承継受 託者 を指定す ることはない。

u個 の 非 公益 目的

木条 で述 べ られて いる規則は、受託者 が適法 に設定 され た信託の数個 の非公 益 目的 に対 して財産権 を分配 する

権限 を有する場合に適用 され る。たとえば、遺 言者が一定額の金銭 を信託 として遺贈 し、受託者 が決 めた割 合に

応 じて法 人格な き非公益 目的の 団体 と、受託老が選んだ遺 言者 の妻 の近親者 に対 して分配す る こととした場 合、

受 託者が資金の分配 をせずに死亡 した場 合には、資金の半額 につ いてはその団体 のための有効 な信 託が(第119条

参照)、 他の半額につ いては妻 の近親 者のための有効な信託が発生 し(第121条 参 照)、 復帰信託 は発生 しない。

且_些1笠 一聖賢剴 が行われな い椴 合

数個の 目的の うちのひ とつ を達成 す るために必要 な金額 が、均等 の分割が行わ れた場合 の金額 よ りも少 な い場

合 、 その 目的に対 しては 目的達 成に必要な金額 のみが分配 され、他 の数個の 目的 に対 して残 りの信託財産 が均等

に分割 されて、復帰信託 は発生 しない。第397条 注iと 比較せ よ。

第421条 公益 目的と無効な目的

財産権の所有者が 、そ の財産 権を公益 目的に限定 しないで、非公 益 目的 も含 む信託 目的のために信託 譲渡 した

場 合 、その非公 益目的が信託 の設定を無効 とさせる性質 の ものであって も、第398条(2)項 ～(4)項 に従 い有効 な公

益信 託が発生 する範 囲内においては、復帰信託 は生 じない。

注:

a.公 益 目的坦本来Ω1-「段て.鼻毛掲載1引ユ裂賄1肚」自立生 しな旦

受 託者が信 託財産の一部 を信託 または権 限が適法 に成立 して いな い非公益 目的の ために用 いない限 り、信 託財

産 の全部 を公 益 目的に用 いるべ き旨の意思表示 を委託者が行 った場合 、委 託者の主 たる目的が公益 目的 に信 託財
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産が用 いる ことであるな らば、信託財産 を他 に用いる権限 は無 効 であ り、信 託財産の全部につ き公益信託 が適法

に成立 し、復 帰信託は生 じない。第398条(2)項 参照 。

互⊥ 無効旦u的 に必要な金額貞元確定ヱ き る場[合の復 紺i藷 毛

委 託者 の主た る目的が財産権 を公益 目的に用い ることではなく、非 公益 目的達成の ため に必要 な最大 限の金額

が確 定で きる場合、そ の金額 についてのみ復帰信託が発生 する。第398条(3)項 参照。

P.均 等な分割

受託者が数個 の 目的 のために信託財産 を利用す るよう指 示 され、その割合 につ いては、受 託者が決定で きる場

合にお いて、公益 目的 と非公益 目的 とが含 まれ、 しか も非公益 目的につ き無効 となった場 合、裁判所は、列挙 さ

れた数個の 目的 それ ぞれにつ いて信託財産 を平等 の割合 で分配す ることを命ず る ことがで きる。そ の場合、第39

8条(4)項 にのべ られ てい る事情の もとでは、無効 となる部分にっ き復帰信託が生 ず る。

.d..肺1助r辛 て無効麹A

信 託または権 限が適法 に設定 され ていない数個 の非公益 目的 を含 む 目的に用い るために財産権が信託 として譲

渡 されたが、その信託が注a～cで 述 べ られてい る規則 に合致 しないためにその全部 また は一部 が有効 に維 持で

きない場合 、意図 され た信託 は全 て無 効 とな り、譲渡人 またはそ の遺 産のための復帰信託が発生 する。第398条

(1)項 、第417条 参照。

第422条 信託が不法であるために効力を生 じない場合

財産権の所有者が 、その財産権を生前行為を もって信託 譲渡 したが、その信託 が不法 のために効力 を生 じない

場 合、不法な法律行為 を行な った者に救済 を与え ないとする政策 に比べ、 より重 大と認むぺ き事情があ るときに

は、復帰信託 は生 じない。

注:

且.こ の規則璽 艮拠

本 条に述 べ られて いる規則 は、不法性 を もつ信 託の履行 を阻止す るだけでな く、不法な法律行為 に参加 しなが

ら原状 回復 の請求 をして いる者 を も許 さな い、 という公序良俗原理 に もとつ いて いる。 このよ うな理 由か ら、裁

判 所は、不法 な 目的 の現実 を拒否するばか りでな く、不法 な譲渡 の一方当事者に対 して、 その者 がその譲渡に よ

って引渡 した財産権 の回復 を、た とえその結果 として譲受人 が不正 な利得 を受 ける ことに なって も、拒否す るわ

けである。

本条で述べ られている規 則は、当事者の利益 と公益 の重視 とい うことに基づ いている。 当事者間に関 しては、

譲渡人の損失 において譲受 人が不当に利得 することを防 ぐために復 帰信託は生 じる ことが 正当であ る。 しかしな

が ら、公益 の見 地か らする と、譲渡人の損 失にお いて譲受人が不当に利得す る ことが許 され ることが あ りうる。

裁判所が復帰信 託の強制 を拒否す る結果、 譲渡 人が罰せ られ るだけ でな く、譲受 人が不当に利得 をす る。 この結

果が仮 に も認め られ るとすれ ば、 その根拠 は不法 な行為 を防止す る ことおよび不法な行為 に基づ く請求 を調 整す
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るために一般 の人々が損失を負担すべ きでない ことであ る。復帰信託が発生す るか否かに関 し、 あ らゆ る事例 に

通 じる明確 な規則を示す ことはできな い。なぜ な ら第2版 第412条;契 約法 リステ イ トメ ン ト第598条 ～第609条 と

比較せ よ。判決 に関係 する諸要因につ いては以下 の注 で考察 されて いる。

工

不法性 によ り無効 とな った信託に もとついて財産 権 を譲渡 した委託者の ために、復帰信託 を生 じさせ るか どう

か を決定すべ き重大 な要因は、次の とお りである。(1)委 託者の行為 は背徳的 行為 を含んで いるか どうか。(2)

その譲渡行為 を不法 とする立法趣 旨の評価 。(3)復 帰信託によ って不法 目的 の実現 を阻止 できるかどうか。(4)

譲受人が 譲渡 人 よりも罪 深いか どうか。(5)譲 渡人はその信託 を不法 とす る法律 または事実 について知 らなか っ

たのか どうか。

c_茶 油 目萢 の遠戚 を・胆比す る趨め些復帰fl苛旺立[生ヒ蚤墨 貴

財産権 の所有:者が信託 としてその財産権 を譲渡 したが、 その信託が不法 のため効力 を生 じなかった場 合、 その

不法 目的 が完 全に達 成 されてお ちず、 かつ達成 で きる可能性が まだあ るな らば、通 常は譲渡人 は譲受人 に対 して

その財産権 を 自己に返還 す るよう強制す る ことができ る。 たとえその 目的が、 既に完全 に達成 されたため、また

達成不能 となったため譲渡人が財産権 の返 還を譲受人に請求で きな いような内容であ ったとして も同様 である。

このような場 合、譲渡人は後悔 の機会 を与 えられ る。た とえば、財産権の所有 者が他人 にその財産権 を譲渡 して、

譲受 人に所有 者であ るかの ような態度 をとって もらい、詐欺な どに よって第三 者か ら貸付 を受 けよ うとした場 合、

譲受 人が貸付 け を受 けた らす ぐに財産権 を返還 す ることに合意 していたと して も、譲受人 が貸付 を受 ける前また

は貸付 を受 ける ことが不可能に なる前 にいつで も、譲渡人 は財産権の返還 を譲 受人に対 して強制す ることができ

る。 しかし、 譲受 人が既に貸 付 を受 けた場 合または第三者か ら貸付 を確定的 に拒 否 された場合 には、譲渡人 は財

産権 の返還 を譲受人に強制で きな い。

不法 な 目的が完 全には達成 されてお らず、かっ まだ達成 され る可能性が ある として も、 その 目的 が譲渡人 に と

って重大 な道徳 的悪性あ る場合 には、譲渡 人は譲受人に対 して財産権 の返還 を強制す ることはできない。た とえ

ば、 議員に賄賂 を贈 るための基金や公務 員を暗殺す るため に殺 し屋 を雇 うための基金 に金銭 を寄付 した者 は、そ

の 目的が達成 されなか った としても、 その金銭 の返 還 を受 けることは できない。

貝一.譲渡 ムお よ⊇拙聾 ム坦H底 」jn」 塑[り 臥 起㎏1で な旦:踏査

財産権 の所 有者が生前行為に よ り財産権 を信 託 として譲渡 したが、 その信 託が不法 なた め失効 した場合、 譲渡

人が 譲受 人 と同貴でないな らば、通常 は譲受人はその財産権 を譲渡人 のための復帰信託 に基づ き保:有す る。た と

えば、譲受 人が詐欺 ・信頼関係の濫用 またはその他の不法な手段 によ り譲渡 人に信託 を設定 させ た場合、譲受 人

は譲 渡人 のための復 帰僧託に基 づき保有 する。同様に、譲受人が不法性 ある取 引 を事業 として行 ってお り、譲渡

人 をそのよ うな不法 性あ る取引 に関与 させた場 合は、 たとえ譲渡人が その取 引が不法 である ことを知 っていた と

して も、 両者は同貴ではな い。

た とえ譲渡人 よりも譲受人の過失 の方 が重大 であ った として も、 その取 引に より譲渡人の側 に も重大 に道徳 的

悪性 を帯 び る場合には、譲渡人 は財産権 の返 還 を受け ることは できない。
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垂..一.譲泓 人一艶 書裏 またはfll鵠を イ{法上す る法 について 知であ る 合

財産権 の所有 者が生 前行為に よ り財産権 を信 託 として譲渡 したが、 その信 託が不法のため失効 した場合、 譲渡

人が その譲渡 時にその信託 を不法 とす る事実 について知 らなか った な らば、通 常、譲受人はその財産権 を譲 渡人

の ための復帰 信託に基づ き保有す る。 しか しなが ら譲渡人が譲渡 しよ うとす る財産権 が不法 な 目的のために使わ

れ る ことを知 らなか ったが、 そのように使われるのでは ないか と疑 っていた場 合、 その不法性が 重大であるな ら

ば、 譲渡人は復帰信託 を強制す る ことを阻止 され るであ ろう。 た とえば営業 上の利益 を保護す るために使われ る

基金 に寄付 を した者が、 その基金 が適法 な方法 でその ような利益 を拡 大するた めに用 いられ るのではな く、賄賂

や汚 職の 目的で使われ るのではないか と疑 っていた場合、 その寄付 に関 し、復帰信託 を強制す る ことは阻止で き

るであろ う。 ・

譲渡人が知 る事実 に規則 が適 用 されて、意図 した信託 が不法 にな ることを譲渡 人が知 らなかった とい う事実 だ

けで は、譲渡人 のために復 帰信託 を発生 させ るための十 分な根拠 には ならな い。 しか しなが ら、譲渡人の態度 が

非難 に値 し復帰信 託を生 じさせ ないか否か を決定す る際に幾分重視 され る要素 と しては、た とえば顧客が弁護士

か ら勧め られ て、その弁護士に よれ ば適法 な 目的 のための信託 として、その弁 護士に財産 権 を譲渡 したが、実 際

は 目的が不法 であった場 合が ある。

f.不 法性 の証拠 を譲渡人一と譲受ム∫Dどち ら坦提∬Lしたかは重要で虫L・。

当該取引 に関 する不法 性の証拠 を譲渡人 と譲受人 の どち らが提出 したか は重要でな い。意図 した信託が不法 で

ある無効 である場合、譲渡人が財産権 を取 り戻せ るか否かは、公序良俗 との兼 ね合 いにかか ってお り、 どち らの

当事 者が当該取 引の不法性 に関 する立 証責 任 を負 うか という問題 の影 響を受 けな い。譲渡人が取 り戻せ ない とす

れば、その理 由は譲渡人が 当該 取引の不法 性 を証明せずに復帰信託 の成立 要件 を証 明す ることができなか ったに

すぎない。譲受人が、当該取 引は不法 であ り譲渡人が財産権の返還 を認め られ るとすれ ば公序良 俗に反 す ること

を証明 した場 合、譲渡人は財産 権の返 還 を受け ることが できない。他 方、 譲渡人が財産権 を取 り戻すために、当

該取 引の 目的が不法 である こを証明 しな くてはな らな い という ことは、その不法性 が公序良 俗の観点 か らすれ ば

譲渡人が取 り戻す ことを否定 すぺ き性質の もので ない場合 は、譲 渡人が財産権 を取 り戻す ことを阻止す ることに

はな らな い。

9.譲 尊人が斐難 璽三値Lな 旦 場 合

その信託 を強 制する ことが公序良俗に反 するからい う理 由だけで、譲渡人 が返 還を受け ることが阻止 される こ

とはない。 たとえば、財産権が信託 として譲渡 されたが、その受益権が永久権禁 止則の期間 を超 えて付与 される

た め、 その信託 が無 効にな る場合、復帰信 託は生 じる。同様に、信託が結婚 を制 限す るもので あるという理 由で

無効 となる場合 も、復 帰信託 は生 じる。 このよ うな場 合、譲渡人は 目的 を有効 にす ることがで きなかったが、そ

の行為 は非 難に値す るもの ではな く、譲 渡人は財 産権 を取 り戻す ことができる。

工_当 初適法 であ つた信託

財 産権の所有者が適法 に信 託に基 づき譲渡 をしたが、法律の改正 または事情の変更 によ りその信託 が不法にな

った場合、譲渡人が復帰信託 を強制する ことは阻止 され ない。 この場 合、譲渡人 の行為 は非難 に値 しない。
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L委 託者 か一ら譲受 ム

不法性 が理 由で無効 にな った信託 に基 づき委 託者が財産権 を譲渡 した後、 自己の受益権 を生 前行為に よ り譲渡

した場 合、 その譲受人 は委託者 の同様 の地 位に立 つので、委託者が復帰信託 を強制で きないならば、不法 な行為

に参 加 してお らず、 かつ不法性 を知 らなかったと して も、譲受人 も復帰信託 を強制で きな い。

同様 に、委託者が復帰信託 を強制 できずに死 亡 した場合、委託者の遺産 のために復帰信託が生 じることはない。

しかしなが ら、財産権の所有者が信託 として遺 贈 したが その信託が不法 なため無効にな った場合、受遺者 はそ

の財 産権を遺 言者の遺産の ための復帰信託 に基 づ き保有す る。 この ような信 託が生 じるならば、不法 に 目的の達

成 を阻止で きるか らであ る。注cと 比較 せよ。

」.」甘霞棚 力聾.法 な1]頂 壁た剃 ご用 い られた堪 登

不法 な 目的に用いるため財産権 が生 前行為によ り信託 と して譲渡 され、譲 渡人が譲受人に対す る通知 によって

その財産権 をそのよ うに用 いるための自己の権 限 を撤回(revoke)す る前でかつ譲渡人の生存 中に、譲受人 が財

産 権を不法 に 目的のために使 った場合 、譲渡人が譲受人 に対 して財産権 の再譲渡 を強制 できるとして も、譲 受人

は譲渡人に対 して全 く責任 を負 わない。

第423条 ～第428条 の秘説

前の主題は、財産権の所有者 が無償 で生 前行 為または遺言 によ り信託 と して譲渡 したが、 その信 託が 失効 する

場 合に関す るものであ った。 このよ うな事情の下 では、譲渡人が その信託を設定 してお り、委託者 である。復 帰

信託 が生 じる場合は譲渡人ま たはその遺 産のために復帰信託が生 じる。第423条 ～第428条 は、譲渡が無償 でない

場 合 または譲渡が財産権の所有者 によって行われなか った場合に生 じる事 情に 関す る。 この ような事情 の下 では、

復 帰信託が生 じるとすれば、実質 的な委 託者(creator)の ために生 じる。 譲受人が約 因を支払 って信託譲 渡を受

けたが、その信託が効力 を失 った場 合、譲受人が委託者 であ り、復帰 信託は生 じな い。第423条 参照 。第 三者 が約

因 を支払 って信託譲渡が行わ れたがその信託が効力 を消滅 した場合 、その第 三者が委託者 である。第424条 参 照。

財産権の所有者 による信託宣言 の約 因を第三者が支払 った場合、 その第 三者 が委 託者 である。第425条 参照 。一般

指 名権者が権限 を行使 して設定 した信 託が効力を失 った場合、指名権者 が委 託者で ある。第426条 参 照。 しか しな

が ら、特定的指名権者が権限 を行使 して設定 した信託が効 力を失 った場合 、指 名権委託者 が委託者 である。第427

条参 照。既に存在す る信託 の受益者 が信託 として受託者 に信託権 を譲 渡させ たが、 その信託が失効 した場合 、受

益者が委託者で ある。第428条 参照 。

第423条 譲受人が譲渡に対 し対価を支払った場合

財産権の所有者が、その財産権を信託として譲渡したが、信託が効力を有しない場合において、財産権の所有

者がその譲受人から譲渡にっき対価を受領したときは、復帰信託は生じることなく、譲受人は、その財産権を信

託とは無関係に保有することができる。
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注1

旦⊥ 罫描{扉託

財産権 の所有 者がその財産権 を売却 し、 買主 の指 図に従ってそ の財産権 を第 三者 らに譲渡 した場合、売 り主 で

はな くて買主 がその信託の委託者 である。それ ゆえその信託が失効 した場合 、その財産権が売 り主 に返還 される

こ とおよび売 り主が売却代金 を保持す る ことは不 合理であ る。 そのような場 合、買 い主は適法 にその財産権 を保

持 できる。 この ような事情 は、売 り主 が信 託 とは関係な く財産権 を買 い主 に譲渡 し、買 い主が その財産権 につ き

信 託宣言を した場合、 もし信託 が失効 すれば買 い主が財産権 を信託 とは関係な く保有 できる事情 と実質 的に同 じ

である。

例:

1.Aの 要請 に従 い、Bが 甲地 をCの ための信託 と してAに 譲渡 し、 その対価 の10,㎜ ドルはAがB

に支払 った。 その譲渡の時に、Cが 死亡 した。Bの ための復帰帰結 は発生 する ことな く、Aは 、信託 と

は関係 な く甲地 を保有す る。

.1L..公是∫謡

本条で述 べ られている規 則は、財産権 が公益信託 と して譲渡 され たが、 その信託が失効 した場 合に も適用 され

る。

例:

2.Aの 要請 に従 い、AがBに10,㎜ ドルの対価 を支払 って、Bl押 地 を公益信託 と してAに 譲渡 し

た。その公益信託 は効 力を生 じなかった。Bの ための復帰信託 は発 生す る ことな く、Aは 、信 託 とは関

係な く甲地 を保有す る。

も.譲 葉人 が拘 囚の 田口Lか支 払虹ない墨金

譲渡人が譲受人か ら当事者 の合意 に よれ ば財産権の売買代金 の一 部に しか ならない約因 を受領 し、その財産権

は信託 として譲渡 され たが、その信 託が失効 した場合、各 当事者 は部分的に委託者 になる。 この ような場 合、裁

判所 は、衡平法上の処分 と同様に財産権の処分 を命 じるであろう。譲受人の譲渡人 のための復帰 信託に基づ きそ

の財産権 を保有 するが、 譲渡人に支払 った金額の払 い戻 しを受 け るまでは財産権 を保持す るよ う命 じるか もしれ

な い。あ るいは譲受人 が、失効 して しまった信託の成立 時の財 産権の価格 に対 する 自己の出資 の割合に対応す る

財産権の一部 を保有 する ことを許 され、 かつ、 その財 産権の一 部 を譲渡人 に譲渡 すべ き復 帰信託 に基づ きその財

産権 を保有 する ことを命 じるか もしれ ない。

例:

3.Aは 、甲地の所有者 である。Aと 兄弟 のBは 、甥Cの ための信託 を設定する 目的 で、Aが 甲地 を

Bに 譲渡 し、 甲地 の代金 の約 半額 の5,000ド ルをBがAに 支払 うことに合意 した。 この合意 に もとづき、

AはBに 甲地 を引渡 し、BはAに5,㎜ ドル支払 った。Cが 、 甲地 の譲渡の時に死亡 した。裁判所 は、 甲

地 の半分の持分につ いて、Aの ための復帰 信託 を成立 させ 、甲地 の他の半分の持分 につ いては、Bが 信

託 とは関係な く保有 できる もの とするか、ま たは、Bは 甲地全部 につ いてAの ため の復 帰信託 に もとづ
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いて保有するが、Aが5.㎜ ドルBに 返還 するまでは 甲地 を保持 できるとす るか、 どち らかの判決 をす る

ことになろう。

d.支 払わ れた約 因の性質

本条 で述べ られている法 準則 は、譲受人が譲渡 の約 因 として金銭を支払 った場合、 他の財産権 を譲渡 した場合

また は信用買 いをした場合 に適 用 され る。第455条 、第456条 と比較せ よ。

第424条 第三者が譲渡に対 し対価を支払った場合

財産権の所有者が 、そ の財産 権を信託 として譲渡 したが 、信託効 力を有 しない場合 にお いて、財産権の所有者

が 第三者か ら譲渡 につ き対価 を受領 している時は 、その第三者 のために復 帰信託が発生す る。

注:

旦L,私 一益値壼

財 産権の所有者が その財産権 を売 却 し、買い主 の指示 によ りその財 産権 を信託 として他人 に譲 渡 した場 合、売

り主 ではな く買 い主が信託 の委託者 である。それゆ え、信託が失効 した場 合、その財産権が売 り主に復 帰 しては

不合 理であ る。 しか し買 い主が信託 を設定 したの であるか ら、受託者 は買 い主のため の復帰信託 に基 づき保 有す

ぺ きであろ う。 この事情は、売 り主 が財 産権 を買 い主 に譲渡 し、買 い主が その財産権 を信託 として譲渡 したが、

そ の信託が失効 した場合に買 い主の ために復帰 信託が生 じる事情 と実質的 に同 じであ る。

例:

1.Aの 要請に従 い、Dの ための信 託 として、Bが 甲地 をCに 引渡 し、その対価10,㎜ ドル はAがB

に支 払 った。甲地の譲渡の時 にDが 死 亡 した。Cは 、Aの ための復帰信 託 として 甲地 を保有す る ことに

なる。

財産権 の譲渡がある者にな され、購入代金が他 の者によ って支払われ、 明示信 託が設定 されて いない場合 に生

じる復帰信託 については、第440条 参照。

b.公 益Ilf酷

本条で述べ られている規則 は、財 産権が公益信託 と して譲渡 されたが、その信託 が失効 した場 合に も適用 され

る。

例:

2.Aの 要 請に従 い、Eは 、公益 目的の ための信託 として、甲地 をCに 引渡 し、その対価10,㎜ ドル

はAがBに 支払 った。その公 益信託が効力 を生 じなかった。Cは 、Aの ための復帰信 託 として、甲地 を

保有す る。

旦.敵 人壁寄付者

財産権の購入 に用 いる基金 に2人 以 上の者が寄付 を行 い、寄付者 の指 示に従 って売 り主 が財産権 を信 託 として

譲 渡 したが、 その信託が失効 した場合 、寄付の割合 に応 じて寄付者 のための復帰信託が生 じる。第411集 注jと 比
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校せ よ。

例:

3.Aは 甲地の所有者 で、 甲地 を10,㎜ ドルで売却 しよう と思 っている。Bと 兄弟のCは 、甥Dの た

めに甲地につ き信託 を設定す る 目的で、各々5,㎜ ドルずつ分担 す ることにな った。BとCは 、Aに 用 地

の代金を全部支払 い、BとCの 指 示に従 って、Aは 甲地 をDの ための信託 としてEに 譲渡 した。譲渡の

時に、Dが 死亡 した。Eは 、BとCそ れぞれ平等 の割合 を もつ復 帰信託に もとつ いて甲地 を保 有す る。

4.数 人の者が、 ある公益 目的 のために土地 を購入す る資金 を拠 出 した。 その資金 は土地 の所有者に

支払われ、資金拠 出者の指 示に従 って、あ る公益信託 のため に、第三者 にその土地 が引渡 された。公益

目的が予定 した公 益信託の公益性 が否定 され 、従 って可及的近似 の原則 が適 用 されない。その場合 にお

いて、受託者 は、拠 出者の 出資額 に応 じ、 その土地を復 帰信託に もとついて保有する ことにな る。

d.幼 三者が酌 因の 一・部 しか支貞主材Lい 場 合

譲 渡人 が譲受人 か ら当事者の合意 によれば財 産権 の売買代金の一部 にしかな らな い約因 を受領 し、 その財産 権

は信 託として譲渡されたが、そ の信託 が失効 した場 合、各当事者 は部 分的 に委 託者に なる。 この ような場合 、裁

判所 は、 衡平法 上の処分 と同様 に財産権 の処分を命 じるで あろ う。裁 判所 は、譲受人 はその財産権 を譲渡 人の た

めの復帰信託に基づ き保有す るが、 譲渡人が受領 した金額 を譲受人 に払い戻す まで、譲受人 は第 三者のために そ

の財産権に対 して衡平法上 の先 取特 権を有す ると命令す る ことが で きる。あ るいは、第三者 は失 効 して しま った

信託の成立時の財産権 の価 格に対する 自己の出資 の割合 に応 じて財 産権に持分 を有 するので、裁 判所は譲受人 に

その財産権 を譲 渡人お よび第三者のための復帰信託 に基 づき保有 す ることを命令 する ことがで きる。

例:

5.Aは 甲地の所有者 であ る。Aと その兄Bは 甥Cの た めの信託 を甲地に設定 した いと考 え、 甲地 の

価格 は10,㎜ ドルで あること、Aが 甲地 をCの ための信託 としてDへ 譲渡す ること、お よびBはAに5,

㎜ ドル を支払 うことを合意 した。 この合意 に従 って、Aが 甲地 をCの ための信託 としてDに 譲渡 し、B

はAに5,000ド ルを支払 った。Cが 譲渡時に死 亡 した。裁判所 は、DがAお よびBの た めの復帰信託 に基

づ き甲地 を各 自の割 合に応 じて保有す ること、 またはDが 甲地全部 をAの 為 の復帰信託 に基づ き保有す

るが、BはAか ら5,㎜ ドルの返還 を受 けるまで甲地 に対 して衡平法上の先取特権 を有す る ことを判示す

るだ ろう。

旦_支 払⊇1因 璽 性 質

本条 で述べ られている規則は、買 い主 が譲渡 の約 因 として金 銭を支払 った場 合、 他の財産権 を譲渡 した場合 ま

た は信用買 いを した場 合に適用 され る。第455条 、第456条 と比較。

第425条 信託宣言に対 し対価が支払われた場合

財産権の所有者が、その財産 権にっ き、信託宣言 をな したが、信託 が効 力 を有 しない場合 において、財 産権の
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一
所有者が他 人か らその信託宣言 にっい て対価 を受 領 した ときは、そ の対価 を支払った者の ために復 帰信 託が成立

す る。

注:

且.L私 益稿鎚

財 産権 の所有者が他人 か ら約 因を受領 してその財産権 につき信 託宣 言を行 った場合、信託 を設定 したのは受託

者 ではな くて、約因 を支払 った者 である。それゆ え、信託宣言 が適法 に行 われたが、 その信託 が失効 した場合、

受託者 は財 産権 を保有す ることは許 されな いが、約因 を支払 った者 のための復帰信託 に基 づき保有 す ることに な

るだろう。 この事情は、財産権 の所有者 がその財産権 を売却 した対価 を支払 った者 に譲渡 し、 その譲受 人が財産

権 を信託 として譲渡人に再譲渡 したが 、その信託が失効 した場 合に復 帰信託 が約 因 を支払 った者のために生 じる

事 情 と実質 的に同様で ある。

例:

1.甲 地の所有者Bが 、Aの 要請に従 って、 甲地 につき、Cの ための受託者 とな る信託宣言証書 に署

名 した。 甲地代金10,000ド ルは、AがBに 支払 った。信託宣言の時に、Cが 死亡 した。Bは 、Aの ため

の復帰信託 に もとついて甲地 を保有す る。

≡1益 田,正

本条 で述 べ られ ている規則 は、財産 権の所有者が他 人か ら約 因 を受領 して その財産権 につ き公益信託の受託者

とな る旨の宣言 をしたが、 その信託 が失効 した場合 に も適 用 され る。

例:

2.甲 地 の所有者Bが 、Aの 要請に従 って、 甲地 につ き、ある公益信託 の受託者 とな る信託宣言証書

に署名 した。 甲地代金101㎜ ドル は、AがBに 支払 った。予 定 した公益信 託の公 益性が否定 され た。B

は、Aの ための復帰 信託に もとづ き甲地 を保有 す る。

c㌔ 無 償聖∫註』堕 霞

財産権の所有者が無償 で信託宣 言 を行 ったが、 その信託が失 効 した場合、復帰信 託は生 じな い。 この場合、受

託者 自身が委託者 であ り、 信託が失効 したとしても、受 託者に財産権 を引 き渡す よう強制す る者はお らず、信託

と関係な く財産権 を保持 で きる。

第426条 一 般 的指 名 権(generalpowerofappoint皿ent)を 付 与 され た者

の ため の復 帰 信 託

一般的指名権を付与された者が、その権限を行使して信託処分をなしたが、信託が効力を生じなかった場合に

おいて、この権限を付与した者が別段の意思を表示した場合を除いて、権限を付与された者またはその遺産のた

めに復帰信託が成立する。

注:
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旦,」繊 ‖1塾遼皿1範囲

遺 言のみ、捺 印証書のみ の、 または遺 言 もしくは捺印証書 による一 般的指名権者が いる場合、指 名権者 は指名

権 の 目的物 となってい る財産権 を有 していな いとして も、実質的 に 自己 を財産権 の所有者 とす る権利 を有す る。

その指名権者 が信託 として その財産権 に関する権限 を行使 した場合、 その者が委託者 であ り、信 託が失効 した場

合 に通常 はその者のために復帰 信託 が生 じる。

例:

1.Aが 、残余遺産(residueofhisestate)を 遺贈 し、Bが 生存 中はBに 、残 りはBが 証書ま たは

遺 言で指定 した者 に渡 す ことにな っていた。遺 言 によって、BがCに 対 し信 託処分 を したが、その信託

は、受益者がBの 死亡 する前に死亡 した り、受益権 の受 領を拒否 した り、 あるいは意 図 された信託が 不

確 定な もので あったために、効力 を生 じなか った。Cは 、Bの 遺産 のための復帰信託 に もとづ きその財

産権 を保有す る。

互L権 嶋 托書聖 、随想

一般的指名 権者が信託 として受託者 を指名 したが、信託が失効 した としても、指名 権委託者 が特段の意思表 示

を適 法に行 って いた場合、復帰 信託は指 名権者の遣産 のために生 じな い。指名権 を行 使しないで指名権者が先 行

贈与不動産権消滅後の不動産 権設定(giftover)を 行 った事実 は、指名権者が信 託 として権 限 を行使 したが信 託

が失効 したな らば、 その不 動産権設定は有効 にな るとする旨の意 思表 示 では必ず しもない。 しか しなが ら、指 名

権委託者が、 その財産権 に対す る受益権が指名権 の行使 によ り有 効に処分 されないな らば贈 与は有効であ るとす

る 旨の意思表示 を行 った場合 、復帰信託が指名権者の遺産 のために生 じる ことはないが、先 行贈与不動産権消 滅

後の不動産権の設定が な された者がその財 産権 に対す る権 原を取得す る。

旦,指 名権者亘意思

一般的指名権者が信 託 として受託者 を選任 したが、 その信託 が失効 したと して も、指名権 者が特段の意思表 示

を行 った場合、指名権 者または その遺産 のために復帰 信託は生 じない。 この ような場合、受託者 は指名権委 託者

もし くはその者 の遺産 のため の復帰信託 に基づき保有 す るか、ま たは指名権 を行使 しないで第三者 に対 して先行

贈与不動産消滅後 の不 動産権の設定が行 われた場 合には、第三者の ための復 帰信託に基づ き保有す る。 しか しな

が ら、指名権行 使時 に指 名権者が指名権 の 目的物 を 自己所有の財産権 であるかの ように扱わな かったとい う事実

だけでは、指名 権者 またはそ の遺産 のための復帰 信託が生 じな いとす る根拠 として は不十分で ある。しか し、 こ

の事実は指名権 者の行った指名 の性質 によ っては、 信託の 目的が達成可能 な場合のみ指名 を有効 とする旨の意思

表 示 ともな り得る。 た とえば、遺言者 が、 残余権 に関 して遺言 または捺 印証書に よる一般的指名権 と共 に、他人

に土地を遺贈 し、指 名権不行使 の場合 の先行贈与不動産権消滅後 の不動産権 を第三者 の子 に対 して設定 し、指名

権 者が自己の全財産 を公益 目的のために贈与 し、その第三者の子 のひ とりのための信託 として指名権 を行 使 して

受 託者を指名 したが、その子が指名権 者よ りも先に死亡 したため、 その信託が失効 した場合、指名 権者 は意図 し

た受益者 が財 産権 を取得 した場 合にのみ指名を有効 とす る意思 であった ことが推論 され、受託者 は指名 権者の遺

産 のためではな くてその第三者 の子の うちの生存 者のた めの復帰信 託に基づ き財産権 を保有す る。
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d.前{費 参」顯

指 名が無 効で あった場合 の効果 については、財産法 リステイ トメン ト第365条 参照。

第427条 特 定 的指 名 権(specialpowerofappointment)を 付 与 され た 者

の た め の 復 帰信 託

特 定的指 名権者が受託者 を指名 したが、その信託 が失効 し、かっ、その後 有効 な指名が行 われない場合、指 名

権委託者 またはその遺産の ため に復帰信託 が生 じる。但 し、以 下の場 合はこの限 りで はない。

(a)そ の集 団に属す る全員が その財産 権の分 配を うける権原 を有 するとき

(b)指 名権 不行使の場 合 には、他の者 にその財産権 を贈与す ることになってい るとき

注l

a.復 帰信 託が生 じる場合

特定的指名 権 を有す る者 は、一般的指名 権を有 す る者 とは異 な り{第426条 参照)、 財産権 に対する権利 を実質

的に有す る ことはな い。指名権者が信託 と して財産 権 を指名 した場合 、指名権 者では なくて指名権委 託者が その

信託 の委託者 となる。その信託が失効 して復帰信 託が生 じる場合 は、指名権者 またはその遺産 のためではな く、

指名権委託者 またはその遺 産の ために生 じる。

例:

1.Aは 、甲地 をB生 存中はBに 遺贈 したが、 その残余権 につ いて、Bが 遺 言で指定す るCの 子供に

与 える ことになって いた。Bは 、遺言 によって、Cの 子供 の一人 であるEの ための信託 として、Dを 受

託者 と指定 した。Eお よび他のCの 子供全部 が、Bよ りも前 に死亡 した。Dは 、Aの 遺産の ための復帰

信託 に もとついて、甲地を保 有す る。

L本 条で述べ られ ている規 則によれば、指名権が生 前行為または遺言に よる ものであ り、指 名が遺言 によって

行 われた場 合 に、指名権委 託者またはその遺産のた めの復 帰信託が生 じる。生前行為 による指名権 のみが あ り、

指 名権者が信託 とし指名 を行 ったがその信託が失効 し、 さらに指 名 を行 う前に指名権者 が死亡 した場合 も同様 で

ある。 しか しなが ら、指名権 者が信託 として生前行為 によ り指 名を行 ったが、 その信託 が失効 し、 その後有効 な

指 名が行 われ た場合、指名権 委託者 または その遺産の ために復 帰信託 は生 じな い。

ユ 坦 侃酷挺生1三な}]場一壷

指名権者 が指 名権 を行使 できなかった場 合、また は指名 が無 効であ った場 合には、特定 の集 団の構成 員の ため

の信託 を発 生 させ る旨または特定 の集 団の構成 員に対 して指名権不 行使の ときは贈与 をす る 旨の意思表 示 を指名

権委託者 が行 って いたな らば、特定 の集 団の構 成員は その財産権 に対 して平等に権原 を有 すので、その集 団 のた

めの信託 または贈与が無効 とな らない限 り、指 名権委託者 またはその遺産 のための復帰信託 は生 じない。第27条 、

120条 、414条 参 照。同様に、指名権委託 者が指 名権不行使 の際 は第 三者に対 して贈与 を行 う 旨、 しか し、指名権

者 が指名権 を行 使で きなか った場合、 または指名 が無効 であった場 合は、第 三者がそ の財産権 を対す る権原 を取
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得す る旨の意思表示 を行 って いた場合、 第三者に対す る贈与が無効 とな らな い限 り、指名権委託者 またはその遺

産 のための復帰 信託 は生 じな い。第27条 参 照。

d.趣 麓 書風

指名が無効 であった場 合の効果 については、第365条 参 照。

第428条 既 存 の 信 託 の 受 益 者 に よ り新 た に 設 定 さ れ た 信 託 が 効 力 を有 しな

い 場 合

ある信託の受益者の指図により、受託者がその信託財産を新たな信託として譲渡したところ、その新たな信託

が効力を有しない場合は、前の信託の受益者のために復帰信託が成立する。

注:

旦,_里]」]述樋 亘〕1側燥 益煮.

財産権が単独受益者ために保有されている場合、その受益者は実質的に信託財産の所有者である。その受益者

の指図により、受託者が信託財産を新たな信託に基づき譲渡した場合は、その受益者が委託者となる。その信託

が失効した場合、復帰信託はその受益者のために生じる。

例:

1.Aは 、自己のための信託として、甲地をBに 譲渡した。Aの 指図に従って、Bは 、Dの ための信

託として、その甲地をCに 譲渡した。Dが 受益を拒否した。Cは 、Aの ための復帰信託にもとついて、

甲地を保有する。

2.Aは 、甲地をBに 遺贈し、C生 存中はCに 収益を支払い、C死 亡後は、Dに 甲地を引渡すよう指

示した。Cが 死亡し、Dの 指図に従って、Bは 、ある公益目的のために甲地をEに譲渡した。この公益

信託は、効力を生じなかった。Eは 、Dの ための復帰信託にもとついて、甲地を保有する。

』L」魎iLl匙 撰 数受益者

財産権が複数受益者のために保有されている場合、全受益者の指図により、受託者が新たな信託に基づき財産

権を譲渡したが、その信託が失効した場合、原信託の受益者のための復帰信託が生じる。

旦_斑 剛 直腫ま」た」ま擬捌借鵬 益貴

本条で述べられている規則は、明示信託の受益者が信託を設定した場合と同様、成立している復帰信託または

擬制信託の信託を設定した場合にも適用される。どちらの場合も、失効した信託に基づき譲渡を行うのは受託者

であるが、受託者ではなく受益者がその信託の委託者である。その信託が失効した場合、受益者のために復帰信

託が生じる。

旦L嚢 腫書些剖jLf;随」ヒして爆査社 堂紅燈鷺益粗三よ重蝦丞

財産権が信託として保有され、受益者がその財産権を新たな信託に基づき保有するよう受託者に指示したが、

その信託が失効した場合、受益者がその失効した信託の委託者であるから、受託者はその財産権を受益者のため
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の復帰信託に基づき保有する。

第429条 口頭による権利消滅行為

土地に対す る権利の所有 者が、その権利 を無償で信託譲 渡 したが、信託が効力 を生 じない場合 におい て、それ

によ り発生す る復帰信託 は、詐 欺防止法の適用が ある場合 には、復帰信託の受益者 が口頭でその受益権 を受託 者

に譲渡 し、 または放棄 した場 合で も、消滅 することはない。

注:

旦._本 規則』⊇適 用範 皿

信託 を示 す書面 を用 いて生 前行為に よ り財 産権が譲渡 されたが、 その信 託が失効 した場合、 その財産権が土地

に関する権 利であ ろうとなかろ うと、 口頭 証拠 排除原則 は復帰信託 の推論を覆すため の証拠 を許容 しない(第412

条注g参 照)。 しか し口頭証拠 排除原則 は、復 帰信託 を消滅させ る事後の行為につ いての口頭 証拠 を許容 しな い

ものではな い。 しか しなが ら、その財 産権が土地に関 する権利 であ った場 合、詐欺防止法 によ り、復帰信託 の消

滅 に関す る書面が必要 となる。

例:

1.Aは 、記 載証書によって、 甲地 をCの ための信託 として、Bに 譲渡 した。Cが 受益 を拒否 した。

Aは 、 口頭 で、Bに 甲地を保管す るよう告 げた。Bは 、Aの ための復帰信 託に もとつ いて、 印地 を保 有

する。

口頭 で復帰 信託 を消滅 させ た ことに対 して受託者 が約因 を支払 っていたと して も、詐欺防止法 の要件 が満た さ

れ ていないので、復 帰信託 は消滅 しない。 しか し、復帰信託の受益 者が復帰 信託 を強制す る場 合は、受託者 は復

帰信 託の受益 者か ら支払 った約 因の返還 を受け る権原 を有 す。

第3節 明示信託の信託財産に残余が生 じた場合

第430条 一般原則

財産権の所有者が、適法に表示された信託にもとづいて無償譲渡し、しかもこその信託が完全に履行された後、

なお信託財産に残余が生じた場合は、受託者は、その残余財産を委託者またはその者の遺産のための復帰信託と

して保有する。ただし、委託者が残余財産にっき、復帰信託を発生させないという意思表示をした場合、その残

余財産にっいての復帰信託は生じない。

注:

a.明 示信託が完全に遂行されても信託財産に残余がある場合に復帰信託を生じさせない旨の意思を表示する事

情については、第431条参照。

b.生 前量f.為}こよる譲渡.

財産権の所有者が信託として無償で財産権を譲渡し、その信託が完全に遂行されたが譲渡された財産権に残余
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がある場合、譲受人はその残余を譲渡人のための復帰信託に基づき保有する。

譲受人または第三者が譲渡に対して約因を支払っていた場合の事情について、第433条、第434条参照。

至」」齢 ⊇ 旦趨甦

財産権の所有者が信託として財産権を遺贈し、その信託が完全に遂行されたが遺贈された財産権に残余がある

場合、受遺者はその残余を委託者の遺産のための復帰信託に基づき保有する。第411条注c参 照。

旦エー」馳1操 上Ω螺鹿棉壁麟 繊

遺言者が受託者としての他人の不動産を遺贈し、その不動産を売却して、売却代金を信託として保有するよう

指示し、その信託が完全に遂行されたが売却代金に残余がある場合、相続人または遺言者の残余遺産の受遺者の

ための復帰信託が生じる。第411条注eと 比較せよ。

-e.州 の止めの復帰信託

財産権の所有者が信託として財産権を遺贈し、その信託が完全に遂行されたが遺贈された財産権に残余があり、

財産権の所有者に相続人または近親者が生存しておらず、かつ残余遺産を処分せずに財産権の所有者が死亡した

場合、受遺者はその残余を州の為の復帰信託に基づき保有する。同様に、財産権の所有者が信託として財産権を

譲渡し、その信託が完全に遂行されたが譲渡された財産権に残余があり、財産権の所有者に相続人または近親者

が生存しておらず＼かつ残余遺産を処分せずに財産権の所有者が死亡した場合、受遺者はその残余を州の為の復

帰信託に基づき保有する。いずれにせよ、州の権利は被相続人の遺産に対する請求に従う。第411条注f参 照。

⊥,_杢規則1が遺風される事螂

本条の法準則は、信託条項からは信託目的の達成に全信託財産が必要か否か分からないが、最終的には全部は

必要ないことが分かった場合(注g参 照)だ けでなく、信託条項に全受益権が処分されないことが明らかである

場合にも適用される。注h参 照。

菖」」樋毛書魎 ま残余が』三じるかで明かでな}・場合

本条で述べられている規則は、財産権の所有者が財産権を他人に譲渡し、特定の目的のための信託であること

を表示したが、信託条項からは全信託財産が目的達成に必要か否か明かでなく、最終的に全部は必要ないことが

分かり、信託が完全に遂行された財産に残余がある場合に適用される。

例l

l.Aは 、信託として10,㎜ ドルをBに 遺贈し、その収益と元本をCの 扶養のためにあてるよう指示

した。助f、 収益と元本のうちの2.㎜ ドルをCの 扶養のために使った後、Cが 死亡した。別段の意思表

示の証拠がなければ、Bは 、元本の残り8,000ドルをAの 遺産のための復帰信託として保有する。

他方、信託目的が達成されていないならば、復帰信託は発生しない。信託が完全に達成されているか否かは信

託目的の範囲にかかっており、通常解釈の問題になる。たとえば、複数人が死亡した聖職者の子の教育のための

信託として基金に寄付をし、その子が信託財産を全て使わずに正規の教育を修了した場合、その子が基金の残余

を受け取る権原を有するか、その子が自分達のための他の方法で用いる権原を有するのか、復帰信託が生じるの

かは、解釈の問題である。
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上」_」目遣巨一∫一か ら 一壷01生 」三⌒ 」」か並幽

本条 で述べ られてい る規則 は、財産権 の所有者 が財産権 を他人 に譲渡 し、 その財産権の一部 につ いて信 託であ

ることを表示す るか、また は譲渡 され た期間 よ り短い期間信託 である ことを表示 した場合に、財産権 の他 の部分

また は期間 につ いて意思が表示 され ない場 合に も適 用 され る。

例:

2.Aは 、 甲地 を信託 としてBに 譲渡 し、甲地 を売却 してその代 金を2分 の1をCに 支払 うよ う指示

した。代金の2分 の1に つ き、Aの ための復 帰信託が生 じる。

3.Aは 、信託 として10,㎜ ドルをBlこ 遺 贈 し、C生 存 中はCに その収益 を支払 うよう指示 した。C

死 亡後 は、信託金 の元本につき、Aの 相続人ま たは残余権者 のための復 帰信託が生 じる。

4.Aは 、有価証 券を信託 としてBに 譲渡 し、A死 亡 に際 し、 その収益 を生存中 のAの 子供 連に分配

し、子 供連が全部死 亡 した場 合は、元本 を特定の受益者 に分 配するよ う指示 した。A生 存 中は、Aの た

めに、その収益 につ き復帰信託 が存在 する こともある。第143条 注b参 照 。

」一.受JE麹 蹴 産 椒が1輌樋 期1}墾1三腱 亘れTい 高場[宣

受 託者 に譲渡 された普通法 上の権利 が信 託期 間内に制限 されてい る場 合(第88条 参照)、 委 託者 またはその相

続人 は復帰 権的権利 を有 し、復 帰信託 は生 じない。

例:

5.甲 地の所有者Aは 、Bと その相続人に、 その収益 を10年 間Cに 支払 う旨の信託 と して、 甲地 を譲

渡 した。信託条項 によって、 それ以上の権限 も義務 もBに は与え られていなか った。Bは 、10年 間、 甲

地 を信 託 として保有 し、Aは 普通法上 の復帰権的権利(legalreversiomafyinterest)を 有 する。

6.甲 地所有者 のAは 、 甲地 をBと その相続人 に信託 として遺 贈 し、C生 存中はCに その収 益 を支払

うよ う指示 した。遺 言者Aの 別段 の意 思表示の証拠 がない限 り、Bは 、甲地 を、C生 存中は信 託 として

保 有 し、Aの 相続 人または残余権 の受遺 言ほ、復帰権的権利 を有 する。

.j.撫 数の 寄付者

複数 の者 が信託 として保有 される基 金に寄付 を行 い、 その信託 が完 全に遂行 されたが基金 に残余 があ る場合、

受託 者がその複数寄付者 のために寄付割合 に応 じてその残余 を復 帰信託に基づ き保有す る。第411条 注 」と比較せ

よ。

例:

7.A・B・Cは 各 自1,000ド ルずっ提供 し、 また、D・Eは それぞれ500ド ル を提供 し、1人 の貧

しい老婦人の生活 を ささえるための信託 として、Tが その基 金 を保有 して いる。Tは 、その老婦人の生

活費 と葬式費用 に2,000ド ル を費 した。直接 にせ よ、 間接にせ よ、その婦人 の親類 に利益を与 えるとい

う寄付者の意思 は表 示 されていな い。Tは 、残金2.㎜ ドルにつ き、A・B・Cに500ド ルずっ、D・

Eに250ド ルずつ支払 う復 帰信託に もとつ いて保有 する ことにな る。

上._非 公益 団体の ための値購

718一

一



【第12章 】

非公益団体の ための信託 として保有 され ている財産権 の解散時 における処分 については、第411条 注m参 照 。

第431条 復帰信託が発生 しない場合

財産権の所有者が、その財産 権を信託 として譲渡 し、かっその信託が完 全 に履行 された後になお信託 財産に残

余 がある場合 において、その者 が、信託 財産 に残余が あっても復帰信託 を発生 させない旨の意思を相当な方法 を

もって表示 した ときは、復帰信託 は生 じな い。

注1

.旦エ_残余、を処 分 すぺ き冒の明主 の条 項

譲渡人が 、信 託遂行後 に残余 があ るときはその財産権 を一定 の方 法 で処分 すべ き旨の意思表示 を適法 に行 い、

そ の処分 が有効 である場合 は、残余 につ き復帰信 託は生 じない。第412条 注aと 比較せ よ。

b.将 来権 の早 期実現

財 産権 の所有者が、複 数の者 また は複 数の 目的のための信託 として財産権 を譲渡 し、先に遂行 されるぺ き 目的

が完 全に遂 行 されたが信 託財産に残余 がある場 合、将来権が早 期に実現 され 、復 帰信託 は生 じない。第412条 注c

と比 較せ よ。将 来権 の 早期実現に関す る規則につ いては、財産法 リステ イ トメ ン ト第230条 ～第237条 参照。

至一_受託 者が腐 金を保 有 してよ 長Σ旨辺 塞思 嘉承

財 産権 の譲渡人が、 信託が履行 され た後になお残余財産が生 じて も、受託 者が その残余財産 を保 有す べきであ

る との意 思を表 示 した場 合は、受託者 は、信託 とは関わ りな く、そ の残余財 産 を保有 し、復帰信託 は生 じない。

譲渡人がその ような意思表示 を行 ったか否か を決定す る際に重視 されまたは重視 されるかもしれない事情 は以

下 の通 りであ る。(1)信 託証書 中の文 言、(2)譲 渡人 と受託者の関係 、(3)受 託者 が個人 であるか法人 であるか、

お よび法 人が公益 を目的 として いるか、(4)残 余が生 じる確実性 または可能 性、(5)信 託 の設定 が生 前行為 に よ

る遺言によ るか、(6)信 託が遺言 によ り設定 され残余 の処分が行わ れない場 合 につ いて、遺言者 が相続人 または

近 親者のため他 に条項 を設け ているか、(7)残 余が信託 に生 じる場合 、遺言 者が受 託者 のために他 の条項 を設け

て いるか、(8)信 託が生前行為 によ り設定 された場合、委託者が 自己に受益 権 の一部 を留保 しているか。

旦.枯 託証 蔚の 正日

信託財産か ら一・定の支払 をす るための信託が もし可能 であるな らば、その ような信 託と して財 産権が譲渡 され

た場合、その財産権か ら一定 の支払 をなすべ き指 図と共 に財産権が 譲渡 された場 合、またはその財産権 か ら一定

の支払に用 い られる財産権が譲 渡 された場合 は、財産権 がそのような支払 をなす ための信託 として譲渡 された場

合 に比べて、受 託者が残余 を保 有 して よい 旨の意思表 示がなされ た と解するの が相当であ る。 これ ら全ての場合、

譲受人は指示 された支払 をなす ために財産権 を用 いる義務 を負 ってい るので、衡 平法上の負担 ではな く信託が設

定 されて いる。第10集 注b参 照 。 しか し信託が完全 に遂行 され たが信託財 産に残余 が生 じる場 合、信託証書は受

託者が その残余 を保持すべ き 旨の意 思表示 として解釈 される。信託 ではな く衡平法 上の負担 が設定 されてい る場

合、負担の ある財産権 に対 して譲受 人が受益的 な権原 を有 する ことが推論 され る。注i参 照。
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皇 藁錘壷上」受託者己関係

受託者が自己の利益のための贈与を委託者から受けるのに当然な関係がある場合は、受託者が他人である場合

に比べて、受託者が残余を保持してよい旨の意思表示がなされたと解するのが相当である。そのような関係とし

ては、血縁、婚姻または当事者間の親密な交友関係がある。委託者と受託者との関係が営業上の関係である場合、

委託者は受託者に対して全く受益権を与える意思のないことが強く推論される。受託者がたとえば信託会社など

の事業会社である場合は、この推論が強く働く。しかしながら、受託者が公益法人である場合は、受託者はその

残余を一一般的な公益目的のために保持すべき旨の意思が推論され易い。

」」_狸壷力望三一じる確実性ま⌒ の効」堪

信託条項から全受益権を処分しないことが明かな場合は、それが明かでない場合に比べて、信託が完全に遂行

された他の財産権の残余を受託者が保持すべき旨の意思表示が行われていることが多い。第430条注g、h参 照。

たとえば、受託者が信託条項により信託財産の半分を特定の受益者に支払い、残りの半分は処分しないことを指

示されていた場合は、受託者が全信託財産を特定の目的のために用いることが指示されており、その目的の達成

にし全信託財産が必要ないことが最終的に判明する場合に比べて、受託者に残りの半分を保持すべき旨の意思表

示が行われていることが多い。

信託条項からは全受益権を処分することが明かでない場合であっても、信託財産の価格が信託目的に費やされ

る金額に比べて大きく、確かでないにしても恐らく残余が生じる場合は、信託設定時に全信託財産が信託目的の

達成のために必要である可能性のあることが明かである場合に比べて、受託者に残余を保持させる旨の意思表示

が行われていることが多い。たとえば、遺言者が多額の金銭を遺贈し、受遺者が少額の年金を第三者に支払うこ

とを指示された場合は、遺言作成時に遺贈される額が年金として支払うには不十分な可能性がある場合に比べて、

受遺者が残余を保持すべき旨の意思表示が行われることが多い。

これらの全ての場合、財産権が信託として譲渡されたという事実から、受託者は全く受益権を享受しないこと

が推論され、残余を保持しようとする受託者は自己が保持することを認める旨の意思表示のあったことを証明し

なくてはならない。委託者が残余の生じることを恐らく予想し難い事情がある場合は、委託者が残余の生じる蓋

然性を認識していたに違いない場合に比べて、受託者が残余に関する委託者の意思表示を証明することは困難で

ある。後者の場合、委託者が残余を処分しないことは、受託者に残余を保持させるぺき旨の意思の表示となる他

の事情がある可能性がある。同様の理由により、信託が完全に遂行された後に残余を受託者に保持させるべき旨

の意思表示は、信託が失効した場合、受託者に信託財産を保持させる旨の意思表示に比べ、行われていることか

が多い。第412条注d参 照。

日工_生龍行麹.星虫u.遺言止」雌 ユ墨 田随

信託が遺言により設定された場合は、信託が生前行為により設定された場合に比べて、信託が完全に遂行され

た後、信託財産の残余を受託者に保持させる旨の意思表示が行われていることが多い。財産権を生前行為により

処分するときに財産権に対する全受益権を放棄しない意思を有する蓋然性よりも、遺言者が自己の全財産権を処

分する意思を有する蓋然性の方が高い。
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不特定 財産遺 贈または特定財産遺贈 に よ り信託が設定 され、残余財産 が処分 され なかった場合、遺言者 が相続

人または近親 者に遺 贈を行 ったという事実は、遺贈 した額だけ を相続 させ 、信託 として遺贈 され た財産権 の残余

について復帰 信託を否定 す る意思表示 とな る。

他 方、残余財 産が信託 として遺贈 された場合 、受託者のために遺言者が遺 言に よ り他の処分 を行 ったとい う事

実 は、受 託者 に信託財産 の残余 を保持 させ ない 旨の意思表 示であ る。

h.蓋 置粗 玉奨」益描坦智雌.さ」工,再.1日.金

信託が生 前行為 によ り設定 され、信託条項 によ り委託 者がその生 存中収益 を受 け取 ることがで き、お よび信託

条項 によ り元本 の処分 を行 わな いという事実 だけでは、委 託者 が 自己の死亡時 に元本に対す る受益権を受託者 に

与 える意思 であったとの推論 は行 われ ない。たとえば、委 託者 が、 自己の生存 中収 益 を自己に支払 うための信託

として他人に有価証券 を譲渡 した場 合、受 託者 は委 託者 または その遺 産のた めの復 帰信託に基 づ き元本を保有す

る事が推論 され る。 しか しなが ら、 偶語条項に よ り委託者 が信託財産 の一部に対 して受益権 を留保 している とい

う事実は、委託者がその ような受益 権 だけ を有 し、受託者 に処分 されない受益権 を取 得 させ る意思表 示と もな り

得 る。

歴 史的経緯1

普通法 上では、単純封 土権保有者 が他人に単純封土権 を譲渡人の生存 中または数年 間、譲渡人 のユ ースのため

に譲渡 した場 合、恐 らく譲渡人の意思 に反する ことであ るが、明示的 に設定 された先行す るユー スは単純封土権

のユ ースに同化 し、 明示 的に留保 され たユースは消滅 す るので、 譲渡人 のための復 帰信託は生 じなかった。 この

原則 は、現代 の信託法 には適用 されな い。

⊥L這1,E圭tよぴ稗坪 法上の負担

財産権の所有者が衡平法上の負担を課して財産権を譲渡した場合、譲渡人が特段の意思表示をしない限り、譲

受人は負担付きの財産権に対して自己の利益のために保有する権原を有す。第10条参照。たとえば、遺言者が自

己の土地を自己の債務の弁済という負担付きで遺贈し、債務が受遺者により弁済された場合、受遺者はその土地

に対する楡原を有する。しかし、遺言者が自己の債務の支払のための信託として自己の土地を遺贈し、受遺者が

土地の一部を売却としてその債務を弁済した場合、遺言者が別段の意思表示しない限り、受遺者はその土地を遺

言者の相続人または残余財産の受遺者のための復帰信託に基づき保有する。

上上」ユ頭証拠.燈一計一拝

信託目的遂行後に生じる残余についての復帰信託を否定する譲渡人の意思に関する外部証拠の許容性に関する

規則は、信託が失効された場合に適用される規則と同様である。

第432条 公益信託における残余財産
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財産権 の所有者が、そ の財産権を公 益 目的の信託 と して無償 譲渡 した場 合 において、そ の信託 財産 を全部費消

せずに信託 目的が達成 され た ときは、受託 者は、残余財産 を委託 者 またはその遺産のため の復帰信託 と して保 有

する。但 し、次の場合 は、この限 りでない。

(a)可 及的近似の原 則が適用される とき

(b)委 託者が 、残余 財産にっ き復帰信託 を発生 させ ない意思 を相当な方法で 表示 したとき

注:

且.一_□1及∫白重 似の原則

特定の公益 目的に用 いられ るため、財産権 が信 託 として譲渡 され、その 目的が完全 に遂 行 され たが信 託財産に

残余 が生 じ、 かつ委託者が全 信託財産 を公益 目的に充て る旨のよ り包括 的な意思 を表示 している場 合、 その残余

について復帰 信託が生 じる ことはな く、裁判所 が委託者 の意思 にかな う公 益 目的のた めに その残余 を用 いるよう

指 示するであ ろう。第40条 参 照。 この場 合、可及的近似 の原則 が適 用 された ことにな る。

他方、委 託者が 自己の贈 与 を特定の公益 目的に限定す る意思表 示 をし、 その 目的が完全 に達 成 されたが信託財

産に残余 が生 じた場合、受 託者はその残余 を委託者 またはその遺産 のため の復帰信託 に基 づき保有す る。

⊃L復 帰信託 坦生じない場二食

委託者が、公 益信 託遂 行後 に残余が生 じたときは受 託者にその残余 を他 の公益 信託 または有効 な私益 信託に基

づ いて保有 される 旨の意思表示 を適法 に行 って いた場 合、復帰信託 は生じないが、受 託者が他 の公益信 託または

私益信託 に基 づいてその残余 を保有す る。

委託者が、 公益信託遂 行後 に残余が生 じたときには受託者に その残 余を保持 させ る旨の意思表示 を適法 に行 っ

ていた場合、 受託者は その残余 を信託 とは関係 な く保有 し、復帰信 託は生 じないぴ受 託者が公益法 人であ るとい

う事実 は、委 託者が包括的 な 目的のためにその残余 を用 いる権限 を授 権する意思で あった ことを、必ず しも示 し

さない。第400条 注c参 照 。

c,口 頭 証拠辺1書籍

公 益信託遂行後 の残余 に関 して復 帰信託 を生 じさせ ない委 託者の意思に関す る外部証拠 の許容 性に関す る法 準

則は、私 益信託 の場 合に適 用 され る規則 と同様で ある。第431条 注j参 照、注e～hと 比 較せ よ。

旦」_複数.の_寮f趨

複数の寄付者 が、公 益 目的の ための信託 として保有 され る資金 に寄付 をし、 その信 託が完 全に遂行 されたが信

託財産 に残余 が生 じ、可及的近似 の原則 が適用 されない場合、受益者 はその残余 を各寄付 者の ために寄付 の割合

に応 じて、復帰 信託に基づ き保有す る。

寄付 が行 われた順序は重要 でない。信託の遂行 としての基金 か らの支払 は、最初に寄付 され た金 銭か ら支払わ

れた と考 え られ、先に寄付 した者には残余 がないか、 または後 に寄付 した者に比べて割合 が少 な くな ることはな

い。 しか しなが ら、受託者 が信託 目的が完全に遂 行 され た こと、または 目的達成に必要な額 を既に受領 したこと

を知 っていなが ら、複数 の寄付 者か ら寄付 を受 け付 け た場合、 それ らの者は寄付 した額の全額 につ き返 還 を受 け

る権原を有 し、先 に寄付 を した者が権原 を有す る金額が それ らの者の寄付 によ り増加す る ことはな い。
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確認 できない寄付者 がいる場 合、その者 の持 ち分につ き州のための復帰信託 が生 じる。

信託が失効 した場合 と同様 の事情 につ いては、 第411条 注 」参照 。

例:

1.Aは 、新聞 に、火 事の被害者 を救 済するための基 金への寄付 を求め る記事 を載せた。BはLOO

Oド ル、Cは2,⑭ ドル、Dは3.(葡0ド ルを寄付 した。 この信託の 目的 は、3,㎜ ドル を費消 して達成 され、

可及 的近似 の原則 は適 用 されな かった。Aは 、残余財産 の うち、Bに 対 しては500ド ル、Cに 対 しては1,

000ド ル、Dに 対 しては1,500ド ルを、復帰 信託に もとつ いて保有す る。

2.事 実 は、信託 目的が完 全 に達成 された ことをAが 知 った後でDが 寄付 をした という点 以外は例1

と同じである。Aは 、3.㎜ ドル を、Dの ための復補 語に もとつ いて保有 す る。

第433条 譲受人が譲渡に対 し対価を支払った場合

財産権の所有者が、その財産権 を信 託 と して譲渡 し、かっ その信託 が信託財産 を全部費消せずに達成された場

合 において、委託者がその譲渡 に対 する対価の支払 いを受けてい たときは、残余財 産に対 し復帰信 託は発生せず、

譲 受人は、その財産権 を信託 とは関係 な く保有す ることがで きる。

注:

旦.,木 条 で述べ られ ている規則 は、財 産権が信託 と して譲渡 され たが、その信託が 失効 した場 合に適用 される規

則 に類似す る。第423条 参照。

第434条 第三者が譲渡に対 し対価を支払った場合

財産権の所有者が、その財産権 を信託 として譲渡 し、かっその信託が 、信 託財産 を全 部費消 せずに達 成された

場合 において、財産権の所有者が第三 者か ら譲渡 に対す る対価の支払 いを受けて いた ときは、その第三者 のため

に残 余財産にっ き復帰信託が発生す る。

注:

a.本 条 に述べ られて いる規則 は、財 産権が信託 として譲渡 され、 その信託が失効 した場合 に適 用 される規 則に

類 似す る。第424条 参照。

第435条 信託宣言 に対 し対価が支払われた場合

財産権の所有者が財産権にっき適法に信託宣言をし、かっその信託が、信託財産を全部費消せずに達成された

場合において、財産権の所有者が他人より信託宣言に対する対価を受けていたときは、対価を支払った者のため

に、残余信託財産にっき復帰信託が発生する。

注:

a上_本 条で述べられている規則は、財産権の所有者が、他人から対価を受けて、その財産権について受託者にな
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第436条 一 般 的指 名 権(generalpowerofappointment)を 付 与 され た者

の た め の 復 帰 信 託

一般 的指名権 を付与 された者が、その権限を行使 した信託 処分 をし、かっその信託が処分 された財産権 を全 部

費消 しないで達成 され たと{きは、 この権限を付与 した者 が別段の定め をな し、 または権 限を付与 され た者 が別段

の意 思表示 を した場合 を除き、権限 を付与された者 またはその遺産 のため の復帰信託 が発生 す る。

注:

a」 本条 で述べ られ てい る規則 は、財産権が信託 と して指定 されたが、 その信 託が失効 した場合 に適 用 され る規

則 と類似す る。第426条 参照。

第437条 特 定 的 指 名 権(specialpowerofappointment)を 付 与 さ れ た者

の た め の復 帰 信 託

あ る集団 に属 する人々の間 に財産処分 をなす権 限を付与 され た者 が、その権限を行使 して財産 権の信託 処分 を

した場合 において、その財産権 を全 部費 消 しな いで信託が達成 された ときは、権限を付与 した者 またはその遺産

のため に復帰信託 が発生す る。但 し、以 下の場合 は この限 りで ない。

(a)集 団に属 する全員 がそ の財産権 を分配 する権原を有す る とき

(b)指 名権不 行使の場合 には、その財 産権 は他 の人に贈与 すぺき もの となっている とき

注:

a,本 条 で述 べ られ ている規 則は、財産権が信 託に もとついて指定 されたが、その信託が失効 した場合 に適用 さ

れ る規則 に類似 して いる。第427条 参照。

第438条 既存の信託の受益者により新たに設定された信託

ある信託 の受益者の指 図によ り、受託 者がその信託財産 を新 たな信託 として譲渡 した場合 において 、その新 た

な信託が 信託 財産 を全部 費消せずに達成された とき は、残 余財産にっ き、前の信託の受益 者のため に復帰信託 が

発 生する。

注l

a.本 条で述べ られ てい る規則 は、財産権 が信託 に もとつ いて譲渡 されたが、その信 託が失効 した場 合に適 用 さ

れ る規則 と類似 する。第428条 参照。

第439条 口頭による権利消滅行為

土地に対する権利の所有者が、その権利を無償で信託譲渡した場合において、その信託が信託財産を全部費消

せずに達成されたときは、それにより発生する復帰信託は、詐欺防止法の適用がある場合に譲渡し、または放棄
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したときで も消滅 することはない。

注:

a.本 条 で述 べ られている規 則は、財産権 が信託に もとつ いて譲渡 され たが、その信 託が失効 した場合 に適 用さ

れ る規則 と類 似する。第429条 参 照。

第4節 財産権がある人に対 して譲渡され、その購入代金が他の者によ

って支払われた場合

総説:

封 の譲渡 につき何の約 因 も支払われず、 何 らの明示ユース設定 の意思表示 が封譲渡人に よりな されなか った場

合 に、普通法 では、復帰ユ ースが、単純不動産権 の封の譲渡によ り土地 を譲渡 した者 のために生 じていた。 同様

に ある者 が土地 の購入代金 を支払い、そ の者 の指 示によ り売主 がその土地 を他 の者に譲渡 し、何 らの明示ユ ース

の意思表示 もなされなか った場 合、譲受人 は、その土地 を購入代 金 を支払 った者のた めの復 帰ユー スとして保有

す る ことになった。譲受人へ の贈与が予定 されていた とい う推定 が働 くの で、復 帰ユ ースが無償譲渡の場 合 に生

じると推定 されるという規則 は、現 代の信託法 では適用 されていない。第405条 参 照。他方、復帰ユースは、他 の

者の名で購入 した場合 に生ず る と推定 され るという規則 は、制定法 によ りそのよ うな推定が廃止 されていな い州

で今 日、復帰信託 に適用 され ている。 この場合、購 入者 は、譲受人 がその財産権 に対する受益権 を有する という

ことを意 図していると推定 され るのであ る。実際 に譲受人 が自己のための信託 と して財産権 を保有する という意

思表示 を購入者がな し、その意 思表 示が適法 な らば、譲受人 は、 当該 財産権 を、購 入者のための明示信 託に基 づ

き保有す る ことにな る。そ して このよ うな場合、復帰信託 にたよる必 要はな い。 しか しなが ら購入者は他 の者 に

譲渡す るために購入代金 を支払 った とい う事実 か ら生ず る推定 がある場合 を除 き、た とえ譲受人 に贈与 をなすわ

けではな いという意思表示が ない場 合で も、 当該財産権 に対す る受益 権の権原 があ る。

本節で述べ られて いる復帰信 託は、第2節 お よび第3節 で述べ られてい る規則 の もとで生 しる復帰信 託 とは少

し異な る。第2節 と第3節 で述 べ られて いる復帰信託 は、 明示信託設 定の意思表 示が適法 にな されたけれ ども、

その信託が効 力を失 った り、 または完 全に達成 され た場合 に、委託者 がそ ういう場 合の財産権 の処分につ いて何

ら意思表示 をしていなか った ときに生 じる。譲渡 は、信託 としてなされて いるので、譲受人 は、その財産権 にっ

き何 ら受益権 を有す るもの と予定 されて いないという推定が働 くのである。第4節 で述 べ られ る復帰信託 は、 明

示信託設定 の意思表示は存在せ ず、 買主が、財産権 の譲受人 に受益権 を与 えるのではな くて、 自己が受益権 を取

得す る意 図をもって いる場合 に生じる。第4節 で述 べ られている規則 によ り生ず る復帰信託 を実行するのに裁判

所は、購入者 の意図であろ うと思 われる ことに効果 を与 える。第2節 、第3節 で述 べ られてい る規則によ り生ず

る復帰信託 を実行す るのに裁判所 は、 もし委託者 が信託 の失効や信託 財産 を使 いき ることな く、信託 目的 が達成

す る ことを予見 したな らば有 したであろ う意 図に効果 を与 えるの である。

擬制信 託
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す ることを予 見 したな らば有 したであろ う意図に効果 を与 えるのである。

擬制償託

木節 で述 べ られてい る規則 の もとで生 じる復 帰信託は、同 じよ うな状況 で生 じる擬制信託(constructive

trust}と は区別 され る。 本節 で述べ られている規則の もとで生 じる復帰 信託は、財産の買主が、 その代金 として

自己の金銭 を使用 し、 しか もその財産 を売主か ら他の人に引渡 す ことに同意 して いる場合にのみ生 じる。 しか し

なが ら擬 制信託 は、(1)あ る人の金銭が、その者の同意な しに、 他の人に よって財産の購 入代金 に使 われた場合、

(2)あ る人の金銭が、 その者の同意 を得て、他 の人に よる財産購 入に使われたが、他の人の名義 で、 その財産権

に対する権原 を取得 させ る ことには同意 していなか った場合に生 ず るのであ り、その ように金銭 が使 われた者 は

購入 された財 産 を自己 に譲 渡す るよう強制する ことがで きる。更 に(3)他 の人 と信認関係に ある者 が、 自己の名

で財産権 を購 入す る際 に 自己の資金 を使い、 しか もその購入が、 信認関係にある者への義 務違反 となる場 合、

(4)口 頭 で将来 当該財産権 を所有者に売 り戻すので競落に抵抗 しな いように とい って、あ る人が 自己の資金 で司

法上の売 却にお いて財産 権 を購入す る場合、な どに生 じる。

これ らの区別 は、Aが 土地の権原 を有 してい るBに 土地 を 自己に譲渡す るよう強制す るといった以下 の状況 に

より説明 され る。

1.Aは 土地 を購入 し、購入代金 を売主 に支払 い、Aの 指示 に よ り売主は当該土地 をBに 譲渡 した。Bは 、A

のための復帰信託 として当該土地 を保有す る。

2.AはBに 金銭 を支払 い、 その金銭で土地 を購入 し、Bの 名 前で権原 を取得す るようBに 指 示 し、Bが その

ように した。Bは 当該土地 をAの ための復帰信託 として保有 する。

3.BはAの 金銭 をAの 同意 を得ずに土地 を購入す るのに使 用 した。BはAの ため の擬制信託 として当該土地

を保有する。

4.AはBに 金銭 を支 払 い、そのお金 で土地を購入 し、Aの 名前 で権原 を取得す るよう指示 したが、Bが 誤 っ

て 自己の名前で権原 を取得 して しまった。BはAの ための擬制 信託 として 当該土地 を保有す る。

5.AはBをAの ために土地 を購入す るのに雇用 したが、Bは 受認者 としての義務 に違反 して、 自己 のために

自己のお金で土地 を購 入 した。BはAの ための擬制信託 として当該土地 を保有す る。

6.自 己の所有す る土地が、司法 上 の売却 を予 定 されているAは 、Bが 口約束 で、 その売却 で 自己が当該土地

を購入 し、Aに それ を再譲渡す るか ら、当該売却 を妨 げないよ うすす められ、Bは 自己のお金 で当該土地 を購 入

した。BはAの ための擬制信託 として当該土地 を保有す る。

最初の二つ の状況 では、Aは 取引に同意 したに もか かわ らず、Bが 当該土地 につき受益権 を有 す るという こと

を意図 して いないとい う推定に基づ いて、復帰信託が生 じてい る。 その次 の四つ の状況 では、Aの 意図 を実行 す

るためでは な く、 もしBに 土地 を保有す ることを許容 する と、 不当利得 を生ず る ことか らBに 賦 課 され た擬制 信

託が生ず るの である。

他方、 もしBがAに は権利が ない土地 を自己のお金 で購 入 し、購入 のため支 出した金銭 をAが 補填す ればAに

土地 を譲渡す るという ことに 口頭で単 に同意 した場合 は、Bは もしその同意 が詐欺防止法 の もとで実行不可能 な
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らばAに 土地 を譲渡す るよう強制 され えない。 この場合 には・復帰 信託又 は擬制 信託 は生 しない。 しか しなが ら

BがAへ の貸付 の方法 として購入代金 を支払 った ことが明 らかな場合 は・本節 で述 べ られて いる規則に基づ き
、

Aの ための復帰 信託が生ず る。第448条 参 照。

第440条 一般原則

財産権が或 る人に譲渡 され ・その購入代金 は他 の人によって支払 われた場 合 には・第441条 、第442条 お よび第

444条 の場合 を除いて、代金を支払 った者のた めに復帰信託が晃生す る。

注:

旦._購 入代金 が或 る人に よって支払 われ、かつ財産権が他 の人 の名 義で取得 されていて も、復帰信託を生 じさせ

な い意図 であるという事情 に関 しては第441条 参 照。

」血1縁者の名 で買入れ た場合 については、第442条 参照。

不法な 目的 を達成す るため になされた買入れ に関 しては、第444条 参照 。

b.人 的耽産

木節で述べ られて いる規則 は、物 的財産 を譲 渡する場 合 と同様に、人的財産 を譲渡す る場合に も適用 され る。

しか しなが らこの規則は人的財産 の場合 には、非 常に重要 とい うわけではな い。なぜな らもし購入者が信託 を設

定す る意思 を口頭証拠に よってで も表示す れば、 詐欺防止法 は明示 信託の実行 を妨げないか らで ある。 しか しな

が ら立証責任 の問題が ある場合 には重要 である。ある者 が購入代金 を支払 い、権 原は他の者の名 で取得 され た と

いう事実以外 に意思 の証拠が 明 らかに な らない場 合に復 帰信託が生 じる。

c..詐 欺肱 止法

譲渡 され た財産権が土地 の権利 であ るに もか かわ らず、 口頭 証拠 は、支払 いが譲受人以外の者 によってな され

た という ことを証 明するのを認容 す る。 そのよ うな証拠 の認容 は、詐 欺防止法又 は口頭証拠 排除原則に よって排

除 されな い。詐 欺防 止法 と して知 られ るイギ リスの制定法 第7条(29CharlesLc.3)で は、土地に関す るす

べて の信 託宣 言又 は信託設定 は、法 に よ りそのよ うな信 託 を宣言で きる当事者 が署名 した書面 によ り表示 され、

証明 され る と規定 しているに もかかわ らず、 当該法 弟8条 では、法 の推定又は解 釈 で信託が生 じる場合には、 そ

の ような書 面は必要 ないと規定 されて いる。 これ らの規定 やアメ リカ合衆国 におけ る同様の制定法の もとでは、

土地 の権 利の譲渡が、 ある者にな され、購 入代 金が他 の者に より支 払われ た場 合、復帰信託が生ず る意思 を証明

す る覚書 は、何 ら要求 されない。

jL譲 匙 人1こよ憂節 目塞碁聖 艇1廻報

財産権 の譲渡がある者 へな され、購入代 金が他の者に より支払われ た場合 、それ により財産権 が譲渡 された証

書 に約 因が譲受 人によ り支払 われた ことがた とえ記 載 されていて も復帰信託 が生ず る。賄人代金 が実際 には他の

者 によ り支払 われた ことを示すのに外部 証拠が認め られる。

旦旦一譲受ム 姪[利Jl1のための 韻浬
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財産権の譲 渡がある者 にな され、購入代 金が他 の者に よ り支払 われ た場 合、それに より財産権が 譲渡 された証

書 に譲渡が譲 受人 自身の利 用のために譲受人にな された という ことが、た とえ記 載 されて いて も、復 帰信託が生

じる。

」L_譲 受人 が繊 を知 らなかっ幽 査

財産権 の譲渡があ る者 にな され、購 入代 金が他の者 によ り支払 われ た場合、た とえ譲受人が 当該譲渡 を知 らな

くて も復帰信 託が生 じる。復帰信託が生 じるのは、譲受人 が当該 財産権 を信託に基づ き保有す る意思 を有 してい

るか らではな く、支払者 が譲受人への贈与 をなす意思 ではない ことが推定 され るか らである。

且L購 ム{8金 の性質

本節で述 べ られた規則 は、購入代金が金銭で支払わ れなかった場合 にも適用 され る。第455条 参 照。信用 による

購入につ いて は、第456条 参照。

h.鵠 受人が‖n人代金 を別」亘IH産で宜払 ユた墨性

本条で述べ られている規則 は、賄人代金が譲受人以外 の者に よ り売 主に直接支払 われた場合だ けではな く、購

入代金が譲受人 よ り所 有者 の同意の もとで、金銭又 は別の財産で売主 に支払 われる場 合に も適 用 される。 た とえ

ば財産権 の譲渡 がある者に なされ、 その購入代金が その者に よ り他 の者の同意 の もとで、又は別 の財産 で支払わ

れ た場合 には、 同意 を与 えた者 のために復帰信託が生 じる。

他 の者が購入 をなすにつ き、 その者 の金銭又 は別 の財産権 を使用 する ことに同意 しなかった り、購入 した財産

権が譲受人 に譲渡 され ることに同意 しない場合 には、復帰信託 ではな く擬 制信託が生 じる。

1.制 定法 の規 定

い くつ かの州 では、制定 によ り以下 の ことが規定 されて いる:土 地の譲渡がある 者にな され、約 因が他 の者に

よ り支払 われた場合 、支払 いをな した者のためたの信託は生 じない、但 し譲受 人が(1)約 因 を支払 った者の同意

な くして又 は通知せ ずに 自己の名で譲渡を受 けた場 合、又 は(2)あ る信託に違 反 し、他の者の金銭 又は財 産権 で

譲渡 され た財 産権を購 入 した場 合は、 この限 りではな い。 これ らの制定法 では、以下のよ うな規定 もされて いる。

そのような譲渡は、約 因 の支払 者の債権 者に対 して詐 欺で あると推 定 される、但 し詐害意思 につ き反証がな され

た場合 には、 この限 りで はない。

これ らの制 定法の もとでは、単に購 入代金 が他 の者へ譲渡す るのにあ る者に より支払われ たとい う事実か らは

復帰信託 は生 じな いが、 譲受人が支 払者のための信 託 として財産 権を保有す ることにつ き明示 に同意 して いる場

合 は、詐 欺防止法に よる排 除がない限 り、実行 可能な 明示信託 が設定 され る。た とえ明示信託 が詐 欺防止法 のた

めに実行 で きな くて も、擬 制信託が譲受人の不 当利 得 を妨 げるために認め られ る。

い くつかの州では、以下 の ように規 定 されてい る場合 を除いて、上述 したの と同様の制定法 があ る。す なわち、

同意 によ り又は譲渡が なされた当事者が、購入代金又 はその一 部 を支払 った者の ための信託 と して、土地又 はそ

れについての権利 を保有 する という詐害意思を有 していない ことが明 らかな場合 には復帰信託 が生 じる。

他方、い くつ かの州 では制定法に より、物的財産の譲渡 があ る者に なされ、 その約 因が他 の者に よ り、又 は他

の者のために支払わ れた場 合は、 その ような支払 いをな した又 はな され た者の ための信託が生 じると推定 される
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第411条 復帰信託が生 じない場合

財産権の譲渡がある人に対 してな され、購入代金 は他の人が支払 った場 合で も、 購入代金 を支 払った者 が復帰

信託 を発生 させない意思を表示 したときは、復帰信託 は発生 しない 。

注:

旦.譲 受ムが受益権 を拉す ると噸 思表 丞

財産権の譲渡があ る人に対 してな され、 その購入代金 が他の人 によって支払われ た場合 において、 もしその代

金を支払 った者が、財産権 の譲受 人にその財産上 の受益権 を与 える意 思 を有す る ことが明 らかな らば、復 帰信託

は生 じさせな いとい う意図で ある。 この ことは、代金 を支払 った者 がその財産権 を譲 受人に贈 与す る意図であ っ

た り{第447条 参照)、 譲受人に対 する貸 付 として、代金の支払 いが な された場合(第445条 参 照)に は明 らか で

ある。ま た、代金の支払 いが譲受人 に対 して負担す る債務 の弁済 と してな され た場合 に も{第446条 参照)、 復帰

信 託は発生 しな い。

臥.譲 母人1こ蛸 与す 書意、思寒星

支払者が財産権 を譲受人に贈与 する意思表示 をなした かどうか決定 するに際 し、 重要 な要 因は以下 の もので あ

る。(1)譲 渡前又は譲渡時な い し譲渡 後に支払者に よる意思表示が あったか、(2)支 払者 と譲受人の関係、(3)

譲 受人は個人で あったか、それ とも法 人であ ったか、 もし法人な らば公益法 人で あったか否 か、(4)支 払 者 と譲

受人の相対的 な財政的立場、(5)支 払 者に よる譲受人に対す る贈与が 不用意な ものであったか否か、(6)受 益権

を与 えるため という理 由以外 に譲受人 の名で権原 を取得す る相当 な理 由の存在又 は欠如 。

財産権の譲渡があ る者にな され、膳 人代金が他の者に よ り支払われ た場合、譲受 人に贈与 をなす支払 者の口頭

に よる宣言は、た とえ譲渡 され た財産 が土地 に関す る権利 であ り、詐 欺防止法が有 効であって も、譲受 人が当該

財産にっ き受益権 を有す るとい うことを支払者が意 図した ことを示す のに認め られる。 このよ うな宣言 は、譲渡

の前、譲渡時、譲渡後 であ って も認 め られ る。復帰信託 は、 口頭証拠 に より生ず る し、口頭 証拠に より阻止 され

る。

譲受人に贈与 をなす支払者 の意思 は、支払者の意思表示 だけでな く、譲渡が なされた状況 によって も示 され る。

これ らの状況は、贈与が予 定 され ていた ことを示す もの である。譲受 人が知 らない者 である場 合 より、支払者に

関係があ る場合の方が贈与 をなす意 思を得やす い。譲受人 が支払者 に関係があ って支払者 の近親 者である場 合 の

贈 与の推定につ いては、第442、443条 参 照。譲受人が営利法人 である場 合 よ りも公益法人 であ る場 合の方 が、贈

与 をなす 旨の意思表 示がな され た と解 す るのに相当で ある。譲受人 に対 し支払者 によ りなされ る財産権 の贈与が

不 用意に ものであ る場合 よ りも、支払 者が相当 な資産 を有す る者で ある場合の方 が、贈与 をなす 旨の意 思表 示が

な された と解す るのに相当で ある。受 益権 を与 える以外 に譲受人 の名 において権原 を取得 す る相当な理 由であ る

場 合 より、な い場合の方が贈与 をなす 旨の意思表示がな されたと解す るのに相当 であ る。
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c,,封鰻 ムに対 レ貸 付重座 主 童墨壷 垣

財 産権 の譲渡があ る者 にな され、 購入代金は譲受人 に対 する貸 付 として、他 の者 によ り立替払 い された場 合、

支払 者は譲受 人が当該財産 の受益権 を有す ることを意 図しているので、復帰信託 は生 じない(第445条 参照)。 そ

のよ うな意 図は、支払者 の口頭 に よる意思表示だけで な く、譲渡 がな された状況 によっても示 され る。

直,鐘 堂 人に対する債務呈卜駈力隠避 吉永

財産権 の譲 渡が、あ る者 にな され、購入代金 が譲受人に対す る債務の弁済のた め他 の者に よ り立 替払 いされ た

場合、譲受人 が当該財産権 につ き、受 益権を有 する ことを支払者 は意図 してい るので、復帰信託 は生 じない。第

446条 参照。 そのよ うな意 図は支払者 の口頭による意思表示に よってだけでな く、譲渡がな され た状 況によ って

も示 され る。

已.支 払者 と他の者 の」も同名」鑑玉権 原が取得 さ_れ土塁査

支払者が財産権 に対す る権原 を自己 と他の者 の共 同名 義 で取得 した とい う事実は、支払者の他 の者に対 す る分

割 していな い権利 の単純 贈与 の意思表 示である。そ して支払者の別段 の意 思表 示がな い場合は、他 の者は、支払

者の ための復帰信託 に基づ いて、自己の権 利を有 してい るわけ ではない。 この ことは、譲渡が支払者 と他 の者 を

合有不動産権者 としてな され た場合 に も共有不動産権者 としてな された場 合に もあてはまる。

上。 部分{拘に復柵li,舐」些三生上1蕪虹顯古

財産権の譲渡 がある者に なされ、購入 代金が他 の者 によ り支払 われ、譲受 人が当該財産につ き部 分的受 益権 を

有す るということを支払者が意 図した ことが示 され た場 合、復帰信託 は残 りの受益 権につき、支払者 のために生

じる。た とえば譲受 人が当該財産につ き自己の生存 中、受 益権 を有 する、又 は支払者 の死 後、受益権 を有 す る、

又は財産権の ある部分 につ き受益権 を有す るという意思 を支払者 は表 示できる。 これ らの場 合には、譲受人 が受

益権 を与え られ ない範 囲で、支払者の ための復帰信託が存 在す る。

例:

1.Aは 、Xか ら土地を買 い、XはAの 指図 に従 って、 その土地 をBに 譲 渡した。AとBと の間 には、

Bが 生存中 はその土地 を保有す るのだ という口頭 の約 束が できていた。Bは 、B生 存 中はBが 受益権 を

享 有す ることを条 件に、Aの た めの復 帰信託に もとついて、 その土地 を保有 する。

2.Aは 、Xか ら土地を買 い、XはAの 指図 に もとづ き、 その土地 をBに 譲渡 した。その譲渡 の時 、

AはBに 対 し、A生 存中はAに 賃料 と収益 を支払 うが、A死 亡後はその土地 をBが 保有 して よいと述 べ

た。Bは 、その土地 を、A生 存中は、Aの ための復帰 信託に もとづ き保有す る。

3.Aは 、Xか ら土地を買 い、XはAの 指 図に従 って、 その土地 をBに 譲渡 した。 その譲渡 の時、A

はBに 対 し、Aが その土地 を半分取得 する 旨を述べ た。Bは 、その土地 を、半分はAの ための復 帰信託

として保有す ることになる。

.乱 一停止剥 牛つ き{寡〔帰 信書}

財産権の譲渡 があ る者に なされ、購 入代金 が他 の者に よって支払 われ、支払者が特定の出来事が生 じた場合 に

のも受益権 を有 する意図が示 されている場合、 当該出来事が生 じた場 合にのみ支払者のための復帰信託 が生 じる。
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例:

4.Aは 、Xか ら土地を買 い、XはAの 指 図に従って、その土地 をBに 譲渡 した。AとBと の 間には、

BがAよ り先 に死んだ場 合にのみAが その土地の所有者 とな る、 とい う口頭の約 束が なされて いた。B

がAよ り先 に死 ねば、Aの ため の復帰 信託が生 じるが、AがBよ り先 に死 ねば、Bは そのまま土地 を保

有 できる。

∪_懸 盤 条件 □」き」塾御出1鯖‖丘

支払者 が受 益権 を有す るが、その受益権 は特定 の出来 事が生 じた ら終了す るとい う意図であ ることが示 され た

場合、特定 の出来事 が生 じたな ら譲受人 は信託 と関係な く財産 を保有す ることがで きる。

5.Aは 、Xか ら土地 を買 い、XはAの 指 図に従 って、Bに そ の土地 を譲渡 した。AとBと の間 には、

AがBよ り先 に死 んだ場 合にのみBが 、 その土地の所 有権 を取得す るとの口頭の約 束が なされて いた。

Aの ための復 帰信託 が発 生す るが 、AがBよ り先 に死 亡すれば、Bは その土地 を保有 できる。

⊥..文 仏書 のための1列丞irl並=r達 力憧 挫旦 な された端金

財産権 の譲渡がある者 にな され、購入代 金が他 の者によ って支払われた場合 、譲渡 された財産権 は支払者 のた

め の明示信託 として保有 される とい う実行 可能 な合意 を支払者 と譲受人が なした という事実は、支払者の ための

復帰 信託 が生 じるのを妨げない。 しか し、 支払 者のための明示信託が存在す る。

譲渡 された権 利が、土 地に関する もの ではな く、譲受 人がそれ を支払者 のための信託 として保有す ることに合

意 した場合 、たとえその合意 が口頭であ っても、支 払者 のため復 帰信託では な く、 明示信 託が設定 され る。 なぜ

な ら詐欺防止法 は、 上地 に関 す る権利 を除 いて、あるゆ る財産 権の信託宣言又 は信託設定は、書面に よって表示

又は証 明する ことを要求 していないか らである。第52条 参 照。

詐欺防 止法 の要求 に従 って、譲受人が 自己に譲渡 された土地に関す る権利 を支払 者のための信託 として保有す

ることを書面 で同意 した場合、 譲受 人は支払者 のための復 帰信託ではな く、明示 信託に基 づ きその土地 を保有す

る。

土地が譲渡 される際によった証書で信託 が設定 された場 合、又 は譲渡前又 は譲 渡時ない し譲渡後のいずれ かに

お いて支払者 によって意 図 された信託条項 を示 した覚書 が譲受 人によ り署名 された場合、それで十分であ る。 し

か しなが ら譲受人 によ り署名 された覚 書 が意図された信 託条項 を示 さな い場合、 その覚書は支払者 を拘 束 しない

し、支払 者は 自己と譲受 人間の合意が欠如 している場 合に生じるよ うな復帰信託 を強 いる ことが できる。

j」」 鎮煮」塾±Lめ.の』1丞{高き鑓 』雌 £む蔓遮 塁塞 」1が違基{幽 虫立 ユ 左堰合

財産権 の譲渡 がある者 にな され、購入代金 が他 の者によって支払 われた場合、 詐欺防止 法又は別な方法の もと

で は、譲渡 された財産権 は支払 者のため の明示信 託に基 づ き保 有する という合意 を支払者 と譲受人がな したとい

う事実 は、支払者の ための復帰 信託が生 じるのを妨 げない。 このよ うな場合、 口頭 の合意 を実行不可能 であ るに

もか かわ らず阻止 され ない。逆 に譲受 人が 当該財産 につき権利 を有 す るという ことを支払 者は意図 しなか ったと

いう推定 をたすける ことになる。

亙L－玄払 養吐憧 三者 のため[の堕極 量 音量蹴 趣 意皐謹 三8皇灘 聾にな した 登
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財 産権 の譲渡 がある者にな され、購入 代金が他 の者によ って支払 われた場 合、譲渡 された財産権 は、第 三者の

ための明示信 託に基づ いて保有 される とい う実行 可能な合意 を支払 者 と譲受人がな したという事実 は、支 払者 の

ための復 帰信 託が生 じるの を妨 げるが、第三者のための明示信託 は存在す る。

譲渡 された権利が土地 に関 する ものでは なく、譲受人が それ を第三者の ための信託 として保有 する ことを合意

した場合、た とえ合意が 口頭 であ って も、支払者のた めの復帰信 託ではな く、第三者 のための明示信託が設定 さ

れ る。なぜな ら土地に関す る権 利 を除 いてあらゆ る財産権 の信 託宣言又は信託設定 は、書面 によ り表 示又は証 明

され るとい うことを詐欺防 止法 は要求 していないからであ る。第52条 参照。

詐欺防止法の要求 にしたが って、 自己 に譲渡 され た土地 に関す る権利 を第 三者 のための信 託に基づ いて保有 す

ることを書面 で合意 した場 合、譲受人 はその権利 を支払者 のための復帰信 託に基 づ いてではな く、第三者 のため

の明示信託 に基 づいて保有す る。

第三者の ための明示信託が適法 に示 されたが失 効した(第424条 参照)場 合、又は信託財産 を使 いきる ことな く

完 全に達成 された場 合(第434条 参照)は 、 支払 者のための復帰信託 が生 じる。

1L.董 三者壁 土遊 軍)明示岱灘 の1意星 麺[適}梨 こな 豊塾 か 酬 金

財産権 の譲 渡がある者 にな され、購 入代金が他の者に よって支払 われた場合、詐欺防止法又 は別 な方法 の もと

では実行不 可能な譲渡 され た財産権が第三者のための明示信託 に基 づ いて保有 され るという口頭 の合意を支払者

と譲受人がな した とい う事 実は、支払者 のための復帰信託 が生 じるの を妨 げる。 しかしもし譲受人 が口頭信託 の

遂行又はそれ を遂行す る ことを保証す るのを拒絶 した場合、擬制 信託が支払者 のために生 じる。第453条 参照。

しか しなが らもし購入代 金が第三者へ の貸付 として支払 われた場合、第三者 が:事実上購 入者 であ って、復帰信

託が購入者の ために生 じる。第451条 参照。'

第442条 血 縁 者(relative)の 名 で す る 買入

財産権 の譲渡があ る人に対 してな され、その購入代金 が他の人 によって 支払 われた場合において、譲受 人が購

入代金の支払 いを した者の妻、子供 またはその他 の近親 者であ るときは、購 入代金の支払いを した者が 、譲 受人

にその財 産権上 の受益 権 を取得 させ ない意思を表示 しない限 り、復帰 信託 は生 じない。

注:

旦 一規,則が適、厘 されるr虹鱒二者の一掬 用

本条で述べる規則の適用 は、 関係 の親密 さ又は支払者 と譲受人 間の 自然な情愛 によって決定 されない。む しろ

支払者が譲受人に贈与 をなすの を意図す るのが相当な関係 に、譲 受人が支払者 にあるかどうかが問題 であ る。 も

し譲受人が親族関係 にあるので近親者 であれば、支払者 は贈与 をなす意図で あることが推定 される。

木条で述べ られ ている規則は、購入代金 を支払 う者 と譲受人 とが、 たとえば、 それぞれ夫 と妻、父 と子、母 と

子、義理の父 と子、祖 父母 と孫 というよ うに関係 にある場 合に適用 され る。 た とえ子 供が私 生子又 は養子 であっ

ても親 と子 の関係が適 用 され る。子供 が成人 かどうかは重 要では ない。購入 代金を支払 う者が譲受人に対 し親 代
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わ り(10coparentis)の 立場 にたつ場合 に適 用 され るものであ る。

す なわ ち支払者が譲 受人 と関係あ ろうかなかろ うと、譲受人の親代わ りに行動 す ることを引受 ける場合 に適 用

され る。

支払者 と譲受人がそれぞれ妻 と夫又は子供 と親 の場合は、適用 されな い。単 に支払者 と譲受人 がそれ ぞれ 兄と

妹、伯父 又は伯母と甥 又は姪であ るので、 支払者 が譲受人 に対 し親代わ りの立場 にな い場合は適用 され ない。

支払者 が男性で譲受 人 と婚約 して いる場合 には適 用 され るが、譲受人がす でに他の者 と結婚 している場合 には

適用 されない。不法 に同棲 して いる未婚者 には適 用 されな い。

互.一規別 口効果

譲受人 が妻、子供 又はその他の近 親者 である とい う事実は、単に復帰信託 の推 定 を生 じさせ ない傾 向にある状

況 といって済 まされ るものではな い。 当然 に贈与 が意図 された という推定 が生 じ、復帰信託 の強制 を求 める支払

者 が、譲 受人に贈与をなす意図 では なか った ことの挙証責任 を負 うの に十分 な状 況で ある。第433条 参照。譲受人

が支払者 と関係があ るが、支払者に対 し、近親 者の関係に ない場合、 この状況 は贈与 が意図 され た という推定 を

生 じるのに十分ではないが、復帰信託が生 じる とい う推定 を生 じさせ ないよ うな別の状況 と共 に示 されれ ば十分

な ものにな る。第441条 注b参 照。

第443条 血縁者に対する贈与の推定が生 じない場合

財産権 の譲渡がある人に対 してな され 、その購入代金は他の人が支払 った場合 、譲受人が購入代金の支払 いを

した者 の妻、子供またはその他の近親者で ある ときに、代金の支払 を した者が 譲受人 にその財産権上の受 益権を

与 えない意思を表示 した場合には、復帰 信託が生 じる。

注:

旦._塑:聾の打職 鷲1辺 さ堂な史1-1颯証拠 の容 認

ある者が 自己の指示に より近親者で ある他の者に譲渡 された財産権 の購入代 金 を支払 う場合、 た とえ譲 渡され

た財産権 が土地 に関する権利で詐欺防止法 が有効 であ って も、譲受人 は当該財 産権 につ き受益権 を有 しない とい

う ことを支払者が意図 した ことを示す口頭 証拠が認め られ る。

代 金の支払い をした者の意思が、譲受 人に贈与 をなす ものでは ないという ことは、代金 を支払 った者が 口頭 で

それを表 示す る場合だけでな く、 たとえば、代金 を支払 った者が譲受人 に贈与 す る ことはあ り得 ない、 とい う状

況 がある場合な ども、贈与の意思な しと言 える。た とえば支払者 にとって、 譲受人 に贈与 をなす ことが不 用意で

ある とい う事実は、支払者が贈与 をなす 意図がなか ったことを示 している。同様に支払者が譲受人 に贈 与をなす

以外 に他 の者の名で権原 を取得す る理 由がある状 況では、支払者が贈与 をなす 意図が なか った ことを示 している。

たとえば支払者が当該財産権 を購入 した ことを知 られ た くな い理 由が ある場 合がそ うであ る。

復 帰信託が生 じるか否か を決す るのは、譲渡後では な く、譲渡時 の支払 者の意図 である。第457条 と比較せ よ。

しか しなが ら譲渡後の支払者 と譲受人 の行為は、譲渡時に支払者が譲受人 に贈 与 をなす意図 ではなかった ことを
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示 しているよ うな もので ある。た とえば支払者が財産権 を管理 し、家賃 を集め、税金 を支払 い、保 険 をかけ、修

繕 や改良 にお金 を払 い、 その他、所有者で あることを主張 し、 その主張にっ いて譲受人が黙認 して いるとい う事

実は支払者 が譲受人 に贈 与をなす意思の推定 を生 じさせ ない証拠 であ る。

一∪ 附 与の推定 が部分的 に生 じない爆音

あ る者が 自己の指示 によ り近親者であ る他の者に譲渡 させた財産権 につ き、購入代金 を支払 い、支払者が 当該

財 産権につき部分的 に権利 を有する ことが示 された場合、 復帰 信託は、その ような権利 についてのみ、支払者 の

ために生 じる。第441条 注fと 比較。

旦..停 止条]生其1工解曄条 件口 き鯉締鯖曄

あ る者が 自己 の指示 で近 親者 であ る他 の者に譲渡 した財 産権の購入代金 を支払 い、支払者 は一定 の出来事 が生

じた ときにのみ受益権 を有す るという意 図が示 され ている場合、復帰信託 は、 当該出来事が生 じたときにのみそ

の者のた めに生 じる。 第441条 注gと 比較せ よ。同様 に支払者が受益権 を有す る ことを意 図 して いるが、 その受

益権は一定の 出来事 の発 生に よ り、終了す ることが示 されて いるな らば、譲受 人は、その出来事 の発生 で当該財

産権 を信託 とは関係 な く保有す ることが できる。第441条 注hと 比較せ よ。

⊥_支 払置が第.三者のための1田』封瀞 豊を凝足 する」意墨魂藁 を.旦 生上る凶 音

あ る者が 自己の指 示で近親者 である他 の者に譲渡 した財産権の購入 代金 を支 払い、第三者のた めの明示信託 を

設定す る意思表 示を適法 に なした場合 、譲受人 は当該財 産権 を保有 できない し、支払者のための復帰信 託を生 じ

ないが、第三者 のための明示信 託が存在 する。第441条 注kと 比較せ よ。第 三者のための明示信託 を設定 する支払

者の意思 が適法 に表 示 されず、 譲受人 が信 託を履行 する こと又は履行 の保 証をなす ことを拒絶 した場合 、擬制信

託が支払者 のために生 じる。第441条 注1と 比 較せよ。'

第444条 不 法 目的

財産権の譲渡がある人に対してなされ、他の人が不法な目的を達成しようとして購入代金の支払いをした場合

においては、不法に法律行為をなした者に救済を与えないとする政策が譲受人の不当利得を許さないとする政策

に較べて重大であるという事情が存する限り、復帰信託は発生しない。

注:

a.本 条は、第422条と同様の政策のもとにおかれている。財産権の所有者が。不法性のために効力を有しない信

託にもとついて譲渡する場合(第442条 参照)、 あるいは財産権が買入れられ、不法目的を達成するための他の人

の名でその権原が取得される場合には、復帰信託が生じる。但し、復帰信託を強制することが公序良俗に反する

ときは、この限りでない。

予定していた信託が不法のため失効した状況に関しては第60～65条参照。

h」_埴猛者詐害

本条で述べられる原則が適用される最も一般的な状況は、財産権の購入者が、自己の債権者を詐害する目的で
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他 の者の名前 で権原 を取得す る場合 であ る。第63条 、第442条 参照 。

c.い くっか の州 では制定法 によ り土 地の譲渡が ある者 になされ、約 因が他の者 によ り支払 われた場合、約因 を

支払 った者 につ き信 託は生 じな い(第440条 注i参 照)と 規定 している。 またそのような譲渡は、約 因 を支払 った

者の債権者 に対 する詐害 を推 定する とも規定 している。また信 託は、 その ような債 権者の請求権 を支払 うのに必

要 な範 囲で債権 者のために生 じる。但 し詐害意思 が反証 された場 合は、 この限 りにあ らず と規定 して いる。

実 際に当該財 産権は、債権者に とって復 帰信託 よ りもむ しろ擬制信託の 目的 とな る。

d⊥_固 」_地』呈迫L団 匪屋封土 重郷

国公有地 を取得する権原 を有 しな い者 が、そのよ うな土地の購入代金 を支払 い、国 を詐 害す る目的で他 の者 の

名 で当該土地 の権原 を取得 した場合、 その者は、た とえ国が当該詐害行為 につ き取消の手立 てを講 じていな くて

も、 自己のための復帰信託 を強制す る ことはで きな い。

迫,預R正 金軒鎚

あ る者がお金 を銀行 の預貯金 勘定 に他の者の名 で寄託 し、 その者がすでに制定法又 は銀行 法によ り一 人の寄託

者に許容 されている最高限度額 になってお り、当該寄託 が制定法 又は法 の網 を回避 する 目的で他の者の名でな さ

れ たと思わ れる場 合、寄託 がな される時 に名 を使 われ た者 は、 寄託者のための復帰 信託につ き銀行に請求権 を有

す る。寄託 者の 目的が公序良 俗に大 き く違反 するわけではないので、復帰信託 を実行するのは妨げな い。

f.牙}1耳 占

い くつかの州 では制定法に よ り、外 国人 又は外 国人の団体に よ り取得 され た土 地は、州への没収 の対象 になる

と規定 してい る。その ような州では、土地 信託の外 国人受益者の衡平法上 の権 利 も同様に没収 の対象 となる。第

117条 注b参 照。その ような州で は、外 国人 が土地の購入代金 を支払 い、 その者の指示で支払 者が外 国人でなけれ

ば復 帰信託が生 じる状況 で、土地が他 の者に譲渡 され た場合、復帰信託が外 国人の ために生 じ、 その者 の権利 は

州 への没 収の対象にな る。

第445条 ～第453条 の総説:

第445条 ～第453条 では、或 る人が他 の人 のために代金 を支払 う場 合に生ず る特別 な問題 を考慮する。その支払

いとは、(1)譲 受 人のために他人が支払 う場合、(2)他 人のために譲受人が支払 う場 合、(3)譲 受人以外の者が、

第三者 のために支払 う場 合であ る。また、 その支払 いは、(a)貸 付 として、(b)債 務の弁済 として、(C)贈 与 と

してな される。売主に支払 う者 をA、 売主 がその財 産 を譲渡す る者 をB、 もしいれば、その者 のために支払 がな

される第 三者 をCと す ると、本節は以下 のような状 況 を扱 うことに なる。

(1Xa)第445条AがBに 対す る貸付 として支払 う場合。

(1)(b)第446条AがBに 対す る債務 の弁済 として支払 う場合。

(1)(c)第447条AがBに 対す る贈 与 として支払 う場合。

(2)(a)第448条BがAiこ 対す る貸付 として支払 う場合。

(2)(b)第449条BがAに 対 する債務の弁済 として支払 う場 合。
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(2)(C)第450条

(3Xa)第451条

(3)(b)第452条

(3Hc)第453条

BがAに 対 す る贈与 として支払 う場合。

AがCに 対 する貸付 として支払 う場合。

AがCに 対 す る債務の弁済 として支払 う場合 。

AがCに 対 す る贈与 として支払 う場合。

第445条 代金の支払いが譲受人に対する貸付 としてなされた場合

財産権 の譲 渡がある人 に対 してなされ、購入代金が譲受人 に対 する貸付 として、他の人 によって立替払 いがな

されたときは、復帰 信託 は生 じない。

例:

』_.本 条 で述 べ られて いる規則 は、第441条 で述べ られた規則 の適用 であ る。財産権の譲渡が ある者 にな され、購

入 代金が他の者によ って支払 われた場 合、購入 代金を支払 った者 が、譲受 人に譲渡 した財産権 の受益権 を有 させ、

復 帰信託は生 じない という意思表 示をするな ら、復 帰信託 は生 じない。第441条 参照。 たとえ譲渡 された財 産権が

土地 に関する権利 であ り、詐欺 防止法 が効 力 を有 していて も、譲受 人に受 益権 を支払者が与 える意 図である こと

を示すのに口頭 証拠 が容認 される。第441集 注b参 照。それゆ えに購入 代金 を支払った者が譲受人 は受 益者 的に財

産権 を保 有 し、貸 し付 けられ た購入 代金 を返済 する義務 しか負 わない ことを意思表示す るな らば、復帰信 託は生

じない。

この状況 では、まず支払者 が借 り主 に購 入代金 を貸 し、次に借 り主 が借 りた金額 を売主に支払 い、 そ して譲渡

が売 主によ り借 り主にな され るの とあたか も同 じ結果 とな る。購入代 金は借 り主か ら売主に直接支払わ れて いな

いに もかかわ らず、 借 り主 のために購入代 金が貸付 によ り支払わ れ、 借 り主 は事実上、購入代金 を支払 った者で

ある。

例1

1.Bは 、Xか ら甲地 を買 いたい と思 っていた。Aが その土地 の代 金をBの ために支払 う ことに同意

した。Aは 、Bに 対す る貸付 としてXに 土地代 金 を立替払 いし、XはBに 甲地を引渡 した。復帰信 託は

生 じない。

b,1約 定担保権

財産権 の譲渡が ある者にな され、購入代金が他 の者 によ り譲受人 に対す る貸付 として立 替払 いが なされ た とき、

支払者 と譲受人間 に合意がなけれ ば、財産権上 に衡平法 上の先取特権 を有す る ことはできない。 しか しなが ら両

者間 に立替払 いをした者が貸付 を担保す るために財産上 に先取特権 を有す る ことが合意 されたな らば、 たとえ財

産権 が土地 に関す る権 利であ り、合意が 口頭 によるもので も、支払者 は衡平法 上の先取特 権 を有す ることがで き

る。

第446条 代金の支払いが譲受人に対 して負担する債務の弁済としてなされ
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た場合

財 産権 の譲渡が、ある人 に対 して なされ、購 入代金が譲受人に対 して負担 する債務の弁済 と して、他 の人によ

ってた立替払いがなされた ときは、復帰信託 は生 じない。

例:

a.本 条で述 べ られ ている規則 は、 第441条 で述べ られ ている規則 の適用であ る。財産権 の譲 渡がある者 にな さ

れ 、購入金が他 の者に よって支払わ れた場合、譲受人が譲渡 され た財産権 上に受益権 を有 し、復 帰信託は生 じな

いとい うことを賄人代金 を支払 った者が 意思表 示す るな らば、復帰 信託は生 じな い。第441条 参照 。た とえ譲渡 さ

れ た財産 権が土地に関す る権利 であ り、詐 欺防止法が有効 であって も、譲受 人が財産権上 に受益 権 を有 す ると支

払 者が意図 して いた ことを口頭 証拠 は示すのを容認す る。第441条 注6参 照 。それゆ えに購入代金 を支払 った者が

譲受 人に対す る債務 を弁済 し、 譲受人 が受益者的 に財産権 を保有 する ことを意 思表示 するな らば、復帰信託 は生

じな い。

この状 況 では、 まず債務者 が債務 を支 払 い、そ して譲渡 が売主 によ り債 権者に な されるの とあたか も同 じ結果

とな る。購入代金は、債権者 か ら売主 に直接支払われ ていないに もかかわ らず、債権者の ために購入代金が債務

者 によ り支払われ、債権者が事 実上、購 入代金 を支払 った者 である。

例:

1.Bは 、 甲地 をXか ら買 いた いと思 った。AはBに 対 し、その代金 に等 しい金額 の債務 を負 って い

た。Bの 要請で、Aは 、Xに 対 してその代金 をBに 対す る債務の弁済 として支払 い、Xは 甲地 をBに 引

渡 した。復帰信託 は生 じない。

第447条 代金の支払いが譲受人に対する贈与としてなされた場合

財産権の譲渡が或 る人 に対 してなされ、購入代金が譲 受人に対 す る贈与 として の他 の人 によ り支払われた とき

は、復帰信託 は生 じない。

注:

旦.一本条 で述 べ られ ている規則は、第441条 に述 べ られ て いる規則 の適用であ る。 つま り、 財産権の譲渡 がある人

に対 してなされ、購 入代金 が他の人 に よって支払 われた場 合にお いて、 その代金 を支払った者が、譲受人 に財産

権上 の受益権 を取得 させ復 帰信託を生 じさせ ない意 図を もってい るときには、復 帰信 託は生 じない。 第441条 参

照。 たとえ譲渡 された財産 権が土地に関す る権利 であ り、詐欺 防止法が有効 であって も、支払者が譲受人 に財産

権上 の受益権 を取得 させ る意図 を示 す ことを口頭証拠 は容認 して いる。第441条 注b参 照 。それゆ えに購入代金 を

支払 った者が譲 受人に財 産権 を贈与 として取得 させ る という意 思表 示 をした場合 、復 帰信 託 は生 じない。 同様 に

購入代金 を支払 った者が譲受人に財産権上 の部 分的受 益権 を取 得 させ る意思 を表 示 した場 合、復帰信託 は残 りの

権利 につ いてのみ生 じる。第441条 注f～h参 照 。
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第448条 譲受人が購入代金を他人に対する貸金 として支払った場合

財産権の譲渡があ る人 に対 してなされ、その者が購入代 金を他 の人 に対す る貸金 の立替払 いと して支払 ったと

きは、譲受けた財産権 にっ き、他人のため の復帰信託 は生 ずるが、譲受人 は、そ の貸金 の担保 としてその財産 権

を保有する ことがで きる。

例:

a. _」卿uの 理 由

本条 で述べ られてい る状況 では、譲受 人がまず借主に購入代金 の額 を貸 し、次に借主が借 りたお金 を売主に支

払 い、 そ して譲 渡が売主 か ら貸主 にな され るの とあたか も同じ結果 となる。購入代金が直接借主 か ら売 主へ支払

われていないに もかかわ らず 、購入代 金は借主のために譲受人 によ り支払われ、借主が事実上、購 入代金 を支払

った者 とな る。

例:

1.Aは 、Xか ら甲地 を買 いたいと思 っていた。Bが 、 その土地 の代金 をAの ために支払 う ことに同

意 した。BがXに 甲地 の代金 を支払 い、Xは 甲地をBに 譲渡 した。Bは 、Aの ための復帰信託 に もとつ

いて甲地 を保 有す る。

L－ 譲受人 の約定」11{呈権

譲受人 が購 入代金 を他の者 に貸金 と して立替払 い した場合、譲受人 は、 その土地 を貸付の担保 と して保 有す る

ことができる。復帰 信託が借主 のために生 じるに もかかわ らず、譲受 人は借主が貸金 を返済す るまで借主 に財産

権 を譲渡するよ う強制 され えない。

例:'

2.Aは 、Xか ら甲地 を買 いた いと思 っていた。Bが 、その土地 の代金 をAの ために支払 うことに同

意 した。BがXに 甲地の代金 を支払 い、Xは 甲地 をBに 譲渡 した。BはAの ための復帰 信託に もとつい

て 甲地 を保有す るが、BはAに 対す る貸金 の担保 として 甲地 を保有 する ことができる。

C,競{卍1こ よる購入

本条 で述べ られている規則 は、税金未納 のため、又 は抵 当実行手続 によ り、又は強制失効 に よ り売却 される予

定の財産権 をある者 が所有 し、他 の者が 口頭 でその売却 で財産権 を買 う ことに同意 して いる場合、貸金 の方法 で

財産権 の所有者 に購 入代金 を立替払 いする ことになるので適用 され る。そのよ うな場合、財産権 を買 う者は、購

入 が購 入者 によ りもとの所有者 にお金 を貸 す ことに よって なされ るので、 もとの所有者のため の復帰信 託に基づ

き、 当該財産 権を保 有す るこ とになる。

そのよ うな売却で購入 した者が所有 者に対する貸金の方法 ではな く、購入代金 を支払 う場合 、購 入者 が不当利

得 する ことを妨げ るた めに擬 制信託が賦課 される。第44条 注a、 原状 回復 リステ イ トメ ン ト第181条 参 照。

旦⊥_韻其人に よ4違ri売の 同意

木条で述べ られて いる状 況は、譲受人が他の者 に購入代 金を貸 してはいないが、単 に他 の者 に財産権 を転売 す
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うな らば、購入者は購入時 に他 の者に土地 を転 売す るこ とを口頭 で同意 し、他 の者 が購入者 か ら土地 を買 うこと

に同意 して いるにもかかわ らず復帰信 託は生 じな い。土地 の売買契約 を実行不能 にする詐欺 防止法 があ る場合、

契約 は実行不能 である。

しか しなが ら購入者が他 の者につき信認関係に あ り、受認者 としての義務 に違反 して財 産権 を購入 した場合 は、

擬制信託が生 じる。現状 回復 リステイ トメ ント第194条 、199条 参 照。

白一.韻畳Aが 購入代金の一・部分 を黄.Lた 場合

本条で述べ られている規 則は、財産権 の譲渡が ある者 にな され、購入代金 の一部 分がその者 によ り他 の者へ の

貸付 として立替払 いされ、貸 された者が購入代金 の残額 を支払 った場合に適用 される。

例:

3.Aは 、Xか ら甲地 を買 いたいと思 っていた。Bが 、Aの た めに、甲地の代金の半分 を支払 う こと

を約 束 した。Bが 、 甲地代金 の半 分を支 払い、残 りの代金 をAがXに 支払 って、Xは 、 甲地 をBに 譲渡

した。Bは 、Aの ための復帰信託 に もとついて 甲地 を保有 するが、Bは 、Aに 対す る貸金の担 保 として、

甲地 を保有す ることが できる。

譲受人 が購入代金の一一一部 を他 の者へ の貸 金 とい う方法 で支払 い、残額 を自己の勘定で支払 う場 合の状 況につい

ては第454条 注k参 照。

第449条 譲受人が購入代金を他人に対 して負担する債務の弁済として支払

った場合

財産権の譲渡 があ る人 に対 してなされ、購入代金が譲 受人の他 の人 に対す る債務 の弁済 の立替払い として譲受

人に よって支払 われた ときは、その財産権 にっ き、他 の人のための復帰信託が生 ずる。

旦.本 条 で述 べ られ ている状況では、譲受 人が まず 自己の債務 を債権者に支払 い、 次に債権者が受 け取 った金額

を売主 に支払 い、そ して譲渡が売主に よ り債務者 にな されたの と、 あたか も同 じ結果 とな る。購入代金 は債権者

に よ り直接、売 主に支払われて いな いに もかかわ らず購入代金は債権者の ため債 務者に よ り支払 われ、 債権 者が

事実 上、購 入代金 を支払 う者 となる。

例:

1.Aは 、Xか ら甲地 を買 いたい と思 って いた。BはAに 対し、 甲地代金 と同額 の債務 を負 って いた。

Aの 要請 により、Bは 甲地代 金 をXに 支払 い、 それによってAに 対 す る債務 の弁済 とした。Xが 甲地 を

Bに 譲渡 した。Bは 、Aの ための復帰信託 をもとついて甲地を保 有す る。

第450条 譲受人が購入代金を他人に対する贈与として支払った場合

財産権の譲渡が或る人に対してなされ、購入代金が譲受人によって他人に対する贈与として支払われた場合は、

復帰信託は生じない。
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注:

a,ユ 樵 坦徊皿

購入代金が受贈者又は受贈 者のために他 の者に渡 さな ければ購 入代金の有効 な贈与 ではない。金 銭が寄贈者 に

より、直接、売主に支払わ れた場合は、有効な贈与 ではない。 このゆ えに予定 され ていた受 贈者に信託 は生 じな

い。他の者に財産権 を譲渡 する意図で 自己に譲渡 され た財 産権 を購入 し、支払 をある者がな した場 合、 贈与 の有

効性 の必要条件が充足 されなければ、当該贈与 は無効 であ る。予 定 していた受贈者 への贈与の 目的物又は贈与捺

印証書の 目的物 が引 き渡 されて いな い場 合、そのよ うな贈与は通 常、無効 である。購入者は受託者 となる意 思表

示 を しなければ、予定 して いた受贈者 の受 託者 とはな らな い。第31条 参照 。

購 入者 が購 入 した信託財産の受託者 である と宣言 した場合、そ のよ うな信 託の設定必要条件が充足 され る と規

定 されているので、 その者 は明示信託 に基づき財産権 を保有す る。財 産権 が土地 に関す る権利 でなければ、詐欺

防止法 は信 託宣言が書面で なされ、又 は主張 され ることを要求 しない。第52条 参照。財産権が土地 に関する権利

であ る場 合は詐欺防止法 は、信 託宣 言が書面に よ り表示 され又 は主 張 される ことを要求す る。第40条 参照 。

予定 して いた贈与 ないし信託が失効 した場合、購入者 は財産権 を信託に関係 な く保 有する ことができ る。購入

者は予定 していた受贈者 のための擬制信託 に基づ き財産権 を保有 す ることを強制 されない。なぜ な ら何の不正 も

受贈者 になされ ていない し、購入者は受贈者 を擬制 に して不当利 得 しているわ けで もないか らであ る。

例:

1.BがXか ら土地 を買 い、XとAに 口頭で、その土地 をAの ために買 い、Aの た めにそれ を保 有す

る ことを述 べた。復帰信託 は生 じない。

第451条 購入代金が譲受人以外の者により支払われ、その支払いが第三者

に対する貸金としてなされた場合

財産権の譲渡が載る人 に対 してなされ、蜻入代金が他人 により第三者に対す る貸金の立替払 いと してなされた

とき は、第三者のための復帰信 託が生ず る。

注:

旦.規 則の理血

本条 で述べ られた状況 では、 まず支払者 が購 入代 金を第三者に貸 し、次 にその第三者が借 りた金額 を売主 に支

払 い、そ して譲渡が売 主 よ り譲受人 にな されるの とあたか も同 じ結果 となる。購入代金は、借主 よ り直接、売 主

に支 払われていないに もか かわ らず、貸 主によ り借主のた めに支払 われるのであ って、借主が事実上、購 入代 金

を支払った者 になる。それ ゆえに借 主のための復帰信託が生 じ、貸主 のための復帰信託の推定 は生 じない。

例:

1.Cは 、Xか ら甲地を買 いた いと思 って いた。AがCの ために土地代金 を支払 う ことを約 束 した。

AがXに 対 し甲地 の代金を支払 い、Xは 甲地 をBに 引渡 した。BはCの ための復帰 信託 に もとついて 甲
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地 を保有 する。

互._豹 室 担保権

貸主 と借主 との間に同意 がなければ貸主 は・貸付 を担保 する財産権上の権利 を何 ら有 しな い。同意が あればそ

れが 口頭 でな され もので も・財産権上の衡平法 の先取特権 を有す る ことに なる。第445条 注bと 比較せ よ。

第452条 購入代金が、譲受人以外の者 により支払われ、その支払が第三者

に対する債務の弁済 としてなされた場合

財産権 の譲渡がある者 に対 してなされ 、購 入代 金が他人 によ って 、第三者 に対 する債務の弁済の立替払 い とし

て支払 われた ときは、第三者 のために復帰 信託 が生 じる。

注:

≡L,胴川辺哩 巾

本条で述べ られて いる状況 では、 まず債務者が 自己 の債務 を第 三者に支 払い、次に債権者が受 け取った金額 を

売 主 に支払 い、 そして譲 渡が売主によ り譲受人にな され るのとあたか も同 じ結果 とな る。購入代金 は債権者に よ

り直接、売主 に支払わ れていないに もかかわ らず、債務者 によ り債 権者のために支払われ、債権 者が事実上、購

入代金 を支払 った者 となる。

例:

1.Cは 、Xか ら甲地 を買いたい と思 っていた。Aは 、Cに 対 し、 甲地代金 と同額 の債務 を負 って いた。Cの

要請 によ り、AがXに 対 し甲地代金 を支払 い、 それ によってAのCに 対す る債務の弁済 とした。XはBに 甲地 を

引渡 した。Bは 、Cの ための復帰信託に もとつ いて甲地 を保有す る。

第453条 購入代金が譲受人以外の者 により支払われ、その支払が第三者に

対する贈与 としてなされた場合

財産権の譲渡がある人に対してなされ、購入代金が他の人によって、第三者に対する贈与として支払われた場

合、贈与を受けるぺき第三者のための復帰信託は生じない。

注:

旦L」剛 強 理血

受贈者又は受贈者のために他の者に引き渡されなければ、購入代金の有効な贈与とはならない。お金が寄贈者

により直接売主に支払われ場合、有効な贈与にはならない。このゆえに予定していた受贈者ではなく、寄贈者が

支払者であり、財産権が譲受人に譲渡されたときは、予定していた受贈者に信託は生じない。

互,_範三煮豊丸」塾⊇}虹亘識 睡

自己の指示により他の者に売主によって譲渡された財産権をある者が購入し、購入代金を支払い、購入者が譲

受人は第三者のための信託として財産権を保有するという意思表示をした場合、そのような信託の設定の必要条
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h._第 三 者の 食めの1則垣繊 毛

自己の指示に より他の者 に売主によって譲渡 された財産権 をある者 が購 入 し、購入代金 を支払 い、購入 者が譲

受 人は第三者の ための信託 と して財 産権 を保有す るという意思表示 を した場合、 そのような信託 の設定 の必要条

件 が充足 され ることと規定 されているので、譲受人は第三者の ための明示信託に基 づき財産権 を保有 する。第44

1条注k参 照。財産権が土地 に関す る権利で ない場合、詐欺 防止法 は信託設定の意 図が書面 によ り表 示または主張

され ることを要求 しな い。第52条 参 照。

己_詐 欺1防止法

財産権 が土地に関す る権利 の場合 、詐 欺防止法は信託の設定が書面 によ り表 示又は主張 され る ことを要 求す る。

第40条 参照。財産権が土地 に関 する権 利で、購 入者の信託設定の意思表示 が書面 によ りな され ていない場 合、予

定 していた明示信託は実行不能 である。第三者は購入代金 を支払 っていないか ら、復帰信託 は第 三者 のために生

じな い。何 らの不正 も第三者 にな されて いず、譲受人 は第三者 を犠牲 に して不当利得 して いるわけではないか ら

擬制信託 も第三者のため に生 じない。

譲受人が予定 していた受 益者に、 財産権 を自発的 に譲渡 しよう とするな らば、 たとえ購入代金 を支払 った者の

反 対にあっ ても譲渡す ることができる。

譲受人が予定 して いた受 贈者 のための信託に基づ き譲渡 され た土 地を保 有す るということを承 認する覚 書に署

名 した場合、覚書が詐欺防 止法 の要 求 を満 たすのに十分 なので受贈 者は信 託 を強制で きる。

d.支 払逝Pた.め の擬艇 曲 畦

詐 欺防止法 を信頼す る譲受人 が予定 して いた受贈者 に財産権 を譲渡 するの を拒絶 し、信託 を承認 する覚 書に署

名 をしな い場合、擬制信託 が購 入代 金 を支払 った者 のために生 じる。第441条 注1参 照。予定 していた受贈 者以外

の者に財産権 を譲渡す ることに より、又は予定 していた受贈者以外 の者のための信託 に基づ き財産権 を保 有す る

ことを承認す る覚書に署名 す ることに よ り、購入代金 を支払 う者 ための擬 制信託が生 じることを譲受人 は妨 げる

ことがで きな い。

例:

1.Aは 、Xか ら土 地を買入れ、Xに 代金 を支払 った。.Aの 指 図に もとづ き、Xは その土地 をBに 引

き渡 した。代金支払 い と引渡の時に、Aは その土地 をCの ために買 ったことを述べ、Bは 、 口頭 で、C

のため にその土地 を保 有する ことを約 束 した。Cは 、Bに 対 し、 その土地 をCの もとに引渡す よ う強制

す ることはで きな い。 もし、BがCへ の引渡 しを拒否 した り、ある いは、Cの た めの信託契約書 に署 名

をす るのを拒否 した場 合には、AはBに 対 し、その土地 をAの もとに引渡す ように強制す ることがで き

る。

第454条 代金の一部支払 い

財産権の譲渡がある人に対してなされ、購入代金の一部が他人によって支払われたときは、支払った額と全部
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の代 金額 の割合 に応 じ・支払 った者 のために復帰 信託が生 じる。但 し、支払 いをな した者が 、復帰 信託を全面的

に、または支払額に応ず る限度 においても生 じさせない意思 を表示 したときは、 二の 限りで ない。

旦⊥」鶴里表示がな され ±場 合

財産権 の譲渡があ る者 になされ、購入代 金の一部が他 の者 によって部分 的に支払われ た場合、購 入代金の残 り

は、譲受 人に よ り支払わ れるので、部 分的に支払い をなした者 は財産権 上の受益権 を取得す る意思 、又は支払 っ

た金 額につき譲受人 に贈与又 は貸付 をなす意思で、又は譲受人 への債務を弁 済す る意 図で支払 いをなすのであ る。

部分的な支払 いをなす者が譲受 人に対 し、贈 与をなす意思 を表 示 した場合 、復 帰信託は生ぜ ず、 譲受人は財産

権 を信託 とは関係な く保有す る。それは購 入代金の全部が譲受人 に対する贈 与の方法 で支払 われた場 合、譲受人

は信託 と関係な く財産権 を保 有するか らである。第447条 参照 。

部 分的な支払 いをなす者 が譲受人 に対 し、貸付 をなす意思 を表示 した場 合、復帰信託は生ぜず、譲受 人は財産

権 を信託 とは関係な く保有す る。 それ は購入代金 の全部が譲受人 に対する貸付 の方法 で支払われ た場合、譲受人

は信 託に関係な く財産権 を保有 するか らである。第445条 参照 。そのよ うな場 合、部分的 な支払 いをなす者は、貸

付 を担保 す るために財産権上 の衡平法上 の先取特 権の権原 を有 する。 しか しそれは、 その者 と譲受 人 との間に、

そのよ うな先取特権 を有す る ことにつき合 意がな されて いた場 合に限る。第445条 注b参 照。

部分的 に支払 いをなす者 が財産権上 の受 益権 を取得す る意思表示 をな した場 合、支払 った額 と全 部の代金額の

割 合に応 じ、復帰信託が その者に生 じる、 但 しその者が、 その割合 よ りも少 ない又は異な る権利 を得 る意思表示

をな した場 合は、 この限 りではない。注h～ 」参 照。

例l

l.甲 地の所有者Xが 、 甲地 を10.㎜ ドルで売 りに 出 した。AとBが 、口頭で、Aが3,000ド ル支払い、

Bが 残代金 を支払 う ことに合意 し、Bが 甲地の所有権 を取 得 した上 でその土地 を転売 し、A・Bそ れぞ

れが負担 した割合 に応 じて売却代 金を分け ることにした。AとBが 合意通 りらXに 甲地 の代金 を支払い、

XがBに 甲地 を引渡 した。Bは 、甲地 の10分 の3に っ き、Aの ための復帰信託に もとついて甲地 を保有

する。

h.何 の意 思雄蘂 もな されな い場合

財産権 の譲渡があ る者 にな され、購入 代金 の一部分が他の者 によってな され、部分的支払 いをな した者の意

図につき、 何 ら他の証拠が提供 され ない場合、 支払 った額 と全部 の代金額 の割 合に応 じ財産権上 に受 益権 をえる

意 図であった ことが推定 され、 その範 囲でその者 のため の復帰信託 が生 じる。その者がた とえば2分 の1、3分

の1と いった割 り切れ る数 で購入代金 を支払った場 合だ けでな く、他 の割合 で支払 った場合に も、 この ことはあ

てはまる。その者が財産権上 にい くらかの権利 を得、譲受 人に対 する贈与又は貸付 をなす意 図ではない とい う推

定 は、29分 の1や124分 の1と いった分 数の割 合でのみ示 され るよ りも、2分 の1、5分 の2と いった分数の割

合 で示 された場合の方が強 く働 く。 しか しなが ら、 いずれ にせ よ、ある者 が財 産権上 に一致す る割 合で権 利 をう

る意図である というのが推定 であ り、復 帰信託は他の意 図を示 す証拠 が欠如 して いる場合 に、 その範囲でその者

に生 じる。
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例:

2.甲 地の所有者Xは 、 甲地 を10.㎜ ドルで売 りに出 した。Aは 甲地 を買 いたい と思 ったが、5,500ド

ル しか なか った。AはBに 甲地は掘出 し物 である ことを告 げ、その結果、Bは 甲地 の残代金を支払 うこ

とに同意 した。Xは 甲地 をBに 引渡 した。別段 の意思表 示がなければ、Bは 、甲地 の20分 の11に つ き、

Aの ための復 帰信 託に もとつ いて甲地 を保 有する。

c、 予 特定 な寮付 、.メ其_・殺幽 寸

ある物 が財 産権 を うる 目的の基金 を取消 し、他 の者が時 々、資金 に寄付 をな し、前者が その資金 で自己 の名 で

財産権 を購入 した場 合、当該状況 は後者 の側が前者で財産権 を取得す るのを助 け るた めに前者 に贈与 をなす意 図

である ことを示す ことにな る。 この ことは特 に寄付 された金額が勘定 に残 っていな い場合 にあてはまる。 このよ

うな場合、復 帰信託は寄付 をな した者のた めに生 じな い。 しか しなが ら時々、 基金 に寄付 をなし、金額が変 わ っ

た という単な る事実 は、基金 における 自己 の寄附分 で購入 した財産権 上に全部の代金額 の割合 に応 じて受 益権 を

えることを意 図して いな い とい うことを必ず しも示 さない。

基金につ き同じ割合 で受益権 を有す るというのが、 当事 者の意 図であ ると思わ れる場合 、復 帰信託は、そ の基

金で購入 した財産 の2分 の1に つ き生 じる。基金 は土地 に関する権利ではな いので、詐欺防止法は適用 され ない

し、基金 に対 する寄付 の同意 は、た とえ口頭であって も有効であ る。

4.複 数 の者に よる支払 史

本条 で述 べ られている規則 は、購入代金 の一部があ る者 によって支払わ れ、残 りが譲受人 によって支払 われた

場合 だけでな く、購入代金 の全部 が譲受 人以外の複数 の者 によ り支払 われる場 合に も適用 され る。また購 入代金

の一 部が譲受人に よ り支払わ れ、残 りが他の複数の者 によ り支払われ た場 合 も適用 される。

例:

3.Xは 、 甲地 の所 有者であ る。A・B・CはXか ら甲地 を購 入す るに際 し、 八が代 金の2分 の1、

BとCが 各 々4分 の1ず つ支払 った。A・B・C彼 らの指 図に従 って、Xは 甲地 をDに 引渡 した。別段

の意思表示が ない限 り、Dは 、Aに つ いては、甲地の2分 の1、B・Cに ついては各4分 の1に っ き、

復帰信託 に もとついて 甲地 を保有 する。

4.事 実関係 は、 甲地 をCへ 引渡 した こと以外は、例3と 同じで ある。別段の意思表示がな い限 り、

Cは 、Aに 対 しては 甲地の2分 の1に つき、Bに 対 しては 甲地の4分 の1に つ き復 帰信託 として保有 し、

甲地の4分 の1に つ いては、信 託 とは関係な く保有す ることができる。

e.本 条で述 べ られてい る規則 は、共 同で2人 又は数人 で所有 され る基金 が財 産権の ため に支払 われ、権原 が他

の者 の同意で1人 の名で又は第 三者 の名 で取得 された場合 に適用 される。その ような場合 には、基金 にお け る権

利 の割合に応 じて寄付者 のための復帰 信託が生 じる。

1,一 且 ム其1ホ数.ム唖 趨 渡

財産権 の譲渡 が、購入代金 の一部 を各 々が支払 った2人 またはそれ以上の者 にな され、支 払った割合が平等で

なか った場合、支払 った割合 に応 じて復帰信託 が生 じる。但 し、復 帰信託が生 じない又はその範囲で生 じな いと
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いう意思表示 をそれ らの者が なした場合は、 この限 りではない。 このような場 合、普通法 上の権利 は、譲 渡証書

に別段の規定 がない場 合に、譲受人に よ り平等の割合 で保 有 され る、 しか し各受益権 は平 等の割合 よ り多かろ う

と少 なか ろうと自己が寄付 した金額の割合 による。

例:

5.Xは 甲地の所有者 である。AとBは 、Xか ら甲地 を購入し、Aが 代 金の3分 の2、Bが 残 りの3

分 の1を 支払 った。A・Bの 指 図に従 って、Xは 甲地 をA・Bに 譲 渡 した。別段の意思表示が なければ、

AとBに ついて は3分 の1に つき、復帰 信託に もとつ いて甲地 を保 有する。

9.同 意Q効 果

譲渡 がある者 にな され、購入代金 の一部 を他 の者 が支払 い、両者 間に購入 代金 の一部を支払 った者 が、その者

によ り支払 われた金額 が全部 の代金額 に占める割 合よ りも多 い又 は少 ない割 合の権利又は それ と異 なった権利に

つ き権原 を有する とい うことが同意 され、 その同意が実行可能 な場 合、第 三者は同意 された権利 につ き楠原 を有

す る。そのよ うな同意 が土地 に関 する権利 以外 の権利 に関係が ある場 合、 又はた とえ土地 に関 する権利につ いて

であって も、詐 欺防止法 のよ うな制定法 に別段 の定 めが ない場合 、又は詐 欺防止法 に規定 され ている ように同意

が書面によ る場合、実行可能 である。

当事者 間の同意が土地 に関する権利 に関連 す るもので、 口頭 でな されてお り、詐欺防止法 を充 足 して いないた

めに実行 不可能な場合、 同意 の効果 は第 三者が別な方法 で取得 した{注i参 照)こ とにはな らな い。

h.笹 分、JL堕少な い部う珪 取笹生 憂患埋

財産権 の譲渡があ る者 にな され、購 入代 金の一 部分が他 の者 によ り支払われ、部分支払 いをな した者が、購入

代 金につ き寄与 した部分 よ りも少ない分割 して いな い権利 を取得 す る意思表示 をした場合、意 図 した部分 につ い

てのみ、復 帰信託が生 じる。 このよ うな場合、 その者が購入代金 にっ き自己が負担 した割合に基 づ き権利 をえる

意 図 であ った という推定 は部分的に生 じな い。

例:

6.Xは 甲地 の所有者であ る。AとBは 甲地 をXか ら購入 し、代金 を各 々が2分 の1ず つ支払 った。

AとBと の間 で、 甲地はBに 引 き渡 され、Aは 、 分筆 して いな い甲地 の3分 の1の 所 有権 を有す るもの

との 口頭の合意 がな された。Bは 、分筆 していない甲地の3分 の1に つ き、Aの ための復 帰信託 に もと

づ き甲地 を保有 し、残 りの3分 の2に つ いては、B自 身の ために 甲地 を保有 する。

一輌⊥一隻 分.より、以 上の部分 を」{則日置互違 」聞

財産権の譲渡 がある者 にな され、購入代金の一部 分が他の者に よ り支払 われ、両者間 に部分的支払 いをな した

者が購入代金 につき、 自己の負担部分 よ りも多 くの全受 益権又は分割 していない権利 を受 け取 るという口頭 の同

意が なされ た場合、復 帰信託が その者の ために生 じるが、詐 欺防止法 のためその口頭 の合意が実行不能 な場合 は

その者に よって負担 された部分 につ いてのみ復帰信 託が生 じる。

例:

7.Xは 甲地の所有者で ある。AとBはXか ら甲地 を購入 し、 その代金 は、A・Bそ れ ぞれ2分 の1
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ずつ支払った。AとBと の間 で、XがBに 甲地 を引渡 し、Aが 甲地 を全部取得す るとの口頭 による合意

があった。Bは 甲地 を分筆 されない半 分につ き、Aの ための復帰信託 に もとづ き保有 し、Bは 、残 りの

半 分を受益者 として保有す る。

8.事 実 は、Aが 分筆 され ない甲地 の3分 の2の 権利 を有す る ことに合意 した こと以外 は例7と 同 じ

である。Bは 甲地 を分筆 され ない半分にっ き、Aの ため の復帰信託 に もとつ いて保有 し、残 りの半分に

ついては受 益者 として保有す る。

しかしなが ら当事 者間の信認関係が ある場 合、信認関係の濫用 によって財産権 を取得 した場合、購入代金 を一

銭 も支払 っていない者のために財産権 のす べてにつき擬制信託が課 され るように、な され た寄付 で示 され る部 分

よ りも多 い部 分の利 益につ き擬制信託が課 される。原状 回復 リステ イ トメ ン ト第194条 、199条 参照。

j.全 財産描 画 ・部分をjk提 重 る意図

支払者 が財 産権の特定 部分の利益、又 は財産 権の特定の不動産権 を所得す る という ことを支払者 と譲受人 で合

意 したように思 われる場合、支払者が所持 する と合意 され た権利、又 は不動産権 の範囲で復帰信 託がある。

例:

9.Xは 甲地 の所有者であ る。AとBは 、Xか ら甲地 を買入れ、A'Bそ れぞれの代金の半分ず つを

支払 った。AとBの 間 には、XがBに 甲地を引渡 し、Aが 甲地 の北半 分を取得 し、Bが 甲地 の南 半分を

保 有する もの との口頭 による合意 がな された。Xが 甲地 をBに 引渡 した。Bは 、 甲地の北半分 をAの た

めの復 帰信 託に もとづ き保有 し、 南半 分 を信託 とは関わ りな く保有す る。

10.事 実 は、Aが 甲地の北4分 の1を 取得 し、Bが 南側4分 の3を 保 有す ることに合意 した点 を除 き、

例9と 同 じである。 甲地の北4分 の1に つきAの ための復帰信託が生 じ、'Bは 甲地の南4分 の3に つき、

信託 とは関わ りな く保有す る。

11.事 実 は、Aが 甲地の北4分 の3を 取得 し、Bが 甲地の南4分 の1を 保 有す るとの合意 した点 を除

き、例9と 同 じであ る。 甲地 の北4分 の3に つ き、Aの ため の復帰信託 が生 じ、甲地の南4分 の1に つ

いては、Bが 信 託 とは関わ りなく保有す る。

12,Xは 甲地 の所有 者であ る。AとBは 、Xか ら甲地を買入れ、A・Bそ れぞれ代金の半分ずつ を支

払 った。AとBと の問 には、Xが 甲地 をBに 引渡 し、Aが 甲地に対す る生涯 権 を取得 し、Bが 残余権 を

取得 するもの との口頭によ る合意 がなされた。Xが 甲地をBに 譲渡 した。Bは 、甲地 をAの 生存中 はA

のための復帰信 託に もとつ いて保有 し、 甲地 に対する残余 権 を、信託 とは関わ りな く保有す る。

13.事 実 は、Bが 甲地上の生涯受益権 を取得 し、Aが 残 余受益権 を取得 する もの と合意 した点をの ぞ

けば、例12と 同様 であ る。Bは 、B死 亡後 はAの ための復 帰信託が生 じる趣 旨で甲地 を保有するが、B

生存 中は、その財産 上の受益権 を取得 する。

上コ 譲受ム押 競ム代壷口」 部」を他塾 劃 二対す る丑{・fとして 立 、い した 合

本条で述べ られている規則 は、譲受人が購入代金 の一 部を他 の者 に対す る貸付 の方法で立替払 いし、残 りを自

己の 口座か ら支払 った場合 に適 用 され る。 この ような場 合、借主 に貸 された金額 が購 入金額 全体に 占め る割合 で
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借主のための復帰信 託が生 しるが・譲受人 は借主 が貸付金 を返済 するまで借主に財産権の どのような部分 も譲渡

す るよう強制 されない。第448条 と比較せ よ。

例1

14.Xは 甲地の所有 者である。AとBは ・Xか ら甲地 を10,000ド ルで買入れ た。Bが10.㎜ ドル支払

ったが、AとBと の間には、AがBに5,㎜ ドル支払 うとい う口頭 による舗 が な されてい た。X`押 地

をBに 譲渡 した。Bは 、分 筆 されていな い甲地の半分 を、Aの ため の復帰信託 に もとついて保有 するが、

Bは 、Aに 対 してな した貸 金の担 保 として、 甲地 を保 有す ることが できる。

L.一議童ム斑 趣壁書に書度 互 債瑳 醐 立垂左 睦足 蹴 ムf鹸 幽 艘払8⊥し」幽 査

本条で述 べ られ ている規 則は譲受人が購入代金 の一部 を他 の者へ の債務 を支払 うために立替払 いし、残 りを 自

己の口座 か ら支払 った場 合に適用 され る。 この ような場 合、債務の支払 いに立替払 い された金額が全体 に占める

割合で債権者 のために復 帰信託が生 じる。第449条 と比 較せよ。

例:

15.Xは 甲地 の所有者 である。AとBはXか ら甲地 を10,000ド ルで買入れた。Bが10,㎜ ドル支払 っ

たが、AとBと の間には、Bの 支払いは、BがAに 対 して負 って いる51㎜ ドル の債務 の弁済のかわ りに

な され るもの である との口頭 によ る合意がな されている。XがBに 甲地 を譲渡 した。Bは 、分筆 され な

い甲地の半分 を、Aの ための復帰信託に もとつ いて保 有す る。

坦、.一_蘭堅 人が硝 人口強 の・三白[圭但璽.者に対す蚤胆.塾とLl∠CJ繊 払題 した墨金

譲受人が購入代金 の一'部を他の者 に対 し贈与 をなす意 図で立替払 いし、残 りを自己 の口座か ら支払 った場 合、

予 定 して いた受贈者 のための復帰信託 は生 じな い。第450条 参 照 。

』。..譲受込 以外 の綿 噛 入代 金の二部 を第三者 のために立替一払 いす五輪

財産権 の譲渡 がある者 にな され、購入代金 の一 部が第三者へ の貸付 として他の者 に よ り支払 われた場 合、支払

いが購入代金 の全体に 占める割合 で第 三者のための復 帰信託が生 じる。第451条 と比 較せ よ。購入 代金の残 りが同

じ者 によ り支 払われたが、 それ が自分 自身のために支払われた場 合、残 りの部分につ きその者 のための復帰信託

が生 じる。残 りの部分が譲受人 によ り支払われた場 合、譲受人 は当該財産権 を第三者 ための復 帰信託に したが っ

てのみ保 有す る。残 りの部分が第三者によ って支払わ れた場合 、第三者のた めに全財産権 につ き復帰信託 が生 じ

る。財産権の譲渡が ある者にな され、購入代金の一部 が第 三者 に対す る債務 の弁済 のために他の者 によ り支払わ

れ た場合 と結果 は同じであ る。第452条 と比較せ よ。 しか しなが ら財産権 の譲渡が ある者にな され、購 入代金 の一

部が第三者 のために予定 していた贈与 として他 の者によ り支払わ れた場 合、復 帰信託は生 じな い。第453条 と比較

せ よ。

.0,改 」甦 生 ぬメ は」;地」こ対 する負担 を弁済宣一直土勘 覧性払.⊇rr左場一食

譲受人が購 入代金の金額 を支払 い、他 の者が当該財産権 に改良 をなす、又は土地に関す る負担 を弁済す るた め

立替払 いを した場合、本条 に述 べ られている規 則は適用 されない。 この ような場合、立替払 いを した者 は、財産

権 の持 分につ き、 自己 のための復帰信託 を強制 させ る権原 がな い。なぜな ら購入代金 を支 払ったわ けではないか
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らで ある。せ いぜ い立替払 い した額 にっ き財産権 に衡平法 上の先取特権 を有す る ぐらいであ る。

恥.」罰犠剤 阻

財産権 の譲渡 がある者 にな され、購入代金 の一 部が他の者に よって支払わ れ、当該支払 いが金銭 によるもので

はな い状況 については第455条 参照。

第455条 支払いが金銭でなされない場合

財 産権 の譲渡がある人に対 してな され、購入代金の一部が他の人 によって支払われ た場合 においては、その支

払 いが金銭 に よってな されな いときで も、支払い をな した者 のた めに復帰 信託 が生 じる。但 し、その者 が復帰信

託 を生 じさせない意思 を表示 したときは、 この限 りでない 。

注:

己 購ム代金の全額 の支鮎 、

財産権 の譲 渡がある者 にな され、購入代金全額 が他 の者によ り支払 われ た場合、 本条で述 べ られ ている規則 は

適用 され る。財産権 の譲渡が土地、動産又 は債権 の他の者によ る約 因 としてある者 に譲渡 された場合、本規則 は

適用 され る。譲渡がある権利の放棄の約 因 としてな された場合に も適用 され る し、 債務負担の約 因 として譲渡 が

な され た場 合に も適 用 され る。第456条 参照 。譲渡が役務放棄 の約因 としてな された場合 に も適用 される。

例:

1.Xは 甲地の所有者 である。Aは 、Xか ら甲地 を買入 れ、対価 として、AがXに 他 の土 地または動

産 を譲渡 し、 あるいは、XがAに 対 して負 っている債務 の弁済 にあて ることとした。Aの 指 図によ り、

Xは 甲地 をBに 譲渡 した。他 に別段の意思表示が なけれ ば、Bは 、Aの だめの復帰信託 に もとついて 甲

地 を保有す る。

b」_購 入代金 の二郵 支払 い

本条で述べ られている規則 は、財 産権の譲渡が ある者にな され、購入代金の一 部が他の者に より支払われ た場

合に適用 される。本規則 は、財 産権 の譲渡が土地、 動産又は債権の譲渡の約因 としてな され た場合、適用 され る。

この ような場合、購 入代金 の一部分が譲受人に よ り支払われ、残 りは他の者 によ り支払われ るな らば一方に よ り

支払われ たと ころの約 因に応 じ復帰信託が生 じる。

例:

2.Xは 甲地の所有者 である。XはAとBに 、 甲地 を引渡す対価 と して、Aの 所有す る或 る動物 と、

Bの 所有す る他の動物 をXに 引渡 す ことを合意 した。 それ らの動物 がXに 引渡 され 。XはBに 甲地 を譲

渡 した、Bは 、引渡 された動物 の価格 の割合 いに応 じ、Aの ための復 帰信託 にもとついて甲地 を保 有す

る。

旦.数 ムに よる支払 い

財 産権の譲渡が ある者に な され、数 人が権利 を有 している他 の財産 権がその弁済 のために売主に譲渡 され る場
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合・本条 で述 べ られ ている規 則は適 用 され る。 この ことは譲受人 が交換に譲渡 され た財産権 につ き権利 を有 して

いる者 の うちの1人 か否 かにかかわ らずあてはま る。

例1

3.Xは 甲地 の所有者であ る。Xは 、A・B・Cと 、Aが2分 の1、B・Cが4分 の4ず つの権利 を

もっている乙地 と甲地 を交換 す ることに合意 した。A・B・Cは 、乙地 をXに 交換 し、指図に従 って、

Xが 甲地 をDに 譲渡 した。他に別段の意思表示 がなければ、Dは 、Aに つ いては2分 の1、B・Cに っ

いて はそれ ぞれ4分 の1ず つ につ き、復帰信託 に もとつ いて甲地 を保有す る。

4.事 実 は、A・E・Cの 指図 に従 って、Xが 甲地 をBに 譲渡 した点 を除けば、例3と 同 じで ある。

他 に別段の意思表 示が なければ、Bは 、 甲地 の2分 の1に きつAの ための復帰信託 に もとつ いて、 甲地

の4分 の1に つ きCの ための復帰信託に もとつ いて甲地 を保有 し、残 り4分 の1に ついては、 自己のた

めに保有す る ことにな る。

旦L譲 受ノ、に封 ずる支払上

財産権の譲渡 がある者 に なされ、売主 に対 し、購 入代 金 を譲 受人 が支払 った ことの約 因 として、他 の財 産権が

第三者に よ り、 そのあ る者 に譲渡 され た場合、本条 で述 べ られて いる規則 は適用 される。

例:

5.Xは 甲地 の所有者であ る。Aは 、Xか ら甲地 を10,㎜ ドル で買 入れ た。AとBは 、Aが10.㎜ ド

ルの価値 を有 す るある動産 をBに 引渡 し、Bが10.000ド ル をXに 支払 い、XはBに 甲地 を引渡 す ことに

口頭 で合意 した。Aは 動産 をBに 引渡 し、BはXに10,000ド ル支払 い、Xは 甲地 をBに 引渡 した。他に

別段 の意思表 示が なければ、Bは 、Aの ための復帰信託 に もとつ いて甲地 を保有 す る。

e」 混合資 金 か らの支払 史

財産権 の譲渡 がある者に なされ、購入代金につ き部分 的寄付 として第三者 によ りその者 に別の財産権 が譲渡 さ

れ、譲受人が売主 に購 入代金 を全額払 った場合、本条 で述べ られ ている規則 は適用 され る。 この よ うな場 合、第

三者 によ り譲受 人に譲渡 され た財産権 の合意約因 が、売 主に支払 われた全購 入代金 に 占め る割合 で第三者 のため

に復帰信託が 生 じる。

例:

6.Xは 甲地の所有者 である。AとBは 、Xか ら10,000ド ルで甲地 を買 入れた。AとBは 、口頭で、

AがBに5,000ド ルの価値 のある動産 を引渡 し、BがXに10,000ド ル支払い、XがBに 甲地 を引渡す こ

とに合意 した。Aは 動産 をB}こ 弓1渡し、BはXに10,㎜ ドル を支 払 い、XはBに 甲地 を引渡 した。別段

の意 思表 示が なければ、Bは 、甲地の半分につ き、Aの ための復 帰信託に もとつ いて保有 す る。

第456条 信 用 購 入(purchaseoncredit)

財産権の譲渡がある人に対してなされ、他の人が譲渡に際し購入代金を支払う債務を負担したときは、その者
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の ための復帰信託が生 じる。 但 し、その者が復帰信託 を発生 させない意思を表示 したときは、 この限 りでない。

注:

旦.賄 人者の 枯山曲人

本 条で述べ られ ている規則 は、譲受 人以外の者が購 入代金支払 いのため、売主 に対 する債務 を引 き受けた場合

に適 用 され る。

例:

1.Xは 甲地の所有者 である。AはXか ら甲地 を買入 れ、Xに その代金額 の手形を渡 し、XはAの 指

図に従 って甲地 をBに 譲渡 した。他に別段 の意 思表 示がなければ、Bは 、Aの ための復帰信託に もとつ

いて甲地 を保有 する。

b.現 金 での部分的支払史

譲受人以外 の者が購入代金 の一部 を現金 で支払 い、残 りの支 払いのため売主 に対 し、債 務 を引 き受けた場合、

本条で述べ られている規則 は適 用される。

例1

2.Xl岬 地 の所 有者 であ る。Aは 、Xか ら甲地を10,㎜ ドルで買入 れ、4.㎜ ドル1賦 金で、6,㎜

ドル は手形 で支払 った。Aの 指図 に従 って、Xは 甲地 をBに 譲渡 した。他 に別段 の意思表示がなけれ ば、

Bは 、Aの ための復帰 信託に もとつ いて 甲地 を保 有する。

忘 、_復固 目託が'{三じない場 合

財 産権の譲渡があ る者 にな され、譲 渡時に他の者 が購 入代金支払 いのため債務 を引 き受 けた場合、譲受人が財

産権 上に受益権 を有す るという意思表 示 をその他 の者が したな らば、その者た めの復 帰信 託は生 じない。た とえ

ば売主に対 し、購入代金支払 いのため債務 を引 き受 けた者が譲受 人が、購入代金 を売 主に支払 うという口頭の合

意を譲受人 となし、 その合意 を履行する ため代金 を支払 った場合 、復 帰信託は生 じない。 この ような場合、譲受

人が真の購入者 であって、他 の者 は譲 受人が賄人 できるよ う自己の信 用を貸 したにすぎない。譲受人に対す る貸

付 として現金 で購入代金 をある者 が支 払 うの と状況 は類 似 している。第445条 参照。 同様 に、あ る者が売主に購入

代金 を支払 うた めに債務 を引受 け、譲 受人に対す る債務 弁済 のため代 金を支 払 った場合、復 帰信託は生 じな い。

第446条 参照。同様に売主に対 し購入代 金 を支払 うた めに債務 を引受 けた者 がそれに よ り、譲受人に贈与 をなす意

図である場 合に も復帰信託 は生 じない。第447条 参照。 これ らの状況 のそれぞれにお いて復 帰信託は生 じない。な

ぜ な ら譲受人が譲渡 された財産権上 に受 益権 を有す る とい う意思表示 がな され ているか らであ る。

d.藁 斑 入の侃川.で購入上_雌 ム意 趣譲奨 人の世務皇躁 狂貴意.レ幽

譲受人が購入代金 を支払 うため、売 主に対 し債務 を引き受 けたが、 他の者が購入 時に譲受 人 との間で 自分が売

主に対 し、購入代金 を支払 うという合 意 をな した場合 に本 条で述 べ られて いる規則 は適用 される。譲受人が他の

者 に対す る貸付 として現金 で購入代金 を支払 った場合 と状 況は類似 している。第448条 参 照。譲受 人が貸すかわ り

に信 用を貸 与 して いるところが差異 であ る。各場合 における真 の購入 者は借 主で ある。

売 主が一部 を現金で、あ とは信用 で売却 し、現 金 が他 の者、又 は他 の者 に対す る貸付 の方法 で譲受人に より支
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払われ、譲受人が購入代金 の残額につ き売主に対 し、債務 を引受 た にもかかわ らず、 もう一方 の者が売主 に対 す

る債 務を弁済 す ることに合 意 した場 合 と結果は同 じで ある。

購 入代金支 払 いのた めの売主 に対 する債務が、譲受人 と他 の者 の共同で引 き受け られ た場合、双 方間の引受が

一方 の売主 に対する債務弁済 である場 合は
、結果 は同 じで ある。

これ らはす べての場 合 に譲受人 は、売 主に支払 いをなす よう強制 された場合に 自己が免責 され るよう財産上に

約定担保権 を有 してい る。譲受人は他 の者 が売主 に支払 った り、 自分 に損 害填 補保証書 を与 える又 は別 の方法で

損失 の危険 につき、 譲受 人 を担保す るまで、その者 に財 産 を譲渡す るよう強制 されな い。譲受人が売主 に支払 っ

た場合、他の者 が原状 回復 をなすま で、 その者 に財産権 を麹渡す るよう強制 されない。同様 に購入後、譲受 人が

支払者のため に財産権上 の抵当権 を実行す るか又は修繕、 改良、税 その他 につ き支 出 した場 合、譲受人 は財産権

上に約 定担 保権 を有す る。

例:

3.Xは 甲地 の所有者であ る。AはXか ら甲地 を買 入れ、その代金 を1年 間か けて支払 った。AとB

との間 には、Bが その代金を手形で払 い、 甲地 をBに 引渡 して もらい、AはBの 手形債務 をXに 対 して

弁済 して、その後 にBが 甲地 をAに 引渡す とい う口頭 の合意 をした。Xは 手形 を渡 したBに 甲地 を引渡

した。Bは 、Aの ための復 帰信託に もとついて、 甲地 を保 有する。

4.X`押 地の所有者 である。AはXカ ・ら甲地 を10,㎜ ドルで買 入れ、4.㎜ ドルは現金 で支払 い、残

余 については、そ の土地 に抵 当権 を設定 した。AとBと の間には、 口頭によ って、Bが 現金 で2,㎜ ドル

を前払 い し、6,000ド ルのBの 手形 をXに 渡 して甲地 をBに 引渡 して もらい、Aは 、Bの 手形債務 をXに

対 して弁済 し、そ の後 にBがAに 甲地 を引渡 す とし・うことに合意 していた。Aは 、a㎜ ドル舶 己資 金

でXl岐 払 い、B{賦 金2,㎜ ドル と6,㎜ ドルの手形 をXlこ 渡 し、 甲地に抵 当権 を設定 し、Xは 甲地 を

Bに 引渡 した。Bは 、Aの ための復帰信託に もとついて 甲地 を保有 するが、AがBの 支払 った2,㎜ ドル

と手形 の支払 いをなす まで、あ るいは、Bが 手形 の支払 いをな した ときにはAがBに 対 し、その金額 を

支払 うまでは、Aの もとに 甲地 を引渡す よう強制 され ることはな い。

5.Xは 甲地 の所 有者であ る。Aは 、Xか ら甲地 を買 入れ、その代金 を1年 間か けて支払 った。Aと

Bと の間には、 口頭に よって、A・Bは 共同で手形 を振 り出 してXに 対す る代金支払 にあて、甲地 はB

に引渡 して もらい、Aが その手形の支払 をXに 対 してな し、その後に、 甲地 をBか らAに 引渡す という

合意 がな されて いた。Xは 甲地をBに 引渡 しAとBは 、共 同で振 り出 した手形 をXに 渡 した。Bは 、A

のための復 帰信託 に もとついて甲地を保有 す る。

旦L趨 愛 ム壁∫庄凪重瑚人 をし上」且ム者 が趨受人 の一一}粗度硝血一

譲受人が購入代金 を支払 うために売主 に対 し、債務 を引 き受け たが、他 の者が購 入時に譲受 人 との間 で、売主

に対す る債務 の支払 いのた め、部分的 に寄付す るとい う合意 をした場合、支 払 う合意を した部分が全購 入代金に

占める割合 でその者 のための復帰信託 が生 じる。

例:
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正.

6.Xは 甲地の所有者であ る。AとBは 、Xか ら甲地 を10,000ド ル で買 入れ、Bが その金額 の手形 で

Xに 支払 った。その買入れの時 に、AとBと の間では、Aが その手形 の5.000ド ル分 につ いて支払 いをす

る とい う口頭の合意がな され ていた。AとBの 指 図に従 って、Xは 甲地 をBに 引渡 した。他 に別段 の意

思表が なければ、Bは 甲地 の半 分につ き、Aの ための復帰信託に も とついて保有す る。

7.Xは 甲地の所有者 である。AとBは 、Xか らら甲地 を10.000ド ルで買入れ、Aが 現金 で1,000ド ル、

Bが 現金 で3,㎜ ドルを支払 い、6,㎜ ドル はBが 手形 で支払 った。甲地の買入れ の際、AとBと の間で

は、Aが その手形 の2,㎜ ドル を支払 う ことに口頭 で合意 していた。AとBの 指 図に従 って、Xは 甲地を

Bに 別 段の意 思表 示がなければ、Bは 、 甲地 の10分 の3に つき、Aの ための復帰 信託に もとつ いて保有

す る。

による』熱

財産権が売 却 され、購入代金の一部が譲受人以外 の者 によ り現金で支払われ、残 りが財産権上の購入代金 によ

り担保 された場合、譲受人が抵当権 を実行 し、残 額につ き売主 に対 し債務 を引き受 け たという事実 だけでは、譲

受 人に財産 権上 の受益権 を有 する権原 を与 えた ことに はな らない。 このような場合、真の購入者 である他 の者 は、

抵 当実行手続 の際、 当該財産権 が購入代 金残額 を支払 うのに不十分 な場合、 譲受人が売主 に支払 う責任 を免除す

るため不足分 を負担す るという推定 が働 く。譲受人が抵 当債務 を引き受 けたに もか かわ らず、 先在 する抵当の 目

的物 として購入 され た場合 と、結果 は同 じであ る。

例:

8.Xは 甲地の所有 者であ る。Aは 、Xか 押 地 を10,㎜ ドルで買入れ、4.㎜ ドルは現 金で支払 い、

残金 にっ いては、 甲地に抵 当権 を設定 した。AがXに4.㎜ ドルを支払 いvAの}旨 図に従 って、Xは 、抵

当権で担 保 されて いる代金6.㎜ ドノレを手形 で支払 ったBに 甲地 を引渡 した。1也に も証拠 がな けれ ば、B

は、Aの ため の復帰信託 にも とつ いて甲地 を保有す るが、Aが 抵当債 務の弁 済 をす るまでは、Aに 甲地 を

引渡す よう強制 され る ことはない。

菖L支 払 匹を虫一す こと堂 人 が北虚 した場合.

譲 受人が購入代金 を支払 うために売 主に対 し債務 を引き受 けたが、購入 時に他の者が譲受人 との間で、売 主に

購入代金 を支払 う又 は支払 いの一部 を寄付す ることに合意 した場 合、その者のた めに生 じた復 帰信託は、その者

が支払 いをなすのを失念 した ことによ って消滅 しない。 しか しなが ら譲受 人は、 その者か ら支払い をうけ るまで、

財産権 を保有 す る権原を有す る。

例:

9.Xは 甲地の所有者で ある。AはXか ら甲地 を買入れ、 その代金 を1年 間か けて支払 った。AとB

との間 では、口頭に よって、Bが その代金 を手形 で支払 い、 甲地 をBに 引渡 して も らい、Aは 、 その手

形債務 をXに 対 して弁済 し、 その後にBがAに 甲地 を引渡 した。手形 の支払 日にAは 支払 う ことができ

ず、Bが その支払 いを した。Bは 、AがBに 対 し、その手形金額 に利 息 をつ けて支払 った場合 にのみ、

甲地 をAに 引渡 すよ う強制 され る。
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.し.膳 ム鯉 箕」鮎 ・

譲受人が購入代金 を支払 うために売主に対 し債務 を負 い、購入 時に他の者が譲受人 との間 で売主 に対 し購入代

金 を支払 う、又は支払 いにつ き寄付 をす ることに合意 しない場 合、 たとえその者が後 になって購 入代金 を支払 う

か、支払 いのために債務 を負 ったとして もその者のた めの復帰 信託 は生 じない。第457条 参照 。

.i.損 皇 基幽 幽 迎{乱111幽 鵬 ム上ユ_盤三遊方腫 醜 唖 務血陸」こ登壇L左 」麗貞

譲受人以外の者が購 入代金 を支払 うために売主に対 し債務 を負 ったが、購入時 に第三者が債務 を負 った者 との

間に売主に購入代金 を支払 うことに合意 した場 合、本条 に述 べ られ ている規則は適用 され る。 譲受 人以外 の者 が

第三者に対す る貸付 の方法 で購入代金 を支払 う場合 と状況 が類 似 している。第451条 参照。 前者は金銭 を貸与す る

かわ りに信用 を貸与 した とい う差異があ る。それぞれ の場 合に、真 の購入者は借主 である。

例:

10.Xは 甲地 の所有者で ある。Cは 、Xか ら甲地 を買 いたいと望ん でいる。AとCと の間では、 口頭

に よって、Aが 手形で その代金 を支払い、 甲地 はBに 引渡 しても らい、CがAの 手形 債務 をXに 対 して

弁済 したら、BがCに 甲地 を引渡す とい う合意 がな されて いた。Xが 甲地 をBに 引渡 し、AがXに 手形

を渡 した。Bは 、Cの ための復帰信託に もとつ いて甲地 を保有す る。

第457条 購入後の支払い

財産権の譲渡があ る人に対 してな され、他の人がそ の後 に代金 を支払い、 また は支払債務 を負担 した ことだ け

で は、復帰信託 は生 じない。

注:

旦.頚 受人 の襯1」に よ重岨ム

譲受人が購入代金 を支払 うために売主 に対 し債務 を負 う場 合、た とえ支払時 に財産権上 の受 益権 を有す る とい

う合意が なされ て も、 他の者が その後 に購入代金 を支払 った という事実 だけで は、 その者 のための復帰信託 を設

定す るの に十分 ではない。購入時 に他の者が購入代金 を支払 う、又 は支払 いの合意 をしない場 合、購入代金 の支

払 いか ら復帰信託 は生 じな い。 しか しなが ら購入後 に購 入代金 を支払 った者 は、売 主が購入 代金 の支払 いにつ き

有す る先取特権 を代位 す る権原 を有す る。

例:

1.Xは 甲地の所有者 である。Bは 甲地 をXか ら買入れ、 その代金 を手形 で支払 い、 その土地 に抵 当

権 を設定 した。その手形が不渡 りにな った時、AとBと の間 で、Bの 手形 の支払 いをAが な し、 甲地 を

Aに 引渡す ことに口頭 による合意がな され た。AがBの 手形債務 を弁済 した。BはAの ための復帰信 託

に もとついて甲地 を保有す る ものではな いが、Aは 、彼の支払 った額 に利 息を加算 した金額の範 囲内で、

甲地 に対 し、衡平法上 の担保権 を有す る。

上.」星虫 塑妻.め刮 目入
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譲受人が売主 に購 入代金 を支払 う場 合、購入時 に他の者が購 入代金又は、そ の一部 を支 払 う合意 をしなか った

な らば、そ の他 の者 が後 に購 入代金 の額 を譲受人 に支払 う、又は支払 うことを合意す る とい う単な る事実は、そ

の者のた めの復 帰信託 を設 定するのに十分 では ない。

例:

2.Xは 甲地 の所有者であ る。BはXか ら甲地 を買入れ、その代金 を現金 で支 払 った。その後、Aと

Bは 、Aが その代金をBに 支払 い、BがAに 甲地 を引渡す ことに口頭 で合意 した。AがBに その代金 と

同額 を支払 った。BはAの ため の復帰信託 に もとづ き甲地 を保有す るものではないが、Aは 、Bに 対 し

て支払 った額 をAに 返 還せ よと請求す る権 原 を有する。

第458条 立証責任

財産権の譲渡 があ る人 に対 してな され、他の人が代 金を支払 ったことを理 由に、 自己の ための復帰信託を強制

しよ うとす るときは、その者 は、自己が代金 を支払 ったこ との明瞭かっ確実 な証拠 をもって立証 しなければな ら

ない。

注:

且,期 ム代金 が譲受 ム墨書 の責 によ力支葺、ね 肛左場違

代金支払 いを立証 する場 合、その支払 いが譲受人 への貸 付を意図 していな いことが明白であれば、復帰信託は

生 じる。 しかしなが ら金銭 は、譲受 人に対す る貸付 の方法 で支払われた ことを示す証拠が 譲受人に より提出 され

た場合、譲受 人に金銭 を貸付 ていない という立証責任 は、代金を支払 った者にあ る。言 い換 えれば、金銭は 自己

の もので あ り、 自己 の金 銭 として支 払われ たという事実の最終 的な立証責任は、代金 を支 払 った者にあ る。 しか

しもし譲受人 が 自己の金 銭であ ることを立証 したな らば、それは譲受人に対す る貸付 の方法 で支払われた という

証拠提出の責任 は譲受 人の側 にある。

h⊥ 購入代金 力1譲受人1辿 りL幽 た損 金

金銭が売主 に対し、譲受 人によって支払われ た場 合、譲受人 は 自分 のための復帰信 託に基 づ き財産権 を保有 し

てい ると主張す る第 三者 は、支払わ れた金銭は少 な くとも実質 的に 自己の金 銭 であるとい うことを立証す る責任

があ る。そ の第 三者 は金銭 は もとか ら自分 のものであ り、 自分の もののままで ある こと、又は約因のために立て

替払 いした のであって、 単なる予定 して いた贈与 と してではない ことを証明す る ことにな り、その責任 を果 たす

ことがで きる。 第448条 ～第450条 参照 。

旦._血 縁 葦辺 名 での購 入

購入代金が ある者 によ り支払 われ 、譲渡がその者 の指 図で妻 、子供又 は他の近親者 に対 して売主に よりな され、

支 払者が 自己 のための復帰信託 に基 づ き、 その ものを譲 受人に保有 させ る ことを望 む場 合、支払 った者は 自分が

支 払 った金銭が 自己の ものであるとい うことだけでな く、譲受 人が財産権 上の受益権 を有 す るということを意図

しなかった こと も立証す る責任 がある。第442条 、443条 参 照。

〔
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【第12章 】

第459条 受益者が禁反言 を受ける場合の受託者の債権者の権利

財産権の詰渡がある人に対してなされ、他の人によってその代金が支払われることによって復帰信託が生ずる

場合において、第三者が受託者の有する信託財産についての表見上の所有権を信頼して信用貸をなし、受託者が

その表見上の所有権のために信用供与を受けようとすることを受益者が知り、または知りうべかりしときは、第

三者は、信託財産に対し、その債権の満足を受けるために執行することができる。

注:

a.本 条に述べられている規則は、明示信託に適用される規則と同じである。第313条参照。

第460条 口頭 による権利消滅行為

土 地に対 する権利の譲渡が ある人に対 してなされ、他の人が口入 代金を支 払った場合におい て、その支 払い を

な した者 のために生 じる復帰 信託は、その信託 の受益者が、 口口 で、受益権 を受託者に譲渡 し、または放棄す る

こ とによ り消滅 させ るこ とがで きる。

注:

a.こ の ような場合 での復 帰信 託は、代金 の支払 いがあ り、 しか も書面 が何 もないという事 実か ら生 じる。述 べ

たように、購 入代金 の支払 いか ら、復帰信 託が生 じる という推定 は、書面 がない場 合に くつが えされ うる。第

441条 注b参 照。 同様 に書面が ない場合、復帰 信託 は消 滅 しうる。

土地 に関 する信託が書面 によって設定 され、かつ、その信託 が失 効 した り、または残余財産 をの こして信託が

達成 され た場 合には、事情 は異なる。 この ような場 合、復帰信託 は口頭でその発生 を阻止で きない し、 また一度

生 じた場 合には、書面 によ らなければ消滅 させる ことは できない。第429条 、第439条 参照。

(完)
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あとがき

米 国信 託法 リステイ トメン ト(第2版)の 翻訳 が、抄訳 か らの見直 し作業 を経 て一先ず完了 した。故田中實 先

生の こ発案 によ り」972年 慶塵義塾 大学大学院 の信 託法 研究会の翻訳活動が始 まって、実 に25年 、 四分の一 世紀 を

経 て いる。 この間、 当財 団が故田中先 生の主宰 され る研究 プロジェク トとしてお手伝 いさせ ていただいたのは、

同研究会の抄訳 が社団法 人信託協会 の会報 「信託 」に19留 年まで連 載 された後、8年 を経た1990年 か らである。

信 託法 リステ イ トメ ン ト(第2版)は 、 ア メ リカ法律 協会が米国における判例か ら帰納 的に信託法理 を抽 出し、

460条 に及ぶ条文に集大成 した、信託研究 には不可欠 の文献資料 、 されば こそ抄訳 を見直 し、翻訳 として完成 さ

せ たい という故 田中先生 の堅 い ご意志 に よる もので あった。以来6年 の問 に田中先生 と幽明境 を異 にす る悲 しい

出来事 を乗 り越 え、雨宮先生、新井先生 を中心に若手気鋭 の研究者 の参加 を得て、先生 の ご遺 志 を継 ぐ研究活動

は、営 々 として続け られた。 それぞれ に多忙を極め られ る状況下 に、地味 な、忍耐力 のいる作 業、一時は気の遠

くなるよ うに思われた壁への挑戦で もあった。雨宮先生 の本書 「序 」がそ の経緯 を物語 ってい る。古風 な表現 だ

が、 ご遺志 を遂 げる弔合戦が終わ った。参 加された先生方 と共に安堵の胸 をなで下 ろす思 いであ る。

こうして、 とに もか くに も、信託法研究 のイ ンフ ラス トラクチュアの一つが 出来上 が り、限 られた形 ではある

が、世に問 う ことができる ようになった。 これ によってす でに会報 「信託」173号 か ら183号 まで12回 にわたっ

て連 載 させ ていただいた リステイ トメ ン ト(第3版)プ ルーデ ン ト ・イ ンペ スター'ル ール{早 川 眞一郎先生 監

訳)な どとの比 較研究 への道 も拓 かれるで あろう。

本書冒頭に記 した研究 に参加 され た先 生方の真筆 の ご努力にあ らためて深甚の敬意 を表 した い。

最 後にな ったが、会報 「信託 」に連載 された抄訳 の見直 し作 業およびその儲 果の このよ うな形で の刊行 をお許

しいただいた社 団法 人信託協会 に心か ら感 謝申 し上げ る次第 である。

1996年3月

故 田中實 先生の ご冥福 を祈 りつつ

財 団法 人 トラス ト60
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